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重大事故は，再処理規則第一条の三において，設計上定める条件より厳し

い条件の下において発生する事故であって，次に掲げるものとされている。 

 

一 セル内において発生する臨界事故 

二 使用済燃料から分離されたものであつて液体状のもの又は液体状の放射

性廃棄物を冷却する機能が喪失した場合にセル内において発生する蒸発乾

固 

三 放射性分解によって発生する水素が再処理施設内部に滞留することを防

止する機能が喪失した場合にセル内において発生する水素による爆発 

四 セル内において発生する有機溶媒その他の物質による火災又は爆発（前

号に掲げるものを除く。） 

五 使用済燃料貯蔵施設に貯蔵する使用済燃料の著しい損傷 

六 セル内又は建屋内における放射性物質の漏えい（前各号に掲げる事故に

係るものを除く。） 

  

  これらに対して，「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則」（以下「事業指定基準規則」という。）第二十八条では，以

下の要求がされている。 

 

（重大事故等の拡大の防止等） 

第二十八条 再処理施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生

した場合において，重大事故の発生を防止するために必要な措置を

講じたものでなければならない。 

２ 再処理施設は，重大事故が発生した場合において，当該重大事故

の拡大を防止するために必要な措置を講じたものでなければならな
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い。 

３ 再処理施設は，重大事故が発生した場合において，工場等外への

放射性物質の異常な水準の放出を防止するために必要な措置を講じ

たものでなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第１項及び第２項に規定する「必要な措置」とは，以下に掲げる

措置をいう。 

一 それぞれの重大事故について，発生を防止するための設備，拡

大を防止するための設備が有効に機能するかを確認（有効性評

価）すること。確認に当たっては，重大事故が単独で，同時に又

は連鎖して発生することを想定して評価すること。ただし，類似

の事象が２つ以上ある場合には，最も厳しい事象で代表させるこ

とができるものとする。 

二 上記一の評価に当たっての前提条件は以下に掲げる条件をいう。 

① 確認に当たっての条件 

確認に当たっては，作業環境（線量，アクセス性等を含

む。），電力量，冷却材量，資機材，作業員，作業体制等を適

切に考慮すること。 

② 事故発生の条件 

重大事故が単独で，同時に又は連鎖して発生することを想定

するに当たっては，以下に掲げる共通要因故障を考慮すること。

関連性が認められない偶発的な同時発生の可能性を想定する必

要はない。 

a) 長時間の全交流動力電源喪失等によって想定される，冷却設
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備や水素掃気設備等の安全機能の喪失の同時発生の可能性 

b) 同一のセル内にある等，同じ防護区画内（発生する事故が，

他の設備・機能に影響を及ぼし得る範囲）にある系統及び機

器については，事故の発生防止対策の機能喪失の同時発生の

可能性 

③ 事象進展の条件 

a) 放射性物質の放出量は，重大事故に至るおそれがある事故の

発生以降，事態が収束するまでの総放出量とする。 

b) セル内（セル内に設置されていない系統及び機器にあっては

建物内）に漏えいする有機溶媒その他の可燃性の液体の量，

放射性物質の量等は，最大取扱量を基に設定する。 

c) 臨界の発生が想定される場合には，取り扱う核燃料物質の組

成（富化度）及び量，減速材の量，臨界継続の可能性，最新

の知見等を考慮し，適切な臨界の規模（核分裂数）が設定さ

れていることを確認する。また，放射性物質及び放射線の放

出量についても，臨界の規模に応じて適切に設定されている

ことを確認する。 

三 有効性評価の判断基準は，以下に掲げるものとする。 

重大事故について，発生を防止するための設備，拡大を防止す

るための設備が有効に機能することの確認については，作業環境

（線量，アクセス性等を含む。），電力量，冷却材量，資機材，

作業員，作業体制等が適切に考慮されていることを確認した上で，

以下に掲げることを達成するための対策に有効性があることを確

認すること。 

① 臨界事故 
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a) 発生を防止するための設備が機能しなかったとしても，速や

かに未臨界に移行し，及び未臨界を維持できること。 

② 冷却機能の喪失による蒸発乾固 

a) 蒸発乾固の発生を未然に防止できること。 

b) 発生を防止するための設備が機能しなかったとしても，放射

性物質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を緩和できるこ

と。 

③ 放射線分解により発生する水素による爆発 

a) 水素爆発の発生を未然に防止できること。 

b) 水素爆発を防止するための設備が機能しなかったとしても，

水素爆発が続けて生じるおそれがない状態を維持できること。 

④ 有機溶媒等による火災又は爆発 

a) 火災及び爆発の発生を未然に防止できること。 

b) 火災又は爆発の発生を防止するための設備が機能しなかった

としても，火災又は爆発を収束できること。 

⑤ 使用済燃料貯蔵槽の冷却のための設備 

使用済燃料貯蔵槽に貯蔵されている燃料の損傷のおそれがあ

る事故の発生を想定し，それが放射性物質又は放射線の敷地外

への著しい放出に至ることを防止するための適切な措置を講じ

なければならない。 

a) 「使用済燃料貯蔵槽に貯蔵されている燃料の損傷のおそれが

ある事故」とは，使用済燃料貯蔵槽内に貯蔵されている燃料

の損傷に至る可能性のある以下に掲げる事故をいう。 

イ 想定事故１： 

非常用の補給水系（設計基準で要求）が故障して補給水の
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供給に失敗することにより，貯蔵槽内の水の温度が上昇し，

蒸発により水位が低下する事故。 

ロ 想定事故２： 

サイフォン効果等により貯蔵槽内の水の小規模な喪失が発

生し，貯蔵槽の水位が低下する事故。 

b) 上記⑤の「放射性物質又は放射線の敷地外への著しい放出に

至ることを防止するための適切な措置を講じなければならな

い」とは，上記 a) の想定事故１及び想定事故２に対して，

以下に掲げる評価項目を満足することを確認することをいう。 

イ 燃料有効長頂部が冠水していること。 

ロ 放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること。 

ハ 未臨界が維持されていること。 

⑥ 放射性物質の漏えい 

a) 重大事故の発生を未然に防止できること。 

b) 発生を防止するための設備が機能しなかったとしても，重大

事故の拡大を防止できること。 

２ 第３項に規定する「異常な水準の放出を防止する」とは，上記三

①から④及び⑥において，放射性物質の放出量がセシウム１３７換

算で１００テラベクレルを十分下回るものであって，かつ，実行可

能な限り低いことをいう。 

３ 上記２の「セシウム１３７換算」については，例えば，放射性物

質が地表に沈着し，そこからのガンマ線による外部被ばく及び再浮

遊による吸入摂取による内部被ばくの５０年間の実効線量を用いて

換算することが考えられる。 
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適合のための設計方針 

「再処理規則」第一条の三に定められる，設計上定める条件より厳しい条

件の下において発生する 重大事故に対しては，対策を検討し，必要な設備，

手順書及び体制を整備し，それらの有効性を評価する。したがって，重大事

故の発生 を仮定する機器 の特定として，重大事故の起因となる安全機能の

喪失及びその同時発生の範囲，機能喪失後の事象進展，重大事故の発生規模，

並びに重大事故の同時発生の範囲を明確にすることが必要である。 

重大事故の 発生を仮定する機器 の特定に当たっては，重大事故の発生を

仮定する際の条件 を設定し，これによる 安全上重要な施設の 機能喪失の範

囲を整理することで重大事故の 発生を仮定する機器 を特定 し，重大事故が

単独で，同時に又は連鎖して発生することを仮定する とともに，それぞれ

の重大事故についての有効性評価の条件とする。 

 

 

有効性評価 

特定された重大事故の 発生を仮定する機器 に対し，重大事故の発生防止

対策及び重大事故の拡大防止対策（以下「重大事故等対策」という。）が有

効であることを示すため，評価項目を設定した上で，評価の結果を踏まえて，

設備，手順及び体制の有効性を評価する。 

有効性評価は，機能喪失の範囲，講じられる対策の網羅性及び生じる環境

条件を基に，代表事例を選定し実施する。 

また，重大事故等対策の有効性を確認するために設定する評価項目は，重

大事故の特徴を踏まえた上で，重大事故の発生により，放射性物質の放出に

寄与する重大事故等のパラメータ又はパラメータの推移とし，重大事故等対

策が講じられた際に大気中へ放出される放射性物質の放出量がセシウム１３
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７換算で１００テラベクレルを十分下回るものであって，かつ，実行可能な

限り低いことを確認する。 

評価する重大事故等のパラメータ又はパラメータの推移は，以下に掲げる

ことを達成するために必要なパラメータとする。 

 

(1) 臨界事故 

a) 発生を防止するための 設備 が機能しなかったとしても，速やかに

未臨界に移行し，及び未臨界を維持できること。 

 

(2) 冷却機能の喪失による蒸発乾固 

a) 蒸発乾固の発生を未然に防止できること。 

b) 発生を防止するための 設備 が機能しなかったとしても，放射性物

質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止できること。 

 

(3) 放射線分解により発生する水素による爆発 

a) 水素爆発の発生を未然に防止できること。 

b) 水素爆発を防止するための 設備 が機能しなかったとしても，水素

爆発が続けて生じるおそれがない状態を維持できること。 

 

(4) 有機溶媒等による火災又は爆発 

有機溶媒等による火災は重大事故の事象として選定されないことか

ら，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応について，以下に掲げることを

達成するための対策の有効性を確認する。 

a) ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を防止するための 設備 が

機能しなかったとしても，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を収束
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できること。 

 

(5) 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

想定事故１（非常用の補給水系が故障して補給水の供給に失敗する

ことにより，貯蔵槽内の水の温度が上昇し，蒸発により水位が低下す

る事故）及び想定事故２（サイフォン効果等により燃料貯蔵プール等

内の水の小規模な喪失が発生し，燃料貯蔵プール等の水位が低下する

事故）に関して，以下の評価項目を満足することを確認する。 

イ 燃料有効長頂部が冠水していること。 

ロ 放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること。 

ハ 未臨界が維持されていること。 
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「安全審査 整理資料 第２８条：重大事故等の拡大防止等」では，

「３．重大事故の発生を仮定する際の条件 の設定及び重大事故の 発生

を仮定する機器 の特定」において，重大事故の 発生を仮定する機器 の

特定，重大事故の同時発生の範囲の特定及びその発生条件を整理し，こ

れらの整理された結果に対する重大事故等対策の有効性評価を５章から

14 章において実施する。 

５章から 11 章では，３章で特定された個別の重大事故ごとに，重大

事故等対策の有効性評価を実施する。また，有効性評価によって明らか

にした事故影響の情報を基に，重大事故等が連鎖して発生する可能性に

ついての分析も実施する。 

13 章では，６章から 11 章の有効性評価の結果を基に，３章において

特定された重大事故の同時発生の範囲に対して，重大事故が同時発生し

た場合の特徴を考慮した重大事故等対策の有効性評価を実施するととも

に，６章から 11 章で明らかにした連鎖の分析結果を基に，有効性評価

における連鎖の考慮の要否を整理する。 

14 章では，５章から 13 章までの有効性評価において明らかにした必

要な要員及び資源を基に，重大事故等対策に付帯するその他の作業に必

要な要員及び資源を考慮に加えた上で，外部からの支援を考慮せずとも，

７日間対処を継続できることを評価する。 

上記の３章，６章から８章，10 章，11 章，13 章及び 14 章のそれぞれ

の要旨を，「２．重大事故等への拡大防止等（要旨）」に整理する。 
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２．重大事故等の拡大防止等（要旨）
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2.1 設計上定める条件より厳しい条件の設定 

及び重大事故の想定箇所の特定（要旨） 
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  (３) 有効性評価 

  (ⅰ) 重大事故等の対処に係る有効性評価の基本的な考え方 

重大事故の発生を仮定する際の 条件を設定し，これによる 安全上

重要な施設の 機能喪失の範囲を整理することで重大事故の 発生を仮

定する機器 を特定 し，重大事故が単独で，同時に又は連鎖して発生

することを仮定する。また ，特定された重大事故の 発生を仮定する

機器 に対し，重大事故等対策が有効であることを示すため，評価項

目を設定した上で，評価の結果を踏まえて，設備，手順及び体制の有

効性を評価する。 

 

   (ａ) 重大事故の発生を仮定する際の 条件の設定及び重大事故の 発生

を仮定する機器 の特定 

   (イ) 重大事故の発生を仮定する際の 条件の考え方 

外部からの影響による機能喪失（以下 ハ．(３)(ⅰ)(ａ)では「外的事

象」という。）と動的機器の故障，及び静的機器の損傷等による機

能喪失（以下 ハ．(３)(ⅰ)(ａ)では「内的事象」という。）並びにそれ

らの同時発生を考慮する。 

外的事象の考慮として，安全機能を有する施設の設計において想

定した自然現象等に対して 

・発生頻度が極めて低い自然現象等 

・発生するが，重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能

の喪失の要因となる規模の発生を想定しない自然現象等 

・再処理施設周辺では起こりえない自然現象等 

・発生しても重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の

喪失の要因となるような影響が考えられないことが明らかである
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自然現象等 

を除いた上で，設計基準より厳しい条件の影響を施設に与えた場合

に重大事故の要因となるおそれのある自然現象等として，地震，火

山の影響（降下火砕物による積載荷重，フィルタの目詰まり等），

森林火災，草原火災，干ばつ，積雪，湖若しくは川の水位降下が残

り，当該事象によって機能喪失するおそれのある安全上重要な施設

を抽出して，重大事故の発生の有無を検討する。 

その結果として, 「四、Ａ．ロ．(７)(ⅰ)(ａ) 外部からの衝撃による

損傷の防止」に示すとおり，積雪に対しては除雪を行うこと，火山

の影響（降下火砕物による積載荷重）に対しては降下火砕物を除去

すること，森林火災及び草原火災に対しては消火活動を行うこと，

並びに干ばつ及び湖若しくは川の水位降下に対しては工程を停止し

た上で必要に応じて外部からの給水を行うことにより，重大事故に

至る前までに対処が可能であり，安全上重要な施設の機能喪失に至

ることを防止でき，大気中への放射性物質の放出に至ることはない。

したがって，地震，火山の影響（降下火砕物によるフィルタの目詰

まり等）について，設計基準より厳しい条件により重大事故の発生

を 仮定 する。 

地震，火山の影響で考慮する 重大事故の発生を仮定する際の安

全上重要な施設の 条件は，以下のとおりである。 

地震：安全上重要な施設 の動的機器及び交流動力電源の機能は

復旧に時間を要することを想定し全て長時間機能喪失する。

また，安全上重要な施設 の静的機器の機能は 長時間機能

喪失する。ただし，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮し

た際に機能維持できる設計とした 安全上重要な施設の静
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的機器は機能を維持する 。 

火山の影響：交流動力電源及び屋外に 設置する安全上重要な施

設 の動的機器の機能並びに屋内の外気を吸い込む

安全上重要な施設 の動的機器の機能は降下火砕物

によるフィルタ目詰まり等により全て長時間機能喪

失する。 

上記の前提により，安全上重要な施設の機能喪失に至り重大事故

が発生する。 

内的事象は，静的機器の損傷として，設計基準事故での想定であ

る，放射性物質を内包する腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の移

送配管の貫通き裂と漏えい液を回収するための系統の単一故障の同

時発生 に対して，重大事故では 放射性物質を内包する腐食性の液

体（溶液，有機溶媒等）の移送配管の全周破断と漏えい液を回収す

るための系統の単一故障の同時発生 を想定する。 

空気，気送による粉末又は定期的なサンプリングにより水質を

管理している冷却水を内包する配管は腐食の進行が緩やかであり，

保守点検で健全性を維持できることから対象としない。配管が破断

した場合には早期に検知でき工程停止等の措置が可能であるため，

複数の配管の全周破断は考慮しない。 

動的機器の機能喪失として，設計基準事故の想定において考慮

した 動的機器の単一故障 （単一の誤作動，単一の誤操作を含む）

に対して，重大事故では 動的機器の多重故障（多重の誤作動，多

重の誤操作を含む）を想定する。共通要因故障が発生するおそれの

ない機器における関連性が認められない偶発的な同時発生は想定し

ない。また，設計基準事故の想定において考慮した 短時間の全交
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流動力電源の喪失に対して 重大事故では 長時間の全交流動力電源

の喪失を想定する。 

外的事象及び内的事象のそれぞれの同時発生について，外的事象

同士の同時発生は，外的事象はそれぞれ発生頻度が極めて低いこと

に加え，火山の影響による機能喪失の範囲は地震による機能喪失の

範囲に包絡されることから考慮する必要はない。 

内的事象同士の同時発生は，内的事象発生時には速やかに対処を

行うことに加え，それぞれの内的事象は関連性の認められない偶発

的な事象となることから考慮する必要はない。 

また，内的事象と外的事象の同時発生は，外的事象は発生頻度が

極めて低いことに加え，外的事象と内的事象は関連性の認められな

い偶発的な事象となることから考慮する必要はない。 

 

   (ロ) 個々の重大事故の発生の仮定 

安全機能を有する施設のうち安全上重要な施設に関して，「ハ．

(３)(ⅰ)(ａ)(イ） 重大事故の発生を仮定する際の 条件の考え方」にて設

定した 重大事故の発生を仮定する際の 条件による機能喪失の範囲

を整理することで，重大事故が単独で，又は同種の重大事故が複数

の機器で同時に発生するものとして，外的事象を要因とした場合及

び内的事象を要因とした場合の 重大事故の 発生を仮定する機器 を

特定する。 

その際，設計基準対象の施設で事象の収束が可能であるか，安

全機能の喪失から事故に至るまでの間に喪失した安全機能の復旧が

可能であるか，及び機能喪失時の公衆への影響が平常運転時と同程

度であるかについて評価を実施し，いずれかの条件に該当する場合

19



には，重大事故の発生を仮定する機器として特定しない。 

   (ハ) 重大事故の 発生を仮定する機器の特定 

  １） 臨界事故 

臨界事故は，臨界が発生することにより，気体状の放射性物質

や放射性エアロゾルが発生し，大気中への放射性物質の放出量が増

加するものである。 

   ⅰ） 外的事象発生時 

    ａ） 地震 

基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設

計により形状・寸法の核的制限値等が維持され ることから 事故

の発生は想定されない 。また，地震発生時には工程を停止する

ことからプロセス量に変動は起こらず，平常運転時において核燃

料物質の濃度が未臨界濃度以下，又は核燃料物質の質量が未臨界

質量以下の 機器 では事故 の発生は想定されない 。 

    ｂ） 火山の影響 

工程を停止することから，プロセス量に変動は起こらず，核的

制限値を超えることはないため，事故 の発生は想定されない 。 

   ⅱ） 内的事象発生時 

   ａ） 配管の全周破断 

核燃料物質の漏えいは生じるが，漏えいする溶液の濃度が未臨

界濃度であれば事故 の発生は想定されない 。また，漏えいする

溶液の濃度が未臨界濃度を超える場合でも，漏えいを検知して１

時間以内に漏えいを停止することにより，漏えい液受皿の核的制

限値の保持機能は維持されることから事故 の発生は想定されな

い 。 
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   ｂ） 動的機器の多重故障 

工程を停止することで，プロセス量に変動は起こらず，核的制

限値を超えることはない。また，多重誤操作においては，臨界に

至る条件が成立しないことから事故 の発生は想定されない 。 

   ｃ） 長時間の全交流動力電源の喪失 

工程が停止することで，プロセス量に変動は起こらず，核的制

限値を超えることはないため，事故 の発生は想定されない 。 

臨界事故は，過去に他の施設において発生していること，臨界事

故の発生に対しては直ちに対策を講ずる必要があること，及び臨界

事故は核分裂の連鎖反応によって放射性物質が新たに生成するとい

った特徴を有している。このため，設計基準事故では臨界管理上重

要な施設である溶解槽において硝酸の供給に係る多重の誤操作によ

り，事故が発生することを想定している。重大事故の発生を仮定す

る際の条件 下では ，上記のとおり臨界事故の発生は想定されない

が，技術的な想定を超えて，複数の動的機器の多重故障及び多重誤

作動並びに運転員の多重誤操作により多量に核燃料物質が集積する

ことを想定し，設計基準事故で発生を想定していた溶解槽を含め，

第２表に示す 8 つの機器を 特定し，これらの機器 において 単独で

の 臨界事故の発生を 仮定 する。 

 

  ２） 冷却機能の喪失による蒸発乾固 

冷却機能の喪失による蒸発乾固は，その他再処理設備の附属施

設の給水施設の冷却水設備の再処理設備本体用の安全冷却水系（再

処理設備本体用）（以下ハ．(３) (ⅰ)では「安全冷却水系（再処理設

備本体用）」という。）の冷却機能の喪失により発生する可能性が
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あり，その後，溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は高レ

ベル廃液が沸騰に至ることで，放射性エアロゾルが発生し，大気中

への放射性物質の放出量が増加するものである。 

  ⅰ） 外的事象発生時 

   ａ） 地震 

安全冷却水系 の冷却水のポンプ，屋外に設置する冷却塔等の

動的機器の直接的な機能喪失及び電源喪失による間接的な機能喪

失により，冷却機能が喪失する。その結果，第３表(1)に示す 溶

解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は高レベル廃液を内包

する 53 の機器を 特定し，蒸発乾固の発生を 仮定 する。 

  ｂ） 火山の影響 

屋外に設置する安全冷却水系（再処理設備本体用）の冷却塔の

直接的な機能喪失並びに電源喪失による冷却水のポンプ，屋外に

設置する冷却塔等の間接的な機能喪失により，冷却機能が喪失す

る。その結果，第３表(1)に示す 溶解液，抽出廃液，硝酸プルト

ニウム溶液又は高レベル廃液を内包する 53 の機器を 特定し，蒸

発乾固の発生を 仮定 する。 

   ⅱ） 内的事象発生時 

   ａ） 配管の全周破断 

移送配管破断と漏えい液を回収するための系統の単一故障との

同時発生においては，冷却対象の機器からの漏えいは発生するが，

漏えい液を回収するための系統が多重化されていることから事故

の発生は想定されない 。 

   ｂ） 動的機器の多重故障 

安全冷却水系（再処理設備本体用）の外部ループの冷却水のポ
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ンプ又は屋外に設置する冷却塔の多重故障により，冷却機能が喪

失する。その結果，第３表(1)に示す 溶解液，抽出廃液，硝酸プ

ルトニウム溶液又は高レベル廃液を内包する 53 の機器を 特定し，

蒸発乾固の発生を 仮定 する。また，安全冷却水系（再処理設備

本体用）の内部ループの冷却水のポンプが機能喪失した場合は，

その内部ループに接続されている 機器 で同時に重大事故の発生

を 仮定 し，第３表(1)に示す機器グループ（対策が同じ重大事故

の発生を 仮定 する機器のグループ）の単位で，５建屋 13 機器グ

ループ を特定し，蒸発乾固の 発生を 仮定 する。 

  ｃ） 長時間の全交流動力電源の喪失 

設計基準事故での想定である短時間の全交流動力電源の喪失

に対して長時間の全交流動力電源の喪失を想定することにより，

電源喪失による安全冷却水系（再処理設備本体用）の冷却水のポ

ンプ，屋外に設置する冷却塔等の間接的な機能喪失により第３表

(1)に示す 溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は高レベ

ル廃液を内包する 53 の機器を 特定し，蒸発乾固の発生を 仮定

する。 

 

   ３） 放射線分解により発生する水素による爆発 

放射線分解により発生する水素による爆発は，その他再処理設

備の附属施設の圧縮空気設備の安全圧縮空気系（以下ハ．(３) (ⅰ)で

は「安全圧縮空気系」という。）の掃気機能の喪失により発生する

可能性があり，その後，溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液

又は高レベル廃液を内包する機器内の水素濃度が上昇して水素爆発

が生じることで，放射性エアロゾルが発生し，大気中への放射性物
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質の放出量が増加するものである。 

 

 

  ⅰ） 外的事象発生時 

   ａ） 地震 

安全圧縮空気系 の空気圧縮機の直接的な機能喪失，並びに電

源喪失及び空気圧縮機を冷却する安全冷却水系（再処理設備本体

用）の機能喪失による間接的な機能喪失により，掃気機能が喪失

する。その結果，第４表(1)に示す 溶解液，抽出廃液，硝酸プル

トニウム溶液又は高レベル廃液を内包する 49 の機器 を特定し，

水素爆発の発生を 仮定 する。 

   ｂ） 火山の影響 

安全圧縮空気系の空気圧縮機の直接的な機能喪失，並びに電源

喪失及び空気圧縮機を冷却する安全冷却水系（再処理設備本体

用）の機能喪失による安全圧縮空気系の空気圧縮機の間接的な機

能喪失により，掃気機能が喪失する。その結果，第４表(1)に示す

溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は高レベル廃液を内

包する 49 の機器 を特定し，水素爆発の発生を 仮定 する。 

   ⅱ） 内的事象発生時 

   ａ） 配管の全周破断 

水素掃気対象機器からの漏えいは発生するが，セル から の排

気機能が維持されていることから事故 の発生は想定されない 。 

   ｂ） 動的機器の多重故障  

安全圧縮空気系の空気圧縮機の多重故障，又はこれを冷却する

安全冷却水系（再処理設備本体用）の外部ループのポンプ，屋外
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に設置する冷却塔の多重故障によって第４表(1)に示す 溶解液，

抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は高レベル廃液を内包する

49 の機器 を特定し，水素爆発の発生を 仮定 する。 

  ｃ） 長時間の全交流動力電源の喪失 

設計基準事故での想定である短時間の全交流動力電源の喪失

に対して長時間の全交流動力電源の喪失を想定することにより，

電源喪失による安全圧縮空気系の空気圧縮機の間接的な機能喪失

により第４表(1)に示す 溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶

液又は高レベル廃液を内包する 49 の機器 を特定し，水素爆発の

発生を 仮定 する。 

 

  ４） 有機溶媒等による火災又は爆発 

有機溶媒等による火災又は爆発における重大事故は，有機溶媒

等による火災または爆発が生じることにより，放射性エアロゾルが

発生し，大気中への放射性物質の放出量が増加するものである。 

  ⅰ） 外的事象発生時 

   ａ） 地震 

工程が停止することで，温度上昇が抑制され有機溶 媒の 引火

点，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の開始温度に至ることはな

い，又は 還元炉への水素の供給が停止することから，水素濃度

は可燃限界濃度に至ることはないため，事故 の発生は想定され

ない 。 

   ｂ） 火山の影響 

工程が停止することで，温度上昇が抑制され有機溶 媒の 引火

点，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の開始温度に至ることはな
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い，又は 還元炉への水素の供給が停止することから，水素濃度

は可燃限界濃度に至ることはないため，事故 の発生は想定され

ない 。 

 

 

  ⅱ） 内的事象発生時 

   ａ） 配管の全周破断 

有機溶媒の漏えいは生じるが，放熱を考慮すれば崩壊熱による

温度上昇が抑制され，有機溶媒の引火点に至ることはなく，事故

の発生は想定されない 。 

   ｂ） 動的機器の多重故障 

工程を停止することで，温度上昇は抑制され，有機溶 媒の 引

火点及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の開始温度に至ること

はない，又は 還元炉への水素の供給を停止することから，水素

濃度は可燃限界濃度に至ることはないため，事故 の発生は想定

されない 。 

   ｃ） 長時間の全交流動力電源の喪失 

工程が停止することで，温度上昇は抑制され，有機溶 媒の 引

火点及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の開始温度に至ること

はない，又は 還元炉への水素の供給が停止することから，水素

濃度は可燃限界濃度に至ることはないため，事故 の発生は想定

されない 。 

有機溶媒等による火災又は爆発のうち，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応は，過去に海外の 複数の 再処理施設において，硝酸溶

液とＴＢＰ等の接触により発生しており，また，事故の発生に対し
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ては直ちに対策を講ずる必要がある。このため，設計基準事故では，

溶液の温度上昇防止機能，ＴＢＰの混入防止機能等の多重の機能喪

失により精製建屋のプルトニウム濃縮缶において事故が発生するこ

とを想定している。重大事故の発生を仮定する際の 条件下では ，

上記のとおり ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応 の発生は想定され

ないが ，設計基準事故の機能喪失に加え，技術的な想定を超えて

溶液の供給停止回路が誤作動することにより ，設計基準事故の想

定を上回る量のＴＢＰが混入した事故が発生することを仮定する。

その結果，設計基準事故で発生を想定していた精製建屋のプルトニ

ウム濃縮缶を特定し，本重大事故が単独で発生することを仮定する。 

 

  ５） 使用済燃料の著しい損傷 

  ⅰ） 想定事故１ 

    ａ） 外的事象発生時 

   イ） 地震 

プール水冷却系，その他再処理設備の附属施設の冷却水設備の

安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）（以下

ハ．(３)(ⅰ)では「安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設用）」という。）及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備の補給水設備（以

下「補給水設備」という。）のポンプ，並びに屋外に設置する安

全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）の冷却塔

の直接的な機能喪失に加え，電源喪失による間接的な機能喪失に

より想定事故１が発生するが，同時にプール水の漏えいの発生と

燃料貯蔵プール等の水面の揺動を踏まえ，想定事故２として発生
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を 仮定 する。 

    ロ） 火山の影響 

屋外に設置する安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設用）の冷却塔の直接的な機能喪失，並びに電源喪失による

プール水冷却系，安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設用）及び補給水設備のポンプの間接的な機能喪失により

想定事故１の発生を仮定する 。 

    ｂ） 内的事象発生時 

  イ） 配管の全周破断 

冷却水及び補給水を内包する配管の破断は想定しないことから

事故 の発生は想定されない 。 

    ロ） 動的機器の多重故障 

プール水冷却系のポンプ，安全冷却水系（使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設用）のポンプ又は屋外に設置する安全冷却水系

（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）の冷却塔の多重故障

により沸騰には至るものの，補給水設備からの給水を継続するこ

とにより燃料貯蔵プール等の水位を維持できることから事故 の

発生は想定されない 。 

また，補給水設備のポンプが多重故障しても，プール水冷却系

及び安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）に

より冷却が継続される。自然蒸発による燃料貯蔵プール等の水位

低下に対しては，その他再処理設備の附属施設の給水処理設備か

らの給水 が可能であることから事故の発生は想定されない 。 

  ハ） 長時間の全交流動力電源の喪失 

電源喪失によるプール水冷却系，安全冷却水系（使用済燃料の
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受入れ施設及び貯蔵施設用）及び補給水設備のポンプの間接的な

機能喪失によって 想定事故１の発生を 仮定 する。 

 

 

 

  ⅱ） 想定事故２ 

    ａ） 外的事象発生時 

    イ） 地震 

プール水冷却系の配管破断で発生するサイフォン効果 及び越

流せきからの流出（以下「サイフォン効果等」という。）並びに

プール水のスロッシングにより，燃料貯蔵プール等において想定

事故２の発生を 仮定 する。 

    ロ） 火山の影響 

プール水は漏えいしないことから事故 の発生は想定されない 。 

    ｂ） 内的事象発生時 

    イ） 配管の全周破断 

冷却水及び補給水を内包する配管の破断は想定しないことから

事故 の発生は想定されない 。 

    ロ） 動的機器の多重故障 

プール水冷却系，安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設用），補給水設備のポンプ等の多重故障ではプール水は

漏えいしないことから事故 の発生は想定されない 。 

    ハ） 長時間の全交流動力電源の喪失 

電源喪失による間接的な機能喪失ではプール水は漏えいしない

ことから事故 の発生は想定されない 。 
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以上のとおり，重大事故の発生を仮定する際の 条件においては，

地震を要因として発生を 仮定 するものの，内的事象では 事故の発

生は想定されない。 

ただし，プール水冷却系の配管からの漏えいは，燃料貯蔵プール

等からの水の漏えいによる水位低下の起因になり得ることを踏まえ，

さらにプール水冷却系の配管からの漏えい並びに補給水設備及び給

水処理設備（以下「補給水設備等」という。）の機能喪失の条件を

厳しく想定し，内的事象による想定事故２の発生を 仮定 する。 

   ６） 放射性物質の漏えい 

機器から放射性物質が漏えいすることで発生を仮定する重大事

故のうち，上記１）～５）に掲げる重大事故に関しては，それぞれの項

での検討に包絡されるため，ここでは，上記１）～５）以外の重大事故

の発生の有無について検討する。 

放射性物質の漏えいによる重大事故については，放射性物質の保

持機能の機能喪失により発生する。液体状又は固体状の放射性物質

の保持機 能は ，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能

維持できる設計とする ことにより喪失しない ，又は喪失する場合

であっても 工程停止により漏えいを収束させることから事故 の発

生は想定されない 。火山の影響，機器の多重故障及び長時間の全

交流動力電源喪失においては，機能喪失は考えられないことから事

故 の発生は想定されない 。 

また，内的事象において，放射性物質を内包する液体の移送配管

の全周破断で液体状の放射性物質の保持機能が機能喪失し漏えいが

発生するが，設計基準対象の施設により漏えいを停止し漏えい液を

回収することで事象を収束できることから，事故 の発生は想定さ
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れない 。その他の内的事象においては，保持機能の喪失は考えら

れないことから事故 の発生は想定されない 。 

気体状の放射性物質の閉じ込め機能（放出経路維持機能，放射性

物質の捕集及び浄化機能並びに排気機能）の機能喪失は，外的事象

（地震及び火山の影響）を想定した場合，排風機，廃ガス洗浄器へ

水を供給するポンプ等の直接的な機能喪失，電源喪失による間接的

な機能喪失により閉じ込め機能が喪失するが，工程停止により放射

性物質の気相への移行量が減少し，放射性物質の放出が抑制される

ことから事故 の発生は想定されない 。 

内的事象として，長期間にわたり全交流動力電源が喪失した場合

も，外的事象と同様に工程が停止することから事故 の発生は想定

されない 。また，動的機器の多重故障の場合は，当該系統の異常

を検知し，工程を停止した上で建屋換気設備（セルからの排気系，

汚染のおそれのある区域からの排気系）により代替排気を行うこと

から事故 の発生は想定されない 。 

 

   ７） 同時発生又は連鎖を仮定する重大事故 

事業指定基準規則の解釈第28条に基づき，重大事故が単独で又は

同種の重大事故が複数の機器で同時に発生することの想定に加えて，

異種の重大事故が同時に発生する場合又は発生した重大事故の影響

を受けて連鎖して発生する場合について，以下のとおり仮定する。 

同種の重大事故が複数の機器で同時に発生する場合の仮定につい

て，安全冷却水系（再処理設備本体用）は，複数の機器に内包され

る溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は高レベル廃液の冷

却を同時に行っていることから，当該系統が機能喪失した場合には，
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複数の機器にその影響が及ぶ。同様に，安全圧縮空気系も，複数の

機器内の水素を同時に掃気していることから，当該系統が機能喪失

した場合には，複数の機器にその影響が及ぶ。したがって，冷却機

能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素による

爆発については，２）及び３）にて特定した機器での同時発生を仮定す

る。 

異種の重大事故が同一の機器又は複数の機器で同時に発生する場

合については，機能喪失の要因と各重大事故との関係を踏まえて， 

以下の同時発生を仮定する。 

   ⅰ） 外的事象発生時 

    ａ） 地震 

冷却機能の喪失による蒸発乾固，放射線分解により発生する水

素爆発及び使用済燃料の著しい損傷のうち想定事故２の３つの重

大事故が同時に発生することを 仮定 する。 

    ｂ） 火山の影響 

冷却機能の喪失による蒸発乾固，放射線分解により発生する水

素爆発及び使用済燃料の著しい損傷のうち想定事故１の３つの重

大事故が同時に発生することを 仮定 する。 

   ⅱ） 内的事象発生時 

    ａ） 動的機器の多重故障 

冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する

水素爆発の２つの重大事故が同時に発生することを 仮定 する。 

    ｂ） 長時間の全交流動力電源の喪失 

冷却機能の喪失による蒸発乾固，放射線分解により発生する水

素爆発及び使用済燃料の著しい損傷のうち想定事故１の３つの重
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大事故が同時に発生することを 仮定 する。 

重大事故等の対処に係る有効性評価においては，これらの重大事

故が同時に発生した場合の相互影響を考慮する。 

また，重大事故が連鎖して発生する場合については，各重大事故

が発生した場合における事故影響によって顕在化する環境条件の変

化を明らかにした上で，溶液の状態によってさらに事故が進展する

可能性及び他の安全機能への影響を分析し，その他の重大事故の起

因となりうるかどうかを，重大事故等の対処に係る有効性評価の中

で確認して，起因となる場合には連鎖を仮定して対処を検討する。 

なお，確認に当たっての前提条件として，事業指定基準規則の解

釈第28条を踏まえ，有効性評価において想定している発生防止対策

の機能喪失は考慮するが，発生防止対策で用いる設備に対して，多

様性や位置的分散が考慮された設備での対処である拡大防止対策の

機能喪失は考慮しない。 
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 2.2 臨界事故への対処（要旨） 
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  (ⅱ) 重大事故等に対する対策の有効性評価 

   (ａ) 臨界事故への対処 

   (イ) 事故の特徴 

     核燃料物質を内包する機器においては，技術的に見て想定される

いかなる場合でも臨界を防止するため，形状，寸法，溶液中の核

燃料物質濃度等の適切な核的制限値をもって核的制限値を超えな

いよう管理することで未臨界を維持するよう設計している。 

     臨界事故の発生を 仮定 する機器，臨界事故の発生を 仮定 する機

器を収納するセル及びセルを取り囲む建屋は，それぞれせん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔

槽類廃ガス処理系（プルトニウム系），建屋換気設備のセルからの

排気系並びにセル等以外の建屋内の気体を排気する建屋換気設備

により換気され，臨界事故の発生を仮定する機器の圧力を最も低

くし，次いでセル，建屋の順に圧力を低くできる設計 としている。 

     核的制限値に係る管理が機能せず，核燃料物質が含まれる溶液

において臨界事故が発生した場合，臨界に達した直後に短時間の

出力上昇を何回か繰り返しながら核分裂反応が継続する。 

     その過程において核分裂反応により核分裂生成物が生成され，

気体状の希ガス及びよう素が気相中に移行する。また，核分裂反

応のエネルギ放出による溶液の急激な温度上昇及び溶液の放射線

分解による水素発生で気泡が生じるため，気泡が液面に到達して

飛まつが発生 することで エアロゾル状の放射性物質が気相中に移

行する。 

     さらに，放射線分解により発生する水素（以下ハ． (３)(ⅱ)(ａ)では

「放射線分解水素」という。）は，臨界継続中は通常より多量であ
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り，溶液を取り扱う機器内の水素濃度が高くなると水素爆発が発生

するおそれがある。水素爆発が発生すると，水素爆発での圧力変動

による飛まつの発生により放射性エアロゾルが気相中に移行するた

め，臨界継続中に水素爆発が同時に発生すると臨界事故が単独で発

生したときよりも気相中に移行する放射性物質量が増加する。 

     臨界事故は，２建屋，８機器で発生する。 

 

   (ロ) 対処の基本方針  

     臨界事故が発生した場合，拡大防止対策として速やかに未臨界

に移行し，それを維持するため可溶性中性子吸収材を臨界事故の

発生した機器に自動で供給する。また，臨界事故が発生した機器

への更なる核燃料物質の供給を防止するため，固体状又は液体状

の核燃料物質の移送を停止する。 

     さらに，臨界事故に伴い発生するおそれのある水素爆発を防止

し気相中に移行する放射性物質の量を抑制するため，水素掃気を

実施 する。これにより 機器内の水素濃度がドライ換算８ｖｏｌ％

に至ることを防止し，可燃限界濃度（ドライ換算４ｖｏｌ％）未

満とし，これを維持する。 

     また，気相中に移行した放射性物質の大気中への放出を防止す

るため，臨界事故発生後，速やかに，臨界事故が発生した機器が

接続されるせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（以下ハ．

(３)(ⅱ)(ａ)では「廃ガス処理設備」という。）の流路を遮断するととも

に気相中に移行した放射性物質を廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽

（以下ハ．(３)(ⅱ)(ａ)では「廃ガス貯留槽」という。）に導き放射性物
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質を廃ガス貯留槽へ閉じ込める。 

     また，廃ガス貯留槽が所定の圧力に達した場合，排気経路を廃

ガス処理設備に切り替え，放射性エアロゾルを廃ガス処理設備の

高性能粒子フィルタにより低減した上で 主排気筒を介して，管理

しながら，大気中へ放出する。 

     拡大防止対策による事態の収束は，未臨界が維持され，臨界事

故による放射性物質の放出が止まり，水素濃度が平常運転時と同

様に可燃限界濃度（ドライ換算４ｖｏｌ％）未満となることとす

る。 

 

   (ハ) 具体的対策 

     臨界検知用放射線検出器により臨界事故の発生を検知した場合，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（溶解槽における臨界事故

の場合は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽）から自動で臨界

事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を重力流で供給する。 

     また，中央制御室における緊急停止 系の 操作によって速やかに

固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止する。 

     臨界検知用放射線検出器により臨界事故の発生を検知した場合，

安全圧縮空気系の水素掃気用の圧縮空気 並びに安全圧縮空気系 及

び一般圧縮空気系の計測制御用の圧縮空気による水素掃気に加え，

一般圧縮空気系の空気取出口と臨界事故が発生した機器に接続す

る配管（溶解設備，精製建屋一時貯留処理設備又は 工程計装 設備

の配管）を可搬型建屋内ホースにより接続し，一般圧縮空気系か

ら臨界事故が発生した機器に空気を供給し水素掃気を実施する。 

     臨界検知用放射線検出器により臨界事故の発生を検知した場合，
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廃ガス貯留槽に放射性物質を導出するため，直ちに自動で廃ガス

貯留設備の隔離弁を開とするとともに廃ガス貯留設備の空気圧縮

機を自動で起動し廃ガス貯留槽に放射性物質を導く。その後，廃

ガス処理設備の流路を遮断するため，隔離弁を自動で閉止する。

精製建屋にあっては隔離弁の自動閉止に加え，排風機を自動で停

止する。 

     上記の導出操作は，廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力

（0.4ＭＰａ[gage]）に達するまで継続し，所定の圧力に達した場

合には，排気経路を廃ガス処理設備に切り替える。 

     この操作は中央制御室からの操作で，廃ガス処理設備の隔離弁

を開とするとともに廃ガス処理設備の排風機を起動する。この際，

廃ガス貯留 設備 には逆止弁が設けられているため，廃ガス貯留槽

から廃ガス処理設備への放射性物質の逆流はない。その後，中央

制御室からの操作で廃ガス貯留設備の隔離弁を閉止する。 

     これらの操作により，排気中の放射性エアロゾルを 廃ガス処理

設備 の高性能粒子フィルタにより低減した上で 主排気筒を介して

放出する。 

     このため，臨界検知用放射線検出器，緊急停止系，重大事故時

可溶性中性子吸収材供給槽，代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽，

空気圧縮機，廃ガス貯留槽，配管，可搬型建屋内ホース，弁，圧

力計，流量計，放射線モニタ，サーベイメータ等を重大事故等対

処設備として整備する。また，溶解設備，精製建屋一時貯留処理

設備，工程計装設備，廃ガス処理設備，主排気筒，低レベル廃液

処理設備，試料分析関係設備，放射線監視設 備，電気設備，圧縮

空気設備の安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系，冷却水設備等を

38



 

常設重大事故等対処設備に位置付ける。 

   (ニ) 有効性評価 

   １） 代表事例 

     臨界事故は複数の機器において同時に発生せず，また，臨界事故

の拡大防止対策の内容は臨界事故の発生を 仮定 する機器によらず

同様であることから，臨界事故の有効性評価における代表事例は，

臨界事故の発生を 仮定 する機器に対し，有効性評価の各項目にお

いて最も厳しい結果を与える機器を代表として選定する。 

   ２） 代表事例の選定理由 

     未臨界に移行すること及び未臨界が維持されることの確認におい

ては，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材の量を最

も多く要する機器である前処理建屋のエンドピース酸洗浄槽を代表

とする。 

     水素濃度の確認においては，気相部の体積が最も小さく，水素

濃度が最も高くなる機器である前処理建屋のエンドピース酸洗浄槽

を代表とする。 

     放射性物質の放出量の確認においては，プルトニウムの濃度が最

も高く，気相部の 体積 が大きいため機器内に残留する割合が最も

大きくなり，放出量に対する影響が最も大きくなる機器である精製

建屋の第７一時貯留処理槽を代表として選定する。 

   ３） 有効性評価の考え方 

     拡大防止対策に係る有効性については，未臨界に移行すること及

び未臨界が維持されることを確認するため，可溶性中性子吸収材の

供給後の機器における実効増倍率を評価する。また，臨界 事故 時

における水素爆発のおそれがないことを確認するため，機器内の水
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素濃度を評価する。この評価では発生した水素は 全て 気相中に移

行するとし，機器の気相中の雰囲気が水素掃気として供給される空

気と混合され，機器から排気系に移行するとして評価する。 

     放射性物質の放出量評価として，拡大防止対策の実施状況を踏ま

え，機器から気相中へ移行する放射性物質の量，放出経路における

除染係数，廃ガス貯留槽への放射性物質の導出を考慮し，事態の収

束までに大気中へ放出する放射性物質量をセシウム－137 換算とし

て評価する。気体状の放射性希ガス及び放射性よう素の取り扱いに

ついては，これらの元素による長期的な被ばく影響が十分小さいこ

とから，評価対象外とする。 

     臨界事故 が発生した機器の 実効増倍率の評価においては，三次

元の体系を取り扱うことができ，評価済みの核データライブラリを

用いたモンテカルロ法による臨界評価計算が行え，臨界実験等によ

り検証されているＪＡＣＳコードシステムを用いる。ＪＡＣＳコー

ドシステムで用いる核データライブラリは，ＥＮＤＦ／Ｂ－Ⅳであ

る。なお，非均質体系の臨界計算においては実効増倍率の計算に先

立って体系の均質化を行う。 

     水素濃度の評価については水素発生量，機器の気相部 の体積 等

を用いた簡便な計算で実施する。 

     放射性物質の放出量の評価については，機器に内包する溶液の放

射性物質の量，放射性物質の移行率，放出経路上の除染係数等を用

いた簡便な計算で実施する。 

   ４） 機能喪失の条件 

     技術的な想定を超えて，内的事象により臨界事故が発生する と

仮定 する。 
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     事故の要因と関連性のない安全機能を有する施設についてはその

安全機能の喪失を想定しない。 

 

   ５） 事故の条件及び機器の条件 

     臨界事故時の核分裂反応の規模については，過去に発生した臨界

事故の規模を踏まえ，臨界状態を継続させた場合の全核分裂数を

1×1020ｆｉｓｓｉｏｎｓと設定した上で，臨界に達した直後の短

時間の出力上昇時の核分裂数を 1×1018ｆｉｓｓｉｏｎｓ，

臨 界 状 態 を 継 続 し て い る 期 間 に お け る 核 分 裂 率 を

1×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓに設定する。 

     前処理建屋のエンドピース酸洗浄槽に供給する可溶性中性子吸収

材は，硝酸ガドリニウム，１Ｌあたりガドリニウム 150ｇを含む溶

液とし，未臨界に移行するために十分な量として 28Ｌとする。こ

れにより，前処理建屋のエンドピース酸洗浄槽に供給されるガドリ

ニウム量は 4,200ｇとなる。 

     臨界事故が発生したと判定した場合，重大事故時可溶性中性子吸

収材供給系の弁を直ちに自動で開とし，自動で臨界事故が発生して

いる機器に，可溶性中性子吸収材を重力流で供給する。可溶性中性

子吸収材は，臨界検知用放射線検出器による臨界検知後 10 分で自

動で前処理建屋のエンドピース酸洗浄槽に供給を完了する。 

     臨界事故時に気相中に移行した放射性物質を廃ガス貯留槽に導出

するため，臨界検知用放射線検出器により臨界事故の発生を検知し

た場合，廃ガス処理設備から廃ガス貯留設備への系統の切替えが完

了し，廃ガス貯留槽に放射性物質を含む気体を導出できるよう，直

ちに自動で廃ガス貯留設備の隔離弁を開とするとともに，廃ガス貯
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留設備の空気圧縮機を起動する。その後，精製建屋塔槽類廃ガス処

理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁を自動で

閉止するとともに排風機を自動で停止することで流路を遮断し，約

１分以内に，廃ガス貯留槽（容量約 21ｍ３）への導出を開始する。

廃ガス貯留槽への導出は，廃ガス貯留槽が所定の圧力へ達するまで

継続し，その後精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）に切り替える。 

     水素掃気の流量については，平常運転時に前処理建屋のエンドピ

ース酸洗浄槽に供給されている 安全圧縮空気系及び一般圧縮空気

系 の計測制御用の圧縮空気による水素掃気は事故後も継続される

として，0.2ｍ３／ｈ[normal]とし，臨界検知後に一般圧縮空気系

の空気取出口と溶解設備の配管又は 工程計装 設備の配管を，可搬

型建屋内ホースにより接続し，一般圧縮空気系から供給する空気の

流量は６ｍ３／ｈ[normal]とする。 

     機器に内包する核燃料物質及び放射性物質の組成，濃度，崩壊熱

密度は 「ハ．(３)(ⅰ)(ａ)重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び

重大事故の発生を仮定する機器の特定」で考慮した条件を設定す

る。具体的には，実効増倍率の評価においては，前処理建屋のエン

ドピース酸洗浄槽への燃料せん断片の過装荷が発生したとして，燃

料集合体１体に相当する核燃料物質（質量約 550ｋｇ・ＵＯ２）が

装荷されるとする。また，水素濃度の評価においては，前処理建屋

のエンドピース酸洗浄槽内の溶液の崩壊熱密度が平常運転時の崩壊

熱密度よりも上昇し，溶解液と同様となっていることを想定して，

その崩壊熱密度を，再処理する使用済燃料の冷却期間を 15 年とし

て得られる放射性物質の核種組成を基に算出した，溶解槽が内包す
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る溶解液の平常運転時の最大値（600Ｗ／ｍ３）とする。 

     ま た，核燃料物質の組成については臨界評価結果と放出量評価

結果が厳しくなる組成を設定する。 

   ６） 操作の条件 

     緊急停止系を用いた操作は，中央制御室からの操作で，臨界検知

後１分で完了できる。 

     前処理建屋のエンドピース酸洗浄槽への一般圧縮空気系からの水

素掃気用空気の供給は，現場での操作で，臨界検知後 40 分で開始

し，廃ガス貯留槽への放射性物質を含む気体の導出完了まで継続す

る。 

     廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達した後に実施する 廃ガス

処理設備の隔離弁を開とする操作及び 廃ガス処理設備の排風機の

起動操作は，圧力が所定の圧力に達したことを起点として，中央制

御室からの操作により３分で完了する。その後，廃ガス貯留設備の

空気圧縮機を停止する操作を，廃ガス処理設備の起動操作後，５分

で完了する。 

   ７） 放出量評価に関連する事故，機器及び操作の条件の具体的な展

開 

     精製建屋の第７一時貯留処理槽の溶液の保有量は，移送元であ

る精製建屋の第３一時貯留処理槽の公称容量とする。 

     放射性物質の放出量評価における放射性物質の濃度は，精製建

屋の第３一時貯留処理槽から精製建屋の第７一時貯留処理槽へ誤

移送が発生したとして，精製建屋の第３一時貯留処理槽に受け入

れる溶液のうち，最もプルトニウム濃度が高くなるプルトニウム

精製設備の第２酸化塔の平常運転時の最大値とし，崩壊熱密度の
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設定と同様に，再処理する使用済燃料の冷却期間を 15 年とした際

の放射性物質濃度とする。 

     気相中への移行割合については ，ル テニウムは溶液中の保有量

の 0.1％とし，その他放射性物質は核分裂反応の熱エネルギによる

蒸発量に相当する溶液中の保有量の 0.05％と設定する。 

     また，蒸発量の算出においては核分裂により発生する熱エネルギ

がすべて溶液の蒸発に使用されるとする。 

     臨界事故において気相中に移行した放射性物質は廃ガス貯留槽に

閉じ込められるが，25％が精製建屋の第７一時貯留処理槽内に残留

し，廃ガス処理設備への切替えに伴い廃ガス処理設備により放射性

エアロゾル を低減した上で主排気筒 を介して 放出するとする。 

     その際の放出経路における除染係数については，廃ガス処理設備

の高性能粒子フィルタの２段による除染係数を 10４，放出経路構造

物への沈着による除染係数を 10 とする。 

     放射性物質の放出量をセシウム－137換算 するために用いる換算

係数についてはＩＡＥＡ－ＴＥＣＤＯＣ－1162 に 示される換算係

数 を用いて，セシウム－137 と着目 する 核種との比から算出する。

ただし，プルトニウム等の一部の核種については，それに加えて

化学形態による影響の違いを補正する係数を乗じる。 

   ８） 判断基準 

     臨界事故の拡大防止対策の有効性評価の判断基準 は以下のとお

りとする。 

     速 やかに未臨界に移行し，及び未臨界を維持できること。具体

的には，臨界事故の発生検知後，速やかに可溶性中性子吸収材の

供給が開始され，臨界事故が発生した機器の実効増倍率が 0.95 を
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下回ること及び緊急停止系の操作により，核燃料物質の移送が停

止し，未臨界を維持できること。 

     また，臨界事故時に，放射線分解により発生する水素による爆発

の発生を未然に防止できること。具体的には，機器内の水素濃度が

ドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持でき，事態の収束の時点において

機器内の水素濃度がドライ換算４ｖｏｌ％未満となること。 

     放出量評価は，臨界事故発生から事態の収束までの大気中への放

射性物質の放出量がセシウム－137 換算で 100ＴＢｑを十分下回る

ものであって，かつ，実行可能な限り低いこと。 

 

   (ホ) 有効性評価の結果 

   １） 拡大防止対策 

     拡大防止対策の有効性については，臨界事故の発生を検知した場

合，臨界事故が発生した機器への可溶性中性子吸収材の供給が直ち

に自動で開始され，臨界事故の発生検知後 10 分以内に未臨界に移

行するために必要な量の可溶性中性子吸収材を供給でき，この際，

前処理建屋のエンドピース酸洗浄槽において，実効増倍率が 0.94

であることから，速やかに未臨界に移行できる。また，緊急停止系

により固体状の核燃料物質の移送が停止するため，エンドピース酸

洗浄槽の実効増倍率は 0.95 を下回り，未臨界を維持できる。 

     臨界事故の発生により機器内の水素濃度は上昇するが，平常運転

時に前処理建屋のエンドピース酸洗浄槽に供給されている 安全圧

縮空気系及び 一般圧縮空気系の計測制御用の圧縮空気による水素

掃気により，前処理建屋のエンドピース酸洗浄槽においてドライ換

算７ｖｏｌ％未満となりドライ換算８ｖｏｌ％に至らない。臨界検
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知後 40 分の時点から実施する可搬型建屋内ホースを用いた一般圧

縮空気系からの水素掃気用空気の供給及び平常運転時から機器に供

給される空気により，事態の収束までに可燃限界濃度未満の状態

に移行し，その状態を維持できる。  

     また，臨界事故の発生を検知してから廃ガス貯留槽内の圧力が規

定の圧力である 0.4ＭＰａ[gage]に達するまでの間は，大気中への

放射性物質の放出は生じない。廃ガス貯留槽の圧力が規定の圧力に

達した後，排気経路を廃ガス貯留槽への経路から廃ガス処理設備に

切り替えることで，機器内に残留した放射性物質が放出され，精製

建屋の第７一時貯留処理槽での臨界事故の場合，大気中への放射性

物質の放出量はセシウム－137 換算で約８×10－７ＴＢｑとなり，

100ＴＢｑを十分下回るものであって，かつ，実行可能な限り低い。 

   ２） 不確かさの影響評価 

   ⅰ） 解析コードの不確かさの影響 

     ＪＡＣＳコードシステムは臨界実験データの実効増倍率について，

核データライブラリ等に起因して評価結果にばらつきを有する傾向

にあることから，未臨界に移行したことの判断基準については，評

価結果にばらつきがあることを踏まえ ，実 効増倍率が 0.95 以下

となること としている。 

     このため ，実 効増倍率 0.95 以下に必要な可溶性中性子吸収材が

供給された 機器 は十分に未臨界な状態であり，解析コードの不確

かさが未臨界に移行したことの判断に与える影響はない。 

     また，実効増倍率を起点としている操作はないことから解析コー

ドにおける特有の傾向が運転員等の操作 に与 える影響はない。 

   ⅱ） 事象，事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 
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     臨界事故の拡大防止対策は，臨界事故の発生を検知した場合に速

やかに開始するものであり，また，臨界事故の発生状況によらず，

同様の 対策を実施する。そのため，事象，事故の条件及び機器の

条件の不確かさを考慮しても，操作内容に変更は生じな い。 

     臨界事 故時における核分裂数については，供給完了までの時間

に安全余裕を見込んでいること及び未臨界移行後の実効増倍率を

0.95 以下と評価していることから，評価時間より早期に未臨界状

態に移行できると考えられ，核分裂数が少なくなることで気相中に

移行する放射性物質や水素発生量が減少し，大気中への放射性物質

の放出量や機器内の水素濃度が低下することから判断基準を満足す

ることに変わりはない。 

     一般圧縮空気系からの水素掃気のための空気の供給により，溶液

がかくはん状態となり，溶液中から機器の気相部への水素の移行量

が増大することで，溶液由来の放射線分解水素にかかる水素発生Ｇ

値が上昇する可能性が考えられるが，一般圧縮空気系からの水素掃

気のための空気の供給流量は水素濃度をドライ換算４ｖｏｌ％未満

に希釈できるほど十分に多く，また，この空気の供給は廃ガス貯留

槽への放射性物質の導出完了に伴い停止する。そのため，臨界事故

の収束時点における水素濃度はドライ換算４ｖｏｌ％を下回り，判

断基準を満足することに変わりはない。 

     水素濃度の評価に用いる崩壊熱密度は，再処理する使用済燃料の

冷却期間を 15 年として得られる放射性物質の核種組成を基に算出

した，溶解槽が内包する溶解液 の平常運転時の最大値を設定して

おり，安全余裕を排除したより現実的な 条件の場合は，水素濃度

がさらに低下する。このため，判断基準を満足することに変わりは
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ない。 

     事態の収束までの大気中への放射性物質の放出量を算出し，これ

をセシウム－137 換算した値（以下「大気中への放射性物質の放出

量（セシウム－137 換算）」という。）については，臨界事故により

影響を受ける割合や放出経路における放射性物質の除染係数に不確

かさがある。これらの不確かさとして，溶液の沸騰量が想定よりも

小さい場合や，放出量評価に用いた核種組成や放出経路上での除染

係数が評価上の設定よりも厳しくない場合を考慮すると，放出量が

小さくなることも想定される。 

     なお，沸騰に伴い気相中へ移行する放射性物質に，気体状の放射

性物質が含まれていた場合には，経路上の除染係数が期待できず，

大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137 換算）は１桁程度

の増加となる可能性がある。 

     このように不確かさを有するものの，これらを考慮した場合でも

判断基準を満足することに変わりはない。 

   ⅲ） 操作の条件の不確かさの影響 

     一般圧縮空気系の空気取出口と溶解設備の配管又は 工程計装 設

備の配管を，可搬型建屋内ホースにより接続し，一般圧縮空気系か

ら空気を供給する操作においては，供給開始までの時間によらず，

安全圧縮空気系及び 一般圧縮空気系の計測制御用の圧縮空気によ

る水素掃気により，前処理建屋のエンドピース酸洗浄槽内の水素

濃度はドライ換算７ｖｏｌ％未満となり，判断基準であるドライ換

算８ｖｏｌ％未満を維持できることから，判断基準を満足すること

に変わりはない。 

     このように不確かさを有するものの，これらを考慮した場合でも
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判断基準を満足することに変わりはない。 
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   (ヘ) 重大事故等の同時発生又は連鎖 

   １） 重大事故等の事象進展，事故規模の分析 

     本重大事故の事象進展，事故規模の分析により明らかとなった平

常運転時からの状態の変化等は，平常運転時を上回る核燃料物質の

集積，核分裂生成物の生成による崩壊熱密度の上昇，核分裂反応

のエネルギ放出による溶液の急激な温度上昇，溶液が沸騰した場合

の蒸気による放射性物質の廃ガス貯留設備への導出経路内及び 廃

ガス処理設備 での湿度の上昇，溶液の放射線分解による水素発生

及び蒸気の発生等による機器の圧力上昇並びに核分裂反応に伴う放

射線による線量率の上昇となる。 

     具体的には，核燃料物質の集積については，プルトニウムが最も

多量に蓄積する機器である精製建屋の第７一時貯留処理槽において，

72ｋｇ・Ｐｕを想定している。 

     核分裂反応のエネルギ放出による溶液の急激な温度上昇について

は，平常運転時は未沸騰状態であるが，前処理建屋のハル洗浄槽及

び精製建屋の第５一時貯留処理槽において沸点（約 110℃）に至る。 

     溶液が沸騰した場合の蒸気による放射性物質の廃ガス貯留設備へ

の導出経路内及び 廃ガス処理設備 での湿度の上昇については，発

生する蒸気により多湿環境となる。 

     溶液の放射線分解による水素発生については，臨界事故の対処を

行うことで，臨界事故時に水素濃度が最大となる前処理建屋のエン

ドピース酸洗浄槽においてドライ換算７ｖｏｌ％未満となり，ドラ

イ換算８ｖｏｌ％には至らない。 

     水素発生等による機器の圧力上昇については，約３ｋＰａまで

圧力が上昇する。 
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     これらの平常運転時からの状態の変化等は，機器のバウンダリを

超えて他の機器に影響を及ぼすものではない。 

     また，核分裂反応に伴う放射線による線量率の上昇については，

臨界事故が発生した機器が設置されたセル内及びセル近傍の線量率

が平常運転時に比べて上昇する。 

     これらの平常運転時からの状態の変化等を考慮した同時発生する

重大事故等の重大事故等対策に与える影響及び連鎖して発生する可

能性のある重大事故等は以下のとおりである。 

   ２） 重大事故等の同時発生 

     臨界事故は，事象選定で示すとおり，動的機器の多重故障又は核

燃料物質の誤移送等の誤操作が繰り返され，核燃料物質の異常な集

積を検知できない場合に発生するものであり，その具体的な発生条

件は機器ごとに異なるものの，それぞれの発生条件は同種の重大事

故等及び異種の重大事故等の 起因 となる安全機能の喪失に当たら

ないことから，重大事故等が同時に発生することは想定されない。 

   ３） 重大事故等の連鎖 

   ⅰ） 蒸発乾固への連鎖 

     臨 界事故に伴う核分裂反応の継続中に溶液の沸騰が一時的に生

じる。また，平常運転時を上回る核燃料物質の集積等（核分裂生成

物を含む。）により崩壊熱密度が精製建屋の第７一時貯留処理槽で

約３倍となる。しかし，未臨界への移行後は，核分裂反応による溶

液温度の上昇はなく，また，機器内の溶液は機器からセルへの放熱

により冷却されるため，溶液の沸騰が継続することはない。また，

臨界事故による溶液の沸騰量は約 23Ｌと小さく，機器内の水分が

喪失することもない。 
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なお，核分裂反応により溶液中には核分裂生成物が生成するが，

生成した核分裂生成物は短半減期核種が主であり，核分裂生成物に

よる崩壊熱は未臨界への移行後速やかに低下するため，核分裂生成

物の影響による崩壊熱の上昇を踏まえても，未臨界移行後に沸騰が

継続することはない。 

以上より，蒸発乾固への連鎖は想定されない。 

ⅱ）放射線分解により発生する水素による爆発への連鎖 

核分裂反応によるエネルギ放出及び平常運転時を上回る核燃料物

質の集積により水素発生量が増加し機器内の水素濃度は上昇するが，

臨界事故が発生する機器の空間により水素が希釈されること及び水

素掃気量は水素発生量に対して十分な余力を有していることから，

水素濃度が最も高くなる前処理建屋のエンドピース酸洗浄槽におい

てドライ換算７ｖｏｌ％未満となる。また，事態の収束時点の平衡

状態における水素濃度は，最も高くなる機器である前処理建屋の溶

解槽でドライ換算 3.8ｖｏｌ％であって可燃限界濃度未満に維持さ

れることから，放射線分解により発生する水素による爆発は 想定

されない 。 

なお，臨界事故が発生した機器と同一のセルに設置される他の機

器に核分裂反応に伴う放射線が入射することで，放射線分解水素が

発生することが考えられるが，その発生量は微小であり，機器内の

水素濃度はドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持され，速やかにドライ

換算４ｖｏｌ％を下回る。 

ⅲ） 有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応）への連鎖 

臨界事故の発生を 仮定 する機器には平常運転時において有意な
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量のＴＢＰを含む有機溶媒を貯留することはなく，また，臨界事故

の要因との関係でＴＢＰを含む有機溶媒を誤移送することもない。 

     さらに，臨界事故時において，臨界事故の発生を仮定する 機器

に接続する配管等で構成されるバウンダリは健全性を維持すること

から，ＴＢＰ等を含む有機溶媒が誤って混入することもないため，

有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応）

への連鎖は想定されない。 

   ⅳ） 有機溶媒等による火災又は爆発（有機溶媒火災）への連鎖 

     臨界事故の発生を 仮定 する機器には平常運転時において有意な

量の有機溶媒を貯留することはなく，また，臨界事故の要因との関

係で有機溶媒を誤移送することもない。 

     さらに，臨界事故時において，臨界事故の発生を 仮定 する機器

に接続する配管等で構成されるバウンダリは健全性を維持すること

から，有機溶媒が誤って混入することもないため，有機溶媒等によ

る火災又は爆発（有機溶媒火災）への連鎖は想定されない。 

   ⅴ） 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷への連鎖 

     臨界事故の発生を 仮定 する機器と使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設は異なる建屋に位置していることから，臨界事故による事

故影響が当該バウンダリを超えて波及することはないため，使用済

燃料貯蔵槽における燃料損傷への連鎖は想定されない。 

   ⅵ） 放射性物質の漏えいへの連鎖 

     臨界事故の発生を 仮定 する機器及びこれに接続する配管並びに

その他の安全機能を有する機器で構成されるバウンダリは，平常運

転時からの状態の変化等を踏まえても，健全性を維持することから，

その他の放射性物質の漏えいへの連鎖は想定されない。 
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   (ト) 必要な要員及び資源 

   １） 要員 

     臨界事故の拡大防止対策として実施する可溶性中性子吸収材の自

動供給，臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気及び廃ガス

貯留設備による放射性物質の貯留に必要な要員は 10 人（実施責任

者を含む。）である。さらに，臨界事故発生時に実施する大気中へ

の放出状況の監視等及び電源の確保に必要な要員は，前処理建屋に

おける臨界事故においては 11 人（実施責任者を除く。），精製建屋

における臨界事故においては 14 人（実施責任者を除く。）である。 

上記より，臨界事故の拡大防止対策に要する実施組織要員は，前

処理建屋における臨界事故においては 21 人，精製建屋における臨

界事故においては 24 人である。 

これに対し実施組織要員は，前処理建屋における臨界事故におい

ては 28 人，精製建屋における臨界事故においては 41 人であるため，

実施組織要員の要員数は，必要な要員数を上回っており，臨界事故

への対応が可能である。 

   ２） 資源 

     臨界事故への対処には，水源を要せず，また，軽油等の燃料を消

費する電気設備を用いない。 

   ⅰ) 可溶性中性子吸収材 

     臨界事故への対処で使用する可溶性中性子吸収材は，臨界事故が

発生した機器を未臨界に移行し，及び未臨界を維持するために必要

な量を内包することとし，具体的には，重大事故時可溶性中性子吸

収材供給供給槽（溶解槽における臨界事故の場合は，代替可溶性中

性子吸収材緊急供給槽）において，臨界事故が発生した機器を未臨
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界に移行するために必要な量及び配管への滞留量を考慮した量を内

包することから，臨界事故が発生した場合に確実に未臨界に移行す

ることが可能である。 

   ⅱ) 圧縮空気 

     放射線分解水素の掃気に使用する一般圧縮空気系は，有効性評価

の機器の条件とした圧縮空気流量である，平常運転時に供給される

圧縮空気流量に加え，臨界事故の対処において供給する圧縮空気流

量６ｍ３／ｈ[normal]を十分上回る供給能力を有しているため，水

素濃度をドライ換算４ｖｏｌ％未満に維持できる。 

     上記以外の圧縮空気については，平常運転時においても継続的に

重大事故等対処設備に供給されているものであり，臨界事故への対

処においても平常運転時と同様に使用可能である。 

   ⅲ) 電源 

     電気設備が廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動及び運転に必要な

電気容量を有することから，廃ガス貯留設備の空気圧縮機への給電

は可能である。 

   ⅳ) 冷却水 

     冷却水については，平常運転時においても継続的に常設重大事故

等対処設備に供給されているものであり，臨界事故への対処におい

ても平常運転時と同様に使用可能である。 
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2.3 冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処（要旨） 
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   (ｂ) 冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処 

   (イ) 事故の特徴 

   冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生を仮定する冷却が必要な

溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液及び高レベル廃液（以

下ハ．(３) (ⅱ) (ｂ)では「高レベル廃液等」という。）を内包する貯槽

及び濃縮缶（以下ハ．(３) (ⅱ) (ｂ)では「貯槽等」という。）は，崩壊

熱を有するため，平常運転時には，その他再処理設備の附属施設

の給水施設の冷却水設備の安全冷却水系（再処理設備本体用）

（以下ハ．(３) (ⅱ) (ｂ)では「安全冷却水系」という。）により冷却を

行い，高レベル廃液等の沸騰を防止している。 

安全冷却水系は，貯槽等に内包する高レベル廃液等の崩壊熱を除

去する内部ループ及び内部ループによって除かれた熱を外部ループ

に伝える熱交換器並びに外部ループに移行した熱を最終ヒートシン

クである大気中へ逃がす冷却塔で構成される。 

貯槽等，貯槽等を収納するセル及びセルを取り囲む建屋は，それ

ぞれ塔槽類廃ガス処理設備，建屋換気設備のセルからの排気系（以

下ハ．(３) (ⅱ) (ｂ)では「セル排気系」という。），セル等以外の建屋

内の気体を排気する建屋換気設備（以下ハ．(３) (ⅱ) (ｂ)では「建屋排

気系」という。）により換気され，貯槽等の圧力を最も低くし，

次いでセル，建屋の順に圧力を低くできる設計としている。 

安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，高レベル廃液等の

温度が崩壊熱により上昇し，沸騰に至った場合には，液相中の気泡

が液面で消失する際に発生する飛まつが放射性エアロゾルとして蒸

気とともに気相中に移行することで，大気中へ放出される放射性物

質の量が増加する。 
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さらに，ルテニウムを内包する高レベル廃液濃縮缶において蒸発

濃縮した廃液（以下ハ．(３) (ⅱ) (ｂ)では「高レベル濃縮廃液」とい

う。）については，沸騰の継続により硝酸濃度が約６規定以上でか

つ温度が120℃以上に至った場合に，ルテニウムが揮発性の化学形

態となり，気相中に移行する。さらに，高レベル廃液等の沸騰が継

続した場合には，乾燥し固化に至る。 

冷却機能の喪失による蒸発乾固は，５建屋，13機器グループ，

合計53の貯槽等で発生する。 

 

   (ロ) 対処の基本方針 

高レベル廃液等の沸騰を未然に防止するため，喪失した冷却機能

を代替する設備である代替安全冷却水系により，沸騰に至る前に

高レベル廃液等の冷却を実施する。以下，ハ．(３) (ⅱ) (ｂ)では，この

対策を発生防止対策という。 

発生防止対策が機能せず，高レベル廃液等が沸騰に至った場合に

は，事故の特徴に記載したとおり，気相中へ移行する放射性エア

ロゾルの量が増加する可能性がある。 

沸騰が継続し，貯槽等の液位が低下した場合には，ルテニウム

を内包する高レベル濃縮廃液において揮発性のルテニウムが発生す

る可能性があり，さらに，沸騰が継続することで乾燥し固化に至る

ことから，これらを防止するため，貯槽等内に注水する。 

さらに，事態を収束させるため，安全冷却水系による冷却及び

発生防止対策とは異なる位置から貯槽等の冷却コイル又は冷却ジャ

ケット（以下ハ．(３) (ⅱ) (ｂ)では「冷却コイル等」という。）へ通水

することにより，高レベル廃液等を冷却し，未沸騰状態に導くとと
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もにこれを維持する。以下，ハ．(３) (ⅱ) (ｂ)では，これらの対策を拡

大防止対策という。 

高レベル廃液等が沸騰に至ると，蒸気の影響により塔槽類廃ガス

処理設備の高性能粒子フィルタの処理能力が低下する可能性がある

ことから，気相中に移行した放射性物質の大気中への放出を防止す

るため塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断し，気相中に移行した放

射性物質をセルに導出する。この際，セル内の圧力上昇を抑制する

ため，貯槽等内で発生した蒸気を凝縮器で凝縮させるとともに，放

射性物質の低減のため，凝縮器の下流側に設置するセル導出ユニッ

トフィルタの高性能粒子フィルタを経由してセルに導出する。 

さらに，代替セル排気系により放射性エアロゾルを可搬型フィ

ルタの高性能粒子フィルタで低減した上で，主排気筒を介して，

大気中に放出する。 

 

   (ハ) 具体的対策 

   １)  発生防止対策 

安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，代替安全冷却水

系を構成する可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外ホース，可搬

型排水受槽，可搬型建屋内ホース，弁等を敷設し，内部ループに水

を供給するために可搬型建屋外ホースと可搬型中型移送ポンプを接

続し，第１貯水槽から建屋へ水を供給するための経路を構築する。

また，可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホースと内部ループの給

水口を接続することで，建屋へ供給された水を内部ループへ供給す

るための経路を構築する。 

冷却に使用した排水を第１貯水槽へ移送するため，内部ループの
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排水口と可搬型建屋内ホースを接続し，建屋近傍に敷設した可搬型

排水受槽への排水経路を構築する。また，可搬型排水受槽，可搬型

建屋外ホースと可搬型中型移送ポンプを接続し，可搬型排水受槽か

ら第１貯水槽への排水経路を構築する。 

給水側の可搬型中型移送ポンプを運転することで，第１貯水槽か

ら内部ループへ通水する。冷却に用いた水は可搬型排水受槽に一旦

貯留した後，排水側の可搬型中型移送ポンプを運転することで，敷

設した排水経路を経由して第１貯水槽に移送し，再び内部ループへ

の通水の水源として用いる。 

このため，可搬型建屋外ホース，可搬型中型移送ポンプ，可搬型

建屋内ホース，弁，可搬型排水受槽等を可搬型重大事故等対処設備

として配備する。第１貯水槽を常設重大事故等対処設備として設置

するとともに，内部ループ配管・弁等を常設重大事故等対処設備

として位置付ける。 

 

   ２)  拡大防止対策 

発生防止対策が機能しなかった場合に備え，発生防止対策の準

備と並行して発生防止対策で敷設する可搬型中型移送ポンプの下

流側に貯槽等内に注水するための可搬型建屋内ホース，弁等を敷設

し，可搬型建屋内ホースと機器注水配管の接続口を接続する。 

高レベル廃液等が沸騰に至った場合には，液位低下及びこれによ

る濃縮の進行を防止するため，液位を一定範囲に維持するよう，第

１貯水槽の水を貯槽等内へ注水する。 

また，事態を収束させるため，発生防止対策で敷設する可搬型中

型移送ポンプの下流側に冷却コイル等への通水のための可搬型建屋
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内ホース，弁等を敷設し，可搬型建屋内ホースと各貯槽等の冷却コ

イル等の接続口を接続した後，第１貯水槽の水を冷却コイル等へ通

水する。貯槽等内の高レベル廃液等の冷却に用いた水は，内部ルー

プへの通水と同じように排水経路を経由して第１貯水槽に移送し，

再び冷却コイル等への通水の水源として用いる。 

また，高レベル廃液等が沸騰に至る場合に備え，塔槽類廃ガス処

理設備の隔離弁を閉止することで，塔槽類廃ガス処理設備の流路を

遮断し，貯槽等からの排気をセルに導出するための常設重大事故等

対処設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットに設

置する弁を開く。本対応と並行して，当該排気経路に設置した凝縮

器へ通水するため，発生防止対策で敷設する可搬型中型移送ポンプ

の下流側に凝縮器へ通水するための可搬型建屋内ホース，弁等を敷

設し，可搬型建屋内ホースと凝縮器の接続口を接続し，第１貯水槽

の水を凝縮器に通水する。高レベル廃液等が沸騰に至った場合には，

排気をセルに導出する前に，排気経路上の凝縮器により排気中の蒸

気を凝縮し，発生する凝縮水は，回収先セルの漏えい液受皿等に

貯留する。また，凝縮器下流側に設置したセル導出ユニットフィル

タにより放射性エアロゾルを低減する。 

凝縮器の冷却に用いた水は，内部ループへの通水と同じように排

水経路を経由して第１貯水槽に移送し，再び凝縮器への通水の水源

として用いる。 

なお，凝縮器下流側に設置したセル導出ユニットフィルタの差圧

が，凝縮器通過後の排気の湿分により上昇する場合には，セル導出

ユニットフィルタをバイパスしてセルに導出する。 

貯槽等内においては，放射線分解により常に水素が発生している
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ため，本重大事故等が発生した場合においても継続して水素掃気を

実施する必要がある。一方，本重大事故等発生時には，塔槽類廃ガ

ス処理設備の流路を遮断し，貯槽等からの排気をセルに導出する。

この際，セル排気系の排風機が機能喪失している場合，導出先セル

の圧力が上昇し，排気系統以外の場所から放射性物質を含む気体の

漏えいが生じる可能性があるが，高レベル廃液等が沸騰に至る前で

あれば，排気に含まれる放射性エアロゾルの濃度は平常運転時と

同程度であり，セルへ導出する前にセル導出ユニットフィルタで除

去する。 

また，前処理建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の貯槽等につ

いては，気相部の体積が大きく，水素濃度の上昇が緩やかであるこ

とから，代替セル排気系を構築するまでの間，導出先のセル圧力

上昇を抑制するため水素掃気用の圧縮空気の供給を停止し，セル内

の圧力上昇を防止する。 

セルへの放射性物質の導出後においては，セル排気系の高性能粒

子フィルタは１段であることから，代替セル排気系として，可搬型

排風機，可搬型ダクト及び可搬型フィルタを２段敷設し，主排気

筒に繋がるよう，可搬型排風機，可搬型ダクトと可搬型フィルタを

接続し，可搬型ダクトとセル排気系を接続した後，可搬型排風機を

運転することで，放射性エアロゾルを可搬型フィルタで除去しつつ，

主排気筒を介して，大気中に管理しながら放出する。 

このため，可搬型建屋外ホース，可搬型中型移送ポンプ，可搬型

建屋内ホース，可搬型配 管，可搬型排水受槽，可搬型排風機，可

搬型発電機，可搬型ダクト，可搬型フィルタ，可搬型デミスタ等を

可搬型重大事故等対処設備として配備する。第１貯水槽，塔槽類廃
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ガス処理設備からセルに導出するユニット，凝縮器，凝縮器下流の

セル導出ユニットフィルタ等を常設重大事故等対処設備として設置

するとともに，貯槽等の冷却コイル 配管・弁 ，冷却ジャケット 配

管・弁，セル排気系 のダクト・ダンパ，主排気筒等を常設重大事

故等対処設備として位置 付ける 。 

 

   (ニ) 有効性評価 

   １)  代表事例 

冷却機能が喪失する範囲及び環境条件を踏まえた対処内容を考慮

し，外的事象の「地震」を代表事象として選定する。 

外的事象の「地震」を要因とした場合の冷却機能の喪失による

蒸発乾固の発生箇所は，５建屋，13機器グループ，53貯槽等である。 

 

   ２)  代表事例の選定理由 

冷却機能の喪失による蒸発乾固は，外的事象の「地震」において，

冷却水循環ポンプ，冷却塔等の動的機器の直接的な機能喪失又は

全交流動力電源喪失による間接的な機能喪失により，冷却機能が喪

失することで発生する。 

また，外的事象の「火山の影響」又は内的事象の「長時間の全交

流動力電源の喪失」において，動的機器の間接的な機能喪失により

冷却機能が喪失し，内的事象の「動的機器の多重故障」において，

一部の動的機器の直接的な機能喪失により冷却機能が喪失すること

で発生する。 

外的事象の「地震」により発生する冷却機能の喪失の場合，動的

機器の機能喪失及び全交流動力電源喪失が同時に発生する等，機
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能喪失する機器が多く，その範囲も広い。 

また，外的事象の「地震」は環境条件の悪化も想定されることか

ら，重大事故等対策としては厳しくなる。さらに，外的事象は「地

震」及び「火山の影響」が考えられるが，外的事象の「地震」の方

が環境条件が厳しくなることから，有効性評価の代表としては，外

的事象の「地震」による冷却機能の喪失を選定する。 

 

   ３)  有効性評価の考え方 

発生防止対策に係る有効性は，高レベル廃液等の沸騰を未然に防

止できるかについて確認するために，高レベル廃液等の温度上昇

の推移を評価する。 

拡大防止対策に係る有効性は，発生防止対策が有効に機能せず高

レベル廃液等が沸騰に至った場合において，貯槽等への注水によ

り貯槽等の液位を一定の範囲に維持でき，また，冷却コイル等へ

の通水により，高レベル廃液等の温度が低下傾向を示し，未沸騰

状態を継続して維持できることを確認するため，高レベル廃液等

の温度及び液位の推移を評価する。 

また，貯槽等からの排気をセルに導出する場合，凝縮器の機能が

継続的に維持できるかを確認するため，凝縮器で発生する凝縮水量

が回収先セルの漏えい液受皿等の容量を下回ることを確認する。 

さらに，放射性物質の放出量評価として，拡大防止対策の実施状

況を踏まえて，貯槽等から気相中に移行する放射性物質の量，放出

経路における除染係数を考慮し，事態収束までの大気中へ放出する

放射性物質の放出量（セシウム－137換算）を評価する。 

これらの評価における高レベル廃液等の温度及び蒸発量について
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は，水の定圧比熱等を用いた簡便な計算で実施する。 

 

   ４)  機能喪失の条件 

     代表事例において，基準地震動の1.2倍の地震動を入力した場合

においても必要な機能を損なわない設計としていない機器は，機能

喪失するものとし，動的機器については耐震性によらず機能喪失を

想定する。 

また，代表事例では，外部電源を含めた全交流動力電源の喪失を

想定しているため，追加での機能喪失は想定しない。 

 

   ５)  事故の条件及び機器の条件 

     本重大事故は，５建屋，13機器グループ，53貯槽等で同時に発

生することを仮定する。 

可搬型中型移送ポンプは１台あたり約240ｍ３／ｈの容量を有し，

内部ループへの通水，貯槽等への注水，冷却コイル等への通水及び

凝縮器への通水に用いるものとし，前処理建屋で１台，分離建屋，

精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋で１台，高レベル

廃液ガラス固化建屋で１台を使用する。 

各貯槽等への供給流量は，内包する高レベル廃液等の崩壊熱を踏

まえて，設定した値に調整して，当該設定値以上で通水する。 

高レベル廃液等の核種組成は，再処理する使用済燃料の冷却期間

を15年として得られる使用済燃料の核種組成を基に設定し，高レベ

ル廃液等の濃度及び崩壊熱密度は，これを基準として，平常運転時

における再処理する使用済燃料の核種組成の変動幅を考慮した最大

値を設定する。 
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貯槽等に内包する高レベル廃液等の液量は，貯槽等の公称容量と

する。高レベル廃液等の温度評価に当たっては，セル雰囲気への

放熱を考慮せず，貯槽等の熱容量を考慮し断熱として評価する。 

 

   ６)  操作の条件 

内部ループへの通水は，準備が整い次第実施するものとし，安

全冷却水系の冷却機能の喪失から沸騰までの時間が最も短い精製

建屋において，沸騰に至るまでの時間である11時間に対して８時間

50分で内部ループへの通水を開始する。 

セルへの導出経路への切替操作は，沸騰までの時間が最も短い精

製建屋において，沸騰に至るまでの時間である11時間に対して２時

間25分で完了する。 

前処理建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋における水素掃気用

の圧縮空気の停止操作は安全冷却水系の冷却機能の喪失から45分後

に完了する。 

貯槽等の液位を監視しつつ，高レベル廃液等の液量が初期液量の

70％に減少する前までに貯槽等への直接注水を開始する。また凝縮

器への通水は，準備が完了次第実施し，沸騰までの時間が最も短い

精製建屋において，沸騰に至るまでの時間である11時間に対して８

時間30分で凝縮器への通水を開始する。 

冷却コイル等への通水は，貯槽等への注水により，貯槽等の液

位及び温度を一定範囲に維持できることから，開始までの時間制限

はないが，準備が完了次第実施する。沸騰の継続時間が最も長く

なる精製建屋の場合，安全冷却水系の冷却機能の喪失から30時間

40分で通水を開始する。 
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代替セル排気系による排気は，準備が完了次第実施し，沸騰まで

の時間が最も短い精製建屋において，沸騰に至るまでの時間である

11時間に対して６時間40分で開始する。 

 

   ７)  放出量評価に関連する事故，機器及び操作の条件の具体的な展開 

高レベル廃液等の放射性物質の組成，濃度，崩壊熱密度及び貯槽

等の液量は機器の条件と同様である。 

気相中への移行割合については，蒸発乾固を模擬した気相移行量

の測定の実験結果を参考に，沸騰開始から乾燥し固化するまでの移

行割合を５×10―５に設定し，沸騰継続時間を貯槽等に内包する高

レベル廃液等の液量と崩壊熱密度から高レベル廃液等の潜熱を考慮

して算出する。 

放出経路における放射性物質の除染係数については，可搬型フィ

ルタ２段による除染係数を10５，放出経路構造物への沈着による除

染係数を10，凝縮器の除染係数を10とする。なお，凝縮器下流に設

置するセル導出ユニットフィルタの除染係数については，蒸気によ

って劣化する可能性があるため，評価上考慮しない。 

また，継続して実施される水素掃気空気の供給により生じる平常

運転時の排気経路以外の経路からの放出に対しては，放出経路構

造物への沈着による放射性エアロゾルの除染係数を10とし，導出先

のセル及び部屋における放射性物質の希釈効果を除染係数として考

慮する。また，屋外に放射性物質が到達するまでに経由するセル及

び部屋の壁による除染を考慮し，壁１枚につき除染係数を10とする。 

放射性物質の放出量をセシウム－137換算するために用いる換算

係数については，ＩＡＥＡ－ＴＥＣＤＯＣ－1162に示される換算
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係数を用いて，セシウム－137と着目する核種の比から算出する。

ただし，プルトニウム等の一部の核種については，それに加えて化

学形態による影響の違いを補正する係数を乗じる。 

 

   ８)  判断基準 

発生防止対策については，高レベル廃液等が沸騰に至らず，高レ

ベル廃液等の温度が低下傾向を示すこと。 

拡大防止対策については，高レベル廃液等が沸騰に至った場合に，

貯槽等への注水により液位を一定範囲に維持でき，冷却コイル等へ

の通水により高レベル廃液等の温度が沸点から低下傾向を示し，高

レベル廃液等が未沸騰状態を継続して維持できること。 

また，事態の収束までに発生する凝縮水の発生量が凝縮水の回収

先セルの漏えい液受皿等の容量を下回ること。 

放出量評価は，拡大防止対策としての冷却コイル等への通水によ

る事態の収束までの大気中への放射性物質の放出量が，セシウム－

137換算で100ＴＢｑを十分下回るものであって，かつ，実行可能な

限り低いこと。 

 

   (ホ) 有効性評価の結果 

   １)  発生防止対策 

安全冷却水系の冷却機能の喪失により高レベル廃液等の温度が上

昇し始め，沸騰に至るまでの時間の短い機器グループから優先的に

内部ループへの通水を開始する。内部ループへの通水開始時の高

レベル廃液等の温度と沸点との温度差が最も小さくなる機器グルー

プであっても，内部ループへの通水開始時の高レベル廃液等の温度
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は沸点（約109℃）未満の約102℃であり，以降，高レベル廃液等の

温度は低下傾向を示す。 

これ以外の全ての機器グループにおいても，内部ループへの通

水開始時の高レベル廃液等の温度は沸点未満であり，また，沸騰

に至るまでの時間に対して時間余裕をもって低下傾向を示す。 

 

   ２)  拡大防止対策 

発生防止対策が機能しなかった場合，高レベル廃液等は沸騰に至

り液位が低下する。これに対し，貯槽等への注水は，安全冷却水

系の冷却機能の喪失から沸騰までの時間が最も短い精製建屋におい

て，沸騰に至るまでの時間である11時間に対して９時間で準備を完

了でき，また，全ての貯槽等においても時間余裕をもって貯槽等へ

の注水の準備を完了できる。貯槽等への注水の準備完了後は，液

位を監視しつつ貯槽等への注水を適時実施することにより，液量は，

貯槽等の事故発生直前の初期液量の70％を下回ることなく維持でき，

液量を一定範囲に維持できる。また，ルテニウムを含む貯槽等にお

いて高レベル廃液等の温度を120℃未満に維持でき，揮発性のルテ

ニウムが大量に生成することはない。 

さらに，事態の収束のための冷却コイル等への通水は，貯槽等

への注水により液量及び温度を一定範囲に維持できるため，開始

までの時間に制限は無いが，沸騰の継続時間が最も長くなる精製

建屋であっても，安全冷却水系の冷却機能の喪失から30時間40分

で通水を開始する。冷却コイル等への通水を開始した以降は，高レ

ベル廃液等の温度は沸点未満となり，低下傾向を示し，未沸騰状態

を継続して維持できる。また，事態の収束までに発生する凝縮水の
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量は，回収先セルの漏えい液受皿等の容量に対して最も厳しくな

る精製建屋において約３ｍ３であり，凝縮水の発生量は回収先セル

の漏えい液受皿等の容量を十分下回る。 

セル導出経路の系統構成，凝縮器への通水，代替セル排気系によ

る排気等により，事態の収束までに大気中へ放出される放射性物質

の量（セシウム－137換算）は，前処理建屋において約６×10－13

ＴＢｑ，分離建屋において約５×10－７ＴＢｑ，精製建屋において

約５×10－６ＴＢｑ，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋において

約３×10－７ＴＢｑ及び高レベル廃液ガラス固化建屋において約４

×10－６ＴＢｑ，これらを合わせても約１×10－５ＴＢｑであり，100

ＴＢｑを十分下回るものであって，かつ，実行可能な限り低い。 

なお，継続して実施される水素掃気空気の供給により，導出先セ

ルの圧力が上昇し，平常運転時の排気経路以外の場所から放射性物

質を含む気体の漏えいのおそれがある。 

その時間は，最も長い分離建屋及びウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋で約３時間程度であり，大気中への放出に至る建屋内の移行

経路を踏まえればその影響はわずかであるが，上記の放出量はこの

寄与分も含めた結果である。 

 

   ３)  不確かさの影響評価 

   ⅰ)  事象，事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 

内的事象で発生する「動的機器の多重故障」による冷却機能喪失

の場合，冷却機能喪失の範囲が限定され，対処が必要な設備，建

屋の範囲が限定される。当該評価では，代表事例において，５建

屋，13機器グループ，53貯槽等の全てで同時に発生する場合の対
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策の成立性を確認していることから，評価結果は変わらない。 

内的事象で発生する「長時間の全交流動力電源の喪失」及び外的

事象の「火山の影響」による冷却機能喪失の場合，初動対応での状

況確認やアクセスルート確保等の作業において，外的事象の「地震」

と比較して早い段階で重大事故等対策に着手できるため，対処の時

間余裕が大きくなることから，実施組織要員の操作の時間余裕に与

える影響はなく，判断基準を満足することに変わりはない。 

高レベル廃液等の核種組成，濃度及び崩壊熱密度は，想定される

最大値を設定しており，高レベル廃液等の温度評価では，セル雰囲

気への放熱を考慮しない等，厳しい結果を与える条件で評価をして

おり，安全余裕を排除したより現実的な条件とした場合には，対処

の時間余裕が大きくなることから，実施組織要員の操作の時間余裕

に与える影響はなく，判断基準を満足することに変わりはない。な

お，貯槽等からセル雰囲気への放熱の効果は，貯槽等に内包される

高レベル廃液等の崩壊熱及び貯槽等の表面積に依存し，崩壊熱に対

して放熱に寄与する貯槽等の面積の大きい溶解液，抽出廃液及びプ

ルトニウム溶液において30％を超え，放熱の効果を見込んだ場合に

は，これらの溶液を内包する貯槽等においてより時間余裕が増える

こととなるが，これらの貯槽等は元から時間余裕の大きい貯槽等で

あり，各貯槽等での沸騰に至るまでの時間が逆転することはないた

め，本重大事故等の対処の作業の優先順位に与える影響はない。 

事態の収束までの大気中への放射性物質の放出量（セシウム－

137換算）については，気相中に移行する放射性物質の移行割合や

放出経路における放射性物質の除染係数に不確かさがある。仮に移

行した放射性物質に気体状の放射性物質が含まれていた場合，放射
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性物質の移行率に変動があった場合及び冷却コイル等への通水まで

の時間に変動があった場合，放出量が１桁程度増加する可能性があ

る。一方，放出量評価に用いた高レベル廃液等の核種組成や放出経

路上の除染係数を評価が厳しくなるよう設定しており，放出量が小

さくなることも想定される。このように不確かさを有するものの，

これらを考慮した場合でも判断基準を満足することに変わりはない。 

   ⅱ)  操作の条件の不確かさの影響 

貯槽等への注水，凝縮器への通水等の準備は，安全冷却水系の冷

却機能の喪失をもって着手し，高レベル廃液等が沸騰に至るまでの

時間に対し２時間前までに完了できる。また，各作業の作業項目

は，余裕を確保して計画し，必要な時期までに操作できるよう体制

を整えていることから，判断基準を満足することに変わりはない。

また，可搬型中型移送ポンプ等の可搬型重大事故等対処設備の設

置等の対処に時間を要した場合や，予備の可搬型重大事故等対処設

備による対処を想定したとしても，余裕として確保した２時間以内

に対処を再開することができ，事態を収束することができる。 

 

   (へ) 重大事故等の同時発生又は連鎖 

   １)  重大事故等の事象進展，事故規模の分析 

本重大事故等の事象進展，事故規模の分析により明らかとなった

平常運転時からの状態の変化等は，高レベル廃液等が沸騰すること

による高レベル廃液等の温度上昇，液位低下による高レベル廃液等

の放射性物質の濃度の上昇及び高レベル廃液等の硝酸濃度の上昇，

貯槽等への注水による高レベル廃液等の硝酸濃度の低下，貯槽等の

圧力上昇，蒸気の発生によるセル導出経路内や導出先セル内等の湿
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度の上昇，線量率の上昇である。具体的には，高レベル廃液等の温

度の上昇については，通常時は未沸騰状態であるが，事故時には沸

騰状態となり，最高で120℃程度（高レベル濃縮廃液の場合は110℃

程度），凝縮器下流のセル導出経路内や導出先セル内等では廃ガス

の温度は50℃程度となる。貯槽等の液量は，貯槽等への注水により

最低でも初期液量の70％に維持され，その際のプルトニウム濃度は

約360ｇＰｕ／Ｌとなる。高レベル廃液等の硝酸濃度は最大でも，

精製建屋のプルトニウム濃縮缶で濃縮された後の硝酸プルトニウム

溶液（以下ハ．(３) (ⅱ) (ｂ)では「プルトニウム濃縮液（250ｇＰｕ／

Ｌ）」という。）の約９規定であり，高レベル濃縮廃液の場合，約

３規定である。また，冷却コイル等への通水が実施される時間が初

期液量の70％に至るまでの時間より長いプルトニウム濃縮液（250

ｇＰｕ／Ｌ）は，貯槽等への注水により希釈され，希釈後のプルト

ニウム濃縮液（250ｇＰｕ／Ｌ）の硝酸濃度は，約５規定となる。

これに伴い，プルトニウム濃縮液（250ｇＰｕ／Ｌ）の水素発生Ｇ

値が平常時の1.3倍程度となる。さらに，高レベル廃液等の沸騰に

伴い，水素発生Ｇ値が上昇し，水素の発生量は平常運転時と比べて

相当多くなる。貯槽等の圧力上昇については，事故時においても平

常時と変わらない。セル導出経路内や導出先セル内等の湿度の上昇

については，発生する蒸気により多湿環境となる。線量率の上昇に

ついては，沸騰に至った場合には，放射性物質が蒸気とともに気相

中に移行するため貯槽等外の線量率は上昇するが，貯槽等内の線量

率は沸騰が生じても変わらない。 

これらの平常運転時からの状態の変化等を考慮した同時発生する

重大事故等の重大事故等対策に与える影響及び連鎖して発生する可
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能性のある重大事故等は以下のとおりである。 

 

   ２)  重大事故等の同時発生 

重大事故等が同時に発生する場合については，同種の重大事故が

同時に発生する場合及び異種の重大事故が同時に発生する場合が

考えられる。 

本重大事故等は，事故の条件に示すとおり，５建屋，13機器グ

ループ53貯槽等で同時に発生する可能性があり，本評価は同時発生

するものとして評価した。 

本重大事故と同時発生する可能性のある異種の重大事故は，「ハ．

(３) (ⅰ) (ａ) 重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故

の発生を仮定する機器の特定」に示すとおり，外的事象の「地震」

及び「火山の影響」，内的事象の「長時間の全交流動力電源の喪失」

により，安全冷却水系，安全圧縮空気系，プール水冷却系及び補給

水設備が同時に機能を喪失することから，放射線分解により発生す

る水素による爆発及び使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷である。 

異種の重大事故の同時発生が重畳した場合の重大事故等対策の

有効性評価は，「ハ．(３) (ⅱ) (ｇ) 重大事故が同時に又は連鎖して発

生した場合の対処」において評価し，対処に必要な要員及び燃料等

については，「ハ．(３) (ⅱ) (ｈ) 必要な要員及び資源の評価」におい

て評価している。 

 

   ３)  重大事故等の連鎖 

   ⅰ） 臨界事故への連鎖 

高レベル廃液等の沸騰が発生する貯槽等において講じられている

74



 

臨界事故に係る安全機能は，液体の核燃料物質を内包する機器にお

いて，濃度に制限値を設定する必要がないように設計する形状寸法

管理（以下「全濃度安全形状寸法管理」という。）及び濃度管理で

あるが，沸騰時の温度，圧力，沸騰の継続による液位の低下に伴う

核燃料物質の濃度の上昇 及び その他のパラメータ変動を考慮して

も，核的制限値を逸脱することはないため，臨界事故は生じない。 

   ⅱ） 放射線分解により発生する水素による爆発への連鎖 

高レベル廃液等が沸騰に至った場合には，高レベル廃液等の水素

発生Ｇ値が上昇し，水素の発生量が平常運転時に比べて相当多くな

るものの，水素掃気量は発生水素量に対して十分な余力を有してお

り，貯槽等内の水素濃度はドライ換算で８ｖｏｌ％に至ることはな

い。また，プルトニウム濃縮液（250ｇＰｕ／Ｌ）は，貯槽等への

注水により希釈され，硝酸濃度が平常運転時より低下するが，硝酸

濃度の変動が水素発生Ｇ値に与える影響は小さい。以上より，放射

線分解により発生する水素による爆発は生じない。  

   ⅲ） 有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応）への連鎖 

分離建屋一時貯留処理設備の第１一時貯留処理槽，第６一時貯留

処理槽，第７一時貯留処理槽及び第８一時貯留処理槽並びに精製建

屋一時貯留処理設備の第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽及

び第３一時貯留処理槽において，有意量のＴＢＰ等を受け入れる場

合があるが，通常状態で受け入れる可能性のある溶液の混合を考慮

しても，総崩壊熱は最大でも１ｋＷ程度であり，溶液の濃縮又は温

度上昇が想定されず，有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応）は生じない。 
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上記以外の貯槽等においては，分離設備のＴＢＰ洗浄塔及びＴＢ

Ｐ洗浄器並びにプルトニウム精製設備のＴＢＰ洗浄器において，希

釈材により除去され，溶媒再生系（分離・分配系）並びに 溶媒再

生系（プルトニウム精製系）の第１洗浄器，第２洗浄器及び第３洗

浄器において，炭酸ナトリウム溶液等により洗浄及び再生されるこ

とから，高レベル廃液等の沸騰が発生する貯槽等には，有意なＴＢ

Ｐ等を含む使用済みの有機溶媒が含まれることはない。また，事故

時においても，沸騰が発生する貯槽等に接続する機器注水配管，冷

却コイル等で構成されるバウンダリは，健全性を維持することから，

ＴＢＰ等が混入することもないため，有機溶媒等による火災又は爆

発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応）は生じない。 

   ⅳ） 有機溶媒等による火災又は爆発（有機溶媒火災）への連鎖 

分離建屋一時貯留処理設備の第１一時貯留処理槽，第６一時貯留

処理槽，第７一時貯留処理槽及び第８一時貯留処理槽並びに精製建

屋一時貯留処理設備の第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽及

び第３一時貯留処理槽において，有意量の有機溶媒を受け入れる場

合があるが，通常状態で受け入れる可能性のある溶液の混合を考慮

しても，総崩壊熱は最大でも１ｋＷ程度であり，溶液の濃縮又は温

度上昇が想定されず，有機溶媒等による火災又は爆発（有機溶媒火

災）は生じない。 

上記以外の貯槽等においては，溶媒再生系（分離・分配系）並

びに溶媒再生系 （プルトニウム精製系）の第１洗浄器，第２洗浄

器及び第３洗浄器において，炭酸ナトリウム溶液等により洗浄及び

再生されることから，高レベル廃液等の沸騰が発生する貯槽等には，

有意な使用済みの有機溶媒が含まれることはない。また，事故時に
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おいても，沸騰が発生する貯槽等に接続する機器注水配管，冷却コ

イル等で構成されるバウンダリは，健全性を維持することから，有

機溶媒が混入することもないため，有機溶媒等による火災又は爆発

（有機溶媒火災）は生じない。 

   ⅴ） 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷への連鎖 

高レベル廃液等の沸騰が発生する貯槽等と使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設は異なる建屋に位置して おり ，高レベル廃液等の

沸騰による事故影響は，当該バウンダリを超えて波及することはな

いことから，使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷は生じない。 

   ⅵ） 放射性物質の漏えいへの連鎖 

沸騰が発生する貯槽等，これに接続する機器注水配管，冷却コイ

ル等，塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット及び凝縮

器並びにその他の安全機能を有する機器で構成されるバウンダリは，

通常時からの状態の変化等を踏まえても，健全性を維持することか

ら，放射性物質の漏えいの発生は生じない。 

 

   (ト) 必要な要員及び資源 

外的事象の「地震」及び「火山の影響」を要因として冷却機能が

喪失した場合には，「ハ．(３) (ⅰ) (ａ) 重大事故の発生を仮定する際

の条件の設定及び重大事故の発生を仮定する機器の特定」に示す

とおり，「放射線分解により発生する水素による爆発」及び「使用

済燃料貯蔵槽における燃料損傷」に対しても同時に対処することと

なる。このため，重大事故等が同時発生した場合の重大事故等対処

に必要な要員及び燃料等の成立性については，それぞれの対処で必

要な数量を重ね合わせて評価する必要があり，「ハ．(３) (ⅱ) (ｈ) 必
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要な要員及び資源の評価」において評価している。 

   １)  要員 

本重大事故における発生防止対策及び拡大防止対策に必要な要員

は，冷却機能の喪失を受けて，各建屋で並行して対応することとな

っており，外的事象の「地震」を要因とした場合，５建屋の合計

で141人である。なお，外的事象の「火山の影響」を要因とした場

合には，降灰予報を受けて建屋外での可搬型建屋外ホースの敷設等

の準備作業に入ることから，建屋外の作業に要する要員数が外的事

象の「地震」を要因とした場合を上回ることはなく，外的事象の

「火山の影響」を要因とした場合，全建屋の合計で140人で対応で

きる。 

また，内的事象を要因とした場合は，作業環境が外的事象の「地

震」を要因とした場合に想定される環境条件より悪化することが想

定されず，対処内容にも違いがないことから，必要な要員は外的事

象の「地震」を要因とした場合の必要な人数以下である。 

事業所内に常駐している実施組織要員は164人であり，必要な作

業対応が可能である。 

 

   ２)  資源 

   ⅰ)  水源 

冷却コイル等への通水を開始し，高レベル廃液等が未沸騰状態に

移行するまでに貯槽等への注水によって消費される水量は，合計で

約26ｍ３である。また，内部ループへの通水，凝縮器への通水及び

冷却コイル等への通水の実施において，代替安全冷却水系と第１

貯水槽間を循環させるために必要な水量は，約3,000ｍ３である。 
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水源として，第１貯水槽の貯水槽Ａ及び貯水槽Ｂにそれぞれ約

10,000ｍ３の水を保有しており，蒸発乾固への対処については，こ

のうち一区画を使用し，他方の区画は使用済燃料貯蔵槽の燃料損傷

への対処に使用する。これにより必要な水源は確保可能である。ま

た，内部ループへの通水，凝縮器への通水及び冷却コイル等への通

水は，水源である第１貯水槽へ排水経路を構成して循環させること

から，基本的に水量に変化はなく，継続が可能である。 

また，５建屋の高レベル廃液等の総崩壊熱が第１貯水槽の一区

画に負荷された場合の１日あたりの第１貯水槽の一区画の温度上

昇は，安全側に断熱で評価した場合においても３℃程度であり，第

１貯水槽を最終ヒートシンクとして考慮することに問題はない。 

   ⅱ)  電源 

電動の可搬型排風機への給電は，可搬型排風機の起動及び運転に

必要な容量を有する可搬型発電機を敷設するため，対応が可能であ

る。 

   ⅲ)  燃料 

５建屋の冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生防止対策及び拡

大防止対策を７日間継続して実施するために必要な軽油は合計で

約63ｍ３である。 

これに対し，軽油貯槽にて約800ｍ３の軽油を確保していること

から，外部支援を考慮しなくとも７日間の対処の継続が可能である。 
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2.4 放射線分解により発生する水素による爆発への対処（要旨） 
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   (ｃ) 放射線分解により発生する水素による爆発への対処 

   (イ) 事故の特徴 

     重大事故の水素爆発の発生を仮定する水素掃気が必要な溶解液，

抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液，精製建屋のプルトニウム濃縮缶

で濃縮された後の硝酸プルトニウム溶液及び高レベル廃液（以下ハ．

(３) (ⅱ) (ｃ)では「高レベル廃液等」という。）を内包する貯槽及び濃

縮缶（以下ハ．(３) (ⅱ) (ｃ)では「貯槽等」という。）は，高レベル廃

液等の放射線分解により水素が発生するため，平常運転時にはその

他再処理設備の附属施設の圧縮空気設備の安全圧縮空気系により圧

縮空気を供給することで水素掃気を行い，貯槽等内における水素爆

発を防止している。 

貯槽等，貯槽等を収納するセル及びセルを取り囲む建屋は，それ

ぞれ塔槽類廃ガス処理設備，建屋換気設備のセルからの排気系（以

下ハ．(３) (ⅱ) (ｃ)では「セル排気系」という。），セル等以外の建屋

内の気体を排気する建屋換気設備により換気され，貯槽等の圧力を

最も低くし，次いでセル，建屋の順に圧力を低くできる設計として

いる。 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合には，水素爆発の

発生を仮定する貯槽等の気相部の水素濃度が上昇し，水素濃度に応

じて燃焼，爆燃又は爆ごうが発生するおそれがある。この際の圧力

変動による飛まつに放射性物質が同伴して気相中に放射性エアロゾ

ルとして移行することで，大気中へ放出される放射性物質の量が増

加する。また，爆発の規模によっては，貯槽等や附属する配管等の

破損が生じ，内包する放射性物質の漏えいに至るおそれがある。 

水素が燃焼し，火炎が伝播する場合の水素濃度と発生圧力の特徴
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は，以下の３つにまとめられる。 

１つ目は，水素濃度がドライ換算４ｖｏｌ％～８ｖｏｌ％の空気

混合気が着火した場合であり，これを水素燃焼という。水素燃焼に

おいては，燃焼に伴う火炎が上方又は水平方向に伝播する部分燃焼

が支配的であり，この際に発生する圧力は小さい。そのため，放射

性エアロゾルの気相中への移行量は少なく塔槽類廃ガス処理設備で

除去できる。 

２つ目は，水素濃度がドライ換算８ｖｏｌ％～12ｖｏｌ％の空気

混合気が着火し，水素爆発が発生した場合であり，この場合，火炎

が上方又は水平方向のみならず，全方向に伝播し，爆燃するように

なり，この際に発生する圧力は初期圧力の２倍以上となる可能性が

ある。そのため，放射性エアロゾルの気相中への移行量は大きくな

る。 

３つ目は，水素濃度がドライ換算12ｖｏｌ％を超えると，条件に

よっては爆燃から爆ごうへ遷移が生じ，火炎の伝播速度が音速を超

えて衝撃波が発生する。爆ごうが生じた場合には，放射性エアロゾ

ルが大量に気相中へ移行することのみならず，衝撃波による貯槽等，

配管・弁，その他機器等の損傷や波及的な影響も考えられる。 

水素爆発の発生防止としては，「放射性物質の放出の観点で爆ご

うを生じさせないこと」，「再処理施設内における爆燃から爆ごう

への遷移に関する知見が少ないが，排気系統が爆燃から爆ごうへ遷

移を発生しやすい形状であること」を踏まえると，爆燃する領域で

ある水素濃度がドライ換算８ｖｏｌ％～12ｖｏｌ％に対して，この

下限値であるドライ換算８ｖｏｌ％に抑えることが重要である。 

水素掃気機能の喪失による水素爆発は，５建屋，５機器グループ，
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合計49貯槽等で発生する。 

 

   (ロ) 対処の基本方針 

     水素爆発の発生を未然に防止するため，喪失した水素掃気機能を

代替する設備により，重大事故の水素爆発を仮定する貯槽等の水素

濃度が未然防止濃度に至る前に圧縮空気を供給し，水素濃度を可燃

限界濃度未満とし，これを維持する。さらに，貯槽等内の水素濃度

の上昇速度が速く，圧縮空気の供給前に未然防止濃度に至る可能性

のある貯槽等は，圧縮空気を自動供給するとともに，水素発生量の

不確かさが大きくなる場合には，水素発生量の不確かさを踏まえて

未然防止濃度未満に維持できる十分な量の圧縮空気を供給する。こ

の対策により未然防止濃度未満を維持している期間中に，貯槽等へ

圧縮空気を供給し，水素濃度を可燃限界濃度未満とする。 

     以下ハ．(３) (ⅱ) (ｃ)では，この対策を発生防止対策という。 

水素爆発の発生防止対策が機能せず，水素爆発が発生した場合に

おいて水素爆発が続けて生じるおそれがない状態を維持するため，

発生防止対策とは別の系統から重大事故の水素爆発を仮定する貯槽

等へ圧縮空気を供給し，水素濃度を可燃限界濃度未満とし，これを

維持する。貯槽等内の水素濃度の上昇速度が速く，圧縮空気の供給

前に未然防止濃度に至る可能性のある貯槽等は，水素発生量の不確

かさを踏まえて未然防止濃度未満に維持できる十分な量の圧縮空気

を，未然防止濃度に至る前に，準備が整い次第供給する。この対策

により未然防止濃度未満を維持している期間中に，貯槽等へ圧縮空

気を供給し，水素濃度を可燃限界濃度未満とする。 

以下ハ．(３) (ⅱ) (ｃ)では，この対策を拡大防止対策という。 
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発生防止対策及び拡大防止対策の実施に当たっては，水素発生量

の不確かさ及び作業遅れを考慮し，未然防止濃度未満に維持できる

十分な量の圧縮空気を供給できる対策を整備するとともに，事態の

収束のために可燃限界濃度未満に維持できる対策を整備する。 

また，水素爆発が発生すると，水素爆発による圧力変動によって

発生する飛まつに放射性物質が同伴して気相中に放射性エアロゾル

として移行し，大気中へ放出される放射性物質の量が増加する。こ

のため，水素爆発が発生した場合に備え，塔槽類廃ガス処理設備の

流路を遮断し，気相中へ移行した放射性物質をセルに導出する。こ

の際，放射性物質の低減のため，セル導出ユニットフィルタの高性

能粒子フィルタを経由してセルに導出する対策を整備する。 

さらに，代替セル排気系により，放射性エアロゾルを可搬型フィ

ルタの高性能粒子フィルタで低減した上で，主排気筒を介して，大

気中に放出する対策を整備する。 

 

   (ハ) 具体的対策 

   １） 発生防止対策 

     安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合は，発生防止対策

として，屋外に可搬型空気圧縮機を設置し，及び可搬型建屋外ホー

スを敷設するとともに，屋内に可搬型建屋内ホースを敷設し，可搬

型建屋内ホースを，安全機能を有する施設の安全圧縮空気系の水素

掃気配管の接続口又は機器圧縮空気供給配管（除染用配管等）に接

続する。この際，分離建屋等においては，機器圧縮空気供給配管

（除染用配管等）の接続口までの系統構成に当たって，可搬型建屋

内ホースのほか，常設の建屋内の圧縮空気供給用の配管である建屋
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内空気中継配管を使用する。その後，可搬型空気圧縮機に附属する

弁を開放し，水素掃気を実施する。 

可搬型空気圧縮機からの空気の供給開始前に未然防止濃度に至る

可能性のある貯槽等においては，貯槽等内の水素濃度を未然防止濃

度未満に維持するため，分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋に設置する常設の圧縮空気自動供給系から圧縮空

気を自動供給する。未沸騰状態においては，圧縮空気自動供給系の

圧縮空気自動供給貯槽，圧縮空気自動供給ユニットから未然防止濃

度に維持するために十分な量の圧縮空気を供給する。その後，分離

建屋において沸騰の10時間35分前である事象発生後から４時間25分

後に，精製建屋において沸騰の８時間40分前である事象発生後から

２時間20分後に，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋において沸騰

の12時間20分前である事象発生後から６時間40分後に，圧縮空気の

供給源を機器圧縮空気自動供給ユニットに切り替えることで，水素

発生量の不確かさを考慮しても未然防止濃度に維持するために十分

な量の圧縮空気を供給する。 

可搬型空気圧縮機からの圧縮空気の供給は，平常運転時の安全圧

縮空気系の掃気量相当とし，水素濃度の増加を見込んでも，貯槽等

内の水素濃度を可燃限界濃度未満に維持する。 

また，水素濃度の推移を把握するために，可搬型水素濃度計を用

いて水素濃度を所定の頻度（１時間30分）で確認するとともに，変

動が想定される期間において，余裕をもって変動程度を確認する。

また，対策の効果を確認するため，対策実施後に水素濃度の測定を

行う。対策実施前に水素濃度の測定が可能であれば水素濃度の測定

を実施する。 
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このため，可搬型空気圧縮機，可搬型建屋外ホース及び可搬型建

屋内ホースを可搬型重大事故等対処設備として配備する。圧縮空気

自動供給貯槽，圧縮空気自動供給ユニット，機器圧縮空気自動供給

ユニット及び建屋内空気中継配管を常設重大事故等対処設備として

設置するとともに，水素掃気配管，機器圧縮空気供給配管（除染用

配管等）を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

   ２） 拡大防止対策 

     発生防止対策としての代替安全圧縮空気系による水素掃気が機能

しなかった場合は，拡大防止対策として可搬型建屋内ホースを発生

防止対策用の接続口とは異なる機器圧縮空気供給配管（かくはん用

配管，計測制御用配管等）に接続する。その後，可搬型空気圧縮機

に附属する弁を開放し，水素掃気を実施する。 

可搬型空気圧縮機からの空気の供給開始前に未然防止濃度に至る

可能性のある貯槽等においては，圧縮空気手動供給ユニットを発生

防止対策に用いる水素掃気配管，機器圧縮空気供給配管（除染用配

管等）とは異なる機器圧縮空気供給配管（かくはん用配管，計測制

御用配管等）に接続し，水素発生量の不確かさを考慮しても未然防

止濃度未満に維持するために十分な量の圧縮空気を供給する。 

発生防止対策と同様に，水素濃度の推移を把握するために，可搬

型水素濃度計を用いて貯槽等内の水素濃度を測定する。 

また，水素爆発が発生すると，この際の圧力変動によって発生す

る飛まつに放射性物質が同伴して気相中に放射性エアロゾルとして

移行し，大気中へ放出される放射性物質の量が増加する。このため，

水素爆発が発生した場合に備え，塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮

断し，気相中へ移行した放射性物質をセルに導出する。 
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セル排気系の排風機が機能喪失している場合，導出先セルの圧力

が上昇し，排気系統以外の場所から放射性物質を含む気体の漏えい

が生じるおそれがあるが，水素爆発に至る前であれば排気に含まれ

る放射性物質の濃度は平常運転時と同程度であり，セルへ導出する

前にセル導出ユニットフィルタの高性能粒子フィルタで除去する。 

また，前処理建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の貯槽等につ

いては，気相部の体積が大きく，水素濃度の上昇が緩やかであるこ

とから，代替セル排気系を構築するまでの間，導出先のセル圧力上

昇を抑制するため水素掃気用の圧縮空気の供給を停止し，セル内の

圧力上昇を防止する。 

セルへの放射性物質の導出後においては，セル排気系の高性能粒

子フィルタは１段であることから，代替セル排気系として，可搬型

排風機，可搬型ダクト及び２段の可搬型フィルタを敷設し，主排気

筒に繋がるように可搬型排風機，可搬型ダクト及び可搬型フィルタ

を接続し，可搬型ダクト及びセル排気系を接続した後，可搬型排風

機を運転することで，放射性エアロゾルを可搬型フィルタの高性能

粒子フィルタで除去しつつ，主排気筒を介して，大気中に放出する。 

このため，可搬型空気圧縮機，可搬型建屋外ホース，可搬型建屋

内ホース，可搬型排風機,可搬型発電機,可搬型ダクト及び可搬型フ

ィルタを可搬型重大事故等対処設備として配備する。圧縮空気手動

供給ユニット，建屋内空気中継配管，塔槽類廃ガス処理設備からセ

ルに導出するユニット及びセル導出ユニットフィルタを常設重大事

故等対処設備として設置するとともに，機器圧縮空気供給配管（か

くはん用配管，計測制御用配管等），代替セル排気系のダクト・ダ

ンパ，主排気筒等を常設重大事故等対処設備として位置付ける。
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   (ニ) 有効性評価 

   １） 代表事例 

     水素掃気機能が喪失する範囲及び環境条件を踏まえた対処内容を

考慮し，外的事象の「地震」を代表事象として選定する。 

外的事象の「地震」を要因とした場合の水素掃気機能が喪失する

箇所は，５建屋，５機器グループ，49貯槽等である。 

   ２） 代表事例の選定理由 

     水素掃気機能の喪失による水素爆発は，外的事象の「地震」にお

いて，安全圧縮空気系を構成する動的機器の直接的な機能喪失又は

全交流動力電源喪失による間接的な機能喪失により，水素掃気機能

が喪失することで発生する。 

また，外的事象の「火山の影響」又は内的事象の「長時間の全交

流動力電源喪失」において動的機能の間接的な機能喪失又は内的事

象の「動的機能の多重故障」において一部の動的機器の直接的な機

能喪失により，水素掃気機能が喪失することで発生する。 

外的事象の「地震」により発生する水素掃気機能の喪失の場合，

動的機器の機能喪失と全交流動力電源喪失が同時に発生する等，機

能喪失する機器が多く，その範囲も広い。 

また，外的事象の「地震」は，環境条件の悪化も想定されること

から，重大事故等対策としては厳しくなる。さらに，外的事象は，

「地震」及び「火山の影響」が考えられるが，外的事象の「地震」

の方が環境条件が厳しくなることから，有効性評価の代表としては，

外的事象の「地震」による水素掃気機能の喪失を選定する。 

   ３） 有効性評価の考え方 
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     発生防止対策に係る有効性については，圧縮空気の供給により貯

槽等内の水素濃度が未然防止濃度に至ることを防止でき，水素濃度

が可燃限界濃度以上の場合は低下傾向を示して可燃限界濃度未満に

維持できることについて確認するために，貯槽等内の水素濃度の推

移を評価する。 

拡大防止対策に係る有効性評価については，発生防止対策が有効

に機能せず，水素爆発が発生した場合において，水素爆発が続けて

生じるおそれがない状態を維持するため，圧縮空気の供給により貯

槽等内の水素濃度が未然防止濃度に至ることを防止でき，水素濃度

が可燃限界濃度以上の場合は低下傾向を示して可燃限界濃度未満に

維持できることについて確認するために，貯槽等内の水素濃度の推

移を評価する。 

また，放射性物質の放出量評価として，水素爆発を評価上見込ん

だ場合の放射性物質の放出量（セシウム－137 換算）を，貯槽等か

ら気相中に移行する放射性物質の量及び放出経路における除染係数

の考慮により，評価する。 

これらの評価における高レベル廃液等の水素発生量については，

水素発生Ｇ値等を用いた簡便な計算で実施する。 

   ４） 機能喪失の条件 

     代表事例において，基準地震動の 1.2 倍の地震力を入力した場合

においても必要な機能を損なわない設計としていない機器は，機能

喪失するものとし，動的機器については耐震性によらず機能喪失を

想定する。 

また，代表事例では，外部電源を含めた全交流動力電源の喪失を

想定しているため，追加での機能喪失は想定しない。 
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   ５） 事故の条件及び機器の条件 

     水素掃気機能が喪失した場合，安全冷却水系の冷却機能の喪失も

同時に発生している可能性が高いことから，重大事故等対処設備の

設計に当たっては，水素掃気機能の喪失が単独で発生した場合に加

え，貯槽等内の高レベル廃液等の沸騰が同時に発生する場合を想定

する。高レベル廃液等の沸騰に伴い，水素発生Ｇ値が大きくなり，

水素の発生量は相当に多くなる可能性がある。このため，機器の条

件においては，高レベル廃液等の沸騰を考慮した，十分な圧縮空気

を供給できる容量とする。 

分離建屋の圧縮空気自動供給系の圧縮空気自動供給貯槽は，内圧

約0.7ＭＰａ[gage]の約5.5ｍ３／基の貯槽３基及び安全圧縮空気系

への接続配管で構成する。 

精製建屋の圧縮空気自動供給系の圧縮空気自動供給貯槽は，内圧

約0.7ＭＰａ[gage]の約2.5ｍ３／基の貯槽２基，約５ｍ３／基の貯槽

３基及び安全圧縮空気系への接続配管で構成する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の圧縮空気自動供給系の圧縮

空気自動供給ユニットは，空気容量約15ｍ３［normal］とし，減圧

弁，空気作動弁及び安全圧縮空気系への接続配管で構成する。 

圧縮空気自動供給系からの圧縮空気の供給は，安全圧縮空気系の

配管の内圧が所定の圧力（約0.7ＭＰａ[gage]）を下回った場合に，

自動で開始し，機器圧縮空気自動供給ユニットに切り変えるまでの

間，未然防止濃度未満を維持するために必要な量を供給する。 

分離建屋の機器圧縮空気自動供給ユニットは，空気容量約10ｍ３

［normal］とし，空気作動弁，減圧弁及び安全圧縮空気系への接続

配管で構成する。 
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精製建屋の機器圧縮空気自動供給ユニットは，空気容量約52ｍ３

［normal］とし，空気作動弁，減圧弁及び安全圧縮空気系への接続

配管で構成する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の機器圧縮空気自動供給ユニ

ットは，空気容量約20ｍ３［normal］とし，減圧弁，空気作動弁及

び安全圧縮空気系への接続配管で構成する。 

機器圧縮空気自動供給ユニットからの圧縮空気の供給は，安全圧

縮空気系の配管の内圧が所定の圧力（約0.4ＭＰａ[gage]）を下回

った場合に自動で開始する。また，圧縮空気の供給源を圧縮空気自

動供給系から機器圧縮空気自動供給ユニットに手動で切り替えるこ

とで，可搬型空気圧縮機に切り替えるまでの間，貯槽等内の水素濃

度を未然防止濃度未満に維持するために必要な量の圧縮空気を供給

する。 

分離建屋の圧縮空気手動供給ユニットは，空気容量約10ｍ３

［normal］とし，減圧弁及び機器圧縮空気供給配管（かくはん用配

管，計測制御用配管等）への接続ホースで構成する。 

精製建屋の圧縮空気手動供給ユニットは，空気容量約62ｍ３

［normal］とし，減圧弁及び機器圧縮空気供給配管（かくはん用配

管，計測制御用配管等）への接続ホースで構成する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の圧縮空気手動供給ユニット

は，空気容量約31ｍ３［normal］とし，減圧弁及び機器圧縮空気供

給配管（かくはん用配管，計測制御用配管等）への接続ホースで構

成する。 

圧縮空気手動供給ユニットは，準備が整い次第，機器圧縮空気供

給配管（かくはん用配管，計測制御用配管等）へ手動で接続するこ
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とにより圧縮空気の供給を開始し，可搬型空気圧縮機に切り替える

までの間，貯槽等内の水素濃度を未然防止濃度未満に維持するため

に必要な量の圧縮空気を供給する。 

可搬型空気圧縮機の水素掃気は，貯槽等内の水素濃度を可燃限界

濃度未満に維持するため，平常運転時の安全圧縮空気系の掃気量相

当の流量とする方針である。これを受け，可搬型空気圧縮機は，大

型及び小型を準備する。大型の可搬型空気圧縮機は１台当たり約

450ｍ３／ｈ［normal］，小型の可搬型空気圧縮機は１台当たり約

220ｍ３／ｈ［normal］の容量を有し，水素爆発を未然に防止するた

めの空気の供給，水素爆発の再発を防止するための空気の供給に用

いる。水素爆発を未然に防止するための空気の供給及び水素爆発の

再発を防止するための空気の供給において，大型の可搬型空気圧縮

機は，前処理建屋，分離建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋で２

台，小型の可搬型空気圧縮機は，精製建屋及びウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋で１台を使用する。 

高レベル廃液等の核種組成，濃度，崩壊熱密度は，再処理する使

用済燃料の冷却期間を15年とし，これを基に算出される放射性物質

の核種組成を基準に，濃度及び崩壊熱密度の最大値を設定する。 

高レベル廃液等の内包量は，公称容量とする。また，高レベル廃

液等の硝酸イオン濃度が低いほど大きくなる水素発生Ｇ値について

は，全硝酸イオンのうち遊離硝酸濃度分の硝酸イオン濃度に対応す

る水素発生Ｇ値を設計条件として用いることにより，現実的な水素

発生Ｇ値よりも高い値とする。 

   ６） 操作の条件 

     水素爆発を未然に防止するための空気の供給は，可搬型空気圧縮
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機からの空気の供給開始前に未然防止濃度に至る可能性のある貯槽

等においては，安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し，系統内の

圧力が低下した時点で，圧縮空気自動供給系から圧縮空気を自動供

給する。 

代替安全圧縮空気系による圧縮空気の供給において，圧縮空気自

動供給系は，対処の時間が最も少ない精製建屋において，安全圧縮

空気系の水素掃気機能の喪失から，２時間 20 分後に圧縮空気を供

給する弁を手動で閉止する。この操作により，圧縮空気自動供給系

から，未然防止濃度に維持するために十分な量の圧縮空気を供給で

きる機器圧縮空気自動供給ユニットへ空気の供給を切り替える。そ

の他の建屋においても，機器圧縮空気自動供給ユニットへの切替操

作を，沸騰前に十分な余裕をもって実施する。 

また，可搬型空気圧縮機による圧縮空気の供給は，準備が整い次

第実施するものとし，機器圧縮空気自動供給ユニットによる圧縮空

気の供給が実施できなくなる２時間前までに開始する。精製建屋に

おいては，可搬型空気圧縮機による圧縮空気の供給を，安全圧縮空

気系の機能喪失から７時間 15 分で開始する。その他の建屋におい

ても，機器圧縮空気自動供給ユニットからの圧縮空気の供給が継続

している期間中に可搬型空気圧縮機からの圧縮空気の供給を開始す

る。 

発生防止対策とは異なる系統による拡大防止対策の圧縮空気の供

給において，圧縮空気手動供給ユニットによる水素掃気は，準備が

整い次第実施するものし，貯槽等内の水素濃度が未然防止濃度に至

る時間が最も短くなる精製建屋のプルトニウム濃縮液一時貯槽の１

時間 25 分に対して，安全圧縮空気系の機能喪失から 50 分後に開始
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する。その他の建屋においても，圧縮空気手動供給ユニットへの切

替操作を，貯槽等内の水素濃度が未然防止濃度に至る前に実施する。 

また，拡大防止対策における可搬型空気圧縮機による圧縮空気の

供給は，準備が整い次第実施するものとし，圧縮空気手動供給ユニ

ットによる圧縮空気の供給が実施できなくなる時間の２時間前まで

に開始する。精製建屋においては，可搬型空気圧縮機による圧縮空

気の供給を，安全圧縮空気系の機能喪失から９時間 45 分で開始す

る。その他の建屋においても，圧縮空気手動供給ユニットからの圧

縮空気の供給が実施できなくなる時間の２時間前までに可搬型空気

圧縮機からの圧縮空気の供給を開始する。 

水素掃気に伴い気相中に移行する放射性物質を導出先セルに導出

するためのセル導出設備の隔離弁の閉止操作は，精製建屋の場合，

安全圧縮空気系の水素掃気機能喪失から２時間 25 分後に完了し，

ダンパ閉止及び計器の設置作業を２時間 50 分後に完了する。その

他の建屋においても，セル導出設備の隔離弁の閉止操作を３時間 20

分までに実施し，ダンパ閉止及び計器の設置作業を６時間 10 分ま

でに完了する。 

精製建屋における代替セル排気系による対応のために実施する可

搬型ダクトを用いた可搬型フィルタ及び可搬型排風機の接続並びに

可搬型排風機及び可搬型発電機の接続は，安全圧縮空気系の水素掃

気機能の喪失から，５時間 40 分で作業を完了する。 

代替セル排気系による排気は，準備が整い次第実施するとし，可

搬型空気圧縮機による水素掃気を開始する前に実施する。精製建屋

において，可搬型空気圧縮機による水素掃気を開始する時間である

７時間 15 分に対して，安全圧縮空気系の機能喪失から６時間 40 分
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までに実施する。その他の建屋においても，可搬型空気圧縮機によ

る水素掃気を開始する前に作業を完了する。 

   ７） 放出量評価に関連する事故，機器及び操作の条件の具体的展開 

     高レベル廃液等の放射性物質の組成，濃度，崩壊熱密度と貯槽等

の液量は機器の条件と同様である。 

     圧縮空気の供給に伴い気相中に移行する放射性物質の移行割合は，

貯槽等ごとに設定する。放出経路における放射性物質の除染係数に

ついては，放出経路構造物への沈着による放射性エアロゾルの除染

係数を10とし，導出先のセル及び部屋における放射性物質の希釈効

果を除染係数として考慮する。また，屋外に放射性物質が到達する

までに経由するセル及び部屋の壁による除染を考慮し，壁１枚につ

き除染係数を10とする。 

水素爆発を仮定した場合の気相中に移行する放射性物質の割合に

ついては 0.01％とする。放出経路における放射性物質の除染係数に

ついては，高性能粒子フィルタ２段による除染係数を 10５，放出経

路構造物への沈着による除染係数を 10 とする。 

放射性物質の放出量をセシウム－137 換算するために用いる換算

係数については，ＩＡＥＡ－ＴＥＣＤＯＣ－1162 に示される換算係

数を用いて，セシウム－137 と着目する核種の比から算出する。た

だし，プルトニウム等の一部の核種については，それに加えて化学

形態による影響の違いを補正する係数を乗じる。 

   ８） 判断基準 

     発生防止対策については，水素爆発の発生を未然に防止できるこ

と。具体的には，圧縮空気の供給により気相部の水素濃度が未然防

止濃度に至らず，低下傾向を示し，可燃限界濃度未満に維持できる
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こと。 

拡大防止対策については，水素爆発が発生した場合において，水

素爆発が続けて生じるおそれがない状態を維持できること。具体的

には，圧縮空気の供給により気相部の水素濃度が未然防止濃度に至

らず，低下傾向を示し，可燃限界濃度未満に維持できること。 

水素爆発の発生を仮定した場合の大気中へ放出される放射性物質

の量と，水素爆発の再発を防止するための空気の供給により大気中

へ放出される放射性物質の量の合計値がセシウム－137 換算で 100

ＴＢｑを十分下回るものであって，かつ，実行可能な限り低いこと。 

 

   (ホ) 有効性評価の結果 

   １） 発生防止対策 

     安全圧縮空気系の水素掃気機能の喪失により，貯槽等内の水素濃

度が上昇し始める。可搬型空気圧縮機からの空気の供給開始前に未

然防止濃度に至る可能性のある貯槽等においては，圧縮空気自動供

給系及び機器圧縮空気自動供給ユニットからの圧縮空気の自動供給

による水素掃気が実施される。また，貯槽等に対し，水素掃気配管，

機器圧縮空気供給配管（除染用配管等）を用いた，可搬型空気圧縮

機からの圧縮空気の供給による水素掃気を実施する。水素濃度が最

も高くなる前処理建屋の計量前中間貯槽の場合，貯槽等内の水素濃

度がドライ換算約 4.4ｖｏｌ％まで上昇するが，未然防止濃度に至

ることはなく，その後，低下傾向を示すことから水素爆発の発生を

防止することができる。 

また，低下傾向を示した貯槽等内の水素濃度は，可燃限界濃度未

満に移行し，その状態が維持される。これ以外の貯槽等においても，
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貯槽等内の水素濃度は未然防止濃度に至ることはなく，その後は，

低下傾向を示し，可燃限界濃度未満に移行し，その状態を維持する。 

   ２） 拡大防止対策 

     発生防止対策が機能しなかった場合，貯槽等内の水素濃度が上昇

する。可搬型空気圧縮機からの空気の供給開始前に未然防止濃度に

至る可能性のある貯槽等においては，圧縮空気手動供給ユニットか

らの圧縮空気の供給による水素掃気を実施する。また，貯槽等に対

し，機器圧縮空気供給配管（かくはん用配管，計測制御用配管等）

を用いた，可搬型空気圧縮機からの圧縮空気の供給による水素掃気

を実施する。水素濃度が最も高くなる精製建屋のプルトニウム溶液

供給槽の場合，貯槽等内の水素濃度がドライ換算約 5.8ｖｏｌ％ま

で上昇するが，未然防止濃度に至ることはなく，その後，低下傾向

を示すことから水素爆発の発生を防止することができる。 

また，低下傾向を示した貯槽等内の水素濃度は，可燃限界濃度未

満に移行し，その状態が維持される。これ以外の貯槽等においても，

貯槽等内の水素濃度は未然防止濃度に至ることはなく，その後は，

低下傾向を示し，可燃限界濃度未満に移行し，その状態を維持する。 

水素爆発の発生防止対策又は拡大防止対策の圧縮空気の供給は，

貯槽等の水素濃度が未然防止濃度に至る前に実施することから爆燃

が発生することはないが，仮に，大気中へ放出される放射性物質の

放出量評価に，水素爆発を評価上見込んだ場合，大気中へ放出され

る放射性物質の量（セシウム－137 換算）は，前処理建屋において，

約８×10－５ＴＢｑ，分離建屋において，約２×10－４ＴＢｑ，精製

建屋において，約３×10－４ＴＢｑ，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋において，約７×10－５ＴＢｑ及び高レベル廃液ガラス固化建屋
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において，約２×10－３ＴＢｑであり，これらを合わせても

約２×10－３ＴＢｑであり，100ＴＢｑを十分下回るものであって，

かつ，実行可能な限り低い。 

なお，発生防止対策として継続して実施する圧縮空気自動供給系

及び機器圧縮空気自動供給ユニットからの自動供給又は拡大防止対

策として実施する圧縮空気手動供給ユニットからの圧縮空気の供給

により，塔槽類廃ガス処理設備の圧力が上昇し，排気系統以外の場

所から放射性物質を含む気体が漏えいするおそれがある。 

この時間は，最も長い分離建屋及びウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋で約３時間であり，大気中への放出に至る建屋内の移行経路

を踏まえればその影響はわずかであるが，上記の放出量は，この寄

与分も含めた結果である。 

３） 不確かさの影響評価

ⅰ） 事象，事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 

重大事故の発生を仮定する際の条件における内的事象で発生する

動的機器の故障による水素掃気機能喪失の場合，対処が必要な設備，

建屋の範囲が限定される。当該評価では，代表事例において，５建

屋，５機器グループ，合計 49 貯槽等の全てで同時に発生する場合

の対策の成立性を確認していることから，評価結果は変わらない。 

内的事象で発生する「長時間の全交流動力電源の喪失」及び外的

事象の「火山の影響」による水素掃気機能喪失の場合，初動対応で

の状況確認やアクセスルート確保等の作業において，外的事象の

「地震」と比較して早い段階で重大事故等対策に着手できるため，

対処の時間余裕が大きくなることから，実施組織要員の操作の時間

余裕に与える影響はなく，判断基準を満足することに変わりはない。 
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高レベル廃液等の組成，濃度及び崩壊熱密度は，想定される最大

値を設定する等，厳しい結果を与えるよう対処に用いることができ

る時間が短くなる条件で評価をしており，安全余裕を排除したこと

による現実的な条件とした場合には，対処に用いることができる時

間は増加することから，実施組織要員の操作の時間余裕に与える影

響はなく，判断基準を満足することに変わりはない。 

水素発生Ｇ値は，硝酸溶液については硝酸濃度の変動に伴う不確

かさがある。放射線分解により硝酸濃度が減少する可能性はあるが，

平常運転時においては設計値を維持するように運用することから，

大幅な減少は想定し難い。また，仮に，プルトニウム濃縮液一時貯

槽において硝酸濃度が 10％減少したとしても，遊離硝酸及び硝酸塩

の硝酸イオンを合計した全硝酸イオン濃度は水素発生Ｇ値を設定す

るに当たって使用した遊離硝酸イオン濃度以上であることから，水

素発生速度は設定した水素発生速度を超過することはない。他の貯

槽等においても，全硝酸イオン濃度は水素発生Ｇ値を設定する際に

用いた遊離硝酸イオン濃度以上とすることから，水素発生量は設定

した水素発生量を超過することはない。 

また，水素発生Ｇ値は，高レベル廃液等のかくはん状態にも影響

を受け，増加する不確かさを有する。重大事故等対策においては，

高レベル廃液等のかくはん状態による水素発生量の不確かさを考慮

しても貯槽等内の水素濃度を低く維持できるよう，十分な圧縮空気

流量を供給するが，水素濃度に変化が生じる可能性のあるタイミン

グで水素濃度を測定し，水素濃度を適時把握しつつ対処する。これ

らを考慮した場合でも判断基準を満足することに変わりはない。 

高レベル廃液等の組成，濃度，崩壊熱密度，硝酸濃度及びかくは
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ん状態は水素発生速度に影響を与えるが，貯槽等内の水素濃度の上

昇速度が速くなる厳しい結果を与える条件でそれぞれ評価をしてお

り，安全余裕を排除したことによる現実的な条件とした場合には，

貯槽等内の水素濃度の上昇速度は評価と比較して遅くなる。このた

め，対処に用いることができる時間は増加することから，実施組織

要員の操作の時間余裕に与える影響はなく，判断基準を満足するこ

とに変わりはない。 

事態の収束までに大気中へ放出される放射性物質の量（セシウム

－137 換算）については，放射性物質の気相中への移行割合や放出

経路によって放射性物質の除染係数に不確かさがある。放射性物質

の気相中への移行割合については，参考とした実験値に幅があり評

価に用いた値よりも移行割合が１桁大きい実験結果があることから，

放出量が１桁増加する可能性がある。 

一方，評価に用いた高レベル廃液等の核組成等や経路上の除染係

数を評価は厳しくなるよう設定しており放出量が１桁以上小さくな

ることが想定される。このように不確かさを有するものの，これら

を考慮した場合でも判断基準を満足することに変わりはない。 

放出量評価においては，水素爆発が５建屋，５機器グループ，合

計 49 貯槽等で同時に発生するとし，それぞれ水素爆発が１回発生

した場合における大気中へ放出される放射性物質の量を評価してい

るが，発生防止対策が機能しなかったとしても，拡大防止対策によ

り水素爆発は発生しないことから判断基準を満足することに変わり

はない。 

   ⅱ） 操作の条件の不確かさの影響 

     可搬型空気圧縮機による水素掃気は，対処の時間余裕が最も少な
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い精製建屋においても，未然防止濃度に至るまでの時間に対し，２

時間の時間余裕をもって完了できる。 

     各作業の作業項目は，安全余裕を確保して計画し，必要な時期ま

でに操作できるよう体制を整えていることから，実施組織要員の操

作の時間余裕に与える影響はなく，判断基準を満足していることに

変わりはない。 

     可搬型空気圧縮機等の可搬型重大事故等対処設備を用いた対処に

時間を要した場合や予備の可搬型重大事故等対処設備を用いた対処

による２時間の作業遅れを想定した場合においても，水素濃度の観

点で最も厳しい前処理建屋の計量前中間貯槽の気相部の水素濃度は，

水素掃気機能喪失から 38 時間 35 分後にドライ換算約 4.6ｖｏｌ％

である。 

同様に，拡大防止対策による対処の実施が遅延したとしても，水

素濃度の観点で最も厳しい精製建屋のプルトニウム溶液供給槽の気

相部の水素濃度は，水素掃気機能喪失から 11 時間 45 分後にドライ

換算約 6.9ｖｏｌ％である。 

セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応は，水素

掃気機能の喪失をもって着手し，貯槽等内の水素濃度が未然防止濃

度に至るまでの時間に対し，圧縮空気自動供給系及び機器圧縮空気

自動供給ユニットの圧縮空気の供給がない建屋のうち，作業に時間

を要する前処理建屋において 42 時間 50 分，圧縮空気自動供給系及

び機器圧縮空気自動供給ユニットの圧縮空気の供給がある建屋のう

ち，作業に時間を要するウラン・プルトニウム混合脱硝建屋におい

て５時間の時間余裕をもって完了させることが可能であり，十分な

時間余裕が確保されていることから判断基準を満足していることに
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変わりはない。 

可搬型空気圧縮機等の可搬型重大事故等対処設備を用いた対処に

時間を要した場合や予備の可搬型重大事故等対処設備による対処を

想定しても，時間余裕で確保した時間以内に設置することで重大事

故等対策を再開でき，事態を収束できる。 

 

   (ヘ) 重大事故等の同時発生又は連鎖 

   １） 重大事故等の事象進展，事故規模の分析 

     本重大事故の事象進展，事故規模の分析により明らかとなった平

常運転時からの状態の変化等は，水素燃焼による貯槽等の圧力上昇，

高レベル廃液等の温度上昇，線量率の上昇である。具体的には，貯

槽等の一時的な圧力の上昇は約50ｋＰａであり，高レベル廃液等の

一時的な温度の上昇は約１℃である。線量率の上昇については，水

素燃焼が発生した場合には，放射性物質が気相中に移行するため，

貯槽等外の線量率は上昇するが，貯槽等内の線量率は水素燃焼が生

じても変わらない。 

これらの平常運転時からの状態の変化等を考慮した同時発生する

重大事故等の重大事故等対策に与える影響及び連鎖して発生する可

能性のある重大事故等は以下のとおりである。 

   ２） 重大事故等の同時発生 

     重大事故等が同時に発生する場合については，同種の重大事故が

同時に発生する場合，異種の重大事故が同時に発生する場合及びそ

れらの重畳が考えられる。 

本重大事故は，本重大事故を仮定する貯槽等にあるとおり，５建

屋，５機器グループ，合計49貯槽等で同時に発生する可能性があり，
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本評価は同時発生するものとして評価した。 

本重大事故と同時発生する可能性のある異種の重大事故は，「ハ．

（３) (ⅰ) (ａ) 重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故

の発生を仮定する機器の特定」に示すとおり，外的事象の「地震」

及び「火山の影響」，内的事象の「長時間の全交流動力電源の喪失」

により，安全圧縮空気系，安全冷却水系，プール水冷却系及び補給

水設備が同時に機能を喪失することから，冷却機能の喪失による蒸

発乾固及び使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷である。 

異種の重大事故の同時発生が重畳した場合の有効性評価について

は，「ハ．（３) (ⅱ) (ｇ) 重大事故が同時に又は連鎖して発生した場合

の対処」において評価し，対処に必要な要員及び燃料等については，

「ハ．（３) (ⅱ) (ｈ) 必要な要員及び資源の評価」において評価してい

る。 

   ３） 重大事故等の連鎖 

   ⅰ）  臨界事故への連鎖 

     水素燃焼が発生する貯槽等において講じられている臨界事故に係

る安全機能は，全濃度安全形状寸法管理及び濃度管理であるが，水

素燃焼による高レベル廃液等の温度，液位，その他のパラメータ等

の変動を考慮しても，これらの貯槽等のバウンダリの健全性が維持

され，全濃度安全形状寸法が維持されること，核的制限値を逸脱す

ることがないことから，臨界事故は生じない。 

   ⅱ） 冷却機能の喪失による蒸発乾固への連鎖 

高レベル廃液等が沸騰に至るかに関しては，水素燃焼による高レ

ベル廃液等の崩壊熱に変化はなく，平常運転時の冷却能力及び貯槽

等からの放熱は高レベル廃液等の崩壊熱に対して十分な余力を有し
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ており，貯槽等内の高レベル廃液等の温度は沸点に至らず，高レベ

ル廃液等が沸騰することがないことから，冷却機能の喪失による蒸

発乾固は生じない。 

   ⅲ） 有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応）への連鎖 

ＴＢＰ等を含む使用済みの有機溶媒は，分離設備のＴＢＰ洗浄塔

及びＴＢＰ洗浄器並びにプルトニウム精製設備のＴＢＰ洗浄器にお

いて，ｎ－ドデカン（以下「希釈剤」という。）により除去され，

溶媒再生系（分離・分配系）及び溶媒再生系（プルトニウム精製系）

の第１洗浄器，第２洗浄器及び第３洗浄器において，炭酸ナトリウ

ム溶液等により洗浄及び再生されることから，水素燃焼が発生する

貯槽等においては，有意な量のＴＢＰ等を含む使用済みの有機溶媒

が含まれることはない。また，事故時においても，水素燃焼が発生

する貯槽等のバウンダリは健全性を維持することから，ＴＢＰ等が

誤って混入しないこと，水素燃焼により高レベル廃液等の温度が上

昇するが，高レベル廃液等の温度がＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応の発生温度である 135℃に至らないことから，有機溶媒等による

火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応）は生じない。 

   ⅳ） 有機溶媒等による火災又は爆発（有機溶媒火災）への連鎖 

水素燃焼が発生した場合，有機溶媒が混入する可能性のある抽出

廃液及び硝酸プルトニウム溶液の温度が上昇するが，ｎ－ドデカン

の引火点である 74℃に至ることはないから，有機溶媒等による火災

又は爆発（有機溶媒火災）は生じない。 

   ⅴ） 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷への連鎖 

水素燃焼が発生する貯槽等と使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
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設は異なる建屋に位置していることから，水素燃焼による事故影響

は，当該バウンダリを超えて波及することはない。このため，使用

済燃料貯蔵槽における燃料損傷は生じない。 

   ⅵ） 放射性物質の漏えいへの連鎖 

水素燃焼が発生する貯槽等，これに接続する水素掃気配管，機器

圧縮空気供給配管，塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニ

ット及びその他の安全機能を有する機器で構成されるバウンダリは，

平常運転時からの状態の変化等を踏まえても，健全性を維持するこ

とから，放射性物質の漏えいは生じない。 

 

   (ト) 必要な要員及び資源 

     外的事象の「地震」及び「火山の影響」を要因として水素掃気機

能の喪失が発生した場合には，「ハ．（３) (ⅰ) (ａ) 重大事故の発生を仮

定する際の条件の設定及び重大事故の発生を仮定する機器の特定」

に示すとおり，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「使用済燃

料貯蔵槽における燃料損傷」に対しても同時に対処することとなる。

このため，重大事故等対処に必要な要員及び燃料等の成立性につい

ては，それぞれの対処で必要な数量を重ね合わせて評価する必要が

あり，「ハ．（３) (ⅱ) (ｈ) 必要な要員及び資源の評価」において評価し

ている。 

   １） 要員 

     本重大事故における発生防止対策及び拡大防止対策に必要な要員

は，水素掃気機能の喪失を受けて，各建屋で並行して対応すること

となっており，外的事象の「地震」を要因とした場合，全建屋の合

計で 143 人である。外的事象の「火山の影響」を要因とした場合，
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降灰予報を受けて建屋外でのホース敷設等の準備作業に入ることか

ら，建屋外の作業に要する要員数が外的事象の「地震」の場合を上

回ることはなく，外的事象の「地震」と同じ人数で対応できる。 

また，内的事象を要因とした場合は，作業環境が外的事象の「地

震」で想定される環境条件より悪化することが想定されず，対処内

容にも違いがないことから，必要な要員は外的事象の「地震」の場

合の必要な人数以下である。 

事業所内に常駐している実施組織要員は 164 人であり，必要な作

業対応が可能である。 

２） 資源 

   ⅰ） 電源 

     電動の可搬型排風機への給電は，可搬型排風機の起動及び運転に

必要な容量を有する可搬型発電機を敷設するため，対応が可能であ

る。 

   ⅱ） 燃料 

     全ての建屋の水素爆発の発生防止対策及び拡大防止対策を７日間

継続して実施するのに必要な軽油は合計で約 22ｍ３である。 

これに対し，軽油貯槽にて約 800ｍ３の軽油を確保していること

から，外部支援を考慮しなくとも７日間の対処の継続が可能である。 
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2.5 有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応） 

への対処（要旨） 
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(ｄ) 有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応）への対処 

(イ) 事象の特徴

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応には，ＴＢＰ等の錯体の存在及

びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生する温度に達するための

加熱源が必要であるため，ＴＢＰ等の供給源又は加熱源を除去する

ことで，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生は防止できる。 

プルトニウム濃縮缶には，硝酸プルトニウム及び硝酸が既に存在

するため，プルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮缶供給槽（以

下(ｄ)では「プルトニウム濃縮缶供給槽」という。）からプルトニウ

ム濃縮缶へ供給される溶液（以下(ｄ)では「供給液」という。）に含

まれるＴＢＰを除去することにより，ＴＢＰ等の錯体の形成を防止

することができる。 

プルトニウム精製設備では，供給液にＴＢＰが混入しないよう，

供給液からＴＢＰを除去する設計としている。 

また，加熱源の除去として，プルトニウム濃縮缶を加熱する設備

に熱的制限値を設定するとともに，熱的制限値に達した場合に加熱

を停止するための設備を有する設計としている。 

これらにより，プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応の発生を防止する設計としている。 

プルトニウム濃縮缶，プルトニウム濃縮缶を収納するセル及びセ

ルを取り囲む建屋は，それぞれ精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔

槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（以下(ｄ)では「塔槽類廃ガス

処理設備」という。），精製建屋換気設備のセルからの排気系（以下

(ｄ)では「セル排気系」という。），セル等以外の建屋内の気体を排
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気する精製建屋換気設備により換気され，プルトニウム濃縮缶の圧

力を最も低くし，次いでセル，建屋の順に圧力を低くできる設計と

している。 

技術的な想定を超え，動的機器の多重故障及び誤作動並びに運転

員等の多重誤操作により，希釈剤によるＴＢＰ等の除去機能が喪失

し，供給液にＴＢＰが多量に含まれる状況で供給液の供給が継続す

るとともに，プルトニウム濃縮缶への加熱蒸気の制御にも異常が生

じ，熱的制限値によるプルトニウム濃縮缶を加熱する設備の停止機

能が喪失した状態で加熱が継続することで，プルトニウム濃縮缶内

の溶液の温度がＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生する温度を

超えた場合にＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生する。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生に伴い，プルトニウム濃

縮缶内に存在しているＴＢＰ等から二酸化炭素，水，窒素及びりん

酸といった分解生成物が生成されるとともに熱が発生するため，プ

ルトニウム濃縮缶の気相部の圧力が瞬間的に上昇することで，プル

トニウム濃縮缶内及びプルトニウム濃縮缶に接続している塔槽類廃

ガス処理設備の機器へ圧力波が伝播し，圧力及び温度が急激に上昇

する。 

その後，プルトニウム濃縮缶内の溶液中の飛まつが放射性エアロ

ゾルとして蒸気とともに気相中に移行することで，大気中へ放出さ

れる放射性物質の量が増加する。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生後，プルトニウム濃縮缶

へＴＢＰ等を含む供給液の供給及びプルトニウム濃縮缶の加熱が継

続され，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生する温度を超えた

場合には，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が継続する。ここで，
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ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が継続することを，以下(ｄ)では

「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発」という。 

重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生を

仮定する機器の特定において，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は

プルトニウム濃縮缶での発生を仮定する。 

(ロ) 対処の基本方針

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止するためには，Ｔ

ＢＰ等の供給源又は加熱源を除去する必要がある。この分解反応の

再発を防止するため，ＴＢＰ等の供給源の除去としてプルトニウム

濃縮缶への供給液の供給を自動又は手動にて停止するとともに加熱

源の除去としてプルトニウム濃縮缶を加熱するための蒸気発生器へ

の一次蒸気の供給を手動にて停止する。 

また，気相中に移行した放射性物質の大気中への放出を防止する

ため，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生後，速やかに塔槽類

廃ガス処理設備の流路を遮断するとともに気相中に移行した放射性

物質を廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に導き放射性物質を廃ガス貯

留設備の廃ガス貯留槽へ閉じ込める。 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽が所定の圧力に達した場合，排気

経路を塔槽類廃ガス処理設備に切り替え，プルトニウム濃縮缶気相

部に残留している放射性エアロゾルを塔槽類廃ガス処理設備の高性

能粒子フィルタで低減し，塔槽類廃ガス処理設備から主排気筒を介

して大気中へ放出する。 

(ハ) 具体的対策
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ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合は，重大事故時

供給停止回路の分解反応検知機器であるプルトニウム濃縮缶液相部

温度計，プルトニウム濃縮缶圧力計及びプルトニウム濃縮缶気相部

温度計によりプルトニウム濃縮缶の異常を検知し，警報を発する。

分解反応検知機器である論理回路は，上述の３台の検出器の誤作動

を考慮して，同時に２台以上の検出器においてプルトニウム濃縮缶

の異常を検知した場合に，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生

したと判定する。分解反応検知機器の論理回路は，ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応が発生したと判定した場合に警報を発報する。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判定した場合は，プル

トニウム濃縮缶へ供給液を供給するプルトニウム濃縮缶供給槽ゲデ

オンを停止するための重大事故時供給液停止弁の閉信号を自動で発

することによりプルトニウム濃縮缶への供給を停止する又は緊急停

止系を手動にて作動することで同信号を発することにより停止する。

また，一次蒸気停止弁を手動にて閉止することで，プルトニウム濃

縮缶の加熱を停止する。 

プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止又はプルトニウム濃縮

缶の加熱の停止により，ＴＢＰ等の錯体の分解反応の再発を防止す

る。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生したと判定された場合に

は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により気相中に移行した放射

性物質の大気中への放出量を低減するため，廃ガス貯留設備の廃ガ

ス貯留槽に放射性物質を導出する。そのため，廃ガス貯留設備の隔

離弁を自動で開とするとともに廃ガス貯留設備の空気圧縮機を自動

で起動する。並行して，塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断するた
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め，自動で塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止するとともに塔槽

類廃ガス処理設備の排風機を停止する。 

上記の導出操作は，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定

の圧力（0.4ＭＰａ[gage]）に達するまで継続し，所定の圧力に達

した場合は，排気経路を廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽から塔槽類

廃ガス処理設備に切り替える。 

この操作は中央制御室からの操作で，塔槽類廃ガス処理設備の隔

離弁を開とするとともに塔槽類廃ガス処理設備の排風機を起動する。

この際，廃ガス貯留設備（精製建屋）には逆止弁が設けられている

ため，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に導出した放射性物質が塔槽

類廃ガス処理設備へ逆流することはない。その後，中央制御室から

の操作で廃ガス貯留設備の隔離弁を閉止するとともに，廃ガス貯留

設備の空気圧縮機を停止する。 

これらの操作により，放射性エアロゾルを塔槽類廃ガス処理設備

の高性能粒子フィルタにより低減した上で，放射性物質を塔槽類廃

ガス処理設備から主排気筒を介して大気中へ放出する。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生によって分解生成物及び

熱が発生することから，プルトニウム濃縮缶の気相部の圧力が瞬間

的に上昇するため，プルトニウム濃縮缶に接続する塔槽類廃ガス処

理設備系統内の雰囲気が圧縮されることにより，一時的に一部の平

常運転時に気相中に移行した放射性物質が塔槽類廃ガス処理設備の

廃ガスポットからセルへ導出される。セルへ導出された放射性エア

ロゾルを，精製建屋換気設備のセル排気フィルタユニットにより低

減した上で，放射性物質を精製建屋換気設備から主排気筒を介して

大気中へ放出する。 
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このため，手動弁，配管，隔離弁，逆止弁，空気圧縮機，廃ガス

貯留槽，圧力計，流量計及び緊急停止系を常設重大事故等対処設備

として設置する。 

また，プルトニウム精製設備，工程計装設備，安全保護回路，精

製建屋塔槽類廃ガス処理設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備の高レベル濃縮廃液廃ガス処理系，精製建屋換気設備，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備，主排気筒，低レベル廃

液処理設備，試料分析関係設備，放射線監視設備，電気設備，圧縮

空気設備の安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系，冷却水設備等を常

設重大事故等対処設備として位置付ける。 

(ニ) 有効性評価

１） 代表事例

プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を

代表事例とする。 

２） 代表事例の選定理由

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応については，重大事故等が発生

する機器がプルトニウム濃縮缶のみであることから，プルトニウム

濃縮缶を代表事例として選定した。 

３） 有効性評価の考え方

拡大防止対策に係る有効性評価は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応の発生後，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止又はプル

トニウム濃縮缶の加熱を停止することで，ＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応の再発を速やかに防止できること，また，その状態を維持
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できることを評価する。 

廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留に係る有効性評価は，大

気中への放射性物質の放出量（セシウム－137 換算）を評価する。

大気中への放射性物質の放出量は，廃ガスポットからセルへ導出さ

れ，主排気筒を介して大気中へ放出される放射性物質及び廃ガス貯

留設備による放射性物質の貯留完了時にプルトニウム濃縮缶に残留

しており，塔槽類廃ガス処理設備による換気の再開に伴って大気中

に放出される放射性物質を評価対象とする。 

この評価においては，機器に内包する溶液の放射性物質量，事故

時の放射性物質の移行率，塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィ

ルタ及び放出経路構造物による除染係数並びに廃ガス貯留設備によ

る放射性物質の貯留の効果により期待される放出低減効果を考慮す

る。 

大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137 換算）の算出に

おいて用いる塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタの除染係

数は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応による塔槽類廃ガス処理設

備の高性能粒子フィルタの圧力及び温度について，解析コードＦｌ

ｕｅｎｔを用いて解析した結果に基づき設定する。 

廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留の有効性評価においては，

解析コードは用いず，簡便な計算に基づき評価する。 

４） 機能喪失の条件

内的事象を要因とした安全機能の喪失の想定では，ＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応の発生の起因となる異常の発生防止に係る安全

機能及び異常の拡大防止に係る安全機能が喪失することを想定し，

それ以外の安全機能の喪失は想定しない。 

114



５） 事故の条件及び機器の条件

プルトニウム濃縮缶内の硝酸プルトニウム溶液の核種組成，濃度，

崩壊熱密度は，再処理する使用済燃料の冷却期間を 15 年とし，こ

れを基に算出される放射性物質の核種組成を基準に，濃度及び崩壊

熱密度の最大値を設定した上で，さらにＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応が発生する温度が硝酸プルトニウム溶液の沸点となる濃縮倍

率を考慮した値とする。 

プルトニウム濃縮缶に内包する硝酸プルトニウム溶液の液量は，

プルトニウム濃縮缶の公称容量とする。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生する際のプルトニウム濃

縮缶内のＴＢＰ量は 208ｇとし，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

発生後からプルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止までに供給さ

れたＴＢＰ量は約１ｇとする。 

分解反応検知機器の論理回路がＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

の発生を判定し，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の検知から１分

以内にプルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを自動停止する又はＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応の発生を知らせる警報の発報により，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の検知から１分以内に緊急停止系

により手動にて停止する。 

プルトニウム濃縮缶の加熱は，プルトニウム精製設備の蒸気発生

器へ一次蒸気を供給する系統の一次蒸気停止弁を手動にて閉止する

ことにより停止する。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生時に気相に移行した放射性

物質を廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に導出するため，分解反応検

知機器の論理回路がＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判定
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した場合に，塔槽類廃ガス処理設備から廃ガス貯留設備（精製建屋）

への系統の切り替えが完了し，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放

射性物質を含む気体を導出できるよう，直ちに自動で廃ガス貯留設

備の隔離弁を開とするとともに，廃ガス貯留設備の空気圧縮機を自

動で起動する。その後，塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を自動で閉

止するとともに排風機を自動で停止することで流路を遮断し，約１

分以内に，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽（容量約 21ｍ３）への導

出を開始する。廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への導出は，廃ガス

貯留設備の廃ガス貯留槽が所定の圧力へ達するまで継続し，その後

塔槽類廃ガス処理設備に切り替える。 

プルトニウム濃縮缶へ供給される安全圧縮空気系及び一般圧縮空

気系からの圧縮空気は，それぞれ約 0.4ｍ３／ｈ，約 0.05ｍ３／ｈ

とする。 

内的事象によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生すること

を仮定する。 

事故の起因と関連性のない安全機能を有する施設については，そ

の安全機能の喪失を想定しない。 

６） 操作の条件

プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止において必要となる緊

急停止系による移送停止操作は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

の検知から１分以内で操作を完了する。 

プルトニウム濃縮缶の加熱の停止において必要となる一次蒸気停

止弁の閉止操作は，プルトニウム濃縮缶においてＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応が発生してから速やかに開始し，ＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応を検知してから 25 分以内で作業を完了する。 
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廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留において必要となる，プ

ルトニウム濃縮缶からの排気経路を，廃ガス貯留設備（精製建屋）

から平常運転時の塔槽類廃ガス処理設備に切り替える操作は，中央

制御室から行う操作で，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性

物質を含む気体の導出完了から，塔槽類廃ガス処理設備の排風機の

再起動完了まで３分で完了し，その後，廃ガス貯留設備の空気圧縮

機を停止する操作を，塔槽類廃ガス処理設備の排風機の起動操作後，

５分で完了する。 

７） 放出量評価に関連する事故，機器及び操作の条件の具体的な展

開

主排気筒を介して大気中へ放出される放射性物質の放出量の評価

は，廃ガスポットからセルへ導出され，セル排気系から主排気筒を

介して大気中へ放出される放射性物質の放出量評価（以下(ｄ)では

「セル排気系からの放射性物質の放出量評価」という。）及びプル

トニウム濃縮缶内に残留し，廃ガス貯留設備（精製建屋）への放射

性物質の導出完了後に塔槽類廃ガス処理設備から主排気筒を介して

大気中へ放出される放射性物質の放出量評価（以下(ｄ)では「塔槽

類廃ガス処理設備からの放射性物質の放出量評価」という。）に分

けられる。 

有効性評価における大気中への放射性物質の放出量のうち，セル

排気系からの放射性物質の放出量評価は，セルへ導出されるプルト

ニウム濃縮缶から廃ガスポットまでの放射性物質量に対して，大気

中への放出経路における除染係数の逆数を乗じて算出する。また，

塔槽類廃ガス処理設備からの放射性物質の放出量評価は，プルトニ

ウム濃縮缶に内包する放射性物質量に対して，ＴＢＰ等の錯体の急
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激な分解反応により影響を受ける割合，ＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応に伴い気相中に移行する放射性物質の割合及び大気中への放

出経路における除染係数の逆数を乗じて算出する。 

放射性物質の放出量をセシウム－137 換算するために用いる換算

係数については，ＩＡＥＡ－ＴＥＣＤＯＣ－1162 に示される換算

係数を用いて，セシウム－137 と着目する核種の比から算出する。

ただし，プルトニウム等の一部の核種については，それに加えて化

学形態による影響の違いを補正する係数を乗じる。 

ⅰ） セル排気系からの放射性物質の放出量評価 

プルトニウム濃縮缶気相部から塔槽類廃ガス処理設備の廃ガスポ

ットまでの放射性物質の全量がセルへ導出されたことを想定し，セ

ル排気系から大気中への放射性物質の放出量を評価する。

平常運転時に塔槽類廃ガス処理設備へ移行する放射性物質の割合

は，空気１ｍ３当たり 10ｍｇが移行することとし，１×10－８とする。 

 放出経路構造物への沈着による放射性エアロゾルの除染係数は

10 とする。 

セル排気フィルタユニットの高性能粒子フィルタは１段で，セル

排気フィルタユニットの高性能粒子フィルタの放射性エアロゾルの

除染係数を 10３とする。 

ⅱ） 塔槽類廃ガス処理設備からの放射性物質の放出量評価 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への導出が完了した後に，塔槽類

廃ガス処理設備を起動することで，プルトニウム濃縮缶内の気相部

に残留している放射性物質は，塔槽類廃ガス処理設備から主排気筒

を介して大気中へ放出される。 

プルトニウム濃縮缶に内包する硝酸プルトニウム溶液の放射性物
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質の組成，濃度，崩壊熱密度及び液量は，事故の条件及び機器の条

件と同様である。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生時における放射性物質の気

相中への移行率は，爆発事象を想定した実験結果を整理した式のう

ち最も厳しい結果を与えるｕｐｐｅｒ ｂｏｕｎｄとされる計算式

から算出した値である約４×10－３及び爆発事象を想定した実験結

果を整理した式の 0.35ＭＰａ[gage]未満における値である５× 

10－５を用いる。 

セルへ導出される放射性物質に対する放出経路における放射性物

質の除染係数について，放出経路構造物への沈着による放射性エア

ロゾルの除染係数は 10，セル排気フィルタユニットの高性能粒子

フィルタの除染係数は 10３とする。

塔槽類廃ガス処理設備から放出される又は廃ガス貯留設備の廃ガ

ス貯留槽へ導出される放射性物質に対する放出経路における放射性

物質の除染係数について，放出経路構造物への沈着による放射性エ

アロゾルの除染係数は 10，塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フ

ィルタの除染係数は，解析コードＦｌｕｅｎｔにより塔槽類廃ガス

処理設備の高性能粒子フィルタの健全性を維持できることを確認し

たため，１段目を 10３，２段目を 10２とする。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴い大気中へ放出される放射

性物質のうち廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽へ貯留されずプルトニ

ウム濃縮缶内に残留する放射性物質の割合は，約４％とし，残りの

約 96％が廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽へ貯留される。 

８） 判断基準

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策の判断基準は，
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ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を速やかに防止できること，

また，その状態を維持できること。 

セルへ導出され，セル排気系から放出される放射性物質の放出量

及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止し，廃ガス貯留

設備の廃ガス貯留槽での貯留が完了した上で，塔槽類廃ガス処理設

備を起動して平常運転時の放出経路に復旧した状況下での大気中へ

放出される放射性物質の放出量がセシウム－137 換算で 100ＴＢｑ

を十分下回るものであって，かつ，実行可能な限り低いこと。 

(ホ) 有効性評価の結果

１） 拡大防止対策

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止するために必要な

プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止又はプルトニウム濃縮缶

の加熱の停止は，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給をＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応発生の判定後１分以内に自動及び手動にて

停止できるため，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を速やか

に防止できる。また，プルトニウム濃縮缶の加熱をＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応の発生後 25 分以内に停止できるため，ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応の再発を防止できる。プルトニウム濃縮缶

への供給液の供給停止及びプルトニウム濃縮缶の加熱の停止の状態

を維持することで，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発防止は

維持できる。 

セルへ導出され，セル排気系から放出される放射性物質の放出量

及び廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留後に，塔槽類廃ガス処

理設備の起動によって，プルトニウム濃縮缶内の気相部に残存して
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いる放射性物質が放出された場合の放出量（セシウム－137 換算）

は，約３×10－５ＴＢｑであり，100ＴＢｑを十分に下回る。 

また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応で発生した放射性物質に

ついては，廃ガス貯留設備（精製建屋）により，可能な限り外部に

放出されないよう措置することから，大気中への放射性物質の放出

量（セシウム－137 換算）は，実行可能な限り低くなっている。 

２） 不確かさの影響評価

ⅰ） 解析コードの不確かさの影響 

解析コードによる高性能粒子フィルタの健全性確認の解析結果に

おいては，系統を断熱とし，蒸気の凝縮，塔槽類廃ガス処理設備を

介した他機器への廃ガスの流出経路及び機器の内部構造物を考慮し

ないことで，塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタに対し，

圧力及び温度が影響を及ぼしやすいモデルとしており，より厳しい

結果を与える条件を設定していることから，解析コードの不確かさ

が高性能粒子フィルタの健全性評価の結果に与える影響はない。 

ⅱ） 事象，事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生時におけるプルトニウム濃

縮缶の気相中への放射性物質の移行率には引用した文献の条件によ

る不確実性があることから，大気中への放射性物質の放出量は小さ

くなることが想定される。 

一方，移行率の計算に使用するＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

による発熱量及びＴＢＰの水への溶解度の幅を考慮すると，条件に

よって大気中への放射性物質の放出量は１桁程度の増加となる可能

性がある。 

プルトニウム濃縮缶から塔槽類廃ガス処理設備の排風機までの経
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路上のプルトニウム精製設備及び塔槽類廃ガス処理設備の配管は，

曲がり部が多く，数十ｍ以上の長い配管及び複数の機器で構成され

ることから，放射性物質を大気中へ押し出すエネルギの減衰や放射

性エアロゾルの沈着による除去が期待できるため，大気中への放射

性物質の放出量は小さくなることが想定される。 

このように不確かさを有するものの，これらを考慮した場合でも

判断基準を満足することに変わりはない。 

ⅲ） 操作の条件の不確かさの影響 

プルトニウム濃縮缶の加熱の停止操作については，一次蒸気停止

弁の閉止操作が想定よりも時間を要した場合においても，プルトニ

ウム濃縮缶への供給液の供給が停止することから，ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応の再発に与える影響はない。 

このように不確かさを有するものの，判断基準を満足することに

変わりはない。 

(ヘ) 重大事故等の同時発生又は連鎖

１） 重大事故等の事象進展，事故規模の分析

本重大事故等の事象進展，事故規模の分析により明らかとなった

平常運転時からの状態の変化等は，プルトニウム濃縮缶内のプルト

ニウム濃度の上昇，供給液に溶存分としてＴＢＰ等が多量に存在す

ること，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応によるプルトニウム濃縮

缶気相部及び塔槽類廃ガス処理設備の温度及び圧力上昇，塔槽類廃

ガス処理設備の湿度上昇及びプルトニウム濃縮缶内のプルトニウム

溶液の濃度上昇による線量率の上昇がある。 

具体的には，Ｆｌｕｅｎｔ解析の結果より，ＴＢＰ等の錯体の急
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激な分解反応の発生により，プルトニウム濃縮缶内の気相部温度は

瞬間的に約 370℃まで上昇し，気相部圧力も平常運転時の圧力に対

して瞬間的に約 0.9ＭＰａ上昇するが，プルトニウム濃縮缶は変形

及び損傷することはない。プルトニウム濃縮缶気相部の廃ガスは，

塔槽類廃ガス処理設備へ速やかに移行することから，プルトニウム

濃縮缶気相部の温度及び圧力は速やかに低下し，ＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応が発生する前の温度及び圧力に戻る。その後，プル

トニウム濃縮缶への供給液の供給が継続している場合，ＴＢＰ等の

錯体の分解反応が再発しても，ＴＢＰ等の量が少ないため分解反応

により発生する分解生成物は少なく，エネルギは小さいため，気相

部の圧力はほぼ一定であり，平常運転時と同程度である。 

 塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタの温度は約 50℃，

差圧の上昇は約４ｋＰａであり，塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒

子フィルタの健全性を損なうことはない。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により塔槽類廃ガス処理設備の

系統内の圧力が増加することから，一時的に塔槽類廃ガス処理設備

の高性能粒子フィルタへ到達する水ミスト量が増加するが，高性能

粒子フィルタは水ミストにより健全性を損なうことはない。 

プルトニウム濃縮缶内の硝酸プルトニウム溶液の濃度が平常運転

時よりも約３倍高い状態であることから，水素発生量，崩壊熱密度

及び線量率は平常運転時よりも約３倍増加する。 

これらの平常運転時からの状態の変化等を考慮した同時発生する

重大事故等の重大事故等対策に与える影響及び連鎖して発生する可

能性のある重大事故等は以下のとおりである。 

２） 重大事故等の同時発生
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重大事故等が同時に発生する場合については，同種の重大事故等

が同時に発生する場合，異種の重大事故等が同時に発生する場合及

びそれらの重畳が考えられる。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応については，動的機器の多重故

障及び誤作動並びに運転員等の多重誤操作を起因とした複数の発生

防止機能の喪失により発生するものであり，その具体的な発生の条

件は同種の重大事故等及び異種の重大事故等の要因となる安全機能

の喪失に当たらないことから，重大事故等が同時に発生することは

想定されない。 

３） 重大事故等の連鎖

ⅰ） 臨界事故への連鎖 

プルトニウム濃縮缶内の硝酸プルトニウム溶液は約 800ｇＰｕ／

Ｌと平常運転時（250ｇＰｕ／Ｌ）と比べてプルトニウム濃度が高

い状態であるが，プルトニウム濃縮缶は全濃度安全形状寸法管理に

より臨界事故の発生を防止していること，ＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応により，硝酸プルトニウム溶液が析出する又は酸化プルト

ニウムが生成しないことから，臨界は発生しない。

ⅱ） 蒸発乾固への連鎖 

プルトニウム濃縮缶は安全機能として冷却機能はなく，ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応によるエネルギを全て溶液に与えたとして

も溶液の性状が変化するような温度変化は生じないこと，硝酸プル

トニウム溶液の崩壊熱が平常時よりも約３倍高いものの崩壊熱のみ

では放熱により沸騰しないこと，また，プルトニウム濃縮缶の加熱

の停止により硝酸プルトニウム溶液の沸騰は停止することから，蒸

発乾固は発生しない。 
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ⅲ） 放射線分解により発生する水素による爆発への連鎖 

プルトニウム濃縮缶内の硝酸プルトニウム溶液の濃度が平常運転

時よりも高く水素発生量が多くなるものの，プルトニウム濃縮缶に

おいて講じられている安全圧縮空気系による水素掃気流量は十分な

余裕が確保されていることから，放射線分解により発生する水素に

よる爆発は生じない。 

ⅳ） 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷への連鎖 

プルトニウム濃縮缶と使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は異

なる建屋に位置し，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応による事故影

響が，プルトニウム濃縮缶のバウンダリを超えて波及することは想

定されないことから，使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷（想定事

故２）の発生は考えられない。 

ⅴ） 放射性物質の漏えいへの連鎖 

プルトニウム濃縮缶，これに接続する塔槽類廃ガス処理設備の配

管及びその他の安全機能を有する機器で構成されるバウンダリは，

通常時からの状態の変化等を踏まえても，健全性を維持することか

ら，放射性物質の漏えいの発生は考えられない。 

(ト) 必要な要員及び資源

１） 要  員

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対する拡大防止対策として実

施するプルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止，プルトニウム濃

縮缶の加熱の停止及び廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留に必

要な要員は８人（実施責任者を含む）である。さらに，重大事故等

の発生時に実施する大気中への放出状況監視等及び電源の確保に必
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要な要員は 14 人（実施責任者を除く）である。 

上記より，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策に要

する実施組織要員数は 22 人である。 

これに対し実施組織要員は 41 人であるため，実施組織要員の要

員数は，必要な要員数を上回っており，必要な作業が可能である。 

２） 資  源 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処には，水源を要せず，

また，軽油等の燃料を消費する電気設備を用いない。 

ⅰ） 電  源 

電気設備が廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動及び運転に必要な

電気容量を有することから，廃ガス貯留設備の空気圧縮機への給電

は可能である。 

ⅱ） 圧縮空気 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処として水素掃気，圧力

及び液位の測定に圧縮空気が必要になる。これらの圧縮空気は，平

常運転時においても継続的に常設重大事故等対処設備に供給されて

いるものであり，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処におい

ても平常運転時と同様に使用可能である。 

ⅲ） 冷却水 

冷却水については，平常運転時においても継続的に常設重大事故

等対処設備に供給されているものであり，ＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応への対処においても平常運転時と同様に使用可能である。 
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2.6 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止に係る対処（要旨） 
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(ｅ) 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止に係る対処 

(イ) 事故の特徴

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設では，燃料貯蔵プール（Ｂ

ＷＲ燃料用），燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用）及び燃料貯蔵プー

ル（ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用）の合計３基の燃料貯蔵プールを

設置している。この他に，原子力発電所から受け入れた使用済燃料

を仮置きする燃料仮置きピットＡ及び燃料仮置きピットＢ並びに前

処理建屋へ使用済燃料を送り出すための燃料送出しピットを設置し

ている。これらの燃料貯蔵プール等では，合計で最大 3,000ｔ・Ｕ

Ｐｒの使用済燃料を貯蔵することができる。平常運転時は，燃料貯

蔵プール等は燃料移送水路を介して全て連結された状態で使用済燃

料の取扱いを行う。 

万一，燃料貯蔵プール等に異常が発生した場合に備え，燃料仮置

きピットを隔離するためのピットゲート及び燃料貯蔵プールを隔離

するためのプールゲートを設置しているが，平常運転時は使用しな

い。 

燃料貯蔵プール等の使用済燃料は，使用済燃料の平均濃縮度に応

じて適切な燃料間隔をとることにより未臨界を維持している。 

燃料貯蔵プール等に貯蔵されている使用済燃料の崩壊熱は，プー

ル水冷却系によって除去され，プール水冷却系によって除去された

熱は熱交換器を介しその他再処理設備の附属施設の冷却水設備の安

全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）（以下ハ．

(３)(ⅱ)(ｅ)では「安全冷却水系」という。）に移行し，安全冷却水系の

冷却塔により大気中へ放出される。また，自然蒸発による燃料貯蔵

プール等の水位低下に対して，補給水設備により水位を維持できる
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設計としている。 

プール水冷却系又は安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合，使

用済燃料が有する崩壊熱により燃料貯蔵プール等の水の温度が上昇

し，これが継続すると燃料貯蔵プール等の水が沸騰に至る。この状

態において，補給水設備による燃料貯蔵プール等への注水ができな

い場合には，燃料貯蔵プール等の水の沸騰及び蒸発が継続し，水位

低下に伴う遮蔽機能の低下により，燃料貯蔵プール等の上部の線量

率が上昇する。さらにこの状態が継続すると，やがて使用済燃料の

有効長頂部が露出し，使用済燃料の損傷に至る。これを想定事故１

という。 

燃料貯蔵プール等に接続するプール水冷却系の配管の破断による

サイフォン効果等による燃料貯蔵プール・ピット等からの水の小規

模な漏えい，及び地震によるスロッシングにより燃料貯蔵プール・

ピット等の水の小規模な漏えいが発生した場合，燃料貯蔵プール等

の水位が低下する。この状態において，プール水冷却系又は安全冷

却水系の冷却機能及び補給水設備の注水機能が喪失している場合は，

使用済燃料が有する崩壊熱により燃料貯蔵プール等の水の温度が上

昇し，燃料貯蔵プール等の水が沸騰に至る。また，蒸発により燃料

貯蔵プール等の水位が低下することで遮蔽機能が低下し，燃料貯蔵

プール等の上部の線量率が上昇する。さらにこの状態が継続すると，

やがて使用済燃料の有効長頂部が露出し，使用済燃料の損傷に至る。

これを想定事故２という。 

 

   (ロ) 対処の基本方針 

     燃料貯蔵プール等の水位が低下することによる遮蔽機能の低下及

129



び使用済燃料の損傷に至ることを防止するため，燃料貯蔵プール等

へ注水し，水位を維持する。 

以下，この対策を燃料損傷防止対策という。 

 

   (ハ) 具体的対策 

   １） 燃料損傷防止対策 

     燃料貯蔵プール等のプール水冷却系又は安全冷却水系の冷却機能

及び補給水設備の注水機能が喪失した場合，又は燃料貯蔵プール等

に接続するプール水冷却系の配管の破断によるサイフォン効果等及

びスロッシングにより燃料貯蔵プール・ピット等の水の小規模な漏

えいが発生し，プール水冷却系又は安全冷却水系の冷却機能及び補

給水設備の注水機能が喪失した場合には，可搬型中型移送ポンプ，

可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース及び可搬型代替注水設備

流量計を敷設し，これらを接続することで，第１貯水槽から燃料貯

蔵プール等へ水を供給するための経路を構築する。 

また，燃料貯蔵プール等の状態監視のため，可搬型燃料貯蔵プー

ル等水位計（電波式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗

体），可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プ

ール等空間線量率計（線量率計），可搬型監視ユニット等（以下

「監視設備」という。）を敷設する。監視設備を敷設するまでの間，

燃料貯蔵プール等の状態監視は，可搬型燃料貯蔵プール等水位計

（超音波式）又は可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャー），可

搬型燃料貯蔵プール等温度計（サーミスタ）及び可搬型燃料貯蔵プ

ール等空間線量率計（サーベイメータ）（以下「携行型の監視設

備」という。）にて行う。 
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水温上昇に伴い使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の温度が上昇した

場合においても，線量率の測定及び燃料貯蔵プール等の状態監視を

継続して実施するため，可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニット

用空気圧縮機等（以下「空冷設備」という。）を敷設する。 

想定事故１では，注水による回復の目安とする燃料貯蔵プール等

の水位は，燃料貯蔵プール底面から 11.50ｍ（以下「通常水位」と

いう。）とし，通常水位到達後は，可搬型中型移送ポンプの間欠運

転により水位を維持する。 

想定事故２では，注水による回復の目安とする燃料貯蔵プール等

の水位は，越流せき上端（通常水位－0.40ｍ）とし，越流せき上端

到達後は，可搬型中型移送ポンプの間欠運転により水位を維持する。 

(ニ) 有効性評価

１） 代表事例

想定事故１では，プール水冷却系及び安全冷却水系の冷却機能並

びに補給水設備の注水機能の喪失が広範囲であること，重大事故等

への対処の種類及び重大事故等への対処時に想定される作業環境の

苛酷さを考慮し，外的事象の「火山の影響」を代表事象として選定

する。 

想定事故２では，プール水冷却系及び安全冷却水系の冷却機能並

びに補給水設備の注水機能の喪失が広範囲であること，重大事故等

への対処の種類及び重大事故等への対処時に想定される作業環境の

苛酷さを考慮し，外的事象の「地震」を代表事象として選定する。 

２） 代表事例の選定理由

想定事故１は，外的事象の「火山の影響」において，屋外の冷却
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塔の動的機器の直接的な機能喪失及び長時間の全交流動力電源の喪

失によるプール水冷却系，安全冷却水系及び補給水設備のポンプの

動的機器の間接的な機能喪失により冷却機能及び注水機能の喪失が

全ての燃料貯蔵プール等において同時に発生する。 

また，内的事象の「長時間の全交流動力電源の喪失」において，

動的機器の間接的な機能喪失により全ての燃料貯蔵プール等におい

て同時にプール水冷却系及び安全冷却水系の冷却機能並びに補給水

設備の注水機能が喪失することで発生する。 

重大事故等への対処時の環境条件に着目すると，外的事象の「火

山の影響」を要因とした場合には，建屋内では，長時間の全交流動

力電源の喪失に伴う換気空調の停止及び照明の喪失が発生するもの

の，溢水，化学薬品漏えい及び内部火災のハザードの発生は想定さ

れない。一方，建屋外では，降灰による環境悪化が想定される。 

内的事象の「長時間の全交流動力電源の喪失」を条件とした場合

には，建屋内の換気空調の停止及び照明の喪失が発生するものの，

外的事象の「火山の影響」の場合のように建屋外の環境条件が悪化

することはない。 

このため，外的事象の「火山の影響」の方が，環境条件が厳しく

なることから，想定事故１の有効性評価の代表としては外的事象の

「火山の影響」によるプール水冷却系及び安全冷却水系の冷却機能

の喪失並びに補給水設備の注水機能の喪失を選定する。 

想定事故２は，外的事象の「地震」において，プール水冷却系配

管の破断によるサイフォン効果等により燃料貯蔵プール等の水の小

規模な漏えいが発生するとともに，プール水冷却系,安全冷却水系

及び補給水設備のポンプ並びに屋外に設置する安全冷却水系の冷却
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塔の動的機器の直接的な機能喪失が発生する。さらに，長時間の全

交流動力電源喪失による間接的な機能喪失により，冷却機能及び注

水機能の喪失が全ての燃料貯蔵プール等において同時に発生する。 

また，内的事象の「配管の全周破断」を要因とし，さらに厳しい

条件として補給水設備等の多重故障を想定した場合，プール水冷却

系の配管の破断により，燃料貯蔵プール等からの水の小規模な漏え

いが発生するとともに冷却機能が喪失し，さらに補給水設備等のポ

ンプの動的機器の直接的な機能喪失により，注水機能が喪失する。 

外的事象の「地震」において発生するプール水冷却系及び安全冷

却水系の冷却機能並びに補給水設備の注水機能が喪失した場合，動

的機器の直接的な機能喪失及び長時間の全交流動力電源喪失が同時

に発生するため，喪失する機器が多く，その範囲も広い。 

重大事故等への対処時の環境条件に着目すると，外的事象の「地

震」を要因とした場合には，基準地震動を 1.2 倍にした地震動を考

慮する設計とした設備以外の設備の損傷及び動的機器の動的な機能

の喪失が想定されることから，建屋内では，溢水，化学薬品漏えい

及び内部火災のハザードが発生する可能性があり，また，全交流動

力電源の喪失により換気空調が停止し，照明が喪失する。一方，建

屋外では，不等沈下及び屋外構築物の倒壊による環境悪化が想定さ

れる。 

内的事象の「配管の全周破断」を要因とし，さらに厳しい条件と

して補給水設備等の多重故障を想定した場合では，建屋内の換気空

調及び照明は健全であり，外的事象の「地震」の場合のように溢水，

化学薬品漏えい及び内部火災のハザードの発生は想定されず，建屋

外の環境条件が悪化することはない。 
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このため，外的事象の「地震」の方が，喪失する機器が多く，そ

の範囲も広い。また，環境条件が厳しくなることから，想定事故２

における有効性評価の代表としては，外的事象の「地震」によるプ

ール水冷却系及び安全冷却水系の冷却機能の喪失並びに補給水設備

の注水機能の喪失を選定する。 

   ３） 有効性評価の考え方 

     燃料貯蔵プール等の水が沸騰により蒸発して水位低下に至った場

合に，燃料貯蔵プール等への注水により，水位を回復し維持できる

ことを確認するため，燃料貯蔵プール等の水位及び水温の推移を評

価する。これらの評価は，燃料貯蔵プール等からの放熱を考慮せず，

断熱評価とし，使用済燃料及び燃料貯蔵ラックの熱容量を考慮せず，

燃料貯蔵プール等の水の熱容量のみに着目し，１作業当たりの被ば

く線量の目安である 10ｍＳｖを確保するために必要な放射線の遮

蔽が維持される水位（通常水位－5.0ｍ）を確保できることを評価

する。なお，放射線の遮蔽が維持される水位を確保することで，燃

料貯蔵プール等における全ての使用済燃料の有効長頂部を冠水でき

る水位（通常水位－7.4ｍ）も確保される。また，未臨界を維持で

きることを評価する。 

燃料貯蔵プール等の水位及び水温の推移の評価は，解析コードを

用いず，水の定圧比熱等を用いた簡便な計算に基づき算出する。 

   ４） 機能喪失の条件 

     想定事故１の場合，屋外に設置する安全冷却水系の冷却塔の動的

機器の直接的な機能喪失並びに長時間の全交流動力電源の喪失によ

るプール水冷却系，安全冷却水系及び補給水設備のポンプの動的機

器の間接的な機能喪失を想定する。 
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     想定事故２の場合，プール水冷却系配管の破断によるサイフォン

効果等及びスロッシングにより燃料貯蔵プール・ピット等の水の小

規模な漏えいが発生するとともに，プール水冷却系，安全冷却水系

及び補給水設備のポンプ並びに屋外に設置する安全冷却水系の冷却

塔の動的機器の直接的な機能喪失が発生する。さらに，長時間の全

交流動力電源の喪失による間接的な機能喪失を想定する。 

   ５） 事故の条件及び機器の条件 

   ⅰ） 想定事故１の事故の条件及び機器の条件 

可搬型中型移送ポンプは，約 240ｍ３／ｈの容量を有し，燃料貯

蔵プール等への注水に使用する。燃料貯蔵プール等の水位を維持す

るために必要な水量として，燃料貯蔵プール等からの蒸発量以上の

量を供給する。 

燃料貯蔵プール等の初期水温は，プール水冷却系１系列運転時の

燃料貯蔵プール等の水の最高温度である 65℃とする。 

燃料貯蔵プール等の初期水位は，平常運転時の管理上の水位の変

動範囲で最も厳しい，水位低警報設定値である通常水位－0.05ｍと

する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋において貯蔵する使用済燃料は最大

貯蔵量の 3,000ｔ・ＵＰｒとする。 

燃料仮置きピットを隔離するためのピットゲート及び燃料貯蔵プ

ールを隔離するためのプールゲートは，平常運転時は使用しないこ

とから，燃料貯蔵プール等は燃料移送水路を介して全て連結された

状態とする。 

ただし，燃料貯蔵プール等が燃料移送水路を介して全て連結され

た状態においても，燃料貯蔵プールと燃料移送水路の間における水
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の出入りに不確かさがあることから，燃料貯蔵プール等の水が沸騰

に至るまでの時間の算出においては，燃料貯蔵プールと燃料移送水

路の間の水の出入りがないものとし，個別の燃料貯蔵プールの保有

水量のみを考慮する。 

一方，燃料貯蔵プール等の水の沸騰後の水位低下は，燃料貯蔵プ

ール・ピット等の水位が均一に低下することから，水位低下量は燃

料貯蔵プール・ピット等全体を考慮する。 

燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用），燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料

用）及び燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用）の保有水

量は，それぞれ約 2,453ｍ３，約 2,392ｍ３及び約 2,457ｍ３とする。 

使用済燃料の核種組成は，再処理する使用済燃料の冷却期間を４

年及び 12 年として得られる核種組成を基に設定し，使用済燃料の

崩壊熱は，これを基準として設定した崩壊熱密度により，各燃料貯

蔵プールに貯蔵しうる最大値を設定する。また，冷却期間４年のＢ

ＷＲ燃料とＰＷＲ燃料の崩壊熱密度を比較した場合，ＰＷＲ燃料の

方が大きくなり，各燃料貯蔵プールの保有水量を考慮しても，燃料

貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用）へ冷却期間４年のＰＷＲ燃料を配置す

ることで，燃料貯蔵プール等の水が沸騰に至るまでの時間が最も短

くなり，安全側の評価となる。このため，燃料貯蔵プール（ＰＷＲ

燃料用）の崩壊熱は，崩壊熱が大きい冷却期間４年のＰＷＲ燃料を

最大量 600ｔ・ＵＰｒ及び冷却期間 12 年のＰＷＲ燃料を 400ｔ・ＵＰ

ｒ貯蔵した場合の値として 2,450ｋＷを設定する。燃料貯蔵プール

（ＢＷＲ燃料用）の崩壊熱は，冷却期間 12 年のＢＷＲ燃料を

1,000ｔ・ＵＰｒ貯蔵した場合の値として 1,490ｋＷを設定する。燃

料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用）の崩壊熱は，冷却期
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間 12 年のＰＷＲ燃料及びＢＷＲ燃料をそれぞれ 500ｔ・ＵＰｒ貯蔵

した場合の値として 1,480ｋＷを設定する。 

燃料仮置きピットに使用済燃料を仮置きする場合，原子力発電所

から受け入れた使用済燃料の仮置きを想定するため，冷却期間が４

年のＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料の仮置きを想定するが，それらの使

用済燃料の崩壊熱は燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用）に 1,000ｔ・

ＵＰｒ貯蔵した場合の崩壊熱に対して十分小さく，燃料仮置きピッ

トの保有水量を考慮しても，燃料仮置きピットの水が沸騰に至るま

での時間が燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用）より短くなることはな

い。また，燃料送出しピットに使用済燃料を仮置きする場合，前処

理建屋でせん断を実施する前の使用済燃料の仮置きを想定するため，

冷却期間が 15 年のＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料の仮置きを想定する

が，それらの使用済燃料の崩壊熱は燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料

用）に 1,000ｔ・ＵＰｒ貯蔵した場合の崩壊熱に対して十分小さく，

燃料送出しピットの保有水量を考慮しても，燃料送出しピットの水

が沸騰に至るまでの時間が燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用）より短

くなることはない。 

   ⅱ） 想定事故２の機器の条件 

可搬型中型移送ポンプは，約 240ｍ３／ｈの容量を有し，燃料貯

蔵プール等への注水に使用する。燃料貯蔵プール等の水位を維持す

るために必要な水量として，燃料貯蔵プール等からの蒸発量以上の

量を供給する。 

燃料貯蔵プール等の初期水温は，運転上許容されるプール水冷却

系１系列運転時の燃料貯蔵プール等の水の最高温度である 65℃と

する。 
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燃料貯蔵プール等の初期水位は，サイフォン効果等及びスロッシ

ングによる燃料貯蔵プール・ピット等の水の小規模な漏えいの重畳

を考慮し設定する。 

サイフォン効果等による燃料貯蔵プール等の水位の低下は，プー

ル水冷却系配管に逆流防止のため設置されている逆止弁が異物の噛

みこみにより開固着し，逆止弁の機能が十分に働かない状態を想定

すると，管理上の水位の変動範囲で最も厳しい水位低警報設定値で

ある通常水位－0.05ｍを基準とし，サイフォンブレーカ位置（通常

水位－0.45ｍ）まで水位が低下する。 

その後，スロッシングにより燃料貯蔵プール・ピット等の水が漏

えいし水位低下が発生することを想定すると，燃料貯蔵プール・ピ

ット等の周辺に設置する止水板の高さを越える溢水の燃料貯蔵プー

ル・ピット等への戻りを考慮せず，スロッシングによる溢水を抑制

する蓋の効果を考慮しないとした場合，燃料貯蔵プール等の水位は

通常水位－0.80ｍとなる。 

以上より，通常水位－0.80ｍを燃料貯蔵プール等の初期水位とす

る。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋において貯蔵する使用済燃料は最大

貯蔵量の 3,000ｔ・ＵＰｒとする。 

燃料仮置きピットを隔離するためのピットゲート及び燃料貯蔵プ

ールを隔離するためのプールゲートは，平常運転時は使用しないこ

とから，燃料貯蔵プール等は燃料移送水路を介して全て連結された

状態とする。 

ただし，燃料貯蔵プール等が燃料移送水路を介して全て連結され

た状態においても，燃料貯蔵プールと燃料移送水路の間における水
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の出入りに不確かさがあることから，燃料貯蔵プール等の水が沸騰

に至るまでの時間の算出においては，燃料貯蔵プールと燃料移送水

路の間の水の出入りがないものとし，個別の燃料貯蔵プールの保有

水量のみを考慮する。 

一方，燃料貯蔵プール等の水の沸騰後の水位低下は，燃料貯蔵プ

ール・ピット等全体の水位が均一に低下することから，水位低下量

は燃料貯蔵プール・ピット等全体を考慮する。 

燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用），燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料

用）及び燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用）の保有水

量は，それぞれ約 2,229ｍ３，約 2,168ｍ３及び約 2,233ｍ３とする。 

使用済燃料の核種組成は，再処理する使用済燃料の冷却期間を４

年及び 12 年として得られる核種組成を基に設定し，使用済燃料の

崩壊熱は，これを基準として設定した崩壊熱密度により，各燃料貯

蔵プールに貯蔵しうる最大値を設定する。また，冷却期間４年のＢ

ＷＲ燃料とＰＷＲ燃料の崩壊熱密度を比較した場合，ＰＷＲ燃料の

方が大きくなり，各燃料貯蔵プールの保有水量を考慮しても，燃料

貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用）へ冷却期間４年のＰＷＲ燃料を配置す

ることで，燃料貯蔵プール等の水が沸騰に至るまでの時間が最も短

くなり，安全側の評価となる。このため，燃料貯蔵プール（ＰＷＲ

燃料用）の崩壊熱は，崩壊熱が大きい冷却期間４年のＰＷＲ燃料を

最大量 600ｔ・ＵＰｒ及び冷却期間 12 年のＰＷＲ燃料を 400ｔ・ＵＰ

ｒ貯蔵した場合の値として 2,450ｋＷを設定する。燃料貯蔵プール

（ＢＷＲ燃料用）の崩壊熱は，冷却期間 12 年のＢＷＲ燃料を

1,000ｔ・ＵＰｒ貯蔵した場合の値として 1,490ｋＷを設定する。燃

料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用）の崩壊熱は，冷却期
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間 12 年のＰＷＲ燃料及びＢＷＲ燃料をそれぞれ 500ｔ・ＵＰｒ貯蔵

した場合の値として 1,480ｋＷを設定する。 

燃料仮置きピットに使用済燃料を仮置きする場合，原子力発電所

から受け入れた使用済燃料の仮置きを想定するため，冷却期間が４

年のＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料の仮置きを想定するが，それらの使

用済燃料の崩壊熱は燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用）に 1,000ｔ・

ＵＰｒ貯蔵した場合の崩壊熱に対して十分小さく，燃料仮置きピッ

トの保有水量を考慮しても，燃料仮置きピットの水が沸騰に至るま

での時間が燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用）より短くなることはな

い。また，燃料送出しピットに使用済燃料を仮置きする場合，前処

理建屋でせん断を実施する前の使用済燃料の仮置きを想定するため，

冷却期間が 15 年のＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料の仮置きを想定する

が，それらの使用済燃料の崩壊熱は燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料

用）に 1,000ｔ・ＵＰｒ貯蔵した場合の崩壊熱に対して十分小さく，

燃料送出しピットの保有水量を考慮しても，燃料送出しピットの水

が沸騰に至るまでの時間が燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用）より短

くなることはない。 

６） 操作の条件

想定事故１の場合，燃料貯蔵プール等への注水は，他建屋におけ

る蒸発乾固及び水素爆発が同時に発生した場合における重大事故等

の対処の優先順位を考慮し，事象発生から 21 時間 30 分後までに注

水を開始し，通常水位を目安に，可搬型中型移送ポンプの間欠運転

により水位を維持する。 

想定事故２の場合，燃料貯蔵プール等への注水は，他建屋におけ

る蒸発乾固及び水素爆発が同時に発生した場合における重大事故等
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の対処の優先順位を考慮し，事象発生から 21 時間 30 分後までに注

水を開始し，越流せき上端（通常水位－0.40ｍ）を目安に，可搬型

中型移送ポンプの間欠運転により水位を維持する。 

   ７） 判断基準 

     燃料損傷防止対策の有効性評価の判断基準は，放射線の遮蔽が維

持される水位（通常水位－5.0ｍ）を確保できること。なお，放射

線の遮蔽が維持される水位を確保することで，燃料貯蔵プール等に

おける全ての使用済燃料の有効長頂部を冠水できる水位（通常水位

－7.4ｍ）も確保される。 

     また，未臨界を維持できること。 

 

   (ホ) 有効性評価の結果 

   １） 燃料損傷防止対策 

   ⅰ） 想定事故１の燃料損傷防止対策 

     燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用），燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料

用）及び燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用）の水の温

度が 100℃に到達する時間は，プール水冷却系及び安全冷却水系の

冷却機能並びに補給水設備の注水機能の喪失から約 39 時間，約 63

時間及び約 65 時間である。これに対し，可搬型中型移送ポンプに

よる燃料貯蔵プール等への注水の準備は，プール水冷却系及び安全

冷却水系の冷却機能並びに補給水設備の注水機能の喪失から 53 人

にて 21 時間 30 分後に完了するため，プール水冷却系及び安全冷却

水系の冷却機能並びに補給水設備の注水機能の喪失から燃料貯蔵プ

ール等の水の沸騰が開始するまでの時間のうち，最も短い 39 時間

以内に燃料貯蔵プール等への注水の準備の完了が可能である。また，
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監視設備による監視及び監視設備の保護は，プール水冷却系及び安

全冷却水系の冷却機能並びに補給水設備の注水機能の喪失から 48

人にて 30 時間 40 分後から開始が可能となる。 

燃料貯蔵プール等の水が沸騰に至ると水位が低下するが，水位を

監視しつつ燃料貯蔵プール等への注水を蒸発速度である約 10ｍ３／

ｈを上回る注水流量で適時実施することにより，燃料貯蔵プール等

の水位は放射線の遮蔽が維持される水位（通常水位－5.0ｍ）を下

回ることなく維持できる。なお，放射線の遮蔽が維持される水位を

確保することで，燃料貯蔵プール等における全ての使用済燃料の有

効長頂部を冠水できる水位（通常水位－7.4ｍ）も確保される。 

また，使用済燃料はステンレス鋼製の臨界防止設備に仮置き又は

貯蔵されており，燃料貯蔵プール等の水の温度が上昇し，沸騰によ

り水密度が低下した場合においても，必要な燃料間距離を確保する

等の設計により，燃料貯蔵プール等への注水実施においても未臨界

を維持できる。 

   ⅱ） 想定事故２の燃料損傷防止対策 

     燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用），燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料

用）及び燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用）の水の温

度が 100℃に到達する時間は，プール水冷却系の配管の破断による

サイフォン効果等及び地震によるスロッシングにより燃料貯蔵プー

ル・ピット等の水の小規模な漏えいが発生し，プール水冷却系及び

安全冷却水系の冷却機能並びに補給水設備の注水機能の喪失から約

35 時間，約 57 時間及び約 59 時間である。これに対し，可搬型中

型移送ポンプによる燃料貯蔵プール等への注水の準備は，プール水

冷却系の配管の破断によるサイフォン効果等及び地震によるスロッ
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シングにより燃料貯蔵プール・ピット等の水の小規模な漏えいが発

生し，プール水冷却系及び安全冷却水系の冷却機能並びに補給水設

備の注水機能の喪失から，55 人にて 21 時間 30 分後に完了するた

め，プール水冷却系の配管の破断によるサイフォン効果等及び地震

によるスロッシングにより燃料貯蔵プール・ピット等の水の小規模

な漏えいが発生し，プール水冷却系及び安全冷却水系の冷却機能並

びに補給水設備の注水機能の喪失から燃料貯蔵プール等の水の沸騰

が開始するまでの時間のうち，最も短い 35 時間以内に燃料貯蔵プ

ール等への注水の準備の完了が可能である。また，監視設備による

監視及び監視設備の保護は，プール水冷却系及び安全冷却水系の冷

却機能並びに補給水設備の注水機能の喪失から 48 人にて 30 時間

40 分後から開始が可能となる。 

燃料貯蔵プール等の水が沸騰に至ると水位が低下するが，水位を

監視しつつ燃料貯蔵プール等への注水を蒸発速度である約 10ｍ３／

ｈを上回る注水流量で適時実施することにより，燃料貯蔵プール等

の水位は放射線の遮蔽が維持される水位（通常水位－5.0ｍ）を下

回ることなく維持できる。なお，放射線の遮蔽が維持される水位を

確保することで，燃料貯蔵プール等における全ての使用済燃料の有

効長頂部を冠水できる水位（通常水位－7.4ｍ）も確保される。 

また，使用済燃料はステンレス鋼製の臨界防止設備に仮置き又は

貯蔵されており，燃料貯蔵プール等の水の温度が上昇し，沸騰によ

り水密度が低下した場合においても，必要な燃料間距離を確保する

等の設計により，燃料貯蔵プール等への注水実施においても未臨界

を維持できる。 

   ２） 不確かさの影響評価 
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   ⅰ） 事象，事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 

    ａ） 想定事故１ 

      内的事象の「長時間の全交流動力電源の喪失」を要因としてプ

ール水冷却系及び安全冷却水系の冷却機能並びに補給水設備の注

水機能が喪失した場合，現場状況確認のための初動対応及びアク

セスルート確保のための作業において，外的事象の「火山の影

響」を要因とした場合と比較して，可搬型中型移送ポンプの保管

庫内敷設等，燃料損傷防止対策の準備に必要な作業が少なくなる

ことから，実施組織要員の操作の時間余裕に与える影響はない。 

初期水温は平常運転時に想定される最大値を設定しているが，

現実的な条件とした場合には，初期水温はこれよりも小さい値と

なり，燃料貯蔵プール等の水の温度が 100℃に到達するまでの時

間は長くなる。このため，時間余裕が延びる方向の変動であるこ

とから，実施組織要員の操作の時間余裕に与える影響は無視でき

る。 

初期水位として水位低警報レベル（通常水位－0.05ｍ）を設定

しているが，通常水位を用いた場合，初期水位が高い側への変動

となることから，燃料貯蔵プール等の水の温度が 100℃に到達す

るまでの時間は長くなる。このため，時間余裕が延びる方向の変

動であることから，実施組織要員の操作の時間余裕に与える影響

は無視できる。 

崩壊熱は想定される最大値を設定しているが，再処理する使用

済燃料の冷却期間によっては，減衰による崩壊熱密度のさらなる

低減効果を見込める可能性があることから，燃料貯蔵プール等の

水の温度が 100℃に到達するまでの時間は長くなる。このため，
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時間余裕が延びる方向の変動であることから，実施組織要員の操

作の時間余裕に与える影響は無視できる。 

平常運転時はピットゲート及びプールゲートを使用せず，燃料

貯蔵プール等は燃料移送水路を介して全て連結された状態である

が，燃料貯蔵プール等の修理時を想定して，ピットゲート及びプ

ールゲートが設置されている状態において想定事故１が発生した

場合，燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料用），燃料貯蔵プール（ＰＷ

Ｒ燃料用）及び燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用）

が独立した状態となるものの，燃料貯蔵プール等の水が沸騰に至

るまでの時間の算出においては，各燃料貯蔵プールにおける保有

水量と崩壊熱を用いて算出しているため，ピットゲート及びプー

ルゲートの設置を前提としても沸騰までの時間は変わることはな

い。 

また，ピットゲート及びプールゲートが設置されることにより，

各燃料貯蔵プールが独立するため，沸騰後の水位低下は燃料貯蔵

プールごとに発生する。その水位低下速度は，ピットゲート及び

プールゲートが設置されていない状態よりも早くなるものの，燃

料貯蔵プール等の水が沸騰に至る前までに燃料貯蔵プール等への

注水の準備を完了し，可搬型中型移送ポンプによる注水を実施し

水位を維持することから，実施組織要員の操作の時間余裕に与え

る影響は無視できる。 

以上より，競合する作業が生じないことから，手順等への影響

はない。 

    ｂ） 想定事故２ 

      内的事象の「配管の全周破断」を要因とし，さらに厳しい条件
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として補給水設備等の多重故障を想定した場合，現場状況確認の

ための初動対応及びアクセスルート確保のための作業において，

外的事象の「地震」を要因とした場合と比較して，建屋内環境の

悪化が想定されず，アクセスルートの確保等の燃料損傷防止対策

の準備に必要な作業が少なくなることから，実施組織要員の操作

の時間余裕に与える影響はない。 

初期水温は平常運転時に想定される最大値を設定しているが，

現実的な条件とした場合には，初期水温はこれよりも小さい値と

なり，燃料貯蔵プール等の水の温度が 100℃に到達するまでの時

間は長くなる。このため，時間余裕が延びる方向の変動であるこ

とから，実施組織要員の操作の時間余裕に与える影響は無視でき

る。 

初期水位の設定においては，サイフォン効果等による燃料貯蔵

プール等の水の漏えいが発生し水位が低下した後，スロッシング

による燃料貯蔵プール・ピット等の水の漏えいによる水位低下を

想定しているが，スロッシングにおける水位低下量の評価におい

ては，燃料貯蔵プール・ピット等の周辺に設置する止水板の高さ

を越える溢水は燃料貯蔵プール・ピット等への戻りを考慮しない

こと，また，スロッシングによる溢水を抑制する蓋は，その効果

を考慮せずに評価を実施していることから，実際の水位低下量は

小さくなり，初期水位が高い側への変動となるため，燃料貯蔵プ

ール等の水の温度が 100℃に到達するまでの時間は長くなる。こ

のため，時間余裕が延びる方向の変動であることから，実施組織

要員の操作の時間余裕に与える影響は無視できる。 

崩壊熱は想定される最大値を設定しているが，再処理する使用
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済燃料の冷却期間によっては，減衰による崩壊熱密度のさらなる

低減効果を見込める可能性があることから，燃料貯蔵プール等の

水の温度が 100℃に到達するまでの時間は長くなる。このため，

時間余裕が延びる方向の変動であることから，実施組織要員の操

作の時間余裕に与える影響は無視できる。 

平常運転時はピットゲート及びプールゲートを使用せず，燃料

貯蔵プール等は燃料移送水路を介して全て連結された状態である

が，燃料貯蔵プール等の修理時を想定して，ピットゲート及びプ

ールゲートが設置されている状態においてサイフォン効果等によ

る燃料貯蔵プール・ピット等の水の小規模な漏えいが発生し，水

位が低下した後，スロッシングが発生した場合の溢水量は，燃料

貯蔵プール等が燃料移送水路を介して連結された状態と異なり，

各燃料貯蔵プールのスロッシング後の水位は，通常水位－0.96ｍ

となる。このときの燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用）の保有水量

は約 2,181ｍ３，沸騰までの時間は約 34 時間となり，燃料貯蔵プ

ール（ＢＷＲ燃料用）の保有水量は約 2,120ｍ３，沸騰までの時

間は約 55 時間となり，燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ

燃料用）の保有水量は約 2,185ｍ３，沸騰までの時間は約 57 時間

となる。このため，ピットゲート及びプールゲートの設置を前提

とした場合，燃料貯蔵プール等の水の温度が 100℃に到達するま

での時間は短くなるものの，燃料貯蔵プール等への注水は 21 時

間 30 分後から可能であることから，燃料貯蔵プール等の水が

100℃に到達する前に注水が可能である。 

また，ピットゲート及びプールゲートが設置されることにより，

各燃料貯蔵プールが独立するため，沸騰後の水位低下は燃料貯蔵
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プールごとに発生する。その水位低下速度は，ピットゲート及び

プールゲートが設置されていない状態よりも早くなるものの，燃

料貯蔵プール等の水が沸騰に至る前までに燃料貯蔵プール等への

注水の準備を完了し，可搬型中型移送ポンプによる注水を実施し

水位を維持することから，実施組織要員の操作の時間余裕に与え

る影響は無視できる。 

以上より，競合する作業が生じないことから，手順等への影響

はない。 

   ⅱ） 操作の条件の不確かさの影響 

     「認知」，「要員配置」，「移動」，「操作所要時間」，「他の

並列操作有無」及び「操作の確実さ」が実施組織要員の操作の時間

余裕に与える影響を考慮し，対処の制限時間である燃料貯蔵プール

等の沸騰に至るまでの時間に対して，重大事故等対策の実施に必要

な準備作業を，時間余裕を確保して完了できるよう計画することで，

これらの要因による影響を低減した。 

     想定事故１の場合，燃料貯蔵プール等の水が沸騰に至るまでの時

間である 39 時間に対し，事象発生から 21 時間 30 分後までに注水

が可能であることから，燃料貯蔵プール等の水が沸騰に至る２時間

以上前（想定事故１の場合は 17 時間 30 分前）までに，代替注水設

備による注水が実施できる。 

     想定事故２の場合，燃料貯蔵プール等の水が沸騰に至るまでの時

間である 35 時間に対し，事象発生から 21 時間 30 分後までに注水

が可能であることから，燃料貯蔵プール等の水が沸騰に至る２時間

以上前（想定事故２の場合は 13 時間 30 分前）までに，代替注水設

備による注水が実施できる。 
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     また，作業計画の整備は，作業項目ごとに余裕を確保して整備し

ており，必要な時期までに操作できるよう体制を整えていることか

ら，実際の重大事故等への対処は，より早く作業を完了することが

できる。また，可搬型中型移送ポンプ等の可搬型重大事故等対処設

備の敷設等の対処に時間を要した場合や，予備の可搬型重大事故等

対処設備による対処を想定したとしても，余裕として確保した２時

間（想定事故１の場合は 17 時間 30 分，想定事故２の場合は 13 時

間 30 分）以内に対処を再開し，事故の収束を図ることができる。 

ピットゲート及びプールゲートが設置されている状態を考慮した

場合，燃料貯蔵プール等は燃料移送水路を介して連結していないこ

とから，燃料仮置きピットＡ，燃料仮置きピットＢ，燃料貯蔵プー

ル（ＰＷＲ燃料用），燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料用）及び燃料貯

蔵プール（ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用）それぞれに注水し水位を

維持する必要がある。なお，燃料送出しピットは燃料移送水路と連

結していることから，ピットゲート及びプールゲートを設置するこ

とによる影響はない。 

この場合，可搬型建屋内ホースを燃料仮置きピットＡ，燃料仮置

きピットＢ，燃料貯蔵プール（ＰＷＲ燃料用），燃料貯蔵プール

（ＢＷＲ燃料用）及び燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料

用）に対して個別に敷設する必要があることから，敷設に係る作業

時間が長くなるものの，追加作業に必要な作業時間を考慮して準備

作業に着手することから，これまでと同じ 21 時間 30 分後から注水

を実施可能である。 

 

   (へ) 重大事故等の同時発生又は連鎖 
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   １） 重大事故等の事象進展，事故規模の分析 

     プール水冷却系及び安全冷却水系の冷却機能並びに補給水設備の

注水機能が喪失し，燃料貯蔵プール等の水が沸騰に至った場合には，

燃料損傷防止対策として，燃料貯蔵プール等へ第１貯水槽から注水

し，水位を維持する。 

これらの平常運転時からの状態の変化等を考慮した同時発生する

重大事故等の重大事故等対策に与える相互影響及び連鎖して発生す

る可能性のある重大事故等は以下のとおりである。 

   ２） 重大事故等の同時発生 

     重大事故等が同時に発生する場合については，同種の重大事故が

同時に発生する場合，異種の重大事故が同時に発生する場合及びそ

れらの重畳が考えられる。 

燃料貯蔵プール等における燃料損傷は，燃料貯蔵プール等におい

て同時に発生する可能性があり，本評価は同時に発生するものとし

て評価した。 

燃料貯蔵プール等における燃料損傷と同時発生する可能性のある

異種の重大事故は，「ハ．(３)(ⅰ)(ａ) 重大事故の発生を仮定する際の

条件の設定及び重大事故の発生を仮定する機器の特定」に示すとお

り，外的事象の「地震」及び「火山の影響」，内的事象の「長時間

の全交流動力電源の喪失」により，その他再処理設備の附属施設の

給水施設の冷却水設備の再処理設備本体用の安全冷却水系（再処理

設備本体用），安全冷却水系，安全圧縮空気系，プール水冷却系及

び補給水設備が同時に機能を喪失することから，これらの機能喪失

により発生する冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解によ

り発生する水素による爆発である。 
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     異なる種類の重大事故等の同時発生に対する重大事故等対策の有

効性については，「ハ．(３)(ⅱ)(ｇ) 重大事故が同時に又は連鎖して発

生した場合の対処」にまとめる。 

   ３） 重大事故等の連鎖 

     想定事故１における燃料貯蔵プール等の状態変化は，燃料貯蔵プ

ール等の水の温度上昇及びわずかな水位低下であり，線量率は変化

しない。また，想定事故２における燃料貯蔵プール等の状態変化は，

燃料貯蔵プール等の水の温度上昇及び水位低下であり，線量率の上

昇はほとんどない。 

     このため，想定事故１及び想定事故２で発生を仮定する水位の低

下により，他の重大事故等が連鎖して発生することはない。 

     各重大事故等への連鎖で考慮する事項は以下のとおりである。 

   ⅰ） 臨界事故への連鎖 

     燃料貯蔵プール等において講じられている臨界事故に係る安全機

能は同位体組成管理及び形状寸法管理であるが，使用済燃料集合体

の平均濃縮度に応じて適切な燃料間隔をとることにより未臨界を維

持しており，燃料貯蔵プール等の温度，圧力，その他のパラメータ

変動を考慮しても，臨界事故に係る安全機能が喪失することはない。 

また，燃料貯蔵プール等の水の沸騰による事故影響が，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋のバウンダリを超えて，その他の臨界管理が実

施されている前処理建屋，分離建屋，精製建屋及びウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋に波及することはないことから，臨界事故への

連鎖は想定されない。 

   ⅱ） 蒸発乾固への連鎖 

想定事故１及び想定事故２が発生する燃料貯蔵プール等及び高レ
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ベル廃液等の沸騰が発生する貯槽等は異なる建屋に位置し，燃料貯

蔵プール等の水の温度上昇による事故影響が，燃料貯蔵プール等の

バウンダリを超えて波及することは想定されないことから，冷却機

能の喪失による蒸発乾固が発生することはない。 

   ⅲ） 放射線分解により発生する水素による爆発への連鎖 

燃料貯蔵プール等の水の沸騰により水素の発生量が増加するもの

の，沸騰により発生する大量の蒸気によって可燃限界濃度以下にな

るとともに，可搬型建屋内ホースの敷設に伴う建屋の開口から，蒸

気とともに水素が排出されることから，建屋内に水素が蓄積するこ

とはない。 

他建屋における水素掃気機能の喪失による水素爆発への連鎖につ

いては，想定事故１及び想定事故２が発生する燃料貯蔵プール等及

び水素爆発が発生する貯槽等は異なる建屋に位置し，燃料貯蔵プー

ル等の水の温度上昇による事故影響が，燃料貯蔵プール等のバウン

ダリを超えて波及することは想定されないことから，水素掃気機能

の喪失による，放射線分解により発生する水素による爆発が発生す

ることはない。 

   ⅳ） 有機溶媒等による火災又は爆発への連鎖 

燃料貯蔵プール等では有機溶媒を扱うことはなく，想定事故１及

び想定事故２が発生する燃料貯蔵プール等及びＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応が発生する貯槽等は異なる建屋に位置することから，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応又は有機溶媒火災が発生すること

はない。 

他建屋における有機溶媒等による火災又は爆発への連鎖について

は，想定事故１及び想定事故２が発生する燃料貯蔵プール等及び有
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機溶媒等による火災又は爆発が発生する貯槽等は異なる建屋に位置

し，燃料貯蔵プール等の水の温度上昇による事故影響が，燃料貯蔵

プール等のバウンダリを超えて波及することは想定されないことか

ら，有機溶媒等による火災又は爆発が発生することはない。 

   ⅴ） 放射性物質の漏えいへの連鎖 

放射性物質の漏えいへの連鎖については，燃料損傷防止対策実施

時の燃料貯蔵プール等の水の状態を考慮しても，その他の放射性物

質の漏えいの発生は想定されないことから，その他の放射性物質の

漏えいが発生することはない。 

 

   (ト) 必要な要員及び資源 

     外的事象の「地震」及び「火山の影響」を要因として想定事故１

及び想定事故２の燃料損傷防止対策を実施する場合には，「ハ．

(３)(ⅰ)(ａ) 重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の

発生を仮定する機器の特定」に示すとおり，「冷却機能の喪失によ

る蒸発乾固」及び「放射線分解により発生する水素による爆発」に

対しても同時に対処することとなる。このため，重大事故等対処に

必要な要員及び燃料等の成立性については，それぞれの対処で必要

な数量を重ね合わせて評価する必要があり，「ハ．(３)(ⅱ)(ｈ) 必要な

要員及び資源の評価」において評価している。 

   １） 要員 

     想定事故１の燃料損傷防止対策に必要な要員は，燃料貯蔵プール

等の冷却等の機能喪失を受けて対応することとなっており，外的事

象の「火山の影響」を要因とした場合，合計で 71 人である。 

内的事象を要因とした場合は，作業環境が外的事象の「火山の影

153



響」を要因とした場合に想定する環境条件より悪化することが想定

されず，対処内容にも違いがないことから，必要な要員は外的事象

の「火山の影響」を要因とした場合に必要な人数以下である。 

想定事故２の燃料損傷防止対策に必要な要員は，燃料貯蔵プール

等の冷却等の機能喪失を受けて対応することとなっており，外的事

象の「地震」を要因とした場合，合計で 73 人である。 

内的事象を要因とした場合は，作業環境が外的事象の「地震」を

要因とした場合に想定する環境条件より悪化することが想定されず，

対処内容にも違いがないことから，必要な要員は外的事象の「地

震」を要因とした場合に必要な人数以下である。 

事業所内に常駐している実施組織要員は 164 人であり，必要な作

業対応が可能である。 

   ２） 資源 

   ⅰ） 水源 

     想定事故１の場合，燃料貯蔵プール等への注水に必要な水量は，

７日間の対応を考慮すると，合計約 1,600ｍ３の水が必要となる。 

想定事故２の場合，燃料貯蔵プール等への注水に必要な水量は，

７日間の対応を考慮すると，合計約 2,300ｍ３の水が必要となる。 

水源として，第１貯水槽の貯水槽Ａ及び貯水槽Ｂにそれぞれ約

10,000ｍ３の水を保有しており，燃料貯蔵プール等への注水につい

ては，このうち一区画を使用するため，これにより必要な水源は確

保可能である。他区画については，蒸発乾固への対処に使用する。 

   ⅱ） 電源 

     監視設備及び空冷設備への給電は，専用の可搬型発電機を敷設す

るため，対応が可能である。 
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   ⅲ） 燃料 

     想定事故１の燃料損傷防止対策を７日間継続して実施するのに必

要な軽油は，合計で約 22ｍ３である。 

     想定事故２の燃料損傷防止対策を７日間継続して実施するのに必

要な軽油は，合計で約 22ｍ３である。 

軽油貯槽にて約 800ｍ３の軽油を確保していることから，外部支

援を考慮しなくとも７日間の対処の継続が可能である。 
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2.7 重大事故が同時に又は連鎖して発生した場合の対処（要旨） 

156



 

   (ｇ) 重大事故が同時に又は連鎖して発生した場合の対処 

   (イ) 同種の重大事故等の同時発生 

     同種の重大事故等の同時発生については，「ハ．(３) (ⅱ) (ｂ) 冷却

機能の喪失による蒸発乾固への対処」，「ハ．(３) (ⅱ) (ｃ) 放射線分解

により発生する水素による爆発への対処」及び「ハ．(３) (ⅱ) (ｅ) 使

用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止に係る対処」に，重大事故等

対策の有効性を示す。 

 

   (ロ) 異種の重大事故等の同時発生 

   １） 同時発生を仮定する重大事故等の種類と想定する条件 

重大事故等の同時発生の範囲を考慮すると，外的事象の「地震」，

「火山の影響」又は内的事象の「長時間の全交流動力電源の喪失」

を要因とした場合が最も多くの重大事故等の発生が想定され，また，

外的事象の「地震」が重大事故等の発生の要因として最も厳しいこ

とから，重大事故等の同時発生の有効性評価は，外的事象の「地震」

を代表事例として，「ハ．(３) (ⅰ) (ａ) 重大事故の発生を仮定する際

の条件の設定及び重大事故の発生を仮定する機器の特定」に示す

とおり「冷却機能の喪失による蒸発乾固」，「放射線分解により

発生する水素による爆発」及び「使用済燃料貯蔵槽における燃料損

傷（想定事故２）」の同時発生を対象に実施する。 

 

   ２） 重大事故等が同時発生した場合の重大事故等対策 

     「冷却機能の喪失による蒸発乾固」，「放射線分解により発生

する水素による爆発」及び「使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷

（想定事故２）」が同時発生した場合の重大事故等対策は，各々の
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重大事故等対策において，同時に発生する重大事故等対策における

相互影響を考慮して対策を講じていることから，個別の重大事故等

対策と同様である。  

具体的な相互影響としては，同一の貯槽及び濃縮缶（以下ハ．

(３) (ⅱ) (ｇ)では「貯槽等」という。）において冷却機能の喪失による

蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素による爆発の発生を仮

定する場合には，相互に与える影響を考慮する必要がある。 

この場合，溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液及び高レ

ベル廃液（以下ハ．(３) (ⅱ) (ｇ)では「高レベル廃液等」という。）の

沸騰を前提とした水素発生量の増加，温度，圧力，湿度，放射線等

の環境の変化により，重大事故等対処設備が損傷しないこと，重大

事故等の事象進展に影響を与えることがないよう，重大事故等対処

設備を設計すること等，個別の重大事故等対策で有効性を確認して

いる。 

重大事故等対処設備のうち，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」

及び「使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷（想定事故２）」に対し

て異なる場所で同時に使用する可搬型中型移送ポンプについては，

それぞれ必要な容量及び個数を確保している。 

また，建屋ごとに配置する可搬型発電機及び可搬型空気圧縮機

は，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」への対処及び「放射線分解

により発生する水素による爆発」への対処で兼用することを予め考

慮して必要な容量を確保している。 
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３） 有効性評価

ⅰ） 有効性評価の考え方 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」，「放射線分解により発生

する水素による爆発」及び「使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷

（想定事故２）」が同時発生した場合には，高レベル廃液等が沸騰

に至り，水素発生量が増加することから，「放射線分解により発生

する水素による爆発」の発生防止対策及び拡大防止対策として，

貯槽等内の高レベル廃液等の沸騰による水素発生Ｇ値の上昇に伴う

水素発生量の増加を考慮しても，貯槽等内の水素濃度が未然防止濃

度に至るまでの時間よりも前に，水素爆発が続けて生じることを防

止するために必要な貯槽等への圧縮空気の供給の準備を完了でき，

圧縮空気を供給することで，貯槽等の気相部の水素濃度が未然防止

濃度に至らずに低下傾向を示し，可燃限界濃度未満で平衡に達する

かについて確認するため，貯槽等の気相部の水素濃度の推移を評価

する。 

また，放射性物質の放出量評価として，重大事故等が同時発生し

た際の拡大防止対策の実施状況を踏まえて，貯槽等から気相に移行

する放射性物質の量，放出経路における除染係数を考慮し，事態収

束までの大気中へ放出する放射性物質の放出量（セシウム－137換

算）を評価する。 

これらの評価における高レベル廃液等の水素発生量については，

高レベル廃液等が沸騰した際の水素発生Ｇ値等を用いた簡便な計算

で実施する。 

ⅱ） 機能喪失の条件 

「ハ．(３) (ⅱ) (ｃ) 放射線分解により発生する水素による爆発への
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対処」に記載した内容と同じである。 

   ⅲ） 事故の条件及び機器の条件 

「ハ．(３) (ⅱ) (ｃ) 放射線分解により発生する水素による爆発への

対処」に記載した内容と同じである。 

   ⅳ） 操作の条件 

「ハ．(３) (ⅱ) (ｃ) 放射線分解により発生する水素による爆発への

対処」に記載した内容と同じである。 

   ⅴ） 放出量評価に関連する事故，機器及び操作の条件の具体的な展開 

「ハ．(３) (ⅱ) (ｂ) 冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処」及び

「ハ．(３) (ⅱ) (ｃ) 放射線分解により発生する水素による爆発への対

処」に記載した内容と同じである。 

   ⅵ） 判断基準 

「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生防止対策

及び拡大防止対策の判断基準は，「ハ．(３) (ⅱ) (ｃ) 放射線分解により

発生する水素による爆発への対処」に記載した内容と同じである。 

放出量評価は，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線

分解により発生する水素による爆発」の発生による放射性物質の放

出量の合計がセシウム－137換算で100ＴＢｑを十分下回るものであ

って，かつ，実行可能な限り低いこと。 

 

   ４） 有効性評価の結果 

   ⅰ） 「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生防止対策及

び拡大防止対策 

高レベル廃液等が沸騰に至った場合，水素発生Ｇ値は大きくなり，

水素の発生量は平常運転時より相当多くなるものの，発生防止対策

160



である機器圧縮空気自動供給ユニット，拡大防止対策である圧縮空

気手動供給ユニットによる水素掃気量は，水素の発生量に対してそ

れぞれ十分な流量を確保しており，水素濃度は最も高くなる精製建

屋のプルトニウム濃縮液一時貯槽の場合であっても，貯槽等内の水

素濃度は最大でドライ換算約4.9ｖｏｌ％まで上昇するが，貯槽等

内の水素濃度は未然防止濃度（８ｖｏｌ％）に至ることはない。

その後，可搬型空気圧縮機から圧縮空気を供給することにより，

貯槽等内の水素濃度は低下傾向を示し，貯槽等内の水素濃度を可

燃限界濃度未満に維持できる。 

ⅱ） 大気中への放射性物質の放出量 

重大事故ごとの大気中への放射性物質の放出量は，重大事故等が

同時発生した場合でも単独発生の場合と同じであり，全ての建屋の

冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素

による爆発による放出量を合計した場合，合計で約２×10－３ＴＢ

ｑとなり，100ＴＢｑを十分下回るものであって，かつ，実行可能

な限り低い。 

ⅲ） 不確かさの影響評価 

ａ） 事象，事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 

想定事象の違いが有効性評価結果に与える影響は，単独発生，

同時発生の想定に因らないことから，単独発生の場合と同様に評

価結果は変わらず，判断基準を満足することに変わりはない。 

高レベル廃液等の組成，濃度及び崩壊熱密度は，重大事故等

の同時発生を前提とした場合であっても，想定される最大値を設

定する等，厳しい結果を与える条件で評価をしており，最確条件

とした場合には，より安全余裕が確保されることから，判断基準
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を満足することに変わりはない。 

事態の収束までの大気中への放射性物質の放出量（セシウム

－137換算）については，気相中に移行する放射性物質の移行割

合や放出経路における放射性物質の除染係数に不確かさがあるも

のの，その幅は，各パラメータにおいて１桁程度であり，100Ｔ

Ｂｑに対する事態が収束するまでの主排気筒を介した大気中への

放射性物質の放出量（セシウム－137換算）の寄与割合に与える

影響が大きくないため，判断基準を満足することに変わりは無い。 

ｂ） 操作の条件の不確かさの影響 

水素爆発の再発を防止するための圧縮空気の供給の準備及び

大気中への放射性物質の放出を低減するための対処の準備は，そ

の他再処理設備の附属施設の給水施設の冷却水設備の安全冷却水

系（再処理設備本体用）の冷却機能の喪失及びその他再処理設備

の附属施設の動力装置及び非常用動力装置の圧縮空気設備の水素

掃気機能の喪失をもって着手し，高レベル廃液等が沸騰に至るま

での時間に対し，十分な時間余裕をもって完了させる。また，各

作業の作業項目は，余裕を確保して計画し，重大事故等が同時発

生した場合であっても，必要な時期までに操作できるよう体制を

整えていることから判断基準を満足していることに変わりはない。 

５） 必要な要員及び資源

同時発生を仮定する各重大事故等の必要な要員及び資源は，各

重大事故等における必要な要員及び資源に記載したとおりである。 

重大事故等対処に必要な要員及び燃料等の成立性については，そ

れぞれの対処で必要な数量を重ね合わせることに加え，重大事故等
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の対処に付帯して実施されるその他の作業に必要な要員及び資源を

考慮して評価する必要があることから，「ハ．(３) (ⅱ) (ｈ) 必要な要

員及び資源の評価」において，関連する全ての作業を考慮した際の

要員及び資源の有効性を評価する。 

 

   (ロ) 重大事故等の連鎖 

連鎖して発生する重大事故等の整理は，起因となる重大事故等の

事故影響によって，他の重大事故等の発生を防止している安全機能

が喪失するか否か及び互いの重大事故等対策を阻害せず，有効に機

能することを事象ごとに確認する。また，特定に当たっては，高レ

ベル廃液等の性状等の変化に伴って顕在化する可能性のある現象に

留意する。想定する事故時の環境条件は，「温度」，「圧力」，

「湿度」，「放射線」，「物質（水素，蒸気，煤煙，放射性物質，

その他）及びエネルギの発生」，「転倒又は落下による荷重」及び

「腐食環境」を考慮する。 

   １） 臨界事故 

臨界事故の発生を仮定する２建屋，６機器，２貯槽の全てに対

して連鎖の検討を実施した。その結果，「ハ．(３) (ⅱ) (ａ)臨界事故へ

の対処」において記載した通り，想定される事故時環境において，

臨界事故の発生を仮定する機器に接続する安全機能を有する機器

が，損傷又は機能喪失することはなく，他の重大事故等が連鎖して

発生することがないことを確認した。 

 

   ２） 冷却機能の喪失による蒸発乾固 

冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生を仮定する５建屋，13機
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器グループ，53貯槽等の全てに対して連鎖の検討を実施した。その

結果，「ハ．(３) (ⅱ) (ｂ) 冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処」

において記載した通り，想定される事故時環境において，冷却機能

の喪失による蒸発乾固の発生を仮定する貯槽等に接続する安全機

能を有する機器が，損傷又は機能喪失することはなく，他の重大事

故等が連鎖して発生することがないことを確認した。 

 

   ３） 放射線分解により発生する水素による爆発 

放射線分解により発生する水素による爆発を仮定する５建屋，

５機器グループ，49貯槽等の全てに対して連鎖の検討を実施した。

その結果，「ハ．(３) (ⅱ) (ｃ) 放射線分解により発生する水素による

爆発への対処」において記載した通り，想定される事故時環境にお

いて，放射線分解により発生する水素による爆発の発生を仮定す

る貯槽等に接続する安全機能を有する機器が，損傷又は機能喪失

することはなく，他の重大事故等が連鎖して発生することがないこ

とを確認した。 

 

   ４） 有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応） 

有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応）を仮定する１建屋，１機器に対して連鎖の検討を実施した。

その結果，「ハ．(３) (ⅱ) (ｄ) 有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応）への対処」において記載した通り，

想定される事故時環境において，有機溶媒等による火災又は爆発

（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応）の発生を仮定するプルトニ
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ウム濃縮缶に接続する安全機能を有する機器が，損傷又は機能喪失

することはなく，他の重大事故等が連鎖して発生することがないこ

とを確認した。 

 

   ５） 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷 

使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷を仮定する１建屋，１機器

に対して連鎖の検討を実施した。その結果，「ハ．(３) (ⅱ) (ｅ) 使用

済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止に係る対処」において記載した

通り，想定される事故時環境において，使用済燃料貯蔵槽における

燃料損傷の発生を仮定する機器に接続する安全機能を有する機器

が，損傷又は機能喪失することはなく，他の重大事故等が連鎖して

発生することがないことを確認した。 

 

   ６） 分析結果 

重大事故等の発生を仮定する貯槽等の全てに対して連鎖の検討

を実施した。上述の通り，いずれの重大事故等においても想定され

る事故時環境において，貯槽等に接続する安全機能を有する機器が，

損傷又は機能喪失することはなく，他の重大事故等が連鎖して発生

することがないことを確認した。 
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2.8 必要な要員及び資源の評価（要旨） 
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1. 必要な要員及び資源の評価

1.1 必要な要員及び資源の評価条件 

必要な要員及び資源の評価は，対処に必要な要員及び資源が最も多く

なる重大事故等の同時発生に対して成立性を確認する。重大事故等の同時

発生の有効性評価は，外的事象の地震を代表事例としているため，必要な

要員及び資源の評価についても外的事象の地震を条件とした場合に同時発

生が想定される各重大事故等対策及び対策に必要な付帯作業を含めた重大

事故等の同時発生への対処を対象に実施する。 

なお，重大事故等の連鎖は，「2.7 重大事故が同時に又は連鎖して発

生した場合の対処（要旨）」に記載したとおり，発生が想定されない。 
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1.2 重大事故等の同時発生時に必要な要員の評価 

外的事象の地震を条件とした場合の重大事故等の同時発生では，同時

に作業している要員数の最大値は，130人であり，重大事故等の同時発生

の対処に必要な要員は161人である。  

事業所内に常駐している実施組織要員は164人であり，必要な作業対応

が可能である。 
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1.3 重大事故等の同時発生時に必要な水源の評価 

 外的事象の地震を条件とした場合の重大事故等の同時発生時に水源を必

要とする対策としては，冷却機能喪失による蒸発乾固の重大事故等対策

及び使用済燃料貯蔵プール等への注水（想定事故２）であり，それぞれ

第１貯水槽の異なる区画を水源として使用する。 

冷却機能喪失による蒸発乾固の重大事故等対策に必要な水量は，冷却コ

イル等への通水開始し，高レベル廃液等が未沸騰状態に移行するまでの

期間を考慮すると，合計約26ｍ３の水が必要である。水源として，第１貯

水槽の一区画に約10,000m３の水を保有しており，これにより，必要な水

源は確保可能である。 

使用済燃料貯蔵プール等への注水（想定事故２）に必要な水量は，７

日間の対応を考慮すると，合計約2,300ｍ３の水が必要である。水源とし

て，第１貯水槽の一区画に約10,000m３の水を保有しており，これにより，

必要な水源は確保可能である。 

また，冷却機能喪失による蒸発乾固の重大事故等対策で冷却に使用し

た水を貯水槽へ戻し再利用するが，それに伴う水温の上昇は１日あたり約

3.1℃であり，実際の放熱を考慮すれば冷却を維持することは可能である。 
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1.4 重大事故等の同時発生時に必要な燃料の評価 

外的事象の地震を条件とした場合の重大事故等の同時発生時に必要な

燃料（軽油）は，合計約85ｍ３であり，軽油貯蔵タンクにて約600ｍ３の軽

油を確保していることから，外部支援を考慮しなくとも７日間の対処の継

続が可能である。また，外的事象の地震を条件とした場合の重大事故等の

同時発生時に必要な燃料（重油）は，合計約69ｍ３であり，重油貯蔵タン

クにて約200ｍ３の軽油を確保していることから，外部支援を考慮しなく

とも７日間の対処の継続が可能である。 

なお，必要な燃料（軽油）の量については，外的事象の火山の影響を

条件とした場合についても，合計約85ｍ３であり，軽油貯蔵タンクにて約

600ｍ３の軽油を確保していることから，外的事象の火山の影響を条件と

した場合でも外部支援を考慮しなくとも７日間の対処の継続が可能である。 
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1.5 重大事故等の同時発生時に必要な電源の評価 

外的事象の地震を条件とした場合の重大事故等の同時発生時に必要な

電源で，電源負荷と供給容量で最も余裕が小さい排気監視測定設備可搬型

発電機でも，必要負荷約2.7ｋＶＡに対し，供給容量約３ｋＶＡであり，

必要負荷に対しての電源供給が可能である。 
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2.9 放射性物質の漏えいへの対処（要旨） 

172



(ｆ) 放射性物質の漏えいへの対処 

「 (ⅰ) (ａ)(ハ) ６） 放射性物質の漏えい」に示すとおり，液体状，固

体状及び気体状の放射性物質に関する閉じ込め機能の喪失が発生し

た場合においても，放射性物質の漏えいは発生が想定されないこ

とから，放射性物質の漏えいへの対処に関する有効性評価は不要で

ある。 
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令和２年４月２８日 Ｒ28 

３．重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び 

重大事故の発生を仮定する機器の特定 
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ロ．再処理施設の一般構造

(７) その他の主要な構造

  (ⅰ) 安全機能を有する施設 

(ａ) 外部からの衝撃による損傷の防止 

 安全機能を有する施設は，再処理施設敷地の自然環境を基に想定

される洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，

火山の影響，生物学的事象，森林火災等の自然現象（地震及び津波

を除く。）又は地震及び津波を含む組合せに遭遇した場合において，

自然現象そのものがもたらす環境条件及びその結果として当該施設

で生じ得る環境条件においても安全機能を損なわない設計とする。 

 なお，再処理施設敷地で想定される自然現象のうち，洪水，地滑

りについては，立地的要因により設計上考慮する必要はない。 

 上記に加え，安全上重要な施設は，最新の科学的技術的知見を踏

まえ当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想

定される自然現象により当該安全上重要な施設に作用する衝撃及び

設計基準事故時に生ずる応力を，それぞれの因果関係及び時間的変

化を考慮して適切に組み合わせる。 

 また，安全機能を有する施設は，再処理施設敷地内又はその周辺

の状況を基に想定される飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆

発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害等のう

ち再処理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象で

あって人為によるもの（故意によるものを除く。以下，「人為事

象」という。）に対して安全機能を損なわない設計とする。 

 なお，再処理施設敷地又はその周辺において想定される人為事象

のうち，ダムの崩壊，船舶の衝突については，立地的要因により設
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計上考慮する必要はない。 

     自然現象及び人為事象（故意によるものを除く。）の組み合わせ

については，地震，津波，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，

火山の影響，生物学的事象，森林火災等を考慮する。事象が単独で

発生した場合の影響と比較して，複数の事象が重畳することで影響

が増長される組合せを特定し，その組合せの影響に対しても安全機

能を損なわない設計とする。 

     ここで，想定される自然現象及び人為事象（故意によるものを除

く。）に対して，安全機能を有する施設が安全機能を損なわないた

めに必要な安全機能を有する施設以外の施設又は設備等（重大事故

等対処設備を含む。）への措置を含める。 

     また，想定される自然現象及び人為事象の発生により，再処理施

設に重大な影響を及ぼすおそれがあると判断した場合は，必要に応

じて使用済燃料の再処理を停止する等，再処理施設への影響を軽減

するための措置を講ずるよう手順を整備する。 

   (イ) 竜  巻 

     安全機能を有する施設のうち安全上重要な施設は，想定される竜

巻が発生した場合においても，作用する設計荷重に対して防護する

施設（以下「竜巻防護対象施設」という。）とし，その安全機能を

損なわない設計とする。また，その他の安全機能を有する施設につ

いては，竜巻及びその随伴事象に対して機能を維持すること若しく

は竜巻及びその随伴事象による損傷を考慮して代替設備により必要

な機能を確保すること，安全上支障が生じない期間での修復を行う

こと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を

損なわない設計とする。 
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ロ．再処理施設の一般構造

(７) その他の主要な構造

  (ⅱ) 重大事故等対処施設（再処理施設への人の不法な侵入等の防止，

安全避難通路等，制御室，監視測定設備，緊急時対策所及び通信連絡

を行うために必要な設備は(ⅰ)安全機能を有する施設に記載） 

(ａ) 重大事故等の拡大の防止等 

再処理施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合

において，重大事故の発生を防止するために，また，重大事故が発

生した場合においても，当該重大事故の拡大を防止し，工場等外へ

の放射性物質の異常な水準の放出を防止するために，重大事故等対

処設備を設ける。 

これらの設備については，当該設備が機能を発揮するために必要

な系統を含む。 

(ｈ) 放射性物質の漏えいに対処するための設備 

「八、ハ．(３)(ⅰ)(ａ)(ハ) ６） 放射性物質の漏えい 」に示すとおり，

液体状，固体状及び気体状の放射性物質に関する閉じ込め機能の喪

失が発生した場合においても，放射性物質の漏えいは発生が想定

されないことから，放射性物質の漏えいに対処するための設備は不

要である。 
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 ハ．重大事故に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計

基準事故を除く。）又は重大事故に対処するために必要な施設及び体制

並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設

定した条件及びその評価の結果 

 

  (１) 基本方針 

「再処理規則」第一条の三に定められる，設計上定める条件より厳

しい条件の下において発生する重大事故に対しては，対策を検討し，

必要な設備，手順書及び体制を整備し，それらの有効性を評価する。

したがって，重大事故の発生を仮定する機器の特定として，重大事故

の起因となる安全機能の喪失及びその同時発生の範囲，機能喪失後の

事象進展，重大事故の発生規模，並びに重大事故の同時発生の範囲を

明確にすることが必要である。 

重大事故の発生を仮定する機器の特定に当たっては，重大事故の発

生を仮定する際の条件を設定し，これによる安全上重要な施設の機能

喪失の範囲を整理することで重大事故の発生を仮定する機器を特定し，

重大事故が単独で，同時に又は連鎖して発生することを仮定するとと

もに，それぞれの重大事故についての有効性評価の条件とする。 

特定された重大事故の発生を仮定する機器に対し，重大事故の発生

防止対策及び重大事故の拡大防止対策（以下「重大事故等対策」とい

う。）が有効であることを示すため，評価項目を設定した上で，評価

の結果を踏まえて，設備，手順及び体制の有効性を評価する。 

有効性評価は，機能喪失の範囲，講じられる対策の網羅性及び生じ

る環境条件を基に，代表事例を選定し実施する。 

また，重大事故等対策の有効性を確認するために設定する評価項目
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は，重大事故の特徴を踏まえた上で，重大事故の発生により，放射性

物質の放出に寄与する重大事故等のパラメータ又はパラメータの推移

とし，重大事故等対策が講じられた際に大気中へ放出される放射性物

質の放出量がセシウム－137 換算で 100 テラベクレルを十分下回るも

のであって，かつ，実行可能な限り低いことを確認する。 

評価する重大事故等のパラメータ又はパラメータの推移は，以下に

掲げることを達成するために必要なパラメータとする。 

  (ⅰ) 臨界事故 

(ａ) 発生を防止するための設備が機能しなかったとしても，速やかに

未臨界に移行し，及び未臨界を維持できること。 

  (ⅱ) 冷却機能の喪失による蒸発乾固 

(ａ) 蒸発乾固の発生を未然に防止できること。 

(ｂ) 発生を防止するための設備が機能しなかったとしても，放射性物

質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止できること。 

  (ⅲ) 放射線分解により発生する水素による爆発 

(ａ) 水素爆発の発生を未然に防止できること。 

(ｂ) 水素爆発を防止するための設備が機能しなかったとしても，水素

爆発が続けて生じるおそれがない状態を維持できること。 

  (ⅳ) 有機溶媒等による火災又は爆発 

有機溶媒等による火災は重大事故の事象として選定されないことか

ら，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応について，以下に掲げることを
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達成するための対策の有効性を確認する。 

   (ａ) ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を防止するための設備が

機能しなかったとしても，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を収束

できること。 

 

  (ⅴ) 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

想定事故１及び想定事故２に関して，以下の評価項目を満足するこ

とを確認する。 

   (ａ) 燃料有効長頂部が冠水していること。 

   (ｂ) 放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること。 

   (ｃ) 未臨界が維持されていること。 

 

  (ⅵ) 放射性物質の漏えい 

「ハ．(３)(ⅰ)(ａ)(ハ)６） 放射性物質の漏えい」に示すとおり，放射性物

質の漏えいは発生が想定されないことから，放射性物質の漏えいへの

対処に関する有効性評価は不要である。 
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  (３) 有効性評価 

  (ⅰ) 重大事故等の対処に係る有効性評価の基本的な考え方 

重大事故の発生を仮定する際の条件を設定し，これによる安全上重

要な施設の機能喪失の範囲を整理することで重大事故の発生を仮定す

る機器を特定し，重大事故が単独で，同時に又は連鎖して発生するこ

とを仮定する。また，特定された重大事故の発生を仮定する機器に対

し，重大事故等対策が有効であることを示すため，評価項目を設定し

た上で，評価の結果を踏まえて，設備，手順及び体制の有効性を評価

する。 

 

   (ａ) 重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生を

仮定する機器の特定 

   (イ) 重大事故の発生を仮定する際の条件の考え方 

外部からの影響による機能喪失（以下ハ．(３)(ⅰ)(ａ)では「外的事

象」という。）と動的機器の故障，及び静的機器の損傷等による機

能喪失（以下ハ．(３)(ⅰ)(ａ)では「内的事象」という。）並びにそれら

の同時発生を考慮する。 

外的事象の考慮として，安全機能を有する施設の設計において想

定した自然現象等に対して 

・発生頻度が極めて低い自然現象等 

・発生するが，重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能

の喪失の要因となる規模の発生を想定しない自然現象等 

・再処理施設周辺では起こりえない自然現象等 

・発生しても重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の

喪失の要因となるような影響が考えられないことが明らかである
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自然現象等 

を除いた上で，設計基準より厳しい条件の影響を施設に与えた場合

に重大事故の要因となるおそれのある自然現象等として，地震，火

山の影響（降下火砕物による積載荷重，フィルタの目詰まり等），

森林火災，草原火災，干ばつ，積雪，湖若しくは川の水位降下が残

り，当該事象によって機能喪失するおそれのある安全上重要な施設

を抽出して，重大事故の発生の有無を検討する。 

その結果として, 「四、Ａ．ロ．(７)(ⅰ)(ａ) 外部からの衝撃による

損傷の防止」に示すとおり，積雪に対しては除雪を行うこと，火山

の影響（降下火砕物による積載荷重）に対しては降下火砕物を除去

すること，森林火災及び草原火災に対しては消火活動を行うこと，

並びに干ばつ及び湖若しくは川の水位降下に対しては工程を停止し

た上で必要に応じて外部からの給水を行うことにより，重大事故に

至る前までに対処が可能であり，安全上重要な施設の機能喪失に至

ることを防止でき，大気中への放射性物質の放出に至ることはない。

したがって，地震，火山の影響（降下火砕物によるフィルタの目詰

まり等）について，設計基準より厳しい条件により重大事故の発生

を仮定する。 

地震，火山の影響で考慮する重大事故の発生を仮定する際の 安

全上重要な施設の 条件は，以下のとおりである。 

地震：安全上重要な施設 の動的機器及び交流動力電源の機能は

復旧に時間を要することを想定し全て長時間機能喪失する。

また，安全上重要な施設 の静的機器の機能は長時間機能

喪失する。ただし，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮し

た際に機能維持できる設計とした 安全上重要な施設の 静
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的機器は機能を維持する。 

火山の影響：交流動力電源及び屋外に 設置する安全上重要な施

設 の動的機器の機能並びに屋内の外気を吸い込む

安全上重要な施設 の動的機器の機能は降下火砕物

によるフィルタ目詰まり等により全て長時間機能喪

失する。 

上記の前提により，安全上重要な施設の機能喪失に至り重大事故

が発生する。 

内的事象は，静的機器の損傷として，設計基準事故での想定であ

る，放射性物質を内包する腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の移

送配管の貫通き裂と漏えい液を回収するための系統の単一故障の同

時発生に対して，重大事故では放射性物質を内包する腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）の移送配管の全周破断と漏えい液を回収する

ための系統の単一故障の同時発生を想定する。 

空気，気送による粉末又は定期的なサンプリングにより水質を管

理している冷却水を内包する配管は腐食の進行が緩やかであり，保

守点検で健全性を維持できることから対象としない。配管が破断し

た場合には早期に検知でき工程停止等の措置が可能であるため，複

数の配管の全周破断は考慮しない。 

動的機器の機能喪失として，設計基準事故の想定において考慮し

た動的機器の単一故障（単一の誤作動，単一の誤操作を含む）に対

して，重大事故では動的機器の多重故障（多重の誤作動，多重の誤

操作を含む）を想定する。共通要因故障が発生するおそれのない機

器における関連性が認められない偶発的な同時発生は想定しない。

また，設計基準事故の想定において考慮した短時間の全交流動力電
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源の喪失に対して重大事故では長時間の全交流動力電源の喪失を想

定する。 

外的事象及び内的事象のそれぞれの同時発生について，外的事象

同士の同時発生は，外的事象はそれぞれ発生頻度が極めて低いこと

に加え，火山の影響による機能喪失の範囲は地震による機能喪失の

範囲に包絡されることから考慮する必要はない。 

内的事象同士の同時発生は，内的事象発生時には速やかに対処を

行うことに加え，それぞれの内的事象は関連性の認められない偶発

的な事象となることから考慮する必要はない。 

また，内的事象と外的事象の同時発生は，外的事象は発生頻度が

極めて低いことに加え，外的事象と内的事象は関連性の認められな

い偶発的な事象となることから考慮する必要はない。 

 

   (ロ) 個々の重大事故の発生の仮定 

安全機能を有する施設のうち安全上重要な施設に関して，「ハ．

(３)(ⅰ)(ａ)(イ） 重大事故の発生を仮定する際の条件の考え方」にて設

定した重大事故の発生を仮定する際の条件による機能喪失の範囲を

整理することで，重大事故が単独で，又は同種の重大事故が複数の

機器で同時に発生するものとして，外的事象を要因とした場合及び

内的事象を要因とした場合の重大事故の発生を仮定する機器を特定

する。 

その際，設計基準対象の施設 で事象の収束が可能であるか，安

全機能の喪失から事故に至るまでの間に喪失した安全機能の復旧が

可能であるか，及び機能喪失時の公衆への影響が平常運転時と同程

度であるかについて評価を実施し，いずれかの条件に該当する場合
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には，重大事故の発生を仮定する機器として特定しない。 

   (ハ) 重大事故の発生を仮定する機器の特定 

  １） 臨界事故 

臨界事故は，臨界 が発生することにより，気体状の放射性物質

や放射性エアロゾルが発生し，大気中への放射性物質の放出量が増

加するものである。 

   ⅰ） 外的事象発生時 

    ａ） 地震 

基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設

計により形状・寸法の核的制限値等が維持され ることから 事故

の発生は想定されない 。また，地震発生時には工程を停止する

ことからプロセス量に変動は起こらず，平常運転時において核燃

料物質の濃度が未臨界濃度以下，又は核燃料物質の質量が未臨界

質量以下の 機器 では事故 の発生は想定されない 。 

    ｂ） 火山の影響 

工程を停止することから，プロセス量に変動は起こらず，核的

制限値を超えることはないため，事故 の発生は想定されない 。 

   ⅱ） 内的事象発生時 

   ａ） 配管の全周破断 

核燃料物質の漏えいは生じるが，漏えいする溶液の濃度が未臨

界濃度であれば事故 の発生は想定されない 。また，漏えいする

溶液の濃度が未臨界濃度を超える場合でも，漏えいを検知して１

時間以内に漏えいを停止することにより，漏えい液受皿の核的制

限値の保持機能は維持されることから事故 の発生は想定されな

い 。 
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   ｂ） 動的機器の多重故障 

工程を停止することで，プロセス量に変動は起こらず，核的制

限値を超えることはない。また，多重誤操作においては，臨界に

至る条件が成立しないことから事故 の発生は想定されない 。 

   ｃ） 長時間の全交流動力電源の喪失 

工程が停止することで，プロセス量に変動は起こらず，核的制

限値を超えることはないため，事故 の発生は想定されない 。 

臨界事故は，過去に他の施設において発生していること，臨界事

故の発生に対しては直ちに対策を講ずる必要があること，及び臨界

事故は核分裂の連鎖反応によって放射性物質が新たに生成するとい

った特徴を有している。このため，設計基準事故では臨界管理上重

要な施設である溶解槽において硝酸の供給に係る多重の誤操作によ

り，事故が発生することを想定している。重大事故の発生を仮定す

る際の条件下では，上記のとおり 臨界事故の発生は想定されない

が，技術的な想定を超えて，複数の動的機器の多重故障及び多重誤

作動並びに運転員の多重誤操作により多量に核燃料物質が集積する

ことを想定し，設計基準事故で発生を想定していた溶解槽を含め，

第２表に示す 8 つの機器を特定し，これらの機器において単独での

臨界事故の発生を仮定する。 

 

  ２） 冷却機能の喪失による蒸発乾固 

冷却機能の喪失による蒸発乾固は，その他再処理設備の附属施設

の給水施設の冷却水設備の再処理設備本体用の安全冷却水系（再処

理設備本体用）（以下ハ．(３) (ⅰ)では「安全冷却水系（再処理設備

本体用）」という。）の冷却機能の喪失により発生する可能性があ

186



り，その後，溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は高レベ

ル廃液が沸騰に至ることで，放射性エアロゾルが発生し，大気中へ

の放射性物質の放出量が増加するものである。 

  ⅰ） 外的事象発生時 

   ａ） 地震 

安全冷却水系の冷却水のポンプ，屋外に設置する冷却塔等の動

的機器の直接的な機能喪失及び電源喪失による間接的な機能喪失

により，冷却機能が喪失する。その結果，第３表(1)に示す溶解液，

抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は高レベル廃液を内包する

53 の機器を特定し，蒸発乾固の発生を仮定する。 

  ｂ） 火山の影響 

屋外に設置する安全冷却水系（再処理設備本体用）の冷却塔の

直接的な機能喪失並びに電源喪失による冷却水のポンプ，屋外に

設置する冷却塔等の間接的な機能喪失により，冷却機能が喪失す

る。その結果，第３表(1)に示す溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニ

ウム溶液又は高レベル廃液を内包する 53 の機器を特定し，蒸発

乾固の発生を仮定する。 

   ⅱ） 内的事象発生時 

   ａ） 配管の全周破断 

移送配管破断と漏えい液を回収するための系統の単一故障との

同時発生においては，冷却対象の機器からの漏えいは発生するが，

漏えい液を回収するための系統が多重化されていることから事故

の発生は想定されない 。 

   ｂ） 動的機器の多重故障 

安全冷却水系（再処理設備本体用）の外部ループの冷却水のポ
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ンプ又は屋外に設置する冷却塔の多重故障により，冷却機能が喪

失する。その結果，第３表(1)に示す溶解液，抽出廃液，硝酸プル

トニウム溶液又は高レベル廃液を内包する 53 の機器を特定し，

蒸発乾固の発生を仮定する。また，安全冷却水系（再処理設備本

体用）の内部ループの冷却水のポンプが機能喪失した場合は，そ

の内部ループに接続されている機器で同時に重大事故の発生を仮

定し，第３表(1)に示す機器グループ（対策が同じ重大事故の発生

を仮定する機器のグループ）の単位で，５建屋 13 機器グループ

を特定し，蒸発乾固の発生を仮定する。 

  ｃ） 長時間の全交流動力電源の喪失 

設計基準事故での想定である短時間の全交流動力電源の喪失に

対して長時間の全交流動力電源の喪失を想定することにより，電

源喪失による安全冷却水系（再処理設備本体用）の冷却水のポン

プ，屋外に設置する冷却塔等の間接的な機能喪失により第３表(1)

に示す溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は高レベル廃

液を内包する 53 の機器を特定し，蒸発乾固の発生を仮定する。 

 

   ３） 放射線分解により発生する水素による爆発 

放射線分解により発生する水素による爆発は，その他再処理設備

の附属施設の圧縮空気設備の安全圧縮空気系（以下ハ．(３) (ⅰ)では

「安全圧縮空気系」という。）の掃気機能の喪失により発生する可

能性があり，その後，溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又

は高レベル廃液を内包する機器内の水素濃度が上昇して水素爆発が

生じることで，放射性エアロゾルが発生し，大気中への放射性物質

の放出量が増加するものである。 
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  ⅰ） 外的事象発生時 

ａ） 地震 

安全圧縮空気系の空気圧縮機の直接的な機能喪失，並びに電源

喪失及び空気圧縮機を冷却する安全冷却水系（再処理設備本体

用）の機能喪失による間接的な機能喪失により，掃気機能が喪失

する。その結果，第４表(1)に示す溶解液，抽出廃液，硝酸プルト

ニウム溶液又は高レベル廃液を内包する 49 の機器を特定し，水

素爆発の発生を仮定する。 

ｂ） 火山の影響 

安全圧縮空気系の空気圧縮機の直接的な機能喪失，並びに電源

喪失及び空気圧縮機を冷却する安全冷却水系（再処理設備本体

用）の機能喪失による安全圧縮空気系の空気圧縮機の間接的な機

能喪失により，掃気機能が喪失する。その結果，第４表(1)に示す

溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は高レベル廃液を内

包する 49 の機器を特定し，水素爆発の発生を仮定する。 

ⅱ） 内的事象発生時 

ａ） 配管の全周破断 

水素掃気対象機器からの漏えいは発生するが，セルからの排気

機能が維持されていることから事故 の発生は想定されない 。 

ｂ） 動的機器の多重故障  

安全圧縮空気系の空気圧縮機の多重故障，又はこれを冷却する

安全冷却水系（再処理設備本体用）の外部ループのポンプ，屋外

に設置する冷却塔の多重故障によって第４表(1)に示す溶解液，抽
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出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は高レベル廃液を内包する 49

の機器を特定し，水素爆発の発生を仮定する。 

  ｃ） 長時間の全交流動力電源の喪失 

設計基準事故での想定である短時間の全交流動力電源の喪失に

対して長時間の全交流動力電源の喪失を想定することにより，電

源喪失による安全圧縮空気系の空気圧縮機の間接的な機能喪失に

より第４表(1)に示す溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又

は高レベル廃液を内包する 49 の機器を特定し，水素爆発の発生

を仮定する。 

４） 有機溶媒等による火災又は爆発

有機溶媒等による火災又は爆発における重大事故は，有機溶媒等

による火災または爆発が生じることにより，放射性エアロゾルが発

生し，大気中への放射性物質の放出量が増加するものである。 

  ⅰ） 外的事象発生時 

ａ） 地震 

工程が停止することで，温度上昇が抑制され有機溶媒の引火点，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の開始温度に至ることはない，

又は 還元炉への水素の供給が停止することから，水素濃度は可

燃限界濃度に至ることはないため，事故 の発生は想定されない 。 

ｂ） 火山の影響 

工程が停止することで，温度上昇が抑制され有機溶 媒の 引火

点，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の開始温度に至ることはな

い，又は 還元炉への水素の供給が停止することから，水素濃度

は可燃限界濃度に至ることはないため，事故 の発生は想定され
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ない 。 

 

 

  ⅱ） 内的事象発生時 

   ａ） 配管の全周破断 

有機溶媒の漏えいは生じるが，放熱を考慮すれば崩壊熱による

温度上昇が抑制され，有機溶媒の引火点に至ることはなく，事故

の発生は想定されない 。 

   ｂ） 動的機器の多重故障 

工程を停止することで，温度上昇は抑制され，有機溶 媒の 引

火点及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の開始温度に至ること

はない，又は 還元炉への水素の供給を停止することから，水素

濃度は可燃限界濃度に至ることはないため，事故 の発生は想定

されない 。 

   ｃ） 長時間の全交流動力電源の喪失 

工程が停止することで，温度上昇は抑制され，有機溶 媒の 引

火点及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の開始温度に至ること

はない，又は 還元炉への水素の供給が停止することから，水素

濃度は可燃限界濃度に至ることはないため，事故 の発生は想定

されない 。 

有機溶媒等による火災又は爆発のうち，ＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応は，過去に海外の複数の再処理施設において，硝酸溶液と

ＴＢＰ等の接触により発生しており，また，事故の発生に対しては

直ちに対策を講ずる必要がある。このため，設計基準事故では，溶

液の温度上昇防止機能，ＴＢＰの混入防止機能等の多重の機能喪失
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により精製建屋のプルトニウム濃縮缶において事故が発生すること

を想定している。重大事故の発生を仮定する際の条件下では，上記

のとおりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応 の発生は想定されない

が ，設計基準事故の機能喪失に加え，技術的な想定を超えて 溶液

の供給停止回路が誤作動することにより，設計基準事故の想定を上

回る量のＴＢＰが混入した事故が発生することを仮定する。その結

果，設計基準事故で発生を想定していた精製建屋のプルトニウム濃

縮缶を特定し，本重大事故が単独で発生することを仮定する。 

５） 使用済燃料の著しい損傷

  ⅰ） 想定事故１ 

  ａ） 外的事象発生時 

イ） 地震

プール水冷却系，その他再処理設備の附属施設の冷却水設備の

安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）（以下

ハ．(３)(ⅰ)では「安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設用）」という。）及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備の補給水設備（以

下「補給水設備」という。）のポンプ，並びに屋外に設置する安

全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）の冷却塔

の直接的な機能喪失に加え，電源喪失による間接的な機能喪失に

より想定事故１が発生するが，同時にプール水の漏えいの発生と

燃料貯蔵プール等の水面の揺動を踏まえ，想定事故２として発生

を仮定する。 

ロ） 火山の影響
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屋外に設置する安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設用）の冷却塔の直接的な機能喪失，並びに電源喪失による

プール水冷却系，安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設用）及び補給水設備のポンプの間接的な機能喪失により想

定事故１の発生を仮定する。 

    ｂ） 内的事象発生時 

  イ） 配管の全周破断 

冷却水及び補給水を内包する配管の破断は想定しないことから

事故 の発生は想定されない 。 

    ロ） 動的機器の多重故障 

プール水冷却系のポンプ，安全冷却水系（使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設用）のポンプ又は屋外に設置する安全冷却水系

（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）の冷却塔の多重故障

により沸騰には至るものの，補給水設備からの給水を継続するこ

とにより燃料貯蔵プール等の水位を維持できることから事故 の

発生は想定されない 。 

また，補給水設備のポンプが多重故障しても，プール水冷却系

及び安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）に

より冷却が継続される。自然蒸発による燃料貯蔵プール等の水位

低下に対しては，その他再処理設備の附属施設の給水処理設備か

らの給水 が可能であることから事故の発生は想定されない 。 

  ハ） 長時間の全交流動力電源の喪失 

電源喪失によるプール水冷却系，安全冷却水系（使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設用）及び補給水設備のポンプの間接的な

機能喪失によって想定事故１の発生を仮定する。 
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  ⅱ） 想定事故２ 

    ａ） 外的事象発生時 

    イ） 地震 

プール水冷却系の配管破断で発生するサイフォン効果 及び越

流せきからの流出（以下「サイフォン効果等」という。）並びに

プール水のスロッシングにより，燃料貯蔵プール等において想定

事故２の発生を 仮定 する。 

    ロ） 火山の影響 

プール水は漏えいしないことから事故 の発生は想定されない 。 

    ｂ） 内的事象発生時 

    イ） 配管の全周破断 

冷却水及び補給水を内包する配管の破断は想定しないことから

事故 の発生は想定されない 。 

    ロ） 動的機器の多重故障 

プール水冷却系，安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設用），補給水設備のポンプ等の多重故障ではプール水は

漏えいしないことから事故 の発生は想定されない 。 

    ハ） 長時間の全交流動力電源の喪失 

電源喪失による間接的な機能喪失ではプール水は漏えいしない

ことから事故 の発生は想定されない 。 

以上のとおり，重大事故の発生を仮定する際の 条件においては，

地震を要因として発生を 仮定 するものの，内的事象では 事故の発
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生は想定されない。 

ただし，プール水冷却系の配管からの漏えいは，燃料貯蔵プール

等からの水の漏えいによる水位低下の起因になり得ることを踏まえ，

さらにプール水冷却系の配管からの漏えい並びに補給水設備及び給

水処理設備（以下「補給水設備等」という。）の機能喪失の条件を

厳しく想定し，内的事象による想定事故２の発生を 仮定 する。 

   ６） 放射性物質の漏えい 

機器から放射性物質が漏えいすることで発生を仮定する重大事

故のうち，上記１）～５）に掲げる重大事故に関しては，それぞれの項

での検討に包絡されるため，ここでは，上記１）～５）以外の重大事故

の発生の有無について検討する。 

放射性物質の漏えいによる重大事故については，放射性物質の保

持機能の機能喪失により発生する。液体状又は固体状の放射性物質

の保持機 能は ，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能

維持できる設計とする ことにより喪失しない ，又は喪失する場合

であっても 工程停止により漏えいを収束させることから事故 の発

生は想定されない 。火山の影響，機器の多重故障及び長時間の全

交流動力電源喪失においては，機能喪失は考えられないことから事

故 の発生は想定されない 。 

また，内的事象において，放射性物質を内包する液体の移送配管

の全周破断で液体状の放射性物質の保持機能が機能喪失し漏えいが

発生するが，設計基準対象の施設により漏えいを停止し漏えい液を

回収することで事象を収束できることから，事故 の発生は想定さ

れない 。その他の内的事象においては，保持機能の喪失は考えら

れないことから事故 の発生は想定されない 。 
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気体状の放射性物質の閉じ込め機能（放出経路維持機能，放射性

物質の捕集及び浄化機能並びに排気機能）の機能喪失は，外的事象

（地震及び火山の影響）を想定した場合，排風機，廃ガス洗浄器へ

水を供給するポンプ等の直接的な機能喪失，電源喪失による間接的

な機能喪失により閉じ込め機能が喪失するが，工程停止により放射

性物質の気相への移行量が減少し，放射性物質の放出が抑制される

ことから事故 の発生は想定されない 。 

内的事象として，長期間にわたり全交流動力電源が喪失した場合

も，外的事象と同様に工程が停止することから事故 の発生は想定

されない 。また，動的機器の多重故障の場合は，当該系統の異常

を検知し，工程を停止した上で建屋換気設備（セルからの排気系，

汚染のおそれのある区域からの排気系）により代替排気を行うこと

から事故 の発生は想定されない 。 

 

   ７） 同時発生又は連鎖を仮定する重大事故 

事業指定基準規則の解釈第28条に基づき，重大事故が単独で又は

同種の重大事故が複数の機器で同時に発生することの想定に加えて，

異種の重大事故が同時に発生する場合又は発生した重大事故の影響

を受けて連鎖して発生する場合について，以下のとおり仮定する。 

同種の重大事故が複数の機器で同時に発生する場合の仮定につい

て，安全冷却水系（再処理設備本体用）は，複数の機器に内包され

る溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は高レベル廃液の冷

却を同時に行っていることから，当該系統が機能喪失した場合には，

複数の機器にその影響が及ぶ。同様に，安全圧縮空気系も，複数の

機器内の水素を同時に掃気していることから，当該系統が機能喪失
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した場合には，複数の機器にその影響が及ぶ。したがって，冷却機

能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素による

爆発については，２）及び３）にて特定した機器での同時発生を仮定す

る。 

異種の重大事故が同一の機器又は複数の機器で同時に発生する場

合については，機能喪失の要因と各重大事故との関係を踏まえて， 

以下の同時発生を仮定する。 

   ⅰ） 外的事象発生時 

    ａ） 地震 

冷却機能の喪失による蒸発乾固，放射線分解により発生する水

素爆発及び使用済燃料の著しい損傷のうち想定事故２の３つの重

大事故が同時に発生することを仮定する。 

    ｂ） 火山の影響 

冷却機能の喪失による蒸発乾固，放射線分解により発生する水

素爆発及び使用済燃料の著しい損傷のうち想定事故１の３つの重

大事故が同時に発生することを仮定する。 

   ⅱ） 内的事象発生時 

    ａ） 動的機器の多重故障 

冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する

水素爆発の２つの重大事故が同時に発生することを仮定する。 

    ｂ） 長時間の全交流動力電源の喪失 

冷却機能の喪失による蒸発乾固，放射線分解により発生する水

素爆発及び使用済燃料の著しい損傷のうち想定事故１の３つの重

大事故が同時に発生することを仮定する。 

重大事故等の対処に係る有効性評価においては，これらの重大事
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故が同時に発生した場合の相互影響を考慮する。 

また，重大事故が連鎖して発生する場合については，各重大事故

が発生した場合における事故影響によって顕在化する環境条件の変

化を明らかにした上で，溶液の状態によってさらに事故が進展する

可能性及び他の安全機能への影響を分析し，その他の重大事故の起

因となりうるかどうかを，重大事故等の対処に係る有効性評価の中

で確認して，起因となる場合には連鎖を仮定して対処を検討する。 

なお，確認に当たっての前提条件として，事業指定基準規則の解

釈第28条を踏まえ，有効性評価において想定している発生防止対策

の機能喪失は考慮するが，発生防止対策で用いる設備に対して，多

様性や位置的分散が考慮された設備での対処である拡大防止対策の

機能喪失は考慮しない。 
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   (ｆ) 放射性物質の漏えいへの対処 

「 (ⅰ) (ａ)(ハ) ６） 放射性物質の漏えい」に示すとおり，液体状，固

体状及び気体状の放射性物質に関する閉じ込め機能の喪失が発生し

た場合においても，放射性物質の漏えいは発生が想定されないこ

とから，放射性物質の漏えいへの対処に関する有効性評価は不要で

ある。 
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第２表 臨界事故の発生を仮定する機器 

 

建屋 機器 

前処理建屋 

溶解槽Ａ 

溶解槽Ｂ 

エンドピース酸洗浄槽Ａ 

エンドピース酸洗浄槽Ｂ 

ハル洗浄槽Ａ 

ハル洗浄槽Ｂ 

精製建屋 
第５一時貯留処理槽 
第７一時貯留処理槽 
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第３表(1) 冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生を仮定する 

機器 

 

建屋 機器グループ 機器 

前処理建屋 

前処理建屋内部ループ

１ 

中継槽Ａ 

中継槽Ｂ 

リサイクル槽Ａ 

リサイクル槽Ｂ 

前処理建屋内部ループ

２ 

中間ポットＡ 

中間ポットＢ 

計量前中間貯槽Ａ 

計量前中間貯槽Ｂ 

計量後中間貯槽 

計量・調整槽 

計量補助槽 

分離建屋 

分離建屋内部ループ１ 高レベル廃液濃縮缶※１ 

分離建屋内部ループ２ 
高レベル廃液供給槽※１ 

第６一時貯留処理槽 

分離建屋内部ループ３ 

溶解液中間貯槽 

溶解液供給槽 

抽出廃液受槽 

抽出廃液中間貯槽 

抽出廃液供給槽Ａ 

抽出廃液供給槽Ｂ 

第１一時貯留処理槽 

第８一時貯留処理槽 

第７一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 

第４一時貯留処理槽 

※１ 長期予備は除く 
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（つづき） 

建屋 機器グループ 機器 

精製建屋 

精製建屋内部ループ

１ 

プルトニウム濃縮液受槽 

リサイクル槽 

希釈槽 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 

プルトニウム濃縮液計量槽 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 

精製建屋内部ループ

２ 

プルトニウム溶液受槽 

油水分離槽 

プルトニウム濃縮缶供給槽 

プルトニウム溶液一時貯槽 

第１一時貯留処理槽 

第２一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 

ウラン・ 

プルトニウム 

混合脱硝建屋 

ウラン・ 

プルトニウム 

混合脱硝建屋 

内部ループ 

硝酸プルトニウム貯槽 

混合槽Ａ 

混合槽Ｂ 

一時貯槽※２ 

※２ 平常時は他の貯槽等の内包液を受け入れることができるよう，空

き容量を確保している。 
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（つづき） 

建屋 機器グループ 機器 

高レベル廃液 

ガラス 

固化建屋 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋内部ループ

１ 

高レベル廃液混合槽Ａ 

高レベル廃液混合槽Ｂ 

供給液槽Ａ 

供給液槽Ｂ 

供給槽Ａ 

供給槽Ｂ 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋内部ループ

２ 

第１高レベル濃縮廃液貯槽 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋内部ループ

３ 

第２高レベル濃縮廃液貯槽 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋内部ループ

４ 

第１高レベル濃縮廃液一時貯槽 

第２高レベル濃縮廃液一時貯槽 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋内部ループ

５ 

高レベル廃液共用貯槽※２ 

※２ 平常時は他の貯槽等の内包液を受け入れることができるよう，空

き容量を確保している。 
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第４表(１) 放射線分解により発生する水素による爆発の発生を 

仮定する機器 

建屋 機器グループ 機器 

前処理建屋 
前処理建屋 

水素爆発 

中継槽Ａ 

中継槽Ｂ 

計量前中間貯槽Ａ 

計量前中間貯槽Ｂ 

計量・調整槽 

計量補助槽 

計量後中間貯槽 

分離建屋 
分離建屋 

水素爆発 

溶解液中間貯槽 

溶解液供給槽 

抽出廃液受槽 

抽出廃液中間貯槽 

抽出廃液供給槽Ａ 

抽出廃液供給槽Ｂ 

プルトニウム溶液受槽 

プルトニウム溶液中間貯槽 

第２一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 

第４一時貯留処理槽 

高レベル廃液濃縮缶 ※１ 

精製建屋 
精製建屋 

水素爆発 

プルトニウム溶液供給槽 

プルトニウム溶液受槽 

油水分離槽 

プルトニウム濃縮缶供給槽 

プルトニウム濃縮缶 

プルトニウム溶液一時貯槽 

プルトニウム濃縮液受槽 

プルトニウム濃縮液計量槽 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 

リサイクル槽
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（つづき） 

建屋 機器グループ 機器 

精製建屋 
精製建屋 

水素爆発 

希釈槽 

第２一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 

第７一時貯留処理槽 

ウラン・プルト

ニウム混合脱硝

建屋

ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋

硝酸プルトニウム貯槽 

混合槽Ａ 

混合槽Ｂ 

一時貯槽 ※２ 

高レベル廃液ガ

ラス固化建屋

高レベル廃液ガラ

ス固化建屋

第１高レベル濃縮廃液貯槽 

第２高レベル濃縮廃液貯槽 

第１高レベル濃縮廃液一時貯槽 

第２高レベル濃縮廃液一時貯槽 

高レベル廃液共用貯槽 ※２ 

高レベル廃液混合槽Ａ 

高レベル廃液混合槽Ｂ 

供給液槽Ａ 

供給液槽Ｂ 

供給槽Ａ 

供給槽Ｂ 

※１ 長期予備は除く。

※２ 平常時は他の貯槽等の内包液を受け入れることができるよう，空き容

量を確保している。 
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1.9.28 重大事故等の拡大の防止等 

（重大事故等の拡大の防止等） 

第二十八条 再処理施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発生

した場合において、重大事故の発生を防止するために必要な措置を

講じたものでなければならない。 

２ 再処理施設は、重大事故が発生した場合において、当該重大事故

の拡大を防止するために必要な措置を講じたものでなければならな

い。 

３ 再処理施設は、重大事故が発生した場合において、工場等外への

放射性物質の異常な水準の放出を防止するために必要な措置を講じ

たものでなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項及び第２項に規定する「必要な措置」とは、以下に掲げる

措置をいう。 

一 それぞれの重大事故について、発生を防止するための設備、拡

大を防止するための設備が有効に機能するかを確認（有効性評

価）すること。確認に当たっては、重大事故が単独で、同時に又

は連鎖して発生することを想定して評価すること。ただし、類似

の事象が２つ以上ある場合には、最も厳しい事象で代表させるこ

とができるものとする。 

二 上記一の評価に当たっての前提条件は以下に掲げる条件をいう。 

① 確認に当たっての条件

確認に当たっては、作業環境（線量、アクセス性等を含
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む。）、電力量、冷却材量、資機材、作業員、作業体制等を適

切に考慮すること。 

② 事故発生の条件

重大事故が単独で、同時に又は連鎖して発生することを想定

するに当たっては、以下に掲げる共通要因故障を考慮すること。

関連性が認められない偶発的な同時発生の可能性を想定する必

要はない。 

a) 長時間の全交流動力電源喪失等によって想定される、冷却設

備や水素掃気設備等の安全機能の喪失の同時発生の可能性

b) 同一のセル内にある等、同じ防護区画内（発生する事故が、

他の設備・機能に影響を及ぼし得る範囲）にある系統及び機

器については、事故の発生防止対策の機能喪失の同時発生の

可能性

③ 事象進展の条件

a) 放射性物質の放出量は、重大事故に至るおそれがある事故の

発生以降、事態が収束するまでの総放出量とする。

b) セル内（セル内に設置されていない系統及び機器にあっては

建物内）に漏えいする有機溶媒その他の可燃性の液体の量、

放射性物質の量等は、最大取扱量を基に設定する。

c) 臨界の発生が想定される場合には、取り扱う核燃料物質の組

成（富化度）及び量、減速材の量、臨界継続の可能性、最新

の知見等を考慮し、適切な臨界の規模（核分裂数）が設定さ

れていることを確認する。また、放射性物質及び放射線の放

出量についても、臨界の規模に応じて適切に設定されている

ことを確認する。
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三 有効性評価の判断基準は、以下に掲げるものとする。 

重大事故について、発生を防止するための設備、拡大を防止す

るための設備が有効に機能することの確認については、作業環境

（線量、アクセス性等を含む。）、電力量、冷却材量、資機材、

作業員、作業体制等が適切に考慮されていることを確認した上で、

以下に掲げることを達成するための対策に有効性があることを確

認すること。 

① 臨界事故

a) 発生を防止するための設備が機能しなかったとしても、速や

かに未臨界に移行し、及び未臨界を維持できること。

② 冷却機能の喪失による蒸発乾固

a) 蒸発乾固の発生を未然に防止できること。

b) 発生を防止するための設備が機能しなかったとしても、放射

性物質の発生を抑制し、及び蒸発乾固の進行を緩和できるこ

と。

③ 放射線分解により発生する水素による爆発

a) 水素爆発の発生を未然に防止できること。

b) 水素爆発を防止するための設備が機能しなかったとしても、

水素爆発が続けて生じるおそれがない状態を維持できること。

④ 有機溶媒等による火災又は爆発

a) 火災及び爆発の発生を未然に防止できること。

b) 火災又は爆発の発生を防止するための設備が機能しなかった

としても、火災又は爆発を収束できること。

⑤ 使用済燃料貯蔵槽の冷却のための設備

使用済燃料貯蔵槽に貯蔵されている燃料の損傷のおそれがあ

208



る事故の発生を想定し、それが放射性物質又は放射線の敷地外

への著しい放出に至ることを防止するための適切な措置を講じ

なければならない。 

a) 「使用済燃料貯蔵槽に貯蔵されている燃料の損傷のおそれが

ある事故」とは、使用済燃料貯蔵槽内に貯蔵されている燃料

の損傷に至る可能性のある以下に掲げる事故をいう。 

イ 想定事故１： 

非常用の補給水系（設計基準で要求）が故障して補給水の

供給に失敗することにより、貯蔵槽内の水の温度が上昇し、

蒸発により水位が低下する事故。 

ロ 想定事故２： 

サイフォン効果等により貯蔵槽内の水の小規模な喪失が発

生し、貯蔵槽の水位が低下する事故。 

b) 上記⑤の「放射性物質又は放射線の敷地外への著しい放出に

至ることを防止するための適切な措置を講じなければならな

い」とは、上記 a) の想定事故１及び想定事故２に対して、

以下に掲げる評価項目を満足することを確認することをいう。 

イ 燃料有効長頂部が冠水していること。 

ロ 放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること。 

ハ 未臨界が維持されていること。 

⑥ 放射性物質の漏えい 

a) 重大事故の発生を未然に防止できること。 

b) 発生を防止するための設備が機能しなかったとしても、重大

事故の拡大を防止できること。 

２ 第３項に規定する「異常な水準の放出を防止する」とは、上記三
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①から④及び⑥において、放射性物質の放出量がセシウム１３７換

算で１００テラベクレルを十分下回るものであって、かつ、実行可

能な限り低いことをいう。 

３ 上記２の「セシウム１３７換算」については、例えば、放射性物

質が地表に沈着し、そこからのガンマ線による外部被ばく及び再浮

遊による吸入摂取による内部被ばくの５０年間の実効線量を用いて

換算することが考えられる。 

 

 適合のための設計方針 

「再処理規則」第一条の三に定められる，設計上定める条件より厳し

い条件の下において発生する重大事故に対しては，対策を検討し，必要な

設備，手順書及び体制を整備し，それらの有効性を評価する。したがって，

重大事故の発生を仮定する機器の特定として，重大事故の起因となる安全

機能の喪失及びその同時発生の範囲，機能喪失後の事象進展，重大事故の

発生規模，並びに重大事故の同時発生の範囲を明確にすることが必要であ

る。 

重大事故の発生を仮定する機器の特定に当たっては，重大事故の発生

を仮定する際の条件を設定し，これによる安全上重要な施設の機能喪失の

範囲を整理することで重大事故の発生を仮定する機器を特定し，重大事故

が単独で，同時に又は連鎖して発生することを仮定するとともに，それぞ

れの重大事故についての有効性評価の条件とする。 

特定された重大事故の想定箇所に対し，重大事故の発生防止対策及び

重大事故の拡大防止対策（以下「重大事故等対策」という。）が有効であ

ることを示すため，評価項目を設定した上で，評価の結果を踏まえて，設

備，手順及び体制の有効性を評価する。 
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有効性評価は，機能喪失の範囲，講じられる対策の網羅性及び生じる

環境条件を基に，代表事例を選定し実施する。 

また，重大事故等の対処に係る有効性を確認するために設定する評価

項目は，重大事故の特徴を踏まえた上で，重大事故の発生により，放射性

物質の放出に寄与する重大事故等のパラメータ又はパラメータの推移とし，

重大事故等対策が講じられた際に大気中へ放出される放射性物質の放出量

がセシウム－137 換算で 100 テラベクレルを十分下回るものであって，か

つ，実行可能な限り低いことを確認する。 

評価する重大事故等のパラメータ又はパラメータの推移は，以下に掲

げることを達成するために必要なパラメータとする。 

 (１) 臨界事故 

 ａ．発生を防止するための設備が機能しなかったとしても，速やかに

未臨界に移行し，及び未臨界を維持できること。 

 (２) 冷却機能の喪失による蒸発乾固 

 ａ．蒸発乾固の発生を未然に防止できること。 

ｂ．発生を防止するための設備が機能しなかったとしても，放射性物

質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止できること。 

 (３) 放射線分解により発生する水素による爆発 

 ａ．水素爆発の発生を未然に防止できること。 

ｂ．水素爆発を防止するための設備が機能しなかったとしても，水素

爆発が続けて生じるおそれがない状態を維持できること。 

 (４) 有機溶媒等による火災又は爆発 

有機溶媒等による火災は想定箇所として特定されないことから，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応について，以下に掲げることを達

成するための対策の有効性を確認する。 
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ａ．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を防止するための設備が

機能しなかったとしても，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を収束

できること。 

(５) 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

想定事故１（非常用の補給水系が故障して補給水の供給に失敗す

ることにより，貯蔵槽内の水の温度が上昇し，蒸発により水位が低

下する事故）及び想定事故２（サイフォン効果及び越流せきからの

流出（以下「サイフォン効果等」という。）により燃料貯蔵プール

等内の水の小規模な喪失が発生し，燃料貯蔵プール等の水位が低下

する事故）に関して，以下の評価項目を満足することを確認する。 

ａ．燃料有効長頂部が冠水していること。 

ｂ．放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること。 

ｃ．未臨界が維持されていること。 

添付書類八の下記項目参照 

6. 重大事故等の対処に係る有効性評価の

基本的な考え方

7. 重大事故等に対する対策の有効性

評価
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1.9.39 放射性物質の漏えいに対処するための設備 

（放射性物質の漏えいに対処するための設備） 

第三十九条 セル内又は建屋内（セル内を除く。以下この条において

同じ。）において系統又は機器からの放射性物質の漏えいを防止する

ための機能を有する施設には、必要に応じ、再処理規則第一条の三

第六号に規定する重大事故の発生又は拡大を防止するために必要な

次に掲げる重大事故等対処設備（建屋内において系統又は機器から

の放射性物質の漏えいを防止するための機能を有する施設にあって

は、第三号を除く。）を設けなければならない。 

一 系統又は機器からの放射性物質の漏えいを未然に防止するために必

要な設備 

二 系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した場合において当該

系統又は機器の周辺における放射性物質の漏えいの拡大を防止する

ために必要な設備 

三 系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した設備に接続する換

気系統の配管の流路を遮断するために必要な設備及び換気系統の配

管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放

射性物質を排出するために必要な設備 

四 系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した場合において放射

性物質の放出による影響を緩和するために必要な設備 

 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「重大事故等対処設備」とは、以下に掲げる設備

又はこれらと同等以上の効果を有する設備をいう。 
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一 第１項第１号に規定する「放射性物質の漏えいを未然に防止するた

めに必要な設備」の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそ

れがある安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

二 第１項第２号に規定する「放射性物質の漏えいの拡大を防止するた

めに必要な設備」の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそ

れがある安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

三 第１項第３号に規定する「系統又は機器から放射性物質の漏えいが

発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するために必

要な設備」とは、閉止弁、密閉式ダンパ等をいい、「換気系統の配管

内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射

性物質を排出するために必要な設備」とは、水封安全器等をいう。 

また、当該設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそ

れがある安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

四 第１項第４号に規定する「影響を緩和するために必要な設備」とは、

セル換気系統（建屋内において系統又は機器からの放射性物質の漏

えいを防止するための機能を有する施設にあっては、建屋換気系

統）を代替するための設備等をいう。 

また、セル換気系統の放射性物質を低減する機能を代替するため

の設備又は建屋換気系統の放射性物質を低減する機能を代替するた

めの設備の必要な個数は、再処理施設に設置された排風機の台数と

同数とする。 

五 上記一、二及び三については、設備の信頼性が十分に高いと判断さ

れない場合には、多様性も考慮して動作原理の異なる設備を追加す

ること。 

六 同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間で、設備を共用
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することは妨げない。 

七 上記の措置には、対策を実施するために必要となる電源、補給水、

再処理施設の状態を監視するための設備の整備を含む。 

 

適合のための設計方針 

放射性物質の漏えいは発生が想定されないことから，放射性物質の漏

えいに対処するための設備に対する設計方針は不要である。 
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6. 重大事故等の対処に係る有効性評価の基本的な考え方

6.1 重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生を仮定

する機器の特定 

6.1.1 重大事故の発生を仮定する際の条件の考え方 

重大事故の発生を仮定する機器の特定に当たり，外部からの影響によ

る機能喪失（以下 6.1 では「外的事象」という。）及び動的機器の故障，

静的機器の損傷等による機能喪失（以下 6.1 では「内的事象」という。）

並びにそれらの同時発生について検討し，重大事故の発生を仮定する際の

条件を設定する。 

(１) 外的事象

自然現象及び再処理施設敷地内又はその周辺の状況を基に想定される

飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒

ガス，船舶の衝突，電磁的障害等のうち再処理施設の安全性を損なわせ

る原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるも

のを除く。）（以下「人為事象」という。）（以下これらを「自然現象等」

という。）に対して，設計基準においては，想定する規模において安全

上重要な施設の安全機能が喪失しない設計としている。 

重大事故に至る可能性がある機能喪失又はその組合せを特定するため

には，安全機能を有する施設の設計において想定した規模よりも大きい

規模の影響を施設に与えることで，安全機能の喪失を仮定する必要があ

る。 

したがって，重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪

失の要因となる自然現象等を選定し，安全機能の喪失により考えられる

施設の損傷状態を想定する。 
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ａ．検討の母集団 

外部からの影響として，国内外の文献から抽出した自然現象等を対象

とする。 

ｂ．重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因とし

て考慮すべき自然現象等の選定 

 (ａ) 自然現象等の発生及び規模の観点からの選定 

ａ．のうち，重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪

失の要因となる可能性がある自然現象等として，以下の基準のいずれに

も該当しない自然現象等を選定する。 

基準１：重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の

要因となる自然現象等の発生を想定しない 

基準１－１：自然現象等の発生頻度が極めて低い 

基準１－２：自然現象等そのものは発生するが，重大事故の起因と

なる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる

規模の発生を想定しない 

基準１－３：再処理施設周辺では起こり得ない 

  基準２：発生しても重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機

能の喪失の要因となるような影響が考えられないことが明ら

かである 

自然現象に関しての選定結果を第6.1－１表に，人為事象に関しての

選定結果を第6.1－２表に示す。 

選定の結果，重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要

因となる可能性がある自然現象は，地震，森林火災，草原火災，干ばつ，

火山の影響，積雪及び湖若しくは川の水位降下である。 
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 (ｂ) 自然現象等への対処の観点からの選定 

上記(ａ)において，重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失

の要因となる可能性がある自然現象として選定した地震，森林火災，草

原火災，干ばつ，火山の影響（降下火砕物による積載荷重，フィルタの

目詰まり等），積雪及び湖若しくは川の水位降下について，発生規模を

整理する。 

発生規模に関しては，「設計上の安全余裕により，安全機能を有する

施設の安全機能への影響がない規模」，「設計上の安全余裕を超え，重

大事故に至る規模」，「設計上の安全余裕をはるかに超え，大規模損壊

に至る規模」をそれぞれ想定する。 

上記の自然現象のうち，森林火災及び草原火災，積雪並びに火山の影

響（降下火砕物による積載荷重）に関しては，消火活動，堆積した雪や

降下火砕物の除去を行うこと，また，干ばつ及び湖若しくは川の水位降

下については，工程を停止した上で必要に応じて外部からの給水を行う

ことにより，設計上の安全余裕を超える規模の自然現象を想定したとし

ても設備が機能喪失に至ることを防止できることから，重大事故の起因

となる機能喪失の要因となる自然現象として選定しない。 

したがって，地震及び火山の影響（降下火砕物によるフィルタの目詰

まり等）を重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要因と

なる自然現象として選定する。 

ｃ．重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要因となる自然

現象の組合せ 

重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要因となる可能

性がある自然現象については，重大事故の起因となる安全上重要な施設

の機能喪失の要因となる自然現象と，機能喪失に至る前に対処が可能な
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自然現象に分類できる。これらの自然現象を組み合わせることによって

想定する事態がより深刻になる可能性があることを考慮し，組合せの想

定の要否を検討する。 

組合せを想定する自然現象の規模については，設計上の想定を超える

規模の自然現象が独立して同時に複数発生する可能性は想定し難いこと

から，重大事故の起因となる機能喪失の要因となる可能性がある自然現

象に対して，設計上想定する規模の自然現象を組み合わせて，その影響

を確認する。  

 (ａ) 重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要因となる自然

現象と他の自然現象の組合せ 

重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要因となる自然

現象として選定された地震及び火山の影響（降下火砕物によるフィルタ

の目詰まり等）に対して，他の重大事故の起因として考慮すべき自然現

象との組合せの影響を検討する。検討に当たっては，同時に発生する可

能性が極めて低い組合せ，重大事故に至るまでに実施する対処に影響し

ない組合せ，一方の自然現象の評価に包絡される組合せを除外し，いず

れにも該当しないものを考慮すべき組合せとする。 

重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要因となる自然

現象と他の自然現象の組合せの検討結果を第 6.1－３表に示す。検討の

結果，重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要因となる

自然現象に対して組合せを考慮する必要のある自然現象はない。 

 (ｂ) 機能喪失に至る前に対処が可能な自然現象と他の自然現象の組合せ 

機能喪失に至るまでに対処が可能な自然現象として選定された森林火

災，草原火災，干ばつ，火山の影響（降下火砕物による積載荷重），積

雪及び湖若しくは川の水位降下に対して，他の重大事故の起因となる安

219



全上重要な施設の機能喪失の要因となる可能性がある自然現象との組合

せの影響を検討する。検討に当たっては，同時に発生する可能性が極め

て低い組合せ，重大事故に至る前に実施する対処に影響しない組合せ，

一方の自然現象の評価に包絡される組合せを除外し，いずれにも該当し

ないものを考慮すべき組合せとする。 

機能喪失に至るまでに対処が可能な自然現象と他の自然現象の組合せ

の検討結果を第 6.1－４表に示す。検討の結果，機能喪失に至る前に実

施する対処の内容が厳しくなる組合せとして火山の影響（降下火砕物に

よる積載荷重）及び積雪の組合せを想定するが，積雪及び火山の影響

（降下火砕物による積載荷重）が同時に発生した場合には，必要に応じ

て除雪及び降下火砕物の除去を実施することから，組合せを考慮する必

要のある自然現象はない。 

いずれの場合においても，重大事故の要因となる自然現象の組合せに

よる影響はないことから，重大事故の起因となる安全上重要な施設の機

能喪失の要因となる自然現象として地震及び火山の影響（降下火砕物に

よるフィルタの目詰まり等）を選定する。 

 

 (２) 内的事象 

ａ．設計基準における想定 

設計基準事故の想定においては，内的事象として以下を想定している。 

 (ａ) 静的機器の損傷 

放射性物質を内包する腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の移送配管

の貫通き裂による１時間漏えいを想定し，さらに漏えい液を回収するた

めの系統（以下「回収系」という）の単一故障を想定する。放射性物質

を内包する流体の移送配管以外の静的機器の損傷は，設計上定める条件
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においては想定していない。 

(ｂ) 動的機器の機能喪失 

事業指定基準規則の解釈第15条より，動的機器とは「外部からの動力

の供給を受けて，それを含む系統が本来の機能を果たす必要があるとき，

機械的に動作する部分を有する機器」であり，「排風機，弁，ダンパ，

ポンプ，遮断器，リレー等」をいう。 

ここでいう「外部からの動力」とは，その機器の動力源（電源，圧縮

空気，蒸気等）の他，機器を制御するために入力される信号及び運転員

による操作も含むものと整理する。したがって，外部入力によっても機

器が動作しない状態を「故障」，外部入力に対して所定の機能以外の動

作をする状態を「誤作動」，及び外部入力のうちの運転員による操作間

違いを「誤操作」とする。 

ⅰ．単一故障，単一誤作動又は単一誤操作 

安全上重要な施設の動的機器については単一故障を想定し，その場

合でも安全上重要な施設の安全機能が喪失しないよう，独立した系統

で多重化又は多様化を講じている。また，単一誤作動及び単一誤操作

によっても安全上重要な施設の安全機能を喪失しないような系統構成

及び運転手順としている。 

ⅱ．短時間の全交流動力電源の喪失 

安全上重要な施設は非常用所内電源系統からの給電を可能とするこ

とから，安全評価においては外部電源の喪失から30分後に安全機能が

回復することを想定している。 

ｂ．重大事故の起因として想定する内的事象 

ａ．で整理した設計基準における想定を踏まえ，設計基準としては喪

失を想定していない安全機能を喪失させる，又は設計基準事故の規模を
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拡大させる条件として，静的機器の損傷及び動的機器の機能喪失を以下

のとおり想定する。 

 (ａ) 静的機器の損傷 

配管内の流体（溶液，有機溶媒等）は中低エネルギ流体系であり，米

国ＮＲＣのＳＴＡＮＤＡＲＤ ＲＥＶＩＥＷ ＰＬＡＮ 3.6.2に基づき

設計基準事故においては移送配管の破損規模として貫通き裂を想定して

いるが，これを超える損傷として全周破断を想定し，さらに回収系の単

一故障を想定する。 

対象は，再処理施設の放射性物質を内包する腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）を内包する配管とする。非腐食性の流体（空気，気送による

粉末又は冷却水）を内包する配管に関しては，腐食の進行が緩やかであ

り，保守点検により健全性を維持できることから，機能喪失の対象とし

ない。 

また，配管が破断した場合には，早期に検知が可能であり，工程停止

等の措置を行うことができるため，複数の配管の全周破断の同時発生は

考慮しない。 

 (ｂ) 動的機器の機能喪失 

ⅰ．動的機器の多重故障，多重誤作動又は多重誤操作 

単一故障，単一誤作動又は単一誤操作を超える条件として，独立し

た系統で構成している同一機能を担う安全上重要な施設の動的機器に

対して，多重故障，多重誤作動又は多重誤操作による機能喪失を想定

する。 

共通要因により発生するおそれのない機器における関連性が認めら

れない偶発的な同時発生は想定しない。 
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ⅱ．長時間の全交流動力電源の喪失 

外部電源の喪失に加え，非常用所内電源系統の機能喪失による，長

時間の全交流動力電源の喪失を想定する。 

(３) 重大事故の発生を仮定する際の条件

前項までにおいて想定した，重大事故の起因となる機能喪失の要因と

なる外的事象及び内的事象について，想定する機能喪失の状況を詳細化

するとともに，機能喪失を想定する対象設備，また同時に機能喪失を想

定する範囲を明確にすることで，それぞれの外的事象及び内的事象とし

ての機能喪失の状態を「重大事故の発生を仮定する際の条件」として設定

することにより，重大事故の発生を仮定する機器を特定するとともに，そ

れぞれの重大事故についての有効性評価の条件とする。 

ａ．外的事象 

(ａ) 地震 

ⅰ．発生する外力の条件 

基準地震動を超える地震動の地震を想定する。 

ⅱ．発生する外力と施設周辺の状況 

地震により加速度が発生する。地震による加速度は，敷地内外を問

わず，周辺の設備に対しても一様に加わる。したがって，送電線の鉄

塔が倒壊することにより外部電源が喪失する可能性がある。 

ⅲ．影響を受ける設備 

全ての設備の安全機能について，外力の影響により喪失の可能性が

ある。 

ⅳ．外力の影響により喪失する機能 

基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計に

より維持する静的な機能は，地震の外力（加速度）による機能喪失を
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想定しない。これら以外の機能は，全て機能を喪失する（地震の加速

度により，機器が損傷し，機能を喪失する）。 

動的機器については，動力源，制御部，駆動部と多くの要素から構

成され，復旧に要する時間に不確実性を伴うことから，全ての動的機

器に対して機能喪失を想定する。 

ⅴ．外力による機能喪失の影響による機能喪失 

外部電源の喪失に加えて，非常用所内電源系統が機能喪失すること

により，電源を必要とする機器は全て機能喪失に至るものとする。 

ⅵ．外力の影響による機能喪失後の施設状況 

基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計に

より維持する機能に該当しない静的な機能の喪失により，溢水，化学

薬品漏えいが発生することに加え，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考

慮した際に機能維持できる設計により維持する機能に該当しない静的

な機能は，継続して長時間機能喪失を想定する。また，電源を必要と

する機器は全て機能喪失に至るものとすることから，安全上重要な施

設の安全機能確保のための支援機能（非常用所内電源系統，その他再

処理設備の附属施設の蒸気供給設備の安全蒸気系，その他再処理設備

の附属施設の圧縮空気設備の安全圧縮空気系の安全圧縮空気系（以下

6.1 では「安全圧縮空気系」という。）等）についても，継続して長

時間機能喪失を想定する。 

 (ｂ) 火山の影響 

ⅰ．想定する条件 

火山の影響により降下火砕物の発生を想定する。 

ⅱ．発生する外力と施設周辺の状況 

火山の影響により降下火砕物が発生する。降下火砕物は，敷地内外
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を問わず，周辺の設備に対しても一様に影響を与える。したがって，

送電線の碍子に降下火砕物が堆積すること等により外部電源が喪失す

る可能性がある。 

ⅲ．影響を受ける設備 

屋内の動的機器のうち，外気を取り込む機器に関しては，降下火砕

物によりフィルタが目詰まりすることにより，機能喪失に至ることを

想定する。 

ⅳ．外力の影響により喪失する機能 

外部電源の喪失に加えて，屋外の動的機器であるその他再処理設備

の附属施設の給水施設の冷却水設備の再処理設備本体用の安全冷却水

系（再処理設備本体用）（以下 6.1 では「安全冷却水系（再処理設備

本体用）」という。）の冷却塔に対して機能喪失を想定する。また，屋

内の動的機器のうち空気圧縮機，非常用所内電源系統の非常用ディー

ゼル発電機のフィルタが，降下火砕物により目詰まりすること等によ

り，機能喪失に至ることを想定する。 

ⅴ．外力による機能喪失の影響による機能喪失 

外部電源の喪失に加えて，非常用所内電源系統が機能喪失すること

により，電源を必要とする機器は全て機能喪失に至るものとする。 

ⅵ．外力の影響による機能喪失後の施設状況 

静的機器については機能喪失を想定しないが，電源を必要とする機

器は全て機能喪失に至るものとすることから，安全上重要な施設の安

全機能確保のための支援機能（非常用所内電源系統，その他再処理設

備の附属施設の蒸気供給設備の安全蒸気系，安全圧縮空気系等）につ

いても，継続して長時間機能喪失を想定する。 
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ｂ．内的事象 

 (ａ) 配管の全周破断 

放射性物質を内包する腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を内包する

配管の全周破断を想定する。また，破断を想定した配管に加えて，回収

系の単一故障を想定する。 

配管の全周破断による漏えいが発生した場合は，漏えい検知装置又は

移送時の液位変動の監視により速やかに漏えいを検知し ，送 液を停止

することができるが，誤操作等の影響を考慮し，漏えいは１時間継続す

ると想定する。ただし，回分移送の場合であって，１時間以内に移送が

終了する場合は，平常運転時における最大の回分移送量が漏えいすると

想定する。また，配管の全周破断により機器に保有している液体が漏え

いする可能性がある場合には，機器の設計最大保有量に加えて，当該機

器への送液分が漏えいすることを想定する。 

また，複数箇所からの漏えいの同時発生は，関連性が認められないこ

とから，想定しない。配管から漏えいした液体により被水する可能性が

ある動的機器は，機能喪失を想定する。 

 (ｂ) 動的機器の多重故障，多重誤作動又は多重誤操作 

ⅰ．動的機器の多重故障 

独立した系統で構成している同一機能を担う安全上重要な施設の動

的機器に対して，全台の故障により，当該機器が有する動的機能の喪

失を想定する。 

その結果，動力源（電源，圧縮空気，蒸気等）が喪失する場合は，

それらが供給されることで機能を果たす動的機器の機能も同時に喪失

を想定する。 

上記以外の動的機器については，互いに関連性がない動的機器が同
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時に多重故障に至るとは考え難いことから同時に機能を喪失しない。

また，動的機器の多重故障は，静的機器の損傷の要因にはならないこ

とから，静的機器の機能喪失は想定しない。 

ⅱ．動的機器の多重誤作動 

独立した系統で構成している同一機能を担う安全上重要な施設の動

的機器に対して多重誤作動を想定する。その際，互いに関連性がない

動的機器が同時に多重誤作動に至るとは考え難いことから，多重誤作

動の同時発生は考慮しない。具体的には，安全上重要な施設の異常の

発生防止機能（ＰＳ）を担保する安全上重要な施設の動的機器並びに

異常の拡大防止及び影響緩和機能（ＭＳ）を担保する安全上重要な施

設の動的機器が同時に機能喪失に至ることは，上記ⅰ．の多重誤作動

の同時発生に該当することから想定しない。 

動的機能の誤作動として以下の事象を想定する。 

 (ⅰ) 異常停止（起動操作時に起動できないことを含む） 

 (ⅱ) 異常起動（停止操作時に停止できないことを含む） 

 (ⅲ) 出力低下 

 (ⅳ) 出力過剰 

 (ⅴ) インターロック（警報）不作動 

 (ⅵ) インターロック（警報）誤作動 

上記のうち，(ⅰ)，(ⅲ)及び(ⅴ)は機器（計装設備）の故障と同一の事象

として整理できる。また，(ⅵ)については，警報の発報に対して運転員

が安全側の対応を講ずるので事故の起因にはならない。したがって，

多重誤作動として考慮する事象は(ⅱ)及び(ⅳ)とし，具体的には流量の増

加（供給流量又は換気風量の増加）を想定する。 
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ⅲ．多重誤操作 

安全上重要な施設が担う機能に関する運転員の単一の「行為」につ

いて，多重誤操作を想定する。その際，確認を複数の運転員で行って

いたとしても，誤った操作をすることを想定する。複数の行為におい

て，連続して複数の運転員が誤操作することは考え難いため，多重誤

操作の同時発生は考慮しない。 

安全上重要な施設の機器の動的な安全機能は，運転員の操作に期待

しておらず，安全上重要な施設の機能に対する誤操作としては，安全

機能を担保する機器の操作に関わるものとして，以下の誤操作を想定

する。 

  (ⅰ) 安全上重要な施設の動的機器の操作 

安全上重要な施設の動的機器の操作については，当該機器の保守や

運転モード切り替えにおける起動，停止の作業における誤操作を想定

する。この場合，起こり得る現象としては当該機器の多重誤作動（異

常停止，異常起動及び出力異常）と同じであり，多重誤作動と同一の

事象として整理できる。 

  (ⅱ)  安全上重要な施設の警報吹鳴に対する運転員対応 

以下に示す安全上重要な施設の警報が吹鳴した場合の運転員操作

における誤操作を想定する。 

１） 塔槽類廃ガス処理設備の圧力警報

２） 第１よう素追出し槽及び第２よう素追出し槽の溶解液密度高によ

る警報 

３） プルトニウム洗浄器アルファ線検出器の計数率高による警報

（分離施設又は精製施設） 

４） セルの漏えい液受皿の集液溝の液位警報
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このうち，１）については，警報対応時の誤操作を考慮しても，排風

機の出力低下又は停止の事象に含まれる。２）及び３）については，誤操

作を考慮しても設備的に臨界に至る条件とならない。また，４）につい

ては，漏えい液受皿の集液溝の液位警報が吹鳴した場合の運転員によ

る液移送の停止操作における誤操作を想定する。しかし，この場合は

他のパラメータ（漏えい液受皿の液位変化や移送元及び移送先の槽の

液位変化）を監視することにより，漏えいの停止の有無が判断できる

ことから，誤操作に容易に気付くことができる。誤操作により漏えい

量が増加する可能性があるが，重大事故の 発生を仮定する機器 の特

定における漏えい量を十分な時間余裕（１時間）を想定した漏えい量

としているため，誤操作の影響はない。 

  (ⅲ) 施錠管理を伴う溶液の移送 

施錠管理を伴う溶液の槽間移送を行う場合の運転員操作における誤

操作を想定する。施錠管理を伴う溶液の移送については以下に示す複

数のステップ（臨界となる可能性のある状態に達するまでに期待でき

る防止措置）を経て実施する。 

   １） 計画策定 

   ２） 臨界施錠管理（試料採取及び分析） 

   ３） 臨界施錠管理（結果確認） 

それぞれのステップにおいては，複数の運転員による確認行為が行

われており，これらのどの行為について多重誤操作を想定しても，臨

界に至る条件は成立しない。このため，施錠管理を伴う溶液の移送に

おける多重誤操作を想定しても事故に至ることはない。 

 (ｂ) 長時間の全交流動力電源の喪失 

外部電源の喪失時に，非常用ディーゼル発電機が多重故障により起動
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しないことを想定する。 

これにより，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び再処理設備本体におい

て，全ての交流動力電源が喪失することから，電源により駆動する動的

機器は，全て機能喪失を想定する。当該機器が電源以外で駆動する場合

であっても，その駆動源を供給する機器が電源を要する場合には，機能

喪失を想定する。 

全交流動力電源の喪失と同時に動的機器自体の故障は想定しないこと

から，非常用ディーゼル発電機の復旧までの間に外部電源が回復又は喪

失した電源を代替することにより，動的機器は対処において期待できる。

また，全ての静的機能は維持されることから，対処において期待できる。 

以上より，重大事故の発生を仮定する際の 安全上重要な施設の条件

として，外的事象と内的事象のそれぞれについて，機能喪失を想定する

対象設備，また同時に機能喪失を想定する範囲を以下のとおり設定する。 

ａ．外的事象 

地  震 ：安全上重要な施設 の動的機器及び交流動力電源の機能は

復旧に時間を要することを想定し全て長時間機能喪失する。

また，安全上重要な施設 の静的機器の機能は長時間機能

喪失する。ただし，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮し

た際に機能維持できる設計とした 安全上重要な施設の静

的機器は機能を維持する 。 

火山の影響：交流動力電源及び屋外に 設置する安全上重要な施設 の動

的機器の機能並びに屋内の外気を吸い込む 安全上重要な

施設 の動的機器の機能は降下火砕物によるフィルタ目詰

まり等により全て長時間機能喪失する。 
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ｂ．内的事象 

配管の全周破断：腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を内包する 安全

上重要な施設の 配管の全周破断と回収系の単一故障

が同時発生する。 

動的機器の多重故障：安全上重要な施設の 動的機器の多重故障により機

能喪失する。 

長時間の全交流動力電源の喪失：全交流動力電源の喪失により 安全上

重要な施設の 動的機器が全て機能喪

失する。 

 (ｃ) 外的事象及び内的事象の同時発生 

外的事象及び内的事象のそれぞれの同時発生については，以下のとお

り考慮する必要はない。 

ⅰ．外的事象同士の同時発生 

外的事象はそれぞれ発生頻度が極めて低いことに加え，火山の影響

による機能喪失の範囲は地震による機能喪失の範囲に包絡されること

から考慮する必要はない。 

ⅱ．内的事象同士の同時発生 

内的事象発生時には速やかに対処を行うことに加え，それぞれの内

的事象は関連性の認められない偶発的な事象となることから考慮する

必要はない。 

ⅲ．外的事象と内的事象の同時発生 

外的事象は発生頻度が極めて低いことに加え，外的事象と内的事象

は関連性の認められない偶発的な事象となることから考慮する必要は

ない。 

以上より，外的事象及び内的事象をそれぞれ考慮することにより，適
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切に重大事故の発生を仮定する機器を特定することが可能である。 
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6.1.2 個々の重大事故の発生の仮定 

設備ごとの安全機能の整理と機能喪失により発生する事故の分析を行い，

重大事故の発生を仮定する際の条件による安全機能の喪失状態を特定する

ことで，その重大事故の発生を仮定する機器を特定する。  

 (１) 設備ごとの安全機能の整理と機能喪失により発生する事故の分析 

ａ．対象の整理 

安全機能の喪失を想定する対象は，公衆への著しい被ばく影響をもた

らす可能性のある事故が重大事故であることを踏まえ，安全機能を有す

る施設のうち安全上重要な施設とする。安全上重要な施設は，その機能

喪失により，公衆及び従事者に過度の放射線被ばくを及ぼす可能性のあ

る機器を選定していることから，安全上重要な施設の安全機能を対象と

して，安全機能の喪失を考慮し，重大事故に至る可能性を整理する。安

全機能を有する施設のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施

設の機能が喪失したとしても，公衆及び従事者に過度な放射線被ばくを

及ぼすおそれはない。 

ｂ．重大事故を発生させ得る安全機能の喪失又はその組合せの特定 

安全上重要な施設の安全機能が喪失した場合に至る施設状態及びその

後の事象進展を分析することにより，重大事故に至る可能性がある機能

喪失又はその組合せを整理する。 

 (２) 安全機能喪失状態の特定 

重大事故を発生させ得る安全機能の喪失又はその組合せが，重大事故

の発生を仮定する際の 条件において発生するか否かを判定する。 

安全機能が喪失しない，又は安全機能が組合せで同時に喪失しなけれ

ば，事故が発生することはなく，重大事故に至らないと判定できる。 
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 (３) 重大事故の発生を仮定する機器 

   (２)により，重大事故を発生させ得る安全機能の喪失又はその組合せが

発生する場合には，重大事故の発生の可能性がある箇所（機器、セル、

室等）ごとに重大事故に至るかを評価し，重大事故の発生を仮定する箇

所を特定する。 

ａ．事故発生の判定 

 (２)において，安全機能が喪失する，又は安全機能が組合せで喪失する

場合であっても，評価によって事故（大気中への放射性物質の放出）に

至らないことを確認できれば，重大事故に至らないと判定できる。 

ｂ．重大事故の判定 

上記ａ．において，評価によって事故に至らないことを確認できない

場合には，事故の収束手段，事象進展の早さ又は公衆への影響をそれぞ

れ評価する。 

具体的には，安全機能の喪失又はその組合せが発生したとしても，設

計基準対象の施設 で事象の収束が可能である，安全機能の喪失から事

故に至るまでの間に喪失した安全機能の復旧が可能である，又は機能喪

失時の公衆への影響が平常 運転 時と同程度であれば，設計基準として

整理する事象に該当する。 

いずれにも該当しない場合には，重大事故の発生を仮定する機器とし

て特定する。 

 また，重大事故の同時発生については，機能喪失の要因との関連にお

いて，同種の重大事故が複数箇所で同時に発生する場合と，異種の重大

事故が同一箇所又は複数箇所で同時に発生する場合をそれぞれ仮定する。 
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6.1.3 重大事故の発生を仮定する機器の特定結果 

 (１) 臨界事故 

臨界事故は，臨界が発生することにより，気体状の放射性物質や放

射性エアロゾルが発生し，大気中への放射性物質の放出量が増加する

ものである。 

ａ．地震の場合 

  基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計によ

り形状・寸法の核的制限値等が維持され ることから 事故 の発生は想定

されない 。また，地震発生時には工程を停止することからプロセス量

に変動は起こらず，平常運転時において核燃料物質の濃度が未臨界濃

度以下，又は核燃料物質の質量が未臨界質量以下の 機器 では事故 の発

生は想定されない 。 

ｂ．火山の影響の場合 

   工程を停止することから，プロセス量に変動は起こらず，核的制限値

を超えることはないため，事故 の発生は想定されない 。 

ｃ．配管の全周破断の場合 

核燃料物質の漏えいは生じるが，漏えいする溶液の濃度が未臨界濃度

であれば事故 の発生は想定されない 。また，漏えいする溶液の濃度が

未臨界濃度を超える場合でも，漏えいを検知して１時間以内に漏えいを

停止することにより，漏えい液受皿の核的制限値の保持機能は維持され

ることから事故 の発生は想定されない 。 

ｄ．動的機器の多重故障の場合 

工程を停止することで，プロセス量に変動は起こらず，核的制限値を

超えることはない。また，多重誤操作においては，臨界に至る条件が成

立しないことから事故 の発生は想定されない 。 
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ｅ．長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

工程が停止することで，プロセス量に変動は起こらず，核的制限値を

超えることはないため，事故 の発生は想定されない 。 

臨界事故は，過去に他の施設において発生していること，臨界事故

の発生に対しては直ちに対策を講ずる必要があること，及び臨界事故

は核分裂の連鎖反応によって放射性物質が新たに生成するといった特

徴を有している。このため，設計基準事故では臨界管理上重要な施設

である溶解槽において硝酸の供給に係る多重の誤操作により，事故が

発生することを想定している。重大事故の発生を仮定する際の条件下

では，上記のとおり臨界事故 の発生は想定されないが，技術的な想定

を超えて，複数の動的機器の多重故障及び多重誤作動並びに運転員の

多重誤操作により多量に核燃料物質が集積することを想定し，設計基

準事故で発生を想定していた溶解槽を含め， 8 つの機器を特定し，こ

れらの機器において単独での臨界事故の発生を仮定する。 

臨界事故の発生を仮定する機器を第 6.1－５表に示す。 

 

 (２) 冷却機能の喪失による蒸発乾固 

冷却機能の喪失による蒸発乾固は，安全冷却水系（再処理設備本体

用）の冷却機能の喪失により発生する可能性があり，その後，溶解液，

抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は高レベル廃液が沸騰に至ること

で，放射性エアロゾルが発生し，大気中への放射性物質の放出量が増

加するものである。 

ａ．地震の場合 

   安全冷却水系（再処理設備本体用）の冷却水のポンプ，屋外に設置す

る冷却塔等の直接的な機能喪失及び電源喪失による間接的な機能喪失
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により溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は高レベル廃液を

内包する 59 の機器で「崩壊熱除去機能」が喪失する。このうち６機器

については，安全機能の喪失から事故に至るまでの間に喪失した安全

機能の復旧が可能であるため設計基準として整理する事象に該当する

ことから，53 の機器を特定し，蒸発乾固の発生を仮定する。 

機器外の蒸発乾固については，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮

した際に機能維持できる設計により漏えいは発生しないため 事故の発

生は想定されない。 

ｂ．火山の影響の場合 

屋外に設置する安全冷却水系（再処理設備本体用）の冷却塔の直接的

な機能喪失並びに電源喪失による冷却水のポンプ，屋外に設置する冷

却塔等の間接的な機能喪失により溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウ

ム溶液又は高レベル廃液を内包する 59 の機器で「崩壊熱除去機能」が

喪失する。このうち６機器については，安全機能の喪失から事故に至

るまでの間に喪失した安全機能の復旧が可能であるため設計基準とし

て整理する事象に該当することから，53 の機器を特定し，蒸発乾固の

発生を仮定する。 

ｃ．配管の全周破断の場合 

 冷却水を内包する配管は腐食の進行が緩やかであり，保守点検によ

りその機能を維持できることから，漏えいは想定せず，したがって 事

故 の発生は想定されない 。また，配管の全周破断においては，冷却対

象の機器からの漏えいは発生するが，回収系が多重化されていること

から事故 の発生は想定されない 。 

ｄ．動的機器の多重故障の場合 

安全冷却水系（再処理設備本体用）の外部ループの冷却水のポンプ又
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は屋外に設置する冷却塔の多重故障により，溶解液，抽出廃液，硝酸

プルトニウム溶液又は高レベル廃液を内包する 59 の機器で「崩壊熱除

去機能」が喪失する。このうち６機器については，安全機能の喪失か

ら事故に至るまでの間に喪失した安全機能の復旧が可能であるため設

計基準として整理する事象に該当することから，53 の機器を特定し，

蒸発乾固の発生を仮定する。 

また，安全冷却水系（再処理設備本体用）の内部ループの冷却水のポ

ンプが多重故障により機能喪失した場合には，その内部ループに接続

されている貯槽等で同時に重大事故の発生を仮定し，対策が同じ重大

事故の発生を仮定する機器のグループである「機器グループ」の単位

で，５建屋 13 機器グループを特定し，蒸発乾固の発生を仮定する。 

ｅ．長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

設計基準事故での想定である短時間の全交流動力電源の喪失に対して

長時間の全交流動力電源の喪失を想定することにより，電源喪失によ

る安全冷却水系（再処理設備本体用）の冷却水のポンプ，屋外に設置

する冷却塔等の間接的な機能喪失により溶解液，抽出廃液，硝酸プル

トニウム溶液又は高レベル廃液を内包する 59 の機器で「崩壊熱除去機

能」が喪失する。このうち６機器については，安全機能の喪失から事

故に至るまでの間に喪失した安全機能の復旧が可能であるため設計基

準として整理する事象に該当することから，53 の機器を特定し，蒸発

乾固の発生を仮定する。 

冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生を仮定する機器及び機器グルー

プを第 6.1－６表に示す。 
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 (３) 放射線分解により発生する水素による爆発 

放射線分解により発生する水素による爆発は，安全圧縮空気系の掃

気機能の喪失により発生する可能性があり，その後，溶解液，抽出廃

液，硝酸プルトニウム溶液又は高レベル廃液を内包する機器内の水素

濃度が上昇して水素爆発が生じることで，放射性エアロゾルが発生し，

大気中への放射性物質の放出量が増加するものである。 

ａ．地震の場合 

   安全圧縮空気系の空気圧縮機の直接的な機能喪失，並びに空気圧縮機

を冷却する安全冷却水系（再処理設備本体用）の外部ループの冷却水

のポンプ又は屋外に設置する冷却塔の機能喪失及び電源喪失による間

接的な機能喪失により溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は

高レベル廃液を内包する 86 の機器で「掃気機能」が喪失する。このう

ち７機器については安全機能の喪失から事故に至るまでの間に喪失し

た安全機能の復旧が可能であるため設計基準として整理する事象，30

機器については機能喪失時の公衆への影響が平常運転時と同程度であ

るため設計基準として整理する事象に該当することから，49 の機器を

特定し，水素爆発の発生を仮定する。 

機器外の水素爆発については，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮

した際に機能維持できる設計により漏えいは発生しないため 事故の発

生は想定されない。 

ｂ．火山の影響の場合 

安全圧縮空気系の空気圧縮機の直接的な機能喪失，並びに電源喪失

及び空気圧縮機を冷却する安全冷却水系（再処理設備本体用）の機能

喪失による安全圧縮空気系の空気圧縮機の間接的な機能喪失により溶

解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は高レベル廃液を内包する
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86 の機器で「掃気機能」が喪失する。このうち７機器については安全

機能の喪失から事故に至るまでの間に喪失した安全機能の復旧が可能

であるため設計基準として整理する事象，30 機器については機能喪失

時の公衆への影響が平常運転時と同程度であるため設計基準として整

理する事象に該当することから，49 の機器を特定し，水素爆発の発生

を仮定する。 

ｃ．配管の全周破断の場合 

   空気又は冷却水を内包する配管は腐食の進行が緩やかであり，保守点

検によりその機能を維持できることから，漏えいは想定せず，したが

って 事故 の発生は想定されない 。また，水素掃気対象機器からの漏え

いは発生するが，セル から の排気機能が維持されていることから事故

の発生は想定されない 。 

ｄ．動的機器の多重故障の場合 

   安全圧縮空気系の空気圧縮機の多重故障により溶解液，抽出廃液，硝

酸プルトニウム溶液又は高レベル廃液を内包する 86 の機器で「掃気機

能」が喪失する。このうち７機器については安全機能の喪失から事故

に至るまでの間に喪失した安全機能の復旧が可能であるため設計基準

として整理する事象，30 機器については機能喪失時の公衆への影響が

平常運転時と同程度であるため設計基準として整理する事象に該当す

ることから，49 の機器を特定し，水素爆発の発生を仮定する。 

   また，外部ループの冷却水のポンプ又は屋外に設置する冷却塔の多重

故障により，安全圧縮空気系の空気圧縮機が冷却できなくなり，安全

圧縮空気系の空気圧縮機の間接的な機能喪失により溶解液，抽出廃液，

硝酸プルトニウム溶液又は高レベル廃液を内包する 86 の機器で「掃気

機能」が喪失する。このうち７機器については安全機能の喪失から事
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故に至るまでの間に喪失した安全機能の復旧が可能であるため設計基

準として整理する事象，30 機器については機能喪失時の公衆への影響

が平常運転時と同程度であるため設計基準として整理する事象に該当

することから，49 の機器を特定し，水素爆発の発生を仮定する。 

ｅ．長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

   設計基準事故での想定である短時間の全交流動力電源の喪失に対して

長時間の全交流動力電源の喪失を想定することにより，電源喪失によ

る安全圧縮空気系の空気圧縮機の間接的な機能喪失により溶解液，抽

出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は高レベル廃液を内包する 86 の機器

で「掃気機能」が喪失する。このうち７機器については安全機能の喪

失から事故に至るまでの間に喪失した安全機能の復旧が可能であるた

め設計基準として整理する事象，30 機器については機能喪失時の公衆

への影響が平常時と同程度であるため設計基準として整理する事象に

該当することから，49 の機器を特定し，水素爆発の発生を仮定する。 

放射線分解により発生する水素による爆発の発生を仮定する機器を

第6.1－７表に示す。 

 

 (４) 有機溶媒等による火災又は爆発 

有機溶媒等による火災又は爆発における重大事故は，有機溶媒等に

よる火災または爆発が生じることにより，放射性エアロゾルが発生し，

大気中への放射性物質の放出量が増加するものである。 

ａ．地震の場合 

工程が停止することで，温度上昇が抑制され有機溶媒の引火点，ＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応の開始温度に至ることはない，又は 還元

炉への水素の供給が停止することから，水素濃度は可燃限界濃度に至る
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ことはないため，事故 の発生は想定されない 。 

ｂ．火山の影響の場合 

工程が停止することで，温度上昇が抑制され有機溶媒の引火点，ＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応の開始温度に至ることはない，又は 還元

炉への水素の供給が停止することから，水素濃度は可燃限界濃度に至る

ことはないため，事故 の発生は想定されない 。 

ｃ．配管の全周破断の場合 

  有機溶媒の漏えいは生じるが，放熱を考慮すれば崩壊熱による温度上

昇が抑制され，有機溶媒の引火点に至ることはなく，事故 の発生は想

定されない 。 

ｄ．動的機器の多重故障の場合 

工程を停止することで，温度上昇は抑制され，有機溶媒の引火点及び

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の開始温度に至ることはない，又は

還元炉への水素の供給を停止することから，水素濃度は可燃限界濃度に

至ることはないため，事故 の発生は想定されない 。 

ｅ．長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

工程が停止することで，温度上昇は抑制され，有機溶媒の引火点及び

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の開始温度に至ることはない，又は

還元炉への水素の供給が停止することから，水素濃度は可燃限界濃度に

至ることはないため，事故 の発生は想定されない 。 

有機溶媒等による火災又は爆発のうち，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応は，過去に海外の複数の再処理施設において，硝酸溶液とＴＢＰ等

の接触により発生しており，また，事故の発生に対しては直ちに対策を

講ずる必要がある。このため，設計基準事故では，溶液の温度上昇防止

機能，ＴＢＰの混入防止機能等の多重の機能喪失により精製建屋のプル
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トニウム濃縮缶において事故が発生することを想定している。重大事故

の発生を仮定する際の条件下では，上記のとおりＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応 の発生は想定されないが ，設計基準事故の機能喪失に加え，

技術的な想定を超えて 溶液の供給停止回路が誤作動することにより，

設計基準事故の想定を上回る量のＴＢＰが混入した事故が発生すること

を仮定する。その結果，設計基準事故で発生を想定していた精製建屋の

プルトニウム濃縮缶を特定し，本重大事故が単独で発生することを仮定

する。 

 

 (５) 使用済燃料の著しい損傷 

ａ．想定事故１ 

 (ａ) 地震の場合 

プール水冷却系，その他再処理設備の附属施設の冷却水設備の安全

冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）（以下 6.1 では

「安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）」とい

う。）及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の使用済燃料の貯蔵施

設の使用済燃料貯蔵設備の補給水設備（以下「補給水設備」という。）

のポンプ等の動的機器の直接的な機能喪失並びに電源喪失による間接

的な機能喪失により，燃料貯蔵プール等において「崩壊熱除去機能」

が喪失する。ただし，同時に「プール水の保持機能」も喪失すること

に加え，燃料貯蔵プール等の水の温度が上昇し，蒸発により水位が低

下する事故（以下「想定事故１」という。）は燃料貯蔵プール等の水面

が揺動しない事故，「プール水の保持機能」が喪失し，サイフォン効果

及び越流せきからの流出（以下「サイフォン効果等」という。）により，

ＢＷＲ燃料用，ＰＷＲ燃料用，ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用の合計３
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基の燃料貯蔵プール，並びに受け入れた使用済燃料を仮置きする燃料

仮置きピット及び前処理建屋へ使用済燃料を送り出すための燃料送出

しピット内の水の小規模な喪失が発生し，燃料貯蔵プール等の水位が

低下する事故（以下「想定事故２」という。）は燃料貯蔵プール等の水

面が揺動をする事故と整理し，地震によるスロッシングを考慮して想

定事故２として発生を仮定する。 

(ｂ) 火山の影響の場合 

屋外に設置する安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設用）の冷却塔の直接的な機能喪失並びに電源喪失によるプール水冷

却系，安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）及び

補給水設備のポンプの間接的な機能喪失により燃料貯蔵プール等にお

いて同時に「崩壊熱除去機能」が喪失する。その結果，想定事故１の

発生を仮定する。 

(ｃ) 配管の全周破断の場合 

冷却水を内包する配管は腐食の進行が緩やかであり，保守点検によ

りその機能を維持できることから，漏えいは想定せず，したがって 事

故 の発生は想定されない 。 

(ｄ) 動的機器の多重故障の場合 

プール水冷却系のポンプ，安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設用）のポンプ又は屋外に設置する安全冷却水系（使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）の冷却塔の多重故障により沸騰に

は至るものの，補給水設備からの給水を継続することにより燃料貯蔵

プール等の水位を維持できることから事故 の発生は想定されない 。 

また，補給水設備のポンプが多重故障しても，プール水冷却系及び

安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）により冷却
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が継続される。自然蒸発による燃料貯蔵プール等の水位低下に対して

は，その他再処理設備の附属施設の給水処理設備からの給水 が可能で

あることから事故の発生は想定されない 。 

(ｅ) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

電源喪失によるプール水冷却系，安全冷却水系（使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設用）及び補給水設備のポンプの間接的な機能喪失に

より燃料貯蔵プール等において同時に「崩壊熱除去機能」が喪失する。

その結果，想定事故１の発生を仮定する。 

ａ．想定事故２ 

(ａ) 地震の場合 

基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計と

しないプール水冷却系の配管が破断することに加え，地震によるスロ

ッシングにより燃料貯蔵プール等において想定事故２の発生を仮定す

る。 

(ｂ) 火山の影響の場合 

プール水冷却系の配管の「プール水の保持機能」は喪失しないこと

から事故 の発生は想定されない 。 

(ｃ) 配管の全周破断の場合 

冷却水を内包する配管は腐食の進行が緩やかであり，保守点検によ

りその機能を維持できることから，漏えいは想定せず，したがって 事

故 の発生は想定されない 。 

(ｄ) 動的機器の多重故障の場合 

プール水冷却系，安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設用），補給水設備のポンプ等の多重故障ではプール水は漏えいしな

いことから事故 の発生は想定されない 。 
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 (ｅ) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

 電源喪失による間接的な機能喪失ではプール水は漏えいしないこと

から事故 の発生は想定されない 。 

以上のとおり，重大事故の発生を仮定する際の条件においては，地

震を要因として発生を 仮定 するものの，内的事象では 事故の発生は想

定されない。 

ただし，プール水冷却系の配管からの漏えいによるサイフォン効果

等によりプール水が漏えいし，燃料貯蔵プール等の水位低下に至るこ

とを踏まえ，重大事故の発生を仮定する際の条件を超える条件として，

プール水冷却系の配管の全周破断と補給水設備及び給水処理設備（以

下「補給水設備等」という。）の多重故障を想定し，内的事象による想

定事故２の発生を仮定する。 

 

 (６) 放射性物質の漏えい  

機器から放射性物質が漏えいすることで発生を仮定する重大事故の

うち，上記(１)～(５)に掲げる重大事故に関しては，それぞれの項での検討

に包絡されるため，ここでは，上記(１)～(５)以外の重大事故の発生の有無

について検討する。 

 放射性物質の漏えいによる重大事故については，放射性物質の保持

機能の機能喪失により発生する。液体状又は固体状の放射性物質の保

持機能は，基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる

設計とすることにより喪失しない，又は喪失する場合であっても工程

停止により漏えいを収束させることから事故の発生は想定されない。

火山の影響，機器の多重故障及び長時間の全交流動力電源喪失におい

ては，機能喪失は考えられないことから事故の発生は想定されない。 

246



また，内的事象において，放射性物質を内包する液体の移送配管の全

周破断で液体状の放射性物質の保持機能が機能喪失し漏えいが発生する

が，設計基準対象の施設により漏えいを停止し漏えい液を回収すること

で事象を収束できることから，事故 の発生は想定されない 。その他の

内的事象においては，保持機能の喪失は考えられないことから事故 の

発生は想定されない 。 

気体状の放射性物質の閉じ込め機能（放出経路維持機能，放射性物質

の捕集及び浄化機能並びに排気機能）の機能喪失は，外的事象（地震及

び火山の影響）を想定した場合，排風機，廃ガス洗浄器へ水を供給する

ポンプ等の直接的な機能喪失，電源喪失による間接的な機能喪失により

閉じ込め機能が喪失するが，工程停止により放射性物質の気相への移行

量が減少し，放射性物質の放出が抑制されることから事故 の発生は想

定されない 。 

内的事象として，長期間にわたり全交流動力電源が喪失した場合も，

外的事象と同様に工程が停止することから事故 の発生は想定されない 。

また，動的機器の多重故障の場合は，当該系統の異常を検知し，工程を

停止した上で建屋換気設備（セルからの排気系，汚染のおそれのある区

域からの排気系）により代替排気を行うことから事故 の発生は想定さ

れない 。 

 

 (７) 同時発生又は連鎖を 仮定 する重大事故 

事業指定基準規則の解釈第28条に基づき，重大事故が単独で又は同種

の重大事故が複数の機器で同時に発生することの想定に加えて，異種の

重大事故が同時に発生する場合又は発生した重大事故の影響を受けて連

鎖して発生する場合について，以下のとおり仮定する。 
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同種の重大事故が複数の機器で同時に発生する場合の仮定について，

安全冷却水系（再処理設備本体用）は，複数の機器に内包される溶解液，

抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は高レベル廃液の冷却を同時に行っ

ていることから，当該系統が機能喪失した場合には，複数の機器にその

影響が及ぶ。同様に，安全圧縮空気系も，複数の機器内の水素を同時に

掃気していることから，当該系統が機能喪失した場合には，複数の機器

にその影響が及ぶ。したがって，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放

射線分解により発生する水素による爆発については，(２）及び(３）にて特

定した機器での同時発生を仮定する。 

異種の重大事故が同一の機器又は複数の機器で同時に発生する場合に

ついては，機能喪失の要因と各重大事故との関係を踏まえて， 以下の

同時発生を仮定する。 

ａ．外的事象 

 (ａ) 地震 

冷却機能の喪失による蒸発乾固，放射線分解により発生する水素爆

発及び使用済燃料の著しい損傷のうち想定事故２の３つの重大事故が

同時に発生することを仮定する。 

 (ｂ) 火山の影響 

冷却機能の喪失による蒸発乾固，放射線分解により発生する水素爆

発及び使用済燃料の著しい損傷のうち想定事故１の３つの重大事故が

同時に発生することを仮定する。 

ｂ．内的事象 

 (ａ) 動的機器の多重故障 

冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素

爆発の２つの重大事故が同時に発生することを仮定する。 
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 (ｂ) 長時間の全交流動力電源の喪失 

冷却機能の喪失による蒸発乾固，放射線分解により発生する水素爆

発及び使用済燃料の著しい損傷のうち想定事故１の３つの重大事故が

同時に発生することを仮定する。 

重大事故等の対処に係る有効性評価においては，これらの重大事故

が同時に発生した場合の相互影響を考慮する。 

重大事故が連鎖して発生する場合については，各重大事故が発生した

場合における事故影響によって顕在化する環境条件の変化を明らかにし

た上で，溶液の状態によってさらに事故が進展する可能性及び他の安全

機能への影響を分析し，その他の重大事故の起因となりうるかどうかを，

重大事故等の対処に係る有効性評価の中で確認して，起因となる場合に

は連鎖を仮定して対処を検討する。 

なお，確認に当たっての前提条件として，事業指定基準規則の解釈第

28条を踏まえ，有効性評価において想定している発生防止対策の機能喪

失は考慮するが，発生防止対策で用いる設備に対して，多様性や位置的

分散が考慮された設備での対処である拡大防止対策の機能喪失は考慮し

ない。 
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×
 

×
 

○
 

再
処
理
施
設
は
海
岸
か
ら
約
５
ｋ
ｍ
，
標
高
約

5
5
ｍ
に
位
置
す
る
た
め
，
高
潮
位
に
よ
り
再
処
理
施
設
が
影
響
を

受
け
る
こ
と
は
な
い
。
 

－
 

1
6
 

低
潮
位
 

×
 

×
 

×
 

○
 

再
処
理
施
設
に
は
，
潮
位
の
変
動
の
影
響
を
受
け
る
よ
う
な
設
備
は
な
い
。
 

－
 

1
7
 

海
流
異
変
 

×
 

×
 

×
 

○
 

再
処
理
施
設
に
は
，
海
流
の
変
動
の
影
響
を
受
け
る
よ
う
な
設
備
は
な
い
。
 

－
 

1
8
 

風
（
台
風
）
 

×
 

○
 

×
 

×
 

「
竜
巻
」
の
影
響
評
価
に
包
絡
さ
れ
る
。
 

－
 

1
9
 

竜
巻
 

×
 

○
 

×
 

×
 

機
能

喪
失

の
要

因
と

な
る

規
模

（
＞

1
0
0
ｍ

／
ｓ

）
の

発
生

は
想

定
し

な
い

。
な

お
，

降
水

と
の

同
時

発
生

を
考

慮
し
て
も
，
竜
巻
に
よ
る
風
圧
力
，
飛
来
物
の
衝
撃
荷
重
が
増
長
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
 

－
 

2
0
 

砂
嵐
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地
周
辺
に
砂
漠
や
砂
丘
は
な
い
。
 

－
 

2
1
 

極
限
的
な
気
圧
 

×
 

×
 

×
 

○
 

「
竜
巻
」
の
影
響
評
価
（
気
圧
差
）
に
包
絡
さ
れ
る
。
 

－
 

2
2
 

降
水
 

×
 

○
 

×
 

×
 

過
去
の
観
測
記
録
よ
り
，
機
能
喪
失
の
誘
因
と
な
る
規
模
（
＞
3
0
0
ｍ
ｍ
／
ｈ
）
の
発
生
は
想
定
し
な
い
。
 

－
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（
つ

づ
き
）

 

№
 

自
然
現
象
 

除
外
の
基
準

注
１
 

除
外
す
る
理
由
 

要
因

注
２
 

基
準
 

１
-
１

基
準
 

１
-
２

基
準
 

１
-
３

基
準
 

２
 

2
3
 

洪
水
 

×
×

○
 

×
再
処
理
施
設
は
標
高
約

5
5
ｍ
に
造
成
さ
れ
た
敷
地
に
設
置
し
，
二
又
川
は
標
高
約
１
～
５
ｍ
の
低
地
を
流
れ
て
い

る
た
め
，
再
処
理
施
設
に
影
響
を
与
え
る
洪
水
は
起
こ
り
得
な
い
。
 

－
 

2
4
 

土
石
流
 

×
×

○
 

×
敷
地
周
辺
の
地
形
及
び
表
流
水
の
状
況
か
ら
，
土
石
流
は
発
生
し
な
い
。
 

－
 

2
5
 

降
雹
 

×
×
 

×
○

「
竜
巻
」
の
影
響
評
価
（
飛
来
物
）
に
包
絡
さ
れ
る
。
 

－
 

2
6
 

落
雷
 

×
×

×
○

落
雷

は
発

生
す
る

が
，

安
全
上
重

要
な

施
設
の
制

御
設

備
は
，
電

源
盤

の
自
己
保

持
機

能
に
よ
り

機
能

喪
失

に
至

ら
ず

，
安

全
上
重

要
な

施
設
以
外

の
制

御
設
備
は

光
フ

ァ
イ
バ
の

た
め

機
能
喪
失

に
は

至
ら
な
い

。
電

源
設

備
も

落
雷
に
よ
り
機
能
喪
失
に
は
至
ら
な
い
こ
と
か
ら
，
機
能
喪
失
の
要
因
に
な
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

－
 

2
7
 

森
林
火
災
 

×
×
 

×
×

レ

2
8
 

草
原
火
災
 

×
×
 

×
×

レ

2
9
 

高
温
 

×
○
 

×
×

過
去
の
観
測
記
録
よ
り
，
機
能
喪
失
の
要
因
と
な
る
規
模
（
＞
5
0
℃
）
の
高
温
は
発
生
は
想
定
し
な
い
。
 

－
 

3
0
 

凍
結
 

×
○
 

×
×

過
去
の
観
測
記
録
よ
り
，
機
能
喪
失
の
要
因
と
な
る
規
模
（
＜
－
4
0
℃
）
の
低
温
は
発
生
は
想
定
し
な
い
。
 

－
 

3
1
 

氷
結
 

×
×

×
 

○
 

二
又

川
の

氷
結

が
取

水
設

備
へ

影
響

を
及

ぼ
す

こ
と

は
な

く
，

機
能

喪
失

の
要

因
に

な
る

こ
と

は
考

え
ら

れ
な

い
。
 

－
 

3
2
 

氷
晶
 

×
×

×
 

○
 

氷
晶
に
よ
る
再
処
理
施
設
へ
の
影
響
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

－
 

3
3
 

氷
壁
 

×
×
 

×
 

○
 

二
又
川
の
氷
壁
は
，
機
能
喪
失
の
要
因
に
な
る
こ

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

－
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（
つ

づ
き
）

 

№
 

自
然
現
象
 

除
外
の
基
準

注
１
 

除
外
す
る
理
由
 

要
因

注
２
 

基
準
 

１
-
１

基
準
 

１
-
２

基
準
 

１
-
３

基
準
 

２
 

3
4
 

高
水
温
 

×
×

×
 

○
 

河
川
の
温
度
変
化
に
よ
り
再
処
理
施
設
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
 

－
 

3
5
 

低
水
温
 

×
×

×
 

○
 

同
上
。
 

－
 

3
6
 

干
ば
つ
 

×
×
 

×
 

×
 

レ
 

3
7
 

霜
 

×
×

×
 

○
 

霜
に
よ
り
再
処
理
施
設
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
 

－
 

3
8
 

霧
 

×
×

×
 

○
 

霧
に
よ
り
再
処
理
施
設
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
 

－
 

3
9
 

火
山
の
影
響
 

×
×

×
×

レ
 

4
0
 

熱
湯
 

×
×

○
 

×
敷
地
周
辺
に
熱
湯
の
発
生
源
は
な
い
。
 

－
 

4
1
 

積
雪
 

×
×

×
×

レ
 

4
2
 

雪
崩
 

×
×

○
 

×
周
辺
の
地
形
か
ら
雪
崩
は
発
生
し
な
い
。
 

－
 

4
3
 

生
物
学
的
事
象
 

×
×

○
×

敷
地
内
に
農
作
物
は
な
く
，
昆
虫
類
が
大
量
に
発
生
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

－
 

4
4
 

動
物
 

×
×

×
○

動
物
に
よ
り
再
処
理
施
設
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
 

－
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（
つ

づ
き
）

 

№
 

自
然
現
象
 

除
外
の
基
準

注
１
 

除
外
す
る
理
由
 

要
因

注
2
 

基
準
 

１
-
１
 

基
準
 

１
-
２
 

基
準
 

１
-
３
 

基
準
 

２
 

4
5
 

塩
害
 

×
 

○
 

×
 

×
 

屋
外

の
受

電
開

閉
設

備
の

碍
子

部
分

の
絶

縁
を

保
つ

た
め

に
洗

浄
が

行
え

る
設

計
と

し
て

お
り

，
塩

害
に

よ
る

影

響
は
機
能
喪
失
の
要
因
と
は
な
ら
な
い
。
 

－
 

4
6
 

隕
石
 

○
 

×
 

×
 

×
 

隕
石
の
衝
突
は
，
極
低
頻
度
な
自
然
現
象
で
あ
る
。
 

－
 

4
7
 

陥
没
 

×
 

×
 

×
 

○
 

岩
盤
に
支
持
さ
れ
て
い
る
た
め
，
陥
没
に
よ
り
再
処
理
施
設
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
 

－
 

4
8
 

土
壌

の
収

縮
・

膨

張
 

×
 

×
 

×
 

○
 

岩
盤
に
支
持
さ
れ
て
い
る
た
め
，
土
壌
の
収
縮
・
膨
張
に
よ
り
再
処
理
施
設
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
 

－
 

4
9
 

海
岸
浸
食
 

×
 

×
 

×
 

○
 

再
処

理
施

設
は

海
岸

か
ら

約
５

ｋ
ｍ

に
位

置
す

る
こ

と
か

ら
，

考
慮

す
べ

き
海

岸
浸

食
の

発
生

は
考

え
ら

れ
な

い
。
 

－
 

5
0
 

地
下

水
に

よ
る

浸

食
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地
の
地
下
水
の
調
査
結
果
か
ら
，
再
処
理
施
設
に
影
響
を
与
え
る
地
下
水
に
よ
る
浸
食
は
起
こ
り
得
な
い
。
 

－
 

5
1
 

カ
ル
ス
ト
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地
周
辺
は
カ
ル
ス
ト
地
形
で
は
な
い
。
 

－
 

5
2
 

海
氷

に
よ

る
川

の

閉
塞
 

×
 

×
 

×
 

○
 

二
又

川
の

海
氷

に
よ

る
閉

塞
が

取
水

設
備

へ
影

響
を

及
ぼ

す
こ

と
は

な
く

，
機

能
喪

失
の

要
因

と
な

る
こ

と
は

考

え
ら
れ
な
い
。
 

－
 

5
3
 

湖
若

し
く

は
川

の

水
位
降
下
 

×
 

×
 

×
 

×
 

 
レ
 

5
4
 

河
川
の
流
路
変
更
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地
近
傍
の
二
又
川
は
谷
を
流
れ
て
お
り
，
河
川
の
流
路
変
更
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

－
 

5
5
 

毒
性
ガ
ス
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地
周
辺
に
は
毒
性
ガ
ス
の
発
生
源
は
な
い
。
 

－
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（
つ

づ
き
）

 

 注
１
：
除
外
の
基
準
は
，
以
下
の
と
お
り
。
 

 基
準
１
-
１
 ：

自
然
現
象
の
発
生
頻
度
が
極
め
て
低
い
 

 基
準
１
-
２
 ：

自
然
現
象
そ
の
も
の
は
発
生
す
る
が
，
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
規
模
の
発
生
は
想
定
し
な
い
 

 基
準
１
-
３
 ：

再
処
理
施
設
周
辺
で
は
起
こ
り
得
な
い
 

 
基
準
２
 
：
発
生
し
て
も
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
よ
う
な
影
響
が
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
 

 
○
 

：
基
準
に
該
当
す
る
 

 
×
 

：
基
準
に
該
当
し
な
い
 

注
２
：
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
可
能
性
に
関
し
て
は
，
以
下
の
と
お
り
。
 

レ
：
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
 

―
：
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
可
能
性
は
な
い
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第
6.

1
－
２
表

 
重
大

事
故

の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
機
能
喪
失
の
要
因

と
な

る
可

能
性

が
あ

る
人

為
現

象
の

選
定

結
果

 

№
 

人
為
事
象
 

除
外
の
基
準

注
１
 

除
外
す
る
理
由
 

要
因

注
2
 

基
準
 

１
-
１
 

基
準
 

１
-
２
 

基
準
 

１
-
３
 

基
準
 

２
 

１
 

船
舶
事
故

に
よ
る
油
流
出
 

×
 

×
 

×
 

○
 

再
処
理
施
設
は
，
海
岸
か
ら
約
５
ｋ
ｍ
離
れ
て
お
り
影
響
を
受
け
な
い
。
 

－
 

２
 

船
舶
事
故

 

（
爆
発
，

化
学
物
質
の
漏
え
い
）
 

×
 

×
 

×
 

○
 

再
処
理
施
設
は
，
海
岸
か
ら
約
５
ｋ
ｍ
離
れ
て
お
り
影
響
を
受
け
な
い
。
 

－
 

３
 

船
舶
の
衝

突
 

×
 

×
 

×
 

○
 

再
処
理
施
設
は
，
海
岸
か
ら
約
５
ｋ
ｍ
離
れ
て
お
り
影
響
を
受
け
な
い
。
 

－
 

４
 

航
空
機
落

下
（
衝
突
，
火
災
）
 

○
 

×
 

×
 

×
 

航
空
機
落
下
（
衝
突
，
火
災
）
は
極
低
頻
度
で
あ
る
。
 

－
 

５
 

鉄
道
事
故

 

（
爆
発
，

化
学
物
質
の
漏
え
い
）
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地
周
辺
に
は
鉄
道
路
線
が
な
い
。
 

－
 

６
 

鉄
道
の
衝

突
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地
周
辺
に
は
鉄
道
路
線
が
な
い
。
 

－
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（
つ

づ
き
）

 

№
 

人
為
事
象
 

除
外
の
基
準

注
１
 

除
外
す
る
理
由
 

要
因

注
2
 

基
準
 

１
-
１
 

基
準
 

１
-
２
 

基
準
 

１
-
３
 

基
準
 

２
 

７
 

交
通
事
故

 

（
爆
発
，

化
学
物
質
の
漏
え
い
）
 

×
 

×
 

×
 

○
 

喪
失

時
に

重
大

事
故

の
起

因
に

な
り

得
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

は
，

幹
線

道
路

か
ら

4
0
0

ｍ
以

上
離

れ
て

お
り

，
爆

発
に

よ
り

当
該

安
全

機
能

に
影

響
を

及
ぼ

す
こ

と
は

考
え

ら
れ

な

い
。

化
学

物
質

の
漏

え
い

に
つ

い
て

は
，

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

へ
直

接
被

水
す

る
こ

と
は

な
く

，
ま

た
硝

酸
の

反
応

に
よ

り
発

生
す

る
窒

素
酸

化
物

（
以

下
「

Ｎ
Ｏ

ｘ
」

と
い

う
。
）

及

び
液

体
二

酸
化

窒
素

か
ら

発
生

す
る

Ｎ
Ｏ

ｘ
は

気
体

で
あ

る
た

め
，

当
該

安
全

機
能

に
影

響
を

及
ぼ
す
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

－
 

８
 

自
動
車
の

衝
突
 

×
 

×
 

○
 

○
 

周
辺

監
視

区
域

の
境

界
に

は
フ

ェ
ン

ス
を

設
置

し
て

お
り

，
施

設
は

敷
地

外
か

ら
の

自
動

車
の

衝
突
に
よ
る
影
響
を
受
け
な
い
。
 

敷
地

内
の

運
転

に
際

し
て

は
速

度
制

限
を

設
け

て
お

り
，

安
全

機
能

に
影

響
を

与
え

る
よ

う
な

衝
突
は
考
え
ら
れ
ず
，
重
大
事
故
の
要
因
と
は
な
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

－
 

９
 

爆
発
 

×
 

○
 

×
 

×
 

敷
地

内
に

設
置

す
る

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
加

工
施

設
の

高
圧

ガ
ス

ト
レ

ー
ラ

庫
に

お
け

る
水

素
爆

発
を

想
定

し
て

も
，

爆
発

時
に

発
生

す
る

爆
風

が
上

方
向

に
開

放
さ

れ
る

こ
と

及
び

離
隔

距
離

を
確

保
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
再
処
理
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

－
 

1
0
 

工
場
事
故

 

（
爆
発
，

化
学
物
質
の
漏
え
い
）
 

×
 

×
 

○
 

○
 

敷
地

内
で

の
工

事
は

十
分

管
理

さ
れ

る
こ

と
か

ら
再

処
理

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
よ

う
な

工
事

事
故

の
発

生
は

考
え

ら
れ

な
い

。
ま

た
，

敷
地

外
で

の
工

事
は

敷
地

境
界

か
ら

再
処

理
施

設
ま

で
距
離
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
再
処
理
施
設
へ
の
影
響
は
な
い
。
 

－
 

1
1
 

鉱
山
事
故

 

（
爆
発
，

化
学
物
質
の
漏
え
い
）
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地
周
辺
に
は
，
爆
発
，
化
学
物
質
の
漏
え
い
を
起
こ
す
よ
う
な
鉱
山
は
な
い
。
 

－
 

1
2
 

土
木
・
建

築
現
場
の
事
故
 

（
爆
発
，

化
学
物
質
の
漏
え
い
）
 

×
 

×
 

○
 

○
 

敷
地

内
で

の
土

木
・

建
築

工
事

は
十

分
管

理
さ

れ
る

こ
と

か
ら

再
処

理
施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す

よ
う

な
工

事
事

故
の

発
生

は
考

え
ら

れ
な

い
。

ま
た

，
敷

地
外

で
の

土
木

・
建

築
現

場
の

事
故

は
敷

地
境

界
か

ら
再

処
理

施
設

ま
で

距
離

が
あ

る
こ

と
か

ら
，

再
処

理
施

設
へ

の
影

響
は

な

い
。
 

－
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（
つ

づ
き
）

 

№
 

人
為
事
象
 

除
外
の
基
準

注
１
 

除
外
す
る
理
由
 

要
因

注
2
 

基
準
 

１
-
１
 

基
準
 

１
-
２
 

基
準
 

１
-
３
 

基
準
 

２
 

1
3
 

軍
事
基
地
の
事
故
 

（
爆
発
，
化
学
物
質
の
漏
え
い
）
 

×
 

×
 

×
 

○
 

三
沢
基
地
は
敷
地
か
ら
約

2
8
ｋ
ｍ
離
れ
て
お
り
影
響
を
受
け
な
い
。
 

－
 

1
4
 

軍
事
基
地
か
ら
の
飛
来
物
 

（
航
空
機
を
除
く
）
 

○
 

×
 

×
 

×
 

軍
事
基
地
か
ら
の
飛
来
物
は
，
極
低
頻
度
な
事
象
で
あ
る
。
 

－
 

1
5
 

パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
故
 

（
爆
発
，
化
学
物
質
の
漏
え
い
）
 

×
 

×
 

○
 

×
 

む
つ

小
川

原
国

家
石

油
備

蓄
基

地
の

陸
上

移
送

配
管

は
，

1
.
2
ｍ

以
上

の
地

下
に

埋
設

す
る

と

と
も

に
，

漏
え

い
が

発
生

し
た

場
合

は
，

配
管

の
周

囲
に

設
置

さ
れ

た
漏

油
検

知
器

に
よ

り
緊

急
遮
断
弁
が
閉
止
さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
火
災
の
発
生
は
想
定
し
難
い
。
 

－
 

1
6
 

敷
地

内
に

お
け

る
化

学
物

質
の

漏
え

い
 

×
 

×
 

×
 

○
 

敷
地

内
に

搬
入

す
る

化
学

物
質

が
運

搬
時

又
は

受
入

れ
時

に
漏

え
い

し
た

場
合

に
も

，
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
へ

直
接

被
水

す
る

こ
と

は
な

く
，

ま
た

硝
酸

の
反

応
に

よ
り

発
生

す
る

Ｎ
Ｏ

ｘ
及

び
液

体
二

酸
化

窒
素

か
ら

発
生

す
る

Ｎ
Ｏ

ｘ
は

気
体

で
あ

る
た

め
，
当

該
安

全
機

能
に
影

響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

－
 

1
7
 

人
工
衛
星
の
落
下
 

○
 

×
 

×
 

×
 

人
工
衛
星
の
衝
突
は
，
極
低
頻
度
な
事
象
で
あ
る
。
 

－
 

1
8
 

ダ
ム
の
崩
壊
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地
の
周
辺
に
ダ
ム
は
な
い
。
 

－
 

 

258



（
つ

づ
き
）

 

№
 

人
為
事
象
 

除
外
の
基
準

注
１
 

除
外
す
る
理
由
 

要
因

注
2
 

基
準
 

１
-
１
 

基
準
 

１
-
２
 

基
準
 

１
-
３
 

基
準
 

２
 

1
9
 

電
磁
的
障
害
 

×
 

×
 

×
 

○
 

人
為

的
な

電
磁

波
に

よ
る

電
磁

的
障

害
に

対
し

て
は

，
日

本
工

業
規

格
に

基
づ

い
た

ノ
イ

ズ
対

策
及

び
電

気
的

・
物

理
的

独
立

性
を

持
た

せ
る

こ
と

か
ら

，
重

大
事

故
の

要
因

に
な

る
こ

と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
 

－
 

2
0
 

掘
削
工
事
 

×
 

×
 

×
 

○
 

敷
地

内
で

の
工

事
は

十
分

管
理

さ
れ

る
こ

と
及

び
敷

地
外

で
の

工
事

は
敷

地
境

界
か

ら
再

処
理

施
設

ま
で

距
離

が
あ

る
こ

と
か

ら
，

再
処

理
施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す

よ
う

な
掘

削
工

事
に

よ
る

重
大
事
故
の
発
生
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

－
 

2
1
 

重
量
物
の
落
下
 

×
 

○
 

×
 

×
 

重
量

物
の

取
扱

い
は

十
分

に
管

理
さ

れ
る

こ
と

か
ら

，
再

処
理

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
よ

う
な

規
模
の
重
量
物
の
落
下
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

－
 

2
2
 

タ
ー
ビ
ン
ミ
サ
イ
ル
 

×
 

×
 

○
 

×
 

敷
地
内
に
タ
ー
ビ
ン
ミ
サ
イ
ル
を
発
生
さ
せ
る
よ
う
な
タ
ー
ビ
ン
は
な
い
。
 

－
 

2
3
 

近
隣
工
場
等
の
火
災
 

×
 

×
 

×
 

○
 

最
も

影
響

の
大

き
い

む
つ

小
川

原
国

家
石

油
備

蓄
基

地
の

火
災

（
保

有
す

る
石

油
の

全
量

燃

焼
）

を
考

慮
し

て
も

，
安

全
機

能
に

影
響

が
な

い
こ

と
か

ら
，

重
大

事
故

の
要

因
に

な
る

こ
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

－
 

2
4
 

有
毒
ガ
ス
 

×
 

×
 

×
 

○
 

有
毒
ガ
ス
が
冷
却
，
再
処
理
施
設
へ
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

－
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（
つ

づ
き
）

 

注
１
：
除
外
の
基
準
は
，
以
下
の
と
お
り
。
 

 基
準
１
-
１
 ：

人
為
事
象
の
発
生
頻
度
が
極
め
て
低
い
 

 基
準
１
-
２
 ：

人
為
事
象
そ
の
も
の
は
発
生
す
る
が
，
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
規
模
の
発
生
は
想
定
し
な
い
 

 基
準
１
-
３
 ：

再
処
理
施
設
周
辺
で
は
起
こ
り
得
な
い
 

基
準
２
 
：
発
生
し
て
も
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
よ
う
な
影
響
が
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
 

○
：
基
準
に
該
当
す
る

×
 

：
基
準
に
該
当
し
な
い
 

注
２
：
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
可
能
性
に
関
し
て
は
，
以
下
の
と
お
り
。
 

レ
：
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
可
能
性
が
あ
る

―
：
重
大
事
故
の
起
因
と
な
る
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
の
要
因
と
な
る
可
能
性
は
な
い
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第
6
.
1
－

３
表

 
重

大
事

故
の
起
因
と
な
る
機
能
喪
失
の
要
因
と
な
る
自
然
現
象

と
他
の

自
然

現
象

の
組

合
せ

の
検

討
結

果
 

他
※
２
 

要
因

※
１
 

地
震
 

森
林
火
災
 及

び
 

草
原
火
災
 

干
ば
つ
 及

び
 

湖
若
し
く
は
川
の
水
位

降
下
 

火
山

の
影
響
 

（
降

下
火
砕

物
に

よ
る
 

積
載

荷
重
，

フ
ィ

ル
タ

等
の

目
詰

ま
り
）
 

積
雪
 

地
震
 

 
ａ
 

ｂ
 

a 
ｃ

 

火
山

の
影
響
 

（
降

下
火
砕

物
に

よ
る

フ

ィ
ル

タ
の
目

詰
ま

り
等

）
 

ａ
 

ａ
 

ｂ
 

 
ｂ

 

 

※
１
：
 重

大
事
故
の
起
因
と
な
る
機
能
喪
失
の
要
因
と
な
る
自
然
現
象
 

※
２
：
 他

の
自
然
現
象
 

 ＜
凡
例
＞
 

a
 ：

同
時
に
発
生
す
る
可
能
性
が
極
め
て
低
い
組
合
せ
 

b
 ：

重
大
事
故
に
至
る
前
に
実
施
す
る
対
処
に
影
響
し
な
い
組
合
せ
 

c
 ：

一
方
の
自
然
現
象
の
評
価
に
包
絡
さ
れ
る
組
合
せ
 

d
 ：

重
畳
を
考
慮
す
る
組
合
せ
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第
6.

1－
４
表
 
機
能
喪
失
に
至
る
前
に
対
処
が
可
能
な
自
然
現
象
と

他
の
自

然
現

象
の

組
合

せ
 

他
※
２
 

対
処

※
１
 

地
震
 

森
林
火
災
 及

び
 

草
原
火
災
 

干
ば
つ
 及

び
 

湖
若
し
く
は
川
の
水
位

降
下
 

火
山

の
影
響
 

（
降

下
火
砕

物
に

よ
る

積

載
荷

重
）
 

積
雪
 

森
林

火
災

 及
び
 

草
原

火
災
 

ａ
 

 
ｂ
 

ａ
 

ｂ
 

干
ば

つ
 及

び
 

湖
若

し
く
は

川
の

水
位

降
下
 

ｂ
 

ｂ
 

 
ｂ

 
ｂ

 

火
山

の
影
響
 

（
降

下
火
砕

物
に

よ
る

積
載

荷
重
）
 

ａ
 

ａ
 

ｂ
 

 
ｄ

 

積
雪
 

ｂ
 

ｂ
 

ｂ
 

ｄ
 

 

 

※
１
：
 機

能
喪
失
に
至
る
前
に
対
処
が
可
能
な
自
然
現
象
 

※
２
：
 他

の
自
然
現
象
 

 ＜
凡
例
＞
 

a
 ：

同
時
に
発
生
す
る
可
能
性
が
極
め
て
低
い
組
合
せ
 

b
 ：

重
大
事
故
に
至
る
前
に
実
施
す
る
対
処
に
影
響
し
な
い
組
合
せ
 

c
 ：

一
方
の
自
然
現
象
の
評
価
に
包
絡
さ
れ
る
組
合
せ
 

d
 ：

重
畳
を
考
慮
す
る
組
合
せ
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第 6.1―５表 臨界事故の発生を仮定する機器 

建屋 機器 

前処理建屋 

溶解槽Ａ 

溶解槽Ｂ 

エンドピース酸洗浄槽Ａ

エンドピース酸洗浄槽Ｂ

ハル洗浄槽Ａ

ハル洗浄槽Ｂ

精製建屋 
第５一時貯留処理槽

第７一時貯留処理槽
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第 6.1―６表 冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生を仮定する 

機器 

 

建屋 機器グループ 機器 

前処理建屋 

前処理建屋 

内部ループ１ 

中継槽Ａ 

中継槽Ｂ 

リサイクル槽Ａ 

リサイクル槽Ｂ 

前処理建屋 

内部ループ２ 

中間ポットＡ 

中間ポットＢ 

計量前中間貯槽Ａ 

計量前中間貯槽Ｂ 

計量後中間貯槽 

計量・調整槽 

計量補助槽 
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（つづき） 

建屋 機器グループ 機器 

分離建屋 

分離建屋 

内部ループ１ 
高レベル廃液濃縮缶※１ 

分離建屋 

内部ループ２ 

高レベル廃液供給槽※１ 

第６一時貯留処理槽 

分離建屋 

内部ループ３ 

溶解液中間貯槽 

溶解液供給槽 

抽出廃液受槽 

抽出廃液中間貯槽 

抽出廃液供給槽Ａ 

抽出廃液供給槽Ｂ 

第１一時貯留処理槽 

第８一時貯留処理槽 

第７一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 

第４一時貯留処理槽 

※１ 長期予備は除く。 
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（つづき） 

建屋 機器グループ 機器 

精製建屋 

精製建屋 

内部ループ１ 

プルトニウム濃縮液受槽 

リサイクル槽 

希釈槽 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 

プルトニウム濃縮液計量槽 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 

精製建屋 

内部ループ２ 

プルトニウム溶液受槽 

油水分離槽 

プルトニウム濃縮缶供給槽 

プルトニウム溶液一時貯槽 

第１一時貯留処理槽 

第２一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 
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（つづき） 

建屋 機器グループ 機器 

ウラン・ 

プルトニウム 

混合脱硝建屋 

ウラン・ 

プルトニウム 

混合脱硝建屋 

内部ループ 

硝酸プルトニウム貯槽 

混合槽Ａ 

混合槽Ｂ 

一時貯槽※２ 

※２ 平常時は他の貯槽等の内包液を受け入れることができるよう，空

き容量を確保している。 
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（つづき） 

建屋 機器グループ 機器 

高レベル 

廃液ガラス 

固化建屋 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋内部ループ１ 

高レベル廃液混合槽Ａ 

高レベル廃液混合槽Ｂ 

供給液槽Ａ 

供給液槽Ｂ 

供給槽Ａ 

供給槽Ｂ 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋内部ループ２ 
第１高レベル濃縮廃液貯槽 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋内部ループ３ 
第２高レベル濃縮廃液貯槽 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋内部ループ４ 

第１高レベル濃縮廃液一時貯槽 

第２高レベル濃縮廃液一時貯槽 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋内部ループ５ 
高レベル廃液共用貯槽※２ 

※２ 平常時は他の貯槽等の内包液を受け入れることができるよう，空

き容量を確保している。 
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第 6.1－７表 放射線分解により発生する水素による爆発の発生を 

仮定する機器 

 

建屋 機器グループ 機器 

前処理建屋 
前処理建屋 

水素爆発 

中継槽Ａ 

中継槽Ｂ 

計量前中間貯槽Ａ 

計量前中間貯槽Ｂ 

計量・調整槽 

計量補助槽 

計量後中間貯槽 

分離建屋 
分離建屋 

水素爆発 

溶解液中間貯槽 

溶解液供給槽 

抽出廃液受槽 

抽出廃液中間貯槽 

抽出廃液供給槽Ａ 

抽出廃液供給槽Ｂ 

プルトニウム溶液受槽 

プルトニウム溶液中間貯槽 

第２一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 

第４一時貯留処理槽 

高レベル廃液濃縮缶 ※１ 

精製建屋 
精製建屋 

水素爆発 

プルトニウム溶液供給槽 

プルトニウム溶液受槽 

油水分離槽 

プルトニウム濃縮缶供給槽 

プルトニウム濃縮缶 

プルトニウム溶液一時貯槽 

プルトニウム濃縮液受槽 

プルトニウム濃縮液計量槽 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 

リサイクル槽 
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（つづき） 

建屋 機器グループ 機器 

精製建屋 
精製建屋 

水素爆発 

希釈槽 

第２一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 

第７一時貯留処理槽 

ウラン・プルト

ニウム混合脱硝

建屋

ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋

水素爆発

硝酸プルトニウム貯槽 

混合槽Ａ 

混合槽Ｂ 

一時貯槽 ※２ 

高レベル廃液ガ

ラス固化建屋

高レベル廃液ガラ

ス固化建屋

水素爆発

第１高レベル濃縮廃液貯槽 

第２高レベル濃縮廃液貯槽 

第１高レベル濃縮廃液一時貯槽 

第２高レベル濃縮廃液一時貯槽 

高レベル廃液共用貯槽 ※２ 

高レベル廃液混合槽Ａ 

高レベル廃液混合槽Ｂ 

供給液槽Ａ 

供給液槽Ｂ 

供給槽Ａ 

供給槽Ｂ 

※１ 長期予備は除く

※２ 平常時は他の貯槽等の内包液を受け入れることができるよう，空き容

量を確保している。 
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重大事故の発生を仮定する機器の特定結果 
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1. 重大事故の発生を仮定する機器の特定の考え方 

  重大事故は，「使用済燃料の再処理の事業に関する規則」（以下「再処

理規則」という。）にて，臨界事故，冷却機能の喪失による蒸発乾固，放

射線分解により発生する水素による爆発，有機溶媒等による火災又は爆発，

使用済燃料の著しい損傷及び放射性物質の漏えいの６つが定められている。 

  これらは，それぞれの発生の防止機能が喪失した場合に発生する可能性

があるが，機能喪失の条件，すなわち重大事故が発生する条件はそれぞれ

異なる。 

  したがって，以下の方針により，設備ごとの安全機能の整理と機能喪失

により発生する事故の分析を行い，重大事故の発生を仮定する際の条件に

よる安全機能の喪失状態を特定することで，その重大事故の発生を仮定す

る機器を特定する。 

 (１) 設備ごとの安全機能の整理と機能喪失により発生する事故の分析 

 ａ．対象の整理 

   安全機能の喪失を想定する対象は，公衆への著しい被ばく影響をもた

らす可能性のある事故が重大事故であることを踏まえ，安全機能を有す

る施設のうち安全上重要な施設とする。安全上重要な施設は，その機能

喪失により，公衆及び従事者に過度の放射線被ばくを及ぼす可能性のあ

る機器を選定していることから，安全上重要な施設の安全機能を対象と

して，安全機能の喪失を考慮し，重大事故に至る可能性を整理する。安

全機能を有する施設のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施

設の機能が喪失したとしても，公衆及び従事者に過度な放射線被ばくを

及ぼすおそれはない。 

 ｂ．重大事故に至る可能性がある安全機能の喪失又はその組合せの特定 

   安全上重要な施設の安全機能が喪失した場合に至る施設状態及びその
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後の事象進展を分析することにより，重大事故に至る可能性がある機能

喪失又はその組合せを整理する。 

重大事故を発生させ得る安全機能の喪失又はその組合せの特定に関し

て，詳細を「2. 重大事故に至る可能性がある機能喪失又はその組合せ

の特定」に示す。 

 (２） 安全機能喪失状態の特定 

   「(１) 設備ごとの安全機能の整理と機能喪失により発生する事故の分

析」の「ｂ．重大事故に至る可能性がある安全機能の喪失又はその組合

せの特定」で特定した重大事故に至る可能性がある安全機能の喪失又は

その組合せが，各要因において発生するか否かを判定する。 

安全機能が喪失しない又はその組合せが発生しなければ，事故が発生

することはなく，重大事故に至らないと判定できる。 

 (３) 重大事故の発生を仮定する機器の特定 

   「(２） 安全機能喪失状態の特定」により，重大事故を発生させ得る

安全機能の喪失又はその組合せが発生する場合には，重大事故の発生の

可能性がある 機器（セル，室等を含む。）ごとに重大事故に至るかを

評価し，重大事故の発生を仮定する 機器 を特定する。 

 ａ．事故発生の判定 

   「(２） 安全機能喪失状態の特定」において，安全機能が喪失す る又

は安全機能が組合せで喪失する場合であっても，評価によって事故（大

気中への放射性物質の放出）に至らないことを確認できれば，重大事故

に至らないと判定できる。 

それぞれの事象において，機能喪失した場合に事故に至らないと判定

する基準を以下に示す。 
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臨界事故（機器内，機器外）：未臨界濃度以下，未臨界質量以下 

蒸発乾固（機器内，機器外）：沸点（100℃）未満 

水素爆発（機器内）：未然防止濃度（水素濃度ドライ換算 

８ｖｏｌ％）未満 

水素爆発（機器外）：可燃限界濃度（水素濃度ドライ換算 

４ｖｏｌ％）未満 

有機溶媒火災：ｎ－ドデカンの引火点（74℃）未満 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応： 

急激な分解反応の開始温度（135℃）未満 

 ｂ．重大事故の判定 

   上記「ａ．事故発生の判定」において，安全機能の喪失又はその組合

せに対して，評価によって事故に至らないことを確認できない場合には，

事象の収束手段，事象進展の早さ又は公衆への影響をそれぞれ評価する。

安全機能の喪失又はその組合せの発生に対して，その結果想定される状

況が 設計基準対象の施設 で事故の発生を防止し事象の収束が可能であ

る又は事故が発生するとしても 設計基準対象の施設 で事象の収束が可

能である場合は，安全機能の喪失という観点からは設計基準の想定の範

囲を超えるものであるが，機能喪失の結果発生する事故の程度は設計基

準の範囲内であるため，設計基準として整理する事象に該当する。 

安全機能の喪失から事故に至るまでの間に喪失した安全機能の復旧が

可能である場合は，安全機能の喪失という観点から設計基準の想定の範

囲を超えるものであるが，復旧により安全機能を回復することで公衆へ

の影響を与えないという点で，設計基準として整理する事象に該当する。 

また，安全機能の喪失により事故が発生した場合であっても，機能喪

失時の公衆への影響が平常運転時と同程度である場合は，設計基準とし
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て整理する事象に該当する。 

これらのいずれにも該当しない場合は，重大事故の発生を仮定する機

器として特定する。 

「(１) 設備ごとの安全機能の整理と機能喪失により発生する事故の分

析」で特定した重大事故を発生させ得る安全機能の喪失又はその組合せ

ごとに，重大事故の発生を仮定する機器の特定結果を「3. 重大事故の

発生を仮定する機器の特定結果」に示す。 
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2. 重大事故に至る可能性のある機能喪失又はその組合せの特定 

  再処理規則に定められる重大事故に関して，それぞれの発生を防止する

安全機能を整理することにより，重大事故に至る可能性がある機能喪失又

はその組合せを抽出する。 

そのため，安全機能ごとに，当該機能が喪失した場合に至る施設状態及

びその後の事象進展を分析することにより，機能喪失により発生する可能

性がある事故を特定する。 

 (１) 異常の発生防止機能（ＰＳ） 

 ａ．静的な閉じ込め機能（放射性物質の保持及び放出経路の維持機能） 

 (ａ) 保持機能 

   放射性物質（液体状又は固体状）を内包する機器は，き裂や破損がな

く機器が健全であることで機器内に放射性物質を保持することが可能で

ある。 

保持機能が損なわれた場合には，内包する放射性物質（液体状又は固

体状）が機器外に漏えいする（漏えいに伴い気相中に放射性物質が移行

し，結果 大気中への放射性物質の放出に至る）。 

また，漏えい後の事象進展により放射性物質の大気中への放出の可能

性がある。核的制限値の維持機能を有する機器において保持機能を喪失

した場合，内包する液体又は固体が漏えいして核的に安全な形状が損な

われ，臨界事故（機器外）に至る可能性がある。 

崩壊熱除去（沸騰防止）の対象機器において保持機能を喪失した場合，

内包する液体が漏えいして崩壊熱除去機能を有していない場所に移動し，

蒸発乾固（機器外）に至る可能性がある。 

水素掃気の対象機器において保持機能を喪失した場合，内包する液体

が漏えいして掃気機能を有していない場所に移動し，水素爆発（機器
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外）に至る可能性がある。 

ＴＢＰ又はｎ－ドデカンを内包する機器において保持機能を喪失した

場合，内包する液体が漏えいして有機溶媒火災（機器外）に至る可能性

がある。 

放射性物質の保持機能の喪失により発生する可能性がある重大事故を

第１表に，放射性物質の保持機能の喪失（漏えい）後の事象進展により

発生する可能性がある重大事故を第２表にそれぞれ示す。 

 

第１表 放射性物質の保持機能の喪失により 

  発生する可能性がある重大事故 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

放射性物質の

保持機能 

内包する放射性物質（液体状又は固体状）が機器外

に漏えいする（漏えいに伴い気相中に放射性物質が

移行し，大気中への放射性物質の放出に至る） 

放射性物質の漏え

い（液体状又は固

体状の放射性物質

の機器外への漏え

い） 

 

第２表 放射性物質の保持機能の喪失（漏えい）後の 

     事象進展により発生する可能性がある重大事故 

放射性物質の保持機

能を喪失する機器 

安全機能喪失後に想

定する施設状態 

事象進展に対する拡大防

止機能 

発生する可能性

がある重大事故 

核的制限値の維持機

能を有する機器 

核的に安全な形状が

損なわれる 

・核的制限値（寸法）の

維持機能（漏えい液受

皿） 

臨界事故（機器

外） 

崩壊熱除去（沸騰防

止）の対象機器 

漏えい液の崩壊熱に

よる温度上昇 

・ソースターム制限機能

（回収系） 

蒸発乾固（機器

外） 

安全圧縮空気系によ

る水素掃気の対象機

器 

漏えい液の放射線分

解による水素発生 

・ソースターム制限機能

（回収系） 

・排気機能（セル排気

系） 

水素爆発（機器

外） 

ＴＢＰ又はｎ－ドデ

カンを内包する機器 

漏えい液の崩壊熱に

よる温度上昇 

・ソースターム制限機能

（回収系） 

有機溶媒等によ

る火災又は爆発

（有機溶媒火災

（機器外）） 

 

277



  (ｂ) 放出経路の維持機能 

放射性物質（気体状）を管理放出するための経路の維持機能であり，

この機能を有する安全上重要な施設としては廃ガス処理系及びセル等か

らの排気系並びに主排気筒が該当する。 

これらは，破損することなく各機器が形状を維持することによって機

能が維持される。したがって，放出経路の維持機能が損なわれた場合に

は，放射性物質（気体状）が漏えいする（漏えいした放射性物質（気体

状）は，本来の放出経路上で期待できる捕集・浄化を経ずに主排気筒を

介して大気中に放出される，又は経路途中から漏えいし主排気筒を介さ

ず建屋から直接大気中に放出される）。 

放出経路の維持機能の喪失により発生する可能性がある重大事故を 

第３表に示す。 

第３表 放出経路の維持機能の喪失により 

発生する可能性がある重大事故 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

放出経路の維持機能 
放射性物質（気体状）が 経路 外に漏えいす

る 

放射性物質の漏え

い（気体状の放射

性物質の漏えい） 

ｂ．動的な閉じ込め機能（放射性物質の捕集・浄化及び排気機能） 

(ａ) 放射性物質の捕集機能 

放射性物質の捕集機能は，廃ガス中に含まれる放射性物質を捕集する

ための機能であり，この機能を有する安全上重要な施設としてはせん断

処理・溶解廃ガス処理設備，塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃液ガラ

ス固化廃ガス処理設備又は換気設備のうちセル等からの排気系を構成す
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る高性能粒子フィルタ，よう素フィルタ及びルテニウム吸着塔が該当す

る（開放機器を設置していないセル等の場合，漏えい等の異常が発生し

なければセル等内に汚染はない。したがって，セル等からの排気系は影

響緩和機能（ＭＳ）と位置付けられる。ただし，再処理施設の運転期間

においては，漏えいの可能性を否定できないことから，セル等内は汚染

しているものと仮定し，異常の発生防止機能（ＰＳ）とする。）。 

これらは，破損することなく形状を維持することによって機能が維持

される。放射性物質の捕集機能が損なわれた場合には，廃ガス中に含ま

れる放射性物質が捕集されずに放出経路から大気中に放出される。 

放射性物質の捕集機能の喪失により発生する可能性がある重大事故を

第４表に示す。 

 

第４表 放射性物質の捕集機能の喪失により 

  発生する可能性がある重大事故 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

放射性物質の

捕集機能 

廃ガス中に含まれる放射性物質が捕集されずに放出

経路から大気中に放出される 

放射性物質の漏え

い（気体状の放射

性物質の漏えい） 

 

 (ｂ) 放射性物質の浄化機能 

   放射性物質の浄化機能は，廃ガス中に含まれる放射性物質を浄化する

ための機能であり，この機能を有する安全上重要な施設としてはせん断

処理・溶解廃ガス処理設備，塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃液ガラ

ス固化廃ガス処理設備又は換気設備のうちセル等からの排気系を構成す

る廃ガス洗浄塔等が該当する。したがって，機器が健全であり，かつ浄

化のために使用する水が機器に供給されることで機能が維持される。 
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放射性物質の浄化機能が損なわれた場合には，廃ガス中に含まれる放

射性物質が浄化されずに放出経路から大気中に放出される。 

放射性物質の浄化機能の喪失により発生する可能性がある重大事故を

第５表に示す。 

第５表 放射性物質の浄化機能の喪失により 

  発生する可能性がある重大事故 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 
発生する可能性が

ある事故 

放射性物質の

浄化機能 

廃ガス中に含まれる放射性物質が浄化されずに放出

経路から大気中に放出される 

放射性物質の漏え

い（気体状の放射

性物質の漏えい） 

(ｃ) 放射性物質の排気機能 

放射性物質の排気機能は，廃ガス中に含まれる放射性物質を捕集・浄

化した処理済の廃ガスを排気するための機能であり，この機能を有する

安全上重要な施設としてはせん断処理・溶解廃ガス処理設備，塔槽類廃

ガス処理設備，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備又は換気設備の

うちセル等からの排気系を構成する排風機が該当する。したがって，機

器が健全であり電源から電力が供給されることにより機能が維持される。 

放射性物質の排気機能が損なわれた場合には，通常の放出経路以外の

経路から，「(ａ) 放射性物質の捕集機能」及び「(ｂ) 放射性物質の浄化

機能」を有する機器を介さずに放射性物質が大気中に放出される。 

また，「ａ．(ａ) 保持機能」に示すとおり，セル等からの排気系を構

成する排風機について，放射性物質の保持機能が喪失した場合には，そ

の後の事象進展として発生する可能性がある水素爆発（機器外）に至る

ことを防止するための拡大防止機能も有する（セル等からの排気系の排
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風機は，漏えい液の放射線分解により発生する水素を掃気する目的で安

全上重要な施設に位置付けてはいないものの，結果としてセル等からの

排気により水素爆発（機器外）の発生を防止することが可能である。）。 

放射性物質の排気機能の喪失により発生する可能性がある重大事故を

第６表に，安全機能（放射性物質の保持機能）の喪失（漏えい）後の事

象進展により発生する可能性がある重大事故を第７表にそれぞれ示す。 

 

第６表 放射性物質の排気機能の喪失により 

  発生する可能性がある重大事故 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

放射性物質の

排気機能 

通常の放出経路以外の経路から，放射性物質の捕集

及び放射性物質の浄化を介さずに放射性物質が大気

中に放出される 

放射性物質の漏え

い（気体状の放射

性物質の漏えい） 

 

第７表 安全機能（放射性物質の保持機能）の喪失（漏えい）後の 

事象進展により発生する可能性がある重大事故 

放射性物質の保持機

能を喪失する機器 

安全機能喪失後に想

定する施設状態 

事象進展に対する拡大防

止機能 

発生する可能性

がある重大事故 

安全圧縮空気系によ

る水素掃気の対象機

器 

漏えい液の放射線分

解による水素発生 

・ソースターム制限機能

（回収系） 

・排気機能（セル等から

の排気系） 

水素爆発（機器

外） 

 

 ｃ．火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能 

   火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能として，プロセス

量の管理が健全であることで，火災の発生防止，爆発の発生防止及び未

臨界維持が可能である。この機能を有する安全上重要な施設としては燃

焼度計測装置（臨界に係るプロセス量等の維持機能）が該当する。 

臨界に係るプロセス量等の維持機能が損なわれた場合には，臨界事故
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の発生の可能性がある。 

火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能の喪失により発生

する可能性がある重大事故を第８表に示す。 

 

第８表 火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能の喪失により

発生する可能性がある重大事故 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

火災，爆発，

臨界等に係る

プロセス量等

の維持機能

（燃焼度計測

装置） 

処理する使用済燃料集合体の平均濃縮度を正確に把

握できなくなるため，平均濃縮度に応じた燃料貯蔵

ラック（高残留濃縮度又は低残留濃縮度）に適切に

貯蔵できなくなる 

臨界事故（機器

外） 

 

 ｄ．掃気機能 

   水又は有機溶媒の放射線分解により発生する水素を掃気する機能であ

り，この機能を有する安全上重要な施設としては安全圧縮空気系（空気

圧縮機，空気貯槽及び配管）が該当する。 

空気圧縮機は，機器が健全であり電源から電力が供給されること及び

安全冷却水系（再処理設備本体用）から冷却水が供給されることにより

機能が維持される。また，空気貯槽及び配管は破損がなく機器が健全で

あることで機能が維持される。 

掃気機能が損なわれた場合には，掃気対象の機器において水素の掃気

が行われなくなるため，水素爆発に至る可能性がある。 

掃気機能の喪失により発生する可能性がある重大事故を第９表に示す。 
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第９表 掃気機能の喪失により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

掃気機能 
掃気対象の機器において水素の掃気が行われなくな

る 

水素爆発（機器

内） 

 

 ｅ．崩壊熱等の除去機能 

   放射性物質の崩壊熱を除去する機能であり，冷却方式は対象物によっ

て異なる。 

使用済燃料の崩壊熱除去は安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設用），プール水冷却系及び補給水設備による直接水冷，液体

（溶液又は廃液）の崩壊熱除去は安全冷却水系（再処理設備本体用）に

よる間接水冷にて実施する。また，混合酸化物貯蔵容器の崩壊熱除去は

貯蔵室からの排気系による強制空冷，ガラス固化体の崩壊熱除去は収納

管及び通風管による自然空冷にて実施する。 

水冷においては，ポンプが健全であり電源から電力が供給され，かつ

水の流路となる配管にき裂や破損がなく健全であることで機能が維持さ

れる。強制空冷においては，貯蔵室排風機が健全であり電源から電力が

供給され，かつ排気経路に破損がなく健全であることで機能が維持され

る。自然空冷であれば，空気流路が健全であることで機能が維持される。 

崩壊熱の除去機能が損なわれた場合には，対象となる機器において崩

壊熱の除去が行われないことから，使用済燃料であれば想定事故１，液

体（溶液又は廃液）であれば蒸発乾固，混合酸化物貯蔵容器及びガラス

固化体であれば温度上昇による閉じ込め喪失に至る可能性がある。 

また，使用済燃料の崩壊熱除去のためのプール水冷却系の流路となる

配管が破損した場合には想定事故２が発生する可能性がある。 

崩壊熱等の除去機能の喪失により発生する可能性がある重大事故を第
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10 表に示す。 

第 10 表 崩壊熱等の除去機能の喪失により 

 発生する可能性がある重大事故 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

崩壊熱除去機能

（間接水冷） 

液体（溶液又は廃液）の崩壊熱を除去できなくな

る 

蒸発乾固（機器

内） 

崩壊熱除去機能

（直接水冷） 
使用済燃料の崩壊熱を除去できなくなる 

使用済燃料の著し

い損傷（想定事故

１） 

プール水の保持機

能 

サイフォン効果によりプール水が小規模に漏えい

する

使用済燃料の著し

い損傷（想定事故

２） 

崩壊熱除去機能

（強制空冷） 
混合酸化物貯蔵容器の崩壊熱を除去できなくなる 

放射性物質の漏え

い（温度上昇によ

る閉じ込め喪失） 

崩壊熱除去機能

（自然空冷） 
ガラス固化体の崩壊熱を除去できなくなる 

放射性物質の漏え

い（温度上昇によ

る閉じ込め喪失） 

ｆ．核的制限値（寸法）の維持機能 

 核燃料物質を内包し，核的制限値（寸法）の維持機能を有する機器は，

機器が健全であることで，未臨界を維持することが可能である。 

核的制限値（寸法）の維持機能が損なわれた場合には，内包する核燃

料物質によって臨界事故が発生する可能性がある。 

また，「ａ．(ａ) 保持機能」に示すとおり，漏えい液受皿は，放射性

物質の保持機能が損なわれた場合には，その後の事象進展として発生の

可能性がある臨界事故（機器外）に至ることを防止するための拡大防止

機能も有する。 

核的制限値（寸法）の維持機能の喪失により発生する可能性がある重

大事故を第11表に，安全機能（放射性物質の保持機能）の喪失（漏え

い）後の事象進展により発生する可能性がある重大事故を第12表にそれ
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ぞれ示す。 

 

第 11 表 核的制限値（寸法）の維持機能の喪失により 

発生する可能性がある重大事故 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

核的制限値

（寸法）の維

持機能 

臨界を防止するための形状が損なわれる 
臨界事故（機器

内） 

 

第 12 表 安全機能（放射性物質の保持機能）の喪失（漏えい）後の 

事象進展により発生する可能性がある重大事故 

放射性物質の保持機

能を喪失する機器 

安全機能喪失後に想

定する施設状態 

事象進展に対する拡大防

止機能 

発生する可能性

がある重大事故 

核的制限値の維持機

能を有する機器 

核的に安全な形状が

損なわれる 

・核的制限値（寸法）の

維持機能（漏えい液受

皿） 

臨界事故（機器

外） 

 

 ｇ．遮蔽機能 

   遮蔽機能が損なわれても放射性物質の大気中への放出には至らない。

ただし，重大事故等への対処の作業環境については，遮蔽機能が損なわ

れる可能性を考慮して評価を行う。 

遮蔽機能の喪失により発生する可能性がある重大事故を第 13 表に示

す。 

 

第 13 表 遮蔽機能の喪失により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

遮蔽機能 
作業環境における線量率が上昇するが，放射性物質

の大気中への放出には至らない 
－ 
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 ｈ．落下・転倒防止機能 

   使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容器（以下「キャスク」とい

う。）を取扱う使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン，バスケット

を取扱うバスケット仮置き架台及びガラス固化体（キャニスタ）を取扱

う固化セル移送台車が該当する。 

キャスクを取扱う使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン又はバス

ケットを取扱うバスケット仮置き架台の落下・転倒防止機能が喪失した

場合には，キャスクの落下又はバスケットの転倒により使用済燃料集合

体同士が近接し臨界事故（機器外）に至る可能性がある。 

また，固化セル移送台車の落下・転倒防止機能が損なわれた場合には，

キャニスタが転倒し，放射性物質の大気中への放出に至る可能性がある。 

落下・転倒防止機能の喪失により発生する可能性がある重大事故を第

14 表に示す。 

 

第 14 表 落下・転倒防止機能の喪失により発生する可能性がある 

重大事故 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

落下・転倒防止機

能（使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋天

井クレーン） 

キャスクが落下して転倒し蓋が外れ，使用済燃料

集合体同士がキャスク外で近接する 

臨界事故（機器

外） 

落下・転倒防止機

能（バスケット仮

置き架台） 

バスケットが転倒することで，使用済燃料集合体

同士がバスケット外で近接する 

臨界事故（機器

外） 

落下・転倒防止機

能（固化セル移送

台車） 

ガラス溶融炉からの流下中にキャニスタが転倒し

た場合には，溶融ガラスが固化セル内に流下する

（流下後に転倒した場合は，キャニスタ内のガラ

スが冷え固まっているため，放射性物質の大気中

への放出には至らない） 

放射性物質の漏え

い（固体状の放射

性物質の機器外へ

の漏えい） 
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 (２) 異常の拡大防止機能（ＭＳ） 

 ａ．熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能 

   異常の発生に対して，その拡大を防止する機能である。この機能を有

する安全上重要な施設としては警報と停止回路がこれに該当する。また，

異常が無いことを検知して次工程に送るための起動回路もこれに該当す

る。 

これらは拡大防止機能（ＭＳ）であり，単独で機能を喪失しても放射

性物質の大気中への放出には至らない。ただし，安全上重要な施設以外

の安全機能を有する施設が有する「火災，爆発，臨界等に係るプロセス

量等の維持機能」の喪失による異常に対して，本機能が異常の拡大防止

機能の位置付けとなることから，「火災，爆発，臨界等に係るプロセス

量等の維持機能」の喪失と同時に警報又は停止回路が有する熱的，化学

的又は核的制限値等の維持機能も同時に喪失していれば，重大事故に至

る可能性がある。 

異常が無いことを検知して次工程に移送するための起動回路の場合は，

故障によっても次工程の運転ができなくなるだけで，安全上重要な施設

以外の安全機能を有する施設が有する「火災，爆発，臨界等に係るプロ

セス量等の維持機能」によらず事故に至る可能性はない。しかしながら，

誤作動を想定すると，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設が

有する「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能」の機能喪

失により異常があるにも関わらず次工程へ移送し，その結果，重大事故

に至る可能性がある。 

なお，安全上重要な施設か安全上重要な施設以外の安全機能を有する

施設かを問わず「放射性物質の保持機能」の喪失による漏えいに対して，

熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（液位警報）が異常の拡大防
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止機能の位置付けとなる。ただし，「放射性物質（液体状・固体状）の

漏えい」は既に発生しており事故の発生防止にはならず，また「配管の

全周破断」における重大事故の発生を仮定する際の条件では，液位警報

が機能喪失した場合や，漏えい液の回収操作における誤操作を考慮し，

漏えい量を１時間移送量として設定している。 

その後の事象進展で発生する「蒸発乾固（機器外）」等に対しても，

液位警報はソースターム制限機能（回収系）を起動するための条件でし

かなく，直接重大事故の発生は防止できない。 

熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能の喪失により発生する可能

性がある重大事故を第 15 表に，安全機能（火災，爆発，臨界等に係る

プロセス量等の維持機能）の喪失後の事象進展により発生する可能性が

ある重大事故を第 16 表にそれぞれ示す。 

第 15 表 熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能の喪失により 

発生する可能性がある重大事故 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

熱的，化学的

又は核的制限

値等の維持機

能 

異常が発生していないことから，単独で機能を喪失

しても放射性物質の大気中への放出には至らない 
－ 
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第 16 表 安全機能（火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能） 

  の喪失後の事象進展により発生する可能性がある重大事故 

喪失する安全機能 
安全機能喪失後に

想定する施設状態 

事象進展に対する拡大防

止機能 

発生する可能性

がある重大事故 

火災，爆発，臨界等に

係るプロセス量等の維

持機能（安全上重要な

施設以外の安全機能を

有する施設） 

せん断位置異常，

供給硝酸濃度異常

等 

・熱的，化学的又は核的

制限値等の維持機能

（せん断停止回路，起

動回路等） 

臨界事故（機器

内） 

火災，爆発，臨界等に

係るプロセス量等の維

持機能（安全上重要な

施設以外の安全機能を

有する施設） 

容器等が定位置に

ない状態 

・熱的，化学的又は核的

制限値等の維持機能

（容器等の定位置検知

による充てん起動回

路） 

臨界事故（機器

外） 

火災，爆発，臨界等に

係るプロセス量等の維

持機能（安全上重要な

施設以外の安全機能を

有する施設） 

有機溶媒の温度上

昇 

・熱的，化学的又は核的

制限値等の維持機能 

（加熱停止回路） 

有機溶媒等によ

る火災又は爆発

（有機溶媒火災

（機器内）） 

火災，爆発，臨界等に

係るプロセス量等の維

持機能（安全上重要な

施設以外の安全機能を

有する施設） 

還元ガス中の水素

濃度上昇 

・熱的，化学的又は核的

制限値等の維持機能

（還元ガス供給停止回

路） 

有機溶媒等によ

る火災又は爆発

（プロセス水素

による爆発） 

火災，爆発，臨界等に

係るプロセス量等の維

持機能（安全上重要な

施設以外の安全機能を

有する施設） 

・蒸発缶等の加熱

蒸気温度上昇 

・希釈剤流量低下

（蒸発缶等への

ＴＢＰの混入） 

・熱的，化学的又は核的

制限値等の維持機能

（加熱停止回路） 

有機溶媒等によ

る火災又は爆発

（ＴＢＰ等の錯

体の急激な分解

反応） 

火災，爆発，臨界等に

係るプロセス量等の維

持機能（安全上重要な

施設以外の安全機能を

有する施設） 

ガラス溶融炉とキ

ャニスタの接続不

良 

・熱的，化学的又は核的

制限値等の維持機能 

（結合装置圧力信号によ

る流下ノズル加熱停止回

路，充てん起動回路） 

放射性物質の漏

えい（固体状の

放射性物質の機

器外への漏え

い） 

火災，爆発，臨界等に

係るプロセス量等の維

持機能（安全上重要な

施設以外の安全機能を

有する施設） 

焙焼炉又は還元炉

の過加熱 

・熱的，化学的又は核的

制限値等の維持機能（ヒ

ータ加熱停止回路） 

放射性物質の漏

えい（温度上昇

による閉じ込め

喪失） 

 

 (３) 影響緩和機能（ＭＳ） 

 ａ．静的な閉じ込め機能(放射性物質の保持及び放出経路の維持機能) 

   影響緩和機能（ＭＳ）であり，各建屋の汚染のおそれのある区域から

の排気系が該当する。これらが単独で機能を喪失しても，異常の発生防
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止機能（ＰＳ）を有するせん断処理・溶解廃ガス処理設備，塔槽類廃ガ

ス処理設備，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備及び換気設備のう

ちセル等からの排気系が機能を維持していれば，放射性物質の大気中へ

の放出には至らない。 

異常の発生防止機能（ＰＳ）を有するせん断処理・溶解廃ガス処理設

備，塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備及

び換気設備のうちセル等からの排気系の機能喪失により，本機能の維持

又は喪失によらず事故の可能性がある（重大事故に至る場合は，その評

価条件として同時に本機能が喪失しているか否かを考慮する）。 

静的な閉じ込め機能の喪失により発生する可能性がある重大事故を第

17 表に示す。 

 

第 17 表 静的な閉じ込め機能の喪失により 

   発生する可能性がある重大事故 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

静的な閉じ込め機能(放射

性物質の保持及び放出経

路の維持機能) 

異常が発生していないことから，単独で

機能を喪失しても放射性物質の大気中へ

の放出には至らない 

－ 

 

 ｂ．動的な閉じ込め機能（放射性物質の捕集・浄化及び排気機能） 

   影響緩和機能（ＭＳ）であり，各建屋の汚染のおそれのある区域から

の排気系の高性能粒子フィルタ及び排風機が該当する。これらが単独で

機能を喪失しても，異常の発生防止機能（ＰＳ）を有するせん断処理・

溶解廃ガス処理設備，塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃液ガラス固化

廃ガス処理設備及び換気設備のうちセル等からの排気系が機能を維持し

ていれば，放射性物質の大気中への放出には至らない。 

290



異常の発生防止機能（ＰＳ）を有するせん断処理・溶解廃ガス処理設

備，塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備又

は換気設備のうちセル等からの排気系の機能喪失により，本機能の維持

又は喪失によらず事故の可能性がある（重大事故に至る場合は，その評

価条件として同時に本機能が喪失しているか否かを考慮する）。 

動的な閉じ込め機能の喪失により発生する可能性がある重大事故を第

18 表に示す。 

 

第 18 表 動的な閉じ込め機能の喪失により 

    発生する可能性がある重大事故 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

動的な閉じ込め機能（放

射性物質の捕集・浄化及

び排気機能） 

異常が発生していないことから，単独で

機能を喪失しても放射性物質の大気中へ

の放出には至らない 

－ 

 

 ｃ．ソースターム制限機能 

   影響緩和機能（ＭＳ）であり，漏えい発生時にセルの漏えい液受皿か

らの回収系，溶解槽における臨界事故発生時に可溶性中性子吸収材を自

動で供給するための可溶性中性子吸収材緊急供給系，及び固化セル移送

台車上にキャニスタを適切に載せていない状態でガラス溶融炉からの溶

融ガラスの流下を行った際に重量を検知して流下を停止するためのガラ

ス溶融炉の流下停止系が該当する。 

これらは単独で機能を喪失しても，異常の発生防止機能（ＰＳ）の喪

失によりセルへの漏えいが発生していない状態，溶解槽での臨界事故が

発生していない状態又は固化セル移送台車上にキャニスタを適切に載せ

ている状態であれば放射性物質の大気中への放出には至らない。 
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ただし，「(１)ａ．(ａ) 保持機能」に示すとおり，ソースターム制限機

能（回収系）は，放射性物質の保持機能が喪失した場合，その後の事象

進展として発生の可能性がある蒸発乾固（機器外），水素爆発（機器

外）及び有機溶媒火災（機器外）に至ることの防止するための拡大防止

機能も有する。したがって，放射性物質の保持機能と同時に機能喪失し

た場合には，重大事故に至る可能性がある。 

また，溶解槽の臨界に対してはソースターム制限機能（可溶性中性子

吸収材緊急供給系）が，また溶融ガラスの誤流下に対してはソースター

ム制限機能（ガラス溶融炉の流下停止系）がそれぞれ影響緩和機能とし

て機能する。設計基準事故として溶解槽の臨界及び溶融ガラスの誤流下

を選定し，これらの影響緩和機能の妥当性を確認しているが，万が一設

計基準事故の発生と同時に影響緩和機能が喪失した場合には，設計基準

事故の範疇を超えて重大事故に至る可能性がある。 

ソースターム制限機能の喪失により発生する可能性がある重大事故を

第 19 表に，安全機能（放射性物質の保持機能）の喪失（漏えい）後の

事象進展により発生する可能性がある重大事故を第 20 表に，設計基準

事故の影響拡大により発生する可能性がある重大事故を第 21 表に，そ

れぞれ示す。 

 

第 19 表 ソースターム制限機能の喪失により 

     発生する可能性がある重大事故 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

ソースターム制限機能 

異常が発生していないことから，単独で

機能を喪失しても放射性物質の大気中へ

の放出には至らない 

－ 
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第 20 表 安全機能（放射性物質の保持機能）の喪失（漏えい）後の 

事象進展により発生する可能性がある重大事故 

放射性物質の保持機

能を喪失する機器 

安全機能喪失後に想

定する施設状態 

事象進展に対する拡大防

止機能 

発生する可能性

がある重大事故 

崩壊熱除去（沸騰防

止）の対象機器 

漏えい液の崩壊熱に

よる温度上昇 

・ソースターム制限機能

（回収系） 

蒸発乾固（機器

外） 

安全圧縮空気系によ

る水素掃気の対象機

器 

漏えい液の放射線分

解による水素発生 

・ソースターム制限機能

（回収系） 

・排気機能（セル等から

の排気系） 

水素爆発（機器

外） 

ＴＢＰ又はｎ－ドデ

カンを内包する機器 

漏えい液の崩壊熱に

よる温度上昇 

・ソースターム制限機能

（回収系） 

有機溶媒等によ

る火災又は爆発

（有機溶媒火災

（機器外）） 

 

第 21 表 設計基準事故の影響拡大により 

     発生する可能性がある重大事故 

設計基準事故 事故に対する影響緩和機能 
発生する可能性が 

ある重大事故 

溶解槽における臨界 
・ソースターム制限機能（可溶

性中性子吸収材緊急供給系） 
臨界事故（機器内）の継続 

溶融ガラスの誤流下 
・ソースターム制限機能（ガラ

ス溶融炉の流下停止系） 

放射性物質の漏えい（固体状

の放射性物質の機器外への漏

えい）の継続 

 

 ｄ．遮蔽機能 

   遮蔽機能が損なわれても放射性物質の大気中への放出には至らない。

ただし，重大事故等への対処の作業環境については，遮蔽機能が損なわ

れる可能性を考慮して評価を行う。 

遮蔽機能の喪失により発生する可能性がある重大事故を第 22 表に示

す。 
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第 22 表 遮蔽機能の喪失により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

遮蔽機能 
作業環境における線量率が上昇するが，放射性物質

の大気中への放出には至らない 
－ 

 

 ｅ．事故時の放射性物質の放出量の監視機能 

   事故時の放射性物質の放出量の監視機能を喪失しても放射性物質の大

気中への放出には至らない。ただし，重大事故等への対処においては放

出量を監視することが必要となるため，監視測定設備にて放射性物質の

放出量の監視を行う。 

事故時の放射性物質の放出量の監視機能の喪失により発生する可能性

がある重大事故を第 23 表に示す。 

 

第 23 表 事故時の放射性物質の放出量の監視機能の 

     喪失により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

事故時の放射

性物質の放出

量の監視機能 

事故時の放射性物質の放出量等を把握できなくなる

が，放射性物質の大気中への放出には至らない 
－ 

 

 ｆ．事故時の対応操作に必要な居住性等の維持機能 

   事故時の対応操作に必要な居住性等の維持機能を喪失しても放射性物

質の大気中への放出には至らない。ただし，重大事故等への対処におい

ては，評価により居住性が維持されていることを確認する。 

事故時の対応操作に必要な居住性等の維持機能の喪失により発生する

可能性がある重大事故を第 24 表に示す。 

 

294



第 24 表 事故時の対応操作に必要な居住性等の維持機能の 

  喪失により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 
発生する可能性が

ある重大事故 

事故時の対応

操作に必要な

居住性等の維

持機能 

事故時に必要な操作及び措置を行う従事者が滞在で

きなくなるが，放射性物質の大気中への放出には至

らない 

－ 

 

  以上より，重大事故に至る可能性がある機能喪失又はその組合せは

第 25 表のとおり整理できる。 
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又
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１
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３
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3. 重大事故の発生を仮定する機器の特定結果

安全上重要な施設の安全機能の機能喪失又はその組合せにより発生する

可能性がある重大事故ごとに重大事故の発生を仮定する機器の特定の結果

を以下に示す。 

あわせて，重大事故の発生を仮定する機器の特定の結果を，以下の方針

に沿って第 26～51 表として示す。 

(１) 要因ごとに，当該安全機能が喪失する場合は「〇」を，機能喪失しな

い場合は「－」を記載する。また，組合せにより重大事故に至る可能性

のある機能喪失については，その全てが機能喪失する場合は「〇」を，

いずれかの機能が維持される場合は「－」を記載する。 

(２) 安全機能が喪失する，又は安全機能が組合せで同時に喪失する場合で

あっても，評価によって事故に至らないことを確認できれば，「△」を

記載する。 

(３) 安全機能の喪失又はその組合せに対して，評価によって事故に至らな

いことを確認できない場合には，事象の収束手段，事象進展の早さ又は

公衆への影響をそれぞれ評価し，以下のとおり記載する。 

○ ：重大事故の発生を仮定する機器として特定

×１：設計基準対象の施設 で事象の収束が可能であるため設計基準

として整理する事象 

×２：安全機能の喪失により事象が進展するまでの間に喪失した安全

機能の復旧が可能であるため設計基準として整理する事象 

×３：機能喪失時の公衆への影響が平常運転時と同程度であるため，

設計基準として整理する事象 
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3.1 臨界事故（機器内） 

  臨界事故（機器内）に至る可能性がある機能喪失又はその組合せは以下

のとおりである。 

・「核的制限値の維持機能」の喪失 

・「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（安全上重要な

施設以外の 安全機能を有する 施設）」及び「熱的，化学的又は核的

制限値等の維持機能」の同時喪失 

・「ソースターム制限機能（溶解槽における臨界発生時）」の喪失 

  以下，これらについてそれぞれ重大事故の 発生を仮定する機器 の特定

結果を示す。 
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3.1.1 「核的制限値の維持機能」の喪失 

  「核的制限値の維持機能」が喪失した場合には，臨界事故（機器内）に

至る可能性がある。 

 (１) 地震の場合 

   基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計によ

り「核的制限値の維持機能」は喪失しないことから臨界事故（機器内）

は発生しない，又は基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維

持できる設計とせず「核的制限値の維持機能」が喪失したとしても，平

常運転時に未臨界濃度以下又は未臨界質量以下であることから，臨界事

故（機器内）は発生しない事象（△）に該当する。 

 (２) 火山の影響の場合 

   静的機能である「核的制限値の維持機能」は喪失しない。 

 (３) 配管の全周破断の場合 

   配管の全周破断を想定しても対象機器の「核的制限値の維持機能」は

喪失しない。 

 (４) 動的機器の多重故障の場合 

   静的機能である「核的制限値の維持機能」は喪失しない。 

 (５) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

   静的機能である「核的制限値の維持機能」は喪失しない。 
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3.1.2 「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（安全上重要

な施設以外の安全機能を有する施設）」及び「熱的，化学的又は核的制

限値等の維持機能」の同時喪失 

  安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設の「火災，爆発，臨界等

に係るプロセス量等の維持機能（溶解槽の温度の制御等）」が喪失してい

る状態で，安全上重要な施設の「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機

能（せん断停止回路等）」が喪失した場合には，臨界事故（機器内）に至

る可能性がある。 

 (１) 地震の場合 

   「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（溶解槽の温度

の制御等）」及び「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（せん断

停止回路等）」の機能喪失と同時に，工程も停止することから，臨界事

故に至る条件が成立せず，事故に至ることはなく事象が収束する。した

がって，設計基準対象の施設 で事象の収束が可能であるため設計基準

として整理する事象（×１）に該当する。 

 (２) 火山の影響の場合 

   「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（溶解槽の温度

の制御等）」及び「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（せん断

停止回路等）」の機能喪失と同時に，工程も停止することから，臨界事

故に至る条件が成立せず，事故に至ることはなく事象が収束する。した

がって，設計基準対象の施設 で事象の収束が可能であるため設計基準

として整理する事象（×１）に該当する。 

 (３) 配管の全周破断の場合 

   「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（せん断停止回路等）」

の機能は喪失しないことから，事故に至ることはない。 
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(４) 動的機器の多重故障の場合

「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（せん断停止回路等）」

の機能が喪失したとしても，「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等

の維持機能（溶解槽の温度の制御等）」の喪失によりプロセス量の変

動・逸脱があれば，他の手段により速やかに検知し工程を停止すること

から，臨界事故に至る条件が成立せず，事故に至ることはなく事象が収

束する。したがって，設計基準対象の施設 で事象の収束が可能である

ため設計基準として整理する事象（×１）に該当する。 

(５) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合

「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（溶解槽の温度

の制御等）」及び「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（せん断

停止回路等）」の機能喪失と同時に，工程も停止することから，臨界事

故に至る条件が成立せず，事故に至ることはなく事象が収束する。した

がって，設計基準対象の施設 で事象の収束が可能であるため設計基準

として整理する事象（×１）に該当する。 
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3.1.3 「ソースターム制限機能」の喪失（溶解槽における臨界発生時） 

  溶解槽で臨界事故（機器内）が発生している状態で，安全上重要な施設

の「ソースターム制限機能（可溶性中性子吸収材緊急供給系）」が喪失し

た場合には，臨界事故が継続し，設計基準事故の範疇を超えて重大事故に

至る可能性がある。 

(１) 地震の場合

地震により「ソースターム制限機能（可溶性中性子吸収材緊急供給

系）」が喪失する。ただし，溶解槽での臨界事故が発生した直後に設計

上の想定を超える規模の地震が発生することは考え難いことから，溶解

槽で臨界事故（機器内）が発生している状態では安全上重要な施設の

「ソースターム制限機能（可溶性中性子吸収材緊急供給系）」は喪失せ

ず，設計基準事故の範疇で事象の収束が可能であるため，重大事故には

至らない。 

(２) 火山の影響の場合

火山の影響により「ソースターム制限機能（可溶性中性子吸収材緊急

供給系）」が喪失する。ただし，溶解槽での臨界事故が発生した直後に

設計上の想定を超える規模の噴火が発生することは考え難いことから，

溶解槽で臨界事故（機器内）が発生している状態では安全上重要な施設

の「ソースターム制限機能（可溶性中性子吸収材緊急供給系）」は喪失

せず，設計基準事故の範疇で事象の収束が可能であるため，重大事故に

は至らない。 

(３) 配管の全周破断の場合

可溶性中性子吸収材緊急供給系の配管は放射性物質を内包せず，「ソ

ースターム制限機能（可溶性中性子吸収材緊急供給系）」の機能は喪失

しないことから，重大事故には至らない。 
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 (４) 動的機器の多重故障の場合 

   「ソースターム制限機能（可溶性中性子吸収材緊急供給系）」が喪失

し，溶解槽への可溶性中性子吸収材の自動供給ができなくなる。ただし，

溶解槽での臨界事故の発生は他の手段により速やかに検知が可能であるた

め，運転員が可溶性中性子吸収材を溶解槽に供給することで，設計基準事

故の範疇で事象の収束が可能である。したがって，設計基準対象の施設

で事象の収束が可能であるため設計基準として整理する事象（×１）に該

当する。 

 (５) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

   「ソースターム制限機能（可溶性中性子吸収材緊急供給系）」が喪失

する 。ただし ，溶解槽での臨界事故と長時間の全交流動力電源の喪失

は関連性がなく，同時に発生することは考え難いことから，溶解槽で臨

界事故（機器内）が発生している状態では安全上重要な施設の「ソース

ターム制限機能（可溶性中性子吸収材緊急供給系）」は喪失せず，設計

基準事故の範疇で事象の収束が可能であるため，重大事故には至らない。 
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3.2 臨界事故（機器外） 

  臨界事故（機器外）に至る可能性がある機能喪失又はその組合せは以下

のとおりである。 

・「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能」の喪失 

・「落下・転倒防止機能」の喪失 

・「放射性物質の保持機能」及び「核的制限値の維持機能」の同時喪失 

・「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（安全上重要な

施設以外の安全機能を有する施設）」及び「熱的，化学的又は核的制

限値等の維持機能」の同時喪失 

  以下，これらについてそれぞれ重大事故の発生を仮定する機器の特定結

果を示す。 
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3.2.1 「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能」の喪失 

  燃焼度計測装置の「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機

能」が喪失した場合には，使用済燃料集合体の平均濃縮度に応じた燃料貯

蔵ラック（高残留濃縮度又は低残留濃縮度）に適切に貯蔵できなくなり，

臨界事故（機器外）に至る可能性がある。 

 (１) 地震の場合 

   燃焼度計測装置の「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機

能」は喪失する。ただし，工程が停止することから，臨界事故（機器

外）に至る条件が成立せず，事故に至ることはなく事象が収束する。し

たがって，設計基準対象の施設 で事象の収束が可能であるため設計基

準として整理する事象（×１）に該当する。 

 (２) 火山の影響の場合 

   燃焼度計測装置の「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機

能」は喪失する。ただし，工程が停止することから，臨界事故（機器

外）に至る条件が成立せず，事故に至ることはなく事象が収束する。し

たがって，設計基準対象の施設 で事象の収束が可能であるため設計基

準として整理する事象（×１）に該当する。 

 (３) 配管の全周破断の場合 

   燃焼度計測装置の「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機

能」は喪失しないため，臨界事故（機器外）は発生しない。 

 (４) 動的機器の多重故障の場合 

   燃焼度計測装置の「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機

能」は喪失する。ただし，他の手段により速やかに故障を検知し工程を

停止することから，臨界事故（機器外）に至る条件が成立せず，事故に

至ることはなく事象が収束する。したがって，設計基準対象の施設 で
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事象の収束が可能であるため設計基準として整理する事象（×１）に該

当する。 

 (５) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

   燃焼度計測装置の「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機

能」は喪失する。ただし，工程が停止することから，臨界事故（機器

外）に至る条件が成立せず，事故に至ることはなく事象が収束する。し

たがって，設計基準対象の施設 で事象の収束が可能であるため設計基

準として整理する事象（×１）に該当する。 
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3.2.2 「落下・転倒防止機能」の喪失 

  「落下・転倒防止機能」が喪失した場合には，使用済燃料集合体同士が

近接し臨界事故（機器外）に至る可能性がある。 

 (１) 地震の場合 

   基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計によ

りバスケット仮置き架台及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン

の「落下・転倒防止機能」は喪失しないことから，臨界事故（機器外）

は発生しない。 

 (２) 火山の影響の場合 

   全交流動力電源の喪失によっても，フェイルセーフにより使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋天井クレーンの「落下・転倒防止機能」は喪失しない

ことから，臨界事故（機器外）は発生しない。また，全交流動力電源の

喪失ではバスケット仮置き架台の「落下・転倒防止機能」は喪失しない

ことから，臨界事故（機器外）は発生しない。 

 (３) 配管の全周破断の場合 

   使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン及びバスケット仮置き架台

の「落下・転倒防止機能」は喪失しないことから，臨界事故（機器外）

は発生しない。 

 (４) 動的機器の多重故障の場合 

   動的機器の多重故障により使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン

及びバスケット仮置き架台の「落下・転倒防止機能」は喪失しないこと

から，臨界事故（機器外）は発生しない。 

 (５) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

   全交流動力電源の喪失によっても，フェイルセーフにより使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋天井クレーンの「落下・転倒防止機能」は喪失しない
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ことから，臨界事故（機器外）は発生しない。また，全交流動力電源の

喪失ではバスケット仮置き架台の「落下・転倒防止機能」は喪失しない

ことから，臨界事故（機器外）は発生しない。 
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3.2.3 「放射性物質の保持機能」及び「核的制限値の維持機能」の同時喪

失 

  核的制限値の維持機能を有する機器又は熱的・化学的又は核的制限値の

維持機能で臨界事故を防止している機器の「放射性物質の保持機能」が喪

失した場合には漏えいが発生し，かつ漏えい液受皿の「核的制限値の維持

機能」が喪失した場合には，臨界事故（機器外）に至る可能性がある。 

 (１) 地震の場合 

   基準地震動を 1.2 倍にした地震動を考慮する設計により「放射性物質

の保持機能」を喪失しないため臨界事故（機器外）は発生しない，又

は「放射性物質の保持機能」を喪失するが内包液が平常運転時に未臨

界濃度以下である又は内包物が平常運転時に未臨界質量以下であるた

め臨界事故（機器外）は発生しないことから，臨界事故（機器外）は

発生しない事象（△）に該当する。 

 (２) 火山の影響の場合 

   「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから，臨界事故（機器

外）は発生しない。 

 (３) 配管の全周破断の場合 

   「放射性物質の保持機能」を喪失するが内包液が平常運転時に未臨界

濃度以下である又は内包物が平常運転時に未臨界質量以下であるため臨

界事故（機器外）は発生しない，又は未臨界濃度を超える濃度であって

も，漏えいを検知して１時間以内に漏えいを停止することにより，漏え

い液受皿の「核的制限値の維持機能」は維持されることから，臨界事故

（機器外）は発生しない。 

 (４) 動的機器の多重故障の場合 

   「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから，臨界事故（機器
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外）は発生しない。 

 (５) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

   「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから，臨界事故（機器

外）は発生しない。 
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3.2.4 「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（安全上重要

な施設以外の安全機能を有する施設）」及び「熱的，化学的又は核的制

限値等の維持機能」の同時喪失 

  安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設の「火災，爆発，臨界等

に係るプロセス量等の維持機能（容器等の定位置への移動）」が喪失して

いる状態で，安全上重要な施設の「熱的，化学的又は核的制限値等の維持

機能（充てん起動回路）」が喪失した場合には，漏えいにより臨界事故

（機器外）に至る可能性がある。 

(１) 地震の場合

「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（容器等の定位

置への移動）」及び「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（充て

ん起動回路）」の機能喪失と同時に，工程も停止することから，臨界事

故に至る条件が成立せず，事故に至ることはなく事象が収束する。した

がって，設計基準対象の施設 で事象の収束が可能であるため設計基準

として整理する事象（×１）に該当する。 

(２) 火山の影響の場合

「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（容器等の定位

置への移動）」及び「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（充て

ん起動回路）」の機能喪失と同時に，工程も停止することから，臨界事

故に至る条件が成立せず，事故に至ることはなく事象が収束する。した

がって，設計基準対象の施設 で事象の収束が可能であるため設計基準

として整理する事象（×１）に該当する。 

(３) 配管の全周破断の場合

「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（充てん起動回路）」の

機能は喪失しないことから，事故に至ることはない。 
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(４) 動的機器の多重故障の場合 

「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（充てん起動回路）」の

機能が喪失したとしても，「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の

維持機能（容器等の定位置への移動）」の喪失により容器が定位置にな

ければ，他の手段により速やかに検知し工程を停止することから，臨界

事故に至る条件が成立せず，事故に至ることはなく事象が収束する。し

たがって，設計基準対象の施設 で事象の収束が可能であるため設計基

準として整理する事象（×１）に該当する。 

 (５) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

   「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（容器等の定位

置への移動）」及び「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（充て

ん起動回路）」の機能喪失と同時に，工程も停止することから，臨界事

故に至る条件が成立せず，事故に至ることはなく事象が収束する。した

がって，設計基準対象の施設 で事象の収束が可能であるため設計基準

として整理する事象（×１）に該当する。 
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3.3 冷却機能喪失による蒸発乾固 

3.3.1 蒸発乾固（機器内） 

  安全冷却水系（再処理設備本体用）の「崩壊熱除去機能」が喪失した場

合には，蒸発乾固（機器内）に至る可能性がある。 

(１) 地震の場合 

   冷却水のポンプ，屋外に設置する冷却塔等の直接的な機能喪失及び電

源喪失による間接的な機能喪失により溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニ

ウム溶液又は高レベル廃液を内包する 59 の機器で「崩壊熱除去機能」

が喪失する。このうち６機器については，安全機能の喪失から事故に至

るまでの間に喪失した安全機能の復旧が可能であるため設計基準として

整理する事象（×２）に該当することから，53 の機器で同時に蒸発乾

固の発生を仮定する。 

(２) 火山の影響の場合 

   屋外に設置する冷却塔の直接的な機能喪失及び電源喪失による冷却水

のポンプ，屋外に設置する冷却塔等の間接的な機能喪失により溶解液，

抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は高レベル廃液を内包する 59 の機

器で「崩壊熱除去機能」が喪失する。このうち６機器については，安全

機能の喪失から事故に至るまでの間に喪失した安全機能の復旧が可能で

あるため設計基準として整理する事象（×２）に該当することから，53

の機器で同時に蒸発乾固の発生を仮定する。 

(３) 配管の全周破断の場合 

   冷却水を内包する配管は劣化の進展が小さく，保守点検により健全性

を維持できることから，漏えいは想定せず「崩壊熱除去機能」は喪失し

ない。したがって蒸発乾固は発生しない。 
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(４) 動的機器の多重故障の場合 

   外部ループの冷却水のポンプ又は屋外に設置する冷却塔の多重故障に

より，溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は高レベル廃液を内

包する 59 の機器で「崩壊熱除去機能」が喪失する。このうち６機器に

ついては，安全機能の喪失から事故に至るまでの間に喪失した安全機能

の復旧が可能であるため設計基準として整理する事象（×２）に該当す

ることから，53 の機器で同時に蒸発乾固の発生を仮定する。 

 また，内部ループの冷却水のポンプが多重故障により機能喪失した場

合には，その内部ループに接続されている貯槽等で同時に重大事故の発

生を仮定し，対策が同じ重大事故の発生を仮定する機器のグループであ

る「機器グループ」の単位で，５建屋１３グループで単独の発生を仮定

する。 

(５) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

冷却水のポンプ，屋外に設置する冷却塔等の電源喪失による間接的な

機能喪失により溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は高レベル

廃液を内包する 59 の機器で「崩壊熱除去機能」が喪失する。このうち

６機器については，安全機能の喪失から事故に至るまでの間に喪失した

安全機能の復旧が可能であるため設計基準として整理する事象（×２）

に該当することから，53 の機器で同時に蒸発乾固の発生を仮定する。 
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3.3.2 蒸発乾固（機器外） 

  崩壊熱除去（沸騰防止）の対象機器の「放射性物質の保持機能」が喪失

した場合には漏えいが発生し，かつ「ソースターム制限機能（回収系）」

が喪失した場合には，蒸発乾固（機器外）に至る可能性がある。 

(１) 地震の場合

崩壊熱除去の対象機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際

に機能維持できる設計により「放射性物質の保持機能」は喪失しないこ

とから蒸発乾固（機器外）は発生しない。 

(２) 火山の影響の場合

「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから，蒸発乾固（機器

外）は発生しない。 

(３) 配管の全周破断の場合

「放射性物質の保持機能」は喪失するが，「ソースターム制限機能

（回収系）」は多重化により機能喪失しないことから，蒸発乾固（機器

外）は発生しない。 

(４) 動的機器の多重故障の場合

「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから，蒸発乾固（機器

外）は発生しない。 

(５) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合

「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから，蒸発乾固（機器

外）は発生しない。 

316



3.4 放射線分解により発生する水素による爆発 

3.4.1 水素爆発（機器内） 

  安全圧縮空気系の「掃気機能」が喪失した場合には，水素爆発（機器

内）に至る可能性がある。 

(１) 地震の場合 

   安全圧縮空気系の空気圧縮機の直接的な機能喪失，並びに空気圧縮機

を冷却する安全冷却水系（再処理設備本体用）の機能喪失及び電源喪失

による間接的な機能喪失により溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶

液又は高レベル廃液を内包する 86 の機器で「掃気機能」が喪失する。

このうち７機器については安全機能の喪失から事故に至るまでの間に喪

失した安全機能の復旧が可能であるため設計基準として整理する事象

（×２），30 機器については機能喪失時の公衆への影響が平常運転時

と同程度であるため設計基準として整理する事象（×３）に該当するこ

とから，49 の機器で同時に水素爆発の発生を仮定する。 

(２) 火山の影響の場合 

安全圧縮空気系の空気圧縮機の直接的な機能喪失，並びに空気圧縮機

を冷却する安全冷却水系（再処理設備本体用）の機能喪失及び電源喪失

による間接的な機能喪失により溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶

液又は高レベル廃液を内包する 86 の機器で「掃気機能」が喪失する。

このうち７機器については安全機能の喪失から事故に至るまでの間に喪

失した安全機能の復旧が可能であるため設計基準として整理する事象

（×２），30 機器については機能喪失時の公衆への影響が平常運転時

と同程度であるため設計基準として整理する事象（×３）に該当するこ

とから，49 の機器で同時に水素爆発の発生を仮定する。 
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(３) 配管の全周破断の場合 

   空気の配管は劣化の進展が小さく，保守点検によりその機能を維持で

きることから，漏えいは想定せず「掃気機能」は喪失しない。したがっ

て事故は発生しない。 

(４) 動的機器の多重故障の場合 

   安全圧縮空気系の空気圧縮機の多重故障により溶解液，抽出廃液，硝

酸プルトニウム溶液又は高レベル廃液を内包する 86 の機器で「掃気機

能」が喪失する。このうち７機器については安全機能の喪失から事故に

至るまでの間に喪失した安全機能の復旧が可能であるため設計基準とし

て整理する事象（×２），30 機器については機能喪失時の公衆への影

響が平常運転時と同程度であるため設計基準として整理する事象（×

３）に該当することから，49 の機器で同時に水素爆発の発生を仮定す

る。 

 また，安全冷却水系（再処理設備本体用）の外部ループの冷却水のポ

ンプ又は屋外に設置する冷却塔の多重故障により，安全圧縮空気系の空

気圧縮機が冷却できなくなり，その結果安全圧縮空気系の空気圧縮機の

間接的な機能喪失により溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は

高レベル廃液を内包する 86 の機器で「掃気機能」が喪失する。このう

ち７機器については安全機能の喪失から事故に至るまでの間に喪失した

安全機能の復旧が可能であるため設計基準として整理する事象（×２），

30 機器については機能喪失時の公衆への影響が平常運転時と同程度で

あるため設計基準として整理する事象（×３）に該当することから，49

の機器で同時に水素爆発の発生を仮定する。 

(５) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

電源喪失による安全圧縮空気系の空気圧縮機の間接的な機能喪失によ
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り溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は高レベル廃液を内包す

る 86 の機器で「掃気機能」が喪失する。このうち７機器については安

全機能の喪失から事故に至るまでの間に喪失した安全機能の復旧が可能

であるため設計基準として整理する事象（×２），30 機器については

機能喪失時の公衆への影響が平常運転時と同程度であるため設計基準と

して整理する事象（×３）に該当することから，49 の機器で同時に水

素爆発の発生を仮定する。 
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3.4.2 水素爆発（機器外） 

  安全圧縮空気系による水素掃気の対象機器の「放射性物質の保持機能」

が喪失した場合には漏えいが発生し，かつ「ソースターム制限機能（回収

系）」及び「放射性物質の排気機能」が喪失した場合には，水素爆発（機

器外）に至る可能性がある。 

(１) 地震の場合 

水素掃気の対象機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に

機能維持できる設計により「放射性物質の保持機能」は喪失しないこと

から水素爆発（機器外）は発生しない。 

(２) 火山の影響の場合 

   「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから，水素爆発（機器

外）は発生しない。 

(３) 配管の全周破断の場合 

   「放射性物質の保持機能」は喪失するが「放射性物質の排気機能」は

喪失しないことから，水素爆発（機器外）は発生しない。 

(４) 動的機器の多重故障の場合 

   「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから，水素爆発（機器

外）は発生しない。 

(５) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

 「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから，水素爆発（機器

外）は発生しない。 
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3.5 有機溶媒等による火災又は爆発 

3.5.1 有機溶媒火災（機器内） 

  安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設の「火災，爆発，臨界等

に係るプロセス量等の維持機能（逆抽出塔の温度の制御）」が喪失してい

る状態で，安全上重要な施設の「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機

能（加熱停止回路）」が喪失した場合には，有機溶媒火災（機器内）に至

る可能性がある。 

(１) 地震の場合

「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（逆抽出塔の温

度の制御）」及び「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（加熱停

止回路）」の機能喪失と同時に，工程も停止することから，温度上昇は

抑制され，引火点に到達せず，重大事故に至ることはなく事象が収束す

る。したがって，設計基準対象の施設 で事象の収束が可能であるため

設計基準として整理する事象（×１）に該当する。 

(２) 火山の影響の場合

「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（逆抽出塔の温

度の制御）」及び「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（加熱停

止回路）」の機能喪失と同時に，工程も停止することから，温度上昇は

抑制され，引火点に到達せず，重大事故に至ることはなく事象が収束す

る。したがって，設計基準対象の施設 で事象の収束が可能であるため

設計基準として整理する事象（×１）に該当する。 

(３) 配管の全周破断の場合

「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（加熱停止回路）」の機

能は喪失しないことから，重大事故に至ることはない。 
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(４) 動的機器の多重故障の場合 

「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（加熱停止回路）」の機

能が喪失したとしても，「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維

持機能（逆抽出塔の温度の制御）」の喪失により逆抽出塔の液温度上昇

があれば，他の手段により速やかに検知し工程を停止することから，温

度上昇は抑制され，引火点に到達せず，重大 事故に至ることはなく事

象が収束する。したがって，設計基準対象の施設 で事象の収束が可能

であるため設計基準として整理する事象（×１）に該当する。 

(５) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（逆抽出塔の温

度の制御）」及び「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（加熱停

止回路）」の機能喪失と同時に，工程も停止することから，温度上昇は

抑制され，引火点に到達せず，重大 事故に至ることはなく事象が収束

する。したがって，設計基準対象の施設 で事象の収束が可能であるた

め設計基準として整理する事象（×１）に該当する。 
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3.5.2 有機溶媒火災（機器外） 

  ＴＢＰ又はｎ－ドデカンを内包する機器の「放射性物質の保持機能」が

喪失した場合には漏えいが発生し，かつ「ソースターム制限機能（回収

系）」が喪失した場合には，有機溶媒火災（機器外）に至る可能性がある。 

(１) 地震の場合 

ＴＢＰ又はｎ－ドデカンを内包する機器は，基準地震動の 1.2 倍の地

震動を考慮した際に機能維持できる設計により「放射性物質の保持機

能」は喪失しない，又は放熱により崩壊熱による温度上昇が抑制され引

火点に到達しないことから，有機溶媒火災（機器外）は発生しない事象

（△）に該当する。 

(２) 火山の影響の場合 

   「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから，有機溶媒火災（機

器外）は発生しない。 

(３) 配管の全周破断の場合 

「放射性物質の保持機能」は喪失するが，「ソースターム制限機能

（回収系）」は多重化により機能喪失しない，又は放熱により崩壊熱に

よる温度上昇が抑制され引火点に到達しないことから，有機溶媒火災

（機器外）は発生しない事象（△）に該当する。 

(４) 動的機器の多重故障の場合 

 「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから，有機溶媒火災（機

器外）は発生しない。 

 (５) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

   「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから，有機溶媒火災（機

器外）は発生しない。 
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3.5.3 プロセス水素による爆発 

  安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設の「火災，爆発，臨界等

に係るプロセス量等の維持機能（窒素ガスと水素ガスの流量比の制御）」

が喪失している状態で，安全上重要な施設の「熱的，化学的又は核的制限

値等の維持機能（還元ガス供給停止回路）」が喪失した場合には，プロセ

ス水素による爆発に至る可能性がある。

(１) 地震の場合

「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（窒素ガスと水

素ガスの流量比の制御）」及び「熱的，化学的又は核的制限値等の維持

機能（還元ガス供給停止回路）」の機能喪失と同時に，工程も停止する

ことから，還元炉への水素の供給が停止し，プロセス水素による爆発に

至る濃度条件が成立せず，重大 事故に至ることはなく事象が収束する。

したがって，設計基準対象の施設 で事象の収束が可能であるため設計

基準として整理する事象（×１）に該当する。 

(２) 火山の影響の場合

「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（窒素ガスと水

素ガスの流量比の制御）」及び「熱的，化学的又は核的制限値等の維持

機能（還元ガス供給停止回路）」の機能喪失と同時に，工程も停止する

ことから，還元炉への水素の供給が停止し，プロセス水素による爆発に

至る濃度条件が成立せず，重大 事故に至ることはなく事象が収束する。

したがって，設計基準対象の施設 で事象の収束が可能であるため設計

基準として整理する事象（×１）に該当する。 

(３) 配管の全周破断の場合

「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（還元ガス供給停止回

路）」の機能は喪失しないことから，重大事故に至ることはない。 
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(４) 動的機器の多重故障の場合

「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（還元ガス供給停止回

路）」の機能が喪失したとしても，「火災，爆発，臨界等に係るプロセス

量等の維持機能（窒素ガスと水素ガスの流量比の制御）」の喪失により

還元ガス中の水素濃度の上昇があれば，他の手段により速やかに検知し

工程を停止することから，プロセス水素による爆発に至る濃度条件が成

立せず，重大 事故に至ることはなく事象が収束する。したがって，設

計基準対象の施設 で事象の収束が可能であるため設計基準として整理

する事象（×１）に該当する。 

(５) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合

「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（窒素ガスと水

素ガスの流量比の制御）」及び「熱的，化学的又は核的制限値等の維持

機能（還元ガス供給停止回路）」の機能喪失と同時に，工程も停止する

ことから，還元炉への水素の供給が停止し，プロセス水素による爆発に

至る濃度条件が成立せず，重大 事故に至ることはなく事象が収束する。

したがって，設計基準対象の施設 で事象の収束が可能であるため設計

基準として整理する事象（×１）に該当する。 
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3.5.4 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応 

  安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設の「火災，爆発，臨界等

に係るプロセス量等の維持機能（蒸発缶等の温度の制御）」が喪失してい

る状態で，安全上重要な施設の「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機

能（加熱停止回路）」が喪失した場合には，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応に至る可能性がある。 

(１) 地震の場合 

高レベル廃液濃縮缶及び第２酸回収蒸発缶については，減圧蒸発方式

により沸点を下げて運転することにより，「火災，爆発，臨界等に係る

プロセス量等の維持機能（蒸発缶等の温度の制御）」及び「熱的，化学

的又は核的制限値等の維持機能（加熱停止回路）」の機能喪失によって

もＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の開始温度に至らず，重大事故は発

生しない事象（△）に該当する。 

ウラン濃縮缶（分離施設）及びプルトニウム濃縮缶については，「火

災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（蒸発缶等の温度の制

御）」及び「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（加熱停止回

路）」の機能喪失と同時に，工程も停止することから，ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応に至る温度条件が成立せず，重大事故に至ることはな

く事象が収束する。したがって，設計基準対象の施設 で事象の収束が

可能であるため設計基準として整理する事象（×１）に該当する。 

(２) 火山の影響の場合 

高レベル廃液濃縮缶及び第２酸回収蒸発缶については，減圧蒸発方式

により沸点を下げて運転することにより，「火災，爆発，臨界等に係る

プロセス量等の維持機能（蒸発缶等の温度の制御）」及び「熱的，化学

的又は核的制限値等の維持機能（加熱停止回路）」の機能喪失によって
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もＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の開始温度に至らず，重大 事故は

発生しない事象（△）に該当する。 

ウラン濃縮缶（分離施設）及びプルトニウム濃縮缶については，「火

災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（蒸発缶等の温度の制

御）」及び「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（加熱停止回

路）」の機能喪失と同時に，工程も停止することから，ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応に至る温度条件が成立せず，重大 事故に至ることは

なく事象が収束する。したがって，設計基準対象の施設 で事象の収束

が可能であるため設計基準として整理する事象（×１）に該当する。  

(３) 配管の全周破断の場合 

「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（加熱停止回路）」の機

能は喪失しないことから，重大 事故に至ることはない。 

(４) 動的機器の多重故障の場合 

高レベル廃液濃縮缶及び第２酸回収蒸発缶については，減圧蒸発方式

により沸点を下げて運転することにより，「火災，爆発，臨界等に係る

プロセス量等の維持機能（蒸発缶等の温度の制御）」及び「熱的，化学

的又は核的制限値等の維持機能（加熱停止回路）」の機能喪失によって

もＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の開始温度に至らず，重大 事故は

発生しない事象（△）に該当する。 

ウラン濃縮缶（分離施設）及びプルトニウム濃縮缶については，「熱

的，化学的又は核的制限値等の維持機能（加熱停止回路）」の機能が喪

失したとしても，「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能

（蒸発缶等の温度の制御）」の喪失により温度上昇があれば，他の手段

により速やかに検知し工程を停止することから，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応に至る温度条件が成立せず，重大 事故に至ることはなく事
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象が収束する。したがって，設計基準対象の施設 で事象の収束が可能

であるため設計基準として整理する事象（×１）に該当する。 

(５) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

高レベル廃液濃縮缶及び第２酸回収蒸発缶については，減圧蒸発方式

により沸点を下げて運転することにより，「火災，爆発，臨界等に係る

プロセス量等の維持機能（蒸発缶等の温度の制御）」及び「熱的，化学

的又は核的制限値等の維持機能（加熱停止回路）」の機能喪失によって

もＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の開始温度に至らず，重大 事故は

発生しない事象（△）に該当する。 

ウラン濃縮缶（分離施設）及びプルトニウム濃縮缶については，「火

災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（蒸発缶等の温度の制

御）」及び「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（加熱停止回

路）」の機能喪失と同時に，工程も停止することから，ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応に至る温度条件が成立せず，重大 事故に至ることは

なく事象が収束する。したがって，設計基準対象の施設 で事象の収束

が可能であるため設計基準として整理する事象（×１）に該当する。 
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3.6 使用済燃料の著しい損傷 

3.6.1 想定事故１ 

  使用済燃料に対する「崩壊熱除去機能」が喪失した場合には，想定事故

１に至る可能性がある。 

 (１) 地震の場合 

   プール水冷却系，安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設用）及び補給水設備のポンプ等の接的な機能喪失並びに電源喪失によ

る間接的な機能喪失により，燃料貯蔵プール等において「崩壊熱除去機

能」が喪失する。ただし，同時に「プール水の保持機能」も喪失するこ

とに加え，想定事故１は燃料貯蔵プール等の水面が揺動しない事故，想

定事故２は燃料貯蔵プール等の水面が揺動する重大事故と整理し，地震

によるスロッシングを考慮して想定事故２として発生を仮定する。 

(２) 火山の影響の場合 

 屋外に設置する安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

用）の冷却塔の直接的な機能喪失並びに電源喪失によるプール水冷却系，

安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）及び補給水設

備のポンプの間接的な機能喪失により燃料貯蔵プール等において同時に

「崩壊熱除去機能」が喪失する。その結果，想定事故１の発生を仮定す

る。 

(３) 配管の全周破断の場合 

冷却水を内包する配管は劣化の進展が小さく，保守点検によりその機

能を維持できることから，漏えいは想定せず「崩壊熱除去機能」は喪失

しない。したがって，想定事故１は発生しない。 

(４) 動的機器の多重故障の場合 

プール水冷却系のポンプ，安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及
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び貯蔵施設用）のポンプ又は屋外に設置する冷却塔の多重故障により沸

騰には至るものの，補給水設備から燃料貯蔵プール等に給水を実施する

ことにより，使用済燃料の崩壊熱除去機能を維持でき，燃料貯蔵プール

等の水位を維持できるため，想定事故１に至らない。 

また，補給水設備のポンプが多重故障しても，プール水冷却系及び安

全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）により冷却が継

続される。自然蒸発による燃料貯蔵プール等の水位低下に対しては，そ

の他再処理設備の附属施設の給水処理設備からの給水により，想定事故

１に至らない。したがって，設計基準対象の施設 で事象の収束が可能

であるため設計基準として整理する事象（×１）に該当する。 

(５) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

電源喪失によるプール水冷却系，安全冷却水系（使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設用）及び補給水設備のポンプ等の間接的な機能喪失に

より燃料貯蔵プール等において同時に「崩壊熱除去機能」が喪失する。

その結果，想定事故１の発生を仮定する。 

330



3.6.2 想定事故２ 

  燃料貯蔵プールのプール水の保持機能が喪失した場合には，想定事故２

に至る可能性がある。 

 (１) 地震の場合 

   基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とし

ないプール水冷却系の配管が破断することに加え，地震によるスロッシ

ングにより燃料貯蔵プール等において想定事故２の発生を仮定する。 

(２) 火山の影響の場合 

プール水冷却系の配管の「プール水の保持機能」は喪失しないことか

ら，想定事故２は発生しない。 

(３) 配管の全周破断の場合 

冷却水を内包する配管は劣化の進展が小さく，保守点検によりその機

能を維持できることから，漏えいは想定せず「プール水の保持機能」は

喪失しない。したがって，想定事故２は発生しない。 

(４) 動的機器の多重故障の場合 

   プール水冷却系の配管の「プール水の保持機能」は喪失しないことか

ら，想定事故２は発生しない。 

(５) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

プール水冷却系の配管の「プール水の保持機能」は喪失しないことか

ら，想定事故２は発生しない。 
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3.7 放射性物質の漏えい 

3.7.1 液体状の放射性物質の機器外への漏えい 

  液体状の放射性物質を内包する機器の「放射性物質の保持機能」が喪失

した場合には，液体状の放射性物質の機器外への漏えいに至る可能性があ

る。 

 (１) 地震の場合 

   基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計によ

り「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから，液体状の放射性物

質の機器外への漏えいは発生しない。 

(２) 火山の影響の場合 

   「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから，液体状の放射性物

質の機器外への漏えいは発生しない。 

(３) 配管の全周破断の場合 

「放射性物質の保持機能」は喪失するが，工程を停止することにより，

液体状の放射性物質の機器外への漏えいも停止し，事象が収束する。し

たがって 設計基準対象の施設 で事象の収束が可能であるため設計基準

として整理する事象（×１）に該当する。 

(４) 動的機器の多重故障の場合 

「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから，液体状の放射性物

質の機器外への漏えいは発生しない。 

(５) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから，液体状の放射性物

質の機器外への漏えいは発生しない。 
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3.7.2 固体状の放射性物質の機器外への漏えい 

 固体状の放射性物質の機器外への漏えいに至る可能性がある機能喪失又

はその組合せは以下のとおりである。 

・「放射性物質の保持機能」の喪失

・「落下・転倒防止機能」の喪失

・「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（安全上重要な

施設以外の安全機能を有する施設）」及び「熱的，化学的又は核的制

限値等の維持機能」の同時喪失

・「ソースターム制限機能」の喪失（溶融ガラス誤流下時）

  以下，これらについてそれぞれ重大事故の発生を仮定する機器の特定結

果を示す。 
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3.7.2.1 「放射性物質の保持機能」の喪失 

  固体状の放射性物質を内包する機器の「放射性物質の保持機能」が喪失

した場合には，固体状の放射性物質の機器外への漏えいに至る可能性があ

る。 

 (１) 地震の場合 

   基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計によ

り「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから固体状の放射性物質

の機器外への漏えいは発生しない，又は発生しても同時に工程が停止す

ることから，固体状の放射性物質の機器外への漏えいも停止し，事象が

収束するため，設計基準対象の施設 で事象の収束が可能であるため設

計基準として整理する事象（×１）に該当する。 

(２) 火山の影響の場合 

「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから，固体状の放射性物

質の機器外への漏えいは発生しない。 

(３) 配管の全周破断の場合 

固体状の放射性物質を内包する配管の「放射性物質の保持機能」は喪

失しないことから，固体状の放射性物質の機器外への漏えいは発生しな

い。 

(４) 動的機器の多重故障の場合 

「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから，固体状の放射性物

質の機器外への漏えいは発生しない。 

(５) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

「放射性物質の保持機能」は喪失しないことから，固体状の放射性物

質の機器外への漏えいは発生しない。 
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3.7.2.2 「落下・転倒防止機能」の喪失 

  ガラス溶融炉からの流下中に固化セル移送台車の「落下・転倒防止機

能」が喪失した場合には，固体状の放射性物質の機器外への漏えいに至る

可能性がある。 

 (１) 地震の場合 

   「落下・転倒防止機能」の機能喪失と同時に，工程（ガラス溶融炉か

らの流下）が停止することから，固体状の放射性物質の機器外への漏え

いも停止し，事象が収束する。したがって，設計基準対象の施設 で事

象の収束が可能であるため設計基準として整理する事象（×１）に該当

する。 

(２) 火山の影響の場合 

   全交流動力電源の喪失によっても，固化セル移送台車の「落下・転倒

防止機能」は喪失しないことから，固体状の放射性物質の機器外への漏

えいは発生しない。 

(３) 配管の全周破断の場合 

固化セル移送台車の「落下・転倒防止機能」は喪失しないことから，

固体状の放射性物質の機器外への漏えいは発生しない。 

(４) 動的機器の多重故障の場合 

動的機器の多重故障では固化セル移送台車の「落下・転倒防止機能」

は喪失しないことから，固体状の放射性物質の機器外への漏えいは発生

しない。 

(５) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

全交流動力電源の喪失によっても，固化セル移送台車の「落下・転倒

防止機能」は喪失しないことから，固体状の放射性物質の機器外への漏

えいは発生しない。 
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3.7.2.3 「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（安全上重

要な施設以外の安全機能を有する施設）」及び「熱的，化学的又は核的制

限値等の維持機能」の同時発生 

  安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設の「火災，爆発，臨界等

に係るプロセス量等の維持機能（ガラス溶融炉とキャニスタの結合維

持）」が喪失している状態で，安全上重要な施設の「熱的，化学的又は核

的制限値等の維持機能（結合装置圧力信号による流下ノズル加熱停止回

路）」が喪失した場合，又は安全上重要な施設以外の安全機能を有する施

設の「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（容器等の定位

置への移動）」が喪失している状態で，安全上重要な施設の「熱的，化学

的又は核的制限値等の維持機能（充てん起動回路）」が喪失した場合には，

固体状の放射性物質の機器外への漏えいに至る可能性がある。 

(１) 地震の場合

「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（ガラス溶融炉

とキャニスタの結合維持）」及び「熱的，化学的又は核的制限値等の維

持機能（結合装置圧力信号による流下ノズル加熱停止回路）」の機能喪

失と同時に流下ノズルの加熱も停止し，重大事故に至ることはなく事象

が収束する。また，「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機

能（容器等の定位置への移動）」及び「熱的，化学的又は核的制限値等

の維持機能（充てん起動回路）」の機能喪失と同時に，工程も停止する

ことから，重大事故に至ることはなく事象が収束する。したがって，こ

れらは 設計基準対象の施設 で事象の収束が可能であるため設計基準と

して整理する事象（×１）に該当する。 

(２) 火山の影響の場合

「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（ガラス溶融炉
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とキャニスタの結合維持）」及び「熱的，化学的又は核的制限値等の維

持機能（結合装置圧力信号による流下ノズル加熱停止回路）」の機能喪

失と同時に流下ノズルの加熱も停止し，重大事故に至ることはなく事象

が収束する。また，「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機

能（容器等の定位置への移動）」及び「熱的，化学的又は核的制限値等

の維持機能（充てん起動回路）」の機能喪失と同時に，工程も停止する

ことから，重大事故に至ることはなく事象が収束する。したがって，こ

れらは 設計基準対象の施設 で事象の収束が可能であるため設計基準と

して整理する事象（×１）に該当する。 

(３) 配管の全周破断の場合 

「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（結合装置圧力信号によ

る流下ノズル加熱停止回路，充てん起動回路）」の機能は喪失しないこ

とから，重大 事故に至ることはない。 

(４) 動的機器の多重故障の場合 

「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（結合装置圧力信号によ

る流下ノズル加熱停止回路）」の機能が喪失したとしても，「火災，爆発，

臨界等に係るプロセス量等の維持機能（ガラス溶融炉とキャニスタの結

合維持）」の喪失時は，他の手段により速やかに異常を検知し，溶融ガ

ラスの流下を停止することによって，重大事故に至ることはなく事象が

収束する。また，「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（充てん

起動回路）」の機能が喪失したとしても，「火災，爆発，臨界等に係るプ

ロセス量等の維持機能（容器等の定位置への移動）」の喪失により容器

等が定位置にない場合には，他の手段により確認し，充てん操作を行わ

ないため，漏えいに至ることはない。したがって，これらは 設計基準

対象の施設 で事象の収束が可能であるため設計基準として整理する事
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象（×１）に該当する。 

(５) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（ガラス溶融炉

とキャニスタの結合維持）」及び「熱的，化学的又は核的制限値等の維

持機能（結合装置圧力信号による流下ノズル加熱停止回路）」の機能喪

失と同時に流下ノズルの加熱も停止し，事故に至ることはなく事象が収

束する。また，「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能

（容器等の定位置への移動）」及び「熱的，化学的又は核的制限値等の

維持機能（充てん起動回路）」の機能喪失と同時に，工程も停止するこ

とから，重大事故に至ることはなく事象が収束する。したがって，これ

らは 設計基準対象の施設 で事象の収束が可能であるため設計基準とし

て整理する事象（×１）に該当する。 
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3.7.2.4 「ソースターム制限機能」の喪失（溶融ガラス誤流下時） 

  ガラス溶融炉からの溶融ガラスの誤流下が発生している状態で，「ソー

スターム制限機能（ガラス溶融炉の流下停止系）」が喪失した場合には，

溶融ガラスの誤流下が継続し，設計基準事故の範疇を超えて重大事故に至

る可能性がある。 

 (１) 地震の場合 

   地震により「ソースターム制限機能（ガラス溶融炉の流下停止系）」

が喪失する。ただし，ガラス溶融炉からの誤流下が発生した直後に設計

上の想定を超える規模の地震が発生することは考え難いことから，ガラ

ス溶融炉からの誤流下が発生している状態では安全上重要な施設の「ソ

ースターム制限機能（ガラス溶融炉の流下停止系）」は喪失せず，設計

基準事故の範疇で事象の収束が可能であり，重大事故には至らない。 

(２) 火山の影響の場合 

火山の影響により「ソースターム制限機能（ガラス溶融炉の流下停止

系）」が喪失する。ただし，ガラス溶融炉からの誤流下が発生した直後

に設計上の想定を超える規模の噴火が発生することは考え難いことから，

ガラス溶融炉からの誤流下が発生している状態では安全上重要な施設の

「ソースターム制限機能（ガラス溶融炉の流下停止系）」は喪失せず，

設計基準事故の範疇で事象の収束が可能であり，重大事故には至らない。 

 (３) 配管の全周破断の場合 

   「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（ガラス溶融炉の流下停

止系）」の機能は喪失しないことから，重大事故に至ることはない。 

(４) 動的機器の多重故障の場合 

「ソースターム制限機能（ガラス溶融炉の流下停止系）」が喪失し，

ガラス溶融炉からの溶融ガラスの流下の自動停止ができなくなる。ただ
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し，ガラス溶融炉からの誤流下は他の手段により速やかに検知が可能で

あるため，運転員の操作によりガラス溶融炉からの溶融ガラスの流下を

停止することから，設計基準事故の範疇で事象の収束が可能である。し

たがって，設計基準対象の施設 で事象の収束が可能であるため設計基

準として整理する事象（×１）に該当する。 

(５) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合

「ソースターム制限機能（ガラス溶融炉の流下停止系）」が喪失する。

ただし，ガラス溶融炉からの誤流下と長時間の全交流動力電源の喪失は

関連性がなく，同時に発生することは考え難いことから，ガラス溶融炉

からの誤流下が発生している状態では安全上重要な施設の「ソースター

ム制限機能（ガラス溶融炉の流下停止系）」は喪失せず，設計基準事故

の範疇で事象の収束が可能であり，重大事故には至らない。 
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3.7.3 気体状の放射性物質の漏えい 

  「放射性物質の閉じ込め機能（放出経路の維持機能，放射性物質の捕

集・浄化機能，排気機能）」が喪失した場合には，気体状の放射性物質の

漏えいに至る可能性がある。 

 (１) 地震の場合 

   排風機，廃ガス洗浄塔へ水を供給するための安全冷却水系（再処理設

備本体用）のポンプ等の直接的な機能喪失，並びに電源喪失による間接

的な機能喪失により「放射性物質の閉じ込め機能（放出経路の維持機能，

放射性物質の捕集・浄化機能，排気機能）」が喪失する。ただし，工程

停止により放射性物質の気相への移行量が減少し，放射性物質の大気中

への放出が抑制されることから事故に至らない。したがって，設計基準

対象の施設 で事象の収束が可能であるため設計基準として整理する事

象（×１）に該当する。 

(２) 火山の影響の場合 

屋外に設置する安全冷却水系（再処理設備本体用）の冷却塔の直接的

な機能喪失及び電源喪失による，排風機，廃ガス洗浄塔へ水を供給する

ための安全冷却水系（再処理設備本体用）のポンプ等の間接的な機能喪

失により「放射性物質の閉じ込め機能（放出経路の維持機能，放射性物

質の捕集・浄化機能，排気機能）」が喪失する。ただし，工程停止によ

り放射性物質の気相への移行量が減少し，放射性物質の大気中への放出

が抑制されることから事故に至らない。したがって，設計基準対象の施

設 で事象の収束が可能であるため設計基準として整理する事象（×

１）に該当する。 

(３) 配管の全周破断の場合 

   廃ガス洗浄塔へ冷却水を供給するための安全冷却水系（再処理設備本
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体用）の冷却水を内包する配管及び放出経路上の配管は劣化の進展が小

さく，保守点検によりその機能を維持できることから，「放射性物質の

閉じ込め機能（放出経路の維持機能，放射性物質の捕集・浄化機能，排

気機能）」は喪失せず，重大 事故に至らない。 

(４) 動的機器の多重故障の場合 

排風機，廃ガス洗浄塔へ水を供給するための安全冷却水系（再処理設

備本体用）のポンプ等の多重故障により「放射性物質の閉じ込め機能

（放出経路の維持機能，放射性物質の捕集・浄化機能，排気機能）」が

喪失した場合には，速やかに異常を検知して工程を停止することにより，

放射性物質の気相への移行量が減少し，放射性物質の大気中への放出が

抑制されることから重大事故に至らない。したがって，設計基準対象の

施設 で事象の収束が可能であるため設計基準として整理する事象（×

１）に該当する。 

(５) 動的機器の多重故障の場合 

電源喪失による，排風機，廃ガス洗浄塔へ水を供給するための安全冷

却水系（再処理設備本体用）のポンプ等の間接的な機能喪失により「放

射性物質の閉じ込め機能（放出経路の維持機能，放射性物質の捕集・浄

化機能，排気機能）」が喪失する。ただし，工程停止により放射性物質

の気相への移行量が減少し，放射性物質の大気中への放出が抑制される

ことから重大事故に至らない。したがって，設計基準対象の施設 で事

象の収束が可能であるため設計基準として整理する事象（×１）に該当

する。 
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3.7.4 温度上昇による閉じ込め喪失 

 温度上昇による閉じ込め喪失に至る可能性がある機能喪失又はその組合

せは以下のとおりである。 

・「崩壊熱除去機能」の喪失

・「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（安全上重要な

施設以外の安全機能を有する施設）」及び「熱的，化学的又は核的制

限値等の維持機能」の同時喪失

 以下，これらについてそれぞれ重大事故の発生を仮定する機器の特定結

果を示す。 
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3.7.4.1 「崩壊熱等の除去機能」の喪失 

  混合酸化物貯蔵容器又はガラス固化体に対する「崩壊熱除去機能」が喪

失した場合には，混合酸化物貯蔵容器又はガラス固化体の温度上昇による

閉じ込め喪失に至る可能性がある。 

 (１) 地震の場合 

   混合酸化物貯蔵容器に対する崩壊熱除去機能を有する貯蔵室排風機の

直接的な機能喪失及び電源喪失による間接的な機能喪失により「崩壊熱

除去機能」が喪失し，混合酸化物貯蔵容器内の空気が膨張する。混合酸

化物貯蔵容器の閉じ込め機能が喪失した時点で空気の膨張により上昇し

た内圧分が容器外に放出され，同時にウラン・プルトニウム混合酸化物

（以下「ＭＯＸ」という。）粉末が容器外に放出される。ただし，放出

は継続せず，事象は収束する。したがって，設計基準対象の施設 で事

象の収束が可能であるため設計基準として整理する事象（×１）に該当

する。 

また，ガラス固化体に対する崩壊熱除去機能を有する収納管及び通風

管は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計

により「崩壊熱除去機能」は喪失しないため重大事故には至らない。 

(２) 火山の影響の場合 

   電源喪失による貯蔵室排風機の間接的な機能喪失により「崩壊熱除去

機能」が喪失し，混合酸化物貯蔵容器内の空気が膨張する。混合酸化物

貯蔵容器の閉じ込め機能が喪失した時点で空気の膨張により上昇した内

圧分が容器外に放出され，同時にＭＯＸ粉末が容器外に放出される。た

だし，放出は継続せず，事象は収束する。したがって，設計基準対象の

施設 で事象の収束が可能であるため設計基準として整理する事象（×

１）に該当する。 
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また，収納管及び通風管の「崩壊熱除去機能」は喪失しないため 重

大 事故には至らない。 

(３) 配管の全周破断の場合 

貯蔵室排風機並びに収納管及び通風管の「崩壊熱除去機能」は喪失し

ないため 重大 事故には至らない。 

(４) 動的機器の多重故障の場合 

貯蔵室排風機の機能喪失により「崩壊熱除去機能」が喪失し，混合酸

化物貯蔵容器内の空気が膨張する。混合酸化物貯蔵容器の閉じ込め機能

が喪失した時点で空気の膨張により上昇した内圧分が容器外に放出され，

同時にＭＯＸ粉末が容器外に放出される。ただし，放出は継続せず，事

象は収束する。したがって，設計基準対象の施設 で事象の収束が可能

であるため設計基準として整理する事象（×１）に該当する。 

また，収納管及び通風管の「崩壊熱除去機能」は喪失しないため 重

大 事故には至らない。 

(５) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

電源喪失による貯蔵室排風機の間接的な機能喪失により「崩壊熱除去

機能」が喪失し，混合酸化物貯蔵容器内の空気が膨張する。混合酸化物

貯蔵容器の閉じ込め機能が喪失した時点で空気の膨張により上昇した内

圧分が容器外に放出され，同時にＭＯＸ粉末が容器外に放出される。た

だし，放出は継続せず，事象は収束する。したがって，設計基準対象の

施設 で事象の収束が可能であるため設計基準として整理する事象（×

１）に該当する。 

また，収納管及び通風管の「崩壊熱除去機能」は喪失しないため 重

大 事故には至らない。 

345



3.7.4.2 「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（安全上重

要な施設以外の安全機能を有する施設）」及び「熱的，化学的又は核

的制限値等の維持機能」の同時喪失 

  焙焼炉又は還元炉において，安全上重要な施設以外の安全機能を有する

施設の「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（ヒータ部の

温度制御）」が喪失している状態で，安全上重要な施設の「熱的，化学的

又は核的制限値等の維持機能（ヒータ部温度高による加熱停止回路）」が

喪失した場合には，焙焼炉又は還元炉の温度上昇による閉じ込め喪失に至

る可能性がある。 

 (１) 地震の場合 

   「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（ヒータ部の温

度制御）」及び「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（ヒータ部

温度高による加熱停止回路）」の機能喪失と同時に，工程も停止するこ

とから，重大事故に至ることはなく事象が収束する。したがって，設計

基準対象の施設 で事象の収束が可能であるため設計基準として整理す

る事象（×１）に該当する。 

(２) 火山の影響の場合 

「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（ヒータ部の温

度制御）」及び「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（ヒータ部

温度高による加熱停止回路）」の機能喪失と同時に，工程も停止するこ

とから，重大事故に至ることはなく事象が収束する。したがって，設計

基準対象の施設 で事象の収束が可能であるため設計基準として整理す

る事象（×１）に該当する。 

(３) 配管の全周破断の場合 

「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（ヒータ部温度高による
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加熱停止回路）」の機能は喪失しないことから，重大 事故に至ることは

ない。 

(４) 動的機器の多重故障の場合 

熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（ヒータ部温度高による加

熱停止回路）」の機能が喪失したとしても，「火災，爆発，臨界等に係る

プロセス量等の維持機能（ヒータ部の温度制御）」の喪失によりヒータ

部の温度上昇があれば，他の手段により速やかに検知し工程を停止する

ことから，重大事故に至ることはなく事象が収束する。したがって，設

計基準対象の施設 で事象の収束が可能であるため設計基準として整理

する事象（×１）に該当する。 

(５) 長時間の全交流動力電源の喪失の場合 

「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（ヒータ部の温

度制御）」及び「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能（ヒータ部

温度高による加熱停止回路）」の機能喪失と同時に，工程も停止するこ

とから，重大事故に至ることはなく事象が収束する。したがって，設計

基準対象の施設 で事象の収束が可能であるため設計基準として整理す

る事象（×１）に該当する。 
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3.8 重大事故の発生を仮定する際の条件を超える条件による重大事故の発

生を仮定する機器の特定 

(１) 重大事故の発生を仮定する際の条件により発生が仮定されない重大事

故 

これまでの整理の結果，重大事故の発生を仮定する際の条件において

は「臨界事故」，「有機溶媒等による火災又は爆発」及び「放射性物質

の漏えい」については，重大事故の発生を仮定する機器は特定されない。 

このうち，臨界事故，有機溶媒火災（機器外）及びＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応については，他の施設における過去の発生実績や事故発

生時に考えられる影響とそれらの対処を踏まえて，以下に示すとおりそ

れぞれ重大事故の発生を仮定する際の条件を超える条件を定めて事故の

発生を評価する。 

ａ．臨界事故 

過去に他の施設において発生していること，臨界事故の発生に対して

は直ちに対策を講ずる必要があること，及び臨界事故は核分裂の連鎖反

応によって放射性物質が新たに生成するといった特徴を有していること

を踏まえ，以下の考え方に基づき重大事故の発生を仮定する際の条件を

超える条件を定めて重大事故の発生を評価する。 

「3.1 臨界事故（機器内）」及び「3.2 臨界事故（機器外）」に示

すとおり，地震の場合は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に

機能維持できる設計としない静的機器は機能喪失するものの，工程が停

止することから重大事故に至らない。また，火山の影響及び長時間の全

交流動力電源の喪失の発生時には工程が停止することから，重大事故に

至らない。 

動的機器の多重故障及び配管の全周破断の場合，安全上重要な施設は
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機能喪失に至るが，他の手段により速やかに検知し工程を停止すること

から，重大事故に至らない。 

そこで，技術的な想定を超えて，内的事象により複数の異常が同時に

発生し，かつ，それらを検知して工程を停止するための手段が機能しな

い状況に至るような重大事故の発生を仮定する際の条件を超える条件と

して，複数の動的機器の多重故障及び多重誤作動並びに運転員の多重誤

操作により多量に核燃料物質が集積することを想定し，臨界事故の発生

の可能性を評価し，重大事故の発生を仮定する機器を特定する。 

ｂ．有機溶媒等による火災又は爆発 

(ａ) 有機溶媒火災（機器外） 

有機溶媒火災（機器外）は，過去に他の施設において発生しているこ

と，及び発生時には他の安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因にな

り得ることを踏まえ，以下の考え方に基づき重大事故の発生を仮定する

際の条件を超える条件を定めて重大事故の発生を評価する。 

「3.5.2 有機溶媒火災（機器外）」に示すとおり，「放射性物質の

保持機能」を喪失しＴＢＰ又はｎ－ドデカンが漏えいしたとしても，放

熱により崩壊熱による温度上昇が抑制され引火点に到達せず，事故に至

らない。 

そこで，重大事故の発生を仮定する際の条件を超える条件として，放

熱による温度上昇の抑制を緩和する機能喪失である換気設備の停止の同

時発生を想定したとしても，漏えいした有機溶媒が引火点に到達するこ

とはなく，事故に至らない。 

(ｂ) ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は過去に海外の複数の再処理施設に

おいて，硝酸溶液とＴＢＰ等の接触により発生しており，また，事故の
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発生に対しては直ちに対策を講ずる必要があることを踏まえ，以下の考

え方に重大事故の発生を仮定する際の条件を超える条件を定めて重大事

故の発生を評価する。 

「3.5.4 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」に示すとおり，高レベ

ル廃液濃縮缶及び第２酸回収蒸発缶については，減圧蒸発方式により沸

点を下げて運転することで安全上重要な施設の機能喪失によっても運転

温度が 135℃を超えず，事故に至らない。 

ウラン濃縮缶（分離施設）及びプルトニウム濃縮缶については，地震，

火山の影響及び長時間の全交流動力電源の喪失の発生時には工程が停止

することから，事故に至らない。動的機器の多重故障の場合，「熱的，

化学的又は核的制限値等の維持機能（加熱停止回路）」は機能喪失に至

るが，他の手段により速やかに検知し工程を停止することから，事故に

至らない。 

そこで，ウラン濃縮缶（分離施設）及びプルトニウム濃縮缶について，

技術的な想定を超えて，内的事象により複数の異常が同時に発生し，か

つ，それらを検知して工程を停止するための手段が機能しない状況に至

るような重大事故の発生を仮定する際の条件を超える条件として，複数

の動的機器の多重故障及び多重誤作動並びに運転員の多重誤操作を想定

し，さらに放出される放射性物質の量を考慮してプルトニウム濃縮缶を

重大事故の発生を仮定する機器として特定する。 

(２) 起因となる機能喪失との関連から重大事故の発生を仮定する際の条件

を超える条件を設定する重大事故 

「使用済燃料の損傷」のうち想定事故２については，地震を要因とし

て発生を仮定する。配管の全周破断に関しては，３．６．２に示すとお

り，冷却水を内包する配管は劣化の進展が小さく保守点検で健全性を維
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持できることから，配管の全周破断の対象としないため，内的事象によ

る想定事故２の発生は想定しない。 

ただし，プール水冷却系の配管からの漏えいによるサイフォン効果に

よりプール水が漏えいし，燃料貯蔵プール等の水位低下に至ることを踏

まえ，重大事故の発生を仮定する際の条件を超える条件として，プール

水冷却系の配管の全周破断と補給水設備等の多重故障を想定し，内的事

象による想定事故２の発生を仮定する。 
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 第26表　「核的制限値の維持機能」の喪失による臨界事故（機器内）の発生を仮定する機器の特定結果(1/2)

建屋注） 核的制限値の維持機能を有する機器 ※１ 地震 ※２　火山の影響
※３　配管の全周

破断
※４  動的機器の

多重故障

※５  長時間の全
交流動力電源の

喪失
△ ×１ ×２ ×３

重大事故の発生
を仮定する機器

の特定結果
① 燃焼度計測前燃料仮置きラック ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
① 燃焼度計測後燃料仮置きラック ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
① 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
① 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
① 高残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
① 高残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
① BWR燃料用バスケット ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
① PWR燃料用バスケット ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
① 隣接する低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラックと低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
① 上記以外の異なる種類のラック及びバスケット ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
② 溶解槽 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
③ 抽出塔 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
③ 第１洗浄塔 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
③ 第２洗浄塔 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
③ 補助抽出器 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
③ TBP洗浄器 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
③ TBP洗浄塔 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
③ プルトニウム分配塔 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
③ ウラン洗浄塔 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
③ プルトニウム溶液TBP洗浄器 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
③ プルトニウム洗浄器 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
③ プルトニウム溶液受槽 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
③ プルトニウム溶液中間貯槽 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
③ 第１一時貯留処理槽 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
③ 第２一時貯留処理槽 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
③ 第５一時貯留処理槽 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
③ 第７一時貯留処理槽 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
③ 第８一時貯留処理槽 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
④ プルトニウム溶液供給槽 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
④ 第１酸化塔 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
④ 第１脱ガス塔 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
④ 抽出塔 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
④ 核分裂生成物洗浄塔 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
④ TBP洗浄塔 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
④ 逆抽出塔 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
④ ウラン洗浄塔 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
④ 補助油水分離槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
④ TBP洗浄器 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
④ プルトニウム洗浄器 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
④ 第２酸化塔 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
④ 第２脱ガス塔 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
④ 抽出廃液受槽 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
④ 抽出廃液中間貯槽 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
④ プルトニウム濃縮缶 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
④ プルトニウム溶液受槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
④ 油水分離槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
④ プルトニウム濃縮缶供給槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
④ 凝縮液受槽 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
④ プルトニウム濃縮液受槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
④ プルトニウム濃縮液計量槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
④ プルトニウム濃縮液中間貯槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
④ プルトニウム濃縮液一時貯槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
④ リサイクル槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
④ 希釈槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
④ プルトニウム溶液一時貯槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
④ 第１一時貯留処理槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
④ 第２一時貯留処理槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
④ 第３一時貯留処理槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
④ 第４一時貯留処理槽 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
⑤ 脱硝塔 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
⑤ シール槽 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
⑤ UO3受槽 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
⑤ 規格外製品受槽 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
⑤ 規格外製品容器 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
⑤ UO3溶解槽 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
⑦ 硝酸プルトニウム貯槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
⑦ 混合槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
⑦ 一時貯槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
⑦ 定量ポット ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
⑦ 中間ポット ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
⑦ 凝縮廃液受槽 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
⑦ 脱硝装置 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
⑦ 凝縮廃液ろ過器 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
⑦ 焙焼炉 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
⑦ 還元炉 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
⑦ 固気分離器 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
⑦ 粉末ホッパ ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
⑦ 粉砕機 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
⑦ 保管容器 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
⑦ 保管ピット ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
⑦ 混合機 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
⑦ 粉末充てん機 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
⑥ 貯蔵バスケット ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
⑥ ウラン酸化物貯蔵容器 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
⑧ 混合酸化物貯蔵容器 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
⑧ 貯蔵ホール ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
⑪ 分析済溶液受槽 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
⑪ 分析済溶液供給槽 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
⑪ 濃縮液受槽 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
⑪ 濃縮液供給槽 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
⑪ 抽出液受槽 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
⑪ 抽出残液受槽 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
⑪ 分析残液受槽 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―
⑪ 分析残液希釈槽 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―

注） 建屋は以下の番号を参照 △： 評価により事故に至らない
① :使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ×１： 設計基準対処
② :前処理建屋 ×２： 事故に至るまでの間に復旧が可能
③ :分離建屋 ×３： 影響が平常運転時程度
④ :精製建屋
⑤ :ウラン脱硝建屋
⑥ :ウラン酸化物貯蔵建屋
⑦ :ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
⑧ :ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
⑨ :高レベル廃液ガラス固化建屋
⑩ :第１ガラス固化体貯蔵建屋
⑪ :分析建屋
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 第27表　「核的制限値の維持機能」の喪失による臨界事故（機器内）の発生を仮定する機器の特定結果(2/2)　【複数ユニット】

①
燃焼度計測前燃料仮置きラック（BWR燃
料収納部）

燃焼度計測前燃料仮置きラック（BWR燃
料収納部）

格子の中心間最
小距離

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

①
燃焼度計測前燃料仮置きラック（PWR燃
料収納部）

燃焼度計測前燃料仮置きラック（PWR燃
料収納部）

格子の中心間最
小距離

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

①
燃焼度計測後燃料仮置きラック（BWR燃
料収納部）

燃焼度計測後燃料仮置きラック（BWR燃
料収納部）

格子の中心間最
小距離

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

①
燃焼度計測後燃料仮置きラック（PWR燃
料収納部）

燃焼度計測後燃料仮置きラック（PWR燃
料収納部）

格子の中心間最
小距離

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

① 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック
格子の中心間最
小距離

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

① 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
格子の中心間最
小距離

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

① 高残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 高残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック
格子の中心間最
小距離

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

① 高残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 高残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
格子の中心間最
小距離

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

① 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
格子の中心間最
小距離

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

① ＢＷＲ燃料用バスケット格子 ＢＷＲ燃料用バスケット格子
格子の中心間最
小距離

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

① ＰＷＲ燃料用バスケット格子 ＰＷＲ燃料用バスケット格子
格子の中心間最
小距離

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

①
燃焼度計測前燃料仮置きラック（BWR燃
料収納部）

燃焼度計測前燃料仮置きラック（PWR燃
料収納部）

燃料集合体の距
離

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

①
燃焼度計測後燃料仮置きラック（BWR燃
料収納部）

燃焼度計測前燃料仮置きラック（PWR燃
料収納部）

燃料集合体の距
離

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

① 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 高残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック
燃料集合体の距
離

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

① 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 高残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
燃料集合体の距
離

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

① 高残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 高残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
燃料集合体の距
離

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

① ＢＷＲ燃料用バスケット ＰＷＲ燃料用バスケット
燃料集合体の距
離

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

③ 分離設備　抽出塔 分離設備　第１洗浄塔 面間最小距離 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―

③ 分離設備　第１洗浄塔 分離設備　ＴＢＰ洗浄塔 面間最小距離 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―

③ 分離設備　第２洗浄塔 分配設備　プルトニウム分配塔 面間最小距離 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―

③ 分離設備　補助抽出器 分離設備　ＴＢＰ洗浄器 面間最小距離 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―

③ 分離設備　ＴＢＰ洗浄器 分配設備　プルトニウム溶液ＴＢＰ洗浄器 面間最小距離 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―

③ 分離設備　ＴＢＰ洗浄塔 分離設備　抽出塔 面間最小距離 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―

③ 分配設備　プルトニウム分配塔 分配設備　ウラン洗浄塔 面間最小距離 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―

③ 分配設備　ウラン洗浄塔 分離設備　第２洗浄塔 面間最小距離 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―

③ 分配設備　プルトニウム溶液ＴＢＰ洗浄器 分配設備　プルトニウム洗浄器 面間最小距離 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―

③ 分配設備　プルトニウム洗浄器 分配設備　ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器 面間最小距離 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―

④ プルトニウム精製設備　逆抽出塔 プルトニウム精製設備　抽出塔 面間最小距離 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

④ プルトニウム精製設備　抽出塔
プルトニウム精製設備　核分裂生成物洗
浄塔

面間最小距離 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

④ プルトニウム精製設備　ウラン洗浄塔 プルトニウム精製設備　第２酸化塔 面間最小距離 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

④ プルトニウム精製設備　第２酸化塔 プルトニウム精製設備　第２脱ガス塔 面間最小距離 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

④ プルトニウム精製設備　逆抽出塔 プルトニウム精製設備　第１脱ガス塔 面間最小距離 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―

④
プルトニウム精製設備　核分裂生成物洗
浄塔

プルトニウム精製設備　ＴＢＰ洗浄塔 面間最小距離 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―

④ プルトニウム精製設備　ウラン洗浄塔 プルトニウム精製設備　ＴＢＰ洗浄塔 面間最小距離 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―

④ プルトニウム精製設備　ＴＢＰ洗浄器
プルトニウム精製設備　プルトニウム洗浄
器

面間最小距離 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―

④ プルトニウム精製設備　第１酸化塔 プルトニウム精製設備　第１脱ガス塔 面間最小距離 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―

⑤ ウラン脱硝設備　ＵＯ３受槽 ウラン脱硝設備　規格外製品受槽 面間最小距離 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―

⑤ ウラン脱硝設備　ＵＯ３溶解槽 ウラン脱硝設備　ＵＯ３溶解槽 面間最小距離 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―

⑥
ウラン酸化物貯蔵設備　ウラン酸化物貯
蔵容器（貯蔵バスケット）

ウラン酸化物貯蔵設備　ウラン酸化物貯
蔵容器（貯蔵バスケット）

面間最小距離 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

⑦
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備　粉砕
機

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備　粉末
ホッパ

面間最小距離 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―

⑦
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備　粉末
ホッパ

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備　粉末
ホッパ

面間最小距離 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―

⑦
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備　保管
ピット（保管容器）

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備　保管
ピット（保管容器）

面間最小距離 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―

⑦
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備　粉末
充てん機

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
混合酸化物貯蔵容器

面間最小距離 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―

⑧ 混合酸化物貯蔵容器（貯蔵ホール） 混合酸化物貯蔵容器（貯蔵ホール） 面間最小距離 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

⑪ 分析設備　抽出液受槽 分析設備　分析残液受槽 面間最小距離 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―

⑪ 分析設備　濃縮液供給槽 分析設備　分析残液希釈槽 面間最小距離 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―

⑪ 分析設備　抽出残液受槽 分析設備　濃縮液受槽 面間最小距離 ○ ― ― ― ― △ ― ― ― ―

注） 建屋は以下の番号を参照 △： 評価により事故に至らない
① :使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ×１： 設計基準対処
② :前処理建屋 ×２： 事故に至るまでの間に復旧が可能
③ :分離建屋 ×３： 影響が平常運転時程度
④ :精製建屋
⑤ :ウラン脱硝建屋
⑥ :ウラン酸化物貯蔵建屋
⑦ :ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
⑧ :ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
⑨ :高レベル廃液ガラス固化建屋
⑩ :第１ガラス固化体貯蔵建屋
⑪ :分析建屋

重大事故の発生
を仮定する機器

の特定結果

※５  長時間の全
交流動力電源の

喪失
△ ×１ ×２ ×３※１ 地震 ※２　火山の影響核的制限値の維持機能（複数ユニット）を有する機器建屋

注） ※４  動的機器の
多重故障

※３　配管の全周
破断
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 第28表　「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」及び「熱的，
 化学的又は核的制限値等の維持機能」の同時喪失による臨界事故（機器内）の発生を仮定する機器の特定結果

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

②
燃料せん断長位置異常によるせん
断停止回路

溶解槽 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

②
エンド ピースせん断位置異常による
せん断停止回路

エンド ピース酸洗浄槽 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

②
溶解槽溶解液密度高によるせん断
停止回路

溶解槽 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

②
第１よう素追出し槽及び第２よう素追
出し槽の溶解液密度高による警報

第１よう素追出し槽，第2よう素追出し
槽の下流機器

(○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

②
エンド ピース酸洗浄槽洗浄液密度
高によるせん断停止回路

エンド ピース酸洗浄槽 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

③
プルトニウム洗浄器アルファ線検出
器の計数率高による警報

プルトニウム洗浄器の下流機器 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

④
プルトニウム洗浄器アルファ線検出
器の計数率高による警報

プルトニウム洗浄器の下流機器 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

⑦
粉末缶ＭＯＸ粉末重量確認による粉
末缶払出装置の起動回路

貯蔵ホール (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

③
プルトニウム洗浄器中性子検出器の
計数率高による工程停止回路

プルトニウム洗浄器の下流機器 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

②
せん断刃位置異常によるせん断停
止回路

溶解槽 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

②
溶解槽溶解液温度低によるせん断
停止回路

溶解槽 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

②
硝酸供給槽硝酸密度低によるせん
断停止回路

溶解槽 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

②
溶解槽供給硝酸流量低によるせん
断停止回路

溶解槽 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

②
可溶性中性子吸収材緊急供給槽液
位低によるせん断停止回路

溶解槽 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

②
エンド ピース酸洗浄槽洗浄液温度
低によるせん断停止回路

エンド ピース酸洗浄槽 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

②
エンド ピース酸洗浄槽供給硝酸密
度低によるせん断停止回路

エンド ピース酸洗浄槽 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

②
エンド ピース酸洗浄槽供給硝酸流
量低によるせん断停止回路

エンド ピース酸洗浄槽 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

⑤
脱硝塔内部の温度低による硝酸ウラ
ニル濃縮液の供給停止回路

脱硝塔 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

⑦
脱硝装置の温度計による脱硝皿取
扱装置の起動回路及び照度計によ
るシャッタの起動回路

脱硝装置の下流機器 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

⑦
空気輸送終了検知及び脱硝皿の重
量確認による脱硝皿取扱装置の起
動回路

脱硝皿 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

注） 建屋は以下の番号を参照 △： 評価により事故に至らない

① :使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ×１： 設計基準対処

② :前処理建屋 ×２： 事故に至るまでの間に復旧が可能

③ :分離建屋 ×３： 影響が平常運転時程度

④ :精製建屋

⑤ :ウラン脱硝建屋

⑥ :ウラン酸化物貯蔵建屋

⑦ :ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

⑧ :ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

⑨ :高レベル廃液ガラス固化建屋

⑩ :第１ガラス固化体貯蔵建屋

⑪ :分析建屋

建屋注）
熱的，化学的又は核的制限値等の
維持機能で臨界事故を防止してい

る機器

※３　配管の全周破断
※５  長時間の全交流動力電源

の喪失

重大事故
の発生を
仮定する
機器の特
定結果

熱的，化学的又は核的制限値等の
維持機能

※４  動的機器の多重故障※１ 地震 ※２　火山の影響

△ Ｘ１ ×２ ×３
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 第29表　「ソースターム制限機能（溶解槽における臨界発生時）」の喪失による臨界事故（機器内）の発生を仮定する機器の特定結果

建屋
注） ソースターム制限機能 対象機器 ※１ 地震 ※２　火山の影響

※３　配管の全周
破断

※４  動的機器の
多重故障

※５  長時間の全
交流動力電源の

喪失
△ ×１ ×２ ×３

重大事故の発生
を仮定する機器

の特定結果
② 可溶性中性子吸収材緊急供給系 溶解槽 ― ― ― ○ ― ― ×１ ― ― ―

注） 建屋は以下の番号を参照
① :使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 △： 評価により事故に至らない
② :前処理建屋 ×１： 設計基準対処
③ :分離建屋 ×２： 事故に至るまでの間に復旧が可能
④ :精製建屋 ×３： 影響が平常運転時程度
⑤ :ウラン脱硝建屋
⑥ :ウラン酸化物貯蔵建屋
⑦ :ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
⑧ :ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
⑨ :高レベル廃液ガラス固化建屋
⑩ :第１ガラス固化体貯蔵建屋
⑪ :分析建屋
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 第30表　「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能」の喪失による臨界事故（機器外）の発生を仮定する機器の特定結果

建屋
注） 火災，爆発，臨界等に係るプロセス

量等の維持機能を有する機器
※１ 地震 ※２　火山の影響

※３　配管の全周
破断

※４  動的機器の
多重故障

※５  長時間の全
交流動力電源の

喪失
△ ×１ ×２ ×３

重大事故の発生
を仮定する機器

の特定結果
① 燃焼度計測装置 ○ ○ ― ○ ○ ― ×１ ― ― ―

注） 建屋は以下の番号を参照
① :使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 △： 評価により事故に至らない
② :前処理建屋 ×１： 設計基準対処
③ :分離建屋 ×２： 事故に至るまでの間に復旧が可能
④ :精製建屋 ×３： 影響が平常運転時程度
⑤ :ウラン脱硝建屋
⑥ :ウラン酸化物貯蔵建屋
⑦ :ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
⑧ :ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
⑨ :高レベル廃液ガラス固化建屋
⑩ :第１ガラス固化体貯蔵建屋
⑪ :分析建屋
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 第31表　「落下・転倒防止機能」の喪失による臨界事故（機器外）の発生を仮定する機器の特定結果

建屋
注） 落下･転倒防止機能を有する機器 ※１ 地震 ※２　火山の影響

※３　配管の全周
破断

※４  動的機器の
多重故障

※５  長時間の全
交流動力電源の

喪失
△ ×１ ×２ ×３

重大事故の発生
を仮定する機器

の特定結果

①
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井
クレーン

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

① バスケット仮置き架台 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

注） 建屋は以下の番号を参照 △： 評価により事故に至らない
① :使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ×１： 設計基準対処
② :前処理建屋 ×２： 事故に至るまでの間に復旧が可能
③ :分離建屋 ×３： 影響が平常運転時程度
④ :精製建屋
⑤ :ウラン脱硝建屋
⑥ :ウラン酸化物貯蔵建屋
⑦ :ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
⑧ :ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
⑨ :高レベル廃液ガラス固化建屋
⑩ :第１ガラス固化体貯蔵建屋
⑪ :分析建屋
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 第32表　「放射性物質の保持機能」及び「核的制限値の維持機能」の同時喪失による臨界事故（機器外）の発生を仮定する機器の特定結果

放射性物
質の保持

機能

核的制限
値の維持

機能

左記の同
時機能喪

失

放射性物
質の保持

機能

核的制限
値の維持

機能

左記の同
時機能喪

失

放射性物
質の保持

機能

核的制限
値の維持

機能

左記の同
時機能喪

失

放射性物
質の保持

機能

核的制限
値の維持

機能

左記の同
時機能喪

失

放射性物
質の保持

機能

核的制限
値の維持

機能

左記の同
時機能喪

失

② 溶解槽 ― 　 ― ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

③ 抽出塔 ― 　 ― ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

③ 第１洗浄塔 ― 　 ― ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

③ 第２洗浄塔 ― 　 ― ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

③ 補助抽出器 ○ 　 ○ ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

③ TBP洗浄器 ○ 　 ○ ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

③ TBP洗浄塔 ○ 　 ○ ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

③ プルトニウム分配塔 ― 　 ― ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

③ ウラン洗浄塔 ― 　 ― ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

③ プルトニウム溶液TBP洗浄器 ― 　 ― ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

③ プルトニウム洗浄器 ○ 　 ○ ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

③ プルトニウム溶液受槽 ― 　 ― ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

③ プルトニウム溶液中間貯槽 ― 　 ― ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

③ 第１一時貯留処理槽 ― 　 ― ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

③ 第２一時貯留処理槽 ― 　 ― ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

③ 第５一時貯留処理槽 ― 　 ― ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

③ 第７一時貯留処理槽 ― 　 ― ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

③ 第８一時貯留処理槽 ― 　 ― ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

④ プルトニウム溶液供給槽 ― 　 ― ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

④ 第１酸化塔 ― 　 ― ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

④ 第１脱ガス塔 ― 　 ― ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

④ 抽出塔 ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

④ 核分裂生成物洗浄塔 ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

④ TBP洗浄塔 ― 　 ― ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

④ 逆抽出塔 ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

④ ウラン洗浄塔 ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

④ 補助油水分離槽 ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

④ TBP洗浄器 ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

④ プルトニウム洗浄器 ○ 　 ○ ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

④ 第２酸化塔 ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

④ 第２脱ガス塔 ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

④ 抽出廃液受槽 ○ 　 ○ ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

④ 抽出廃液中間貯槽 ○ 　 ○ ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

④ プルトニウム濃縮缶 ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

④ プルトニウム溶液受槽 ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

④ 油水分離槽 ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

④ プルトニウム濃縮缶供給槽 ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

④ 凝縮液受槽 ○ 　 ○ ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

④ プルトニウム濃縮液受槽 ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

④ プルトニウム濃縮液計量槽 ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

④ プルトニウム濃縮液中間貯槽 ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

④ プルトニウム濃縮液一時貯槽 ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

④ リサイクル槽 ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

④ 希釈槽 ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

④ プルトニウム溶液一時貯槽 ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

④ 第１一時貯留処理槽 ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

④ 第２一時貯留処理槽 ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

④ 第３一時貯留処理槽 ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

④ 第４一時貯留処理槽 ― 　 ― ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

⑤ 脱硝塔 ○ 　 ○ ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

⑤ シール槽 ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

⑤ UO3受槽 ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

⑤ 規格外製品受槽 ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

⑤ 規格外製品容器 ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

⑤ UO3溶解槽 ○ 　 ○ ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

⑦ 硝酸プルトニウム貯槽 ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

⑦ 混合槽 ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

⑦ 一時貯槽 ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

⑦ 定量ポット ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

⑦ 中間ポット ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

⑦ 凝縮廃液受槽 ― 　 ― ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

⑦ 脱硝装置 ― 　 ― ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

⑦ 凝縮廃液ろ過器 ― 　 ― ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

⑦ 焙焼炉 ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

⑦ 還元炉 ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

⑦ 固気分離器 ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

⑦ 粉末ホッパ ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

⑦ 粉砕機 ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

⑦ 保管容器 ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

⑦ 混合機 ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

⑦ 粉末充てん機 ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

⑥ 貯蔵バスケット ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

⑥ ウラン酸化物貯蔵容器 ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

⑧ 混合酸化物貯蔵容器 ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

⑪ 分析済溶液受槽 ○ 　 ○ ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

⑪ 分析済溶液供給槽 ○ 　 ○ ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

⑪ 濃縮液受槽 ○ 　 ○ ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

⑪ 濃縮液供給槽 ○ 　 ○ ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

⑪ 抽出液受槽 ○ 　 ○ ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

⑪ 抽出残液受槽 ○ 　 ○ ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

⑪ 分析残液受槽 ○ 　 ○ ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

⑪ 分析残液希釈槽 ○ 　 ○ ― 　 ― ○ 　 ○ ― 　 ― ― 　 ― △ ― ― ― ―

注） 建屋は以下の番号を参照 △： 評価により事故に至らない
① :使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ⑤ :ウラン脱硝建屋 ⑨ :高レベル廃液ガラス固化建屋 ×１： 設計基準対処
② :前処理建屋 ⑥ :ウラン酸化物貯蔵建屋 ⑩ :第１ガラス固化体貯蔵建屋 ×２： 事故に至るまでの間に復旧が可能
③ :分離建屋 ⑦ :ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ⑪ :分析建屋 ×３： 影響が平常運転時程度

④ :精製建屋 ⑧ :ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

×２ ×３

重大事故
の発生を
仮定する
機器の特
定結果

核的制限値の維持機能を有する機
器

※４  動的機器の多重故障※１ 地震 ※２　火山の影響

建屋
注）

※３　配管の全周破断
※５  長時間の全交流動力電

源の喪失

△ Ｘ１
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 第33表　「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」及び「熱的，
 化学的又は核的制限値等の維持機能」の同時喪失による臨界事故（機器外）の発生を仮定する機器の特定結果

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

⑤
ウラン酸化物貯蔵容器充てん定位
置の検知によるＵＯ３ 粉末の充て
ん起動回路

UO3受槽，シール槽の外 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

⑦
保管容器充てん定位置の検知によ
るＭＯＸ粉末の充てん起動回路

粉砕機の外 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

⑦
粉末缶充てん定位置の検知による
ＭＯＸ粉末の充てん起動回路

粉末充てん機の外 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

注） 建屋は以下の番号を参照 △： 評価により事故に至らない

① :使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ×１： 設計基準対処

② :前処理建屋 ×２： 事故に至るまでの間に復旧が可能

③ :分離建屋 ×３： 影響が平常運転時程度

④ :精製建屋

⑤ :ウラン脱硝建屋

⑥ :ウラン酸化物貯蔵建屋

⑦ :ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

⑧ :ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

⑨ :高レベル廃液ガラス固化建屋

⑩ :第１ガラス固化体貯蔵建屋

⑪ :分析建屋

建屋
注） 熱的，化学的又は核的制限値等の

維持機能

熱的，化学的又は核的制限値等の
維持機能により臨界事故（機器外）

を防止している箇所

※４  動的機器の多重故障※３　配管の全周破断

重大事故
の発生を
仮定する
機器の特
定結果

※１ 地震 ※２　火山の影響

△ Ｘ１ ×２ ×３

※５  長時間の全交流動力電
源の喪失
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 第34表　「崩壊熱除去機能」の喪失による蒸発乾固（機器内）の発生を仮定する機器の特定結果

建屋注） 崩壊熱除去の対象機器 ※１ 地震 ※２　火山の影響
※３　配管の全周

破断
※４  動的機器の

多重故障

※５  長時間の全
交流動力電源の

喪失
△ ×１ ×２ ×３

重大事故の発生
を仮定する機器

の特定結果

② 中継槽A ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

② 中継槽B ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

② リサイクル槽A ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

② リサイクル槽B ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

② 不溶解残渣回収槽A ○ ○ ― ○ ○ ― ― ×２ ―

② 不溶解残渣回収槽B ○ ○ ― ○ ○ ― ― ×２ ―

② 計量前中間貯槽A ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

② 計量前中間貯槽B ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

② 計量・調整槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

② 計量後中間貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

② 計量補助槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

② 中間ポットA ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

② 中間ポットB ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

③ 第１一時貯留処理槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

③ 第３一時貯留処理槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

③ 第４一時貯留処理槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

③ 第６一時貯留処理槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

③ 第７一時貯留処理槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

③ 第８一時貯留処理槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

③ 高レベル廃液供給槽Ａ ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

③ 高レベル廃液濃縮缶Ａ ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

③ 溶解液中間貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

③ 溶解液供給槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

③ 抽出廃液受槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

③ 抽出廃液中間貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

③ 抽出廃液供給槽A ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

③ 抽出廃液供給槽B ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

④ プルトニウム溶液受槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

④ 油水分離槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

④ プルトニウム濃縮缶供給槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

④ プルトニウム溶液一時貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

④ プルトニウム濃縮液受槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

④ プルトニウム濃縮液一時貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

④ プルトニウム濃縮液計量槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

④ リサイクル槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

④ 希釈槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

④ プルトニウム濃縮液中間貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

④ 第１一時貯留処理槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

④ 第２一時貯留処理槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

④ 第３一時貯留処理槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

⑦ 硝酸プルトニウム貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

⑦ 混合槽Ａ ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

⑦ 混合槽Ｂ ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

⑦ 一時貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

⑨ 第１高レベル濃縮廃液貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

⑨ 第２高レベル濃縮廃液貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

⑨ 第１高レベル濃縮廃液一時貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

⑨ 第２高レベル濃縮廃液一時貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

⑨ 高レベル廃液混合槽Ａ ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

⑨ 高レベル廃液混合槽Ｂ ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

⑨ 供給液槽Ａ ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

⑨ 供給液槽Ｂ ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

⑨ 供給槽Ａ ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

⑨ 供給槽Ｂ ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

⑨ 第１不溶解残渣廃液一時貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ×２ ―

⑨ 第２不溶解残渣廃液一時貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ×２ ―

⑨ 第１不溶解残渣廃液貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ×２ ―

⑨ 第２不溶解残渣廃液貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ×２ ―

⑨
高レベル廃液共用貯槽（高レベル濃
縮廃液貯蔵時）

○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

計 53
注） 建屋は以下の番号を参照
① :使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
② :前処理建屋 △： 評価により事故に至らない
③ :分離建屋 ×１： 設計基準対処
④ :精製建屋 ×２： 事故に至るまでの間に復旧が可能
⑤ :ウラン脱硝建屋 ×３： 影響が平常運転時程度
⑥ :ウラン酸化物貯蔵建屋
⑦ :ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
⑧ :ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
⑨ :高レベル廃液ガラス固化建屋
⑩ :第１ガラス固化体貯蔵建屋
⑪ :分析建屋
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 第35表　「放射性物質の保持機能」及び「ソースターム制限機能（回収系）」の同時喪失による蒸発乾固（機器外）の発生を仮定する機器の特定結果

放射性物
質の保持

機能

ソース
ターム制
限機能
（漏えい
液回収

系）

左記の同
時機能喪

失

放射性物
質の保持

機能

ソース
ターム制
限機能
（漏えい
液回収

系）

左記の同
時機能喪

失

放射性物
質の保持

機能

ソース
ターム制
限機能
（漏えい
液回収

系）

左記の同
時機能喪

失

放射性物
質の保持

機能

ソース
ターム制
限機能
（漏えい
液回収

系）

左記の同
時機能喪

失

放射性物
質の保持

機能

ソース
ターム制
限機能
（漏えい
液回収

系）

左記の同
時機能喪

失

② 中継槽A ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

② 中継槽B ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

② リサイクル槽A ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

② リサイクル槽B ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

② 不溶解残渣回収槽A ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

② 不溶解残渣回収槽B ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

② 計量前中間貯槽A ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

② 計量前中間貯槽B ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

② 計量・調整槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

② 計量後中間貯槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

② 計量補助槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

② 中間ポットA ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

② 中間ポットB ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

③ 第１一時貯留処理槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

③ 第３一時貯留処理槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

③ 第４一時貯留処理槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

③ 第６一時貯留処理槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

③ 第７一時貯留処理槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

③ 第８一時貯留処理槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

③ 高レベル廃液供給槽Ａ ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

③ 高レベル廃液濃縮缶Ａ ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

③ 溶解液中間貯槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

③ 溶解液供給槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

③ 抽出廃液受槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

③ 抽出廃液中間貯槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

③ 抽出廃液供給槽A ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

③ 抽出廃液供給槽B ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

④ プルトニウム溶液受槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

④ 油水分離槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

④ プルトニウム濃縮缶供給槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

④ プルトニウム溶液一時貯槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

④ プルトニウム濃縮液受槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

④ プルトニウム濃縮液一時貯槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

④ プルトニウム濃縮液計量槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

④ リサイクル槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

④ 希釈槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

④ プルトニウム濃縮液中間貯槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

④ 第１一時貯留処理槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

④ 第２一時貯留処理槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

④ 第３一時貯留処理槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

⑦ 硝酸プルトニウム貯槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

⑦ 混合槽Ａ ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

⑦ 混合槽Ｂ ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

⑦ 一時貯槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

⑨ 第１高レベル濃縮廃液貯槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

⑨ 第２高レベル濃縮廃液貯槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

⑨ 第１高レベル濃縮廃液一時貯槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

⑨ 第２高レベル濃縮廃液一時貯槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

⑨ 高レベル廃液混合槽Ａ ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

⑨ 高レベル廃液混合槽Ｂ ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

⑨ 供給液槽Ａ ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

⑨ 供給液槽Ｂ ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

⑨ 供給槽Ａ ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

⑨ 供給槽Ｂ ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

⑨ 第１不溶解残渣廃液一時貯槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

⑨ 第２不溶解残渣廃液一時貯槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

⑨ 第１不溶解残渣廃液貯槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

⑨ 第２不溶解残渣廃液貯槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

⑨
高レベル廃液共用貯槽（高レベル
濃縮廃液貯蔵時）

― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

注） 建屋は以下の番号を参照 △： 評価により事故に至らない
① :使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ×１： 設計基準対処
② :前処理建屋 ×２： 事故に至るまでの間に復旧が可能
③ :分離建屋 ×３： 影響が平常運転時程度
④ :精製建屋
⑤ :ウラン脱硝建屋
⑥ :ウラン酸化物貯蔵建屋
⑦ :ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
⑧ :ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
⑨ :高レベル廃液ガラス固化建屋
⑩ :第１ガラス固化体貯蔵建屋
⑪ :分析建屋

重大事故
の発生を
仮定する
機器の特
定結果

建屋
注） 崩壊熱除去の対象機器 △ Ｘ１ ×２ ×３

※４  動的機器の多重故障※１ 地震 ※２　火山の影響 ※３　配管の全周破断
※５  長時間の全交流動力電

源の喪失
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 第36表　「掃気機能」の喪失による水素爆発（機器内）の発生を仮定する機器の特定結果

建屋注） 水素掃気の対象機器 ※１ 地震 ※２　火山の影響
※３　配管の全周

破断
※４  動的機器の

多重故障

※５  長時間の全
交流動力電源の

喪失
△ ×１ ×２ ×３

重大事故の発生
を仮定する機器

の特定結果
② ハル洗浄槽A ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
② ハル洗浄槽B ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
② 水バッファ槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
② 中継槽A ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
② 中継槽B ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
② リサイクル槽A ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
② リサイクル槽B ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
② 不溶解残渣回収槽A ○ ○ ― ○ ○ ― ― ×２ ―
② 不溶解残渣回収槽B ○ ○ ― ○ ○ ― ― ×２ ―
② 計量前中間貯槽A ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
② 計量前中間貯槽B ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
② 計量・調整槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
② 計量後中間貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
② 計量補助槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
② 中間ポットA ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
② 中間ポットB ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
③ 抽出塔 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
③ 第１洗浄塔 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
③ 第２洗浄塔 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
③ ＴＢＰ洗浄塔 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
③ プルトニウム分配塔 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
③ ウラン洗浄塔 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
③ プルトニウム洗浄器 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
③ プルトニウム溶液受槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
③ プルトニウム溶液中間貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
③ 第１一時貯留処理槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
③ 第２一時貯留処理槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
③ 第３一時貯留処理槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
③ 第４一時貯留処理槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
③ 第５一時貯留処理槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
③ 第６一時貯留処理槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
③ 第７一時貯留処理槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
③ 第８一時貯留処理槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
③ 第９一時貯留処理槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
③ 第10一時貯留処理槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ×２ ―
③ 第１洗浄器 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
③ 高レベル廃液供給槽Ａ ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
③ 高レベル廃液濃縮缶Ａ ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
③ 溶解液中間貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
③ 溶解液供給槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
③ 抽出廃液受槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
③ 抽出廃液中間貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
③ 抽出廃液供給槽A ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
③ 抽出廃液供給槽B ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
④ プルトニウム溶液供給槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
④ 抽出塔 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
④ 核分裂生成物洗浄塔 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
④ 逆抽出塔 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
④ ウラン洗浄塔 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
④ 補助油水分離槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
④ ＴＢＰ洗浄器 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
④ プルトニウム溶液受槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
④ 油水分離槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
④ プルトニウム濃縮缶供給槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
④ プルトニウム溶液一時貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
④ プルトニウム濃縮缶 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
④ プルトニウム濃縮液受槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
④ プルトニウム濃縮液一時貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
④ プルトニウム濃縮液計量槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
④ リサイクル槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
④ 希釈槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
④ プルトニウム濃縮液中間貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
④ 第１一時貯留処理槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
④ 第２一時貯留処理槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
④ 第３一時貯留処理槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
④ 第４一時貯留処理槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ×３
④ 第７一時貯留処理槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
⑦ 硝酸プルトニウム貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
⑦ 混合槽Ａ ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
⑦ 混合槽Ｂ ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
⑦ 一時貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
⑨ 第１高レベル濃縮廃液貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
⑨ 第２高レベル濃縮廃液貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
⑨ 第１高レベル濃縮廃液一時貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
⑨ 第２高レベル濃縮廃液一時貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
⑨ 高レベル廃液混合槽Ａ ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
⑨ 高レベル廃液混合槽Ｂ ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
⑨ 供給液槽Ａ ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
⑨ 供給液槽Ｂ ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
⑨ 供給槽Ａ ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
⑨ 供給槽Ｂ ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○
⑨ 第１不溶解残渣廃液一時貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ×２ ―
⑨ 第２不溶解残渣廃液一時貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ×２ ―
⑨ 第１不溶解残渣廃液貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ×２ ― 　
⑨ 第２不溶解残渣廃液貯槽 ○ ○ ― ○ ○ ― ― ×２ ― 　
⑨ 高レベル廃液共用貯槽（高レベル濃縮廃液貯蔵時） ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○

計 49
注） 建屋は以下の番号を参照
① :使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 △： 評価により事故に至らない
② :前処理建屋 ×１： 設計基準対処
③ :分離建屋 ×２： 事故に至るまでの間に復旧が可能
④ :精製建屋 ×３： 影響が平常運転時程度
⑤ :ウラン脱硝建屋
⑥ :ウラン酸化物貯蔵建屋
⑦ :ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
⑧ :ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
⑨ :高レベル廃液ガラス固化建屋
⑩ :第１ガラス固化体貯蔵建屋
⑪ :分析建屋
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 第37表　「放射性物質の保持機能」、「ソースターム制限機能（回収系）」及び「放射性物質の排気機能」の同時喪失による水素爆発（機器外）の発生を仮定する機器の特定結果

放射性物
質の保持

機能

ソース
ターム制
限機能
（漏えい
液回収

系）

放射性物
質の排気

機能

左記の同
時機能喪

失

放射性物
質の保持

機能

ソース
ターム制
限機能
（漏えい
液回収

系）

放射性物
質の排気

機能

左記の同
時機能喪

失

放射性物
質の保持

機能

ソース
ターム制
限機能
（漏えい
液回収

系）

放射性物
質の排気

機能

左記の同
時機能喪

失

放射性物
質の保持

機能

ソース
ターム制
限機能
（漏えい
液回収

系）

放射性物
質の排気

機能

左記の同
時機能喪

失

放射性物
質の保持

機能

ソース
ターム制
限機能
（漏えい
液回収

系）

放射性物
質の排気

機能

左記の同
時機能喪

失

② ハル洗浄槽A ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

② ハル洗浄槽B ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

② 水バッファ槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

② 中継槽A ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

② 中継槽B ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

② リサイクル槽A ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

② リサイクル槽B ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

② 不溶解残渣回収槽A ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

② 不溶解残渣回収槽B ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

② 計量前中間貯槽A ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

② 計量前中間貯槽B ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

② 計量・調整槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

② 計量後中間貯槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

② 計量補助槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

② 中間ポットA ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

② 中間ポットB ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

③ 抽出塔 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

③ 第１洗浄塔 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

③ 第２洗浄塔 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

③ ＴＢＰ洗浄塔 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

③ プルトニウム分配塔 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

③ ウラン洗浄塔 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

③ プルトニウム洗浄器 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

③ プルトニウム溶液受槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

③ プルトニウム溶液中間貯槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

③ 第１一時貯留処理槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

③ 第２一時貯留処理槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

③ 第３一時貯留処理槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

③ 第４一時貯留処理槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

③ 第５一時貯留処理槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

③ 第６一時貯留処理槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

③ 第７一時貯留処理槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

③ 第８一時貯留処理槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

③ 第９一時貯留処理槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

③ 第10一時貯留処理槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

③ 第１洗浄器 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

③ 高レベル廃液供給槽Ａ ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

③ 高レベル廃液濃縮缶Ａ ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

③ 溶解液中間貯槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

③ 溶解液供給槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

③ 抽出廃液受槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

③ 抽出廃液中間貯槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

③ 抽出廃液供給槽A ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

③ 抽出廃液供給槽B ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

④ プルトニウム溶液供給槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

④ 抽出塔 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

④ 核分裂生成物洗浄塔 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

④ 逆抽出塔 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

④ ウラン洗浄塔 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

④ 補助油水分離槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

④ ＴＢＰ洗浄器 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

④ プルトニウム溶液受槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

④ 油水分離槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

④ プルトニウム濃縮缶供給槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

④ プルトニウム溶液一時貯槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

④ プルトニウム濃縮缶 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

④ プルトニウム濃縮液受槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

④ プルトニウム濃縮液一時貯槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

④ プルトニウム濃縮液計量槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

④ リサイクル槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

④ 希釈槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

④ プルトニウム濃縮液中間貯槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

④ 第１一時貯留処理槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

④ 第２一時貯留処理槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

④ 第３一時貯留処理槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

④ 第４一時貯留処理槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

④ 第７一時貯留処理槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

⑦ 硝酸プルトニウム貯槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

⑦ 混合槽Ａ ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

⑦ 混合槽Ｂ ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

⑦ 一時貯槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

⑨ 第１高レベル濃縮廃液貯槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

⑨ 第２高レベル濃縮廃液貯槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

⑨ 第１高レベル濃縮廃液一時貯槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

⑨ 第２高レベル濃縮廃液一時貯槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

⑨ 高レベル廃液混合槽Ａ ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

⑨ 高レベル廃液混合槽Ｂ ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

⑨ 供給液槽Ａ ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

⑨ 供給液槽Ｂ ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

⑨ 供給槽Ａ ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

⑨ 供給槽Ｂ ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

⑨ 第１不溶解残渣廃液一時貯槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

⑨ 第２不溶解残渣廃液一時貯槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

⑨ 第１不溶解残渣廃液貯槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

⑨ 第２不溶解残渣廃液貯槽 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

⑨
高レベル廃液共用貯槽（高レベル
濃縮廃液貯蔵時）

― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

注） 建屋は以下の番号を参照 △： 評価により事故に至らない
① :使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ×１： 設計基準対処
② :前処理建屋 ×２： 事故に至るまでの間に復旧が可能
③ :分離建屋 ×３： 影響が平常運転時程度
④ :精製建屋
⑤ :ウラン脱硝建屋
⑥ :ウラン酸化物貯蔵建屋
⑦ :ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
⑧ :ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
⑨ :高レベル廃液ガラス固化建屋
⑩ :第１ガラス固化体貯蔵建屋
⑪ :分析建屋

重大事故
の発生を
仮定する
機器の特
定結果

建屋
注） 水素掃気の対象機器

※４　動的機器の多重故障※１  地震 ※２　火山の影響

△ Ｘ１ ×２ ×３

※３　配管の全周破断 ※５ 長時間の全交流動力電源の喪失
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 第38表　「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」及び「熱的，
         化学的又は核的制限値等の維持機能」の同時喪失による有機溶媒火災（機器内）の発生を仮定する機器の特定結果

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

④
逆抽出塔溶液温度高によ
る加熱停止回路

逆抽出塔 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

注） 建屋は以下の番号を参照 △： 評価により事故に至らない

① :使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ×１： 設計基準対処

② :前処理建屋 ×２： 事故に至るまでの間に復旧が可能

③ :分離建屋 ×３： 影響が平常運転時程度

④ :精製建屋

⑤ :ウラン脱硝建屋

⑥ :ウラン酸化物貯蔵建屋

⑦ :ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

⑧ :ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

⑨ :高レベル廃液ガラス固化建屋

×１ ×２ ×３

重大事故
の発生を
仮定する
機器の特
定結果

熱的，化学的又は核的
制限値等の維持機能で
有機溶媒火災（機器内）

を防止している機器

※４  動的機器の多重故障※１ 地震 ※２　火山の影響

建屋注） 熱的，化学的又は核的制
限値等の維持機能

※３　配管の全周破断
※５  長時間の全交流動力電

源の喪失

△
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 第39表　「放射性物質の保持機能」及び「ソースターム制限機能（回収系）」の同時喪失による有機溶媒火災（機器外）の発生を仮定する機器の特定結果

放射性物
質の保持

機能

ソース
ターム制
限機能
（漏えい
液回収

系）

左記の同
時機能喪

失

放射性物
質の保持

機能

ソース
ターム制
限機能
（漏えい
液回収

系）

左記の同
時機能喪

失

放射性物
質の保持

機能

ソース
ターム制
限機能
（漏えい
液回収

系）

左記の同
時機能喪

失

放射性物
質の保持

機能

ソース
ターム制
限機能
（漏えい
液回収

系）

左記の同
時機能喪

失

放射性物
質の保持

機能

ソース
ターム制
限機能
（漏えい
液回収

系）

左記の同
時機能喪

失

③ 抽出塔 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
③ 第１洗浄塔 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
③ 第2洗浄塔 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
③ プルトニウム分配塔 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
③ ウラン洗浄塔 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
③ プルトニウム溶液TBP洗浄器 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
③ TBP洗浄塔 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
④ 抽出塔 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
④ 核分裂生成物洗浄塔 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
④ 逆抽出塔 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
④ ウラン洗浄塔 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
④ TBP洗浄器 ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
④ 第１一時貯留処理槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ○ ○ ― ○ ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
④ 第２一時貯留処理槽 ― ○ ― ― ○ ― ○ ○ ○ ― ○ ― ― ○ ― △ ― ― ― ―

注） 建屋は以下の番号を参照 △： 評価により事故に至らない
① :使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ×１： 設計基準対処
② :前処理建屋 ×２： 事故に至るまでの間に復旧が可能
③ :分離建屋 ×３： 影響が平常運転時程度
④ :精製建屋
⑤ :ウラン脱硝建屋
⑥ :ウラン酸化物貯蔵建屋
⑦ :ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
⑧ :ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
⑨ :高レベル廃液ガラス固化建屋
⑩ :第１ガラス固化体貯蔵建屋
⑪ :分析建屋

重大事故
の発生を
仮定する
機器の特
定結果

建屋
注） 有機溶媒を内包する機器

※４  動的機器の多重故障※１ 地震 ※２　火山の影響

△ ×１ ×２ ×３

※３　配管の全周破断
※５  長時間の全交流動力電

源の喪失
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 第40表　「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」及び「熱的，
　　　　化学的又は核的制限値等の維持機能」の同時喪失によるプロセス水素による爆発の発生を仮定する機器の特定結果

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

⑦
還元ガス受槽水素濃度高に
よる還元ガス供給停止回路

還元炉 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

注） 建屋は以下の番号を参照 △： 評価により事故に至らない

① :使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ×１： 設計基準対処

② :前処理建屋 ×２： 事故に至るまでの間に復旧が可能

③ :分離建屋 ×３： 影響が平常運転時程度

④ :精製建屋

⑤ :ウラン脱硝建屋

⑥ :ウラン酸化物貯蔵建屋

⑦ :ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

⑧ :ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

⑨ :高レベル廃液ガラス固化建屋

⑩ :第１ガラス固化体貯蔵建屋

⑪ :分析建屋

×３

重大事故
の発生を
仮定する
機器の特
定結果

※２　火山の影響

熱的，化学的又は核的制限値等の
維持機能でプロセス水素による爆

発を防止している機器

※４  動的機器の多重故障※３　配管の全周破断
※５  長時間の全交流動力電

源の喪失
※１ 地震

建屋
注） 熱的，化学的又は核的制限

値等の維持機能
△ ×１ ×２

366



 第41表　「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」及び「熱的，化学的
　又は核的制限値等の維持機能」の同時喪失によるTBP等の錯体の急激な分解反応の発生を仮定する機器の特定結果

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

③
高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気
温度高による加熱停止回路

高レベル廃液濃縮缶 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ △ ― ― ― ―

③
分離施設のウラン濃縮缶加熱
蒸気温度高による加熱停止回
路

ウラン濃縮缶（分離施設） (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

④
プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温
度高による加熱停止回路

プルトニウム濃縮缶 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

④
第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸
気温度高による加熱停止回路

第２酸回収蒸発缶 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ △ ― ― ― ―

注） 建屋は以下の番号を参照 △： 評価により事故に至らない

① :使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ×１： 設計基準対処

② :前処理建屋 ×２： 事故に至るまでの間に復旧が可能

③ :分離建屋 ×３： 影響が平常運転時程度

④ :精製建屋
⑤ :ウラン脱硝建屋
⑥ :ウラン酸化物貯蔵建屋
⑦ :ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
⑧ :ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
⑨ :高レベル廃液ガラス固化建屋

×３

重大事故
の発生を
仮定する
機器の特
定結果

※２　火山の影響

熱的，化学的又は核的制限値等の
維持機能でTBP等の錯体の急激な

分解反応を防止している機器

※４  動的機器の多重故障※３　配管の全周破断
※５  長時間の全交流動力電

源の喪失
※１ 地震

建屋
注） 熱的，化学的又は核的制限値

等の維持機能
△ ×１ ×２
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 第42表　「崩壊熱除去機能」の喪失による想定事故１の発生を仮定する機器の特定結果

建屋
注） 崩壊熱除去の対象機器 ※１ 地震 ※２　火山の影響

※３　配管の全周
破断

※４  動的機器の
多重故障

※５  長時間の全
交流動力電源の

喪失
△ ×１ ×２ ×３

重大事故の発生
を仮定する機器

の特定結果

① 燃料貯蔵プール等

○（ただし、同時
に「プール水の保
持機能」も喪失す
ることから、想定
事故２として発生
を想定する。）

○ ― ○ ○ ―
×１

（※１多重故障
の場合）

― ― ○

注） 建屋は以下の番号を参照 △： 評価により事故に至らない
① :使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ×１： 設計基準対処
② :前処理建屋 ×２： 事故に至るまでの間に復旧が可能
③ :分離建屋 ×３： 影響が平常運転時程度
④ :精製建屋
⑤ :ウラン脱硝建屋
⑥ :ウラン酸化物貯蔵建屋
⑦ :ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
⑧ :ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
⑨ :高レベル廃液ガラス固化建屋
⑩ :第１ガラス固化体貯蔵建屋
⑪ :分析建屋
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 第43表　「プール水の保持機能」の喪失による想定事故２の発生を仮定する機器の特定結果

建屋
注） 崩壊熱除去の対象機器 ※１ 地震 ※２　火山の影響

※３　配管の全周
破断

※４  動的機器の
多重故障

※５  長時間の全
交流動力電源の

喪失
△ ×１ ×２ ×３

重大事故の発生
を仮定する機器

の特定結果
① 燃料貯蔵プール等 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ○

注） 建屋は以下の番号を参照 △： 評価により事故に至らない
① :使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ×１： 設計基準対処
② :前処理建屋 ×２： 事故に至るまでの間に復旧が可能
③ :分離建屋 ×３： 影響が平常運転時程度
④ :精製建屋
⑤ :ウラン脱硝建屋
⑥ :ウラン酸化物貯蔵建屋
⑦ :ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
⑧ :ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
⑨ :高レベル廃液ガラス固化建屋
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 第44表　「放射性物質の保持機能」の喪失による液体状の放射性物質の機器外への漏えいの発生を仮定する機器の特定結果

建屋
注） 液体の放射性物質の保持機能を有

する機器
※１ 地震 ※２　火山の影響

※３　配管の全周
破断

※４  動的機器の
多重故障

※５  長時間の全
交流動力電源の

喪失
△ ×１ ×２ ×３

重大事故の発生
を仮定する機器

の特定結果

② 溶解槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
② 第１よう素追出し槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
② 第２よう素追出し槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
② 中間ポット ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
② 中継槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
② 清澄機 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
② リサイクル槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
② 計量前中間貯槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
② 計量・調整槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
② 計量補助槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
② 計量後中間貯槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
② 溶解液中間貯槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
③ 溶解液供給槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
③ 抽出塔 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
③ 第１洗浄塔 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
③ 第２洗浄塔 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
③ プルトニウム分配塔 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
③ ウラン洗浄塔 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
③ プルトニウム溶液ＴＢＰ洗浄器 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
③ プルトニウム溶液受槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
③ プルトニウム溶液中間貯槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
③ 第１一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
③ 第２一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
③ 第３一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
③ 第７一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
③ 第８一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
④ プルトニウム溶液供給槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
④ 第１酸化塔 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
④ 第１脱ガス塔 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
④ 抽出塔 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
④ 核分裂生成物洗浄塔 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
④ 逆抽出塔 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
④ ウラン洗浄塔 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
④ 補助油水分離槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
④ ＴＢＰ洗浄器 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
④ 第２酸化塔 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
④ 第２脱ガス塔 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
④ プルトニウム溶液受槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
④ 油水分離槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
④ プルトニウム濃縮缶供給槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
④ プルトニウム濃縮缶 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
④ プルトニウム溶液一時貯槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
④ プルトニウム濃縮液受槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
④ プルトニウム濃縮液計量槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
④ プルトニウム濃縮液中間貯槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
④ プルトニウム濃縮液一時貯槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
④ リサイクル槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
④ 希釈槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
④ 第１一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
④ 第２一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
④ 第３一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
④ 第７一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
⑦ 硝酸プルトニウム貯槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
⑦ 混合槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
⑦ 一時貯槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
⑦ 定量ポット ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
⑦ 中間ポット ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
⑦ 脱硝装置 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
② 不溶解残渣回収槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
③ ＴＢＰ洗浄塔 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
③ 抽出廃液受槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
③ 抽出廃液中間貯槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
③ 抽出廃液供給槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
③ 第４一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
③ 第６一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
③ 高レベル廃液供給槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
③ 高レベル廃液濃縮缶 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
⑨ 高レベル濃縮廃液貯槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
⑨ 不溶解残渣廃液貯槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
⑨ 高レベル廃液共用貯槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
⑨ 高レベル濃縮廃液一時貯槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
⑨ 不溶解残渣廃液一時貯槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
⑨ 高レベル廃液混合槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
⑨ 供給液槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―
⑨ 供給槽 ― ― ○ ― ― ― ×１ ― ― ―

注） 建屋は以下の番号を参照 △： 評価により事故に至らない
① :使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ×１： 設計基準対処
② :前処理建屋 ×２： 事故に至るまでの間に復旧が可能
③ :分離建屋 ×３： 影響が平常運転時程度
④ :精製建屋
⑤ :ウラン脱硝建屋
⑥ :ウラン酸化物貯蔵建屋
⑦ :ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
⑧ :ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
⑨ :高レベル廃液ガラス固化建屋
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 第45表　「放射性物質の保持機能」の喪失による固体状の放射性物質の機器外への漏えいの発生を仮定する機器の特定結果

建屋
注） 固体の放射性物質の保持機能を有

する機器
※１ 地震 ※２　火山の影響

※３　配管の全周
破断

※４  動的機器の
多重故障

※５  長時間の全
交流動力電源の

喪失
△ ×１ ×２ ×３

重大事故の発生
を仮定する機器

の特定結果

⑦ 焙焼炉 ○ ― ― ― ― ― ×１ ― ― ―

⑦ 還元炉 ○ ― ― ― ― ― ×１ ― ― ―

⑦ 固気分離器 ○ ― ― ― ― ― ×１ ― ― ―
⑦ 粉末ホッパ ○ ― ― ― ― ― ×１ ― ― ―
⑦ 粉砕機 ○ ― ― ― ― ― ×１ ― ― ―
⑦ 保管容器 ○ ― ― ― ― ― ×１ ― ― ―
⑦ 混合機 ○ ― ― ― ― ― ×１ ― ― ―
⑦ 粉末充てん機 ○ ― ― ― ― ― ×１ ― ― ―
⑦ 粉末缶 ○ ― ― ― ― ― ×１ ― ― ―
⑦ 混合酸化物貯蔵容器 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
⑨ ガラス溶融炉 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

注） 建屋は以下の番号を参照 △： 評価により事故に至らない
① :使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ×１： 設計基準対処
② :前処理建屋 ×２： 事故に至るまでの間に復旧が可能
③ :分離建屋 ×３： 影響が平常運転時程度
④ :精製建屋
⑤ :ウラン脱硝建屋
⑥ :ウラン酸化物貯蔵建屋
⑦ :ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
⑧ :ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
⑨ :高レベル廃液ガラス固化建屋
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 第46表　「落下・転倒防止機能」の喪失による固体状の放射性物質の機器外への漏えいの発生を仮定する機器の特定結果

建屋
注） 落下・転倒防止機能を有する機器 ※１ 地震 ※２　火山の影響

※３　配管の全周
破断

※４  動的機器の
多重故障

※５  長時間の全
交流動力電源の

喪失
△ ×１ ×２ ×３

重大事故の発生
を仮定する機器

の特定結果

⑨ 固化セル移送台車 ○ ― ― ― ― ― ×１ ― ― ―

注） 建屋は以下の番号を参照 △： 評価により事故に至らない
① :使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ×１： 設計基準対処
② :前処理建屋 ×２： 事故に至るまでの間に復旧が可能
③ :分離建屋 ×３： 影響が平常運転時程度
④ :精製建屋
⑤ :ウラン脱硝建屋
⑥ :ウラン酸化物貯蔵建屋
⑦ :ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
⑧ :ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
⑨ :高レベル廃液ガラス固化建屋
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 第47表　「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」及び「熱的，化学的又は
　核的制限値等の維持機能」の同時喪失による固体状の放射性物質の機器外への漏えいの発生を仮定する機器の特定結果

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

⑨
結合装置圧力信号による流
下ノズル加熱停止回路

ガラス溶融炉 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

⑤
ウラン酸化物貯蔵容器充て
ん定位置の検知によるＵＯ３
粉末の充てん起動回路

UO3受槽，シール槽 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

⑦
保管容器充てん定位置の検
知によるＭＯＸ粉末の充てん
起動回路

粉砕機 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

⑦
粉末缶充てん定位置の検知
によるＭＯＸ粉末の充てん起
動回路

粉末充てん機 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

注） 建屋は以下の番号を参照 △： 評価により事故に至らない

① :使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ×１： 設計基準対処

② :前処理建屋 ×２： 事故に至るまでの間に復旧が可能

③ :分離建屋 ×３： 影響が平常運転時程度

④ :精製建屋

⑤ :ウラン脱硝建屋

⑥ :ウラン酸化物貯蔵建屋

⑦ :ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

⑧ :ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

⑨ :高レベル廃液ガラス固化建屋

×３

重大事故
の発生を
仮定する
機器の特
定結果

※５  長時間の全交流動力電
源の喪失

※１ 地震

△ ×１ ×２

※２　火山の影響

建屋
注） 熱的，化学的又は核的制限

値等の維持機能

熱的，化学的又は核的制限値等の
維持機能により固体放射性物質の
機器外への漏えいを防止している

機器

※４  動的機器の多重故障※３　配管の全周破断
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 第48表　「ソースターム制限機能」の喪失による固体状の放射性物質の機器外への漏えいの発生を仮定する機器の特定結果

建屋
注） ソースターム制限機能 対象機器 ※１ 地震 ※２　火山の影響

※３　配管の全周
破断

※４  動的機器の
多重故障

※５  長時間の全
交流動力電源の

喪失
△ ×１ ×２ ×３

重大事故の発生
を仮定する機器

の特定結果

⑨ ガラス溶融炉の流下停止系 ガラス溶融炉 ― ― ― ○ ― ― ×１ ― ― ―

注） 建屋は以下の番号を参照 △： 評価により事故に至らない
① :使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ×１： 設計基準対処
② :前処理建屋 ×２： 事故に至るまでの間に復旧が可能
③ :分離建屋 ×３： 影響が平常運転時程度
④ :精製建屋
⑤ :ウラン脱硝建屋
⑥ :ウラン酸化物貯蔵建屋
⑦ :ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
⑧ :ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
⑨ :高レベル廃液ガラス固化建屋
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 第49表　「放射性物質の閉じ込め機能（放出経路の維持機能，放射性物質の捕集・浄化機能，排気
　　　機能）」の喪失による気体状の放射性物質の漏えいの発生を仮定する機器の特定結果

建屋
注） ※１ 地震 ※２　火山の影響

※３　配管の全周
破断

※４  動的機器の
多重故障

※５  長時間の全
交流動力電源の

喪失
△ ×１ ×２ ×３

重大事故の発生
を仮定する機器

の特定結果

② せん断処理・溶解廃ガス処理設備 ○ ○ ― ○ ○ ― ×１ ― ― ―

② 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 ○ ○ ― ○ ○ ― ×１ ― ― ―

③ パルセータ廃ガス処理系 ○ ○ ― ○ ○ ― ×１ ― ― ―

④ パルセータ廃ガス処理系 ○ ○ ― ○ ○ ― ×１ ― ― ―

⑦
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処
理設備

○ ○ ― ○ ○ ― ×１ ― ― ―

⑨ 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 ○ ○ ― ○ ○ ― ×１ ― ― ―

⑨ 不溶解残渣廃液廃ガス処理系 ○ ○ ― ○ ○ ― ×１ ― ― ―

⑨ 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 ○ ○ ― ○ ○ ― ×１ ― ― ―

③ 高レベル廃液濃縮缶凝縮器 ○ ○ ― ○ ○ ― ×１ ― ― ―

③ 減衰器 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

⑦
安全上重要な施設の固気分離器からウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋換気設備のグローブボックス・
セル排気系統への接続部までの系統

○ ― ― ― ― ― ×１ ― ― ―

⑦
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備　高性能粒子フィ
ルタ（空気輸送）

○ ― ― ― ― ― ×１ ― ― ―

② 中継槽セル等からの排気系 ○ ○ ― ○ ○ ― ×１ ― ― ―

② 溶解槽セル等からのＡ排気系 ○ ○ ― ○ ○ ― ×１ ― ― ―

② 溶解槽セル等からのＢ排気系 ○ ○ ― ○ ○ ― ×１ ― ― ―

③ プルトニウム溶液中間貯槽セル等からの排気系 ○ ○ ― ○ ○ ― ×１ ― ― ―

④ プルトニウム濃縮缶セル等からの排気系 ○ ○ ― ○ ○ ― ×１ ― ― ―

④ グローブ ボックス等からの排気系 ○ ○ ― ○ ○ ― ×１ ― ― ―

⑦
硝酸プルトニウム貯槽セル等及びグローブ ボックス
等からの排気系

○ ○ ― ○ ○ ― ×１ ― ― ―

⑨ 高レベル濃縮廃液貯槽セル等からの排気系 ○ ○ ― ○ ○ ― ×１ ― ― ―

⑨ 固化セル圧力放出系 ○ ○ ― ○ ○ ― ×１ ― ― ―

⑨ 固化セル換気系 ○ ○ ― ○ ○ ― ×１ ― ― ―

② 汚染のおそれのある区域からの排気系 ○ ○ ― ○ ○ ― ×１ ― ― ―

③ 汚染のおそれのある区域からの排気系 ○ ○ ― ○ ○ ― ×１ ― ― ―

④ 汚染のおそれのある区域からの排気系 ○ ○ ― ○ ○ ― ×１ ― ― ―

⑦ 汚染のおそれのある区域からの排気系 ○ ○ ― ○ ○ ― ×１ ― ― ―

⑨ 汚染のおそれのある区域からの排気系 ○ ○ ― ○ ○ ― ×１ ― ― ―

注） 建屋は以下の番号を参照
① :使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 △： 評価により事故に至らない
② :前処理建屋 ×１： 設計基準対処
③ :分離建屋 ×２： 事故に至るまでの間に復旧が可能
④ :精製建屋 ×３： 影響が平常運転時程度
⑤ :ウラン脱硝建屋
⑥ :ウラン酸化物貯蔵建屋
⑦ :ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
⑧ :ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
⑨ :高レベル廃液ガラス固化建屋
⑩ :第１ガラス固化体貯蔵建屋
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 第50表　「崩壊熱等の除去機能」の喪失による温度上昇による閉じ込め機能喪失の発生を仮定する機器の特定結果

建屋
注） 崩壊熱除去の対象機器 ※１ 地震 ※２　火山の影響

※３　配管の全周
破断

※４  動的機器の
多重故障

※５  長時間の全
交流動力電源の

喪失
△ ×１ ×２ ×３

重大事故の発生
を仮定する機器

の特定結果
⑧ 混合酸化物貯蔵容器 ○ ○ ― ○ ○ ― ×１ ― ― ―
⑨ ガラス固化体 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
⑩ ガラス固化体 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

注） 建屋は以下の番号を参照
① :使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 △： 評価により事故に至らない
② :前処理建屋 ×１： 設計基準対処
③ :分離建屋 ×２： 事故に至るまでの間に復旧が可能
④ :精製建屋 ×３： 影響が平常運転時程度
⑤ :ウラン脱硝建屋
⑥ :ウラン酸化物貯蔵建屋
⑦ :ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
⑧ :ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
⑨ :高レベル廃液ガラス固化建屋
⑩ :第１ガラス固化体貯蔵建屋
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 第51表　「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」及び「熱的，化学的
　又は核的制限値等の維持機能」の同時喪失による温度上昇による閉じ込め機能喪失の発生を仮定する機器の特定結果

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災，爆
発，臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能
（安全上
重要な施
設以外の
安全機能
を有する
施設）

熱的，化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

⑦
焙焼炉ヒータ部温度高によ
る加熱停止回路

焙焼炉 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

⑦
還元炉ヒータ部温度高によ
る加熱停止回路

還元炉 (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

注） 建屋は以下の番号を参照 △： 評価により事故に至らない

① :使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ×１： 設計基準対処

② :前処理建屋 ×２： 事故に至るまでの間に復旧が可能

③ :分離建屋 ×３： 影響が平常運転時程度

④ :精製建屋

⑤ :ウラン脱硝建屋

⑥ :ウラン酸化物貯蔵建屋

⑦ :ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

⑧ :ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

⑨ :高レベル廃液ガラス固化建屋

⑩ :第１ガラス固化体貯蔵建屋

建屋
注） 熱的，化学的又は核的制

限値等の維持機能

熱的，化学的又は核
的制限値等の維持機
能により温度上昇によ
る閉じ込め機能喪失を

防止している機器

※４  動的機器の多重故障※３　配管の全周破断

重大事故
の発生を
仮定する
機器の特
定結果

※１ 地震 ※２　火山の影響

△ ×１ ×２ ×３

※５  長時間の全交流動力電
源の喪失
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再
処
理
施
設
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審
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整
理
資
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補
足
説
明
資
料
リ
ス
ト

令
和
２
年
４
月
2
8
日
　
R
1
6

資
料
№

名
称

提
出
日

R
e
v

補
足
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明
資
料
3
-
1

重
大
事
故
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起
因
と
な
る
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の
要
因
と
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る
可
能
性
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あ
る
自
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等
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選
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4
/
1
3

4
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規
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-
2

安
全
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能
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安
全
上
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要
な
施
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2
8
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資
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定
結
果
（
機
器
外
）

4
/
2
8

4
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3
-
1
6

Ｔ
Ｂ
Ｐ
等
の
錯
体
の
急
激
な
分
解
反
応
に
関
す
る
さ
ら
に
厳
し
い
条
件
と
選
定
結
果

4
/
2
8

5
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3
-
1
7

重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
機
器
の
特
定
結
果

4
/
2
8

9
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3
-
1
8

自
然
現
象
の
発
生
規
模
と
安
全
機
能
へ
の
影
響
の
関
係

3
/
1
3

2
新
規
作
成

第
2
8
条
：
重
大
事
故
等
の
拡
大
防
止
（
３
．
設
計
上
定
め
る
条
件
よ
り
厳
し
い
条
件
の
設
定
及
び
重
大
事
故
の
想
定
箇
所
の
特
定
）

再
処
理
施
設
　
安
全
審
査
　
整
理
資
料
　
補
足
説
明
資
料

備
考
（
8
月
提
出
済
み
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
資
料
番
号
を
記
載
）

(1
/
2
)
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再
処
理
施
設
　
安
全
審
査
　
整
理
資
料
　
補
足
説
明
資
料
リ
ス
ト

令
和
２
年
４
月
2
8
日
　
R
1
6

資
料
№

名
称

提
出
日

R
e
v

第
2
8
条
：
重
大
事
故
等
の
拡
大
防
止
（
３
．
設
計
上
定
め
る
条
件
よ
り
厳
し
い
条
件
の
設
定
及
び
重
大
事
故
の
想
定
箇
所
の
特
定
）

再
処
理
施
設
　
安
全
審
査
　
整
理
資
料
　
補
足
説
明
資
料

備
考
（
8
月
提
出
済
み
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
資
料
番
号
を
記
載
）

補
足
説
明
資
料
3
-
1
9

配
管
の
全
周
破
断
と
同
時
に
想
定
す
る
単
一
故
障
の
対
象
が
回
収
系
だ
け
で
よ
い
理
由

（
検
知
系
に
対
し
て
単
一
故
障
を
想
定
し
な
く
て
も
よ
い
理
由
）

4
/
2
8

4
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3
-
2
0

安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
に
着
目
し
た
重
大
事
故
の
事
象
選
定
の
妥
当
性

4
/
2
8

6
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3
-
2
1

設
計
基
準
よ
り
厳
し
い
条
件
等
の
同
時
発
生

4
/
2
8

3
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3
-
2
2

系
統
図

4
/
2
8

3
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3
-
2
3

系
統
図
（
重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
際
の
条
件
毎
の
安
全
機
能
喪
失
の
特
定
）

4
/
2
8

3
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3
-
2
4

フ
ォ
ー
ル
ト
ツ
リ
ー

4
/
2
8

3
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3
-
2
5

フ
ォ
ー
ル
ト
ツ
リ
ー
（
重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
際
の
条
件
毎
の
安
全
機
能
喪
失
の
特
定
）

4
/
2
8

3
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3
-
2
6

配
管
以
外
の
静
的
機
器
の
損
傷
の
可
能
性

4
/
2
8

3
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3
-
2
7

再
処
理
工
程
に
お
け
る
重
大
事
故
の
発
生
を
想
定
す
る
機
器

4
/
2
8

1
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3
-
2
8

放
射
性
物
質
の
放
出
量
評
価
に
お
い
て
設
定
し
た
除
染
係
数

1
/
2
8

0
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3
-
2
9

重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
機
器
の
特
定
に
お
け
る
評
価
の
条
件
設
定

4
/
2
8

1
新
規
作
成

補
足
説
明
資
料
3
-
3
0

適
合
性
の
関
連
箇
所
の
抜
粋
に
つ
い
て

4
/
2
1

1
新
規
作
成

(2
/
2
)
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令和２年４月13日 R4 

補足説明資料３－１
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重大事故の起因となる機能喪失の要因となる可能性がある 

自然現象等の選定根拠 

外部からの影響として、国内外の文献から抽出した自然現象及び人為事象

（以下、「自然現象等」という。）を対象に、重大事故の起因となる機能喪失

の要因となる可能性がある自然現象等として、以下の基準のいずれにも該当

しない自然現象等を選定している。 

基準１：重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要

因となる自然現象等の発生を想定しない 

  基準１－１：自然現象等の発生頻度が極めて低い 

  基準１－２：自然現象等そのものは発生するが、重大事故の起因とな

る安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる規模

の発生を想定しない 

  基準１－３：再処理施設周辺では起こり得ない  

  基準２：発生しても重大事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能

の喪失の要因となるような影響が考えられないことが明らかで

ある 

上記の基準のうち、基準１－１及び基準１－３については、重大事故の起

因となる機能喪失の要因となる可能性がある自然現象の想定を無視しうるも

のである。また、基準２については、自然現象の発生が重大事故の起因とな

る機能喪失の要因となることはない。 

基準１－２については、重大事故の起因となる機能喪失の要因となる可能

性について検討を行っており、その結果、重大事故の起因となる機能喪失の
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要因となる規模の発生は想定しない。 

以下にそれぞれの自然現象に対する検討内容を示す。 

 

a. 津波 

断層モデルのすべり量が既往知見を大きく上回る波源による検討を行った

場合でも、標高40ｍには到達しないことから、標高約50ｍから約55ｍ及び海

岸からの距離約４ｋｍ～約５ｋｍの地点に位置している敷地に到達する可能

性はない。 

b. 竜巻 

日本で過去に発生した最大の竜巻はF3（最大風速92ｍ／ｓ）であること、

及び「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」にしたがって検討した竜巻最大

風速のハザード曲線に基づく設計基準で想定する竜巻の年超過確率は10－７～

10－８であることから、設計基準の規模（最大風速100ｍ／ｓ）を超える竜巻

の発生は想定し難い。 

c. 降水 

設計基準の規模を超える降水により、再処理施設の敷地が浸水し、安全上

重要な施設を内包する建屋の開口部から雨水が流入する可能性がある。 

建屋開口部高さ及び機能喪失に至る雨水流入量の観点で評価上最も厳しい

と考えられる非常用電源建屋において、約320ｍｍ／ｈを超える降水により機

能喪失に至る可能性があるが、過去の記録からすると、１時間降水量300 

ｍｍ／ｈを超える降水が発生することは想定しない。 

d. 高温 

設計基準の規模を超える高温が発生した場合、安全冷却水の水温が上昇し、

動的機器（ポンプ）の最高使用温度（60℃）を超える可能性がある。また、

燃料貯蔵プール水温度が上昇し、燃料貯蔵プールを構成しているコンクリー
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トの健全性に影響を与える可能性がある。

外気温50℃を超える高温が継続した場合、動的機器（ポンプ）に通水する

安全冷却水の温度が最高使用温度（60℃）に至る可能性があり、また外気温

49℃を超える高温が継続した場合、燃料貯蔵プール水の温度がコンクリート

の長期健全性に係る制限値（65℃）に至る可能性があるが、過去の観測記録

及び１日の気温変化を考慮すると、50℃を超える高温が長時間継続すること

は想定しない。 

e. 凍結

設計基準の規模を超える低温が発生した場合、安全冷却水が凍結に至る可

能性がある。 

安全冷却水系における負荷側からの入熱と冷却塔における放熱の関係によ

り、外気温－41℃で凍結に至らないことは確認しており、過去の観測記録及

び１日の気温変化を考慮すると、-41℃を下回る低温が長時間継続することは

想定しない。 

f. 塩害

一般に大気中の塩分量は，平野部で海岸から200ｍ付近までは多く，数百ｍ

の付近で激減する傾向がある。再処理施設は海岸から約５ｋｍ離れており，

塩害の影響は小さいと考えられるが，屋外の受電開閉設備については碍子部

分の絶縁を保つために碍子部分の洗浄を通常運転の一環として行っており，

塩分付着量が管理値である0.07ｍｇ／ｃｍ２以下になるよう管理を行っている。 

設計基準の規模を超える塩害が発生することは想定し難いが、設計基準で

想定した規模を超える塩害があったとしても、碍子部分の洗浄の頻度は増加

するものの、重大事故の要因になることはない。 

以 上 
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令和２年４月28日 R5 

 

 

 

 

 

 

 

補足説明資料３－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

386



安全機能を有する施設及び安全上重要な施設 

 

重大事故の 発生を仮定する機器 の特定にあたり、全ての安全機能を有す

る施設、つまり全ての主要な設備が有する安全機能を対象に、喪失時に重大

事故に至る可能性を整理する。ここで、重大事故は、公衆への著しい被ばく

影響をもたらす可能性のある事故である。安全上重要な施設として、その機

能喪失により、公衆及び従事者に過度の放射線被ばくを及ぼす可能性のある

機器を選定していることから、安全上重要な施設の安全機能の喪失を考慮す

ることで、重大事故に至る可能性を整理できる。また、安全上重要な施設以

外の施設の 安全機能を有する 機能が喪失したとしても、公衆及び従事者に

過度な放射線被ばくを及ぼすおそれはない。 

したがって、安全上重要な施設の安全機能を対象として、安全機能の喪失

を考慮し、重大事故に至る可能性を整理する。 

 

・「安全機能を有する施設」は、事業指定変更許可申請書のうち、添付書類六

の「再処理施設の構成」に記載の施設である。 

・「安全上重要な施設」は、事業指定変更許可申請書のうち添付書類六 第

1.7.7－１表「安全上重要な施設」に記載の施設である。 

 

以下に事業指定変更許可申請書の抜粋としてこれらを示す。 
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火災・爆発により放射性物質の放出の可能性がある 

有機溶媒等の選定について 

１．「有機溶媒等」の評価対象の抽出 

「有機溶媒等」の評価対象の選定は、以下の手順で実施した。 

試薬として安全上重要な施設に供給している物質のうち、火災又は爆発に

より放射性物質の放出の可能性があるものを抽出する。 また、安全上重要

な施設内で発生する副反応生成物のうち既知の可燃性、引火性または爆発性

を有する物質を抽出する。 

試薬として安全上重要な施設に供給している物質について、可燃性、引火

性又は爆発性を有する物質として以下を考慮する。 

 りん酸トリブチル（ＴＢＰ）

 ノルマルドデカン（ｎ－ドデカン）

 硝酸ヒドラジン

 硝酸ヒドロキシルアミン

 水素

また、副反応生成物で既知の可燃性、引火性又は爆発性を有する物質と

しては、以下を考慮する。 

 ＴＢＰ等の錯体

 アジ化水素

 ジルカロイ粉末（ジルコニウム粉末）
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表１ 再処理施設で火災又は爆発に進展する可能性のある物質 

種別 物質名 主な使用機器 

試薬として安全上重

要な施設に供給して

いる物質 

リン酸トリブチル

（ＴＢＰ）
抽出塔 

ノルマルドデカン

（ｎ－ドデカン）

硝酸ヒドラジン プルトニウム分配塔等 

硝酸ヒドロキシルアミ

ン 
逆抽出塔 

水素 還元炉 

副反応生成物で既知

既知の可燃性、引火

性又は爆発性を有す

る物質 

ＴＢＰ等の錯体 プルトニウム濃縮缶等 

アジ化水素 プルトニウム分配塔等 

ジルカロイ粉末 せん断機 

表１で挙げられた化学物質について、可燃性、爆発性で仕分けをすると、

表２のように分けられる。 

表２ 可燃性物質と爆発性物質 

可燃性物質 爆発性物質 

ジルコニウム粉末 硝酸ヒドラジン 

ｎ－ドデカン 硝酸ヒドロキシルアミン 

ＴＢＰ アジ化水素

－ ＴＢＰ等の錯体 

－ 水素 
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表１に記載した化学物質について，重大事故の対象物質を選定した。各化学

物質に対する評価結果を表３に示す。また、除外した化学物質の内，火災又

は爆発に至るおそれがないものに関して、２．以降に一般的な化学的安定性

や危険性について示す。 

表３ 重大事故の対象物質の選定 

対象物質 選定結果 理由 

ジルコニウ

ム粉末

除外 火災に至るおそれがないため，事故の発生

を防止するための機能を必要としない（事

故に至る可能性がある機能喪失は無い） 

ｎ－ドデカ

ン 

選定 安全機能の喪失又はその組合せにより，引

火点に到達し，火災の発生の可能性がある

ため 

ＴＢＰ 選定 安全機能の喪失又はその組合せにより，引

火点に到達し，火災の発生の可能性がある

ため 

硝酸ヒドラ

ジン 

除外 爆発に至るおそれがないため，事故の発生

を防止するための機能を必要としない（事

故に至る可能性がある機能喪失は無い） 

硝酸ヒドロ

キシルアミ

ン

除外 爆発に至るおそれがないため，事故の発生

を防止するための機能を必要としない（事

故に至る可能性がある機能喪失は無い） 

アジ化水素 除外 爆発に至るおそれがないため，事故の発生

を防止するための機能を必要としない（事

故に至る可能性がある機能喪失は無い） 

ＴＢＰ等の

錯体 

選定 安全機能の喪失又はその組合せにより，Ｔ

ＢＰ等の錯体が混入し、急激な分解反応の

発生温度に到達し，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生の可能性があるため 

水素（放射

線分解によ

り発生する

水 素 を 除

く） 

選定 安全機能の喪失又はその組合せにより，水

素が爆発に至り得る濃度で機器に供給さ

れ，爆発の発生の可能性があるため 
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２．硝酸ヒドロキシルアミンについて 

２．１ 概要 

硝酸ヒドロキシルアミン（以下、「ＨＡＮ」という。）はヒドロキシルアミ

ン塩類の１つで，多くの有機化学，無機化学反応において還元剤として一般

的に用いられており，ロケットの推進剤としても研究されている。一方，急

激な分解反応による爆発事故が何度も発生しており，取り扱いに注意を要す

る物質である。 

２．２ ＨＡＮの危険性 

２．２．１ 基礎物性 

ＨＡＮの安全データシート（ＳＤＳ）では，ＨＡＮの物性は以下のとおり。 

・分子式（分子量）：ＮＨ２ＯＨ・ＨＮＯ３（96.04）

・ＣＡＳ番号：13465-08-2

・融点：－６℃

・沸点：100.2℃

・密度：1.08ｇ／ｃｍ３（20℃）

また、危険性情報としては以下がある。 

・重金属，酸化剤，アルカリとの混合による急激な分解反応

・酸化性物質との接触により反応

・高濃度に濃縮すると爆発の危険性あり

２．２．２ ＨＡＮの危険性 

ＨＡＮの危険性についてはオークリッジ国立研究所及びアメリカのエネル

ギ省にて確認試験を実施しており，その結果以下の内容が報告されている １）

。 
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 ＨＡＮ濃度が２～３ｍｏｌ／ｌ以下であれば，溶液は高圧力や爆発

反応を引き起こすエネルギを持たない。 

 ＨＡＮ・硝酸溶液の貯蔵及び使用の際は，ＨＡＮに対する硝酸モル

比が２以下で，61℃を下回っていれば安全上問題はない。 

 ＨＡＮ溶液中の鉄イオン濃度が上昇すると，自己触媒反応温度が低

下する。3～3.7ｍｏｌ／ｌ ＨＡＮ及び 6.8～7.4ｍｏｌ／ｌ硝酸を

含む溶液に対して，自己触媒反応の温度は溶存鉄のない状態の約

74℃から，溶存鉄が 913ｐｐｍの溶存鉄では 51℃に，溶存鉄が

1874ｐｐｍの溶存鉄では 42℃に低下する。 

この報告では，ＨＡＮの不安定性指標（(I)値）について言及している。不

安定性指標とは，硝酸濃度，ＨＡＮに対する硝酸のモル濃度比及び鉄濃度か

ら計算される値であり，この値が大きくなるほどＨＡＮが安定状態である温

度が低下していく（図１参照）。つまり，「ＨＡＮ濃度」「硝酸濃度」「温度」

「鉄濃度」がＨＡＮの安定性を計る上で指標となる。 

 

 

 

 

 

 

 

図１：ＨＡＮの不安定性指標 １） 
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また，ＨＡＮの分解では亜硝酸が生成され，この亜硝酸が触媒となり，さ

らに分解反応が進む（自己触媒反応）。このため，ＨＡＮの使用環境におけ

る亜硝酸の存在も，ＨＡＮの安定性に影響を与える。 

以上から，ＨＡＮが爆発反応のような急激な分解反応を起こすためには，

以下のような条件が必要となる。 

・ＨＡＮ濃度が 3ｍｏｌ／ｌ以上であること

・ＨＡＮに対する硝酸モル比が２よりも大きいか又は溶液温度が 61℃以

上

・鉄が存在（例として数百ｐｐｍ）

・亜硝酸が多量に存在

２．３ 再処理施設でのＨＡＮの使用目的及び使用環境 

再処理施設でのＨＡＮは，プルトニウム精製設備の逆抽出塔で，４価のプ

ルトニウムを３価に還元し，有機相から水相へプルトニウムを逆抽出するた

めの還元剤として使用している。逆抽出塔周りの系統概要を図２に示す。 

ＨＡＮの使用環境において，ＨＡＮの安定性に影響を及ぼす「ＨＡＮ濃度」

「硝酸濃度」「温度」「鉄濃度」「亜硝酸」は以下のとおりである。 
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表４ ＨＡＮの安定性に影響を及ぼす項目と使用環境 

項目 使用環境 

ＨＡＮ濃

度 

試薬として調達するＨＡＮの濃度は 1.5ｍｏｌ／ｌであり，この

ままの濃度でプロセスに供給している。逆抽出塔入口では，プ

ルトニウム洗浄器から移送される水相（硝酸，硝酸ヒドラジ

ン）と合流し，ＨＡＮの濃度は約 ｍｏｌ／ｌとなる。逆抽出

塔内でＨＡＮは消費され，逆抽出塔の水相出口でのＨＡＮ濃度

は約 ｍｏｌ／ｌとなる。

硝酸濃度 逆抽出塔へ供給される水相の硝酸濃度は約 0.3 規定。有機相に

抽出されている硝酸の酸濃度は約 0.2 規定。逆抽出塔出口での

水相の硝酸濃度は約 0.9 規定となる。 

温度， 

硝酸／Ｈ

ＡＮモル

濃度比 

逆抽出塔では，逆抽出効率を高めるため，機器に供給する水相

及び有機相の加熱を行っており，機器内は約 45℃になるよう制

御されている。 

硝酸／ＨＡＮのモル濃度比は，逆抽出塔水相入口で約 。出

口では約 であるが，硝酸ヒドラジンが存在しているため急激

な分解反応は発生せず，発生した場合でもＨＡＮ濃度が低いた

め大きなエネルギの発生はない。 

鉄濃度 プロセスに供給される鉄の主な発生源は使用済燃料であるが，

前工程の分離施設で除去される。 

亜硝酸濃

度 

ＨＡＮには硝酸ヒドラジンを添加している。また，プルトニウ

ム洗浄器から逆抽出塔に移送する水相中にも硝酸ヒドラジンが

含まれている。硝酸ヒドラジンは，亜硝酸を分解し，ＨＡＮの

分解を抑制する。

については商業機密の観点から公開できません。
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図２：逆抽出塔周辺の系統概要 

２．４ 設計基準より厳しい条件を設定した場合の評価 

これらの使用環境について，より厳しい条件下を想定した場合に爆発的な

反応を引き起こすことができるか検討する。 

逆
抽
出
塔

HAN＊１

HAN濃度:1.5M
硝酸濃度：0.2N

ウラン洗浄塔へ
（硝酸プルトニウム溶液）

プルトニウム洗浄器

硝酸ヒドラジン＊２

硝酸濃度：0.2N

ウラン逆抽出器へ

Ａ

：水相の流れ

：有機相の流れ

Ａ

硝酸ウラナス＊１

硝酸濃度：1N

Ａ ：エアリフト

：加熱器

【入口（水相）】
HAN濃度：約 M
硝酸濃度：約0.3N

【出口（水相）】
HAN濃度：約 M
硝酸濃度：約0.9N

【入口（有機相）】
硝酸濃度：約0.2N

核分裂生成物洗浄塔より
（プルトニウムを含む有機溶媒）

＊１：硝酸及び硝酸ヒドラジンを含む
＊２：硝酸を含む

Ａ

については商業機密の観点から公開できません。
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表５ 設計基準より厳しい条件下でのＨＡＮの安定性に影響を及ぼす項目と

使用環境 

項目 使用環境 

ＨＡＮ

濃度 

・ＨＡＮは 1.5ｍｏｌ／ｌの濃度で購入し，購入時には濃度の確

認を行っており，ＨＡＮを逆抽出塔に供給する経路上に蒸発濃縮

する設備はなく，温水による加熱に異常が生じた場合において

も，塔内の液を蒸発濃縮させるだけの加熱能力はないことから，

ＨＡＮが 3ｍｏｌ／ｌを超える濃度になるおそれはない。

・蒸発濃縮する設備へＨＡＮを含む液を直接供給する経路はない

ため，ＨＡＮが蒸発濃縮されることはない。

・未反応のＨＡＮは ｍｏｌ／ｌ程度の濃度であり，逆抽出塔

の下流の第 2 酸化塔にてＮＯｘガスと反応させて分解するが、Ｈ

ＡＮ濃度が低いことから、分解による発熱やガスの発生は少な

い。

・ＨＡＮ濃度以外の項目において爆発的な反応を引き起こす条件

を満たした場合でも，ＨＡＮ濃度が低いことから，爆発的なエネ

ルギは有さない。

硝酸濃

度 

・逆抽出塔に供給される試薬（硝酸ヒドラジン，硝酸ウラナス）

は，調製時に分析によって濃度を確認している。逆抽出塔に供給

される水相は，図－２のとおりであり，それぞれの溶液は，予め

貯槽にて調製されるか，購入時の性状のまま供給される。

・逆抽出塔入口での水相の硝酸濃度は，上記の水相の供給流量の

変動の影響を受ける。最も酸濃度の高い硝酸ウラナスが最大流量

で供給され，その他の試薬が通常流量である場合を想定し，逆抽

出塔入口における水相の硝酸濃度を評価すると約 0.4 規定とな

り，大きな変動とはならない。

温度， 

硝酸／

ＨＡＮ

モル濃

度比

・逆抽出塔の温度制御に関する異常が生じた場合に，逆抽出塔内

が 61℃を超えるおそれがある。ただし，急激な分解反応が発生し

たとしても，ＨＡＮ濃度が低いため高圧力や爆発反応を引き起こ

すことはない。

鉄濃度 溶解液中の鉄は分離建屋の分離・分配設備において除去されるた

め，精製建屋のプルトニウム精製設備に鉄が流入することはな

い。 

亜硝酸

濃度 

ＨＡＮは硝酸ヒドラジンが添加された状態で購入しており，貯蔵

及びプロセスへ供給する際には常にＨＡＮと硝酸ヒドラジンが共

存している。また，プルトニウム洗浄器から逆抽出塔に移送する

水相は連続的に供給しており，硝酸ヒドラジンが含まれているこ

とから，亜硝酸はヒドラジンによって分解する。 

については商業機密の観点から公開できません。

407



表５より，設計基準より厳しい条件を設定した場合であっても，HAN の爆

発的な反応は発生しない。 

３． アジ化水素について 

３．１ 概要 

分離施設の分配設備及び精製施設のプルトニウム精製設備では，3 価の

プルトニウムの酸化防止及びネプツニウムの還元，還元剤（硝酸ウラナス，

硝酸ヒドロキシルアミン）の安定剤を目的として硝酸ヒドラジンを供給す

るが，その一部から亜硝酸との反応によりアジ化水素が生成する。 

アジ化水素は有毒，揮発性があり爆発の可能性を有している。

硝酸ヒドラジンは東海再処理工場，フランスの先行プラント（ラ・ア

ーグ再処理工場）で使用されているが，今までにアジ化水素に関する問題

は発生していない。 

３．２ アジ化水素の危険性 

３．２．１ 基礎物性等 

アジ化水素の安全データシート（ＳＤＳ）による基礎物性は以下のと

おり。 

・ 分子式(分子量)：ＨＮ３ (43.03)

・ ＣＡＳ番号：7782-79-8

・ 融点：-80 ℃

・ 沸点：35.7 ℃

・ 蒸気圧：484 ｍｍＨｇ

・ 安定性：法規則に従った保管及び取扱においては安全と考えられる

・ 危険有害反応可能性：激しく爆発
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アジ化水素は，硝酸ヒドラジンと溶液中の亜硝酸との反応により生成

する。この反応式は次のとおりである。 

N2H5NO3 ＋ HNO2 → HN3 ＋ 2H2O ＋ HNO3 

また，上記のアジ化水素は，亜硝酸との反応でさらに分解される。 

HN3 ＋ HNO2 → N2O ＋ N2 ＋ H2O 

３．２．２ アジ化水素の爆発条件 

水溶液としての爆発限界濃度は 4.7ｍｏｌ／ｌ（17ｗｔ％）であるが ２）

，アジ化水素の蒸気圧データに基づくと，4.7ｍｏｌ／ｌアジ化水素水溶

液は 0.05ｍｏｌ／ｌの希アジ化水素水溶液の蒸気の凝縮液に相当するこ

とから ３），アジ化水素蒸気のベント系での凝縮を考慮すると 0.05ｍｏｌ

／ｌが爆発限界となる。 

一方，気相中のアジ化水素の爆発限界濃度は 2.5ｖｏｌ％である ２）。

アジ化水素の蒸気圧データから，気相中のアジ化水素濃度 2.5ｖｏｌ％と

平衡になる水相中のアジ化水素濃度は 0.2ｍｏｌ／ｌとなるため ２），ア

ジ化水素蒸気爆発に対する水溶液中のアジ化水素濃度の下限値は 0.2ｍｏ

ｌ／ｌとなる。 

アジ化水素の爆発条件をまとめると次表のとおり。

表６ アジ化水素の爆発条件 

項目 水溶液の爆発条件 気相中の爆発条件 

爆発限界濃度 > 4.7ｍｏｌ／ｌ

（17ｗｔ％）

> 2.5ｖｏｌ％

対応する溶液にお

ける爆発限界濃度 

> 0.05ｍｏｌ／ｌ

（アジ化水素の凝縮液を考

慮）

> 0.2ｍｏｌ／ｌ

（気液平衡）
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３．３ 再処理施設におけるアジ化水素 

再処理施設においてアジ化水素の生成を想定する機器におけるアジ化

水素濃度を評価した。結果を表７に示す。 

表７ 機器におけるアジ化水素濃度 

アジ化水素生成を想定する機器 機器内の初期硝酸

ヒドラジン濃度

（ｍｏｌ／ｌ）

水相中生成アジ

化水素濃度 

（ｍｏｌ／ｌ） 

分配設備 プルトニウム分配塔 

プルトニウム洗浄器 

ウラン精製

設備

抽出器 

核分裂生成物洗浄器 

プルトニウ

ム精製設備

逆抽出塔 

プルトニウム洗浄器 

なお，水相中で生成するアジ化水素濃度の計算式は以下のとおりであ

る。また，計算に使用したパラメータを表８に示す。 

表８ アジ化水素濃度の計算に用いたパラメータ 

パラメータ 出典 

プロセス中の硝酸ヒドラジン濃度（[Ｎ２Ｈ４]） 設計値又は設定値 

アジ化水素の生成率（ｋ）：12％ 文献 ２） 

水相の供給量（Ｑａ） 設計値又は設定値 

有機相の供給量（Ｑｏ） 設計値又は設定値 

アジ化水素の分配係数（Ｄ）：２ 文献 ４） 

例として、分配設備のプルトニウム分配塔の系統概要及びアジ化水素濃度を

図３に示す。 

DQoQa

Qa

の分子量HN

の分子量HN
k]H[N素濃度プロセス中のアジ化水

3

42

42

×+
×××=

については商業機密の観点から公開できません。
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図３：分配設備のプルトニウム分配塔の系統概要及びアジ化水素濃度 

この結果から，各機器の水相中のアジ化水素濃度は，水溶液中の爆発

濃度下限値 0.05ｍｏｌ／ｌを十分下回っている。 

３．４ 設計基準より厳しい条件を設定した場合の評価 

各機器におけるアジ化水素濃度は，３．３に記載した計算式から，機

器内の硝酸ヒドラジン濃度，有機相の供給流量の変動の影響を受ける。 

硝酸ヒドラジンは，購入時の濃度又は希釈して供給している。試薬調

製時には分析によって濃度を確認している。また，有機相の供給流量は流

量が制御されており，多少の変動はあっても１桁以上の下振れとはならな

い。なお、有機相の供給が停止した場合であっても、最も硝酸ヒドラジン

濃度の高い分配設備のプルトニウム分配塔におけるアジ化水素発生量は約

ｍｏｌ／ｌであるため，爆発限界濃度 0.05ｍｏｌ／ｌを下回る。 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
分
配
塔

プルトニウム洗浄器

硝酸ヒドラジン＊２

硝酸ヒドラジン濃度：0.1M

ウラナス＊１

硝酸ヒドラジン濃度：0.2M

ウラナス＊１

硝酸ヒドラジン濃度：0.2M

硝酸ヒドラジン
硝酸ヒドラジン濃
度：5M

溶媒

（ウラン洗浄塔、プ
ルトニウム溶液TBP

洗浄器より）

ウラン逆抽出器へ

ウラン洗浄塔へ

機器内の硝酸ヒドラジン濃度： M
アジ化水素濃度： M

：水相の流れ

：有機相の流れ

Ａ ：エアリフト

Ａ

ウラン・プルトニ
ウムを含む溶媒

（第２洗浄塔より）

＊１硝酸ヒドラジン、硝酸を含む
＊２硝酸を含む

Ａ

Ａ

Ａ

については商業機密の観点から公開できません。 411



最も爆発限界に近いプルトニウム精製設備の逆抽出塔でも，爆発限界

に対するアジ化水素濃度の評価結果に１桁程度の安全余裕がある。上記の

とおり，硝酸ヒドラジンの濃度や有機相の供給流量に１桁以上の変動が生

じることはなく，プロセス上，アジ化水素が濃縮される機構はない。この

ため，プロセス変動が生じた場合でもアジ化水素が爆発限界に達すること

はない ※。 

※ アジ化水素の濃度変動幅として、前項に記載の評価式から、分析結果については工程分析

の精度を考慮して＋10％、パラメータの変動として水相流量を＋50％、有機相流量を－50％

とした場合でも、生成するアジ化水素濃度は３～４倍程度の上昇であり、１桁以上の変動が

生じることはない。

(抽出プロセスに供給する有機相流量は設定値－20％の警報を有していることに加え、再処理

プロセスで設定している最小(3.2ｔＵ／ｄ）／最大(4.8ｔＵ／ｄ)処理量は、標準処理量

(4.0ｔＵ/ｄ)に対して±20％であることから、一定の処理量で運転している工程の中で、一

部で±20％を超えるようなパラメータの変動は生じることは考え難いが、ここでは±50％の

変動と仮定した。)

また，アジ化水素が生成するためには，ヒドラジンと反応する同じモ

ル数の亜硝酸が必要である。亜硝酸は，硝酸による３価のプルトニウム，

又は硝酸ウラナスの酸化によって生成する。実際には，機器内に３価のプ

ルトニウム及び硝酸ウラナスの酸化防止を目的に硝酸ヒドラジンが常時供

給されており，亜硝酸はほとんど存在しないため，機器内のヒドラジン濃

度が増加した場合でも，アジ化水素の濃度が大きく増大することはない。 

仮に，表７で示した機器内の全ての 3 価のプルトニウム及びウラナス

が酸化されるとして亜硝酸の濃度をより厳しい結果を与えるように算定す

ると，最大で約 0.1 
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ｍｏｌ／ｌ程度となる。この場合の溶液中のアジ化水素は，生成率

（約 12％）を考慮すると爆発限界濃度 0.05ｍｏｌ／ｌを十分下回るため，

爆発に至ることはない。 

 

４．硝酸ヒドラジン 

４．１ 概要 

再処理施設内で使用する硝酸ヒドラジンは、還元剤又はＨＡＮの安定剤

として分離建屋の分配設備、精製建屋のウラン精製設備及びプルトニウ

ム精製設備において使用している。 

 

４．２ 硝酸ヒドラジンの危険性 

４．２．１ 基礎物性等 

硝酸ヒドラジンの安全データシート（ＳＤＳ）による基礎物性は以下

のとおり。 

・分子式(分子量)：Ｎ２Ｈ４・ＨＮＯ３ (95.07) 

・ ＣＡＳ番号：13464-97-6 

・ 融点：-11 ℃ 

・ 沸点：101.9 ℃  

・ 蒸気圧：484 ｍｍＨｇ  

・ 安定性：正常な取り扱い、保管をしている場合には安定である。ア

ルカリや重金属イオンが混入すると分解の危険性がある。酸化性物

質に触れると反応する危険性がある。高濃度に濃縮されると爆発の

危険性がある。 
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４．２．２ 硝酸ヒドラジンの危険性 

硝酸ヒドラジンの安全データシート（ＳＤＳ）より、硝酸ヒドラジ

ンの爆発や分解反応は、以下の条件で発生する。

(1) 火気や高温体との接触

(2) 重金属、アルカリとの混合による急激な分解反応

(3) 酸化性物質との接触

(4) 高濃度に濃縮する

硝酸ヒドラジンと硝酸の混合液の危険性については（旧）日本原子

力研究所で確認試験が行われ 5)、以下の内容が報告されている。 

濃硝酸（13.14ｍｏｌ／ｌ）と硝酸ヒドラジン（１ｍｏｌ／ｌ）の混

合液を昇温させると，100℃～150℃付近で第 1 の発熱ピークが，

180～220℃付近で第２の発熱ピークが表れ，第１ピークは硝酸ヒド

ラジンと硝酸との反応，第２ピークでは硝酸ヒドラジンの熱分解が

発生したと推定される。 

第 1 ピークに注目した硝酸ヒドラジンと硝酸の反応について

・硝酸濃度が高いほど発熱開始温度が低下する。また、この反応は

鉄イオンが含まれると発熱開始温度が低下する。 

・硝酸ヒドラジン濃度 0.3ｍｏｌ／ｌ、硝酸濃度 1.5～8.0

ｍｏｌ／ｌ、鉄イオン濃度 0.5～5.0ｇ／Ｌで加熱したとき、発

熱開始温度は硝酸濃度が上昇すると低下する。硝酸ヒドラジンの

影響はない。

・硝酸濃度 1.5～8.0ｍｏｌ／ｌ、硝酸ヒドラジン濃度 0.3～0.85
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ｍｏｌ／ｌ、鉄イオン濃度 0.5～5.0ｇ／Ｌで変化させたとき、

鉄イオン濃度が上昇すると硝酸の発熱開始温度が低下する。硝酸

濃度が上昇すると鉄イオン濃度の影響よりも支配的になる。 

・温度 80℃および 90℃、硝酸濃度 3.0ｍｏｌ／ｌ、鉄イオン濃度

0.5ｇ／Ｌ、硝酸ヒドラジン濃度 0.3ｍｏｌ／ｌで温度 80℃また

は 90℃の発熱開始温度より低い温度で一定に保持したとき、80

時間保持したが温度および圧力の上昇はない。

（旧）日本原子力研究所の確認試験結果、硝酸ヒドラジンと硝酸の混

合液について再処理施設の運転パラメータを考慮すると、硝酸ヒドラジン

の反応が生じる可能性はないとの結論であった。つまり、「高濃度硝酸下」

で「鉄イオンを含み」，「硝酸ヒドラジン濃度が高く」，「100℃を超える温

度」に至ると，急速な分解反応が発生する可能性がある。なお，これらの

条件のいずれかではなく，それぞれが揃わなければ，急速な分解反応は発

生しない。 

４．３ 再処理施設における硝酸ヒドラジン 

分離建屋の分配設備では，プルトニウムの還元剤である硝酸ウラナス

とともに供給されており，その目的はウラナス及びⅢ価のプルトニウムの

酸化を防止するためである。 

精製建屋のウラン精製設備では，微量に含まれる核分裂生成物（特に

ネプツニウム）を除去するために供給されている。また，還元剤として用

いられる硝酸ウラナスを製造する際に，硝酸ウラナス溶液に硝酸ヒドラジ

ンを添加している。
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精製建屋のプルトニウム精製設備では，プルトニウムの還元剤である

硝酸ウラナスや硝酸ヒドロキシルアミンとともに供給しており，その目的

はⅢ価のプルトニウムの酸化を防止するための役割及び硝酸ヒドロキシル

アミンの安定剤としての役割を担うためである。 

再処理施設内で使用する硝酸ヒドラジンは，５ｍｏｌ／ｌ硝酸ヒドラ

ジンとして調達した後，直接又は希釈し，プロセスに供給する。硝酸ヒド

ラジンを供給している主な機器及び供給している硝酸ヒドラジンの濃度は

下記のとおり。 

ａ．分配設備のプルトニウム分配塔：5ｍｏｌ／ｌ 

ｂ．分配設備のプルトニウム洗浄器：0.1ｍｏｌ／ｌ 

ｃ．ウラン精製設備の核分裂生成物洗浄器：１ｍｏｌ／ｌ 

ｄ．プルトニウム精製設備のプルトニウム洗浄器：0.1ｍｏｌ／ｌ 

各機器内での硝酸ヒドラジン濃度は 0.3ｍｏｌ／ｌ未満と低い。また、

これらの機器では 100℃まで加熱するような加熱源はないことから、物理

的・化学的に爆発することはない。 

 

５．ジルカロイ粉末 

５．１ 概要 

ジルカロイはジルコニウムの合金で、熱中性子の吸収反応断面積が非常に

小さいことから、原子燃料の燃料被覆管材料として使用される。 

 

５．２ ジルカロイ粉末の危険性 

ジルカロイ金属単体では燃えることはないが、一般的に金属は金属粉

となって表面積が大きくなると、酸化熱が蓄積しやくすなり自然発火し易

くなることが知られている。 
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なお、消防法では、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄、マグネシウ

ム、銅粉、ニッケル粉以外の金属の粉を、金属粉として第 2 類危険物に指

定している（ただし、網目が 150μｍの網ふるいを通過するものが 50％未

満のものは消防法上の金属粉からは除外される）。 

５．３ 再処理施設のジルカロイ粉末 

再処理施設のセル内においてジルカロイ粉末は、使用済燃料をせん断

する際にせん断機内で発生する。せん断機内はジルカロイ粉末による火災

が発生しないよう、窒素ガスを連続的に供給している。

ジルカロイ粉末の着火性については、先行研究により、次のことがわ

かっている。 

 ジルカロイ粉末は、粒径が小さくなるにつれ発火温度が低くなる傾

向がある。

 空気中での 18μｍ以下の粉塵状態の発火温度は 350℃であり、その

ときの最小爆発濃度は 45ｍｇ／Ｌ とされている 6)。

 使用済燃料のせん断時に被覆管であるジルカロイの粉末が発生する

が、その粒子は、仏国の調査・研究によると、ほとんどが 125μｍ

以上であり、その粒径での発火温度は十分高いことが確認されてい

る。さらに、多量のＵＯ２粉末と共存した場合、その希釈効果によ

り爆発することはないことが確認されている。

以上から、再処理施設においてジルカロイ粉末の火災は発生しない。 

なお、一部のジルカロイ粉末については粒径が 125μｍを下回ると考え

られるが、全ジルカロイ量に対する発生割合は最大でも 0.33％とされ

ており、この内で粒径が 20μｍ以下の割合は 16％と報告されている 7）。
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この値を踏まえ、18μｍ以下の細かい粉末のせん断機内での濃度を評

価したところ、18ｍｇ／Ｌとなり、最小爆発濃度（45ｍｇ／Ｌ）を超

えることはない。 
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自然現象に対して実施する対処について 

 

重大事故の起因となる機能喪失の要因となる可能性がある自然現象として

選定した自然現象のうち、重大事故に至る前に対処が可能であるとして、重

大事故の起因となる機能喪失の要因となる自然現象として選定しなかった自

然現象に対して実施する対処を以下に示す。 

a. 森林火災及び草原火災 

再処理施設敷地周辺及び敷地内の植生に関する定期的な現場確認を行

うとともに、森林火災の火炎が防火帯内側に到達するおそれがある場合

には、消火活動を行う。 

b. 干ばつ及び湖若しくは川の水位降下 

給水処理設備の容量と使用量からすると、干ばつが直ちに重大事故の

要因になることはないが、必要に応じて外部からの給水を行う。 

c. 火山の影響（降下火砕物による積載荷重） 

火山の噴火により敷地への降灰が確認された場合には、火山灰の堆積

状況を確認し、堆積厚さが55cmに至る前に安全冷却水系（再処理設備

本体用及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）の冷却塔上部や安

全上重要な施設を内包する建屋屋上に堆積した火山灰の除去を行う。 

d. 積雪 

敷地内の積雪深さが190cmを超えるおそれのある場合には、安全冷却

水系（再処理設備本体用及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）

の冷却塔上部や安全上重要な施設を内包する建屋屋上の積雪が190cmに

至る前に除雪を行う。 

 

以 上 
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令和２年４月 28日 R8 
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×１及び×２の考え方について 

 

1. はじめに 

重大事故の 発生を仮定する機器 の特定において、「×１（設計基準対象の

施設で事象の収束が可能な事象）」又は「×２（安全機能の喪失から事故に至

るまでの間に喪失した安全機能の復旧が可能な事象）」として、重大事故の

発生を仮定する機器 として特定せず、設計基準の事象として整理する事象に

ついて、考え方を示す。 

 

２．×１の考え方について 

安全機能の喪失又はその組合せの発生に対して設計基準対象の施設で事故

の発生を防止し事象の収束が可能である、又は事故が発生するとしても、設

計基準対象の施設で事象の収束が可能であれば、×１（設計基準対象の施設

で事象の収束が可能な事象）に該当する。 

これらについては、設計基準対象の施設での対処として実施する内容を示

す。 

 ×１の事象とそれに対する設計基準対象の施設での対処は以下のとおり。 

ａ．液体状の放射性物質・固体状の放射性物質の機器外への漏えい 

 ⇒漏えいの停止及び漏えい液の回収 

ｂ．気体状の放射性物質の漏えい 

 ⇒工程停止 

ｃ．有機溶媒火災（機器内） 

ｄ．プロセス水素による爆発（機器内） 
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ｅ．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応 

ｆ．臨界事故（機器内） 

ｇ．固体状の放射性物質の機器外への漏えい 

ｈ．臨界事故（機器内）の継続 

ｉ．固体状の放射性物質の機器外への漏えいの継続 

ｊ．温度上昇による閉じ込め機能喪失 

⇒ｃ．～ｈ．に対して、安全上重要な施設以外の 安全機能を有する 施

設の計装による工程停止 

ｋ．臨界事故（機器外） 

  ⇒直接目視又は安全上重要な施設以外の 安全機能を有する 施設の計装

による工程停止 

  ⇒燃焼度計測装置の測定結果と燃料明細データの比較による工程停止 

 ｌ．温度上昇による閉じ込め機能喪失 

  ⇒漏えい粉末の除染 

 ｍ．想定事故１ 

  ⇒給水処理設備からの給水 

 また、安全機能の喪失又はその組合せの発生に対して設計基準対象の施設

で事故の発生を防止し事象の収束が可能である、又は事故が発生するとして

も、設計基準対象の施設で事象の収束が可能な事象については、事故の発生

を防止するために期待する設備を示す。 

 

２．１ 液体状の放射性物質・固体状の放射性物質の機器外への漏えい 

 漏えいが停止すれば、放射性物質の機器外への漏えいによる放射性物質の

放出は停止し、事象が収束する。したがって、「×１」とし、重大事故の 発
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生を仮定する機器 として特定せず、設計基準の事象として整理する。 

 事象進展はないことから、施設の状況を把握した上で、以下の方法により

漏えいした放射性物質を回収する。 

 ・回収系（安全蒸気ボイラ、一般蒸気ボイラ）の復旧による回収 

 ・セル内作業による回収（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋のように被

ばくの観点からセル内での作業が可能な場合） 

 ・セル開放による回収（セル内での作業はできないものの、閉止ブロック

や扉を開放して作業が可能な場合） 

 ・ダクト開口部からの回収（被ばくの観点からセルを開放できない場合） 

 

２．２ 気体状の放射性物質の漏えい 

「放射性物質の閉じ込め機能（放出経路の維持機能，放射性物質の捕集・浄

化機能，排気機能）」が喪失した場合には，気体状の放射性物質の漏えいに至

る可能性がある。 

ただし、地震、火山の影響及び長時間の全交流動力電源の喪失を要因とし

た場合には、電源の喪失により同時に工程が停止することで、放射性物質の

気相への移行は減少し、放射性物質の放出が抑制されることから、事象が収

束する。 

また、動的機器の多重故障により放射性物質の浄化機能又は排気機能が喪

失した場合には、ポンプ又は排風機の故障警報に加え、廃ガス洗浄塔入口圧

力高高警報等の塔槽類廃ガス処理設備の系統の圧力警報、各貯槽の貯槽圧力

高警報により速やかに異常を検知し、工程を停止することで放射性物質の気

相への移行は減少し、放射性物質の放出が抑制されることから、事象が収束

する。なお、放出経路の維持機能及び放射性物質の捕集機能は、動的機器の
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多重故障で機能を喪失することはない。 

したがって、「×１」とし、重大事故の 発生を仮定する機器 として特定せ

ず、設計基準の事象として整理する。 

 

２．３ 有機溶媒火災（機器内） 

安全上重要な施設以外の 安全機能を有する 施設の「火災、爆発、臨界等に

係るプロセス量等の維持機能（逆抽出塔の加熱蒸気流量の制御）」が喪失して

いる状態で、安全上重要な施設の「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機

能（加熱停止回路）」が喪失した場合には、有機溶媒火災（機器内）に至る可

能性がある。 

ただし、安全上重要な施設以外の 安全機能を有する 施設の計装により速や

かに異常を検知し、加熱蒸気の供給を停止することによって、事故に至るこ

とはなく事象が収束する。 

機能喪失を想定する安全上重要な施設の「熱的、化学的又は核的制限値等

の維持機能」と、異常の検知の手段及び期待する機器は以下のとおり。 

機能喪失を想定する 

安全上重要な施設の 

安全機能 

左記喪失時の 

異常の検知手段 

異常検知において 

期待する機器 

逆抽出塔溶液温度高

による加熱停止回路 

逆抽出塔溶液温度高に至る原因は

逆抽出塔に供給される水相の流量

低下であり、主要な水相である逆

抽出塔に供給する硝酸ヒドロキシ

ルアミン及びヒドラジンを含む硝

酸溶液、プルトニウム洗浄器に供

給するヒドラジンを含む硝酸溶液

の供給流量の低警報により水相の

流量低下を検知することで、機器

内温度の異常の検知が可能であ

る。 

･ 逆抽出塔に供給する硝酸

ヒドロキシルアミン及び

ヒドラジンを含む硝酸溶

液供給流量低による警報

（安全上重要な施設以外

の 安全機能を有する 施

設） 

･ プルトニウム洗浄器に供

給するヒドラジンを含む

硝酸溶液の供給流量低に

よる警報（安全上重要な

施設以外の 安全機能を有

する 施設） 
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２．４ プロセス水素による爆発（機器内） 

安全上重要な施設以外の 安全機能を有する 施設の「火災、爆発、臨界等に

係るプロセス量等の維持機能（還元炉に供給する還元ガスの水素濃度の制御）」

が喪失している状態で、安全上重要な施設の「熱的、化学的又は核的制限値

等の維持機能（還元ガス供給停止回路）」が喪失した場合には、プロセス水素

による爆発（機器内）に至る可能性がある。 

ただし、安全上重要な施設以外の 安全機能を有する 施設の計装により速や

かに異常を検知し、還元ガスの供給を停止することによって、事故に至るこ

とはなく事象が収束する。 

機能喪失を想定する安全上重要な施設の「熱的、化学的又は核的制限値等

の維持機能」と、異常の検知において期待している機器は以下のとおり。 

 

機能喪失を想定する 

安全上重要な施設の 

安全機能 

左記喪失時の 

異常の検知手段 

異常検知において 

期待する機器 

還元ガス受槽水素濃

度高による還元ガス

供給停止回路 

還元ガス供給槽 入口 の水素

濃度の警報により異常の検知

が可能である。 

還元ガス供給槽 入口 水素濃

度高警報 

（安全上重要な施設以外の 安

全機能を有する 施設） 

 

２．５ ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応 

安全上重要な施設以外の 安全機能を有する 施設の「火災、爆発、臨界等に

係るプロセス量等の維持機能（蒸発缶等の加熱蒸気流量の制御）」が喪失して

いる状態で、安全上重要な施設の「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機

能（加熱停止回路）」が喪失した場合には、ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

に至る可能性がある。 

ただし、安全上重要な施設以外の 安全機能を有する 施設の計装により速や

かに異常を検知し、加熱蒸気の供給を停止することによって、事故に至るこ
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とはなく事象が収束する。 

機能喪失を想定する安全上重要な施設の「熱的、化学的又は核的制限値等

の維持機能」と、異常の検知において期待している機器は以下のとおり。 

 

機能喪失を想定する 

安全上重要な施設の 

安全機能 

左記喪失時の 

異常の検知手段 

異常検知において 

期待する機器 

分離施設のウラン濃

縮缶加熱蒸気温度高

による加熱停止回路 

ウラン濃縮缶圧力、

液位又は密度の警報

により異常の検知が

可能である。 

･ ウラン濃縮缶圧力高による警報及び

加熱停止回路（安全上重要な施設以

外の 安全機能を有する 施設） 

･ ウラン濃縮缶内液位低による警報及

び加熱停止回路（安全上重要な施設

以外の 安全機能を有する 施設） 

･ ウラン濃縮缶内密度高による警報安

全上重要な施設以外の 安全機能を有

する 施設） 

プルトニウム濃縮缶

加熱蒸気温度高によ

る加熱停止回路 

プルトニウム濃縮缶

圧力、液位又は密度

の警報により異常の

検知が可能である。 

･ プルトニウム濃縮缶圧力高による警

報及び加熱停止回路（安全上重要な

施設以外の 安全機能を有する 施設） 

･ プルトニウム濃縮缶液位低による警

報及び加熱停止回路（安全上重要な

施設以外の 安全機能を有する 施設） 

･ プルトニウム濃縮缶密度高による警

報及び加熱停止回路（安全上重要な

施設以外の 安全機能を有する 施設） 

 

２．６ 臨界事故（機器内） 

安全上重要な施設以外の 安全機能を有する 施設の「火災、爆発、臨界等に

係るプロセス量等の維持機能（溶解槽等の温度等の制御等）」が喪失している

状態で、安全上重要な施設の「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（せ

ん断停止回路等）」が喪失した場合には、臨界事故（機器内）に至る可能性が

ある。 

ただし、安全上重要な施設以外の 安全機能を有する 施設の計装により速や

かに異常を検知し工程を停止することによって、事故に至ることはなく事象
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が収束する。 

 機能喪失を想定する安全上重要な施設の「熱的、化学的又は核的制限値等

の維持機能」と、異常の検知において期待している機器は以下のとおり。 

 

機能喪失を想定する 

安全上重要な施設の 

安全機能 

左記喪失時の 

異常の検知手段 

異常検知において 

期待する機器 

燃料せん断長位置異

常によるせん断停止

回路 

送出し長さ超過に伴う燃料送

出し装置のトルク異常により

異常の検知が可能である。 

燃料送出し装置トルク異常

によるせん断停止回路（安

全上重要な施設以外の 安全

機能を有する 施設） 

エンド ピースせん断

位置異常によるせん

断停止回路 

過剰な燃料溶解による洗浄液

の密度上昇により異常の検知

が可能である。 

エンド ピース酸洗浄槽洗浄

液密度高による警報及びせ

ん断停止回路（安全上重要

な施設） 

溶解槽溶解液密度高

によるせん断停止回

路 

安全上重要な施設以外の溶解

液密度高警報により異常の検

知が可能である。 

溶解槽溶解液密度高警報

（安全上重要な施設以外の

安全機能を有する 施設） 

第１よう素追出し槽

及び第２よう素追出

し槽の溶解液密度高

による警報 

中間ポットの溶液密度の上昇

により異常の検知が可能であ

る。なお、第１よう素追出し

槽及び第２よう素追出し槽並

びにこれらの下流にある中間

ポットは、全濃度安全形状寸

法管理機器ではないものの、

評価によりいかなる濃度であ

っても臨界に至ることはな

い。 

中間ポット溶液密度高警報

(安全上重要な施設以外の

安全機能を有する 施設) 

エンド ピース酸洗浄

槽洗浄液密度高によ

るせん断停止回路 

エンド ピースせん断位置異常

により異常の検知が可能であ

る。 

エンド ピースせん断位置異

常による警報及びせん断停

止回路（安全上重要な 安全

機能を有する 施設） 

プルトニウム洗浄器

アルファ線検出器の

計数率高による警報

（分離施設） 

中性子検出器の計数率により

異常の検知が可能である。 

プルトニウム洗浄器中性子

検出器の計数率高による警

報及び工程停止回路（安全

上重要な施設以外の 安全機

能を有する 施設） 

プルトニウム洗浄器

アルファ線検出器の

計数率高による警報

（精製施設） 

安全上重要な施設以外でのア

ルファ線の監視により異常の

検知が可能である。 

逆抽出塔出口のアルファモ

ニタ（安全上重要な施設以

外の 安全機能を有する 施

設） 
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粉末缶ＭＯＸ粉末重

量確認による粉末缶

払出装置の起動回路 

通常の運転管理において空の

粉末缶、充てん後の粉末缶の

重量を監視することにより異

常の検知が可能である。 

－ 

プルトニウム洗浄器

中性子検出器の計数

率高による工程停止

回路（分離施設） 

上流機器のプルトニウム分配

塔のアルファ線の監視により

異常の検知が可能である。 

プルトニウム分配塔出口の

アルファモニタ（安全上重

要な施設以外の 安全機能を

有する 施設） 

せん断刃位置異常に

よるせん断停止回路 
過剰な燃料溶解による洗浄液

の密度上昇により異常の検知

が可能である。 

エンド ピース酸洗浄槽洗浄

液密度高による警報及びせ

ん断停止回路（安全上重要

な施設） 

溶解槽溶解液温度低

によるせん断停止回

路 

安全上重要な施設以外での温

度監視により異常の検知が可

能である。 

溶解槽温度計（安全上重要

な施設以外の 安全機能を有

する 施設） 

硝酸供給槽硝酸密度

低によるせん断停止

回路 

溶解液の密度監視により異常

の検知が可能である。 

溶解槽密度計（安全上重要

な施設以外の 安全機能を有

する 施設） 

溶解槽供給硝酸流量

低によるせん断停止

回路 

溶解液密度高警報により異常

の検知が可能である。 

溶解槽溶解液密度高による

警報及びせん断停止回路

（安全上重要な施設） 

可溶性中性子吸収材

緊急供給槽液位低に

よるせん断停止回路 

溶解槽の臨界事故を防止する

ための警報・せん断停止回路

により臨界事故は発生しな

い。 

溶解槽の臨界事故を防止す

るための警報・せん断停止

回路（安全上重要な施設・

安全上重要な施設以外の 安

全機能を有する 施設） 

エンド ピース酸洗浄

槽洗浄液温度低によ

るせん断停止回路 

洗浄液の温度監視により異常

の検知が可能である。 

エンドピース酸洗浄槽温度

計（安全上重要な施設以外

の 安全機能を有する 施設） 

エンド ピース酸洗浄

槽供給硝酸密度低に

よるせん断停止回路 

洗浄液の密度監視により異常

の検知が可能である。 

エンドピース酸洗浄槽密度

計（安全上重要な施設以外

の 安全機能を有する 施設） 

エンド ピース酸洗浄

槽供給硝酸流量低に

よるせん断停止回路 

洗浄液の密度監視により異常

の検知が可能である。 

エンドピース酸洗浄槽密度

計（安全上重要な施設以外

の 安全機能を有する 施設） 

脱硝塔内部の温度低

による硝酸ウラニル

濃縮液の供給停止回

路 

温度の低下により、正常な流

動ができずに、レベルが上昇

するため、流動層レベル高警

報により、異常の検知が可能

である。 

流動層レベル高警報（安全

上重要な施設以外の 安全機

能を有する 施設） 

脱硝装置の温度計に

よる脱硝皿取扱装置

の起動回路及び照度

計によるシャッタの

起動回路 

カメラによる目視により異常

の検知が可能である。 

カメラ（脱硝装置の付属

品） 
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空気輸送終了検知及

び脱硝皿の重量確認

による脱硝皿取扱装

置の起動回路 

カメラによる目視により異常

の検知が可能である。 

カメラ（脱硝装置の付属

品） 

２．７ 固体状の放射性物質の機器外への漏えい 

安全上重要な施設以外の 安全機能を有する 施設の「火災、爆発、臨界等に

係るプロセス量等の維持機能（ガラス溶融炉とキャニスタの結合維持等）」が

喪失している状態で、安全上重要な施設の「熱的、化学的又は核的制限値等

の維持機能（結合装置圧力信号による流下ノズル加熱停止回路等）」が喪失し

た場合には固体状の放射性物質の機器外への漏えいに至る可能性がある。 

ただし、直接目視又はカメラによる目視により速やかに異常を検知し、工

程を停止することによって、事故に至ることはなく事象が収束する。 

機能喪失を想定する安全上重要な施設の「熱的、化学的又は核的制限値等

の維持機能」と、異常の検知において期待している機器は以下のとおり。 

 

機能喪失を想定する 

安全上重要な施設の 

安全機能 

左記喪失時の 

異常の検知手段 

異常検知において 

期待する機器 

結合装置圧力信号による流下

ノズル加熱停止回路 

カメラによる目視で異常

を検知できる。 

カメラ（固化セル移送台車

の付属品） 

ウラン酸化物貯蔵容器充てん

定位置の検知によるＵＯ３ 粉

末の充てん起動回路 

直接目視による目視で異

常を検知できる。 
－ 

保管容器充てん定位置の検知

によるＭＯＸ粉末の充てん起

動回路 

直接目視又はカメラによ

る目視で異常を検知でき

る。 

カメラ（保管容器移動装置

の付属品） 

粉末缶充てん定位置の検知に

よるＭＯＸ粉末の充てん起動

回路 

直接目視又はカメラによ

る目視で異常を検知でき

る。 

カメラ（粉末缶移送装置の

付属品） 

  

２．８ 溶解槽における臨界事故（機器内）の継続 

溶解槽で臨界事故（機器内）が発生している状態で、安全上重要な施設の

「ソースターム制限機能（可溶性中性子吸収材緊急供給系）」が喪失した場合
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には、臨界事故が継続し、設計基準事故の範疇を超えて重大事故に至る可能

性がある。 

 ただし、安全上重要な施設以外の 安全機能を有する 施設の臨界警報装置

により速やかに臨界の発生を検知し、中央制御室における運転員操作により

せん断を停止し、可溶性中性子吸収材を供給することによって、重大事故に

至ることはなく事象が収束する。 

機能喪失を想定する安全上重要な施設の「ソースターム制限機能」と、異

常の検知において期待している機器は以下のとおり。 

 

機能喪失を想定する 

安全上重要な施設の 

安全機能 

左記喪失時の 

異常の検知手段 

異常検知において 

期待する機器 

可溶性中性子吸収材緊

急供給系 
臨界警報装置により臨界の発

生を検知できる。 

臨界警報装置（安全上重

要な施設以外の 安全機能

を有する 施設） 

 

２．９ 固体状の放射性物質の機器外への漏えい（溶融ガラスの誤流下）の

継続 

ガラス溶融炉からの溶融ガラスの誤流下が発生している状態で、「ソース

ターム制限機能（ガラス溶融炉の流下停止系）」が喪失した場合には、溶融ガ

ラスの誤流下が継続し、設計基準事故の範疇を超えて重大事故に至る可能性

がある。 

ただし、カメラによる目視により速やかに異常を検知し、運転員操作によ

り溶融ガラスの流下を停止することによって、事故に至ることはなく事象が

収束する。 

機能喪失を想定する安全上重要な施設の「ソースターム制限機能」と、異

常の検知において期待している機器は以下のとおり。 
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機能喪失を想定する 

安全上重要な施設の安

全機能 

左記喪失時の 

異常の検知手段 

異常検知において 

期待する機器 

ガラス溶融炉の流下停

止系 

カメラによる目視で異常を検

知できる。 

カメラ（固化セル移送台

車の付属品） 

 

２．10 温度上昇による閉じ込め機能喪失（焙焼炉、還元炉） 

安全上重要な施設以外の 安全機能を有する 施設の「火災、爆発、臨界等に

係るプロセス量等の維持機能（焙焼炉、還元炉のヒータ部の温度制御）」が喪

失している状態で、安全上重要な施設の「熱的、化学的又は核的制限値等の

維持機能（焙焼炉、還元炉ヒータ部温度高による加熱停止回路）」が喪失した

場合には、閉じ込め機能喪失に至る可能性がある。 

ただし、安全上重要な施設以外の 安全機能を有する 施設の計装により速や

かに異常を検知し、運転員操作により加熱を停止することによって、事故に

至ることはなく事象が収束する。 

機能喪失を想定する安全上重要な施設の「熱的、化学的又は核的制限値等

の維持機能」と、異常の検知において期待している機器は以下のとおり。 

 

機能喪失を想定する 

安全上重要な施設の

安全機能 

左記喪失時の 

異常の検知手段 

異常検知において 

期待する機器 

焙焼炉ヒータ部温度

高による加熱停止回

路 

温度計により異常を検知でき

る。 

焙焼炉端部温度計（安全上重

要な施設以外の 安全機能を有

する 施設） 

還元炉ヒータ部温度

高による加熱停止回

路 

温度計により異常を検知でき

る。 

還元炉端部温度計（安全上重

要な施設以外の 安全機能を有

する 施設） 

 

２．11 臨界事故（機器外） 

安全上重要な施設以外の 安全機能を有する 施設の「火災、爆発、臨界等に
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係るプロセス量等の維持機能（容器等への充てん位置制御）」が喪失している

状態で、安全上重要な施設の「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能（粉

末の充てん起動回路）」が喪失した場合には、臨界事故（機器外）に至る可能

性がある。 

ただし、直接目視又はカメラにより容器等の充てん位置を確認した後に充

てんを開始することから、事故に至ることはなく事象が収束する。 

機能喪失を想定する安全上重要な施設の「熱的、化学的又は核的制限値等

の維持機能」と、異常の検知において期待している機器は以下のとおり。 

 

機能喪失を想定する 

安全上重要な施設の 

安全機能 

左記喪失時の 

異常の検知手段 

異常検知において 

期待する機器 

ウラン酸化物貯蔵容器

充てん定位置の検知に

よるＵＯ３ 粉末の充て

ん起動回路 

直接目視による目視で異常を

検知できる。 
－ 

保管容器充てん定位置

の検知によるＭＯＸ粉

末の充てん起動回路 

直接目視又はカメラによる目

視により異常の検知が可能で

ある。 

カメラ（保管容器移動装

置の付属品） 

粉末缶充てん定位置の

検知によるＭＯＸ粉末

の充てん起動回路 

直接目視又はカメラによる目

視により異常の検知が可能で

ある。 

カメラ（粉末缶移送装置

の付属品） 

 

また、燃焼度計測装置の「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機

能（容器等への充てん位置制御）」が喪失すると、臨界事故（機器外）に至る

可能性がある。 

ただし、燃焼度計測装置の測定結果と使用済燃料の燃料明細データを比較

することにより、燃焼度計測装置の故障を検知し、工程を停止することによ

り事故には至らない。 
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２．12 温度上昇による閉じ込め機能喪失（混合酸化物貯蔵容器） 

 混合酸化物貯蔵容器の崩壊熱を除去できなくなると、容器全体の温度上昇

に伴い容器内の空気が膨張する。混合酸化物貯蔵容器の閉じ込め機能が喪失

すると、膨張した空気分が容器外に放出されるが、その際に MOX 粉末を随伴

して容器外に漏えいする。 

ただし、混合酸化物貯蔵容器内の空間容量分の空気が放出されることで事

象が収束する。したがって、「×１」とし、重大事故の 発生を仮定する機器

として特定せず、設計基準の事象として整理する。 

事象進展はないことから、施設の状況を把握した上で、建屋内の除染を行

う。 

 

２．13 想定事故１ 

 使用済燃料の崩壊熱の除去機能が損なわれた場合には、崩壊熱の除去が行

われず、想定事故１に至る可能性がある。 

ただし、補給水設備のポンプが多重故障しても、プール水冷却系及び安全

冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）により冷却が継続され

る。自然蒸発による燃料貯蔵プールの水位低下に対しては、給水処理設備か

らの給水により、事故に至らない。したがって、「×１」とし、重大事故の

発生を仮定する機器 として特定せず、設計基準の事象として整理する。 

機能喪失を想定する安全上重要な施設の「崩壊熱等の除去機能」と、水位

維持の手段及び期待している機器は以下のとおり。 
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機能喪失を想定する 

安全上重要な施設の

安全機能 

左記喪失時の燃料貯蔵プールの

水位の維持手段 

水位維持において 

期待する機器 

補給水設備 給水処理設備からの給水により

燃料貯蔵プールの水位の維持が

可能である。 

給水処理設備（安全上重

要な施設以外の 安全機能

を有する 施設） 

 

以上の機能喪失を想定する安全上重要な施設の安全機能と、異常の検知の

手段及び期待する機器の一覧を第 1表に示す。 

 

３．×２の考え方について 

×２（安全機能の喪失から事故に至るまでの間に喪失した安全機能の復旧

が可能な事象）については、復旧の例を示す。 

 ×２の事象については以下のとおり。 

 蒸発乾固（機器内） 

 水素爆発（機器内） 

 

３．１ 蒸発乾固（機器内）の復旧 

前処理建屋の不溶解残渣回収槽、高レベル廃液ガラス固化建屋の不溶解残

渣廃液貯槽及び不溶解残渣廃液一時貯槽は、安全機能の喪失から事象が進展

し沸点に至るまでの時間余裕が半年を超える事象であり、その間に安全冷却

水系（再処理設備本体用）の復旧を期待できることから、「×２」として、重

大事故の 発生を仮定する機器 として特定せず、設計基準の事象として整理す

る。 

安全冷却水系（再処理設備本体用）を構成する機器に関して、それぞれの

機能復旧の手段を示す。 
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(1)ポンプ、冷却塔 

 ポンプ及び冷却塔に関しては、通常の保守作業により機能を復旧する。 

(2)中間熱交換器 

 熱交換器の損傷に対しては、硬化剤の塗布、プレートの交換を行う。硬化

剤は一般汎用品であり、調達が可能である。また、プレートに関しては、加

工が困難なものではないことから特注による調達が可能である。 

(3)配管 

 配管の損傷に対しては、硬化剤の塗布、巻き硬化剤の巻付け、配管の交換

を行う。硬化剤は一般汎用品であり、調達が可能である。また、交換する配

管に関しては、配管径によっては一般汎用品として調達できない場合もある

が、加工が困難なものではないことから特注による調達が可能である。 

 

３．２ 水素爆発（機器内）の復旧 

前処理建屋の不溶解残渣回収槽、分離建屋の第 10一時貯留処理槽並びに高

レベル廃液ガラス固化建屋の不溶解残渣廃液貯槽及び不溶解残渣廃液一時貯

槽は、安全機能の喪失から事象が進展し、水素濃度が未然防止濃度であるド

ライ換算８ｖｏｌ％に到達するまでの時間余裕が半年を超える事象であり、

その間に安全圧縮空気系の復旧を期待できることから、「×２」として、重大

事故の 発生を仮定する機器 として特定せず、設計基準の事象として整理す

る。 

安全圧縮空気系を構成する機器に関して、それぞれの機能復旧の手段を示

す。 

(1)空気圧縮機 

 空気圧縮機に関しては、通常の保守作業により機能を復旧する。 
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(2)安全冷却水系（再処理設備本体用）のポンプ、冷却塔 

 安全圧縮空気系の空気圧縮機は、安全冷却水系（再処理設備本体用）（外

部ループ）にて冷却していることから、安全冷却水系（再処理設備本体用）

の支援機能が必要である。 

 安全冷却水系（再処理設備本体用）のポンプ及び冷却塔に関しては、通常

の保守作業により機能を復旧する。 

(3)配管 

 配管の損傷に対しては、硬化剤の塗布、巻き硬化剤の巻付け、配管の交換

を行う。硬化剤は一般汎用品であり、調達が可能である。また、交換する配

管に関しては、配管径によっては一般汎用品として調達できない場合もある

が、加工が困難なものではないことから特注による調達が可能である。 

 

以 上  
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加

熱
停

止
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プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
液

位
低

に
よ

る
警

報
及

び
加

熱
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縮
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縮
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熱
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縮
缶
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熱
停

止
×

燃
料
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断
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位
置

異
常

に
よ

る
せ

ん
断

停
止

回
路

送
出

し
長

さ
超

過
に

伴
う

燃
料

送
出

し
装

置
の

ト
ル

ク
異

常
に

よ
り

異
常

の
検

知
が

可
能

で
あ

る
。

燃
料

送
出

し
装

置
ト

ル
ク

異
常
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よ
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せ

ん
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停
止

回
路

せ
ん

断
停

止
×
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運
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も
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の
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検
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密
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ん
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回
路
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イ

ン
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ー
ロ

ッ
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作
動
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と
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も

に
，
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を
確

保
す
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た

め
の
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報

等
を
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す
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設
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(
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溶
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施
設
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ａ

．
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制
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ａ

)
　

工
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計
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ⅸ
．

エ
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ド
ピ

ー
ス

酸
洗
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浄
液

密
度
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測

定
し
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密

度
高

で
中

央
制

御
室

に
警

報
を

発
し

，
洗

浄
液

密
度

上
昇

が
さ

ら
に

大
き

い
場

合
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，
せ

ん
断

停
止

信
号

を
発

す
る

。
せ

ん
断

停
止

の
た

め
の

検
出

器
及

び
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

回
路

は
，

二
重

化
す

る
。

溶
解

槽
溶
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液

密
度

高
に

よ
る

せ
ん

断
停

止
回

路
安

重
施

設
以

外
の

溶
解

液
密

度
高

警
報

に
よ

り
異

常
の

検
知

が
可

能
で

あ
る

。
溶

解
槽

溶
解

液
密

度
高

警
報

せ
ん

断
停

止
×
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計
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ａ
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計
装

　
　

ⅱ
．

溶
解

槽
の

溶
解

液
温

度
，

溶
解

液
密

度
及

び
槽

内
圧

力
を

測
定

し
，

温
度

低
，

密
度

高
又

は
圧

力
高

で
中

央
制

御
室

に
警

報
を

発
す

る
。

溶
解

液
温

度
低

下
が

さ
ら

に
大

き
い

場
合

又
は

溶
解

液
密

度
上

昇
が

さ
ら

に
大

き
い

場
合

は
，

せ
ん

断
停

止
信

号
を

発
す

る
。

こ
れ

ら
の

う
ち

溶
解

液
温

度
及

び
溶

解
液

密
度

に
よ

る
せ

ん
断

停
止

の
た

め
の

検
出

器
及

び
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

回
路

は
，

二
重

化
す

る
。

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
加

熱
蒸

気
温

度
高

に
よ

る
加

熱
停

止
回

路

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
圧

力
、

液
位

又
は

密
度

の
警

報
に

よ
り

異
常

の
検

知
が

可
能

で
あ

る
。

4
.
　

再
処

理
設

備
本

体
4
.
5
 
　

精
製

施
設

4
.
5
.
1
　

設
計

基
準

対
象

の
施

設
4
.
5
.
1
.
3
 
　

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

設
備

4
.
5
.
1
.
3
.
4
 
　

系
統

構
成

及
び

主
要

設
備

(
２

)
　

主
要

設
備

ｊ
．

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

は
，

Ｔ
Ｂ

Ｐ
等

の
錯

体
の

急
激

な
分

解
反

応
を

防
止

す
る

た
め

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

の
加

熱
部

に
供

給
す

る
約

1
3
0
℃

の
加

熱
蒸

気
の

温
度

を
加

熱
蒸

気
の

圧
力

に
よ

り
制

御
し

，
温

度
計

に
よ

り
監

視
し

，
温

度
高

に
よ

り
警

報
を

発
す

る
と

と
も

に
，

加
熱

蒸
気

の
温

度
が

1
3
5
℃

を
超

え
な

い
た

め
に

，
蒸

気
発

生
器

に
供

給
す

る
一

次
蒸

気
及

び
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

の
加

熱
部

に
供

給
す

る
加

熱
蒸

気
を

自
動

的
に

遮
断

す
る

加
熱

蒸
気

停
止

系
を

設
け

る
設

計
と

す
る

。
　

ま
た

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

の
缶

内
圧

力
及

び
密

度
を

制
御

，
監

視
し

，
圧

力
高

又
は

密
度

高
に

よ
り

警
報

を
発

す
る

と
と

も
に

，
自

動
的

に
一

次
蒸

気
を

遮
断

す
る

設
計

と
す

る
。

さ
ら

に
，

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
内

の
溶

液
の

液
位

を
監

視
し

，
液

位
低

に
よ

り
警

報
を

発
す

る
と

と
も

に
，

自
動

的
に

一
次

蒸
気

を
遮

断
す

る
設

計
と

す
る

。
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機
能

を
有

す
る

施
設

の
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性

を
確

保
す

る
た
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，

再
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理
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の

各
施
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の

温
度

・
圧

力
・

流
量

・
液

位
・

密
度

・
濃

度
等

を
測

定
し

，
運

転
監

視
・

制
御

を
行

う
と
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も

に
，
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全
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確
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す
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た

め
の
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報

等
を
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す
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装
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置

す
る

。
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添
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書
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六

申
請

書
で
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記

載
異

常
検

知
時

の
対

応
機

能
喪

失
を

想
定

す
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安
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施
設
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安

全
機

能
左

記
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の
異

常
の

検
知

手
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異
常

検
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に
お

い
て

期
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す
る

機
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安
全

上
重

要
な

施
設

第
１

よ
う

素
追

出
し

槽
及

び
第

２
よ

う
素

追
出

し
槽

の
溶

解
液

密
度
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に

よ
る

警
報

中
間

ポ
ッ

ト
の

溶
液

密
度

の
上

昇
に

よ
り

異
常

の
検
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可
能
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あ
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。

な
お

、
第

１
よ

う
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追
出

し
槽
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び

第
２

よ
う

素
追

出
し

槽
並

び
に

こ
れ

ら
の

下
流

に
あ

る
中

間
ポ

ッ
ト

は
、

全
濃

度
安

全
形

状
寸

法
管

理
機

器
で

は
な

い
も

の
の

、
評

価
に

よ
り

い
か

な
る

濃
度

で
あ

っ
て

も
臨

界
に

至
る

こ
と

は
な

い
。

中
間

ポ
ッ

ト
溶

液
密

度
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警
報
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程
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制
御
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統
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設

6
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設
計

基
準

対
象

の
施

設
6
.
1
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計
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制
御

設
備

6
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1
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主
要

設
備

(
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)
　

せ
ん

断
処

理
施

設
の

計
測

制
御

系
ｂ

．
せ

ん
断

処
理

設
備

の
計

測
制

御
系

　
(
ａ

)
　

工
程

計
装

ⅱ
．

せ
ん

断
停

止
回

路
は

，
せ

ん
断

機
に

お
い

て
せ

ん
断

す
る

使
用

済
燃

料
集

合
体

の
エ

ン
ド

ピ
ー
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備
等

の
性

能
の

維
持

の
た

め
，

保
安

規
定

に
基

づ
き

，
検

査
，

点
検

及
び

補
修

（
部

品
交

換
等

の
措

置
を

含
む

。
）

に
関

す
る

規
定

を
遵

守
し

，
必

要
な

計
画

を
定

め
て

実
施

す
る

。
計

画
の

策
定

に
あ

た
っ

て
は

，
再

処
理

施
設

の
特

徴
，

安
全

機
能

，
構

造
及

び
設

備
を

考
慮

し
て

実
施

す
る

。
ま

た
，

補
修

及
び

改
造

に
つ

い
て

は
，

適
切

な
手

順
に

従
っ

て
，

再
処

理
施

設
内

の
安

全
の

確
保

を
妨

げ
る

こ
と

が
な

い
よ

う
に

行
う

。

444



本
文

添
付

書
類

六

申
請

書
で

の
記

載
異

常
検

知
時

の
対

応
機

能
喪

失
を

想
定

す
る

安
重

施
設

の
安

全
機

能
左

記
喪

失
時

の
異

常
の

検
知

手
段

異
常

検
知

に
お

い
て

期
待

す
る

機
器

安
全

上
重

要
な

施
設

保
管

容
器

充
て

ん
定

位
置

の
検

知
に

よ
る

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
の

充
て

ん
起

動
回

路

直
接

目
視

又
は

カ
メ

ラ
に

よ
る

目
視

で
異

常
を

検
知

で
き

る
。

カ
メ

ラ
充

て
ん

起
動

回
路

の
停

止
（

起
動

し
な

い
）

（
保

管
容

器
移

動
装

置
の

付
属

品
）

四
．

A
．

ロ
．

再
処

理
施

設
の

一
般

構
造

(
７

)
　

そ
の

他
の

主
要

な
構

造
(
ⅰ
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す
る

施
設

(
イ

)
　

安
全

機
能

を
有

す
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方

針
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安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

は
，

そ
の

安
全

機
能
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健

全
に

維
持

す
る

た
め

の
適

切
な
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及
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と
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施
設

の
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管
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は

，
再

処
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施
設
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備
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の
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た

め
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規
定

に
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検
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，

点
検

及
び

補
修

（
部

品
交

換
等
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す
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す
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た
，
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て

は
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な
手
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に
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て
，
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設
内
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と

が
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よ
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に

行
う
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又
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す
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す
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再
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す
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著
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の
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切
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及
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る
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と
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.
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管
理

　
再
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理

施
設

の
保

守
管

理
は

，
再
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理

施
設

の
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備
等

の
性

能
の

維
持

の
た

め
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保
安

規
定

に
基

づ
き
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査
，

点
検

及
び

補
修
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部

品
交

換
等

の
措

置
を

含
む

。
）

に
関

す
る

規
定

を
遵

守
し

，
必
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な

計
画

を
定

め
て

実
施

す
る

。
計

画
の

策
定

に
あ

た
っ

て
は

，
再

処
理

施
設

の
特

徴
，

安
全

機
能

，
構

造
及

び
設

備
を

考
慮

し
て

実
施

す
る

。
ま

た
，

補
修

及
び

改
造

に
つ

い
て

は
，

適
切

な
手

順
に

従
っ

て
，

再
処

理
施

設
内

の
安

全
の

確
保

を
妨

げ
る

こ
と

が
な

い
よ

う
に

行
う

。

焙
焼

炉
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ー
タ

部
温

度
高

に
よ

る
加

熱
停

止
回

路
温

度
計

に
よ

り
異

常
を

検
知

で
き

る
。

焙
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端

部
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計
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対
象

の
施

設
　

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

の
健

全
性

を
確

保
す

る
た

め
，

再
処

理
施

設
の

各
施

設
の

温
度

・
圧

力
・

流
量

・
液

位
・

密
度

・
濃

度
等

を
測

定
し

，
運

転
監

視
・

制
御

を
行

う
と

と
も

に
，

安
全

を
確

保
す

る
た

め
の

警
報

等
を

発
す

る
工

程
計

装
設

備
を

設
置

す
る

。
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対
象

の
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設
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1
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2
　

計
測

制
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1
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2
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主
要

設
備

(
1
0
)
　

そ
の

他
の

計
測

制
御
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備

 
再
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施
設

の
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施
設

は
，

そ
の

他
に

も
計

測
制

御
設

備
を

設
け

指
示
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警

報
及

び
制

御
を

行
う

。
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を
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め
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度
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圧
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流
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液

位
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密
度

・
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度
等

を
測

定
し

，
運

転
監

視
・

制
御

を
行

う
と

と
も

に
，

安
全

を
確

保
す

る
た

め
の
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等
を

発
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程
計

装
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す
る
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対
象

の
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設
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.
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2
　

計
測

制
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設
備
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1
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要

設
備
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0
)
　

そ
の

他
の

計
測

制
御

設
備

 
再

処
理

施
設

の
各

施
設

は
，

そ
の
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に

も
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制

御
設
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を
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け

指
示

，
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行
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位
置

の
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に

よ
る
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末
の

充
て

ん
起

動
回

路
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目
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ラ
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目
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が
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で
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動
し

な
い
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移
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）
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×３の考え方について 

 

重大事故の 発生を仮定する機器 の特定において、「×３（機能喪失時の公

衆への影響が平常時と同程度の事象）」として、重大事故の 発生を仮定する

機器 として特定せず、設計基準の事象として整理する事象について、考え方

を示す。 

 

公衆への著しい被ばく影響をもたらす可能性のある事故が重大事故である

ことを踏まえると、重大事故の 発生を仮定する機器 の特定において、安全機

能の喪失を想定する対象は、安全上重要な施設と整理できる。 

ただし、安全上重要な施設の選定において、個々の安全機能喪失時の影響

評価によらず、安全上重要な施設分類に属する主要な流れや系統構成として

選定している安全上重要な施設に関しては、機能喪失による影響は必ずしも

ｍＳｖオーダーに至るわけでない。 

つまり、安全上重要な施設の機能喪失によっても、公衆に対して著しい被

ばく影響（５ｍＳｖ）をもたらさない場合が考えられ、これらは設計基準の

事象として整理できる。 

ここで、明らかに公衆に対して被ばく影響をもたらすことがない程度の影

響として、再処理施設の平常運転時の年間の被ばく線量に着目した。 

再処理施設の平常運転時の年間の被ばく線量は 22μＳｖと評価されている。

これは、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」において

定められる、平常運転時に周辺環境に放出する放射性物質に起因する公衆の

線量の目標値である 50μＳｖを下回るものである。 

したがって、事故の 発生を仮定する機器 ごとに線量影響を評価し、１機器
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で発生する１事故当たり１μＳｖを判定基準として「機能喪失時の公衆への

影響が平常運転時と同程度の事象」とする。これは、安全上重要な施設の安

全機能の喪失を起因として事故の同時発生を 仮定 した場合であっても、判定

基準未満の事象の線量評価の合算値が 22μＳｖを下回ることを念頭においた

ものである。 

 

以 上  
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蒸発乾固に関する時間余裕評価 

 

内包する液体放射性物質の崩壊熱を除去する目的に、安全冷却水系（再処

理設備本体用）にて冷却を行っている機器について、安全機能の喪失により

事象が進展し沸点に至るまでの時間余裕を評価する。 

 

1. 時間余裕評価 

1.1 時間余裕の算出方法 

  冷却機能の喪失から溶液の沸騰開始までの時間余裕は，第１図のフロー

に基づいて算出する。時間余裕の算出を行う機器は，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラ

ス固化建屋の安全冷却水系（再処理設備本体用）にて冷却を行っている機

器である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 溶液の沸騰開始までの時間余裕算出フロー 

 

 

 

平常運転時の
初期温度Ｔ０の設定

溶液性状（硝酸濃度）
に応じた沸点Ｔ１の設定

機器、溶液の熱容量を
考慮した温度上昇評価

時間余裕算出完了

溶液物性、冷却水物性
冷却コイル情報

溶液物性情報

溶液物性、機器情報
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(１) 平常運転時の初期温度Ｔ０の設定

各溶液の平常運転時の初期温度Ｔ０は，設計及び工事の方法の認可申

請書の「崩壊熱除去に関する説明書」と同様の手法で評価する。 

溶液の初期温度の算出に当たって，冷却コイル又は冷却ジャケット

を２系統有する機器では，より厳しい結果を与えるように伝熱面積が

小さい方の１系統のみで冷却する条件とする。 

溶液の初期温度を算出するために用いる各種パラメータを第１表及

び第２表に示す。 

ａ．冷却コイルの場合 

冷却コイルを用いて冷却を行う前処理建屋，分離建屋，精製建屋及

び高レベル廃液ガラス固化建屋の溶液の初期温度は以下のとおり算出

する。溶液の初期温度の計算フローを第２図に示す。 

第２図 冷却コイルの場合の溶液の初期温度の計算フロー 

冷却コイル外側（溶液側）
熱伝達係数算出

計算に必要な諸物性

総括熱伝達係数算出

対数平均温度差の算出

冷却コイル内側（冷水側）
熱伝達係数算出

溶液の平常時温度
（初期温度）算出
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(ａ) 冷却コイルの熱伝達係数の算出方法 

ⅰ．冷却コイル外側（溶液側）の熱伝達係数 

 溶液の平常運転時の初期温度を算出するために必要な冷却コイル外

側（溶液側）の熱伝達係数ｈ０は，以下の計算式を用いて算出する。 

ｈ
0
＝Ｎ

0
×
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ｄ'
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0
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0
×Ｐｒ

0
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2×β×
(Ｔ
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－Ｔ

w
)

μ0
2

ⅱ．冷却コイル内側（冷水側）の熱伝達係数 

溶液の平常運転時の初期温度を算出するために必要となる冷却コイ

ル内側（冷水側）の熱伝達係数ｈiは，以下の計算式を用いて算出す

る。 

ｈ
i
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i
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(ｂ) 総括熱伝達係数，対数平均温度差及び平衡温度の算出 

ⅰ．総括熱伝達係数 
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ⅱ．対数平均温度差
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ⅲ．平衡温度 

    平衡状態では，(ｂ)ⅱ．の算出式が成り立っているため，下式に対

数平均温度差ΔtLを代入し，溶液の平衡温度Ｔ０を算出する。 

    Ｑ＝Ｕ×Ａ×Δt
L
 

第１表 溶液の初期温度算出に用いる各種パラメータ 

 

 

 

 

 

 

λ０ 溶液の熱伝導率  Ｎ０ 冷却コイル外面のヌセルト数 

ｄ’ 冷却コイル外径 Ｇｒ０ 溶液のグラスホフ数 

Ｐｒ０ 溶液のプラントル数 Ｃ０ 溶液の比熱 

μ０ 溶液の粘度  g 重力加速度 

ρ０ 溶液の密度 β 溶液の体膨張係数 

Ｔ０ 溶液温度  ＴＷ 溶液の壁面温度 

λｉ 水の熱伝導率  Ｎｉ 冷却コイル内面のヌセルト数 

ｄ 冷却コイル内径 Ｒｅｉ 水のレイノルズ数 

Ｐｒｉ 水のプラントル数 ｗ 冷却水流量 

μｉ 水の粘度（平均温度における値) ｕ 水の流速 

Ｃｉ 水の比熱 Ｕ 総括伝熱係数 

ρｉ 水の密度                                       ｈｉ 冷却水側の熱伝達率 

ｈ０ 溶液側の熱伝達係数       λ ステンレス鋼の熱伝導係数 

Ｌ 冷却コイル厚さ  ｈｓｉ 冷却コイル内面の汚れ係数 

ｈＳＯ 冷却コイル外面の汚れ係数          ｔ２ 冷却水出口温度                          

ｔ１ 冷却水入口温度 Ｑ 崩壊熱量 

ΔｔＬ 対数平均温度差 
  

Ａ 伝熱面積   
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ｂ．冷却ジャケットの場合 

冷却ジャケットを用いて冷却を行う前処理建屋，分離建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の溶

液の初期温度は以下のとおり算出する。溶液の初期温度の計算フロー

を第３図に示す。 

第３図 冷却ジャケットの場合の溶液の初期温度の計算フロー 

(ａ) 冷却ジャケットの熱伝達係数の算出方法 

ⅰ．冷却ジャケット外側（溶液側）の熱伝達係数 

溶液の平常運転時の初期温度を算出するために必要な冷却ジャケッ

ト外側（溶液側）の熱伝達係数ｈ０は，以下の計算式を用いて算出す

る。 

冷却ジャケット外側（溶液側）
熱伝達係数算出

計算に必要な諸物性

総括熱伝達係数算出

対数平均温度差の算出

冷却ジャケット内側（冷水側）
熱伝達係数算出

溶液の平常時温度
（初期温度）算出
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ⅱ．冷却ジャケット内側（冷水側）の熱伝達係数 

溶液の平常運転時の初期温度を算出するために必要な冷却ジャケッ

ト内側（冷水側）の熱伝達係数ｈiは，以下の計算式を用いて算出す

る。 
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(ｂ) 総括熱伝達係数，対数平均温度差ΔｔＬ及び平衡温度Ｔ０の算出 
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ⅲ．平衡温度 

  平衡状態では，(ｂ)ⅱ．の算出式が成り立っているため，下式に対

数平均温度差ΔｔＬを代入し，溶液の平衡温度Ｔ０を算出する。 

Ｑ＝Ｕ×Ａ×Δｔ
L

第２表 溶液の初期温度算出に用いる各種パラメータ 

λ０ 溶液の熱伝導率 Ｎ０ 
冷却ジャケット外面のヌセルト

数 

Ｇｒ０ 溶液のグラスホフ数 
Ｐｒ

０

溶液のプラントル数 

Ｄｅ 水力相当径 Ｃ０ 溶液の比熱 

μ０ 溶液の粘度 ｇ 重力加速度 

ρ０ 溶液の密度 β 溶液の体膨張係数 

Ｔ０ 溶液温度 Ｔｗ 溶液の壁面温度 

λｉ 水の熱伝導率 Ｎi 冷却コイル内面のヌセルト数 

Ｒｅｉ 水のレイノルズ数 
Ｐｒ

ｉ

水のプラントル数 

ｗ 冷却水流量 μｉ 水の粘度（平均温度における値) 

ｕ 水の流速 Ｃｉ 水の比熱 

Ｕ 総括伝熱係数 ρi 水の密度 

ｈｉ 冷却水側の熱伝達係数 ｈ０ 溶液側の熱伝達係数     

λ ステンレス鋼の熱伝導率 Ｌ 銅板長さ 

ｈｓｉ 
冷却ジャケット内面の汚れ係

数 
ｈｓｏ 冷却ジャケット外面の汚れ係数        

ｔ２ 冷却水出口温度 ｔ１ 冷却水入口温度 

ΔｔＬ 対数平均温度差 Ｌ０ 代表長さ 

Ａ 伝熱面積 Ｑ 崩壊熱量 
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(２) 溶液性状(硝酸濃度)に応じた沸点Ｔ１の設定 

各溶液の沸点Ｔ１は各溶液の硝酸濃度より第４図
（１）

の硝酸濃度と沸点

の関係から算出する。実際の溶液は，硝酸以外の溶質も溶存しており

第４図の水－硝酸の沸点より高くなるが，時間余裕の算出に用いる沸

点は，より厳しい結果を与えるように第４図より求めた以下の近似式

に各溶液の硝酸濃度を代入し算出したものを用いる。 

Ｔ１＝-0.005447×ｃ3＋0.1177×ｃ2＋0.7849×ｃ＋99.90 

ｃ：硝酸濃度［ｍｏｌ／ｌ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４図 硝酸濃度と沸点の関係 

 

 

 (３) 機器及び溶液の熱容量を考慮した温度上昇評価 

冷却機能の喪失から沸騰開始までの時間余裕Δt は，より厳しい結果

を与えるように機器外面を断熱とし，溶液と機器の比熱を考慮して以

下の計算式を用いて算出する。時間余裕を算出するために用いる各種

パラメータを第３表に示す。 
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 Ｑ×Ｖ×Δt＝｛(Ｍ×Ｃ)＋（ρ×Ｖ×Ｃ’）｝×(Ｔ
1

-Ｔ
0

) 

Δｔ＝｛（Ｍ×Ｃ）＋（ρ×Ｖ×Ｃ’）｝×
(Ｔ1－Ｔ0)

(Ｑ×Ｖ)

第３表 温度上昇評価に用いる各種パラメータ 

Ｍ 機器質量 Ｃ’ 溶液比熱

Ｃ 機器比熱 Ｑ 崩壊熱密度 

Ｔ
1
 溶液沸点 Ｔ０ 溶液初期温度

Ｖ 貯液量 ρ 溶液密度

1.2 各機器及びセルの具体的な評価結果 

各建屋の安全冷却水系（再処理設備本体用）にて冷却を行っている機

器の時間余裕及び算出に用いた評価条件を第４表から第８表に示す。 

2. 評価結果

前処理建屋の不溶解残渣回収槽、高レベル廃液ガラス固化建屋の不溶解残

渣廃液貯槽及び不溶解残渣廃液一時貯槽は、安全機能の喪失から事象が進展

し沸点に至るまでの時間余裕が半年を超える事象であり、その間に安全冷却

水系（再処理設備本体用）の復旧を期待できることから、「×２」として、

重大事故の 発生を仮定する機器 として特定せず、設計基準の事象として整

理する。 

以 上 
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水素爆発（機器内）に関する時間余裕評価 

安全圧縮空気系により放射線分解により発生する水素を掃気している機器

について、安全機能の喪失により事象が進展し、水素濃度がドライ換算８

vol％（以下、「未然防止濃度」という。）に到達するまでの時間余裕を評

価する。 

１. 評価内容

(１) 圧縮空気自動供給貯槽又は圧縮空気自動供給ユニットを用いない場合

の時間余裕 

ａ．評価の方法 

機器内の水素濃度が未然防止濃度に到達する時間を以下の通り評価

する。 

水素発生速度を下式より求める。 

水相のみの場合， 

Ｆ
Ｈ

２

＝8.36×10－６×Ｖ
ａｑ

× �Ｑ
α，ａｑ

×Ｇ
α，ａｑ

＋Ｑ
βγ，ａｑ

×

Ｇ
βγ，ａｑ

�

ここで， 

Ｆ
Ｈ

２

：水素発生速度（ｍ３／ｈ［ｎｏｒｍａｌ］） 

Ｖａｑ：水相の液量（ｍ３） 

Ｑα，ａｑ：機器内の水相の単位液量あたりのα崩壊熱量（Ｗ／ｍ３） 

Ｑβγ，ａｑ：機器内の水相の単位液量あたりの βγ 崩壊熱量 

（Ｗ／ｍ３） 

Ｇα，ａｑ：水相での α 線のＧ値（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ／100ｅＶ） 
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Ｇβγ，ａｑ：水相での βγ 線のＧ値（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ／100ｅＶ） 

有機相のみの場合，  

Ｆ
Ｈ

２

＝8.36×10－６×Ｖ
ｏｒｇ

× �Ｑ
α，ｏｒｇ

×Ｇ
α，ｏｒｇ

＋Ｑ
βγ，ｏｒｇ

×Ｇ
βγ，ｏｒｇ

�

ここで， 

Ｖｏｒｇ：有機相の液量（ｍ３） 

Ｑα，ｏｒｇ：機器内の有機相の単位液量あたりのα崩壊熱量 

（Ｗ／ｍ３） 

Ｑβγ，ｏｒｇ：機器内の有機相の単位液量あたりの βγ 崩壊熱量

（Ｗ／ｍ３） 

Ｇα，ｏｒｇ：有機相での α 線のＧ値（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ／100ｅＶ） 

Ｇβγ，ｏｒｇ：有機相での βγ 線のＧ値 

（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ／100ｅＶ） 

水相及び有機相が混在する場合， 

Ｆ
Ｈ

２

＝8.36×10－６× �Ｖ
ａｑ

× �Ｑ
α，ａｑ

×Ｇ
α，ａｑ

＋

Ｖ
ａｑ

×Ｑ
βγ，ａｑ

＋Ｖ
ｏｒｇ

×Ｑ
βγ，ｏｒｇ

Ｖ
ａｑ

＋Ｖ
ｏｒｇ

×Ｇ
βγ，ａｑ

�＋

Ｖ
ｏｒｇ

× �Ｑ
α，ｏｒｇ

×Ｇ
α，ｏｒｇ

＋ 

Ｖ
ａｑ

×Ｑ
βγ，ａｑ

＋Ｖ
ｏｒｇ

×Ｑ
βγ，ｏｒｇ

Ｖ
ａｑ

＋Ｖ
ｏｒｇ

×Ｇ
βγ，ｏｒｇ

�� 

次に，水素発生速度を用いて，気相部の初期水素濃度を下式より求

める。 

469



Ｃ
０
＝

Ｆ
Ｈ

２

Ｆ
Ｈ

２

+ｆ
ａｉｒ

×100 

ここで， 

Ｃ０：初期水素濃度（ｖｏｌ％） 

ｆａｉｒ：水素掃気用安全圧縮空気流量（ｍ３／ｈ［ｎｏｒｍａｌ］） 

さらに，水素発生速度及び気相部の初期水素濃度を用いて，未然防

止濃度到達までの時間を下式より求める。 

ｔ
ｍａｒ

＝
８-Ｃ

０

100
×

Ｖ
ｇａｓ

Ｆ
Ｈ

２

ここで， 

ｔｍａｒ：未然防止濃度到達までの時間（ｈ） 

Ｖｇａｓ：機器の空間容量（ｍ３） 

ｂ．未然防止濃度到達までの時間の評価条件 

評価条件を第１表に示す。 

(２) 圧縮空気自動供給貯槽又は圧縮空気自動供給ユニットを用いた場合

の時間余裕 

ａ．評価の方法 

水素掃気機能が喪失した場合に，重大事故等対処施設の放射線分解

により発生する水素による爆発に対処するための設備の分離建屋の水

素爆発に対処するための設備の常設重大事故等対処設備の圧縮空気貯

槽及び重大事故等対処施設の放射線分解により発生する水素による爆

発に対処するための設備の精製建屋の水素爆発に対処するための設備

の常設重大事故等対処設備の圧縮空気自動供給貯槽（以下１.では「圧

縮空気自動供給貯槽」という。）並びに重大事故等対処施設の放射線分
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解により発生する水素による爆発に対処するための設備のウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋の水素爆発に対処するための設備の常設重大

事故等対処設備の圧縮空気自動供給ユニット（以下１.では「圧縮空気

自動供給ユニット」という。）から水素爆発を想定する機器に圧縮空気

の供給が継続される時間を以下のとおり評価する。 

水素爆発を想定する機器内の水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％以下

に維持するために必要な圧縮空気流量及び平常運転時の水素掃気用安

全圧縮空気系からの圧縮空気流量の比率を下式により求める。 

Ｆ
ｒａｔｉｏ

＝
Ｆ

８ｖｏｌ％

Ｆ
ｄｅｓｉｇｎ

ここで， 

Ｆ
ｒａｔｉｏ

：水素爆発を想定する機器内の水素濃度をドライ換算８

ｖｏｌ％以下に維持するために必要な圧縮空気流量及

び平常運転時の水素掃気用安全圧縮空気系からの圧縮

空気流量の比率（－） 

Ｆ
８ｖｏｌ％

：水素爆発を想定する機器内の水素濃度をドライ換算８

ｖｏｌ％以下に維持するために必要な圧縮空気流量

（ｍ３／ｈ［ｎｏｒｍａｌ］） 

Ｆ
ｄｅｓｉｇｎ

：平常運転時の水素掃気用安全圧縮空気系からの圧縮

空気流量（ｍ３／ｈ［ｎｏｒｍａｌ］） 

得られた比率に，平常運転時において水素爆発を想定する機器にそ

れぞれ供給されている圧縮空気の流量の建屋毎の和をかけることで，

水素爆発を想定する機器内の水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％以下に

維持できる圧縮空気を供給するために必要な建屋入口での圧縮空気流

量を求めることができる。 
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水素掃気機能が喪失した直後に，圧縮空気自動供給貯槽又は圧縮空

気自動供給ユニットから供給される圧縮空気流量を初期圧縮空気流量

とする。圧縮空気の供給に伴い圧縮空気自動供給貯槽又は圧縮空気自

動供給ユニットの圧縮空気ボンベの圧力が減少し，供給される空気流

量も減少する。圧縮空気自動供給貯槽又は圧縮空気自動供給ユニット

からの供給開始後１分毎の圧縮空気自動供給貯槽又は圧縮空気自動供

給ユニットの圧縮空気ボンベの圧力の減少は下式により求める。 

ΔＰ＝0.1013×
Ｆ

ｓｅｒｖｅ

60
×

1

Ｖ
×

Ｔ＋273.15

273.15

ここで， 

ΔＰ ：同一の空気流量で圧縮空気を１分間供給したときの圧力の

減少量（ＭＰａ） 

Ｆ
ｓｅｒｖｅ

：圧縮空気自動供給貯槽又は圧縮空気自動供給ユニット

から供給される各建屋入口での圧縮空気流量（ｍ３／

ｈ） 

Ｖ ：圧縮空気自動供給貯槽又は圧縮空気自動供給ユニットの圧

縮空気ボンベの体積（ｍ３） 

Ｔ ：空気温度（℃） 

圧力減少に伴う空気供給流量の減少は下式により求める。 

Ｆ’
ｓｅｒｖｅ

＝Ｆ
ｓｅｒｖｅ

×�
Ｐ

ｈｅａｄｅｒ
－ΔＰ

Ｐ
ｈｅａｄｅｒ

�

２

ここで， 

Ｆ’
ｓｅｒｖｅ

：圧縮空気自動供給貯槽又は圧縮空気自動供給ユニッ

トから供給される減圧後の各建屋入口での圧縮空気

流量（ｍ３／ｈ） 
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Ｐ
ｈｅａｄｅｒ

：圧縮空気自動供給貯槽又は圧縮空気自動供給ユニッ

トの圧縮空気ボンベの圧力（ＭＰａ）

圧縮空気自動供給貯槽又は圧縮空気自動供給ユニットから供給され

る減圧後の各建屋入口での圧縮空気流量が水素爆発を想定する機器内

の水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％以下に維持できる圧縮空気を供給

するために必要な建屋入口での圧縮空気流量を下回るまで圧力減少及

び供給流量減少の評価を繰り返し，圧縮空気自動供給貯槽又は圧縮空

気自動供給ユニットから水素爆発を想定する機器に圧縮空気の供給が

継続される時間を求める。 

圧縮空気自動供給貯槽又は圧縮空気自動供給ユニットは，各建屋の

水素掃気用安全圧縮空気系に設置するため，水素掃気機能が喪失した

場合に，各建屋に設置されている全ての水素爆発を想定する機器に圧

縮空気を自動で供給する。一方で，分離建屋，精製建屋及びウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋に設置されている水素爆発を想定する機器

の時間余裕は最短で 0.20 時間，最長で 7800 時間であり，全ての機器

に圧縮空気自動供給貯槽又は圧縮空気自動供給ユニットからの圧縮空

気の供給がなされ，時間余裕の延長が期待される。上記の計算により

得られた圧縮空気自動供給貯槽又は圧縮空気自動供給ユニットから水

素爆発を想定する機器に圧縮空気の供給が継続される時間及び圧縮空

気自動供給貯槽又は圧縮空気自動供給ユニットからの圧縮空気の供給

を期待しない場合の未然防止濃度到達までの時間を比較し，大きい方

を時間余裕として採用する。 

ｂ．圧縮空気の供給が継続される時間の評価条件 

圧縮空気自動供給貯槽又は圧縮空気自動供給ユニットから水素爆発
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を想定する機器に圧縮空気の供給が継続される時間を求めるために用

いる主要な評価条件を第２表に示す。 

(３) 評価の結果

圧縮空気自動供給貯槽又は圧縮空気自動供給ユニットから水素爆発

を想定する機器に圧縮空気の供給が継続されない場合とされる場合の

未然防止濃度到達までの時間を第３表に示す。 

２. 評価結果

前処理建屋の不溶解残渣回収槽、分離建屋の第 10 一時貯留処理槽並び

に高レベル廃液ガラス固化建屋の不溶解残渣廃液貯槽及び不溶解残渣廃液

一時貯槽は、安全機能の喪失から事象が進展し、水素濃度が未然防止濃度

であるドライ換算８ｖｏｌ％に到達するまでの時間余裕が半年を超える事

象であり、その間に安全圧縮空気系の復旧を期待できることから、「×２」

として、重大事故の 発生を仮定する機器 として特定せず、設計基準の事

象として整理する。 

以 上 
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／
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］
）
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用
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３
）
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／
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Ｇ
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Ｇ
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Ｗ
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Ｗ
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ｌ
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／
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Ｖ
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ｌ
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／
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流
量

 

（
ｍ

３
／

ｈ
 

［
ｎ
ｏ
ｒ
ｍ
ａ
ｌ
］
）
 

評
価

用
 

空
間

容

量
 

(
ｍ

３
)
 

液
量

 

（
ｍ

３
）

 

Ｎ
Ｏ

３
―

 

濃
度

 

（
ｍ

ｏ
ｌ

 

／
Ｌ

）
 

崩
壊

熱
密

度
 

Ｇ
値

 

液
量

 

(
ｍ

３
)
 

崩
壊

熱
密

度
 

Ｇ
値

 

α
 

(
Ｗ

／
ｍ

３
)
 

β
γ

 

（
Ｗ

／
ｍ

３
）

 

α
 

β
γ

 
α

 

（
Ｗ
／
ｍ

３
）
 

β
γ

 

（
Ｗ
／
ｍ

３
）
 

α
 

β
γ

 

（
Ｍ

ｏ
ｌ

ｅ
ｃ

ｕ
ｌ

ｅ
ｓ

／
1
0
0
ｅ

Ｖ
）

 

（
Ｍ
ｏ
ｌ
ｅ
ｃ
ｕ
ｌ
ｅ
ｓ
 

／
1
0
0
ｅ

Ｖ
）

 

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

 

硝
酸

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

貯
槽

 
1
.
0
 

7
.
0
 

8
.
6
×

1
0
３
 

－
 

0
.
0
4
8
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

0
.
6
6
 

0
.
3
3
 

混
合

槽
 

1
.
0
 

4
.
3
 

5
.
3
×

1
0
３
 

－
 

0
.
0
5
9
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

0
.
6
6
 

0
.
3
3
 

一
時

貯
槽

 
1
.
0
 

7
.
0
 

8
.
6
×

1
0
３
 

－
 

0
.
0
4
8
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

0
.
6
6
 

0
.
3
3
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
 

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

 
1
2
0
 

2
.
0
 

4
.
4
×

1
0
２
 

2
.
8
×

1
0
３
 

0
.
0
0
8
5
 

0
.
0
0
3
0
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

2
5
 

1
2
 

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

一
時

貯
槽

 
2
5
 

2
.
0
 

5
.
0
×

1
0
２
 

3
.
2
×

1
0
３
 

0
.
0
0
8
5
 

0
.
0
0
3
0
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

5
.
7
 

7
.
6
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
 

2
0
 

0
.
1
7
 

5
.
0
×

1
0
２
 

3
.
2
×

1
0
３
 

0
.
0
1
4
 

0
.
0
0
5
0
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

7
.
7
 

7
.
9
 

供
給

液
槽

 
5
.
0
 

0
.
0
9
0
 

5
.
0
×

1
0
２
 

3
.
2
×

1
0
３
 

0
.
0
1
4
 

0
.
0
0
5
0
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

2
.
1
 

3
.
3
 

供
給

槽
 

2
.
0
 

2
.
0
 

5
.
0
×

1
0
２
 

3
.
2
×

1
0
３
 

0
.
0
1
4
 

0
.
0
0
5
0
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

0
.
7
3
 

1
.
1
 

不
溶

解
残

渣
廃

液
一

時
貯

槽
 

5
.
0
 

0
.
0
9
0
 

1
.
7
×

1
0
－

２
 

3
.
3
 

0
.
8
6
 

0
.
2
4
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

3
.
5
 

3
.
8
 

不
溶

解
残

渣
廃

液
貯

槽
 

7
0
 

1
.
0
 

7
.
5
×

1
0
－

３
 

1
.
5
 

0
.
9
7
 

0
.
3
0
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

2
1
 

2
0
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

共
用

貯
槽

 

（
高

レ
ベ

ル
濃

縮
廃

液
貯

蔵
時

）
 

1
2
0
 

1
.
0
 

4
.
4
×

1
0
２
 

2
.
8
×

1
0
３
 

0
.
0
0
8
5
 

0
.
0
0
3
0
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

2
5
 

7
.
3
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

共
用

貯
槽

 

（
不

溶
解

残
渣

廃
液

貯
蔵

時
）

 
7
0
 

1
.
0
 

7
.
5
×

1
0
－

３
 

1
.
5
 

0
.
9
7
 

0
.
3
0
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

2
5
 

5
7
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第
２

表
 

圧
縮

空
気

自
動

供
給

貯
槽

又
は

圧
縮

空
気

自
動

供
給

ユ
ニ

ッ
ト

か
ら

の
圧

縮
空

気
の

供
給

継
続

時
間

の
評

価
条

件
 

        

 

必
要

貯
槽

体
積

 
蓄

積
圧

力
 

圧
縮

空
気

自
動

供
給

貯
槽

／
圧

縮
空

気
自

動
供

給
ユ

ニ
ッ

ト
に

接
続

す
る

ボ
ン

ベ
体

積
 

基
数

／
本

数
 

分
離

建
屋

 
1
6
ｍ

３
 

約
0
.
7
Ｍ

Ｐ
ａ

 
5
.
5
ｍ

３
／

基
 

３
基

 

精
製

建
屋

 
2
0
ｍ

３
 

約
0
.
7
Ｍ

Ｐ
ａ

 
2
.
5
ｍ

３
／

基
 

５
ｍ

３
／

基
 

２
基

 

３
基

 

ウ
ラ

ン
・

 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

 

混
合

脱
硝

建
屋

 

0
.
1
4
ｍ

３
 

約
1
4
Ｍ

Ｐ
ａ

 
0
.
0
4
7
ｍ

３
／

本
 

３
本

 

479



第
３

表
 

未
然

防
止

濃
度

到
達

ま
で

の
時

間
 

建
屋

 
機

器
名

 

圧
縮

空
気

自
動

供
給

貯
槽

又
は

圧
縮

空
気

自
動

供
給

ユ
ニ

ッ
ト

が
な

い
場

合
の

時
間

余
裕

（
ｈ

）
 

圧
縮

空
気

自
動

供
給

貯
槽

又
は

圧
縮

空
気

自
動

供
給

ユ
ニ

ッ
ト

が
あ

る
場

合
の

時
間

余
裕

（
ｈ

）
 

前
処

理
建

屋
 

ハ
ル

洗
浄

槽
 

2
8
0
 

－
 

水
バ

ッ
フ

ァ
槽

 
8
6
 

－
 

中
間

ポ
ッ

ト
 

1
2
0
 

－
 

中
継

槽
 

9
4
 

－
 

リ
サ

イ
ク

ル
槽

 
6
0
 

－
 

不
溶

解
残

渣
回

収
槽

 
5
7
0
0
 

－
 

計
量

前
中

間
貯

槽
 

7
3
 

－
 

計
量

・
調

整
槽

 
9
7
 

－
 

計
量

後
中

間
貯

槽
 

9
7
 

－
 

計
量

補
助

槽
 

7
5
 

－
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（
つ

づ
き

）
 建
屋

 
機

器
名

 

圧
縮

空
気

自
動

供
給

貯
槽

又
は

圧
縮

空
気

自
動

供
給

ユ
ニ

ッ
ト

が
な

い
場

合
の

時
間

余
裕

（
ｈ

）
 

圧
縮

空
気

自
動

供
給

貯
槽

又
は

圧
縮

空
気

自
動

供
給

ユ
ニ

ッ
ト

が
あ

る
場

合
の

時
間

余
裕

（
ｈ

）
 

分
離

建
屋

 

抽
出

塔
 

2
.
8
 

2
4
 

第
１

洗
浄

塔
 

4
.
7
 

2
4
 

第
２

洗
浄

塔
 

1
0
 

2
4
 

Ｔ
Ｂ

Ｐ
洗

浄
塔

 
0
.
8
0
 

2
4
 

溶
解

液
中

間
貯

槽
 

1
3
0
 

1
3
0
 

溶
解

液
供

給
槽

 
1
3
0
 

1
3
0
 

抽
出

廃
液

受
槽

 
1
7
0
 

1
7
0
 

抽
出

廃
液

中
間

貯
槽

 
1
1
0
 

1
1
0
 

抽
出

廃
液

供
給

槽
 

1
6
0
 

1
6
0
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

分
配

塔
 

8
.
1
 

2
4
 

ウ
ラ

ン
洗

浄
塔

 
7
.
1
 

2
4
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

洗
浄

器
 

4
3
0
 

4
3
0
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

受
槽

 
1
0
 

2
4
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

中
間

貯
槽

 
1
0
 

2
4
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（
つ

づ
き

）
 

建
屋

 
機

器
名

 

圧
縮

空
気

自
動

供
給

貯
槽

又
は

圧
縮

空
気

自
動

供
給

ユ
ニ

ッ
ト

が
な

い
場

合
の

時
間

余
裕

（
ｈ

）
 

圧
縮

空
気

自
動

供
給

貯
槽

又
は

圧
縮

空
気

自
動

供
給

ユ
ニ

ッ
ト

が
あ

る
場

合
の

時
間

余
裕

（
ｈ

）
 

分
離

建
屋

 

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽
 

1
.
4
 

2
4
 

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽
 

7
.
2
 

2
4
 

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
 

2
0
0
 

2
0
0
 

第
４

一
時

貯
留

処
理

槽
 

2
4
0
 

2
4
0
 

第
５

一
時

貯
留

処
理

槽
 

8
.
3
 

2
4
 

第
６

一
時

貯
留

処
理

槽
 

6
.
8
 

2
4
 

第
７

一
時

貯
留

処
理

槽
 

2
.
9
 

2
4
 

第
８

一
時

貯
留

処
理

槽
 

1
.
7
 

2
5
 

第
９

一
時

貯
留

処
理

槽
 

5
3
 

5
3
 

第
1
0
一

時
貯

留
処

理
槽

 
7
8
0
0
 

7
8
0
0
 

第
１

洗
浄

器
 

3
5
0
0
 

3
5
0
0
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

供
給

槽
 

3
1
0
 

3
1
0
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

缶
 

4
8
 

4
8
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（
つ

づ
き

）
 

建
屋

 
機

器
名

 

圧
縮

空
気

自
動

供
給

貯
槽

又
は

圧
縮

空
気

自
動

供
給

ユ
ニ

ッ
ト

が
な

い
場

合
の

時
間

余
裕

（
ｈ

）
 

圧
縮

空
気

自
動

供
給

貯
槽

又
は

圧
縮

空
気

自
動

供
給

ユ
ニ

ッ
ト

が
あ

る
場

合
の

時
間

余
裕

（
ｈ

）
 

        精
製

建
屋

 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

供
給

槽
 

1
3
 

4
5
 

抽
出

塔
 

0
.
8
0
 

4
3
 

核
分

裂
生

成
物

洗
浄

塔
 

1
.
0
 

4
5
 

逆
抽

出
塔

 
0
.
5
0
 

3
2
 

ウ
ラ

ン
洗

浄
塔

 
0
.
2
0
 

4
5
 

補
助

油
水

分
離

槽
 

1
.
9
 

4
5
 

Ｔ
Ｂ

Ｐ
洗

浄
器

 
2
4
 

4
5
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

受
槽

 
4
.
8
 

4
5
 

油
水

分
離

槽
 

6
.
0
 

4
5
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
供

給
槽

 
2
.
6
 

2
4
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

一
時

貯
槽

 
2
.
7
 

2
4
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
 

2
6
 

4
5
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
受

槽
 

2
.
8
 

3
2
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
一

時
貯

槽
 

1
.
4
 

3
0
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
計

量
槽

 
2
.
8
 

3
2
 

リ
サ

イ
ク

ル
槽

 
2
.
8
 

3
2
 

希
釈

槽
 

2
.
2
 

5
6
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
中

間
貯

槽
 

2
.
8
 

3
2
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（
つ

づ
き

）
 

建
屋

 
機

器
名

 

圧
縮

空
気

自
動

供
給

貯
槽

又
は

圧
縮

空
気

自
動

供
給

ユ
ニ

ッ
ト

が
な

い
場

合
の

時
間

余
裕

（
ｈ

）
 

圧
縮

空
気

自
動

供
給

貯
槽

又
は

圧
縮

空
気

自
動

供
給

ユ
ニ

ッ
ト

が
あ

る
場

合
の

時
間

余
裕

（
ｈ

）
 

精
製

建
屋

 

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽
 

3
.
0
 

2
8
 

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽
 

7
.
4
 

4
5
 

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
 

5
.
6
 

3
3
 

第
４

一
時

貯
留

処
理

槽
 

6
1
 

6
1
 

第
７

一
時

貯
留

処
理

槽
 

2
7
 

2
7
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（
つ

づ
き

）
 

建
屋

 
機

器
名

 

圧
縮

空
気

自
動

供
給

貯
槽

又
は

圧
縮

空
気

自
動

供
給

ユ
ニ

ッ
ト

が
な

い
場

合
の

時
間

余
裕

（
ｈ

）
 

圧
縮

空
気

自
動

供
給

貯
槽

又
は

圧
縮

空
気

自
動

供
給

ユ
ニ

ッ
ト

が
あ

る
場

合
の

時
間

余
裕

（
ｈ

）
 

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混

合
脱

硝
建

屋
 

硝
酸

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

貯
槽

 
7
.
1
 

2
4
 

混
合

槽
 

9
.
6
 

3
3
 

一
時

貯
槽

 
7
.
1
 

2
4
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化

建
屋

 

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

 
8
4
 

－
 

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

一
時

貯
槽

 
2
1
0
 

－
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
 

1
6
0
 

－
 

供
給

液
槽

 
2
8
0
 

－
 

供
給

槽
 

2
3
0
 

－
 

不
溶

解
残

渣
廃

液
一

時
貯

槽
 

9
1
0
0
 

－
 

不
溶

解
残

渣
廃

液
貯

槽
 

6
1
0
0
 

－
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

共
用

貯
槽

 
※

 

（
高

レ
ベ

ル
濃

縮
廃

液
貯

蔵
時

）
 

4
8
 

－
 

※
 不

溶
解

残
渣

廃
液

貯
蔵

時
は

1
7
0
0
0
ｈ

。
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補足説明資料３‐９ 
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水素爆発（機器内）に関する機能喪失時の影響評価 

 

1. はじめに 

安全圧縮空気系により放射線分解により発生する水素を掃気している機器

他の手段により水素を掃気している機器 について，安全機能の喪失により事

象が進展し，水素爆発（機器内）に至ったとしても，機能喪失時の一般公衆

への被ばく影響が平常時と同程度であるため，設計基準として整理する事象

を「×３」として整理した。本資料では，機能喪失時の一般公衆への被ばく

影響評価方法について説明する。 

 

2. 判定基準 

補足説明資料３－６に示すとおり，機器毎に一回の水素爆発を想定し評価

した被ばく線量に対して１μＳｖを判定基準とする。 

 

3. 評価方法 

3.1 基本方針 

塔槽類廃ガス処理設備の排風機及び換気設備の建屋排気系が機能しない場

合に想定される経路外放出時の敷地境界における最大個人線量を評価する。 

 

3.2 具体的評価手法 

事故により生じたエネルギーによって放射性物質が気相へ移行する割合や，

設備により除染される割合及び人間が呼吸しうる粒径の割合などをファクタ

ーとして考慮することによって放射性物質の放出量を簡易的に評価する手法，

５因子 法
（１）

を用いて放射性物質放出量を評価する。以下に計算式を示す。 
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𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖 × 𝐷𝐷𝑀𝑀𝑖𝑖 × 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴𝑖𝑖 ×
1
𝐷𝐷𝐴𝐴𝑖𝑖

× RF 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝑖𝑖 × 𝑀𝑀 

(1) 

ここで， 

STi  :核種グループ i の放射性物質放出量(Bq) 

MARi :対象機器等における核種グループ i の放射性物質量（Bq） 

DR :MAR のうち，各事象で影響を受ける割合(-) 

ARFi :核種グループ i の放射性物質の気相への移行割合(-) 

DFi :核種グループ i の放出経路における放射性物質の除染係数(-) 

RF :吸入摂取に寄与する割合(-) 

Ci : 溶液組成の核種グループ i の濃度(Bq/m3) 

M: 溶液量(m3) 

 

核種グループは，事故時に支配的になる核種として，Zr／Ｎｂ，Ｒｕ／Ｒ

ｈ，Ｃｓ／Ｂａ，Ｃｅ／Ｐｒ，Ｓｒ／Ｙ，その他ＦＰ，Ｐｕ（α），Ａｍ／Ｃ

ｍ（α），Ｕ（α）及びＮｐ（α）を設定した。 

放射性物質の吸入による敷地境界外の実効線量 DI(Sv)は，放射性物質の放

出量に相対濃度，呼吸率及び実効線量換算係数を乗じて求める。以下に計算

式を示す。 

他の手段により水素を掃気している機器については，被ばく線量が小さい

と想定されることから，厳しい結果を与える評価方法として，アルファ核種

グループ，ベータ・ガンマ核種グループを支配的な元素グループにより代表

して評価する。 

∑ ⋅⋅⋅=
i

iiI STQBHD /χ
 

(2) 
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ここで， 

Ｈ:実効線量換算係数(Sv/Bq) 

Ｂ: 呼吸率(m3/s) 

χ/Ｑ:相対濃度(s/m3) 

 

4. 評価条件 

4.1． ＭＡＲの設定 

評価対象機器に内包する溶液中の放射性物質の濃度は，１日当たり処理す

る使用済燃料の平均燃焼度 45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ，照射前燃料濃縮度 4.5

ｗｔ％，比出力 38ＭＷ／ｔ・ＵＰｒ，冷却期間 15 年を基に算出した平常運転

時の最大値とする。ＭＡＲは，上記の放射性物質の濃度に基づき機器ごとに

設定する。 

 

4.2 ＤＲの設定 

ＤＲは事故時に発生するストレスにより放射性物質放出に寄与する割合で

あり，気相部の水素爆発では溶液表面部分のみの影響であると想定される。

このため，ＤＲは１を下回ると考えられるが，厳しい結果を与える設定とし

てＤＲ＝1(機器内または対象となる場所に存在する放射性物質の全量が事象

に寄与)と設定する。 

 

4.3 ＡＲＦの設定 

水素爆発時のＡＲＦは実験値に基づき，より厳しい結果を与えるように１

×10－４と設定する。 

実験値によれば，機器の形状の影響を受けないＡＲＦの幅は １ ×
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10－５から 6.0×10－４程度と考えられる。 

また，ＮＵＲＥＧ／ＣＲ－６４１０
（ １ ）

における実験では，圧力開放条件を模

擬しているものの水素爆発を模擬しているものではなく，ＡＲＦの上限とし

た 6.0×10－４が取得された実験は，3.5ＭＰａの圧力を穏やかに印加した後

に破裂板を用いて急激に減圧したときの移行率である。さらに，水素爆発に

近いと考えられる条件である，印加圧力を 0.35ＭＰａとしたときのＡＲＦは

4.0×10－５であることから，ＡＲＦが 6.0×10－４まで増加する可能性は低い。 

上記を踏まえ，水素爆発のＡＲＦは１×10－５から 6.0×10－４の間であり，

水素濃度８ｖｏｌ％から３０ｖｏｌ％の発生圧力を包含可能な値として，１

×10－４とする。 

 

4.5 除染係数（ＤＦ）の設定 

経路外放出の場合は，爆発により気相部に移行した放射性物質は，機器に

接続する塔槽類廃ガス処理設備の配管を通過し水封安全器に達する。水封安

全器を介してセルに放出された後，複数のセル又は部屋を介して屋外に到達

する。 

このため，除染係数は以下に示す項目から建屋毎に設定する。設定した除

染係数を表１に示す。 

 

 (１) 塔槽類廃ガス処理設備の経路 

水素爆発時における放射性物質移行率の調査において，塔槽類廃ガス

処理設備の配管を模擬した配管の曲り部１ヶ所だけで９割程度の沈着

効果が ある
（ ２ ）

こと踏まえ，機器に接続する塔槽類廃ガス処理設備の配管

の構造上の特徴として曲りを考慮し，除染係数を 10 とする。 

 (２) 水封安全器の除染係数 

490



爆発に伴う体積膨張により，一時的に水封安全器より気体が放出され

ることが考えられるが，水封の復元に伴い一次閉じ込めは維持される。

爆発に伴う膨張に伴い放出される体積は，接続する廃ガス処理設備及び

機器の体積と比較して小さいこと，また，廃ガス洗浄塔及びデミスタに

おける除染に期待できること，水中貯蔵の一次閉じ込めに対して除染係

数を考慮できる こと
（ ３ ）

を踏まえ，塔槽類廃ガス処理設備を経由し水封安

全器を介してセルに放出される部分について，除染係数 10 を設定する。 

具体的には，爆発を想定する機器の空間容積を体積膨張させた値を，

爆発を想定する機器が接続する換気系統及び当該換気系統に接続する

機器の体積の合算値により除すことにより概算し，最も小さい除染係数

が 10 程度となることを確認し設定したものである。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋については，水封安全器を設置し

ていないことから，本除染係数は考慮しない。 

 (３) 壁の除染係数 

放射性物質が屋外に到達するまでの最短経路上のセル又は部屋の壁

を除染係数として考慮する。厳しい結果を与えるように，各建屋内のセ

ル間又はセルおよび部屋間の壁の枚数を，一律２枚分として 100 を考慮

する。また，建屋と屋外の境界の壁について 10 を設定 する
（ ３ ）

。 

 

表１ 設定した除染係数 

建屋 除染係数 

前処理建屋 1×105 
分離建屋 1×105 
精製建屋 1×105 
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 1×104 
高レベル廃液ガラス固化建屋 1×105 
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 (４)  他の手段により水素を掃気している機器 の除染係数 

他の手段により水素を掃気している機器については，被ばく線量が小さい

と想定されることから，厳しい結果を与える評価方法として，壁の除染係数

のみを考慮する。 

 

4.6 ＲＦの設定 

ＲＦは吸入摂取に寄与する割合であり，エアロゾル等の形態で浮遊する放

射性物質の径に依存するパラメータである。事故時の放射性物質の径に関す

るデータはほとんどなく，定量的に設定することは困難であることから，こ

こでは安全側にＲＦ=1(すべての粒子が吸入され被ばくに寄与する)と設定す

る。 

 

4.7 実効線量換算係数 

実効線量換算係数は ICRP Pub 72
（４）

から核種毎の係数を調査し設定した。実

効線量換算係数を表２に示す。 

 

表２ 実効線量換算係数 

核種グループ 呼吸摂取実効線量換算係数（Sv/Bq) 

Zr/Nb 1.7×10-8 
Ru/Rh 3.3×10-8 
Cs/Ba 2.4×10-9 
Ce/Pr 2.6×10-8 
Sr/Y 8.1×10-8 
その他 FP 2.9×10-8 
Pu 3.5×10-6 
Am/Cm 3.6×10-5 
U 5.1×10-6 
Np 4.2×10-7 
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4.8 相対濃度及び呼吸率 

相対濃度は「再処理施設の設計基準事象選 定
（５）

」に記載の値を用いた(表３

参照)。呼吸率は再処理事業指定申請書に記載の 3.33×10-4m3/s とした。 

 

表３ 相対濃度一覧 

放出点 略称 相対濃度 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋        F 1.1 ×10-4 s/m3 

前処理建屋                AA 9.5 ×10-5 s/m3 

分離建屋                 AB 9.3 ×10-5 s/m3 

精製建屋                 AC 7.7 ×10-5 s/m3 

ウラン脱硝建屋              BA 8.9 ×10-5 s/m3 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋      CA 7.8 ×10-5 s/m3 

ウラン酸化物貯蔵建屋           BB 8.9 ×10-5 s/m3 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋  CB 8.1 ×10-5 s/m3 

高レベル廃液ガラス固化建屋        KA 1.1 ×10-4 s/m3 

第１ガラス固化体貯蔵建屋         KB 1.8 ×10-4 s/m3 

低レベル廃液処理建屋           AD 1.2 ×10-4 s/m3 

低レベル廃棄物処理建屋          DA 1.6 ×10-4 s/m3 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 DC 1.6 ×10-4 s/m3 

ハル・エンドピース貯蔵建屋        AE 1.4 ×10-4 s/m3 

分析建屋                 AH 1.2 ×10-4 s/m3 

 

5. 評価結果 

5.1 安全圧縮空気系により掃気されている機器について 
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評価結果を表４に示す。判定基準を上回る機器は 49 機器であった。また，

判定基準未満の機器の被ばく線量の合計は６μＳｖであり，十分小さいこと

を確認した。 

 

5.2 その他の手段により掃気されている機器について 

評価結果を表５に示す。判定基準を上回る機器はなかった。また，判定基

準未満の機器の被ばく線量の合計は５μＳｖ未満であり，十分小さいことを

確認した。 
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表４ 被ばく線量評価結果 

建屋※1 機器名称 
被ばく線量 

(μSv) 

判定基準 
(1μSv)を 
上回る機器 

AA ハル洗浄槽 A(内側) 6E-03   

AA ハル洗浄槽 B(内側) 6E-03   

AA 水バッファ槽 5E-02   

AA 中継槽 A 3 超 

AA 中継槽 B 3 超 

AA リサイクル槽 A 2E-01   

AA リサイクル槽 B 2E-01   

AA 不溶解残渣回収槽 A 0 ※2 

AA 不溶解残渣回収槽 B 0 ※2 

AA 計量前中間貯槽 A 9 超 

AA 計量前中間貯槽 B 9 超 

AA 計量・調整槽 9 超 

AA 計量後中間貯槽 9 超 

AA 計量補助槽 3 超 

AA 中間ポット A 5E-02   

AA 中間ポット B 5E-02   

AB 抽出塔 3E-01   

AB 第１洗浄塔 2E-01   

AB 第２洗浄塔 2E-01   

AB ＴＢＰ洗浄塔 4E-02   

AB プルトニウム分配塔 3E-01   

AB ウラン洗浄塔 2E-01   

AB プルトニウム洗浄器 2E-02   

AB プルトニウム溶液受槽 2 超 

AB プルトニウム溶液中間貯槽 2 超 

AB 第１一時貯留処理槽 3E-01   

AB 第２一時貯留処理槽 2 超 

AB 第３一時貯留処理槽 5 超 

AB 第４一時貯留処理槽 3 超 

AB 第５一時貯留処理槽 4E-03   

AB 第６一時貯留処理槽 7E-02   

AB 第７一時貯留処理槽 7E-01   

AB 第８一時貯留処理槽 5E-01   

AB 第９一時貯留処理槽 2E-02   

AB 第 10 一時貯留処理槽 0 ※2 

AB 第１洗浄器 5E-05   

AB 高レベル廃液供給槽Ａ 9E-01   

AB 高レベル廃液濃縮缶Ａ 40 超 

AB 溶解液中間貯槽 9 超 

AB 溶解液供給槽 2 超 

AB 抽出廃液受槽 2 超 

AB 抽出廃液中間貯槽 3 超 

AB 抽出廃液供給槽 A 5 超 

AB 抽出廃液供給槽 B 5 超 

AC プルトニウム溶液供給槽 2 超 
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建屋※1 機器名称 
被ばく線量 

(μSv) 

判定基準 
(1μSv)を 
上回る機器 

AC 抽出塔 2E-01   

AC 核分裂生成物洗浄塔 9E-02   

AC 逆抽出塔 4E-01   

AC ウラン洗浄塔 2E-01   

AC 補助油水分離槽 1E-01   

AC ＴＢＰ洗浄器 2E-01   

AC プルトニウム溶液受槽 2 超 

AC 油水分離槽 2 超 

AC プルトニウム濃縮缶供給槽 4 超 

AC プルトニウム溶液一時貯槽 4 超 

AC プルトニウム濃縮缶 3 超 

AC プルトニウム濃縮液受槽 20 超 

AC プルトニウム濃縮液一時貯槽 20 超 

AC プルトニウム濃縮液計量槽 20 超 

AC リサイクル槽 20 超 

AC 希釈槽 40 超 

AC プルトニウム濃縮液中間貯槽 20 超 

AC 第１一時貯留処理槽 5E-01   

AC 第２一時貯留処理槽 2 超 

AC 第３一時貯留処理槽 2 超 

AC 第４一時貯留処理槽 1E-02   

AC 第７一時貯留処理槽 5 超 

CA 硝酸プルトニウム貯槽 200 超 

CA 混合槽Ａ 90 超 

CA 混合槽Ｂ 90 超 

CA 一時貯槽 200 超 

KA 第１高レベル濃縮廃液貯槽 200 超 

KA 第２高レベル濃縮廃液貯槽 20 超 

KA 第１高レベル濃縮廃液一時貯槽 50 超 

KA 第２高レベル濃縮廃液一時貯槽 50 超 

KA 高レベル廃液混合槽Ａ 40 超 

KA 高レベル廃液混合槽Ｂ 40 超 

KA 供給液槽Ａ 9 超 

KA 供給液槽Ｂ 9 超 

KA 供給槽Ａ 4 超 

KA 供給槽Ｂ 4 超 

KA 第１不溶解残渣廃液一時貯槽 0 ※2 

KA 第２不溶解残渣廃液一時貯槽 0 ※2 

KA 第１不溶解残渣廃液貯槽 0 ※2 

KA 第２不溶解残渣廃液貯槽 0 ※2 

KA 
高レベル廃液共用貯槽（高レベル濃
縮廃液貯蔵時） 

200 超 

※1:表３参照。  
※2 未然防止濃度(８ｖｏｌ％)に達する時間が１年以上のため線量評価をしていない。 
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表５ 被ばく線量評価結果（その他機器） 
 
 

建屋※1 機器名称 
被ばく線量 

(μSv) 

判定基準 
(1μSv)を 
上回る機器 

F 海洋放出管理系（第２ 放出前貯槽） 0.1 未満  

F 第１ろ過装置 0.1 未満  

F 第２ろ過装置 0.1 未満  

F 脱塩装置 0.1 未満  

F 低レベル濃縮廃液貯槽 0.1 未満  

F 廃樹脂貯槽 0.1 未満  

F 補給水槽 0.1 未満  

F 第 5 低レベル廃液蒸発缶 0.1 未満  

F 第 6 低レベル廃液蒸発缶 0.1 未満  

F 洗濯廃液ろ過装置 0.1 未満  

AA 溶解槽 0.6  

AA 第 1 よう素追出し槽 0.3  

AA 第 2 よう素追出し槽 0.3  

AA 清澄機 0.1 未満  

AA エンドピース酸洗浄槽 0.1 未満  

AA エンドピース水洗浄槽 0.1 未満  

AA 硝酸調整槽 0.1 未満  

AA 硝酸供給槽 A 0.1 未満  

AA 硝酸供給槽 B 0.1 未満  

AA ハル･エンドピースドラム 0.1 未満  

AA NOx 吸収塔 A，B 0.1 未満  

AA 廃ガス洗浄塔 0.1 未満  

AA よう素追出し塔 A，B 0.1 未満  

AA 極低レベル廃ガス洗浄塔 0.1 未満  

AB 補助抽出器 0.1 未満  

AB TBP 洗浄器 0.1 未満  

AB プルトニウム溶液 TBP 洗浄器 0.3  

AB 第 2 洗浄器 0.1 未満  

AB 第 3 洗浄器 0.1 未満  

AB アルカリ廃液濃縮缶 0.1 未満  

AB 極低レベル廃ガス洗浄塔 0.1 未満  

AB ウラン逆抽出器 0.1 未満  

AB ウラン濃縮缶 0.1 未満  

AB ウラン溶液 TBP 洗浄器 0.1 未満  

AB ウラン濃縮缶供給槽 0.1 未満  

AB ウラン濃縮液受槽 0.1 未満  

AB ウラン濃縮缶凝縮液受槽 0.1 未満  

AB 廃ガス洗浄塔 0.1 未満  

AB 補助抽出廃液受槽 0.1 未満  

AB アルカリ廃液供給槽 0.1 未満  

AB 蒸発缶（加熱部） 0.1 未満  

AB 蒸発缶（気液分離部） 0.1 未満  

AB 蒸発缶 0.1 未満  
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建屋※1 機器名称 
被ばく線量 

(μSv) 

判定基準 
(1μSv)を 
上回る機器 

AB 精留塔（精留部） 0.1 未満  

AB 精留塔（加熱部） 0.1 未満  

AB 精留塔 0.1 未満  

AB 第 1 供給槽 0.1 未満  

AB 第 2 供給槽 0.1 未満  

AB 回収硝酸受槽 0.1 未満  

AC 第 2 酸化塔 0.1 未満  

AC Nox 廃ガス洗浄塔 0.1 未満  

AC 相分離槽 0.1 未満  

AC 低レベル無塩廃液受槽 0.1 未満  

AC 逆抽出器 0.1 未満  

AC ウラン逆抽出器 0.1 未満  

AC 第 1 洗浄器 0.1 未満  

AC 第２洗浄器 0.1 未満  

AC 第 3 洗浄器 0.1 未満  

AC 第 1 洗浄器 0.1 未満  

AC 第２洗浄器 0.1 未満  

AC 第 3 洗浄器 0.1 未満  

AC 第 1 蒸発缶 0.1 未満  

AC 第 2 蒸発缶 0.1 未満  

AC 溶媒供給槽 0.1 未満  

AC 溶媒蒸留塔 0.1 未満  

AC ウラン濃縮缶 0.1 未満  

AC 蒸発缶 0.1 未満  

AC 抽出器 0.1 未満  

AC 核分裂生成物洗浄器 0.1 未満  

AC プルトニウム洗浄器 0.1 未満  

AC 抽出廃液 TBP 洗浄器 0.1 未満  

AC ウラン濃縮缶供給槽 0.1 未満  

AC ウラン濃縮液第 1 受槽 0.1 未満  

AC ウラン濃縮缶凝縮液受槽 0.1 未満  

AC ウラン溶液供給槽 0.1 未満  

AC ウラン濃縮液第 1 中間貯槽 0.1 未満  

AC リサイクル槽 0.1 未満  

AC ウラン濃縮液第 2 受槽 0.1 未満  

AC ウラン濃縮液第 2 中間貯槽 0.1 未満  

AC ウラン濃縮液第 3 中間貯槽 0.1 未満  

AC ウラナス溶液受槽 0.1 未満  

AC ウラナス溶液中間貯槽 0.1 未満  

AC 逆抽出液受槽 0.1 未満  

AC 廃ガス洗浄塔 0.1 未満  

AC 廃ガス洗浄塔 0.1 未満  

AC 精留塔 A(第 2 酸回収) 0.1 未満  

AC ウラン溶液 TBP 洗浄器 0.1 未満  

AC 逆抽出液ＴＢＰ洗浄器 0.1 未満  

AC ＴＢＰ洗浄塔 0.1 未満  

AC 抽出廃液受槽 0.1 未満  
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建屋※1 機器名称 
被ばく線量 

(μSv) 

判定基準 
(1μSv)を 
上回る機器 

AC 抽出廃液中間貯槽 0.1 未満  

AC 凝縮液受槽 0.1 未満  

AC 第１酸化塔 0.1 未満  

AC 第１脱ガス塔 0.2  

AC 第２脱ガス塔 0.3  

AC 第５一時貯留処理槽 0.1 未満  

AC 低濃度プルトニウム溶液受槽 0.1 未満  

AC 第８一時貯留処理槽 0.1 未満  

AC 第９一時貯留処理槽 0.1 未満  

AC 油水分離槽 0.1 未満  

AC 供給槽 0.1 未満  

AC 回収硝酸受槽 0.1 未満  

AC 廃有機溶媒残渣中間貯槽 0.1 未満  

AC 回収溶媒中間貯槽 0.1 未満  

AC 回収希釈剤中間貯槽 0.1 未満  

AC 回収溶媒第１貯槽 0.1 未満  

AC 回収溶媒第３貯槽 0.1 未満  

AC 回収希釈剤第１貯槽 0.1 未満  

AC 溶媒供給槽 0.1 未満  

AD 廃ガス洗浄塔 0.1 未満  

AD 
第１低レベル廃液蒸発缶 
（気液分離部） 

0.1 未満  

AD 
第１低レベル廃液蒸発缶 
（加熱部） 

0.1 未満  

AD 第１低レベル廃液蒸発缶 0.1 未満  

AD 
第２低レベル廃液蒸発缶 
（気液分離部） 

0.1 未満  

AD 
第２低レベル廃液蒸発缶 
（加熱部） 

0.1 未満  

AD 第２低レベル廃液蒸発缶 0.1 未満  

BA 硝酸ウラニル貯槽 A 0.1 未満  

BA 硝酸ウラニル貯槽 B 0.1 未満  

BA 硝酸ウラニル供給槽 0.1 未満  

BA 第 1 廃ガス洗浄塔 0.1 未満  

BA 第 2 廃ガス洗浄塔 0.1 未満  

BA 脱硝塔 0.1 未満  

BA 濃縮缶 0.1 未満  

BA 濃縮液受槽 0.1 未満  

BA ＵＯ３溶解槽 0.1 未満  

CA 硝酸ウラニル貯槽 0.1 未満  

CA 第 1 廃ガス洗浄塔 0.1 未満  

CA 第 2 廃ガス洗浄塔 0.1 未満  

CA 第 3 廃ガス洗浄塔 0.1 未満  

CA 
脱硝皿取扱装置 
（脱硝装置） 

0.4  

CA 凝縮廃液受槽 A,B 0.1 未満  

CA 凝縮廃液貯槽 0.1 未満  

CA 凝縮廃液ろ過器 0.1 未満  
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建屋※1 機器名称 
被ばく線量 

(μSv) 

判定基準 
(1μSv)を 
上回る機器 

CA 定量ポット 0.2  

CA 中間ポット 0.2  

KA 
アルカリ濃縮 
廃液貯槽 

0.1 未満  

KA 廃ガス洗浄液槽 0.1 未満  

KA 
アルカリ濃縮 
廃液中和槽 

0.1 未満  

KA 廃ガス洗浄器 0.1 未満  

KA 廃ガス洗浄塔 0.1 未満  

KA 廃ガス洗浄塔 0.1 未満  

KB 第１、第２吸収塔 0.1 未満  

DA 廃ガス洗浄塔 0.1 未満  

DA スプレイ塔 0.1 未満  

DA スプレイ塔 0.1 未満  

DA 廃ガス洗浄塔 0.1 未満  

DA 熱分解装置 0.1 未満  

AD 油分除去装置 0.1 未満  

AD 第１放出前貯槽 0.1 未満  

DA 乾燥装置 0.1 未満  

DA 廃ガス洗浄塔 0.1 未満  

AD 
第１低レベル廃液受槽 
（第 1 低レベル第 1，２廃液受槽) 

0.1 未満  

AD 第２低レベル廃液受槽 0.1 未満  

DC 廃樹脂貯槽 0.1 未満  

AE 廃樹脂貯槽 0.1 未満  

AE 貯蔵プールＡ，Ｂ 0.1 未満  

AH 廃ガス洗浄塔 0.1 未満  

AH 濃縮液受槽 0.1 未満  

AH 凝縮液受槽 0.1 未満  

AH 濃縮液供給槽 0.1 未満  

AH 抽出液受槽 0.1 未満  

AH 抽出残液受槽 0.1 未満  

AH 分析残液受槽 0.1 未満  

AH 分析残液希釈槽 0.1 未満  

AH 分析済溶液受槽 0.1 未満  

AH 分析済溶液供給槽 0.1 未満  

AH 回収槽 0.3  

AH 濃縮器 A，B 0.1 未満  

AH 第 1，第 2，第 3，第 4 抽出器 0.1 未満  
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有機溶媒火災に関する温度評価（機器外） 

 

1. 放熱による漏えい液温度の推定について（セル換気設備運転時） 

ここでは，セル換気設備が運転している場合の放熱を考慮した漏えい

液の平衡温度について評価する。 

 

1.1 熱移行の概念 

  熱移行の概念を下図に示す。 

  セル換気設備が運転している場合、漏えい液の崩壊熱は①「漏えい液表

面からセル雰囲気への熱伝達」により，漏えい液からセル雰囲気へ熱が移

行する。 

  このとき、セル雰囲気はセル換気設備が運転していることから，①の熱

移行量が漏えい液の崩壊熱と等しい値となった時が定常状態であり，この

ときの漏えい液温度が平衡温度となる。 

 

図 熱移行の概念図 

 

 

①

漏えい液 T0

セル雰囲気

T1
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1.2 放熱量の算出方法 

 (１) ①漏えい液表面からセル雰囲気への熱伝達 

   漏えい液温度をＴ０，セル雰囲気の温度をＴ１とした場合の漏えい液

表面からセル雰囲気への放熱量Ｑ１は，以下のとおり求められる。 

Ｑ１＝ｈ１ × Ａ１ × �Ｔ０ −Ｔ１� 

ｈ１＝
λ１ × Ｎｕ１

���������

Ｌ１
 

Ｎｕ１
���������

＝0.13 × （Ｇｒ × Ｐｒ）
１ ３�

 

 

表１ 放熱量Ｑ１の算出に用いる各種パラメータ 

Ｑ１ ［Ｗ］ 放熱量（崩壊熱）  

ｈ１ ［Ｗ／ｍ２Ｋ］ 漏えい液⇔セル雰囲気熱伝達率 

Ａ１ ［ｍ２］ 漏えい液表面積 

Ｔ０ ［℃］ 漏えい液表面温度    

Ｔ１ ［℃］ セル雰囲気温度 

 

表２ 熱伝達率ｈ１の算出に用いる各種パラメータ 

λ１ ［Ｗ／ｍＫ］ セル内空気の熱伝導率 

Ｌ１ [ｍ] 代表長さ 

Ｎｕ１
���������

 [－] 平均ヌセルト数 

Ｐｒ 
[－] 

セル雰囲気のプラントル数 

（＝0.719） 

Ｇｒ 

[－] 

セル雰囲気のグラスホフ数 

（＝ｇ×Ｌ１３×β×ρ２× 

（Ｔ１－Ｔ０）／μ２） 

Ｃ ［Ｊ／ｋｇＫ］ セル雰囲気の比熱 

μ ［Ｐａ・ｓ］ セル雰囲気の粘度 

ｇ ［ｍ／ｓ２］ 重力加速度（＝9.81） 

β ［Ｋ－１］ セル雰囲気の体膨張係数 

ρ ［ｋｇ／ｍ３］ セル雰囲気の密度 
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1.3 漏えい液平衡温度の計算 

定常状態では，「Ｑ１＝漏えい液の崩壊熱」の状態が成り立っている

ため，Ｔ１を起点として，Ｔ０の流れで各温度を算出する。 

 

ここで、有機溶媒等を取り扱うとともに、放射性物質の保持機能が安

全上重要な施設である機器からの漏えい液の崩壊熱密度が最も大きいプ

ルトニウム精製塔セルについて、重大事故時の以下の条件で評価を行

った。 

 

表３ プルトニウム精製塔セルでの評価条件 

漏えい液量 0.2 [m3] 

漏えい液崩壊熱密度 390 [W/m3]  

有効床面積 57 [m2]  

セル容積 1250 [m3] 

セル高さ 22 [m] 

 

セル内雰囲気温度（Ｔ１）を 40℃として評価した結果，漏えい液の

平衡温度は約 41℃となり，引火点に到達することはない。 
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表４ 計算に使用した条件及び計算過程 

漏えい液情報 
   

項目 数値 単位 備考 

 漏えい液量 0.2 m3   

 漏えい液崩壊熱密度 390 W/m3   

 漏えい液崩壊熱 78 W   

    
セル情報 

   
項目 数値 単位 備考 

 有効床面積 57 m2   

 セル容積 1250 m3   

 セル高さ 22 m   

 セル壁（内側）表面積 662 m2   

    
①漏えい液表面からセル雰囲気への熱伝達 

 
項目 数値 単位 備考 

λ1 0.02759 W/mK @320K 

L1 8 m   

Nu1 4.0E+02 -   

Pr 0.719 - @320K 

Gr 3.9E+10 -   

C 1008 J/kgK   

μ 0.00002 Pa・s @320K 

ｇ 9.81000 m/s2   

β 0.00313 1/K @320K 

ρ 1.10260 kg/m3 @320K 

Q1 78 W   

h1 1.4E+00 W/m2K   

A1 57 m2   

Ｔ1 40.00 ℃   

Ｔ0 40.95 ℃   

 

   

 

507



令和 2 年 4 月 28 日 R6 

補足説明資料３‐１３ 
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臨界事故に関するさらに厳しい条件と特定結果 

１．臨界事故の発生を仮定する機器の特定に当たっての想定条件 

臨界事故については，重大事故等及びその起因となり得る機能喪失の特定

に当たって想定した以下の(1)に示す条件（本資料において共通条件とい

う。）では，事象の発生が想定できないことから，(2)に示すより厳しい条

件を想定し，発生の可能性がある事象を抽出する。 

検討対象範囲は，機能喪失により臨界事故の可能性のある機器に，更に厳

しい条件を課すことにより臨界事故の発生を検討する。既に再処理施設は実

在するため，原則として既認可の設工認の臨界安全管理表に掲載されている

機器に対して，重大事故（臨界）の発生を仮定する機器の特定を行った。 

(1)重大事故の起因となり得る機能喪失の特定（事象間で共通する条件）

重大事故の発生を仮定する際の条件による機能喪失を以下のとおり想

定し，当該設備の機能喪失が発生し得るか，その他の設備の機能喪失が同

時に発生し得るかをそれぞれ評価し，重大事故の発生を仮定する際の条件

ごとに機能喪失状態を特定する。 

ａ）動的機器が全て同時に機能喪失（長時間の全交流動力電源の喪失，火

山の影響による機能喪失） 

ｂ）動的機器が全て同時に機能喪失＋基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮

した際に機能維持できる設計としない静的機器の損傷（地震による機

能喪失） 

ｃ）動的機器の多重故障 

ｄ）配管からの漏えい 

(2)臨界事象に係る重大事故の起因となり得る機能喪失の特定
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臨界管理を行う系統及び機器は，その単一故障又は誤作動若しくは運

転員の単一誤操作を想定しても，核燃料物質が臨界にならない設計とする

とともに，臨界管理されていない系統及び機器へ核燃料物質が流入しない

ように設計している。 

このような設計の特徴により臨界事故に至る事象に関しては，上記の

想定では，臨界事故の発生が想定できないことから，より厳しい条件とし

て以下に示す条件を想定し，臨界事故の発生の可能性を評価する。 

ａ）動的機器が全て同時に機能喪失（長時間の全交流動力電源の喪失，火

山の影響による機能喪失） 

本想定では，外部電源及び非常用所内電源系統の機能喪失による，

長時間の全交流動力電源の喪失を想定する。電力供給の喪失により臨

界に係るパラメータ（流量，密度等）の監視・制御を行う計測制御設

備の機能が喪失するが，外部電源からの電力供給の喪失により施設の

運転に必要なユーティリティ（電力，蒸気，圧縮空気）が同時に喪失

するため，使用済燃料の再処理，溶液の移送等の処理運転が停止する。 

また，核燃料物質の搬送機器は，電力供給を喪失しても吊り荷を保持

する機構を有しており，形状寸法管理を行う機器に対する静的機能は電

力供給の喪失により影響を受けることはない。これらの設備について

は，設計上の安全余裕を確保するとともに，適切な保守管理により機能

維持を確認していることから，全交流電源供給機能の喪失との同時発生

を想定する必要はない。 

なお，火山の影響による機能喪失は，屋外に降下火砕物があるとい

う点で長時間の全交流動力電源の喪失との条件の違いがあるが，臨界

事故の発生防止に係る設備で屋外に設置されるものはなく，降下火砕

物によって直接影響を受けないことから，臨界事故の想定箇所の特定
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の観点では，長時間の全交流動力電源の喪失の場合と機能喪失の想定

は同じとなる。 

以上より本想定に対し，臨界事故事象の抽出において追加すべき条

件はない。 

ｂ）動的機器が全て同時に機能喪失＋基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮

した際に機能維持できる設計としない静的機器の損傷（地震による機

能喪失） 

本想定では，設計基準を超える地震動の地震の発生に伴う外部電源

及び非常用所内電源系統の機能喪失による動的機器の機能喪失を想定

する。使用済燃料の再処理，溶液の移送等の処理運転に使用する電源

は，一般系の電源であり，安全上重要な施設である非常用所内電源系

統に比べて耐震性が低く，非常用所内電源系統が機能喪失するような

状況においては一般系の電力供給は喪失し処理運転が停止すると考え

られるが，設備の損傷の仕方によっては，一部の設備で電力供給が継

続される可能性があることから，強い地震を検知した場合に講ずる中

央制御室からの再処理の停止措置及び外部電源の遮断による再処理の

停止措置の実施により使用済燃料の再処理，溶液の移送等を停止する。 

これらの停止措置において実施する操作は，移送機器を停止する操

作のみであり，複雑な操作を要しないこと，操作の起点となる強い地

震の発生は検知手段に頼ることなく運転員が把握できることから，本

操作における誤操作，不作為は想定しない。対応等については，添付

資料１-１に示す。 

また，静的な臨界防止機能を有する機器のうち平常運転時に未臨界

濃度を超える溶液を内包する安全形状寸法管理機器，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋のラック等の損傷した場合に未臨界の維持を保証できな
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くなる機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持

できる設計として十分な耐震性を確保する。臨界事故の観点で，耐震

性を確保する対象の考え方は，添付資料１-２に示す。 

これを超える規模の地震の想定においては，建物等の健全性が確保

できず，重大事故対策の実施が困難となると想定できることから，重

大事故の発生を仮定する機器の特定では，基準地震動の 1.2 倍の地震

動を考慮した際に機能維持できる設計とする機器の損傷を想定しない。 

以上より本想定に対し，臨界事故事象の抽出において追加すべき条

件はない。 

ｃ）動的機器の機能喪失及び誤操作 

上記(1)ｃ）の単一の機能を担う動的機器のみの機能喪失（多重故

障）に加えて，臨界事故の起因となる異常の発生の防止機能及び当該

異常の進展防止機能（両者をあわせて「臨界防止機能」と言う。）の

うち主要な機能（以下，「主要な臨界防止機能」と言う。）について，

複数の動的機器の機能喪失（多重故障）及び運転員が行う操作の誤操

作（異常検知に係る認知・判断ミスを含む）による機能喪失を想定す

る。機能喪失の結果，想定する異常な状態の進展・継続により臨界に

至る可能性のある事象について，プロセスの異常な変動検知による生

産運転の自動停止，その他の運転管理上の措置による異常検知，事象

進展の防止可否を検討する。 

なお，関連性のない複数の起因事象の同時発生は想定しない。 

また，臨界防止機能が喪失した場合の事象進展において想定する設

備の状態での処理運転の継続が不能の理由により更なる事象進展の可

能性がない場合は，それ以上の事象進展は想定しない。 

想定する機能喪失に係る詳細を表－１に示す。 
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ｄ）静的機器の損傷及び漏えい検知機能の喪失 

上記(1)ｄ）の単一の配管破断＋回収系の単一故障（配管からの漏え

い）に加えて，漏えい検知手段である漏えい検知機能（液位計）の機

能喪失を想定する。 

ただし，複数の配管からの同時の漏えい発生は，関連性が認められ

ないことから想定しない。 

想定する機能喪失に係る詳細を表－１に示す。 

以上の想定に基づく事象進展後の設備の状態に対して中性子の実効増

倍率が原則として 0.95 を超えるか，核燃料物質の濃度，質量等の値が最

大許容限度を超える場合に臨界事故が発生するものとし，重大事故として

の対処を講ずる。 

２．臨界事故の抽出結果 

(1)外的想定①（１．(2)ａ）の想定に基づく結果）

本想定では，外部電源及び非常用所内電源系統からの給電機能の喪失

により臨界の発生を防止する機能を有する計測制御設備の機能が喪失を

想定するが，同時に施設の運転に必要なユーティリティ（電力，蒸気，

圧縮空気）の喪失により使用済燃料の再処理，溶液の移送等の処理運転

が停止することで，核燃料物質が安全な状態で保持されることから，本

機能喪失想定における臨界事故の発生を想定しない。 

(2)外的想定②（１．(2)ｂ）の想定に基づく結果）

本想定では，設計基準を超える地震動の地震の発生に伴う外部電源

及び非常用所内電源系統の機能喪失により動的機器が全て同時に機能
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喪失するとともに，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能

維持できる設計としない静的機器の損傷を想定するが，地震による使

用済燃料の再処理，溶液の移送等に必要な設備の損傷に伴う処理運転

の停止，若しくは，強い地震の発生を運転員が把握した場合に講ずる

中央制御室からの再処理の停止措置及び外部電源の遮断による再処理

の停止措置によって処理運転を停止することで，プロセスの異常な変

動が生じた場合の進展を防止するともに，静的な臨界防止機能を有す

る機器のうち損傷した場合に未臨界の維持を保証できなくなる機器は

基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とす

ることで機能維持が図られることから，本機能喪失想定における臨界

事故の発生を想定しない。 

なお、平常運転時に取り扱う核燃料物質が未臨界濃度や未臨界質量

であることを理由として臨界事故に至らないこととしている機器につ

いては、エビデンス類を添付資料４に示す。 

(3)内的想定①（動的機器の機能喪失又は誤操作）

主要な臨界防止機能が喪失した場合の事象進展の想定において，臨界

に至る可能性のある事象に対し，プロセスの異常な変動による生産運転の

停止機能，その他の運転管理上の措置による異常検知，事象進展の防止に

ついて検討した結果，臨界に至る状態に到達するまでの時間の安全余裕が

短く，その間の運転員の監視等による異常の検知及び異常の進展防止措置

が期待できない以下の機器については，臨界事故の発生を仮定できるもの

として重大事故に対する対処を講ずる。 
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臨界事故の発生を仮定する機器 

施設名 機器名 

溶解施設 溶解槽（２機器） 

エンドピース酸洗浄槽（２機器）

ハル洗浄槽（２機器）

精製施設 第５一時貯留処理槽 

第７一時貯留処理槽 

上記以外の機器については，主要な臨界防止機能が喪失した場合の事

象進展において想定する設備の状態では，核燃料物質を充てんする容器の

設置が不可能の理由により処理運転の継続が困難であるか，臨界防止機能

喪失から臨界に至る可能性のある状態に到達するまでの時間の安全余裕が

長く，その間に複数の運転員等により行われる多数回の設備の状態の確認

により異常を検知し，異常の進展を防止できることから，臨界事故は発生

しない。また，１作業ごとに設備の状態の確認を伴う回分操作において，

臨界防止機能喪失から臨界に至る可能性のある状態に到達するまでに複数

回の機能喪失を要する場合も，同様に複数の運転員等により行われる多数

回の設備の状態の確認により異常を検知し，異常の進展を防止できる。 

(4)内的想定②（静的機器の損傷及び漏えい検知機能の喪失）

核燃料物質が未臨界濃度を超える溶液を連続的に移送する配管から溶

液の漏えいが発生し同時に漏えい検知機能（液位計）の機能喪失を想定し

た場合について，単位時間当たりの漏えい量が多い場合は，設備の異常な

変動により運転状態を監視する計測制御設備の機能により処理運転が停止

される。一方，単位時間当たりの漏えい量が少量の場合は，漏えい液の液

厚が臨界となる液厚に到達するまでの時間の安全余裕が長く，その間に複

数の運転員により行われる多数回の漏えい液受皿の集液部の確認により漏
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えいを検知し，工程を停止できる。 

また，回分移送については，移送の前後にて移送元及び移送先の機器

にて液量を確認することにより漏えいに気付くことができるため，想定漏

えい量を一回分の移送量とする。 

以上より，長時間の核燃料物質の漏えいの継続による臨界事故の発生

は想定しない。 

(5)内的想定①及び内的想定②における障壁数の検討

内的事象の想定では，物理的に臨界事故が発生しない場合を除いて，臨界

防止機能の多重の機能喪失を想定した場合に臨界事故が発生するかを検討し

た。この臨界防止機能の喪失の検討に当たっては，表-１に示されていると

おり，臨界に係る異常の進展防止の検知，進展防止に対して十分に有効性を

期待できる措置の有無を考慮した。それらを含む，臨界事故が発生するまで

に異常の進展防止に期待できる防止策（＝障壁）の数について勘定した。 

勘定にあたり，臨界事故防止にかかわる計器類の確認回数，現場における

目視確認回数等の臨界発生防止に係る行為回数を障壁数として扱った。 

表-１の記載事項を考慮した臨界防止機能により臨界事故の発生防止を期

待している機器の障壁数の勘定結果を表-３に示す。 

臨界事故の発生を仮定する機器（事象）とそれ以外の機器（事象）は，20

以上の障壁数の有無が目安となるが，臨界事故の発生を想定しない機器（事

象）であっても，それらの障壁には臨界に係る異常の進展防止の検知，進展

防止に対して十分に有効性を期待できる措置が複数あり，また，事象発生ま

での時間の安全余裕を考慮すれば，臨界事故の発生する機器を上記の８つの

機器とすることは妥当と考える。 
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検討対象機器の上記（２），（３），（４）での検討結果について，添付資料

２-１-１～１８に示す。また，各機器の評価結果の詳細について添付資料２

-２～１８に示す。

また，安全機能の喪失に対して設計基準の設備で事故の発生を防止し事象

の収束が可能な事象について，事故の発生を防止するために期待する設備と，

事業指定申請書における当該設備に関する記載を添付資料3-1に示す。 

以 上 
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界
防

止
上

重
要

な
計

測
制

御

設
備

は
，

安
全

上
重

要
な

施
設

と
し

て
，

電
源

，
制

御
盤

を
含

め
独

立
し

た
２

系
列

と
す

る
等

信
頼

性
の

高

い
設

計
と

し
て

い
る

。
 

プ
ロ

セ
ス

量
の

異
常

が
発

生
す

る
要

因
と

し
て

は
，
核

燃
料

物
質

の
移

送
機

器
の

駆
動

源
の

喪
失

と
，
流

量
，

温
度

等
を

制
御

し
て

い
る

計
測

制
御

設
備

の
制

御
不

良
が

考
え

ら
れ

る
。

プ
ロ

セ
ス

量
の

異
常

に
よ

り
事

象

が
進

展
す

る
場

合
は

，
移

送
機

器
の

駆
動

源
と

な
る

機
器

の
故

障
（

性
能

低
下

を
含

む
），

計
測

制
御

設
備

の

制
御

不
良

が
発

生
し

た
場

合
で

あ
る

が
，

こ
の

よ
う

な
異

常
は

，
機

器
の

故
障

，
計

器
の

ズ
レ

に
よ

り
発

生

す
る

も
の

で
，

原
理

が
異

な
る

他
の

プ
ロ

セ
ス

量
を

制
御

し
て

い
る

機
器

の
同

時
の

機
能

異
常

は
想

定
し

難

い
。

ま
た

，
電

源
，

制
御

盤
が

共
通

で
あ

る
場

合
が

多
く

，
電

源
喪

失
で

共
通

的
に

制
御

機
能

が
停

止
す

る

可
能

性
は

あ
る

が
，

こ
の

場
合

は
，

核
燃

料
物

質
の

移
送

機
器

の
駆

動
源

も
喪

失
す

る
こ

と
か

ら
，

プ
ロ

セ

ス
の

異
常

な
変

動
は

継
続

し
な

い
。

表
－
２
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２
 

形
状

寸
法

管
理

を
維

持
す

る
機

能
の

喪
失

は
，

想
定

し
な

い
。

 

１
．

に
示

す
よ

う
に

静
的

な
臨

界
防

止
機

能
を

有
す

る
機

器
は

，
適

切
な

材
料

の
選

定
，

腐
食

代
の

設
定

等

の
安

全
余

裕
を

確
保

し
た

設
計

を
行

っ
て

お
り

，
ま

た
，

保
守

管
理

に
お

い
て

機
能

維
持

に
係

る
措

置
を

講

じ
る

こ
と

か
ら

，
機

能
喪

失
の

可
能

性
は

非
常

に
低

い
。

ま
た

，
機

器
内

の
放

射
線

分
解

水
素

の
掃

気
，

可

燃
物

の
排

除
，

適
切

な
作

業
管

理
等

に
よ

り
，

火
災

・
爆

発
，

重
量

物
の

落
下

等
の

外
力

に
よ

る
変

形
の

可

能
性

を
排

除
し

て
い

る
。

 

こ
の

た
め

，
複

数
の

静
的

な
機

能
が

同
時

に
喪

失
す

る
可

能
性

は
，

極
め

て
低

い
。

 

３
 

「
(ﾛ

)直
接

目
視

又
は

間
接

目
視

に
よ

り
設

備

の
状

態
の

確
認

を
複

数
の

要
員

が
多

数
回

実

施
す

る
場

合
」

の
失

敗
は

，
想

定
し

な
い

。
 

計
器

等
に

よ
る

監
視

に
つ

い
て

は
，

計
器

の
故

障
（

指
示

値
の

ズ
レ

）
に

よ
り

正
し

い
判

断
が

な
さ

れ
な

い

可
能

性
が

あ
る

が
，

直
接

目
視

又
は

間
接

目
視

（
カ

メ
ラ

等
を

介
し

て
行

う
運

転
員

の
目

視
）

に
よ

り
設

備

の
異

常
（

漏
え

い
の

有
無

等
）

を
容

易
に

確
認

で
き

る
場

合
は

，
計

器
の

故
障

に
よ

る
判

断
誤

り
を

排
除

で

き
る

（
間

接
目

視
で

使
用

す
る

カ
メ

ラ
の

故
障

は
画

面
の

確
認

で
判

断
可

能
）

と
と

も
に

，
複

雑
な

判
断

を

要
し

な
い

。
ま

た
，

複
数

の
当

直
に

お
け

る
運

転
員

が
確

認
を

行
う

こ
と

で
，

同
一

の
運

転
員

の
認

識
誤

り

を
排

除
で

き
る

。
 

こ
の

よ
う

な
確

認
を

複
数

の
要

員
が

多
数

回
行

う
こ

と
で

異
常

を
検

知
し

，
事

象
の

進
展

を
防

止
で

き
る

こ

と
か

ら
当

該
措

置
の

喪
失

（
失

敗
）

は
想

定
し

な
い

。
 

４
 

「
(ﾊ

)多
様

性
を

有
す

る
手

段
に

よ
り

複
数

の

要
員

が
多

数
回

の
設

備
・

プ
ロ

セ
ス

の
状

態

を
確

認
す

る
こ

と
で

，
異

常
を

検
知

で
き

る

場
合

」
の

失
敗

は
，

想
定

し
な

い
 

測
定

す
る

計
器

に
多

様
性

を
有

す
る

手
段

を
用

い
る

場
合

，
点

検
時

の
校

正
誤

り
の

共
通

要
因

に
よ

る
機

能

喪
失

の
可

能
性

が
低

く
，

仮
に

両
方

の
計

器
が

故
障

し
た

場
合

で
あ

っ
て

も
，

両
者

が
近

い
値

を
指

示
す

る

可
能

性
は

低
く

，
複

数
の

要
員

が
行

う
多

数
回

の
確

認
に

お
い

て
異

常
を

認
知

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

例
）

燃
焼

度
計

測
装

置
は

，
２

種
類

の
異

な
る

手
法

（
中

性
子

線
の

測
定

値
に

基
づ

く
評

価
，

ガ
ン

マ
線

ス

ペ
ク

ト
ル

の
測

定
値

に
基

づ
く

評
価

）
で

燃
焼

度
を

求
め

る
。

こ
れ

ら
の

手
法

は
，

測
定

原
理

が
異

な
る

こ
と

か
ら

，
仮

に
各

々
の

手
法

で
使

用
す

る
計

器
の

異
常

（
測

定
値

の
ズ

レ
）

を
想

定
し

て
も

，
各

々
の

手
法

で
得

ら
れ

た
燃

焼
度

の
値

が
一

致
す

る
可

能
性

が
低

く
，

使
用

済
燃

料
集

合
体

を
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

へ
払

い
出

す
ま

で
の

間
に

両
者

の
比

較
を

複
数

体
の

燃
料

集
体

に
対

し
て

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
異

常
を

検
知

で
き

る
。

ま
た

，
電

源
喪

失
に

よ
り

多
様

性
を

有
す

る
測

定
手

法
が

同
時

に
機

能
を

喪
失

す
る

場
合
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は
，

使
用

済
燃

料
集

合
体

の
搬

送
に

必
要

な
搬

送
機

器
が

停
止

し
，

処
理

運
転

を
継

続
で

き
な

い
こ

と
か

ら
臨

界
に

至
る

こ
と

は
な

い
。

 

５
 

「
(ﾆ

)臨
界

と
な

る
条

件
に

達
す

る
ま

で
に

非

常
に

多
数

の
故

障
，

誤
作

動
又

は
誤

操
作

を

必
要

と
す

る
場

合
」

は
，

臨
界

に
至

る
こ

と

を
想

定
し

な
い

。
 

臨
界

に
至

る
条

件
に

達
す

る
ま

で
に

，
特

定
の

機
能

を
喪

失
し

た
状

態
で

の
操

作
を

数
十

回
と

繰
り

返
す

必

要
が

あ
る

場
合

は
，

複
数

回
の

状
態

の
確

認
，

複
数

の
当

直
に

お
け

る
運

転
員

の
関

与
に

よ
り

異
常

に
気

づ

く
こ

と
が

で
き

る
。

 

６
 

「
(ﾎ

)独
立

し
た

信
頼

性
の

高
い

運
転

管
理

及

び
関

連
す

る
操

作
に

お
い

て
複

数
の

要
員

が

多
数

回
の

設
備

の
状

態
の

確
認

を
行

う
こ

と

で
異

常
を

検
知

で
き

る
場

合
」

の
失

敗
は

，

想
定

し
な

い
。

 

独
立

し
た

操
作

，
確

認
で

あ
っ

て
，

臨
界

に
至

る
こ

と
を

防
止

す
る

措
置

を
含

む
計

画
を

運
転

部
門

と
は

異

な
る

組
織

で
確

認
す

る
こ

と
で

，
十

分
に

信
頼

性
を

確
保

す
る

と
と

も
に

，
そ

れ
に

引
き

続
き

複
数

回
の

設

備
の

状
態

の
確

認
を

行
う

場
合

は
，

そ
れ

ら
の

全
て

を
同

時
に

誤
る

こ
と

は
考

え
ら

れ
な

い
。

 

例
）

ア
ル

カ
リ

洗
浄

を
行

う
場

合
は

，
ア

ル
カ

リ
洗

浄
を

開
始

す
る

に
先

立
ち

，
計

画
を

策
定

し
た

上
で

行

う
。

計
画

で
は

，
ア

ル
カ

リ
洗

浄
の

前
提

条
件

と
し

て
，

関
連

す
る

機
器

か
ら

核
燃

料
物

質
の

排
出

が
完

了
し

て
い

る
こ

と
の

確
認

を
含

め
る

。
計

画
は

，
核

燃
料

取
扱

主
任

者
を

含
む

複
数

の
者

が
確

認
す

る
。

ア
ル

カ
リ

洗
浄

に
係

る
操

作
は

，
当

該
計

画
に

従
い

，
運

転
員

が
運

転
手

順
書

を
用

い
て

実
施

す
る

。
こ

の
た

め
，

ア
ル

カ
リ

洗
浄

に
係

る
操

作
に

お
い

て
移

送
先

の
誤

り
や

ア
ル

カ
リ

性
の

溶
液

が
流

れ
る

経
路

上
の

機
器

が
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
の

払
い

出
し

が
不

完
全

と
い

っ
た

誤
操

作
を

想
定

し
て

も
，

計
画

段
階

で
の

措
置

で
核

燃
料

物
質

が
払

い
出

さ
れ

た
状

態
が

確
立

さ
れ

て
お

り
，

臨
界

に
至

る
こ

と
は

な
い

。
 

７
 

複
数

の
配

管
か

ら
の

同
時

の
漏

え
い

は
想

定

し
な

い
。

 

核
燃

料
物

質
を

取
扱

う
系

統
は

，
適

切
な

材
料

を
選

定
し

，
溶

接
の

採
用

，
腐

食
代

の
確

保
と

い
っ

た
漏

え

い
し

難
い

構
造

と
す

る
と

と
も

に
，

配
管

か
ら

の
漏

え
い

を
検

知
し

た
場

合
，

速
や

か
に

当
該

セ
ル

内
の

溶

液
の

移
送

を
停

止
す

る
こ

と
か

ら
，

同
時

に
複

数
箇

所
か

ら
の

漏
え

い
は

想
定

し
な

い
。
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（1
/9

）

臨
界

事
故

に
係

る
機

能
喪

失
想

定
に

基
づ

く
事

象
抽

出
表

-
３

N
o
.

設
備

名
機

器
名

設
備

の
使

用
方

法
及

び
想

定
事

象
の

概
要

臨
界

防
止

機
能

(故
障

は
赤

、
誤

作
動

は
緑

、
誤

操
作

は
青

）
臨

界
事

故
想

定
根

拠

（臨
界

と
な

る
可

能
性

の
あ

る
状

態
に

達
す

る
ま

で
に

期
待

で
き

る
防

止
措

置
を

整
理

）

臨
界

事
故

が
発

生
す

る
ま

で
の

障
壁

数
（朱

書
き

は
臨

界
事

故
発

生
対

象
機

器
）

故
障

誤
作

動
誤

操
作

想
定

想
定

時
間

余
裕

1
ウ

ラ
ン

・プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

設
備

粉
末

調
整

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
粉

末
調

整
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
の

M
O

X
粉

末
の

質
量

は
，

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

へ
の

M
O

X
粉

末
の

挿
入

及
び

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

か
ら

の
払

出
時

に
行

う
M

O
X
粉

末
質

量
の

秤
量

値
の

積
算

に
よ

り
管

理
す

る
。

秤
量

は
，

1回
の

挿
入

又
は

払
出

あ
た

り
に

2回
実

施
す

る
と

と
も

に
，

秤
量

器
を

使
用

す
る

前
に

校
正

を
行

う
。

ま
た

，
秤

量
値

は
複

数
の

運
転

員
が

確
認

す
る

。
粉

末
調

整
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
へ

の
M

O
X
粉

末
の

挿
入

は
，

所
定

の
容

器
を

使
用

す
る

こ
と

で
１

回
当

た
り

の
挿

入
量

は
gP

uを
超

え
な

い
。

【想
定

事
象

】
粉

末
調

整
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
へ

，
質

量
制

限
を

超
え

る
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
搬

入
を

行
う

こ
と

で
，

臨
界

と
な

る
条

件
に

達
す

る
。

①
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
へ

搬
入

前
の

M
O

X
粉

末
の

質
量

の
秤

量
及

び
積

算
質

量
が

制
限

値
を

超
え

な
い

こ
と

の
確

認
：２

人
×

15
0回

（キ
ャ

ン
ペ

ー
ン

終
了

後
の

搬
入

時
に

確
認

す
る

と
想

定
）

②
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
へ

の
M

O
X
粉

末
搬

入
後

の
M

O
X
粉

末
質

量
の

秤
量

及
び

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

内
の

M
O

X
粉

末
の

在
庫

（積
算

）管
理

：２
人

×
15

0回
③

巡
視

・点
検

に
お

け
る

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

内
の

M
O

X
粉

末
容

器
の

確
認

：２
人

×
15

0回
主

要
な

臨
界

防
止

機
能

：①
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

90
0

0
0

90
0

発
生

し
な

い

約
70

年
(粉

末
調

整
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
に

挿
入

す
る

量
が

，
今

ま
で

の
実

績
か

ら
未

臨
界

質
量

を
超

え
る

ま
で

の
時

間
）

（ロ
）直

接
目

視
又

は
間

接
目

視
に

よ
り

設
備

の
状

態
の

確
認

を
複

数
の

要
員

が
多

数
回

実
施

す
る

場
合

に
該

当
（ニ

）臨
界

と
な

る
条

件
に

達
す

る
ま

で
に

非
常

に
多

数
の

故
障

，
誤

作
動

，
誤

操
作

を
必

要
と

す
る

場
合

に
該

当

粉
末

調
整

G
B

で
取

り
扱

う
M

O
X
粉

末
量

は
，

通
常

，
未

臨
界

質
量

に
比

べ
十

分
に

少
な

い
量

を
制

限
と

し
て

管
理

し
て

い
る

。
粉

末
調

整
Ｇ

Ｂ
へ

の
移

送
が

必
要

な
M

O
X
粉

末
の

発
生

す
る

頻
度

，
量

は
と

も
に

少
な

い
こ

と
か

ら
，

粉
末

調
整

Ｇ
Ｂ

へ
M

O
X
粉

末
を

挿
入

す
る

前
に

行
う

M
O

X
粉

末
重

量
の

秤
量

及
び

挿
入

後
の

M
O

X
粉

末
重

量
の

確
認

に
お

け
る

失
敗

を
想

定
し

て
も

，
粉

末
調

整
Ｇ

Ｂ
内

の
M

O
X
粉

末
量

が
未

臨
界

質
量

を
超

え
る

に
は

，
非

常
に

多
数

回
の

誤
っ

た
挿

入
を

繰
り

返
す

必
要

が
あ

る
こ

と
か

ら
，

本
事

象
に

お
い

て
は

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。

2
ウ

ラ
ン

・プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

酸
化

物
貯

蔵
設

備
貯

蔵
ホ

ー
ル

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
質

量
管

理
と

し
て

各
ホ

ー
ル

に
混

合
酸

化
物

貯
蔵

容
器

１
本

を
収

納
す

る
こ

と
及

び
混

合
酸

化
物

貯
蔵

容
器

の
貯

蔵
時

の
面

間
最

小
距

離
を

確
保

す
る

機
器

で
あ

る
。

混
合

酸
化

物
貯

蔵
容

器
へ

収
納

す
る

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
は

，
Ｐ

ｕ
／

Ｕ
比

が
１

．
５

を
超

え
な

い
よ

う
に

混
合

槽
で

溶
液

を
調

整
し

，
分

析
に

よ
り

Ｐ
ｕ

／
Ｕ

比
を

確
認

し
た

上
で

，
脱

硝
装

置
へ

移
送

し
て

製
造

す
る

。
混

合
槽

か
ら

脱
硝

装
置

へ
の

移
送

経
路

上
の

移
送

機
器

は
，

施
錠

管
理

を
行

う
。

ま
た

，
混

合
酸

化
物

貯
蔵

容
器

へ
収

納
す

る
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
質

量
は

，
所

定
の

質
量

以
下

に
管

理
す

る
。

粉
末

缶
に

充
て

ん
す

る
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
質

量
は

，
粉

末
充

て
ん

第
１

秤
量

器
及

び
粉

末
充

て
ん

第
２

秤
量

器
（安

重
）で

確
認

す
る

。

【想
定

事
象

】
＜

粉
末

缶
へ

の
過

充
て

ん
＞

所
定

の
質

量
を

超
え

る
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
充

て
ん

し
た

混
合

酸
化

物
貯

蔵
容

器
を

貯
蔵

ホ
ー

ル
へ

貯
蔵

す
る

こ
と

で
臨

界
と

な
る

条
件

に
達

す
る

。

＜
粉

末
缶

へ
の

過
充

て
ん

＞
①

粉
末

充
て

ん
第

１
秤

量
器

及
び

粉
末

充
て

ん
第

２
秤

量
器

（安
重

）：
２

系
列

②
粉

末
缶

へ
の

充
て

ん
量

が
規

定
時

間
以

内
に

規
定

量
に

到
達

し
な

い
場

合
の

異
常

警
報

及
び

自
動

運
転

の
停

止
：1

08
回

③
運

転
員

に
よ

る
秤

量
値

確
認

：
1人

×
21

6回
（貯

蔵
容

器
36

体
×

粉
末

缶
3缶

×
秤

量
器

2基
）

主
要

な
臨

界
防

止
機

能
：①

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿

32
6

10
8

2
21

6
発

生
し

な
い

約
30

日
（粉

末
缶

へ
の

過
充

て
ん

が
開

始
及

び
継

続
し

，
貯

蔵
ホ

ー
ル

で
未

臨
界

を
超

え
る

ま
で

の
時

間
）

（イ
）臨

界
に

至
る

こ
と

を
防

止
す

る
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

に
想

定
す

る
設

備
の

状
態

に
お

い
て

処
理

運
転

が
停

止
又

は
停

止
さ

せ
，

そ
れ

以
降

の
処

理
運

転
の

継
続

が
困

難
な

場
合

（作
業

環
境

的
に

不
可

能
な

場
合

を
含

む
）に

該
当

M
O

X
粉

末
を

過
剰

に
充

て
ん

し
た

粉
末

缶
を

混
合

酸
化

物
貯

蔵
容

器
に

入
れ

て
貯

蔵
ホ

ー
ル

へ
収

納
し

た
場

合
，

貯
蔵

ホ
ー

ル
で

臨
界

に
至

る
に

は
質

量
が

超
過

し
た

多
数

（3
6体

，
約

30
日

間
）の

混
合

酸
化

物
貯

蔵
容

器
が

必
要

で
あ

る
。

こ
の

間
，

③
の

粉
末

缶
へ

の
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
充

て
ん

過
程

に
お

け
る

秤
量

器
の

指
示

値
の

変
化

（空
状

態
，

充
て

ん
途

中
の

変
化

，
充

て
ん

完
了

後
）及

び
第

１
秤

量
器

，
第

２
秤

量
器

の
指

示
値

の
差

異
を

複
数

の
当

直
の

運
転

員
が

確
認

す
る

こ
と

で
異

常
に

気
付

き
，

処
理

を
停

止
す

る
こ

と
が

で
き

る
た

め
，

本
事

象
に

お
い

て
は

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。

3
使

用
済

燃
料

貯
蔵

設
備

低
残

留
濃

縮
度

Ｂ
Ｗ

Ｒ
燃

料
貯

蔵
ラ

ッ
ク 低

残
留

濃
縮

度
Ｐ

Ｗ
Ｒ

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク Ｐ
Ｗ

Ｒ
燃

料
用

バ
ス

ケ
ッ

ト

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
使

用
済

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
に

は
，

高
残

留
濃

縮
度

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
と

低
残

留
濃

縮
度

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
の

２
種

類
の

ラ
ッ

ク
を

設
置

し
て

い
る

。
使

用
済

燃
料

集
合

体
の

ウ
ラ

ン
残

留
濃

縮
度

に
応

じ
て

，
高

残
留

濃
縮

度
燃

料
貯

蔵
ラ

ッ
ク

は
，

残
留

濃
縮

度
が

3.
5w

t%
以

下
の

燃
料

集
合

体
を

，
低

残
留

濃
縮

度
燃

料
貯

蔵
ラ

ッ
ク

は
，

残
留

濃
縮

度
が

2.
0
w

t%
以

下
を

収
納

す
る

。
使

用
済

燃
料

集
合

体
の

残
留

濃
縮

度
は

，
使

用
済

燃
料

の
受

け
入

れ
に

際
し

て
燃

料
仮

置
き

ピ
ッ

ト
に

設
置

す
る

燃
焼

度
計

測
装

置
で

測
定

し
た

燃
焼

度
か

ら
評

価
し

た
値

を
使

用
す

る
。

【想
定

事
象

】
＜

低
残

留
濃

縮
度

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
へ

の
高

残
留

濃
縮

度
燃

料
の

誤
装

荷
＞

低
残

留
濃

縮
度

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
（残

留
濃

縮
度

2.
0w

t%
以

下
）へ

高
残

留
濃

縮
度

燃
料

（残
留

濃
縮

度
3
.5

w
t%

以
下

）を
誤

装
荷

す
る

こ
と

で
，

臨
界

と
な

る
条

件
に

達
す

る
。

＜
低

残
留

濃
縮

度
燃

料
貯

蔵
ラ

ッ
ク

へ
の

高
残

留
濃

縮
度

燃
料

の
誤

装
荷

＞
①

搬
入

予
定

に
お

け
る

高
残

留
濃

縮
度

燃
料

の
受

け
入

れ
予

定
の

確
認

：１
回

②
中

性
子

測
定

法
に

よ
り

評
価

し
た

残
留

濃
縮

度
の

確
認

：３
回

（運
転

員
２

人
，

計
算

機
）×

集
合

体
体

数
分

③
ガ

ン
マ

ス
ペ

ク
ト

ル
法

に
よ

り
評

価
し

た
残

留
濃

縮
度

の
確

認
：３

回
（運

転
員

２
人

，
計

算
機

）×
集

合
体

体
数

分
④

計
算

機
に

よ
る

燃
焼

度
計

測
結

果
（中

性
子

測
定

法
／

ガ
ン

マ
ス

ペ
ク

ト
ル

法
）

の
相

互
比

較
に

よ
る

確
認

：１
回

×
集

合
体

体
数

分
⑤

受
け

入
れ

計
画

値
と

燃
焼

度
計

測
結

果
と

の
比

較
に

よ
る

確
認

：１
回

×
集

合
体

体
数

分
⑥

計
算

機
に

よ
る

燃
焼

度
計

測
結

果
に

基
づ

く
燃

焼
度

計
測

後
燃

料
仮

置
き

ラ
ッ

ク
の

選
択

：１
回

×
集

合
体

体
数

分
⑦

運
転

員
に

よ
る

計
算

機
の

選
択

し
た

燃
焼

度
計

測
後

燃
料

仮
置

き
ラ

ッ
ク

の
確

認
：２

人
×

集
合

体
体

数
分

⑧
使

用
済

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
へ

の
移

送
前

の
残

留
濃

縮
度

の
再

確
認

：２
人

主
要

な
臨

界
防

止
機

能
：②

及
び

③
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

11
3

（P
W

R
燃

料
（1

0体
）の

場
合

）
10

30
73

発
生

し
な

い

・B
W

R
燃

料
の

場
合

　
約

11
時

間
（燃

料
集

合
体

（1
2体

）を
燃

焼
度

計
測

前
燃

料
仮

置
き

ラ
ッ

ク
か

ら
燃

焼
度

計
測

装
置

に
移

送
し

，
計

測
後

，
燃

焼
度

計
測

後
燃

料
仮

置
き

ラ
ッ

ク
に

移
送

，
収

納
す

る
。

そ
の

後
，

燃
焼

度
計

測
後

燃
料

仮
置

き
ラ

ッ
ク

か
ら

低
残

留
濃

縮
度

B
W

R
燃

料
貯

蔵
ラ

ッ
ク

に
１

体
目

を
収

納
（誤

装
荷

）す
る

ま
で

に
か

か
る

時
間

）

・P
W

R
燃

料
の

場
合

　
約

8時
間

（燃
料

集
合

体
（1

0体
）を

燃
焼

度
計

測
前

燃
料

仮
置

き
ラ

ッ
ク

か
ら

燃
焼

度
計

測
装

置
に

移
送

し
，

計
測

後
，

燃
焼

度
計

測
後

燃
料

仮
置

き
ラ

ッ
ク

に
移

送
，

収
納

す
る

。
そ

の
後

，
燃

焼
度

計
測

後
燃

料
仮

置
き

ラ
ッ

ク
か

ら
低

残
留

濃
縮

度
P

W
R

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
に

１
体

目
を

収
納

（誤
装

荷
）す

る
ま

で
に

か
か

る
時

間
）

（ハ
）多

様
性

を
有

す
る

手
段

な
ど

に
よ

り
複

数
の

要
員

が
多

数
回

の
設

備
・プ

ロ
セ

ス
の

状
態

を
確

認
す

る
こ

と
で

異
常

を
検

知
で

き
る

場
合

に
該

当

多
様

性
を

有
し

た
測

定
方

法
を

採
用

し
て

お
り

，
計

器
が

故
障

し
た

場
合

，
測

定
原

理
の

違
い

に
よ

り
測

定
結

果
に

差
異

が
生

じ
る

。
複

数
の

測
定

手
法

に
よ

り
評

価
し

た
燃

焼
度

の
相

互
比

較
及

び
受

け
入

れ
計

画
値

と
の

比
較

を
多

数
回

繰
り

返
し

て
行

う
こ

と
に

よ
り

燃
焼

度
計

測
装

置
の

異
常

に
気

付
き

，
燃

料
の

受
け

入
れ

作
業

を
中

断
す

る
こ

と
か

ら
，

臨
界

に
は

至
ら

な
い

。

臨
界

事
故

が
発

生
す

る
ま

で
の

障
壁

数
の

内
訳

に
つ
い
て
は
商

業
機

密
の

観
点

か
ら
公

開
で
き
ま
せ

ん
。

522



（2
/9

）

N
o
.

設
備

名
機

器
名

設
備

の
使

用
方

法
及

び
想

定
事

象
の

概
要

臨
界

防
止

機
能

(故
障

は
赤

、
誤

作
動

は
緑

、
誤

操
作

は
青

）
臨

界
事

故
想

定
根

拠

（臨
界

と
な

る
可

能
性

の
あ

る
状

態
に

達
す

る
ま

で
に

期
待

で
き

る
防

止
措

置
を

整
理

）

臨
界

事
故

が
発

生
す

る
ま

で
の

障
壁

数
（朱

書
き

は
臨

界
事

故
発

生
対

象
機

器
）

故
障

誤
作

動
誤

操
作

想
定

想
定

時
間

余
裕

臨
界

事
故

が
発

生
す

る
ま

で
の

障
壁

数
の

内
訳

4
分

離
建

屋
一

時
貯

留
処

理
設

備
第

３
一

時
貯

留
処

理
槽

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
核

燃
料

物
質

の
抽

出
・逆

抽
出

処
理

に
伴

い
抽

出
器

内
に

生
じ

る
付

着
物

を
除

去
す

る
た

め
，

定
期

的
に

ア
ル

カ
リ

洗
浄

を
行

う
。

ア
ル

カ
リ

洗
浄

で
発

生
し

た
廃

液
は

，
放

射
性

液
体

廃
棄

物
と

し
て

処
理

す
る

。
ア

ル
カ

リ
洗

浄
を

行
う

場
合

は
，

洗
浄

す
る

機
器

，
廃

液
を

移
送

す
る

経
路

上
の

機
器

は
核

燃
料

物
質

を
払

い
出

し
た

状
態

と
す

る
と

と
も

に
，

経
路

外
へ

の
機

器
へ

の
溶

液
の

移
送

を
防

止
す

る
た

め
の

措
置

（移
送

機
器

の
施

錠
管

理
）を

行
う

。

【想
定

事
象

】
ア

ル
カ

リ
洗

浄
で

使
用

し
た

溶
液

の
移

送
に

お
い

て
，

計
画

さ
れ

た
移

送
経

路
外

の
核

燃
料

物
質

を
内

包
す

る
機

器
へ

ア
ル

カ
リ

性
の

廃
液

を
移

送
す

る
こ

と
で

，
核

燃
料

物
質

の
沈

殿
が

生
じ

，
臨

界
と

な
る

条
件

に
達

す
る

。

①
P

u/
F
P

フ
ラ

ッ
シ

ュ
ア

ウ
ト

操
作

及
び

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

が
有

意
量

以
下

で
あ

る
こ

と
の

分
析

に
よ

る
確

認
:2

6人
②

ド
レ

イ
ニ

ン
グ

操
作

及
び

ド
レ

イ
ニ

ン
グ

時
に

お
け

る
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
が

有
意

量
以

下
で

あ
る

こ
と

の
分

析
に

よ
る

確
認

：2
2人

③
ア

ル
カ

リ
洗

浄
計

画
の

策
定

（核
燃

料
物

質
の

排
出

完
了

の
確

認
を

含
む

）：
3

人 ④
洗

浄
で

使
用

す
る

経
路

外
へ

溶
液

の
移

送
を

禁
止

す
る

措
置

（移
送

機
器

の
施

錠
管

理
）：

3人
⑤

酸
洗

浄
操

作
及

び
ド

レ
イ

ニ
ン

グ
時

の
廃

液
中

に
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
が

有
意

量
以

下
で

あ
る

こ
と

の
分

析
に

よ
る

確
認

：2
2人

⑥
純

水
洗

浄
操

作
及

び
ド

レ
イ

ニ
ン

グ
時

の
廃

液
中

に
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
が

有
意

量
以

下
で

あ
る

こ
と

の
分

析
に

よ
る

確
認

：2
2人

主
要

な
臨

界
防

止
機

能
：④

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿

98
0

0
98

発
生

し
な

い
約

11
日

（Ｐ
ｕ

/Ｆ
Ｐ

フ
ラ

ッ
シ

ュ
ア

ウ
ト

か
ら

，
ア

ル
カ

リ
洗

浄
の

実
施

前
ま

で
）

（ホ
）独

立
し

た
信

頼
性

の
高

い
運

転
管

理
及

び
関

連
す

る
操

作
に

お
い

て
複

数
の

要
員

が
多

数
回

の
設

備
の

状
態

の
確

認
を

行
う

場
合

ア
ル

カ
リ

洗
浄

前
の

操
作

に
お

い
て

移
送

先
機

器
か

ら
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
を

排
出

し
，

そ
の

結
果

を
運

転
員

以
外

の
複

数
の

要
員

が
確

認
す

る
と

と
も

に
，

多
数

の
人

員
（延

べ
人

数
）及

び
直

の
交

替
に

よ
る

同
一

で
は

な
い

複
数

の
確

認
者

が
，

臨
界

事
故

発
生

防
止

の
操

作
や

確
認

に
従

事
す

る
た

め
，

臨
界

発
生

前
に

異
常

に
気

が
つ

く
こ

と
が

で
き

る
。

5
精

製
建

屋
一

時
貯

留
処

理
設

備

第
７

一
時

貯
留

処
理

槽
（ア

ル
カ

リ
洗

浄
廃

液
の

誤
移

送
）

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
核

燃
料

物
質

の
抽

出
・逆

抽
出

処
理

に
伴

い
抽

出
器

内
に

生
じ

る
付

着
物

を
除

去
す

る
た

め
，

定
期

的
に

ア
ル

カ
リ

洗
浄

を
行

う
。

ア
ル

カ
リ

洗
浄

で
発

生
し

た
廃

液
は

，
放

射
性

液
体

廃
棄

物
と

し
て

処
理

す
る

。
ア

ル
カ

リ
洗

浄
を

行
う

場
合

は
，

洗
浄

す
る

機
器

，
廃

液
を

移
送

す
る

経
路

上
の

機
器

は
，

核
燃

料
物

質
を

払
い

出
し

た
状

態
と

す
る

と
と

も
に

，
経

路
外

へ
の

機
器

へ
の

溶
液

の
移

送
を

防
止

す
る

た
め

の
措

置
（
移

送
機

器
の

施
錠

管
理

）を
行

う
。

【想
定

事
象

】
ア

ル
カ

リ
洗

浄
で

使
用

し
た

溶
液

の
移

送
に

お
い

て
，

核
燃

料
物

質
を

内
包

す
る

機
器

へ
ア

ル
カ

リ
性

の
廃

液
を

移
送

す
る

こ
と

で
，

核
燃

料
物

質
の

沈
殿

が
生

じ
，

臨
界

と
な

る
条

件
に

達
す

る
。

①
P

u/
F
P

フ
ラ

ッ
シ

ュ
ア

ウ
ト

操
作

及
び

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

が
有

意
量

以
下

で
あ

る
こ

と
の

分
析

に
よ

る
確

認
：1

6人
②

ド
レ

イ
ニ

ン
グ

操
作

及
び

ド
レ

イ
ニ

ン
グ

時
に

お
け

る
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
が

有
意

量
以

下
で

あ
る

こ
と

の
分

析
よ

る
確

認
：2

0人
③

ア
ル

カ
リ

洗
浄

計
画

の
策

定
（核

燃
料

物
質

の
排

出
完

了
の

確
認

を
含

む
）：

3
人 ④

酸
洗

浄
操

作
及

び
ド

レ
イ

ニ
ン

グ
時

の
廃

液
中

に
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
が

有
意

量
以

下
で

あ
る

こ
と

の
分

析
に

よ
る

確
認

：2
2人

⑤
純

水
洗

浄
操

作
及

び
ド

レ
イ

ニ
ン

グ
時

の
廃

液
中

に
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
が

有
意

量
以

下
で

あ
る

こ
と

の
分

析
に

よ
る

確
認

：2
2人

主
要

な
臨

界
防

止
機

能
：①

，
②

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
83

0
0

83
発

生
し

な
い

約
8日

（Ｐ
ｕ

/Ｆ
Ｐ

フ
ラ

ッ
シ

ュ
ア

ウ
ト

か
ら

ア
ル

カ
リ

洗
浄

の
実

施
前

ま
で

）

（ホ
）独

立
し

た
信

頼
性

の
高

い
運

転
管

理
及

び
関

連
す

る
操

作
に

お
い

て
複

数
の

要
員

が
多

数
回

の
設

備
の

状
態

の
確

認
を

行
う

場
合

ア
ル

カ
リ

洗
浄

前
の

操
作

に
お

い
て

移
送

先
機

器
か

ら
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
を

排
出

し
，

そ
の

結
果

を
運

転
員

以
外

の
複

数
の

要
員

が
確

認
す

る
と

と
も

に
，

多
数

の
人

員
（延

べ
人

数
）及

び
直

の
交

替
に

よ
る

同
一

で
は

な
い

複
数

の
確

認
者

が
，

臨
界

事
故

発
生

防
止

の
操

作
や

確
認

に
従

事
す

る
た

め
，

臨
界

発
生

前
に

異
常

に
気

が
つ

く
こ

と
が

で
き

る
。

6
ウ

ラ
ン

・プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

設
備

脱
硝

装
置

（脱
硝

皿
）

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
脱

硝
皿

取
扱

装
置

に
お

い
て

脱
硝

皿
内

の
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
気

流
輸

送
に

よ
り

払
い

出
し

た
後

に
脱

硝
装

置
に

受
け

入
れ

，
ウ

ラ
ン

・プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

溶
液

を
供

給
す

る
。

脱
硝

皿
の

重
量

確
認

及
び

空
気

輸
送

終
了

検
知

に
よ

り
脱

硝
皿

取
扱

装
置

の
起

動
条

件
信

号
を

発
す

る
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

に
よ

り
脱

硝
皿

取
扱

装
置

に
お

け
る

気
流

輸
送

の
完

了
を

確
認

す
る

。

【想
定

事
象

】
脱

硝
皿

へ
の

ウ
ラ

ン
・プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
溶

液
の

多
重

装
荷

に
よ

り
，

脱
硝

皿
取

扱
装

置
内

の
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
質

量
が

，
質

量
制

限
値

を
超

え
て

，
臨

界
に

至
る

条
件

に
達

す
る

。

①
脱

硝
皿

か
ら

の
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
気

流
輸

送
：１

セ
ッ

ト
②

脱
硝

皿
の

重
量

確
認

及
び

空
気

輸
送

終
了

検
知

に
よ

り
脱

硝
皿

取
扱

装
置

の
起

動
条

件
信

号
を

発
す

る
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

：２
系

列
（多

様
化

）
③

運
転

員
の

間
接

目
視

に
よ

る
脱

硝
皿

内
の

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
が

気
流

輸
送

さ
れ

た
こ

と
の

確
認

（確
認

完
了

操
作

を
も

っ
て

次
の

工
程

へ
移

行
）：

２
人

×
36

回
（脱

硝
処

理
開

始
の

都
度

確
認

）
④

放
管

員
に

よ
る

脱
硝

皿
を

取
り

扱
う

部
屋

に
設

置
さ

れ
た

中
性

子
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

指
示

値
の

確
認

：２
回

主
要

な
臨

界
防

止
機

能
：②

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
77

1
2

74
発

生
し

な
い

約
42

時
間

（脱
硝

皿
に

混
合

溶
液

を
供

給
し

，
脱

硝
し

た
後

，
気

流
移

送
せ

ず
に

，
再

び
混

合
溶

液
の

供
給

及
び

脱
硝

を
繰

り
返

し
て

，
脱

硝
皿

取
扱

装
置

で
未

臨
界

質
量

を
超

え
る

ま
で

の
時

間
）

（ロ
）直

接
目

視
又

は
間

接
目

視
に

よ
り

設
備

の
状

態
の

確
認

を
複

数
の

要
員

が
多

数
回

実
施

す
る

場
合

に
該

当

脱
硝

皿
へ

の
多

重
装

荷
に

よ
り

核
燃

料
物

質
が

臨
界

に
至

る
量

に
達

す
る

ま
で

に
は

，
繰

り
返

し
の

供
給

を
必

要
と

す
る

が
，

運
転

員
が

１
回

の
供

給
ご

と
に

脱
硝

皿
に

核
燃

料
物

質
が

残
留

し
て

い
な

い
こ

と
の

確
認

操
作

を
行

っ
て

か
ら

供
給

を
開

始
す

る
こ

と
，

そ
の

他
の

多
数

の
確

認
の

失
敗

を
必

要
と

す
る

。
以

上
の

こ
と

か
ら

，
本

事
象

に
お

い
て

は
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

7
使

用
済

燃
料

貯
蔵

設
備

低
残

留
濃

縮
度

Ｂ
Ｗ

Ｒ
燃

料
貯

蔵
ラ

ッ
ク 低

残
留

濃
縮

度
Ｐ

Ｗ
Ｒ

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク Ｐ
Ｗ

Ｒ
燃

料
用

バ
ス

ケ
ッ

ト

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
使

用
済

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
に

は
，

高
残

留
濃

縮
度

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
と

低
残

留
濃

縮
度

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
の

２
種

類
の

ラ
ッ

ク
を

設
置

し
て

い
る

。
使

用
済

燃
料

集
合

体
の

ウ
ラ

ン
残

留
濃

縮
度

に
応

じ
て

，
高

残
留

濃
縮

度
燃

料
貯

蔵
ラ

ッ
ク

は
，

残
留

濃
縮

度
が

3.
5w

t%
以

下
の

燃
料

集
合

体
を

，
低

残
留

濃
縮

度
燃

料
貯

蔵
ラ

ッ
ク

は
，

残
留

濃
縮

度
が

2.
0
w

t%
以

下
を

収
納

す
る

。
使

用
済

燃
料

集
合

体
の

残
留

濃
縮

度
は

，
使

用
済

燃
料

の
受

け
入

れ
に

際
し

て
燃

料
仮

置
き

ピ
ッ

ト
に

設
置

す
る

燃
焼

度
計

測
装

置
で

測
定

し
た

燃
焼

度
か

ら
評

価
し

た
値

を
使

用
す

る
。

燃
焼

度
計

測
の

結
果

，
高

残
留

濃
縮

度
燃

料
と

判
定

さ
れ

た
場

合
，

燃
料

を
つ

り
あ

げ
て

い
る

間
は

，
燃

焼
度

計
測

後
燃

料
仮

置
き

ラ
ッ

ク
（低

残
留

濃
縮

度
エ

リ
ア

）上
で

の
ホ

イ
ス

ト
の

昇
降

を
禁

止
す

る
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

が
設

置
さ

れ
て

い
る

。

【想
定

事
象

】
＜

高
残

留
濃

縮
度

と
判

定
し

た
燃

料
集

合
体

の
低

残
留

濃
縮

度
エ

リ
ア

へ
の

誤
装

荷
＞

燃
焼

度
計

測
の

結
果

，
高

残
留

濃
縮

度
燃

料
と

判
定

さ
れ

た
場

合
で

あ
っ

て
，

燃
焼

度
計

測
後

燃
料

仮
置

き
ラ

ッ
ク

（
低

残
留

濃
縮

度
エ

リ
ア

）上
で

の
ホ

イ
ス

ト
の

昇
降

を
禁

止
す

る
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

が
機

能
喪

失
し

，
誤

装
荷

す
る

。
そ

の
後

，
低

残
留

濃
縮

度
燃

料
貯

蔵
ラ

ッ
ク

（残
留

濃
縮

度
2.

0w
t%

以
下

）
へ

高
残

留
濃

縮
度

燃
料

（残
留

濃
縮

度
3.

5w
t%

以
下

）を
誤

装
荷

す
る

こ
と

で
，

臨
界

と
な

る
条

件
に

達
す

る
。

＜
高

残
留

濃
縮

度
と

判
定

し
た

燃
料

集
合

体
の

低
残

留
濃

縮
度

エ
リ

ア
へ

の
誤

装
荷

＞
①

燃
焼

度
計

測
装

置
で

の
残

留
濃

縮
度

を
確

認
後

，
残

留
濃

縮
度

に
応

じ
て

燃
焼

度
計

測
後

燃
料

仮
置

き
ラ

ッ
ク

の
収

納
エ

リ
ア

を
自

動
で

選
択

：計
算

機
×

集
合

体
体

数
分

②
運

転
員

が
計

算
機

の
選

択
し

た
収

納
エ

リ
ア

が
適

切
で

あ
る

こ
と

を
確

認
：２

人
×

集
合

体
体

数
分

③
高

残
留

濃
縮

度
燃

料
と

判
定

さ
れ

た
燃

料
取

扱
い

時
に

燃
焼

度
計

測
後

燃
料

仮
置

き
ラ

ッ
ク

（低
残

留
濃

縮
度

エ
リ

ア
）上

で
の

ホ
イ

ス
ト

の
昇

降
を

禁
止

す
る

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
：１

セ
ッ

ト
④

運
転

員
に

よ
る

仮
置

き
場

所
へ

の
移

送
中

の
監

視
：２

人
×

集
合

体
体

数
分

⑤
運

転
員

の
間

接
目

視
に

よ
る

仮
置

き
完

了
後

の
仮

置
き

場
所

が
正

し
い

こ
と

の
確

認
：２

人
×

集
合

体
体

数
分

⑥
使

用
済

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
へ

の
移

送
前

の
残

留
濃

縮
度

の
再

確
認

：２
人

⑦
高

残
留

濃
縮

度
燃

料
を

収
納

し
た

収
納

缶
の

使
用

済
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

（高
残

留
濃

縮
度

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
）へ

の
搬

送
中

の
運

転
員

に
よ

る
監

視
（高

残
留

判
定

後
引

き
続

き
実

施
）：

２
人

主
要

な
臨

界
防

止
機

能
：③

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿

75 （P
W

R
燃

料
（1

0体
）の

場
合

）
1

10
64

発
生

し
な

い

・B
W

R
燃

料
の

場
合

　
約

11
時

間
（燃

料
集

合
体

（1
2体

）を
燃

焼
度

計
測

前
燃

料
仮

置
き

ラ
ッ

ク
か

ら
燃

焼
度

計
測

装
置

に
移

送
し

，
計

測
後

，
燃

焼
度

計
測

後
燃

料
仮

置
き

ラ
ッ

ク
に

移
送

，
収

納
す

る
。

そ
の

後
，

燃
焼

度
計

測
後

燃
料

仮
置

き
ラ

ッ
ク

か
ら

低
残

留
濃

縮
度

B
W

R
燃

料
貯

蔵
ラ

ッ
ク

に
１

体
目

を
収

納
（誤

装
荷

）す
る

ま
で

に
か

か
る

時
間

）

・P
W

R
燃

料
の

場
合

　
約

8時
間

（燃
料

集
合

体
（1

0体
）を

燃
焼

度
計

測
前

燃
料

仮
置

き
ラ

ッ
ク

か
ら

燃
焼

度
計

測
装

置
に

移
送

し
，

計
測

後
，

燃
焼

度
計

測
後

燃
料

仮
置

き
ラ

ッ
ク

に
移

送
，

収
納

す
る

。
そ

の
後

，
燃

焼
度

計
測

後
燃

料
仮

置
き

ラ
ッ

ク
か

ら
低

残
留

濃
縮

度
P

W
R

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
に

１
体

目
を

収
納

（誤
装

荷
）す

る
ま

で
に

か
か

る
時

間
）

（イ
）臨

界
に

至
る

こ
と

を
防

止
す

る
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

に
想

定
す

る
設

備
の

状
態

に
お

い
て

処
理

運
転

が
停

止
し

又
は

停
止

さ
せ

，
そ

れ
以

降
の

処
理

運
転

の
継

続
が

困
難

な
場

合
（作

業
環

境
的

に
不

可
能

な
場

合
を

含
む

）に
該

当

燃
焼

度
計

測
装

置
の

判
定

結
果

を
確

認
し

，
移

送
時

に
お

い
て

複
数

の
運

転
員

が
行

き
先

を
監

視
す

る
と

と
も

に
，

仮
置

き
完

了
後

に
仮

置
き

場
所

に
相

違
な

い
こ

と
を

複
数

の
運

転
員

が
確

認
し

異
常

に
気

づ
く
（高

残
留

濃
縮

度
燃

料
は

，
判

定
後

，
す

ぐ
に

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
ま

で
運

搬
す

る
際

に
，

収
納

缶
に

燃
料

集
合

体
が

収
納

さ
れ

て
い

な
い

こ
と

に
気

付
く
）こ

と
か

ら
臨

界
に

は
至

ら
な

い
。

523
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）

N
o
.

設
備

名
機

器
名

設
備

の
使

用
方

法
及

び
想

定
事

象
の

概
要

臨
界

防
止

機
能

(故
障

は
赤

、
誤

作
動

は
緑

、
誤

操
作

は
青

）
臨

界
事

故
想

定
根

拠

（臨
界

と
な

る
可

能
性

の
あ

る
状

態
に

達
す

る
ま

で
に

期
待

で
き

る
防

止
措

置
を

整
理

）

臨
界

事
故

が
発

生
す

る
ま

で
の

障
壁

数
（朱

書
き

は
臨

界
事

故
発

生
対

象
機

器
）

故
障

誤
作

動
誤

操
作

想
定

想
定

時
間

余
裕

臨
界

事
故

が
発

生
す

る
ま

で
の

障
壁

数
の

内
訳

8
清

澄
・計

量
設

備
中

継
槽

A
,B

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
使

用
済

燃
料

の
溶

解
処

理
に

伴
い

溶
解

槽
・よ

う
素

追
い

出
し

槽
の

内
部

に
堆

積
す

る
付

着
物

を
除

去
す

る
た

め
，

定
期

的
に

ア
ル

カ
リ

性
試

薬
を

使
用

し
た

洗
浄

を
行

う
（以

下
，

ア
ル

カ
リ

性
試

薬
を

使
用

し
た

プ
ロ

セ
ス

機
器

内
を

洗
浄

す
る

作
業

を
総

称
し

て
「ア

ル
カ

リ
洗

浄
」と

い
う

）。
ア

ル
カ

リ
洗

浄
で

発
生

し
た

廃
液

は
，

硝
酸

に
よ

る
中

和
・酸

性
化

処
理

後
，

分
離

建
屋

の
ウ

ラ
ン

平
衡

用
硝

酸
と

し
て

分
離

建
屋

へ
移

送
す

る
。

ア
ル

カ
リ

洗
浄

を
行

う
場

合
は

，
洗

浄
す

る
機

器
，

廃
液

を
移

送
す

る
経

路
上

の
機

器
は

核
燃

料
物

質
を

払
い

出
し

た
状

態
と

す
る

と
と

も
に

，
経

路
外

へ
の

機
器

へ
の

溶
液

の
移

送
を

防
止

す
る

た
め

の
措

置
（移

送
機

器
の

施
錠

管
理

）を
行

う
。

【想
定

事
象

】
ア

ル
カ

リ
洗

浄
で

使
用

し
た

溶
液

の
移

送
に

お
い

て
，

計
画

さ
れ

た
移

送
経

路
外

の
核

燃
料

物
質

を
内

包
す

る
機

器
へ

ア
ル

カ
リ

性
の

廃
液

を
移

送
す

る
こ

と
で

，
核

燃
料

物
質

の
沈

殿
が

生
じ

，
臨

界
と

な
る

条
件

に
達

す
る

。

①
溶

解
液

ド
レ

イ
ニ

ン
グ

：8
人

②
経

路
外

の
貯

槽
に

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

が
有

意
量

以
下

で
あ

る
こ

と
の

分
析

に
よ

る
確

認
：3

人
③

洗
浄

で
使

用
す

る
経

路
外

へ
溶

液
の

移
送

を
禁

止
す

る
措

置
（移

送
機

器
の

施
錠

管
理

）：
②

の
３

人
に

含
ま

れ
る

。
④

酸
洗

浄
後

の
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
が

有
意

量
以

下
で

あ
る

こ
と

の
分

析
に

よ
る

確
認

，
及

び
ド

レ
イ

ニ
ン

グ
操

作
：2

5人
⑤

ア
ル

カ
リ

洗
浄

計
画

の
策

定
（核

燃
料

物
質

の
排

出
完

了
の

確
認

を
含

む
）：

３
人 ⑥

洗
浄

で
使

用
す

る
経

路
外

へ
溶

液
の

移
送

を
禁

止
す

る
措

置
（移

送
機

器
の

施
錠

管
理

）：
5人

⑦
酸

張
り

込
み

時
の

施
錠

・開
錠

操
作

手
順

書
（鍵

貸
出

管
理

含
む

）の
操

作
及

び
承

認
：９

人
⑧

酸
張

り
込

み
後

の
酸

性
化

に
必

要
な

硝
酸

量
で

あ
る

こ
と

の
分

析
に

よ
る

確
認

：
⑦

の
９

人
に

含
ま

れ
る

⑨
ア

ル
カ

リ
試

薬
濃

度
の

分
析

に
よ

る
確

認
，

純
水

及
び

ア
ル

カ
リ

試
薬

張
り

込
み

時
の

施
錠

・開
錠

操
作

手
順

書
（鍵

貸
出

管
理

含
む

）の
操

作
及

び
承

認
：3

人
⑩

ア
ル

カ
リ

洗
浄

時
の

ア
ル

カ
リ

試
薬

供
給

量
の

分
析

に
よ

る
確

認
：７

人
⑪

ア
ル

カ
リ

洗
浄

液
受

入
後

に
酸

性
化

さ
れ

て
い

る
こ

と
の

分
析

に
よ

る
確

認
：1

1
名 主

要
な

臨
界

防
止

機
能

：③
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

74
0

0
74

発
生

し
な

い

約
8日

（溶
解

液
ド

レ
イ

ニ
ン

グ
か

ら
，

ア
ル

カ
リ

洗
浄

液
受

入
後

に
酸

性
化

さ
れ

て
い

る
こ

と
の

分
析

に
よ

る
確

認
ま

で
の

時
間

）

（ホ
）独

立
し

た
信

頼
性

の
高

い
運

転
管

理
及

び
関

連
す

る
操

作
に

お
い

て
複

数
の

要
員

が
多

数
回

の
設

備
の

状
態

の
確

認
を

行
う

場
合

ア
ル

カ
リ

洗
浄

前
の

操
作

に
お

い
て

移
送

先
機

器
か

ら
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
を

排
出

し
，

そ
の

結
果

を
運

転
員

以
外

の
複

数
の

要
員

が
確

認
す

る
と

と
も

に
，

多
数

の
人

員
（延

べ
人

数
）及

び
直

の
交

替
に

よ
る

同
一

で
は

な
い

複
数

の
確

認
者

が
，

臨
界

事
故

発
生

防
止

の
操

作
や

確
認

に
従

事
す

る
た

め
，

臨
界

発
生

前
に

異
常

に
気

が
つ

く
こ

と
が

で
き

る
。

9
清

澄
・計

量
設

備
計

量
前

中
間

貯
槽

A
,B

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
使

用
済

燃
料

の
溶

解
処

理
に

伴
い

溶
解

槽
・よ

う
素

追
い

出
し

槽
の

内
部

に
堆

積
す

る
付

着
物

を
除

去
す

る
た

め
，

定
期

的
に

ア
ル

カ
リ

性
試

薬
を

使
用

し
た

洗
浄

を
行

う
（以

下
，

ア
ル

カ
リ

性
試

薬
を

使
用

し
た

プ
ロ

セ
ス

機
器

内
を

洗
浄

す
る

作
業

を
総

称
し

て
「ア

ル
カ

リ
洗

浄
」と

い
う

）。
ア

ル
カ

リ
洗

浄
で

発
生

し
た

廃
液

は
，

硝
酸

に
よ

る
中

和
・酸

性
化

処
理

後
，

分
離

建
屋

の
ウ

ラ
ン

平
衡

用
硝

酸
と

し
て

分
離

建
屋

へ
移

送
す

る
。

ア
ル

カ
リ

洗
浄

を
行

う
場

合
は

，
洗

浄
す

る
機

器
，

廃
液

を
移

送
す

る
経

路
上

の
機

器
は

核
燃

料
物

質
を

払
い

出
し

た
状

態
と

す
る

と
と

も
に

，
経

路
外

へ
の

機
器

へ
の

溶
液

の
移

送
を

防
止

す
る

た
め

の
措

置
（移

送
機

器
の

施
錠

管
理

）を
行

う
。

【想
定

事
象

】
ア

ル
カ

リ
洗

浄
で

使
用

し
た

溶
液

の
移

送
に

お
い

て
，

計
画

さ
れ

た
移

送
経

路
外

の
核

燃
料

物
質

を
内

包
す

る
機

器
へ

ア
ル

カ
リ

性
の

廃
液

を
移

送
す

る
こ

と
で

，
核

燃
料

物
質

の
沈

殿
が

生
じ

，
臨

界
と

な
る

条
件

に
達

す
る

。

①
溶

解
液

ド
レ

イ
ニ

ン
グ

：8
人

②
経

路
外

の
貯

槽
に

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

が
有

意
量

以
下

で
あ

る
こ

と
の

分
析

に
よ

る
確

認
：3

人
③

洗
浄

で
使

用
す

る
経

路
外

へ
溶

液
の

移
送

を
禁

止
す

る
措

置
（移

送
機

器
の

施
錠

管
理

）：
②

の
３

人
に

含
ま

れ
る

。
④

酸
洗

浄
後

の
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
が

有
意

量
以

下
で

あ
る

こ
と

の
分

析
に

よ
る

確
認

，
及

び
ド

レ
イ

ニ
ン

グ
操

作
：2

5人
⑤

ア
ル

カ
リ

洗
浄

計
画

の
策

定
（核

燃
料

物
質

の
排

出
完

了
の

確
認

を
含

む
）：

３
人 ⑥

洗
浄

で
使

用
す

る
経

路
外

へ
溶

液
の

移
送

を
禁

止
す

る
措

置
（移

送
機

器
の

施
錠

管
理

）：
5人

⑦
酸

張
り

込
み

時
の

施
錠

・開
錠

操
作

手
順

書
（鍵

貸
出

管
理

含
む

）の
操

作
及

び
承

認
：９

人
⑧

酸
張

り
込

み
後

の
酸

性
化

に
必

要
な

硝
酸

量
で

あ
る

こ
と

の
分

析
に

よ
る

確
認

：
⑦

の
９

人
に

含
ま

れ
る

⑨
ア

ル
カ

リ
試

薬
濃

度
の

分
析

に
よ

る
確

認
，

純
水

及
び

ア
ル

カ
リ

試
薬

張
り

込
み

時
の

施
錠

・開
錠

操
作

手
順

書
（鍵

貸
出

管
理

含
む

）の
操

作
及

び
承

認
：3

人
⑩

ア
ル

カ
リ

洗
浄

時
の

ア
ル

カ
リ

試
薬

供
給

量
の

分
析

に
よ

る
確

認
：７

人
⑪

ア
ル

カ
リ

洗
浄

液
受

入
後

に
酸

性
化

さ
れ

て
い

る
こ

と
の

分
析

に
よ

る
確

認
：1

1
人 主

要
な

臨
界

防
止

機
能

：③
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

74
0

0
74

発
生

し
な

い

約
8日

（溶
解

液
ド

レ
イ

ニ
ン

グ
か

ら
，

ア
ル

カ
リ

洗
浄

液
受

入
後

に
酸

性
化

さ
れ

て
い

る
こ

と
の

分
析

に
よ

る
確

認
ま

で
の

時
間

）

（ホ
）独

立
し

た
信

頼
性

の
高

い
運

転
管

理
及

び
関

連
す

る
操

作
に

お
い

て
複

数
の

要
員

が
多

数
回

の
設

備
の

状
態

の
確

認
を

行
う

場
合

ア
ル

カ
リ

洗
浄

前
の

操
作

に
お

い
て

移
送

先
機

器
か

ら
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
を

排
出

し
，

そ
の

結
果

を
運

転
員

以
外

の
複

数
の

要
員

が
確

認
す

る
と

と
も

に
，

多
数

の
人

員
（延

べ
人

数
）及

び
直

の
交

替
に

よ
る

同
一

で
は

な
い

複
数

の
確

認
者

が
，

臨
界

事
故

発
生

防
止

の
操

作
や

確
認

に
従

事
す

る
た

め
，

臨
界

発
生

前
に

異
常

に
気

が
つ

く
こ

と
が

で
き

る
。

10
ウ

ラ
ン

・プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

酸
化

物
貯

蔵
設

備
貯

蔵
ホ

ー
ル

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
質

量
管

理
と

し
て

各
ホ

ー
ル

に
混

合
酸

化
物

貯
蔵

容
器

１
本

を
収

納
す

る
こ

と
及

び
混

合
酸

化
物

貯
蔵

容
器

の
貯

蔵
時

の
面

間
最

小
距

離
を

確
保

す
る

機
器

で
あ

る
。

混
合

酸
化

物
貯

蔵
容

器
へ

収
納

す
る

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
は

，
Ｐ

ｕ
／

Ｕ
比

が
１

．
５

を
超

え
な

い
よ

う
に

混
合

槽
で

溶
液

を
調

整
し

，
分

析
に

よ
り

Ｐ
ｕ

／
Ｕ

比
を

確
認

し
た

上
で

，
脱

硝
装

置
へ

移
送

し
て

製
造

す
る

。
混

合
槽

か
ら

脱
硝

装
置

へ
の

移
送

経
路

上
の

移
送

機
器

は
，

施
錠

管
理

を
行

う
。

ま
た

，
混

合
酸

化
物

貯
蔵

容
器

へ
収

納
す

る
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
質

量
は

，
所

定
の

質
量

以
下

に
管

理
す

る
。

粉
末

缶
に

充
て

ん
す

る
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
質

量
は

，
粉

末
充

て
ん

第
１

秤
量

器
及

び
粉

末
充

て
ん

第
２

秤
量

器
（安

重
）で

確
認

す
る

。

【想
定

事
象

】
＜

P
u/

U
比

誤
り

＞
上

流
の

混
合

槽
で

Ｐ
ｕ

／
Ｕ

比
の

高
い

溶
液

を
脱

硝
し

た
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
製

造
し

，
そ

れ
を

充
て

ん
し

た
混

合
酸

化
物

貯
蔵

容
器

を
貯

蔵
ホ

ー
ル

へ
貯

蔵
す

る
こ

と
で

臨
界

に
至

る
。

＜
P

u/
U

比
誤

り
＞

①
混

合
槽

に
お

け
る

混
合

溶
液

の
調

整
に

お
け

る
液

位
の

確
認

：３
貯

槽
×

各
１

回
×

６
回

混
合

分
②

逐
次

並
行

分
析

に
よ

る
組

成
の

確
認

：２
回

×
6回

混
合

分
③

溶
液

中
の

Ｐ
ｕ

／
Ｕ

比
の

分
析

結
果

の
確

認
（施

錠
管

理
の

開
錠

手
続

き
）：

３
人

×
６

回
混

合
分

④
硝

酸
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
溶

液
だ

け
計

画
よ

り
多

量
に

送
液

す
る

こ
と

か
ら

，
精

製
建

屋
の

運
転

員
が

移
送

計
画

と
異

な
る

こ
と

を
確

認
：1

人
×

１
回

⑤
放

管
員

に
よ

る
混

合
溶

液
及

び
粉

末
を

取
り

扱
う

部
屋

に
設

置
さ

れ
た

中
性

子
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

指
示

値
の

確
認

：3
6回

主
要

な
臨

界
防

止
機

能
：③

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
85

0
0

85
発

生
し

な
い

約
36

日
（混

合
溶

液
の

調
整

か
ら

Ｐ
ｕ

/Ｕ
比

を
誤

っ
て

貯
蔵

ホ
ー

ル
で

臨
界

事
故

が
発

生
す

る
ま

で
の

時
間

）

(ｲ
)臨

界
に

至
る

こ
と

を
防

止
す

る
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

に
想

定
す

る
設

備
の

状
態

に
お

い
て

処
理

運
転

が
停

止
し

又
は

停
止

さ
せ

，
そ

れ
以

降
の

処
理

運
転

の
継

続
が

困
難

な
場

合
（作

業
環

境
的

に
不

可
能

な
場

合
を

含
む

）

１
回

の
混

合
操

作
で

混
合

比
を

誤
っ

て
調

整
し

た
溶

液
を

全
て

M
O

X
粉

末
と

し
て

混
合

酸
化

物
貯

蔵
容

器
に

入
れ

て
貯

蔵
ホ

ー
ル

へ
収

納
し

て
も

臨
界

に
は

至
ら

な
い

。
一

方
，

混
合

槽
に

硝
酸

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

の
み

を
送

液
す

る
と

，
硝

酸
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
貯

槽
の

想
定

を
超

え
る

液
位

の
低

下
及

び
硝

酸
ウ

ラ
ニ

ル
貯

槽
の

液
位

が
低

下
し

て
い

な
い

こ
と

で
運

転
員

が
異

常
に

気
付

く
と

と
も

に
，

気
付

か
な

か
っ

た
場

合
で

も
硝

酸
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
貯

槽
に

お
い

て
硝

酸
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
溶

液
が

不
足

す
る

こ
と

で
脱

硝
処

理
運

転
が

継
続

で
き

な
く
な

る
こ

と
か

ら
，

本
事

象
に

お
い

て
は

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。

524



（4
/9

）

N
o
.

設
備

名
機

器
名

設
備

の
使

用
方

法
及

び
想

定
事

象
の

概
要

臨
界

防
止

機
能

(故
障

は
赤

、
誤

作
動

は
緑

、
誤

操
作

は
青

）
臨

界
事

故
想

定
根

拠

（臨
界

と
な

る
可

能
性

の
あ

る
状

態
に

達
す

る
ま

で
に

期
待

で
き

る
防

止
措

置
を

整
理

）

臨
界

事
故

が
発

生
す

る
ま

で
の

障
壁

数
（朱

書
き

は
臨

界
事

故
発

生
対

象
機

器
）

故
障

誤
作

動
誤

操
作

想
定

想
定

時
間

余
裕

臨
界

事
故

が
発

生
す

る
ま

で
の

障
壁

数
の

内
訳

11
ウ

ラ
ン

・プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

設
備

粉
末

充
て

ん
機

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
粉

末
充

て
ん

機
へ

粉
末

缶
を

接
続

し
，

粉
末

缶
に

M
O

X
粉

末
を

充
て

ん
す

る
。

粉
末

缶
の

充
て

ん
位

置
を

検
知

し
，

ウ
ラ

ン
・プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
酸

化
物

粉
末

の
充

て
ん

条
件

信
号

を
発

す
る

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
（安

重
）に

よ
り

粉
末

缶
が

接
続

さ
れ

て
い

な
い

状
態

で
の

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
の

充
て

ん
を

防
止

す
る

。

【想
定

事
象

】
粉

末
充

て
ん

機
へ

粉
末

缶
が

接
続

さ
れ

て
い

な
い

状
態

で
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
充

て
ん

を
開

始
し

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

が
機

器
外

で
堆

積
す

る
こ

と
で

，
臨

界
と

な
る

条
件

に
達

す
る

。

①
粉

末
缶

を
搬

送
す

る
粉

末
缶

移
送

装
置

，
充

て
ん

ノ
ズ

ル
が

定
位

置
で

停
止

し
，

容
器

と
接

続
（定

位
置

で
停

止
し

な
い

場
合

の
異

常
警

報
及

び
自

動
運

転
停

止
）：

36
回

②
粉

末
缶

の
充

て
ん

位
置

を
検

知
し

，
ウ

ラ
ン

・プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

酸
化

物
粉

末
の

充
て

ん
条

件
信

号
を

発
す

る
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

（安
重

）：
２

系
列

③
運

転
員

の
目

視
に

よ
る

粉
末

缶
の

接
続

状
態

の
確

認
：１

人
×

12
回

（充
て

ん
の

開
始

の
都

度
確

認
）

④
粉

末
缶

へ
の

充
て

ん
量

が
規

定
時

間
以

内
に

規
定

量
に

到
達

し
な

い
場

合
の

異
常

警
報

及
び

自
動

運
転

の
停

止
：1

2回
⑤

製
品

分
析

の
た

め
の

M
O

X
粉

末
試

料
の

採
取

時
に

お
け

る
M

O
X
粉

末
漏

え
い

の
有

無
の

確
認

：２
人

×
２

回
⑥

放
管

員
に

よ
る

M
O

X
粉

末
を

粉
末

缶
に

充
て

ん
す

る
部

屋
に

設
置

さ
れ

た
中

性
子

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

の
指

示
値

の
確

認
：１

回
主

要
な

臨
界

防
止

機
能

：②
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

67
48

2
17

発
生

し
な

い

約
17

時
間

（粉
末

缶
と

の
接

続
不

良
に

よ
り

全
量

漏
え

い
開

始
か

ら
，

現
実

的
な

未
臨

界
質

量
を

超
え

る
ま

で
の

時
間

）

（イ
）臨

界
に

至
る

こ
と

を
防

止
す

る
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

に
想

定
す

る
設

備
の

状
態

に
お

い
て

処
理

運
転

が
停

止
し

又
は

停
止

さ
せ

，
そ

れ
以

降
の

処
理

運
転

の
継

続
が

困
難

な
場

合
（作

業
環

境
的

に
不

可
能

な
場

合
を

含
む

）に
該

当

粉
末

缶
１

缶
に

充
て

ん
す

る
M

O
X
粉

末
の

全
量

（ 
６

kg
P

u 
）が

漏
え

い
し

て
も

臨
界

に
は

至
ら

な
い

。
M

O
X
粉

末
が

容
器

か
ら

漏
え

い
し

た
場

合
，

規
定

時
間

の
う

ち
に

粉
末

缶
の

充
て

ん
量

が
規

定
量

に
到

達
し

な
い

こ
と

で
，

異
常

警
報

が
発

報
す

る
と

と
も

に
充

て
ん

が
停

止
し

，
次

工
程

に
進

ま
な

い
。

さ
ら

に
M

O
X

粉
末

の
漏

え
い

に
よ

り
，

次
の

充
て

ん
を

行
う

た
め

の
保

管
容

器
の

設
置

が
で

き
ず

，
更

な
る

事
象

進
展

は
想

定
し

な
い

。
以

上
の

こ
と

か
ら

，
本

事
象

に
お

い
て

は
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

12
ウ

ラ
ン

・プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

設
備

粉
砕

機

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
粉

砕
機

へ
保

管
容

器
を

接
続

し
，

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
を

保
管

容
器

へ
充

て
ん

す
る

。
保

管
容

器
の

充
て

ん
位

置
を

検
知

し
，

ウ
ラ

ン
・プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
酸

化
物

粉
末

の
充

て
ん

条
件

信
号

を
発

す
る

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
（安

重
）に

よ
り

容
器

が
接

続
さ

れ
て

い
な

い
状

態
で

の
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
充

て
ん

開
始

を
防

止
す

る
。

【想
定

事
象

】
粉

砕
機

へ
保

管
容

器
が

接
続

さ
れ

て
い

な
い

状
態

で
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
充

て
ん

を
開

始
し

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

が
機

器
外

で
堆

積
す

る
こ

と
で

，
臨

界
と

な
る

条
件

に
達

す
る

。

①
保

管
容

器
を

搬
送

す
る

保
管

容
器

移
動

装
置

，
充

て
ん

ノ
ズ

ル
が

定
位

置
で

停
止

し
，

容
器

と
接

続
（定

位
置

で
停

止
し

な
い

場
合

の
異

常
警

報
及

び
自

動
運

転
停

止
）：

24
回

②
保

管
容

器
の

充
て

ん
位

置
を

検
知

し
，

ウ
ラ

ン
・プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
酸

化
物

粉
末

の
充

て
ん

条
件

信
号

を
発

す
る

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
（安

重
）：

２
系

列
③

運
転

員
の

間
接

目
視

に
よ

る
保

管
容

器
の

接
続

状
態

の
確

認
：１

人
×

８
回

（保
管

容
器

の
充

て
ん

開
始

前
確

認
）

④
製

品
分

析
の

た
め

の
M

O
X
粉

末
試

料
の

採
取

時
に

お
け

る
M

O
X
粉

末
漏

え
い

の
有

無
の

確
認

：２
人

×
２

回
⑤

保
管

容
器

へ
の

充
て

ん
量

が
規

定
時

間
以

内
に

規
定

量
に

到
達

し
な

い
場

合
の

異
常

警
報

及
び

自
動

運
転

の
停

止
：８

回
⑥

放
管

員
に

よ
る

保
管

容
器

を
取

り
扱

う
部

屋
に

設
置

さ
れ

た
中

性
子

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

の
指

示
値

の
確

認
：３

回
⑦

運
転

員
が

巡
視

・点
検

で
，

M
O

X
粉

末
を

保
管

容
器

に
充

て
ん

す
る

部
屋

を
直

接
現

場
確

認
：２

人
×

２
回

主
要

な
臨

界
防

止
機

能
：②

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿

53
32

2
19

発
生

し
な

い

約
56

時
間

（保
管

容
器

と
の

接
続

不
良

に
よ

り
全

量
漏

え
い

の
開

始
か

ら
，

現
実

的
な

未
臨

界
質

量
を

超
え

る
ま

で
の

時
間

）

（イ
）臨

界
に

至
る

こ
と

を
防

止
す

る
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

に
想

定
す

る
設

備
の

状
態

に
お

い
て

処
理

運
転

が
停

止
し

又
は

停
止

さ
せ

，
そ

れ
以

降
の

処
理

運
転

の
継

続
が

困
難

な
場

合
（作

業
環

境
的

に
不

可
能

な
場

合
を

含
む

）に
該

当

保
管

容
器

１
容

器
に

充
て

ん
す

る
M

O
X
粉

末
の

全
量

（９
kg

P
u）

が
漏

え
い

し
て

も
臨

界
に

は
至

ら
な

い
。

M
O

X
粉

末
が

容
器

か
ら

漏
え

い
し

た
場

合
，

規
定

時
間

の
う

ち
に

保
管

容
器

の
充

て
ん

量
が

規
定

量
に

到
達

し
な

い
こ

と
で

，
異

常
警

報
が

発
報

す
る

と
と

も
に

充
て

ん
が

停
止

し
，

次
工

程
に

進
ま

な
い

。
さ

ら
に

M
O

X
粉

末
の

漏
え

い
に

よ
り

，
次

の
充

て
ん

を
行

う
た

め
の

保
管

容
器

の
設

置
が

で
き

ず
，

更
な

る
事

象
進

展
は

想
定

し
な

い
。

以
上

の
こ

と
か

ら
，

本
事

象
に

お
い

て
は

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。

13
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
精

製
設

備

放
射

性
配

管
分

岐
第

１
セ

ル
漏

え
い

液
受

皿
１

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
核

燃
料

物
質

濃
度

が
未

臨
界

濃
度

を
超

え
る

溶
液

を
連

続
的

に
移

送
す

る
配

管
を

有
す

る
漏

え
い

液
受

皿
で

は
，

連
続

移
送

配
管

か
ら

の
漏

え
い

の
継

続
に

よ
り

，
漏

え
い

液
受

皿
内

の
溶

液
（漏

え
い

液
）の

液
厚

が
核

的
制

限
値

を
超

え
る

こ
と

が
な

い
よ

う
，

漏
え

い
検

知
装

置
（安

重
）に

よ
り

漏
え

い
の

有
無

を
監

視
し

，
漏

え
い

を
確

認
し

た
場

合
は

速
や

か
に

溶
液

の
移

送
を

停
止

す
る

措
置

を
講

じ
る

。

【想
定

事
象

】
連

続
移

送
配

管
か

ら
の

溶
液

の
漏

え
い

が
発

生
し

，
さ

ら
に

漏
え

い
検

知
装

置
の

機
能

喪
失

を
想

定
し

た
場

合
，

漏
え

い
液

受
皿

内
の

溶
液

の
液

厚
が

上
昇

し
，

臨
界

と
な

る
液

厚
に

達
す

る
。

①
漏

え
い

検
知

装
置

（安
重

）：
２

系
列

②
運

転
員

に
よ

る
漏

え
い

検
知

装
置

の
指

示
値

の
確

認
：１

５
回

（２
時

間
ご

と
）

③
運

転
員

に
よ

る
プ

ロ
セ

ス
パ

ラ
メ

ー
タ

の
監

視
：1

5回
（２

時
間

ご
と

）
及

び
工

程
停

止
の

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
：１

セ
ッ

ト
④

間
接

目
視

（カ
メ

ラ
等

）を
用

い
た

運
転

員
に

よ
る

漏
え

い
液

受
皿

の
集

液
部

の
溶

液
の

有
無

の
確

認
：１

５
回

主
要

な
臨

界
防

止
機

能
：①

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿

48
3

0
45

発
生

し
な

い

約
31

時
間

（平
常

運
転

時
に

未
臨

界
濃

度
を

超
え

る
溶

液
を

内
包

す
る

連
続

移
送

配
管

の
全

量
漏

え
い

開
始

か
ら

，
漏

え
い

液
が

漏
え

い
液

受
皿

の
核

的
制

限
値

を
超

過
す

る
ま

で
の

時
間

）

通
常

漏
え

い
時

（送
液

量
の

20
％

以
上

）
（イ

）臨
界

に
至

る
こ

と
を

防
止

す
る

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
に

想
定

す
る

設
備

の
状

態
に

お
い

て
処

理
運

転
が

停
止

し
又

は
停

止
さ

せ
，

そ
れ

以
降

の
処

理
運

転
の

継
続

が
困

難
な

場
合

（作
業

環
境

的
に

不
可

能
な

場
合

を
含

む
）に

該
当

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
の

作
動

に
よ

り
工

程
が

自
動

で
停

止
す

る
こ

と
に

よ
り

，
臨

界
と

な
る

液
位

に
達

す
る

ま
で

の
時

間
余

裕
内

に
十

分
漏

え
い

を
停

止
で

き
る

こ
と

か
ら

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

少
量

漏
え

い
時

（送
液

量
の

20
％

未
満

の
漏

え
い

時
）

（ロ
）直

接
目

視
又

は
間

接
目

視
に

よ
り

設
備

の
状

態
の

確
認

を
複

数
の

要
員

が
多

数
回

実
施

す
る

場
合

に
該

当

複
数

の
運

転
員

が
間

接
目

視
（カ

メ
ラ

）に
よ

り
漏

え
い

液
受

皿
の

集
液

部
の

溶
液

の
有

無
の

確
認

し
工

程
を

停
止

す
る

こ
と

に
よ

り
，

臨
界

と
な

る
液

位
に

達
す

る
ま

で
の

時
間

余
裕

内
に

十
分

漏
え

い
を

停
止

で
き

る
こ

と
か

ら
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。

525



（5
/9

）

N
o
.

設
備

名
機

器
名

設
備

の
使

用
方

法
及

び
想

定
事

象
の

概
要

臨
界

防
止

機
能

(故
障

は
赤

、
誤

作
動

は
緑

、
誤

操
作

は
青

）
臨

界
事

故
想

定
根

拠

（臨
界

と
な

る
可

能
性

の
あ

る
状

態
に

達
す

る
ま

で
に

期
待

で
き

る
防

止
措

置
を

整
理

）

臨
界

事
故

が
発

生
す

る
ま

で
の

障
壁

数
（朱

書
き

は
臨

界
事

故
発

生
対

象
機

器
）

故
障

誤
作

動
誤

操
作

想
定

想
定

時
間

余
裕

臨
界

事
故

が
発

生
す

る
ま

で
の

障
壁

数
の

内
訳

14
ウ

ラ
ン

脱
硝

設
備

Ｕ
Ｏ

３
受

槽

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
Ｕ

Ｏ
３

受
槽

は
，

ウ
ラ

ン
酸

化
物

貯
蔵

容
器

を
接

続
し

，
ウ

ラ
ン

酸
化

物
粉

末
を

容
器

へ
充

て
ん

す
る

。
ウ

ラ
ン

酸
化

物
貯

蔵
容

器
充

て
ん

位
置

を
検

知
し

て
ウ

ラ
ン

酸
化

物
粉

末
自

動
充

て
ん

装
置

の
起

動
条

件
信

号
を

発
す

る
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

（安
重

）に
よ

り
容

器
が

接
続

さ
れ

て
い

な
い

状
態

で
の

ウ
ラ

ン
酸

化
物

粉
末

の
充

て
ん

開
始

を
防

止
す

る
。

【想
定

事
象

】
Ｕ

Ｏ
３

受
槽

へ
ウ

ラ
ン

酸
化

物
貯

蔵
容

器
が

接
続

さ
れ

て
い

な
い

状
態

で
ウ

ラ
ン

酸
化

物
粉

末
の

充
て

ん
を

開
始

し
，

ウ
ラ

ン
酸

化
物

が
機

器
外

で
堆

積
す

る
こ

と
で

，
臨

界
と

な
る

条
件

に
達

す
る

。

①
充

て
ん

台
車

等
の

ウ
ラ

ン
酸

化
物

貯
蔵

容
器

を
搬

送
す

る
機

器
が

定
位

置
で

停
止

し
，

容
器

を
接

続
（定

位
置

で
停

止
し

な
い

場
合

の
異

常
警

報
及

び
自

動
運

転
停

止
）：

25
回

②
ウ

ラ
ン

酸
化

物
粉

末
自

動
充

て
ん

装
置

の
起

動
条

件
信

号
（容

器
の

接
続

状
態

の
確

認
）を

発
す

る
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

（安
重

）：
２

系
列

③
運

転
員

の
間

接
目

視
に

よ
る

ウ
ラ

ン
酸

化
物

貯
蔵

容
器

の
接

続
状

態
の

確
認

：
１

人
×

５
回

（充
て

ん
開

始
の

都
度

確
認

）
④

ウ
ラ

ン
酸

化
物

貯
蔵

建
屋

へ
の

搬
出

前
の

ウ
ラ

ン
酸

化
物

貯
蔵

容
器

の
汚

染
検

査
の

確
認

（確
認

完
了

操
作

を
も

っ
て

次
の

工
程

へ
移

行
）：

２
人

×
２

回
（貯

蔵
容

器
２

本
充

て
ん

完
了

時
に

確
認

）
⑤

ウ
ラ

ン
粉

末
を

ウ
ラ

ン
酸

化
物

貯
蔵

容
器

へ
充

て
ん

す
る

部
屋

に
設

置
さ

れ
た

ア
ル

フ
ァ

線
ダ

ス
ト

モ
ニ

タ
及

び
ガ

ン
マ

線
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

指
示

値
の

確
認

：１
回

⑥
ウ

ラ
ン

酸
化

物
貯

蔵
容

器
へ

の
ウ

ラ
ン

酸
化

物
粉

末
の

充
て

ん
場

所
の

巡
視

・
点

検
に

お
け

る
確

認
：１

回
主

要
な

臨
界

防
止

機
能

：②
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

38
25

2
11

発
生

し
な

い

約
24

時
間

（ウ
ラ

ン
酸

化
物

貯
蔵

容
器

と
の

接
続

不
良

に
よ

り
，

ウ
ラ

ン
粉

末
が

全
量

漏
え

い
の

開
始

か
ら

未
臨

界
質

量
を

超
え

る
ま

で
の

時
間

）

（イ
）臨

界
に

至
る

こ
と

を
防

止
す

る
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

に
想

定
す

る
設

備
の

状
態

に
お

い
て

処
理

運
転

が
停

止
し

又
は

停
止

さ
せ

，
そ

れ
以

降
の

処
理

運
転

の
継

続
が

困
難

な
場

合
（作

業
環

境
的

に
不

可
能

な
場

合
を

含
む

）に
該

当

ウ
ラ

ン
酸

化
物

貯
蔵

容
器

１
本

へ
充

て
ん

す
る

核
燃

料
物

質
（粉

末
）の

全
量

を
漏

え
い

し
て

も
臨

界
に

は
至

ら
ず

，
漏

え
い

（容
器

汚
染

）の
な

い
こ

と
を

確
認

し
て

次
の

工
程

へ
移

行
す

る
。

さ
ら

に
核

燃
料

物
質

の
漏

え
い

に
よ

り
，

次
の

充
て

ん
を

行
う

た
め

の
容

器
の

設
置

が
で

き
な

い
。

以
上

よ
り

，
臨

界
に

至
る

可
能

性
は

な
い

と
判

断
す

る
。

15
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
精

製
設

備

油
水

分
離

槽
セ

ル
漏

え
い

液
受

皿
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
溶

液
一

時
貯

槽
セ

ル
漏

え
い

液
受

皿

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
核

燃
料

物
質

濃
度

が
未

臨
界

濃
度

を
超

え
る

溶
液

を
連

続
的

に
移

送
す

る
配

管
を

有
す

る
漏

え
い

液
受

皿
で

は
，

連
続

移
送

配
管

か
ら

の
漏

え
い

の
継

続
に

よ
り

，
漏

え
い

液
受

皿
内

の
溶

液
（漏

え
い

液
）の

液
厚

が
核

的
制

限
値

を
超

え
る

こ
と

が
な

い
よ

う
，

漏
え

い
検

知
装

置
（安

重
）に

よ
り

漏
え

い
の

有
無

を
監

視
し

，
漏

え
い

を
確

認
し

た
場

合
は

速
や

か
に

溶
液

の
移

送
を

停
止

す
る

措
置

を
講

じ
る

。

【想
定

事
象

】
連

続
移

送
配

管
か

ら
の

溶
液

の
漏

え
い

が
発

生
し

，
さ

ら
に

漏
え

い
検

知
装

置
の

機
能

喪
失

を
想

定
し

た
場

合
，

漏
え

い
液

受
皿

内
の

溶
液

の
液

厚
が

上
昇

し
，

臨
界

と
な

る
液

厚
に

達
す

る
。

①
漏

え
い

検
知

装
置

（安
重

）：
２

系
列

②
漏

え
い

検
知

装
置

（安
全

上
重

要
な

施
設

以
外

の
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
）：

１
系

列
③

運
転

員
に

よ
る

漏
え

い
検

知
装

置
の

指
示

値
の

確
認

：１
１

回
（２

時
間

ご
と

）
④

運
転

員
に

よ
る

プ
ロ

セ
ス

パ
ラ

メ
ー

タ
の

監
視

：1
1回

（２
時

間
ご

と
）及

び
工

程
停

止
の

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
：１

セ
ッ

ト
⑤

間
接

目
視

（カ
メ

ラ
）を

用
い

た
運

転
員

に
よ

る
漏

え
い

液
受

皿
の

集
液

部
の

溶
液

の
有

無
の

確
認

：１
１

回
主

要
な

臨
界

防
止

機
能

：①
及

び
②

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿

37
4

0
33

発
生

し
な

い

約
23

時
間

（平
常

運
転

時
に

未
臨

界
濃

度
を

超
え

る
溶

液
を

内
包

す
る

連
続

移
送

配
管

の
全

量
漏

え
い

開
始

か
ら

，
漏

え
い

液
が

漏
え

い
液

受
皿

の
核

的
制

限
値

を
超

過
す

る
ま

で
の

時
間

）

通
常

漏
え

い
時

（送
液

量
の

20
％

以
上

）
（イ

）臨
界

に
至

る
こ

と
を

防
止

す
る

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
に

想
定

す
る

設
備

の
状

態
に

お
い

て
処

理
運

転
が

停
止

し
又

は
停

止
さ

せ
，

そ
れ

以
降

の
処

理
運

転
の

継
続

が
困

難
な

場
合

（作
業

環
境

的
に

不
可

能
な

場
合

を
含

む
）に

該
当

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
の

作
動

に
よ

り
工

程
が

自
動

で
停

止
す

る
こ

と
に

よ
り

，
臨

界
と

な
る

液
位

に
達

す
る

ま
で

の
時

間
余

裕
内

に
十

分
漏

え
い

を
停

止
で

き
る

こ
と

か
ら

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

少
量

漏
え

い
時

（送
液

量
の

20
％

未
満

の
漏

え
い

時
）

（ロ
）直

接
目

視
又

は
間

接
目

視
に

よ
り

設
備

の
状

態
の

確
認

を
複

数
の

要
員

が
多

数
回

実
施

す
る

場
合

に
該

当

複
数

の
運

転
員

が
間

接
目

視
（カ

メ
ラ

）に
よ

り
漏

え
い

液
受

皿
の

集
液

部
の

溶
液

の
有

無
の

確
認

し
工

程
を

停
止

す
る

こ
と

に
よ

り
，

臨
界

と
な

る
液

位
に

達
す

る
ま

で
の

時
間

余
裕

内
に

十
分

漏
え

い
を

停
止

で
き

る
こ

と
か

ら
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。

16
ウ

ラ
ン

脱
硝

設
備

規
格

外
製

品
受

槽

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
規

格
外

製
品

容
器

受
槽

は
，

規
格

外
製

品
容

器
を

接
続

し
，

ウ
ラ

ン
酸

化
物

粉
末

を
容

器
へ

充
て

ん
す

る
。

規
格

外
製

品
容

器
の

規
格

外
製

品
容

器
受

槽
へ

の
接

続
は

，
運

転
員

が
現

場
で

実
施

す
る

。

【想
定

事
象

】
規

格
外

製
品

容
器

受
槽

へ
規

格
外

製
品

容
器

が
接

続
さ

れ
て

い
な

い
状

態
で

ウ
ラ

ン
酸

化
物

粉
末

の
充

て
ん

を
開

始
し

，
ウ

ラ
ン

酸
化

物
が

機
器

外
で

堆
積

す
る

こ
と

で
，

臨
界

と
な

る
条

件
に

達
す

る
。

①
運

転
員

に
よ

る
容

器
の

接
続

及
び

直
接

目
視

に
よ

る
規

格
外

製
品

容
器

の
接

続
状

態
の

確
認

（運
転

員
の

現
場

弁
開

操
作

に
よ

る
充

て
ん

開
始

）：
２

人
×

３
回

（規
格

外
製

品
容

器
（約

15
0k

gU
）
充

て
ん

の
開

始
の

都
度

確
認

）
②

ウ
ラ

ン
粉

末
を

規
格

外
製

品
容

器
へ

充
て

ん
す

る
部

屋
の

床
面

の
ス

ミ
ヤ

採
取

に
よ

る
汚

染
確

認
：２

回
③

ウ
ラ

ン
粉

末
を

規
格

外
製

品
容

器
へ

充
て

ん
す

る
部

屋
に

設
置

さ
れ

た
ア

ル
フ

ァ
線

ダ
ス

ト
モ

ニ
タ

及
び

ガ
ン

マ
線

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

の
指

示
値

の
確

認
：1

4回
④

運
転

員
が

巡
視

・点
検

に
お

い
て

規
格

外
製

品
容

器
へ

の
ウ

ラ
ン

酸
化

物
粉

末
の

充
て

ん
場

所
を

確
認

：1
4回

主
要

な
臨

界
防

止
機

能
：①

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
36

0
0

36
発

生
し

な
い

約
14

日
（規

格
外

製
品

容
器

と
の

接
続

不
良

に
よ

り
，

ウ
ラ

ン
粉

末
が

全
量

漏
え

い
の

開
始

か
ら

未
臨

界
質

量
を

超
え

る
ま

で
の

時
間

）

（イ
）臨

界
に

至
る

こ
と

を
防

止
す

る
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

に
想

定
す

る
設

備
の

状
態

に
お

い
て

処
理

運
転

が
停

止
し

又
は

停
止

さ
せ

，
そ

れ
以

降
の

処
理

運
転

の
継

続
が

困
難

な
場

合
（作

業
環

境
的

に
不

可
能

な
場

合
を

含
む

）に
該

当

１
回

の
操

作
で

容
器

へ
充

て
ん

す
る

核
燃

料
物

質
（粉

末
）の

全
量

を
漏

え
い

し
て

も
臨

界
に

は
至

ら
ず

，
粉

末
の

容
器

へ
の

充
て

ん
は

，
運

転
員

が
接

続
状

態
を

確
認

し
な

が
ら

現
場

弁
開

操
作

に
よ

り
開

始
す

る
。

さ
ら

に
核

燃
料

物
質

の
漏

え
い

に
よ

り
，

次
の

充
て

ん
を

行
う

た
め

の
容

器
の

設
置

が
で

き
な

い
。

以
上

よ
り

，
本

事
象

に
お

い
て

は
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

526



（6
/9

）

N
o
.

設
備

名
機

器
名

設
備

の
使

用
方

法
及

び
想

定
事

象
の

概
要

臨
界

防
止

機
能

(故
障

は
赤

、
誤

作
動

は
緑

、
誤

操
作

は
青

）
臨

界
事

故
想

定
根

拠

（臨
界

と
な

る
可

能
性

の
あ

る
状

態
に

達
す

る
ま

で
に

期
待

で
き

る
防

止
措

置
を

整
理

）

臨
界

事
故

が
発

生
す

る
ま

で
の

障
壁

数
（朱

書
き

は
臨

界
事

故
発

生
対

象
機

器
）

故
障

誤
作

動
誤

操
作

想
定

想
定

時
間

余
裕

臨
界

事
故

が
発

生
す

る
ま

で
の

障
壁

数
の

内
訳

17
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
精

製
設

備

放
射

性
配

管
分

岐
第

１
セ

ル
漏

え
い

液
受

皿
２

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
核

燃
料

物
質

濃
度

が
未

臨
界

濃
度

を
超

え
る

溶
液

を
連

続
的

に
移

送
す

る
配

管
を

有
す

る
漏

え
い

液
受

皿
で

は
，

連
続

移
送

配
管

か
ら

の
漏

え
い

の
継

続
に

よ
り

，
漏

え
い

液
受

皿
内

の
溶

液
（漏

え
い

液
）の

液
厚

が
核

的
制

限
値

を
超

え
る

こ
と

が
な

い
よ

う
，

漏
え

い
検

知
装

置
（安

重
）に

よ
り

漏
え

い
の

有
無

を
監

視
し

，
漏

え
い

を
確

認
し

た
場

合
は

速
や

か
に

溶
液

の
移

送
を

停
止

す
る

措
置

を
講

じ
る

。

【想
定

事
象

】
連

続
移

送
配

管
か

ら
の

溶
液

の
漏

え
い

が
発

生
し

，
さ

ら
に

漏
え

い
検

知
装

置
の

機
能

喪
失

を
想

定
し

た
場

合
，

漏
え

い
液

受
皿

内
の

溶
液

の
液

厚
が

上
昇

し
，

臨
界

と
な

る
液

厚
に

達
す

る
。

①
漏

え
い

検
知

装
置

（安
重

）：
２

系
列

②
運

転
員

に
よ

る
漏

え
い

検
知

装
置

の
指

示
値

の
確

認
：１

１
回

（２
時

間
ご

と
）

③
運

転
員

に
よ

る
プ

ロ
セ

ス
パ

ラ
メ

ー
タ

の
監

視
：１

１
回

（２
時

間
ご

と
）
及

び
工

程
停

止
の

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
：１

セ
ッ

ト
④

間
接

目
視

（カ
メ

ラ
）を

用
い

た
運

転
員

に
よ

る
漏

え
い

液
受

皿
の

集
液

部
の

溶
液

の
有

無
の

確
認

：１
１

回
主

要
な

臨
界

防
止

機
能

：①
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

36
3

0
33

発
生

し
な

い

約
23

時
間

（平
常

運
転

時
に

未
臨

界
濃

度
を

超
え

る
溶

液
を

内
包

す
る

連
続

移
送

配
管

の
全

量
漏

え
い

開
始

か
ら

，
漏

え
い

液
が

漏
え

い
液

受
皿

の
核

的
制

限
値

を
超

過
す

る
ま

で
の

時
間

）

通
常

漏
え

い
時

（送
液

量
の

20
％

以
上

）
（イ

）臨
界

に
至

る
こ

と
を

防
止

す
る

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
に

想
定

す
る

設
備

の
状

態
に

お
い

て
処

理
運

転
が

停
止

し
又

は
停

止
さ

せ
，

そ
れ

以
降

の
処

理
運

転
の

継
続

が
困

難
な

場
合

（作
業

環
境

的
に

不
可

能
な

場
合

を
含

む
）に

該
当

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
の

作
動

に
よ

り
工

程
が

自
動

で
停

止
す

る
こ

と
に

よ
り

，
臨

界
と

な
る

液
位

に
達

す
る

ま
で

の
時

間
余

裕
内

に
十

分
漏

え
い

を
停

止
で

き
る

こ
と

か
ら

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

少
量

漏
え

い
時

（送
液

量
の

20
％

未
満

の
漏

え
い

時
）

（ロ
）直

接
目

視
又

は
間

接
目

視
に

よ
り

設
備

の
状

態
の

確
認

を
複

数
の

要
員

が
多

数
回

実
施

す
る

場
合

に
該

当

複
数

の
運

転
員

が
間

接
目

視
（カ

メ
ラ

）に
よ

り
漏

え
い

液
受

皿
の

集
液

部
の

溶
液

の
有

無
の

確
認

し
工

程
を

停
止

す
る

こ
と

に
よ

り
，

臨
界

と
な

る
液

位
に

達
す

る
ま

で
の

時
間

余
裕

内
に

十
分

漏
え

い
を

停
止

で
き

る
こ

と
か

ら
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。

18
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
精

製
設

備

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

塔
セ

ル
漏

え
い

液
受

皿

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
核

燃
料

物
質

濃
度

が
未

臨
界

濃
度

を
超

え
る

溶
液

を
連

続
的

に
移

送
す

る
配

管
を

有
す

る
漏

え
い

液
受

皿
で

は
，

連
続

移
送

配
管

か
ら

の
漏

え
い

の
継

続
に

よ
り

，
漏

え
い

液
受

皿
内

の
溶

液
（漏

え
い

液
）の

液
厚

が
核

的
制

限
値

を
超

え
る

こ
と

が
な

い
よ

う
，

漏
え

い
検

知
装

置
（安

重
）に

よ
り

漏
え

い
の

有
無

を
監

視
し

，
漏

え
い

を
確

認
し

た
場

合
は

速
や

か
に

溶
液

の
移

送
を

停
止

す
る

措
置

を
講

じ
る

。

【想
定

事
象

】
連

続
移

送
配

管
か

ら
の

溶
液

の
漏

え
い

が
発

生
し

，
さ

ら
に

漏
え

い
検

知
装

置
の

機
能

喪
失

を
想

定
し

た
場

合
，

漏
え

い
液

受
皿

内
の

溶
液

の
液

厚
が

上
昇

し
，

臨
界

と
な

る
液

厚
に

達
す

る
。

①
漏

え
い

検
知

装
置

（安
重

）：
２

系
列

②
運

転
員

に
よ

る
漏

え
い

検
知

装
置

の
指

示
値

の
確

認
：１

０
回

（２
時

間
ご

と
）

③
運

転
員

に
よ

る
プ

ロ
セ

ス
パ

ラ
メ

ー
タ

の
監

視
：１

0回
（２

時
間

ご
と

）
及

び
工

程
停

止
の

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
：１

セ
ッ

ト
④

間
接

目
視

（カ
メ

ラ
）を

用
い

た
運

転
員

に
よ

る
漏

え
い

液
受

皿
の

集
液

部
の

溶
液

の
有

無
の

確
認

：1
0回

主
要

な
臨

界
防

止
機

能
：①

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿

33
3

0
30

発
生

し
な

い

約
20

時
間

（平
常

運
転

時
に

未
臨

界
濃

度
を

超
え

る
溶

液
を

内
包

す
る

連
続

移
送

配
管

の
全

量
漏

え
い

開
始

か
ら

，
漏

え
い

液
が

漏
え

い
液

受
皿

の
核

的
制

限
値

を
超

過
す

る
ま

で
の

時
間

）

通
常

漏
え

い
時

（送
液

量
の

20
％

以
上

）
（イ

）臨
界

に
至

る
こ

と
を

防
止

す
る

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
に

想
定

す
る

設
備

の
状

態
に

お
い

て
処

理
運

転
が

停
止

し
又

は
停

止
さ

せ
，

そ
れ

以
降

の
処

理
運

転
の

継
続

が
困

難
な

場
合

（作
業

環
境

的
に

不
可

能
な

場
合

を
含

む
）に

該
当

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
の

作
動

に
よ

り
工

程
が

自
動

で
停

止
す

る
こ

と
に

よ
り

，
臨

界
と

な
る

液
位

に
達

す
る

ま
で

の
時

間
余

裕
内

に
十

分
漏

え
い

を
停

止
で

き
る

こ
と

か
ら

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

少
量

漏
え

い
時

（送
液

量
の

20
％

未
満

の
漏

え
い

時
）

（ロ
）直

接
目

視
又

は
間

接
目

視
に

よ
り

設
備

の
状

態
の

確
認

を
複

数
の

要
員

が
多

数
回

実
施

す
る

場
合

に
該

当

複
数

の
運

転
員

が
間

接
目

視
（カ

メ
ラ

）に
よ

り
漏

え
い

液
受

皿
の

集
液

部
の

溶
液

の
有

無
の

確
認

し
工

程
を

停
止

す
る

こ
と

に
よ

り
，

臨
界

と
な

る
液

位
に

達
す

る
ま

で
の

時
間

余
裕

内
に

十
分

漏
え

い
を

停
止

で
き

る
こ

と
か

ら
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。

19
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
精

製
設

備

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
供

給
槽

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
核

燃
料

物
質

濃
度

が
未

臨
界

濃
度

を
超

え
る

溶
液

を
連

続
的

に
移

送
す

る
配

管
を

有
す

る
漏

え
い

液
受

皿
で

は
，

連
続

移
送

配
管

か
ら

の
漏

え
い

の
継

続
に

よ
り

，
漏

え
い

液
受

皿
内

の
溶

液
（漏

え
い

液
）の

液
厚

が
核

的
制

限
値

を
超

え
る

こ
と

が
な

い
よ

う
，

漏
え

い
検

知
装

置
（安

重
）に

よ
り

漏
え

い
の

有
無

を
監

視
し

，
漏

え
い

を
確

認
し

た
場

合
は

速
や

か
に

溶
液

の
移

送
を

停
止

す
る

措
置

を
講

じ
る

。

【想
定

事
象

】
連

続
移

送
配

管
か

ら
の

溶
液

の
漏

え
い

が
発

生
し

，
さ

ら
に

漏
え

い
検

知
装

置
の

機
能

喪
失

を
想

定
し

た
場

合
，

漏
え

い
液

受
皿

内
の

溶
液

の
液

厚
が

上
昇

し
，

臨
界

と
な

る
液

厚
に

達
す

る
。

①
漏

え
い

検
知

装
置

（安
重

）：
２

系
列

②
運

転
員

に
よ

る
漏

え
い

検
知

装
置

の
指

示
値

の
確

認
：９

回
（２

時
間

ご
と

）
③

運
転

員
に

よ
る

プ
ロ

セ
ス

パ
ラ

メ
ー

タ
の

監
視

：９
回

（２
時

間
ご

と
）
及

び
工

程
停

止
の

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
：１

セ
ッ

ト
④

間
接

目
視

（カ
メ

ラ
）を

用
い

た
運

転
員

に
よ

る
漏

え
い

液
受

皿
の

集
液

部
の

溶
液

の
有

無
の

確
認

：９
回

主
要

な
臨

界
防

止
機

能
：①

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿

30
3

0
27

発
生

し
な

い

約
19

時
間

（平
常

運
転

時
に

未
臨

界
濃

度
を

超
え

る
溶

液
を

内
包

す
る

連
続

移
送

配
管

の
全

量
漏

え
い

開
始

か
ら

，
漏

え
い

液
が

漏
え

い
液

受
皿

の
核

的
制

限
値

を
超

過
す

る
ま

で
の

時
間

）

通
常

漏
え

い
時

（送
液

量
の

20
％

以
上

）
（イ

）臨
界

に
至

る
こ

と
を

防
止

す
る

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
に

想
定

す
る

設
備

の
状

態
に

お
い

て
処

理
運

転
が

停
止

し
又

は
停

止
さ

せ
，

そ
れ

以
降

の
処

理
運

転
の

継
続

が
困

難
な

場
合

（作
業

環
境

的
に

不
可

能
な

場
合

を
含

む
）に

該
当

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
の

作
動

に
よ

り
工

程
が

自
動

で
停

止
す

る
こ

と
に

よ
り

，
臨

界
と

な
る

液
位

に
達

す
る

ま
で

の
時

間
余

裕
内

に
十

分
漏

え
い

を
停

止
で

き
る

こ
と

か
ら

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

少
量

漏
え

い
時

（送
液

量
の

20
％

未
満

の
漏

え
い

時
）

（ロ
）直

接
目

視
又

は
間

接
目

視
に

よ
り

設
備

の
状

態
の

確
認

を
複

数
の

要
員

が
多

数
回

実
施

す
る

場
合

に
該

当

複
数

の
運

転
員

が
間

接
目

視
（カ

メ
ラ

）に
よ

り
漏

え
い

液
受

皿
の

集
液

部
の

溶
液

の
有

無
の

確
認

し
工

程
を

停
止

す
る

こ
と

に
よ

り
，

臨
界

と
な

る
液

位
に

達
す

る
ま

で
の

時
間

余
裕

内
に

十
分

漏
え

い
を

停
止

で
き

る
こ

と
か

ら
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。

527



（7
/9

）

N
o
.

設
備

名
機

器
名

設
備

の
使

用
方

法
及

び
想

定
事

象
の

概
要

臨
界

防
止

機
能

(故
障

は
赤

、
誤

作
動

は
緑

、
誤

操
作

は
青

）
臨

界
事

故
想

定
根

拠

（臨
界

と
な

る
可

能
性

の
あ

る
状

態
に

達
す

る
ま

で
に

期
待

で
き

る
防

止
措

置
を

整
理

）

臨
界

事
故

が
発

生
す

る
ま

で
の

障
壁

数
（朱

書
き

は
臨

界
事

故
発

生
対

象
機

器
）

故
障

誤
作

動
誤

操
作

想
定

想
定

時
間

余
裕

臨
界

事
故

が
発

生
す

る
ま

で
の

障
壁

数
の

内
訳

20
ウ

ラ
ン

脱
硝

設
備

Ｕ
Ｏ

３
溶

解
槽

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
Ｕ

Ｏ
３

溶
解

槽
へ

規
格

外
製

品
容

器
を

接
続

し
，

ウ
ラ

ン
酸

化
物

粉
末

を
Ｕ

Ｏ
３

溶
解

槽
へ

供
給

す
る

。
規

格
外

製
品

容
器

の
Ｕ

Ｏ
３

溶
解

槽
へ

の
接

続
は

，
運

転
員

が
現

場
で

実
施

す
る

。

【想
定

事
象

】
Ｕ

Ｏ
３

溶
解

槽
へ

規
格

外
製

品
容

器
が

接
続

さ
れ

て
い

な
い

状
態

で
ウ

ラ
ン

酸
化

物
粉

末
の

充
て

ん
を

開
始

し
，

ウ
ラ

ン
酸

化
物

が
機

器
外

で
堆

積
す

る
こ

と
で

，
臨

界
と

な
る

条
件

に
達

す
る

。

①
運

転
員

の
直

接
目

視
に

よ
る

規
格

外
製

品
容

器
の

接
続

状
態

の
確

認
（運

転
員

の
現

場
弁

開
操

作
に

よ
る

充
て

ん
開

始
）：

２
人

×
３

回
（規

格
外

製
品

容
器

（約
15

0k
gU

）充
て

ん
の

開
始

の
都

度
確

認
）

②
ウ

ラ
ン

粉
末

を
規

格
外

製
品

容
器

か
ら

供
給

す
る

部
屋

の
床

面
の

ス
ミ

ヤ
採

取
に

よ
る

汚
染

確
認

：２
回

③
運

転
員

が
巡

視
・点

検
に

お
い

て
規

格
外

製
品

容
器

か
ら

ウ
ラ

ン
酸

化
物

粉
末

を
供

給
す

る
場

所
を

確
認

：1
4回

主
要

な
臨

界
防

止
機

能
：①

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿

22
0

0
22

発
生

し
な

い

約
14

日
（規

格
外

製
品

容
器

と
の

接
続

不
良

に
よ

り
，

ウ
ラ

ン
粉

末
が

全
量

漏
え

い
の

開
始

か
ら

未
臨

界
質

量
を

超
え

る
ま

で
の

時
間

）

（イ
）臨

界
に

至
る

こ
と

を
防

止
す

る
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

に
想

定
す

る
設

備
の

状
態

に
お

い
て

処
理

運
転

が
停

止
し

又
は

停
止

さ
せ

，
そ

れ
以

降
の

処
理

運
転

の
継

続
が

困
難

な
場

合
（作

業
環

境
的

に
不

可
能

な
場

合
を

含
む

）に
該

当

１
回

の
操

作
で

容
器

へ
充

て
ん

す
る

核
燃

料
物

質
（粉

末
）の

全
量

を
漏

え
い

し
て

も
臨

界
に

は
至

ら
ず

，
粉

末
の

容
器

へ
の

充
て

ん
は

，
運

転
員

が
接

続
状

態
を

確
認

し
な

が
ら

現
場

弁
開

操
作

に
よ

り
開

始
す

る
。

さ
ら

に
核

燃
料

物
質

の
漏

え
い

に
よ

り
，

次
の

充
て

ん
を

行
う

た
め

の
容

器
の

設
置

が
で

き
な

い
。

以
上

よ
り

，
本

事
象

に
お

い
て

は
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

21
清

澄
・計

量
設

備
計

量
・
調

整
槽

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
計

量
後

中
間

貯
槽

よ
り

下
流

の
機

器
の

臨
界

安
全

設
計

で
は

，
ウ

ラ
ン

濃
縮

度
及

び
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
の

同
位

体
組

成
を

制
限

し
て

い
る

。
こ

れ
ら

の
制

限
を

満
足

す
る

よ
う

に
，

使
用

済
燃

料
の

せ
ん

断
・溶

解
計

画
を

策
定

し
て

い
る

。
ま

た
，

計
量

・調
整

槽
か

ら
計

量
後

中
間

貯
槽

へ
の

溶
液

の
移

送
系

統
は

施
錠

管
理

し
，

分
析

に
よ

り
ウ

ラ
ン

濃
縮

度
及

び
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
の

同
位

体
組

成
を

確
認

し
た

後
に

移
送

す
る

。

【想
定

事
象

】
ウ

ラ
ン

濃
縮

度
又

は
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
の

同
位

体
組

成
が

制
限

を
満

足
し

な
い

溶
液

を
計

量
後

中
間

貯
槽

へ
移

送
す

る
。

①
キ

ャ
ン

ペ
ー

ン
計

画
の

策
定

に
お

け
る

ウ
ラ

ン
濃

縮
度

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
同

位
体

組
成

の
確

認
：５

人
②

せ
ん

断
・溶

解
計

画
の

策
定

に
お

け
る

ウ
ラ

ン
濃

縮
度

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
同

位
体

組
成

の
確

認
：３

人
③

運
転

員
及

び
自

動
読

取
装

置
に

よ
る

使
用

済
燃

料
せ

ん
断

時
の

燃
料

集
合

体
番

号
の

確
認

：５
回

④
計

算
機

に
よ

る
処

理
計

画
と

燃
料

番
号

の
照

合
：２

回
⑤

逐
次

並
行

分
析

に
よ

る
濃

縮
度

及
び

同
位

体
組

成
の

確
認

：２
回

⑥
溶

液
中

の
濃

縮
度

及
び

同
位

体
組

成
の

分
析

結
果

の
確

認
（施

錠
管

理
の

開
錠

手
続

き
）：

３
人

主
要

な
臨

界
防

止
機

能
：⑤

及
び

⑥
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

20
0

0
20

発
生

し
な

い

約
20

日
（①

キ
ャ

ン
ペ

ー
ン

計
画

の
策

定
は

14
日

と
し

て
，

想
定

。
②

せ
ん

断
・溶

解
計

画
の

策
定

は
３

日
と

し
て

想
定

。
③

か
ら

⑥
分

は
約

49
時

間
で

あ
る

。
）

（ホ
）独

立
し

た
信

頼
性

の
高

い
運

転
管

理
及

び
関

連
す

る
操

作
に

お
い

て
複

数
の

要
員

が
多

数
回

の
設

備
の

状
態

の
確

認
を

行
う

場
合

せ
ん

断
・溶

解
計

画
の

策
定

段
階

に
お

い
て

濃
縮

度
等

の
制

限
を

満
足

す
る

計
画

で
あ

る
こ

と
を

確
認

し
，

処
理

の
段

階
で

計
画

通
り

で
あ

る
こ

と
を

複
数

の
操

作
員

が
確

認
す

る
。

ま
た

，
実

質
的

に
濃

縮
度

等
の

制
限

を
逸

脱
す

る
燃

料
集

合
体

は
，

少
数

体
で

あ
り

，
仮

に
計

画
策

定
，

処
理

等
に

よ
る

確
認

に
お

け
る

失
敗

を
想

定
し

て
も

制
限

を
逸

脱
す

る
溶

液
が

で
き

る
可

能
性

は
な

い
。

528



（8
/9

）

N
o
.

設
備

名
機

器
名

設
備

の
使

用
方

法
及

び
想

定
事

象
の

概
要

臨
界

防
止

機
能

(故
障

は
赤

、
誤

作
動

は
緑

、
誤

操
作

は
青

）
臨

界
事

故
想

定
根

拠

（臨
界

と
な

る
可

能
性

の
あ

る
状

態
に

達
す

る
ま

で
に

期
待

で
き

る
防

止
措

置
を

整
理

）

臨
界

事
故

が
発

生
す

る
ま

で
の

障
壁

数
（朱

書
き

は
臨

界
事

故
発

生
対

象
機

器
）

故
障

誤
作

動
誤

操
作

想
定

想
定

時
間

余
裕

臨
界

事
故

が
発

生
す

る
ま

で
の

障
壁

数
の

内
訳

22
溶

解
設

備
ハ

ル
洗

浄
槽

A
,B

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
溶

解
槽

か
ら

使
用

済
燃

料
せ

ん
断

片
を

溶
解

し
た

後
の

燃
料

被
覆

材
（以

下
，

「ハ
ル

」と
い

う
。

）
を

受
入

れ
，

純
水

に
よ

り
ハ

ル
に

微
量

に
同

伴
し

て
い

る
核

燃
料

物
質

（ウ
ラ

ン
及

び
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
）を

洗
浄

す
る

。
ハ

ル
洗

浄
槽

へ
の

未
溶

解
の

核
燃

料
物

質
の

移
行

を
防

止
す

る
た

め
に

，
溶

解
槽

に
お

け
る

使
用

済
燃

料
が

溶
解

す
る

条
件

（溶
液

温
度

，
供

給
硝

酸
濃

度
，

供
給

硝
酸

流
量

）を
維

持
す

る
。

【想
定

事
象

】
起

因
と

な
る

異
常

の
発

生
を

想
定

し
た

場
合

の
事

象
進

展
防

止
に

係
る

一
連

の
動

的
機

器
の

喪
失

（多
重

故
障

）
を

想
定

し
た

場
合

に
，

臨
界

と
な

る
条

件
に

達
す

る
。

事
象

C
：溶

解
槽

溶
解

液
温

度
低

下
に

よ
る

溶
解

不
良

①
溶

解
槽

溶
液

加
熱

（溶
解

槽
を

加
熱

す
る

蒸
気

供
給

設
備

）：
１

セ
ッ

ト
②

溶
解

槽
溶

解
液

温
度

低
に

よ
る

せ
ん

断
停

止
回

路
（安

重
）：

２
系

列
③

運
転

員
が

溶
解

槽
加

熱
蒸

気
流

量
計

を
確

認
：（

１
時

間
ご

と
）：

３
回

④
運

転
員

が
溶

解
槽

の
温

度
計

指
示

値
を

確
認

（１
時

間
ご

と
，

２
系

列
）：

６
回

⑤
運

転
員

が
溶

解
槽

の
密

度
計

指
示

値
を

確
認

（１
時

間
ご

と
，

２
系

列
）：

６
回

主
要

な
臨

界
防

止
機

能
：②

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿

18
3

0
15

発
生

約
3時

間
（溶

解
槽

の
溶

液
温

度
の

低
下

が
開

始
し

，
核

燃
料

物
質

を
含

む
燃

料
せ

ん
断

片
が

ハ
ル

洗
浄

槽
へ

移
送

さ
れ

る
ま

で
）

主
要

な
臨

界
防

止
機

能
（安

重
の

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
）の

喪
失

想
定

後
か

ら
臨

界
に

至
る

ま
で

の
時

間
余

裕
が

短
く
，

運
転

員
の

監
視

に
よ

る
異

常
の

検
知

及
び

異
常

の
進

展
防

止
措

置
が

期
待

で
き

な
い

。

23
溶

解
設

備
ハ

ル
洗

浄
槽

A
,B

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
溶

解
槽

か
ら

使
用

済
燃

料
せ

ん
断

片
を

溶
解

し
た

後
の

燃
料

被
覆

材
（以

下
，

「ハ
ル

」と
い

う
。

）
を

受
入

れ
，

純
水

に
よ

り
ハ

ル
に

微
量

に
同

伴
し

て
い

る
核

燃
料

物
質

（ウ
ラ

ン
及

び
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
）を

洗
浄

す
る

。
ハ

ル
洗

浄
槽

へ
の

未
溶

解
の

核
燃

料
物

質
の

移
行

を
防

止
す

る
た

め
に

，
溶

解
槽

に
お

け
る

使
用

済
燃

料
が

溶
解

す
る

条
件

（溶
液

温
度

，
供

給
硝

酸
濃

度
，

供
給

硝
酸

流
量

）を
維

持
す

る
。

【想
定

事
象

】
起

因
と

な
る

異
常

の
発

生
を

想
定

し
た

場
合

の
事

象
進

展
防

止
に

係
る

一
連

の
動

的
機

器
の

喪
失

（多
重

故
障

）
を

想
定

し
た

場
合

に
，

臨
界

と
な

る
条

件
に

達
す

る
。

事
象

A
：溶

解
用

供
給

硝
酸

供
給

不
足

に
よ

る
溶

解
不

良
①

溶
解

用
硝

酸
供

給
（溶

解
槽

硝
酸

ポ
ン

プ
）：

１
セ

ッ
ト

②
溶

解
槽

供
給

硝
酸

流
量

低
に

よ
る

せ
ん

断
停

止
回

路
（安

重
）：

２
系

列
③

運
転

員
に

よ
る

溶
解

用
硝

酸
流

量
指

示
値

の
確

認
（１

時
間

ご
と

，
２

系
列

）：
６

回 ④
運

転
員

が
溶

解
槽

の
密

度
計

指
示

値
を

確
認

（１
時

間
ご

と
，

２
系

列
）：

６
回

主
要

な
臨

界
防

止
機

能
：②

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿

15
3

0
12

発
生

約
3時

間
（溶

解
用

供
給

硝
酸

の
供

給
が

停
止

し
て

か
ら

核
燃

料
物

質
を

含
む

燃
料

せ
ん

断
片

が
ハ

ル
洗

浄
槽

へ
移

送
さ

れ
る

ま
で

）

主
要

な
臨

界
防

止
機

能
（安

重
の

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
）の

喪
失

想
定

後
か

ら
臨

界
に

至
る

ま
で

の
時

間
余

裕
が

短
く
，

運
転

員
の

監
視

に
よ

る
異

常
の

検
知

及
び

異
常

の
進

展
防

止
措

置
が

期
待

で
き

な
い

。

24
溶

解
設

備
ハ

ル
洗

浄
槽

A
,B

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
溶

解
槽

か
ら

使
用

済
燃

料
せ

ん
断

片
を

溶
解

し
た

後
の

燃
料

被
覆

材
（以

下
，

「ハ
ル

」と
い

う
。

）
を

受
入

れ
，

純
水

に
よ

り
ハ

ル
に

微
量

に
同

伴
し

て
い

る
核

燃
料

物
質

（ウ
ラ

ン
及

び
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
）を

洗
浄

す
る

。
ハ

ル
洗

浄
槽

へ
の

未
溶

解
の

核
燃

料
物

質
の

移
行

を
防

止
す

る
た

め
に

，
溶

解
槽

に
お

け
る

使
用

済
燃

料
が

溶
解

す
る

条
件

（溶
液

温
度

，
供

給
硝

酸
濃

度
，

供
給

硝
酸

流
量

）を
維

持
す

る
。

【想
定

事
象

】
起

因
と

な
る

異
常

の
発

生
を

想
定

し
た

場
合

の
事

象
進

展
防

止
に

係
る

一
連

の
動

的
機

器
の

喪
失

（多
重

故
障

）
を

想
定

し
た

場
合

に
，

臨
界

と
な

る
条

件
に

達
す

る
。

事
象

B
：溶

解
用

供
給

硝
酸

濃
度

低
に

よ
る

溶
解

不
良

①
運

転
員

に
よ

る
硝

酸
調

整
に

お
け

る
溶

解
用

硝
酸

調
整

（硝
酸

，
水

）：
１

セ
ッ

ト
②

酸
濃

度
の

確
認

：１
人

③
硝

酸
調

整
槽

か
ら

硝
酸

供
給

槽
へ

の
移

送
時

の
分

析
に

よ
る

酸
濃

度
確

認
：３

人 ④
硝

酸
供

給
槽

密
度

低
に

よ
る

せ
ん

断
停

止
回

路
（安

重
）：

２
系

列
⑤

運
転

員
が

硝
酸

供
給

槽
の

密
度

計
指

示
値

を
確

認
：（

１
時

間
ご

と
，

２
系

列
）：

６
回

⑥
運

転
員

が
溶

解
槽

の
密

度
計

指
示

値
を

確
認

（１
時

間
ご

と
，

２
系

列
）：

６
回

主
要

な
臨

界
防

止
機

能
：④

19
2

0
17

発
生

約
3時

間
（溶

解
槽

へ
供

給
さ

れ
る

溶
解

用
供

給
硝

酸
の

酸
濃

度
が

低
下

（水
）と

な
り

，
核

燃
料

物
質

を
含

む
燃

料
せ

ん
断

片
が

ハ
ル

洗
浄

槽
へ

移
送

さ
れ

る
ま

で
）

主
要

な
臨

界
防

止
機

能
（安

重
の

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
）の

喪
失

想
定

後
か

ら
臨

界
に

至
る

ま
で

の
時

間
余

裕
が

短
く
，

運
転

員
の

監
視

に
よ

る
異

常
の

検
知

及
び

異
常

の
進

展
防

止
措

置
が

期
待

で
き

な
い

。

25
精

製
建

屋
一

時
貯

留
処

理
設

備
第

５
一

時
貯

留
処

理
槽

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
全

濃
度

安
全

形
状

寸
法

管
理

の
機

器
か

ら
形

状
寸

法
管

理
を

行
わ

な
い

機
器

へ
の

溶
液

の
移

送
経

路
は

，
移

送
経

路
上

の
移

送
機

器
を

施
錠

管
理

し
，

当
該

経
路

で
移

送
す

る
溶

液
中

の
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

度
が

臨
界

と
な

る
濃

度
で

な
い

こ
と

を
分

析
結

果
か

ら
確

認
し

，
施

錠
を

開
錠

し
た

後
に

移
送

す
る

。

【想
定

事
象

】
運

転
員

に
よ

る
分

析
結

果
の

誤
認

に
よ

り
未

臨
界

濃
度

を
超

え
る

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

を
含

む
溶

液
を

形
状

寸
法

管
理

を
行

っ
て

い
な

い
第

５
一

時
貯

留
処

理
槽

へ
誤

移
送

し
た

こ
と

に
よ

り
臨

界
に

至
る

。

①
溶

液
の

移
送

指
示

に
お

け
る

移
送

先
の

選
択

：３
人

②
逐

次
並

行
分

析
に

よ
る

濃
度

の
確

認
：２

回
③

溶
液

中
の

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
度

の
分

析
結

果
の

確
認

：３
人

主
要

な
臨

界
防

止
機

能
：②

及
び

③
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

8
0

0
8

発
生

約
１

時
間

（移
送

す
る

た
め

の
手

続
き

の
開

始
か

ら
誤

移
送

開
始

す
る

ま
で

の
時

間
）

臨
界

を
防

止
す

る
機

能
（臨

界
施

錠
弁

の
開

錠
に

お
け

る
確

認
）の

喪
失

想
定

後
か

ら
臨

界
に

至
る

ま
で

の
時

間
余

裕
が

短
く
，

運
転

員
の

監
視

に
よ

る
異

常
の

検
知

及
び

異
常

の
進

展
防

止
措

置
が

期
待

で
き

な
い

。

26
精

製
建

屋
一

時
貯

留
処

理
設

備

第
７

一
時

貯
留

処
理

槽
（プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
溶

液
の

誤
移

送
）

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
全

濃
度

安
全

形
状

寸
法

管
理

の
機

器
か

ら
形

状
寸

法
管

理
を

行
わ

な
い

機
器

へ
の

溶
液

の
移

送
経

路
は

，
移

送
経

路
上

の
移

送
機

器
を

施
錠

管
理

し
，

当
該

経
路

で
移

送
す

る
溶

液
中

の
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

度
が

臨
界

と
な

る
濃

度
で

な
い

こ
と

を
分

析
結

果
か

ら
確

認
し

，
施

錠
を

開
錠

し
た

後
に

移
送

す
る

。

【想
定

事
象

】
運

転
員

に
よ

る
分

析
結

果
の

誤
認

に
よ

り
未

臨
界

濃
度

を
超

え
る

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

を
含

む
溶

液
を

形
状

寸
法

管
理

を
行

っ
て

い
な

い
第

７
一

時
貯

留
処

理
槽

へ
誤

移
送

し
た

こ
と

に
よ

り
臨

界
に

至
る

。

①
溶

液
の

移
送

指
に

お
け

る
移

送
先

の
選

択
：３

人
②

逐
次

並
行

分
析

に
よ

る
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

度
の

確
認

：２
回

③
溶

液
中

の
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

度
の

分
析

結
果

の
確

認
：３

人
主

要
な

臨
界

防
止

機
能

：②
及

び
③

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿

8
0

0
8

発
生

約
1時

間
（移

送
す

る
た

め
の

手
続

き
の

開
始

か
ら

誤
移

送
開

始
す

る
ま

で
の

時
間

）

臨
界

を
防

止
す

る
機

能
（臨

界
施

錠
弁

の
開

錠
に

お
け

る
確

認
）の

喪
失

想
定

後
か

ら
臨

界
に

至
る

ま
で

の
時

間
余

裕
が

短
く
，

運
転

員
の

監
視

に
よ

る
異

常
の

検
知

及
び

異
常

の
進

展
防

止
措

置
が

期
待

で
き

な
い

。

27
溶

解
設

備
溶

解
槽

A
,B

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
溶

解
槽

は
，

形
状

寸
法

管
理

，
質

量
管

理
，

濃
度

管
理

及
び

中
性

子
吸

収
材

管
理

と
い

う
複

数
の

手
法

を
組

み
合

わ
せ

る
こ

と
に

よ
り

，
臨

界
安

全
管

理
を

行
う

代
表

的
臨

界
安

全
管

理
機

器
で

あ
る

。
こ

の
た

め
，

溶
解

槽
（バ

ケ
ッ

ト
）へ

供
給

す
る

核
燃

料
物

質
（せ

ん
断

片
）の

質
量

，
溶

解
液

中
の

核
燃

料
物

質
濃

度
が

各
々

の
制

限
値

を
超

過
し

な
い

よ
う

に
制

御
を

行
う

と
と

も
に

，
通

常
値

を
逸

脱
し

た
場

合
に

は
，

安
全

上
重

要
な

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

よ
り

使
用

済
燃

料
の

せ
ん

断
を

停
止

す
る

設
計

と
し

て
い

る
。

【想
定

事
象

】
起

因
と

な
る

異
常

（せ
ん

断
機

）が
発

生
し

，
さ

ら
に

事
象

進
展

防
止

に
係

る
一

連
の

動
的

機
器

の
喪

失
（
多

重
故

障
）を

想
定

し
，

バ
ケ

ッ
ト

内
の

質
量

，
溶

解
液

中
の

核
燃

料
物

質
濃

度
等

が
最

大
許

容
限

度
を

逸
脱

す
る

こ
と

で
臨

界
に

達
す

る
。

事
象

B
：溶

解
液

中
の

核
燃

料
物

質
濃

度
上

昇
①

溶
解

用
硝

酸
供

給
（溶

解
槽

硝
酸

ポ
ン

プ
）：

１
セ

ッ
ト

②
溶

解
槽

供
給

硝
酸

流
量

低
に

よ
る

せ
ん

断
停

止
回

路
（安

重
）：

２
系

列
③

溶
解

槽
溶

解
液

密
度

高
に

よ
る

せ
ん

断
停

止
回

路
（安

重
）：

２
系

列
④

運
転

員
が

溶
解

硝
酸

密
度

計
指

示
値

を
確

認
（1

時
間

ご
と

，
２

系
列

）：
２

回
主

要
な

臨
界

防
止

機
能

：②
及

び
③

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
7

5
0

2
発

生

約
1.

5時
間

（溶
解

用
供

給
硝

酸
の

供
給

が
停

止
し

溶
解

液
中

の
核

燃
料

物
質

濃
度

が
最

大
許

容
限

度
（4

00
g(

U
+P

u)
/L

）を
超

過
す

る
ま

で
）

主
要

な
臨

界
防

止
機

能
（安

重
の

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
）の

喪
失

想
定

後
か

ら
臨

界
に

至
る

ま
で

の
時

間
余

裕
が

短
く
，

運
転

員
の

監
視

に
よ

る
異

常
の

検
知

及
び

異
常

の
進

展
防

止
措

置
が

期
待

で
き

な
い

。

28
溶

解
設

備
溶

解
槽

A
,B

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
溶

解
槽

は
，

形
状

寸
法

管
理

，
質

量
管

理
，

濃
度

管
理

及
び

中
性

子
吸

収
材

管
理

と
い

う
複

数
の

手
法

を
組

み
合

わ
せ

る
こ

と
に

よ
り

，
臨

界
安

全
管

理
を

行
う

代
表

的
臨

界
安

全
管

理
機

器
で

あ
る

。
こ

の
た

め
，

溶
解

槽
（バ

ケ
ッ

ト
）へ

供
給

す
る

核
燃

料
物

質
（せ

ん
断

片
）の

質
量

，
溶

解
液

中
の

核
燃

料
物

質
濃

度
が

各
々

の
制

限
値

を
超

過
し

な
い

よ
う

に
制

御
を

行
う

と
と

も
に

，
通

常
値

を
逸

脱
し

た
場

合
に

は
，

安
全

上
重

要
な

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

よ
り

使
用

済
燃

料
の

せ
ん

断
を

停
止

す
る

設
計

と
し

て
い

る
。

【想
定

事
象

】
起

因
と

な
る

異
常

（せ
ん

断
機

）が
発

生
し

，
さ

ら
に

事
象

進
展

防
止

に
係

る
一

連
の

動
的

機
器

の
喪

失
（
多

重
故

障
）を

想
定

し
，

バ
ケ

ッ
ト

内
の

質
量

，
溶

解
液

中
の

核
燃

料
物

質
濃

度
等

が
最

大
許

容
限

度
を

逸
脱

す
る

こ
と

で
臨

界
に

達
す

る
。

事
象

A
：燃

料
せ

ん
断

片
の

過
装

荷
①

せ
ん

断
機

の
燃

料
送

り
出

し
長

さ
（燃

料
送

り
出

し
装

置
）：

１
セ

ッ
ト

②
燃

料
せ

ん
断

長
位

置
異

常
に

よ
る

せ
ん

断
停

止
回

路
（安

重
）：

２
系

列
③

運
転

員
が

せ
ん

断
開

始
前

の
燃

料
長

確
認

：１
回

④
運

転
員

が
燃

料
せ

ん
断

長
指

示
値

（安
重

）で
せ

ん
断

終
了

長
さ

を
確

認
（１

バ
ケ

ッ
ト

当
た

り
１

回
，

２
系

列
の

指
示

値
確

認
）：

２
回

主
要

な
臨

界
防

止
機

能
：②

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
6

2
1

3
発

生

約
40

分
（せ

ん
断

開
始

か
ら

溶
解

槽
バ

ケ
ッ

ト
内

に
装

荷
さ

れ
る

燃
料

せ
ん

断
片

の
質

量
が

核
的

制
限

値
（2

15
kg

(U
+P

u)
/O

2/
バ

ケ
ッ

ト
）を

超
過

す
る

ま
で

）

主
要

な
臨

界
防

止
機

能
（安

重
の

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
）の

喪
失

想
定

後
か

ら
臨

界
に

至
る

ま
で

の
時

間
余

裕
が

短
く
，

運
転

員
の

監
視

に
よ

る
異

常
の

検
知

及
び

異
常

の
進

展
防

止
措

置
が

期
待

で
き

な
い

。

529



（9
/9

）

N
o
.

設
備

名
機

器
名

設
備

の
使

用
方

法
及

び
想

定
事

象
の

概
要

臨
界

防
止

機
能

(故
障

は
赤

、
誤

作
動

は
緑

、
誤

操
作

は
青

）
臨

界
事

故
想

定
根

拠

（臨
界

と
な

る
可

能
性

の
あ

る
状

態
に

達
す

る
ま

で
に

期
待

で
き

る
防

止
措

置
を

整
理

）

臨
界

事
故

が
発

生
す

る
ま

で
の

障
壁

数
（朱

書
き

は
臨

界
事

故
発

生
対

象
機

器
）

故
障

誤
作

動
誤

操
作

想
定

想
定

時
間

余
裕

臨
界

事
故

が
発

生
す

る
ま

で
の

障
壁

数
の

内
訳

29
溶

解
設

備
溶

解
槽

A
,B

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
溶

解
槽

は
，

形
状

寸
法

管
理

，
質

量
管

理
，

濃
度

管
理

及
び

中
性

子
吸

収
材

管
理

と
い

う
複

数
の

手
法

を
組

み
合

わ
せ

る
こ

と
に

よ
り

，
臨

界
安

全
管

理
を

行
う

代
表

的
臨

界
安

全
管

理
機

器
で

あ
る

。
こ

の
た

め
，

溶
解

槽
（バ

ケ
ッ

ト
）へ

供
給

す
る

核
燃

料
物

質
（せ

ん
断

片
）の

質
量

，
溶

解
液

中
の

核
燃

料
物

質
濃

度
が

各
々

の
制

限
値

を
超

過
し

な
い

よ
う

に
制

御
を

行
う

と
と

も
に

，
通

常
値

を
逸

脱
し

た
場

合
に

は
，

安
全

上
重

要
な

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

よ
り

使
用

済
燃

料
の

せ
ん

断
を

停
止

す
る

設
計

と
し

て
い

る
。

【想
定

事
象

】
起

因
と

な
る

異
常

（せ
ん

断
機

）が
発

生
し

，
さ

ら
に

事
象

進
展

防
止

に
係

る
一

連
の

動
的

機
器

の
喪

失
（
多

重
故

障
）を

想
定

し
，

バ
ケ

ッ
ト

内
の

質
量

，
溶

解
液

中
の

核
燃

料
物

質
濃

度
等

が
最

大
許

容
限

度
を

逸
脱

す
る

こ
と

で
臨

界
に

達
す

る
。

事
象

C
：溶

解
槽

硝
酸

濃
度

低
下

①
 運

転
員

に
よ

る
硝

酸
調

整
に

お
け

る
溶

解
用

硝
酸

調
整

（硝
酸

，
水

）：
１

セ
ッ

ト
②

 酸
濃

度
の

確
認

：１
人

③
 硝

酸
調

整
槽

か
ら

硝
酸

供
給

槽
へ

の
移

送
時

の
分

析
に

よ
る

酸
濃

度
確

認
：３

人 ④
 硝

酸
供

給
槽

硝
酸

密
度

低
に

よ
る

せ
ん

断
停

止
回

路
（安

重
）：

２
系

列
主

要
な

臨
界

防
止

機
能

：③
及

び
④

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
7

2
0

5
発

生

約
50

分
（溶

解
槽

へ
供

給
さ

れ
る

溶
解

用
供

給
硝

酸
の

酸
濃

度
が

低
下

（水
）と

な
っ

て
か

ら
，

溶
解

液
中

の
酸

濃
度

が
溶

解
を

確
保

で
き

る
酸

濃
度

を
下

回
る

ま
で

）

主
要

な
臨

界
防

止
機

能
（安

重
の

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
）の

喪
失

想
定

後
か

ら
臨

界
に

至
る

ま
で

の
時

間
余

裕
が

短
く
，

運
転

員
の

監
視

に
よ

る
異

常
の

検
知

及
び

異
常

の
進

展
防

止
措

置
が

期
待

で
き

な
い

。

30
溶

解
設

備
エ

ン
ド

ピ
ー

ス
酸

洗
浄

槽
A

,B

【運
転

，
臨

界
管

理
の

概
要

】
エ

ン
ド

ピ
ー

ス
酸

洗
浄

槽
で

は
，

使
用

済
燃

料
集

合
体

の
上

部
端

末
及

び
下

部
端

末
（以

下
，

「エ
ン

ド
ピ

ー
ス

」
と

い
う

。
）を

受
け

入
れ

，
6m

ol
/L

の
硝

酸
に

よ
り

，
エ

ン
ド

ピ
ー

ス
に

同
伴

す
る

核
燃

料
物

質
を

溶
解

，
洗

浄
す

る
。

エ
ン

ド
ピ

ー
ス

酸
洗

浄
槽

で
は

，
固

体
状

の
核

燃
料

物
質

（燃
料

せ
ん

断
片

）の
質

量
を

36
kg

と
し

て
未

臨
界

で
あ

る
こ

と
を

確
認

し
て

お
り

，
こ

れ
を

超
え

る
核

燃
料

物
質

を
受

け
入

れ
る

と
中

性
子

の
実

効
増

倍
率

が
0
.9

5を
超

え
る

。
端

末
せ

ん
断

刃
に

よ
る

使
用

済
燃

料
集

合
体

の
燃

料
要

素
部

の
せ

ん
断

を
防

止
（エ

ン
ド

ピ
ー

ス
酸

洗
浄

槽
へ

の
燃

料
せ

ん
断

片
の

移
行

を
防

止
）す

る
た

め
，

複
数

の
せ

ん
断

刃
位

置
検

出
器

に
よ

り
せ

ん
断

刃
の

位
置

を
監

視
し

，
位

置
異

常
を

検
知

し
た

場
合

は
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

に
よ

り
せ

ん
断

を
自

動
停

止
す

る
。

【想
定

事
象

】
起

因
と

な
る

異
常

の
発

生
を

想
定

し
た

場
合

の
事

象
進

展
防

止
に

係
る

一
連

の
動

的
機

器
の

喪
失

（多
重

故
障

）
を

想
定

し
た

場
合

に
，

臨
界

と
な

る
条

件
に

達
す

る
。

①
せ

ん
断

機
の

せ
ん

断
刃

位
置

(せ
ん

断
処

理
設

備
の

計
測

制
御

系
（せ

ん
断

刃
位

置
））

：１
セ

ッ
ト

②
エ

ン
ド

ピ
ー

ス
せ

ん
断

位
置

異
常

に
よ

る
せ

ん
断

停
止

回
路

（安
重

）：
２

系
列

③
エ

ン
ド

ピ
ー

ス
酸

洗
浄

槽
洗

浄
液

密
度

高
に

よ
る

せ
ん

断
停

止
回

路
（安

重
）：

２
系

列
主

要
な

臨
界

防
止

機
能

：②
及

び
③

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿
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外的事象（地震）の発生時における再処理の停止について

地震発生時において，プロセスが異常な状態を継続すること（例：配管

の破断による漏えい）を防止するために再処理を停止させる。

地震発生時の再処理の停止の手段としては，以下の２つの方法を用いる。 

（１）中央制御室からの再処理の停止

地震による加速度大の警報が発報した場合，制御建屋中央制御室から

操作することにより，各建屋の常時運転が要求される設備（安全冷却水，

安全圧縮空気，塔槽類廃ガス処理設備，建屋換気設備）を除く工程を停

止し，再処理を停止する。要員による対処を期待しない時間（１０分）

及び状況の把握，判断，体制移行に要する時間（５分）を考慮して，再

処理の停止操作は，地震発生から１５分後以降，対応可能である。緊急

停止系の構成を図１に示す。また，移送を停止する箇所をセル内につい

ては図 1，セル外については図 2 に示す。 

（２）外部電源の遮断による再処理の停止（受電開閉設備の開放）

核燃料物質の移送及び加熱を確実に停止させるため，外部電源の遮断

（ユーティリティ建屋又は開閉所にて受電開閉設備の開放操作を実施）

を行い，移送に必要な駆動源（空気，蒸気），加熱源及び機器本体を停

止させる。外部電源を遮断した場合，運転予備用 D/G が自動起動するこ

とにより，負荷先に給電されることから，自動起動しない措置を実施す

る。安全冷却水及び安全圧縮空気は非常用 D/G の負荷にあり，非常用

D/G から給電されるため，自動起動を防止する措置は行わない。外部電

源遮断操作については，当直員２人にて４５分にて対応可能である。

地震発生からの主な手順は，以下のとおり。

①地震発生により安全系監視制御盤の機能喪失又は加速度大による

警報が発報する。

②（１）制御建屋中央制御室からの再処理を停止する。

③（２）外部電源の遮断による再処理の停止（受電開閉設備の開放）

を行い，確実に再処理の停止を行う。

④現場確認を行う。

全体的な操作については，フロー図を図３に示す。また，外部電源の遮

断場所の配置と操作時間に係る時間を図４に示す。

以上

添付資料１-１ 
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地
震
に
て
移
送
を
停
止
す
る
箇
所

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●
上
流
の
機
器
の
停
止
に
よ
り
移
送
が
停
止
す
る
箇
所

●

●

●

● ●

●
●

● ●

● ●
●

●

●
凝
縮
廃
液

ろ
過
器

●●
●

●
●

●

●

●

● ●

●

●

●
●

●

●

●
●

●

●

図
2：
臨
界
事
故
の
観
点
か
ら
基
準
地
震
動
の
1.
2倍

の
地
震
動
を
考
慮
し
た
際
に
機
能
維
持
で

き
る
設
計
と
し
て
い
る
対
象
箇
所
と
地
震
に
よ
り
移
送
が
停
止
す
る
箇
所
（セ
ル
外
）
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地
震
発
生

使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の

停
止
操
作
実
施

安
全
系
監
視
制
御
盤
の
機
能
喪
失

又
は
加
速
度
大
に
よ
る
警
報
発
報

・
中
央
制
御
室
の
安
全
系
監
視
制
御
盤

に
て
機
能
喪
失
又
は
加
速
度
大
に
よ

る
警
報
の
発
報
を
確
認

外
部
電
源
の
遮
断
操
作
を
実
施

使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
停
止

現
場
確
認

・
中
央
制
御
室
か
ら
停
止
操
作
を
実

施

・
当
直
員
が
開
閉
所
に
て
受
電
開
閉

設
備
の
遮
断
器
を
開
放

・
地
震
時
の
対
応
と
し
て
現
場
確
認

を
実
施
す
る
。

≪
確
認
・
実
施
項
目
≫

※
外
部
電
源
の
遮
断
操
作
を
実
施
後
，
施
設
の
安
全
性
が
確
認
で
き
た
場
合
，
外
部
電
源
を
復
旧
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。

※

図
3：
外
部
電
源
の
遮
断
場
所
の
配
置
と
操
作
時
間

補3－13－添1－1－4

①
要
員
に
よ
る
対
処
を

期
待
し
な
い
時
間
：
１
０
分

②
状
況
（
事
象
）
の

把
握
，
判
断
：
５
分

③
制
御
建
屋
中
央
制
御
室

か
ら
運
転
予
備
用
電
源
建
屋

ま
で
の
移
動
及
び
運
転
予
備

用
D
/G
自
動
起
動
防
止
措

置
：
１
５
分

④
開
閉
所
ま
で
の
移
動
及

び
外
部
電
源
遮
断
操
作
：
１
５

分
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図
4：
外
部
電
源
の
遮
断
場
所
の
配
置
と
操
作
時
間

制
御
建
屋

運
転
予
備
用
電
源
建
屋

開
閉
所

外
部
電
源
遮
断
完
了
時
間
：
地
震
発
生
後

４
５
分

①
要
員
に
よ
る
対
処
を
期
待
し
な
い
時
間
：
１
０
分

②
状
況
（
事
象
）
の
把
握
，
判
断
：５
分

③
制
御
建
屋
中
央
制
御
室
か
ら
運
転
予
備
用
電
源

建
屋
ま
で
の
移
動
及
び
運
転
予
備
用
D
/G
自
動

起
動
防
止
措
置
：
１
５
分

④
開
閉
所
ま
で
の
移
動
及
び
外
部
電
源
遮
断
操

作
：
１
５
分

移
動
経
路
：
青
線

作
業
人
数
：
２
人

①
，
②

③

④
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添付資料１-2 

臨界事故に関係する基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持

できる設計対象について 

臨界安全設計として，「形状」「濃度」「質量」「中性子吸収材」な

どにより，未臨界を維持している。地震では，これらのうち「形状」

「中性子吸収材」などに変形を与え，未臨界状態を維持できない可能性

がある。 

また，臨界安全設計として条件としている減速材の条件や漏えいにつ

いても，地震によりそれら条件に変化が生じ，未臨界状態を維持できな

い可能性がある。 

これらは，地震による損傷により未臨界を維持できなくなる可能性が

あり，地震に耐える設計が必要である。「変形による臨界事故発生防止

の観点」「漏えいによる臨界事故発生防止の観点」から，基準地震動の

1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすべき対象とした。

具体的な対象となる条件は以下の通り。（参考：図1) 

●変形による臨界事故発生防止の観点から基準地震動の1.2倍の地震動を

考慮した際に機能維持できる設計対象について

(1)平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する設

備

(2)地震での破損によって発生する転倒により臨界の可能性のある設備

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋のバスケット仮置き架台（実入

り）） 

(3) 寸法・形状，中性子吸収材などにより，未臨界を確保している設備

（平常運転時に未臨界濃度を超える溶液を内包する安全形状寸法管

理機器，使用済燃料受入れ貯蔵建屋のラック，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋の貯蔵ホールなど）

●「漏えいによる臨界事故発生防止の観点」から，基準地震動の1.2倍の

地震動を考慮した際に機能維持できる設計対象について

(4) プルトニウム濃縮液を希釈するおそれのある液体を内包する設備

（ただし，多量のプルトニウム濃縮液を保有する機器があるセルの
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みを対象とする。） 

(5)破損時にMOX粉末に被水することで，減速条件の変化を引き起こし，

臨界事故を発生させる可能性のある液体を保有する設備

(6) プルトニウム濃縮液を貯留する機器に漏えい液が重力流で回収さ

れ，回収先となっている場合で，破損時に大量の漏えい液の発生源

となる設備

(7) 室内に溢水の浸入により減速条件の変化を引き起こす可能性のある

液体から防護する設備(MOXを取り扱う部屋の入口にある堰）

以上 
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プルトニウム
濃縮缶

プルトニウム濃縮液を貯留する機器に漏えい液が重力流で
回収され，回収先となっている場合で，破損時に大量の漏

えい液の発生源となる機器（６）

水系の系統（５）

ＧＢ

ＧＢ

ＭＯＸ粉末

堰

図１：重大事故（臨界事故）における
基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計対象のイメージ図

部屋 セル

平常運転時にＰｕ濃度が未臨界濃度を超
える溶液を内蔵する系統（１）

セル セル

部屋
セル外

ラック

希釈液の系統（４）

形状の変形，据付状態の変化により臨界事故が発生する
機器（固体核燃料物質系：ラックなど）（２）（３）

（黒色を除く）実線：基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機
能維持できる設計対象の範囲　　
（黒色を除く）点線：基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機
能維持できる設計対象外の範囲

希釈液の系統（４）

形状，寸法，中性子吸

収材の設置により未臨

界を維持している機器

（３）

(１)平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する設備
(２)地震での破損によって発生する転倒等により臨界の可能性のある設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋のバスケット仮置き架台（実入り）など）
(３)寸法・形状，中性子吸収材などにより，未臨界を確保している設備（平常運転時に未臨界濃度を超える溶液を内包する安全形状寸法管理機器，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋のラック，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の貯蔵ホールなど）
(４)プルトニウム濃縮液を希釈するおそれのある液体を内包する設備（ただし，多量のプルトニウム濃縮液を保有する機器があるセルのみを対象とする。）
(５)破損時にＭＯＸ粉末に被水することで，減速条件の変化を引き起こし，臨界事故を発生させる可能性のある液体を保有する設備

(６)プルトニウム濃縮液を貯留する機器に漏えい液が重力流で回収され，回収先となっている場合で，破損時に大量の漏えい液の発生源となる設備
(７)室内に溢水の浸入により減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体から防護する設備（ＭＯＸを取り扱う部屋の入口にある堰）

（７）

希釈液の系統は，大量のPu濃縮液を保有して
いるセルの中を通過する配管・機器を対象とす
る。

平常運転時にＰｕ濃度が未臨界濃度を超
える溶液を内蔵する系統（１）

Pu濃縮液を

保有する機器

補3－13－添1－2－3
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添
付

資
料

2
-
1
-
1
 

臨
界
事
故

に
係
る

検
討

対
象
事
象

の
特
定

 
「
基
本
方

針
」

 

起
因
事
象
名
 

重
大
事
故
の
発
生
を
仮
定
す
る
際

の
条
件
 

基
本
方
針
 

内
的
①
 

動
的
機
器
の
機
能
喪
失
又
は
誤
操

作
臨
界
事
故
の
起
因
と
な
る
異
常
の
発
生
の
防
止
機
能
及
び
当
該
異
常
の
進
展
防
止
機
能
の
う
ち
主
要
な
機
能
（
以
下
，

「
主
要
な
臨
界
防
止
機
能
」
と
言
う
。
）
に
つ
い
て
，
複
数
の
動
的
機
器
の
機
能
喪
失
（
多
重
故
障
）
及
び
運
転
員
が
行
う

操
作
の
誤
操
作
（
異
常
検
知
に
係
る
認
知
・
判
断
ミ
ス

を
含
む
）
を
想
定
す
る
。
 

た
だ
し
，
関
連
性
の
な
い
複
数
の
起
因
事
象
の
同
時
発
生
は
想
定
し
な
い
。
 

ま
た
，
形
状
寸
法
管
理
を
維
持
す
る
機
能
の
喪
失
は
想
定
し
な
い
。
 

さ
ら
に
，
以
下
に
示
す
場
合
に
つ
い
て
は
，
臨
界
防
止
機
能
の
機
能
喪
失
を
想
定
し
な
い
。
 

(
ｲ
)
臨

界
に

至
る

こ
と

を
防

止
す

る
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

に
想

定
さ

れ
る

設
備

の
状

態
に

お
い

て
処

理
運

転
が

停

止
，
又
は
操
作
に
よ
り
停
止
さ

せ
た
場
合
で
，
そ
れ
以
降
の
処
理
運
転
の
継
続
が
困
難
な
場
合
（
作
業
環
境
的
に

不
可
能
な
場
合
を
含
む
）

(
ﾛ
)
直
接
目
視
又
は
間
接

目
視
に
よ
り
，
設
備
の
状
態
の
確
認
を
複
数
の
要
員
が
多
数
回
実
施
す
る
場
合

(
ﾊ
)
多
様
性
を

有
す
る
手
段
に
よ
り
複
数

の
要
員
が
多
数
回
の
設
備
・

プ
ロ
セ
ス
の
状
態
を
確
認
す

る
こ
と
で
異
常

を

検
知
で
き
る
場
合

(
ﾆ
)
臨
界
と
な
る
条
件
に
達
す
る
ま
で
に
非
常
に
多
数
の
故
障
，
誤
作
動
，
誤
操
作
を
必
要
と
す
る
場
合

(
ﾎ
)
独
立
し
た

信
頼
性
の
高
い
運
転
管
理

及
び
関
連
す
る
操
作
に
お
い

て
複
数
の
要
員
が
多
数
回
の

設
備
の
状
態
の

確

認
を
行
う
こ
と
で
異
常
を
検
知
で
き
る
場
合

補 3－13－添 2－1－1－1 
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内
的
②
 

静
的

機
器

の
損

傷
及

び
漏

え
い

検
知

機
能

の
喪

失
 

核
燃

料
物

質
が

未
臨

界
濃

度
を

超
え

る
溶

液
を

連
続

的
に

移
送

す
る

配
管

か
ら

溶
液

の
漏

え
い

が
発

生
し

同
時

に
漏

え
い
検
知
機
能
（
液
位
計
）
の
機
能
喪
失
を
想
定
し
た
場
合
に
つ
い
て
，
単
位
時
間
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
多
い
場
合
は
，

設
備
の
異
常
な
変
動
に
よ
り
運
転
状
態
を
監
視
す
る
計

測
制
御
設
備
の
機
能
に
よ
り
処
理
運
転
が
停
止
さ
れ
る
。
一
方
，

単
位
時
間
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
少
量
の
場
合
は
，
漏
え
い
液
の
液
厚
が
臨
界
と
な
る
液
厚
に
到
達
す
る
ま
で
の
時
間
の

安
全
余
裕
が
長
く
，
そ
の
間
に
複
数
の
運
転
員
に
よ
り
行
わ
れ
る
多
数
回
の
漏
え
い
液
受
皿
の
集
液
部
の
確
認
に
よ
り
漏

え
い
を
検
知
し
，
工
程
を
停
止
で
き
る
。
 

ま
た
，
回
分
移
送
に
つ
い
て
は
，
移
送
の
前
後
に
て
移
送
元
及
び
移
送
先
の
機
器
に
て
液
量
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り

漏
え
い
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
た
め
，
想
定
漏
え
い
量
を
一
回
分
の
移
送
量
と
す
る
。
 

た
だ
し
，
複
数
の
配
管
か
ら
の
同
時
の
漏
え
い
発
生
は
，
関
連
性
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
想
定
し
な
い
。
 

ま
た
，
下
記
の
(
ｲ
)～

(
ﾎ
)に

該
当
す
る
場
合
の
機
能
喪
失
は
想
定
し
な
い
。
ま
た
，
物
理
的
に
臨
界
に
な
ら
な
い
下
記

の
(
ﾍ
)～

(
ﾁ
)の

場
合
も
機
能
喪
失
は
発
生
し
な
い
。
 

(
ｲ
)
臨
界
に

至
る
こ
と
を
防
止
す
る
機
能

が
喪
失
し
た
場
合
に
想
定
さ

れ
る
設
備
の
状
態
に
お
い
て

処
理
運
転
が

停

止
，
又
は
操
作
に
よ
り
停
止
さ
せ
た
場
合
で
，
そ
れ
以
降
の
処
理
運
転
の
継
続
が
困
難
な
場
合
（
作
業
環
境
的
に

不
可
能
な
場
合
を
含
む
）

(
ﾛ
)
直
接
目
視
又
は
間
接
目
視
に
よ
り
，
設
備
の
状
態
の
確
認
を
複
数
の
要
員
が
多
数
回
実
施
す
る
場
合

(
ﾊ
)
多
様
性

を
有
す
る
手
段
に
よ
り
複
数

の
要
員
が
多
数
回
の
設
備
・

プ
ロ
セ
ス
の
状
態
を
確
認
す

る
こ
と
で
異

常

を
検
知
で
き
る
場
合

(
ﾆ
)
臨
界
と
な
る
条
件
に
達
す
る
ま
で
に
非
常
に
多

数
の
故
障
，
誤
作
動
，
誤
操
作
を
必
要
と
す
る
場
合

(
ﾎ
)
独
立
し

た
信
頼
性
の
高
い
運
転
管
理

及
び
関
連
す
る
操
作
に
お
い

て
複
数
の
要
員
が
多
数
回
の

設
備
の
状
態

の

確
認
を
行
う
こ
と
で
異
常
を
検
知
で
き
る
場
合

(
ﾍ
)
平
常
運
転
時
に
取
り
扱
う
核
燃
料
物
質
が
未
臨
界
限
度
以
下
の
場
合
。
漏
え
い
し
て
も
臨
界
に
な
ら
な
い
。

(
ﾄ
)
取
り
扱
う
核
燃
料
物
質
が
固
体
の
場
合
。
固

体
な
の
で
腐
食
し
難
い
の
で
，
漏
え
い
の
発
生
は
考
え
に
く
い
。

(
ﾁ
)
漏
え
い
液
の
回
収
が
重
力
流
で
回
収
さ
れ
る
場
合
。
自
然
に
漏
え
い
液
が
回
収
さ
れ
る
た
め
，
臨
界
に
は
な
ら

な
い
。
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外
的
 

基
準

地
震

動
を

超
え

る
地

震
動

の
地

震
 

設
計

基
準

を
超

え
る

地
震

動
の

地
震

の
発

生
に

伴
う

外
部

電
源

及
び

非
常

用
所

内
電

源
系

統
の

機
能

喪
失

に
よ

る
動

的
機
器
の
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
。
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
，
溶
液
の
移
送
等
の
処

理
運
転
に

使
用
す
る

電
源
は
，
一
般

系
の
電
源
で
あ
り
，
安
全
上
重
要
な
施
設
で
あ
る
非
常

用
所
内
電
源
系
統
に
比
べ
て
耐
震
性
が
低
く
，
非
常
用
所
内
電
源

系
統

が
機

能
喪

失
す

る
よ

う
な

状
況

に
お

い
て

は
一

般
系

の
電

力
供

給
は

喪
失

し
処

理
運

転
が

停
止

す
る

と
考

え
ら

れ

る
が
，
設
備
の
損
傷
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
，
一
部
の
設
備
で
電
力
供
給
が
継
続
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
強
い

地
震

を
検

知
し

た
場

合
に

講
ず

る
緊

急
停

止
系

に
よ

る
再

処
理

の
停

止
措

置
及

び
外

部
電

源
の

遮
断

に
よ

る
再

処
理

の

停
止
措
置
の
実
施
に
よ
り
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
，
溶
液
の
移
送
等
を
停
止
す
る
。
し
た
が
っ
て
，
以
下
の
（
１
）
か

ら
（

３
）
に
該
当
す
る
場
合
は
，
臨
界
事
故
は
想
定
し
な
い
。
 

(１
)速

や
か
に
溶
液
の
移
送
等
を
停
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
，
機
能
が
損
な
わ
れ
て
も
，
核
燃
料
物
質
が
未

臨
界
限
度
を
超
え
ず
，
臨
界
事
故
に
至
ら
な
い
場
合
。
地
震
動
を
監
視
及
び
検
知
し
，
加
速
度
大
に
よ
る
警
報
が
発

せ
ら
れ
た
場
合
，
速
や
か
に
溶
液
の
移
送
等
を
停
止
す
る
措
置
を
講
じ
る
た
め
，
濃
度
管
理
又
は
質
量
管
理
を
行
う

設
備
の
未
臨
界
状
態
は
維
持
さ
れ
る
。

(２
)平

常
運
転
時
に
核
燃
料
物
質
が
未
臨
界
限
度
を
超
え
な
い
場
合
。
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
を
取
り
扱
う
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
内

の
機
器
に
つ
い
て
は
，
平
常
運
転
時
に
室
内
に
設
置
す
る
機
器
が
保
有
す
る
核
燃
料
物
質
量
の
合
計
が
未
臨
界
質
量

以
下
で
あ
り
，
仮
に
全
量
が
漏
え
い
し
て
も
臨
界

に
至
る
可
能
性
は
な
い
。

(３
)
基
準
地
震
動
の

1
.
2
倍
の
地
震
動
を
考
慮
し
た
際
に
機
能
維
持
で
き
る
設
計
の
場
合
。

平
常
運
転
時
の

プ
ル
ト
ニ

ウ
ム
濃
度
が
未
臨
界
濃
度
を
超
え
る
形
状
寸
法
管
理
機
器
は
，
基
準
地
震
動
の

1
.2

倍
の
地
震
動
を
考
慮
し
た
際
に

機
能
維
持
で
き
る
設
計
と
し
て
お
り
，
機
器
の
形
状
寸
法
は
変
化
し
な
い
こ
と
，
中
性
子
吸
収
材
は
脱
落
し
な
い

こ

と
及
び
複
数
ユ
ニ
ッ
ト
間
の
距
離
が
変
化
し
な
い

こ
と
か
ら
，
臨
界
事
故
に
至
ら
な
い
。
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添
付

資
料

2
-
1
-
2
 

臨
界
事
故
に
係
る
検
討
対
象
事
象
の
特
定
 

「
使
用
済
燃
料
受
入
れ
設
備
」
及
び
「
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
」
 

機
器
名
 

想
定

結
果
 

・
燃
焼
度

計
測

前
燃

料
仮

置
き

ラ
ッ

ク
１

．
特
定

結
果
 

内
的
①
：
燃

焼
度
計

測
前
燃

料
仮

置
き
ラ

ッ
ク
は
，
濃
縮
度

5ｗ
ｔ

％
の

燃
料

集
合

体
を

収
納

し
て

も
未

臨
界

を
維

持
で

き
る

ラ
ッ
ク

格
子
の

中
心
間

最
小
距

離
を
確

保
し
て

お
り

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
内

的
②
：
取

り
扱
う

核
燃
料

物
質

が
固
体

状
で

，
燃

料
被
覆

管
に

被
覆

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

，
核

燃
料

物
質

の
漏

え
い

は
考

え
に
く
い

。
 

外
的
 
：
地

震
時
に

お
い
て

も
，
ラ
ッ

ク
格

子
間
の

中
心
間

最
小

距
離

が
維

持
さ

れ
る

よ
う

，
基

準
地

震
動

の
1.
2
倍

の
地

震
動
を
考

慮
し
た

際
に
機

能
維
持

で
き
る

設
計
と

す
る

の
で

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

・
燃
焼
度

計
測

後
燃

料
仮

置
き

ラ
ッ

ク
内

的
①
：
燃

焼
度
計

測
後
燃

料
仮

置
き
ラ

ッ
ク
は
，
装
荷
す

る
使

用
済

燃
料

集
合

体
の

最
高

濃
縮

度
が

3.
5ｗ

ｔ
％

以
下

の
場

合
に
未

臨
界
を

確
保
で

き
る
よ

う
に
設

計
し
て

い
る

が
，

濃
縮

度
の

制
限

を
超

え
る

5
ｗ

ｔ
％

の
燃

料
集

合
体

を
装
荷
し

た
場
合

で
も
，
本
ラ
ッ

ク
の
格

子
の
中

心
間

距
離

が
，
使

用
済

燃
料

最
高

濃
縮

度
５

ｗ
ｔ

％
で

も
未

臨
界

を
確

保
で

き
る

よ
う

に
格

子
の

中
心

間
距

離
を

設
計

し
た

燃
焼

度
計

測
前

燃
料

仮
置

き
ラ

ッ
ク

の
中

心
間

距
離

と
同
じ

で
あ
る

た
め
，

臨
界
事

故
は
発

生
し
な

い
。

 
内

的
②
：
取

り
扱
う

核
燃
料

物
質

が
固
体

状
で

，
燃

料
被
覆

管
に

被
覆

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

，
核

燃
料

物
質

の
漏

え
い

は
考

え
に
く
い

。
 

外
的
 
：
地

震
時
に

お
い
て

も
，
ラ
ッ

ク
格

子
間
の

中
心
間

最
小

距
離

が
維

持
さ

れ
る

よ
う

，
基

準
地

震
動

の
1.
2
倍

の
地

震
動
を
考

慮
し
た

際
に
機

能
維
持

で
き
る

設
計
と

す
る

の
で

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

・
低
残
留

濃
縮

度
Ｂ

Ｗ
Ｒ

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
内

的
①
：

低
残
留

濃
縮
度

Ｂ
Ｗ
Ｒ

燃
料
貯

蔵
ラ
ッ

ク
は
，

使
用

済
燃

料
集

合
体

平
均

濃
縮

度
2
.0

ｗ
ｔ

％
の

使
用

済
燃

料
集

合
体
を

収
納
し

た
場
合

に
未
臨

界
を
維

持
で
き

る
よ

う
ラ

ッ
ク

格
子

の
中

心
間

距
離

を
確

保
す

る
設

計
と

し
，
低
残

留
濃
縮

度
Ｂ
Ｗ

Ｒ
燃
料

貯
蔵
ラ

ッ
ク
へ

は
燃

焼
度

計
測

装
置

で
燃

料
集

合
体

の
平

均
残

留
濃

縮
度

が
2
.
0ｗ

ｔ
％
以

下
で
あ

る
こ
と
を

確
認
し

た
使
用

済
燃

料
集

合
体

を
収

納
す

る
。

 
低

残
留
濃

縮
度
Ｂ

Ｗ
Ｒ
燃

料
貯
蔵

ラ
ッ
ク

へ
平
均

残
留

濃
縮

度
が

2
.0

ｗ
ｔ

％
を

超
え

る
使

用
済

燃
料

集
合

体
を

誤
装
荷

す
る
可

能
性
と

し
て
①

燃
焼
度

計
測
装

置
の

故
障

に
よ

り
高

残
留

濃
縮

度
の

燃
料

集
合

体
の

残
留

濃
縮

度
を
低

残
留
濃

縮
度
と

判
断
し

，
低
残

留
濃
縮

度
Ｂ

Ｗ
Ｒ

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
に

運
搬

・
収

納
す

る
場

合
，

②
燃

焼
度
計

測
装
置

で
高
残

留
濃
縮

度
と
判

断
し
た

使
用

済
燃

料
集

合
体

の
運

搬
中

の
誤

取
り

扱
い

に
よ

り
低

残
留

濃
縮
度

Ｂ
Ｗ
Ｒ

燃
料
貯

蔵
ラ
ッ

ク
に
運

搬
・
収

納
す

る
場

合
が

考
え

ら
れ

る
が

，
い

ず
れ

の
場

合
も

，
多

様
性

の
あ
る

測
定
方

法
や
運

転
員
の

複
数
回

の
確
認

に
よ

り
異

常
に

気
づ

き
，

運
転

の
継

続
が

想
定

し
難

い
こ

と
か

ら
，
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

内
的
②
：
取

り
扱
う

核
燃
料

物
質

が
固
体

状
で

，
燃

料
被
覆

管
で

被
覆

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

，
核

燃
料

物
質

の
漏

え
い

は
考

え
に
く
い

。
 

外
的
 
：
地

震
時
に

お
い
て

も
，
ラ
ッ

ク
格

子
間
の

中
心
間

最
小

距
離

が
維

持
さ

れ
る

よ
う

，
基

準
地

震
動

の
1.
2
倍

の
地

震
動
を
考

慮
し
た

際
に
機

能
維
持

で
き
る

設
計
と

す
る

の
で

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。
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・
低
残
留

濃
縮

度
Ｐ

Ｗ
Ｒ

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
内

的
①
：
低

残
留
濃

縮
度
Ｐ

Ｗ
Ｒ

燃
料
貯

蔵
ラ
ッ

ク
は
，
使

用
済

燃
料

集
合

体
平

均
濃

縮
度

2
.0

ｗ
ｔ

％
の

使
用

済
燃

料
集

合
体
を
収

納
し
た

場
合
に

未
臨
界

を
維
持

で
き
る

よ
う

，
ラ

ッ
ク

格
子

の
中

心
間

距
離

を
確

保
す

る
設

計
と

し
，

低
残
留
濃

縮
度

PW
R
燃

料
貯
蔵

ラ
ッ
ク

へ
は
燃

焼
度

計
測

装
置

で
燃

料
集

合
体

の
平

均
残

留
濃

縮
度

が
2
.0

ｗ
ｔ

％
以
下

で
あ
る

こ
と
を

確
認
し

た
使
用

済
燃
料

集
合

体
を

収
納

す
る

。
 

低
残

留
濃

縮
度

Ｐ
Ｗ

Ｒ
燃

料
貯

蔵
ラ

ッ
ク

へ
平

均
残

留
濃

縮
度

が
2.
0
ｗ

ｔ
％

を
超

え
る

使
用

済
燃

料
集

合
体

を
誤

装
荷

す
る

可
能

性
と

し
て

①
燃

焼
度

計
測

装
置

の
故

障
に

よ
り

高
残

留
濃

縮
度

の
燃

料
集

合
体

の
残

留
濃

縮
度
を
低

残
留
濃

縮
度
と

判
断
し

，
低
残

留
濃
縮

度
Ｐ

Ｗ
Ｒ

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
に

運
搬
・
収

納
す

る
場

合
②

燃
焼

度
計
測
装

置
で
高

残
留
濃

縮
度
と

判
断
し

た
使
用

済
燃

料
集

合
体

の
運

搬
中

の
誤

取
り

扱
い

に
よ

り
，
低

残
留

濃
縮

度
Ｐ
Ｗ

Ｒ
燃
料

貯
蔵
ラ

ッ
ク
に

運
搬
・
収

納
す
る

場
合

が
考

え
ら

れ
る

が
，
い

ず
れ

の
場

合
も

，
多

様
性

の
あ

る
測
定
方

法
や
運

転
員
の

複
数
回

の
確
認

に
よ
り

異
常

に
気

づ
き

，
運

転
の

継
続

が
想

定
し

難
い

こ
と

か
ら

，
臨

界
事
故
は

発
生
し

な
い
。
 

内
的
②
：
取

り
扱
う

核
燃
料

物
質

が
固
体

状
で

，
燃

料
被
覆

管
で

被
覆

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

，
核

燃
料

物
質

の
漏

え
い

は
考

え
に
く
い

。
 

外
的
 
：
地

震
時
に

お
い
て

も
，
ラ
ッ

ク
格

子
間
の

中
心
間

最
小

距
離

が
維

持
さ

れ
る

よ
う

，
基

準
地

震
動

の
1.
2
倍

の
地

震
動
を
考

慮
し
た

際
に
機

能
維
持

で
き
る

設
計
と

す
る

の
で

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

・
Ｐ
Ｗ
Ｒ

燃
料

用
バ

ス
ケ

ッ
ト

内
的
①
：
Ｐ

Ｗ
Ｒ
燃

料
用
バ

ス
ケ

ッ
ト
は
，
使
用
済

燃
料
集

合
体

平
均

濃
縮

度
3.
5ｗ

ｔ
％

の
使

用
済

燃
料

集
合

体
を

収
納

し
た
場
合

に
未
臨

界
を
維

持
で
き

る
よ
う

バ
ス
ケ

ッ
ト

格
子

の
中

心
間

最
小

距
離

を
確

保
す

る
設

計
と

し
，
Ｐ

Ｗ
Ｒ

燃
料
用

バ
ス
ケ

ッ
ト
へ

は
燃
焼

度
計
測

装
置
で

燃
料

集
合

体
の

平
均

残
留

濃
縮

度
が

3
.
5ｗ

ｔ
％

以
下

で
あ

る
こ

と
を
確

認
し
た

使
用
済

燃
料
集

合
体
を

収
納
す

る
。

Ｐ
Ｗ

Ｒ
燃

料
用

バ
ス

ケ
ッ

ト
へ

平
均

残
留

濃
縮

度
が

3
.5

ｗ
ｔ

％
を

超
え

る
使

用
済

燃
料

集
合

体
を

誤
装

荷
す

る
可

能
性

と
し

て
①

燃
焼

度
計

測
装

置
の

故
障

に
よ

り
平

均
残
留
濃

縮
度
が

3.
5ｗ

ｔ
％
を

超
え
る

燃
料
集

合
体

の
残

留
濃

縮
度

を
3.
5ｗ

ｔ
％

以
下

と
判

断
し

Ｐ
Ｗ

Ｒ
燃

料
用
バ
ス

ケ
ッ
ト

に
誤
装

荷
す
る

場
合
②

燃
焼
度

計
測

装
置

で
平

均
残

留
濃

縮
度

が
3
.5

ｗ
ｔ

％
を

超
え

る
と

判
断

し
た
使

用
済
燃

料
集
合

体
の
運

搬
中
の

誤
取
り

扱
い

に
よ

り
P
W
R
用

燃
料

バ
ス

ケ
ッ

ト
に

誤
装

荷
す

る
場

合
が

考
え
ら
れ

る
が
，
い
ず
れ

の
場
合

も
，
多

様
性
の

あ
る

測
定

方
法

や
運

転
員

の
複

数
回

の
確

認
に

よ
り

異
常

に
気

づ
き
，
運

転
の
継

続
が
想

定
し
難

い
こ
と

か
ら
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

内
的
②
：
取

り
扱
う

核
燃
料

物
質

が
固
体

状
で

，
燃

料
被
覆

管
で

被
覆

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

，
核

燃
料

物
質

の
漏

え
い

は
考

え
に
く
い

。
 

外
的
 
：
Ｐ

Ｗ
Ｒ
燃

料
用
バ

ス
ケ

ッ
ト
は

，
可
搬
の

機
器
で

あ
る

た
め

耐
震

性
の

評
価

は
な

い
。
バ

ス
ケ

ッ
ト

仮
置

き
架

台
（

実
入
り

用
）
は

，
基
準

地
震
動

の
1
.2

倍
の
地

震
動

を
考

慮
し

た
際

に
機

能
維

持
で

き
る

設
計

と
す

る
た

め
，

使
用
済
燃

料
集
合

体
を
収

納
し
た

バ
ス
ケ

ッ
ト
が

転
倒

し
，
放

出
す

る
こ

と
が

な
く

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。 
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・
高
残
留

濃
縮

度
Ｂ

Ｗ
Ｒ

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
内

的
①
：
高

残
留
濃

縮
度
Ｂ

Ｗ
Ｒ

燃
料
貯

蔵
ラ
ッ

ク
は
，
使

用
済

燃
料

集
合

体
平

均
濃

縮
度

3
.5

ｗ
ｔ

％
の

使
用

済
燃

料
集

合
体

を
収

納
し

た
場

合
に

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
よ

う
ラ

ッ
ク

格
子

の
中

心
間

最
小

距
離

を
確

保
す

る
設

計
と

し
，
Ｐ

Ｗ
Ｒ
燃

料
用
バ

ス
ケ
ッ
ト

へ
は
燃

焼
度
計

測
装

置
で

燃
料

集
合

体
の

平
均

残
留

濃
縮

度
が

3
.5

ｗ
ｔ

％
以

下
で
あ
る

こ
と
を

確
認
し

た
使
用

済
燃
料

集
合
体

を
収

納
す

る
が

，
高

残
留

濃
縮

度
Ｂ

Ｗ
Ｒ

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
の

格
子
の
中

心
間
距

離
は

，
濃
縮
度

5ｗ
ｔ
％
の

燃
料

集
合

体
を

収
納

し
て

も
未

臨
界

を
維

持
で

き
る

格
子

の
中

心
間

距
離
よ

り
広
い

た
め

，
高
残
留

濃
縮
度

Ｂ
Ｗ
Ｒ

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
へ

平
均

残
留

濃
縮

度
が

3
.5

ｗ
ｔ

％
を

超
え

る
使
用
済

燃
料
集

合
体
を

収
納
し

て
も
臨

界
事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

内
的
②
：
取

り
扱
う

核
燃
料

物
質

が
固
体

状
で

，
燃

料
被
覆

管
で

被
覆

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

，
核

燃
料

物
質

の
漏

え
い

は
考

え
に
く
い

。
 

外
的
 
：
地

震
時
に

お
い
て

も
，
ラ
ッ

ク
格

子
間
の

中
心
間

最
小

距
離

が
維

持
さ

れ
る

よ
う

，
基

準
地

震
動

の
1.
2
倍

の
地

震
動
を
考

慮
し
た

際
に
機

能
維
持

で
き
る

設
計
と

す
る

の
で

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

・
高
残
留

濃
縮

度
Ｐ

Ｗ
Ｒ

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
内

的
①
：
高

残
留
濃

縮
度
Ｐ

Ｗ
Ｒ

燃
料
貯

蔵
ラ
ッ

ク
は
，
使

用
済

燃
料

集
合

体
平

均
濃

縮
度

3
.5

ｗ
ｔ

％
の

使
用

済
燃

料
集

合
体

を
収

納
し

た
場

合
に

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
よ

う
ラ

ッ
ク

格
子

の
中

心
間

最
小

距
離

を
確

保
す

る
設

計
と

し
，
Ｐ

Ｗ
Ｒ
燃

料
用
バ

ス
ケ
ッ
ト

へ
は
燃

焼
度
計

測
装

置
で

燃
料

集
合

体
の

平
均

残
留

濃
縮

度
が

3
.5

ｗ
ｔ

％
以

下
で
あ
る

こ
と
を

確
認
し

た
使
用

済
燃
料

集
合
体

を
収

納
す

る
が

，
高

残
留

濃
縮

度
Ｐ

Ｗ
Ｒ

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
の

格
子
の
中

心
間
距

離
は
，
濃

縮
度

５
ｗ
ｔ

％
の
燃

料
集

合
体

を
収

納
し

て
も

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
格

子
の

中
心

間
距
離
よ

り
広
い

た
め

，
高
残
留

濃
縮
度

Ｐ
Ｗ
Ｒ

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
へ

平
均

残
留

濃
縮

度
が

3
.5

ｗ
ｔ

％
を

超
え

る
使
用
済

燃
料
集

合
体
を

収
納
し

て
も
臨

界
事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

内
的
②
：
取

り
扱
う

核
燃
料

物
質

が
固
体

状
で

，
燃

料
被
覆

管
で

被
覆

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

，
核

燃
料

物
質

の
漏

え
い

は
考

え
に
く
い

。
 

外
的
 
：
地

震
時
に

お
い
て

も
，
ラ
ッ

ク
格

子
間
の

中
心
間

最
小

距
離

が
維

持
さ

れ
る

よ
う

，
基

準
地

震
動

の
1.
2
倍

の
地

震
動
を
考

慮
し
た

際
に
機

能
維
持

で
き
る

設
計
と

す
る

の
で

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

・
Ｂ
Ｗ
Ｒ

燃
料

用
バ

ス
ケ

ッ
ト

内
的
①
：
Ｂ

Ｗ
Ｒ
燃

料
用
バ

ス
ケ

ッ
ト
は
，
使
用
済

燃
料
集

合
体

平
均

濃
縮

度
3.
5ｗ

ｔ
％

の
使

用
済

燃
料

集
合

体
を

収
納

し
た
場
合

に
未
臨

界
を
維

持
で
き

る
よ
う

バ
ス
ケ

ッ
ト

格
子

の
中

心
間

最
小

距
離

を
確

保
す

る
設

計
と

し
，
Ｐ

Ｗ
Ｒ

燃
料
用

バ
ス
ケ

ッ
ト
へ

は
燃
焼

度
計
測

装
置
で

燃
料

集
合

体
の

平
均

残
留

濃
縮

度
が

3
.
5ｗ

ｔ
％

以
下

で
あ

る
こ

と
を

確
認

し
た

使
用

済
燃

料
集

合
体

を
収

納
す

る
が

，
Ｂ

Ｗ
Ｒ

燃
料

用
バ

ス
ケ

ッ
ト

の
格

子
の

中
心

間
距

離
は

，
濃
縮
度

5ｗ
ｔ
％
の

燃
料
集

合
体
を

収
納
し

て
も

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
格

子
の

中
心

間
距

離
よ

り
も

広
い

た
め
，
Ｂ

Ｗ
Ｒ
燃

料
用
バ

ス
ケ
ッ

ト
へ
平

均
残
留

濃
縮

度
が

3.
5
ｗ

ｔ
％

を
超

え
る

使
用

済
燃

料
集

合
体

を
収

納
し

て
も
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

内
的
②
：
取

り
扱
う

核
燃
料

物
質

が
固
体

状
で

，
燃

料
被
覆

管
で

被
覆

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

，
核

燃
料

物
質

の
漏

え
い

は
考

え
に
く
い

。
 

外
的
 
：
Ｂ

Ｗ
Ｒ
燃

料
用
バ

ス
ケ

ッ
ト
は

，
可
搬
の

機
器
で

あ
る

た
め

耐
震

性
の

評
価

は
な

い
。
バ

ス
ケ

ッ
ト

仮
置

き
架

台
（

実
入
り

用
）
は

，
基
準

地
震
動

の
1
.2

倍
の
地

震
動

を
考

慮
し

た
際

に
機

能
維

持
で

き
る

設
計

と
す

る
の

で
，

使
用
済
燃

料
集
合

体
を
収

納
し
た

バ
ス
ケ

ッ
ト
が

転
倒

し
，
放

出
す

る
こ

と
が

な
く

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。 
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・
燃
料
取

出
し

装
置

内
的
①
：
燃

料
取
出

し
装
置

は
，
質
量

管
理

と
し
て

，
使

用
済
燃

料
集

合
体

を
一

時
に

１
体

ず
つ

取
り

扱
う

こ
と

と
し

て
い

る
。
使
用

済
燃
料

集
合
体

を
一
時

に
２
体

を
取
り

扱
う

こ
と

を
想

定
す

る
。
一

時
に

２
体

を
取

り
扱

う
場

合
と

し
て

，
使
用

済
燃
料

集
合
体

の
燃
料

貯
蔵
ラ

ッ
ク
へ

の
異

常
接

近
の

場
合

と
Ｐ

Ｗ
Ｒ

用
の

使
用

済
燃

料
集

合
体

と
Ｂ

Ｗ
Ｒ
用
の

使
用
済

燃
料
集

合
体
を

そ
れ
ぞ

れ
１
体

ず
つ

同
時

に
保

持
し

た
場

合
が

あ
る

。
 

使
用

済
燃

料
集

合
体

の
燃

料
貯

蔵
ラ

ッ
ク

へ
の

異
常

接
近

を
考

慮
し

た
場

合
は

，
実

効
増

倍
率

の
増

加
は

少
な

く
，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い
。
 

ま
た
，
Ｐ
Ｗ
Ｒ

用
の
使

用
済
燃
料

集
合
体

と
Ｂ
Ｗ

Ｒ
用

の
使

用
済

燃
料

集
合

体
を

そ
れ

ぞ
れ

１
体

ず
つ

同
時

に
保

持
し
た
場

合
は
，
使
用
済

燃
料
集

合
体
間

の
距
離

が
，
濃

縮
度

5
ｗ

ｔ
％

に
お

け
る

使
用

済
燃

料
に

お
い

て
，
Ｂ

Ｗ
Ｒ
と
Ｐ

Ｗ
Ｒ
の

隣
接
す

る
燃
料

集
合
体

間
の
距

離
以

上
に

確
保

さ
れ

る
の

で
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

内
的
②
：
取

り
扱
う

核
燃
料

物
質

が
固
体

状
で

，
燃

料
被
覆

管
で

被
覆

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

，
核

燃
料

物
質

の
漏

え
い

は
考

え
に
く
い

。
 

外
的

 
：

臨
界

安
全

設
計

と
し

て
使

用
済

燃
料

集
合

体
を

一
時

に
１

体
ず

つ
取

り
扱

う
こ

と
と

し
て

い
る

。
地

震
時

に
お

い
て
は
，
使
用
済

燃
料
集

合
体
が

落
下
し

ラ
ッ
ク

に
近

接
す

る
こ

と
を

想
定

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
こ

と
を
確
認

し
た
。
 

・
燃
料
取

扱
装

置
内

的
①

：
燃

料
取

扱
装

置
は

，
質

量
管

理
と

し
て

，
使

用
済

燃
料

集
合

体
を

一
時

に
１

体
ず

つ
取

り
扱

う
こ

と
と

し
て

い
る

。
使
用

済
燃
料

集
合
体

を
一
時

に
２
体

を
取
り

扱
う

こ
と

を
想

定
す

る
。
一

時
に

２
体

を
取

り
扱

う
場

合
と

し
て

，
使
用

済
燃
料

集
合
体

の
燃
料

貯
蔵
ラ

ッ
ク
へ

の
異

常
接

近
の

場
合

と
Ｐ

Ｗ
Ｒ

用
の

使
用

済
燃

料
集

合
体

と
Ｂ

Ｗ
Ｒ
用
の

使
用
済

燃
料
集

合
体
を

そ
れ
ぞ

れ
１
体

ず
つ

同
時

に
保

持
し

た
場

合
が

あ
る

。
 

使
用

済
燃

料
集

合
体

の
燃

料
貯

蔵
ラ

ッ
ク

へ
の

異
常

接
近

を
考

慮
し

た
場

合
は

，
実

効
増

倍
率

の
増

加
は

少
な

く
，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い
。
 

ま
た
，
Ｐ
Ｗ
Ｒ

用
の
使

用
済
燃
料

集
合
体

と
Ｂ
Ｗ

Ｒ
用

の
使

用
済

燃
料

集
合

体
を

そ
れ

ぞ
れ

１
体

同
時

に
保

持
し

た
場
合
は

，
使

用
済
燃

料
集
合
体

間
の
距

離
が

，
濃
縮

度
5
wt
%に

お
け

る
使

用
済

燃
料

に
お

い
て

，
Ｂ

Ｗ
Ｒ

と
Ｐ

Ｗ
Ｒ
の
隣

接
す
る

燃
料
集

合
体
間

の
距
離

以
上
に

確
保

さ
れ

る
の

で
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

内
的
②
：
取

り
扱
う

核
燃
料

物
質

が
固
体

状
で

，
燃

料
被
覆

管
で

被
覆

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

，
核

燃
料

物
質

の
漏

え
い

は
考

え
に
く
い

。
 

外
的

 
：

臨
界

安
全

設
計

と
し

て
使

用
済

燃
料

集
合

体
を

一
時

に
１

体
ず

つ
取

り
扱

う
こ

と
と

し
て

い
る

。
地

震
時

に
お

い
て
は
，
使
用
済

燃
料
集

合
体
が

落
下
し

ラ
ッ
ク

に
近

接
す

る
こ

と
を

想
定

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
こ

と
を
確
認

し
た
。
 

内
的
①
：

動
的

機
器

の
機

能
喪

失
又

は
多

重
誤
操

作
 

内
的
②
：

静
的

機
器

の
損

傷
及

び
漏

え
い

検
知
機

能
の
喪

失
 

外
的
 
：

基
準

地
震

動
を

超
え

る
地

震
動

の
地
震
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添
付

資
料

2
-
1
-
3
 

臨
界
事
故

に
係
る

検
討

対
象
事
象

の
特
定

 

「
燃
料
供

給
設
備

」
 

機
器
名

 
想
定
結
果

 
・

燃
料
横

転
ク

レ
ー

ン
内

的
①

：
質

量
管

理
と

し
て

使
用

済
燃

料
集

合
体

を
１

体
ず

つ
取

り
扱

う
こ

と
と

し
て

お
り

，
本

機
器

は
使

用
済

燃
料

集
合

体
を

一
時

に
２

体
取
扱

う
こ
と

は
で
き

な
い
構

造
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生

し
な

い
。

 
内

的
②

：
取

り
扱

う
核

燃
料

物
質

が
固

体
状

で
，

燃
料

被
覆

管
に

被
覆

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

，
核

燃
料

物
質

の
漏

え
い

は
考

え
に

く
い

。
ま

た
，
核
燃
料

物
質
で

あ
る
使
用

済
み
燃

料
の
破

損
を
想

定
し
て

も
，
機

器
内

に
蓄

積
さ

れ
な

い
こ

と
か

ら
，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な
い
。
 

外
的

 
：

取
り
扱

え
る
使

用
済
燃

料
集
合

体
は
１

体
で
あ

り
，
外

的
要
因

に
よ

り
機

器
が

損
傷

し
た

場
合

で
も

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

内
的
①
：

動
的

機
器

の
機

能
喪

失
又

は
多

重
誤
操

作
内

的
②
：

静
的

機
器

の
損

傷
及

び
漏

え
い

検
知
機

能
の
喪

失
外

的
 
：

基
準

地
震

動
を

超
え

る
地

震
動

の
地
震
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添
付

資
料

2
-
1
-
4
 

臨
界
事
故

に
係
る

検
討

対
象
事
象

の
特
定

 

「
せ
ん
断

処
理
設

備
」

 
機
器

名
 

想
定
結
果

 
・

せ
ん
断

機
 

内
的

①
：

質
量

管
理

と
し
て

使
用

済
燃

料
集
合

体
を

１
体
ず

つ
取

り
扱

う
こ
と

と
し

て
お

り
，

本
機

器
は

使
用

済
燃

料
集

合
体

を
一

時
に

２
体

取
扱

う
こ

と
は

で
き
な
い

構
造
で

あ
る
た

め
，
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

内
的

②
：

取
り

扱
う

核
燃

料
物
質

が
固
体

状
で
あ

り
，
腐

食
に
よ

り
機
器

外
へ
核

燃
料
物

質
が

漏
え

い
す

る
こ

と
は

考
え

に
く

い
。

 
外

的
 

：
取

り
扱

え
る

使
用
済
燃

料
集
合

体
は
１

体
で
あ

り
，
外

的
要
因

に
よ
り

機
器
が

損
傷

し
た

場
合

で
も

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

内
的
①
：

動
的

機
器

の
機

能
喪

失
又

は
多

重
誤
操

作
 

内
的
②
：

静
的

機
器

の
損

傷
及

び
漏

え
い

検
知
機

能
の
喪

失
 

外
的
 
：

基
準

地
震

動
を

超
え

る
地

震
動

の
地
震
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添
付

資
料

2
-
1
-
5
 

臨
界
事
故

に
係
る

検
討

対
象
事
象

の
特
定

 

「
溶
解
設

備
」

 
機
器
名
 

想
定
結
果
 

・
溶
解
槽

（
ハ

ル
洗

浄
槽

）
 

溶
解

槽
と

ハ
ル
洗

浄
槽
の

特
定
結

果
を
記

載
す
る

。
ハ
ル

洗
浄
槽

で
の
臨

界
事
故

は
，
溶

解
槽

の
ハ

ル
洗

浄
槽

に
対

す
る

臨
界

事
故

防
止

機
能

が
喪

失
し

た
と

し
て
整

理
し
た

。
 

1
.
溶

解
槽

の
場
合
 

内
的

①
：
溶

解
槽
は

，
形

状
寸
法

管
理

，
質

量
管
理

，
濃

度
管
理

及
び
中

性
子
吸

収
材

管
理

と
い

う
複

数
の

手
法

を
組

み
合

わ
せ

る
こ

と
に

よ
り

，
臨
界

安
全
管

理
を
行

う
代
表

的
臨
界

安
全
管

理
機
器

で
あ
る

。
形

状
寸

法
管

理
に

つ
い

て
は

，
内

的
事

象
に

よ
る

機
能

喪
失

は
考

え
ら
な

い
が
，

質
量
管

理
，
濃

度
管
理

及
び
中

性
子
吸

収
材
管

理
に

関
す

る
異

常
と

し
て

①
燃

料
せ

ん
断

片
の

過
装

荷
②

溶
解

液
中

の
核

燃
料

物
質

濃
度

上
昇

③
溶

解
槽

硝
酸

濃
度

低
下

④
中

性
子

吸
収

材
の

供
給

異
常

を
想

定
し

，
臨

界
事

故
の

発
生

を
仮

定
す

る
。

 
外

的
②
：
平

常
運

転
時
の

核
燃
料

物
質
濃

度
が
，
無
限
体

系
に
お

い
て
も

未
臨
界

濃
度

以
下

で
あ

る
た

め
，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な
い
。
 

外
的

 
：
溶
解
槽

の
構
造

上
考
え

ら
れ
る

最
大
の

変
形
を

想
定
し

て
も
臨

界
事
故

は
発

生
し

な
い

。
機

器
の

損
傷

に
よ

り
溶

液
が

漏
え

い
し

て
も

，
平
常

運
転
時

に
未
臨

界
濃
度

以
下
で

あ
る
た

め
臨
界

事
故
は

発
生

し
な

い
。

 
 ２

.ハ
ル

洗
浄

槽
の
場

合
 

外
的

①
：
本

機
器
は

，
臨

界
管
理

を
要
し

な
い
機

器
で
あ

る
が
，
上
流

機
器

で
あ
る

溶
解

槽
に

お
け

る
溶

解
不

良
が

発
生

す
る

と
，
燃

料
被

覆
管

せ
ん
断

片
（
ハ

ル
）
と
と

も
に

未
溶
解

の
燃
料

が
ハ
ル

洗
浄
槽

に
流

入
す

る
こ

と
か

ら
、

ハ
ル

洗
浄

槽
で

の
臨

界
事

故
の

発
生

を
仮

定
す
る

。
 

外
的

②
：
ハ
ル
洗

浄
槽
内

の
洗
浄

水
の
平

常
運
転

時
の
核

燃
料
物

質
濃
度

は
，
未

臨
界

濃
度

以
下

で
あ

る
た

め
，
洗

浄
液

が
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生
し

な
い
。
 

外
的

 
：
平
常
運

転
時
に

ハ
ル
洗

浄
槽
内

に
は
有

為
な
量

の
核
燃

料
物
質

が
な
い

こ
と

か
ら

，
ハ

ル
洗

浄
槽

が
破

損
し

，
内

包
物

が
機

器
外

へ
漏

え
い
し

て
も
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

・
第
１
よ

う
素

追
出

し
槽

 
外

的
①

：
濃

度
管

理
及

び
中

性
子

吸
収

材
管

理
と

し
て

お
り

，
内

包
す

る
溶

液
の

濃
度

が
核

的
制

限
値

を
超

え
て

上
昇

し
た

こ
と

を
想

定
す

る
。
そ
の

場
合
で

も
，
機

器
の
形

状
が
平

板
状
で

あ
り
，

濃
度
に

よ
ら

ず
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
ま

た
，
中

性
子
吸

収
材
の

濃
度
低

下
を
想

定
し
た

場
合
は

，
上
流

機
器

で
あ

り
，
中

性
子

吸
収

材
を

使
用

す
る

必
要

が
あ

る
領

域
が

広
い
機

器
で
あ

る
溶
解

槽
に
お

い
て
臨

界
事
故

が
発
生

す
る
こ

と
が

想
定

さ
れ

，
本

機
器

で
は

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

②
：
平

常
運

転
時
の

核
燃
料

物
質
濃

度
が
，
無
限
体

系
に
お

い
て
も

未
臨
界

濃
度

以
下

で
あ

る
た

め
，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な
い
。
 

外
的

 
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
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・
第
２
よ

う
素

追
出

し
槽

内
的

①
：

濃
度

管
理

及
び

中
性

子
吸

収
材

管
理

と
し

て
お

り
，

内
包

す
る

溶
液

の
濃

度
が

核
的

制
限

値
を

超
え

て
上

昇
し

た
こ

と
を

想
定

す
る

。
そ
の

場
合
で

も
，
機

器
の
形

状
が
平

板
状
で

あ
り
，

濃
度
に

よ
ら

ず
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
ま

た
，
中

性
子
吸

収
材
の

濃
度
低

下
を
想

定
し
た

場
合
は

，
上
流

機
器

で
あ

り
，
中

性
子

吸
収

材
を

使
用

す
る

必
要

が
あ

る
領

域
が

広
い
機

器
で
あ

る
溶
解

槽
に
お

い
て
臨

界
事
故

が
発
生

す
る
こ

と
が

想
定

さ
れ

，
本

機
器

で
は

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

内
的

②
：
平
常
運

転
時
の

核
燃
料

物
質
濃

度
が
，
無
限
体

系
に
お

い
て
も

未
臨
界

濃
度

以
下

で
あ

る
た

め
，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な
い
。
 

外
的

 
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
中
間
ポ

ッ
ト

内
的

①
：

濃
度

管
理

及
び

中
性

子
吸

収
材

管
理

と
し

て
お

り
，

内
包

す
る

溶
液

の
濃

度
が

核
的

制
限

値
を

超
え

て
上

昇
し

た
こ

と
を

想
定

す
る

。
そ
の

場
合
で

も
，
機

器
の
形

状
が
細

い
円
筒

形
で
あ

り
，
濃

度
に

よ
ら

ず
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
ま

た
，
中

性
子
吸

収
材
の

濃
度
低

下
を
想

定
し
た

場
合
は

，
上
流

機
器

で
あ

り
，
中

性
子

吸
収

材
を

使
用

す
る

必
要

が
あ

る
領

域
が

広
い
機

器
で
あ

る
溶
解

槽
に
お

い
て
臨

界
事
故

が
発
生

す
る
こ

と
が

想
定

さ
れ

，
本

機
器

で
は

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

内
的

②
：
平
常
運

転
時
の

核
燃
料

物
質
濃

度
が
，
無
限
体

系
に
お

い
て
も

未
臨
界

濃
度

以
下

で
あ

る
た

め
，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な
い
。
 

外
的

 
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
エ
ン

ド
ピ

ー
ス

酸
洗

浄
槽

 
内

的
①
：
濃

度
管

理
及
び

質
量
管

理
を
し

て
い
る

機
器
で

あ
る
。
質
量
管

理
に
関

す
る

異
常

と
し

て
，
せ

ん
断

処
理

設
備

に
係

る
動

的
機

器
の

多
重

故
障

に
よ
る

過
剰
な

核
燃
料

物
質
の

移
行
に

よ
る
臨

界
事
故

の
発

生
を

仮
定

す
る

。
 

内
的

②
：
平

常
運

転
時
の

核
燃
料

物
質
濃

度
が
，
無
限
体

系
に
お

い
て
も

未
臨
界

濃
度

以
下

で
あ

る
た

め
，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。
 

外
的

 
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

限
度
を

超
え
な

い
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

内
的
①
：

動
的

機
器

の
機

能
喪

失
又

は
多

重
誤
操

作
 

内
的
②
：

静
的

機
器

の
損

傷
及

び
漏

え
い

検
知
機

能
の
喪

失
 

外
的
 
：

基
準

地
震

動
を

超
え

る
地

震
動

の
地
震
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添
付

資
料

2
-
1
-
6
 

臨
界
事
故

に
係
る

検
討

対
象
事
象

の
特
定

 

「
清
澄
・

計
量
設

備
」

 
機
器
名

 
想
定
結
果

 
・

中
継
槽
 

内
的

①
：

濃
度

管
理

及
び

中
性

子
吸

収
材

管
理

と
し

て
お

り
，

本
機

器
に

は
加

熱
す

る
要

素
が

な
い

こ
と

か
ら

，
濃

度
上

昇
に

つ
い

て
は

発
生

し
な

い
。

 
ま

た
，
中
性
子

吸
収
材

の
濃
度
低

下
を
想

定
し
た

場
合
は

，
上
流

機
器
で

あ
り

，
中

性
子

吸
収

材
を

使
用

す
る

必
要

が
あ

る
領

域
が

広
い

機
器

で
あ

る
溶
解

槽
に
お

い
て
臨

界
事
故

が
発
生

す
る
こ

と
が
想

定
さ
れ

，
本
機

器
で

は
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
内

的
②

：
平
常

運
転

時
の

核
燃

料
物

質
濃

度
が

，
無

限
体

系
に

お
い

て
も

未
臨

界
濃

度
以

下
で

あ
る

た
め

，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
外

的
 

：
平

常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い
。
 

・
清
澄
機
 

 
内

的
①

：
濃
度

管
理

及
び

中
性

子
吸

収
材

管
理

と
し

て
お

り
，

本
機

器
に

は
加

熱
す

る
要

素
が

な
い

こ
と

か
ら

，
濃

度
上

昇
に

つ
い

て
は

発
生

し
な

い
。

 
ま

た
，
中
性
子

吸
収
材

の
濃
度
低

下
を
想

定
し
た

場
合
は

，
上
流

機
器
で

あ
り

，
中

性
子

吸
収

材
を

使
用

す
る

必
要

が
あ

る
領

域
が

広
い

機
器

で
あ

る
溶
解

槽
に
お

い
て
臨

界
事
故

が
発
生

す
る
こ

と
が
想

定
さ
れ

，
本
機

器
で

は
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
内

的
②

：
平
常

運
転

時
の

核
燃

料
物

質
濃

度
が

，
無

限
体

系
に

お
い

て
も

未
臨

界
濃

度
以

下
で

あ
る

た
め

，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
外

的
 

：
平

常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い
。
 

・
リ
サ
イ

ク
ル

槽
 

内
的

①
：

濃
度

管
理

及
び

中
性
子

吸
収
材

管
理
と

し
て
お

り
，
本

機
器
に

は
加
熱

す
る
要

素
が

な
い

こ
と

か
ら

，
濃

度
上

昇
に

つ
い

て
は

発
生

し
な

い
。

 
ま

た
，
中

性
子
吸

収
材
の

濃
度
低

下
を
想

定
し
た

場
合
は

，
上
流

機
器
で

あ
り

，
中

性
子

吸
収

材
を

使
用

す
る

必
要

が
あ

る
領

域
が

広
い

機
器

で
あ
る
溶

解
槽
に

お
い
て

臨
界
事

故
が
発

生
す
る

こ
と
が

想
定
さ

れ
，
本

機
器

で
は

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

内
的

②
：

平
常

運
転

時
の

核
燃
料

物
質
濃

度
が
，

無
限
体

系
に
お

い
て
も

未
臨
界

濃
度
以

下
で

あ
る

た
め

，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
外

的
 

：
平

常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い
。
 

・
計
量
前

中
間

貯
槽
 

内
的

①
：

濃
度

管
理

及
び

中
性
子

吸
収
材

管
理
と

し
て
お

り
，
本

機
器
に

は
加
熱

す
る
要

素
が

な
い

こ
と

か
ら

，
濃

度
上

昇
に

つ
い

て
は

発
生

し
な

い
。

 
ま

た
，
中

性
子
吸

収
材
の

濃
度
低

下
を
想

定
し
た

場
合
は

，
上
流

機
器
で

あ
り

，
中

性
子

吸
収

材
を

使
用

す
る

必
要

が
あ

る
領

域
が

広
い

機
器

で
あ
る
溶

解
槽
に

お
い
て

臨
界
事

故
が
発

生
す
る

こ
と
が

想
定
さ

れ
，
本

機
器

で
は

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

内
的

②
：

平
常

運
転

時
の

核
燃
料

物
質
濃

度
が
，

無
限
体

系
に
お

い
て
も

未
臨
界

濃
度
以

下
で

あ
る

た
め

，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
外

的
 

：
平

常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い
。
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・
計
量
・

調
整

槽
内

的
①

：
濃

度
管

理
及
び

中
性
子

吸
収
材

管
理
と

し
て
お

り
，
本

機
器
に

は
加
熱

す
る
要

素
が

な
い

こ
と

か
ら

，
濃

度
上

昇
に

つ
い

て
は

発
生

し
な

い
。

 
ま

た
，

中
性
子
吸

収
材
の

濃
度
低

下
を
想

定
し
た

場
合
は

，
中
性

子
吸
収

材
を

使
用

す
る

必
要

が
あ

る
領

域
が

広
い

上
流

機
器

の
溶

解
槽

に
お

い
て
臨
界

事
故
が

発
生
す

る
こ
と

が
想
定

さ
れ
，

本
機
器

で
は
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
さ

ら
に

，
本
機
器

以
降
の

同
位
体

組
成
の

異
常
に

よ
る
臨

界
事
故

の
発
生

は
，

独
立

し
た

信
頼

性
の

高
い

運
転

管
理

及
び

関
連

す
る

操
作

に
お

い
て
複
数

の
要
員

が
多
数

回
の
設

備
の
状

態
の
確

認
を
行

う
こ
と

で
異

常
を

検
知

で
き

る
こ

と
か

ら
想

定
し

な
い

。
 

内
的

②
：

平
常

運
転
時
の

核
燃
料

物
質
濃

度
が
，

無
限
体

系
に
お

い
て
も

未
臨
界

濃
度
以

下
で

あ
る

た
め

，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
外

的
 

：
平

常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い
。

 

・
計
量
補

助
槽

内
的

①
：

濃
度

管
理

及
び

中
性
子

吸
収
材

管
理
と

し
て
お

り
，
本

機
器
に

は
加
熱

す
る
要

素
が

な
い

こ
と

か
ら

，
濃

度
上

昇
に

つ
い

て
は

発
生

し
な

い
。

 
ま

た
，

中
性
子
吸

収
材
の

濃
度
低

下
を
想

定
し
た

場
合
は

，
中
性

子
吸
収

材
を

使
用

す
る

必
要

が
あ

る
領

域
が

広
い

上
流

機
器

の
溶

解
槽

に
お

い
て
臨
界

事
故
が

発
生
す

る
こ
と

が
想
定

さ
れ
，

本
機
器

で
は
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
内

的
②

：
平

常
運

転
時
の

核
燃
料

物
質
濃

度
が
，

無
限
体

系
に
お

い
て
も

未
臨
界

濃
度
以

下
で

あ
る

た
め

，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
外

的
 

：
平

常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い
。

 

・
計
量
後

中
間

貯
槽

内
的

①
：

濃
度

管
理

及
び

同
位
体

組
成
管

理
と
し

て
お
り

，
本
機

器
に
は

加
熱
す

る
要
素

が
な

い
こ

と
か

ら
，

濃
度

上
昇

に
つ

い
て

は
発

生
し

な
い

。
 

ま
た

，
同

位
体
組

成
管
理

に
関
す

る
異
常

の
想
定

を
し
て

も
発
生

し
な
い

。「
計

量
・

調
整

槽
」

に
て

想
定

理
由

を
記

載
し

て
い

る
。

 
内

的
②

：
平

常
運

転
時
の

核
燃
料

物
質
濃

度
が
，

無
限
体

系
に
お

い
て
も

未
臨
界

濃
度
以

下
で

あ
る

た
め

，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
外

的
 

：
平

常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い
。
 

内
的
①
：

動
的

機
器

の
機

能
喪

失
又

は
多

重
誤

操
作

内
的
②
：

静
的

機
器

の
損

傷
及

び
漏

え
い

検
知
機

能
の
喪

失
外

的
 
：

基
準

地
震

動
を

超
え

る
地

震
動

の
地
震
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添
付

資
料

2
-
1
-
7
 

臨
界
事
故

に
係
る

検
討

対
象
事
象

の
特
定

 

「
分
離
設

備
」

 
機
器
名

 
想
定
結
果

 
・

溶
解
液

中
間

貯
槽

内
的

①
：

濃
度

管
理
と
し

て
お
り

，
本
機

器
に
は

加
熱
す

る
要
素

が
な
い

こ
と
か

ら
，

濃
度

上
昇

に
つ

い
て

は
発

生
し

な
い

。
 

内
的

②
：
平

常
運
転

時
の
核

燃
料

物
質
濃

度
が

，
無

限
体
系

に
お

い
て
も

未
臨
界

濃
度

以
下

で
あ

る
た

め
，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
外

的
 

：
平

常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
溶
解
液

供
給

槽
内

的
①

：
濃

度
管

理
と
し

て
お
り

，
本
機

器
に
は

加
熱
す

る
要
素

が
な
い

こ
と
か

ら
，

濃
度

上
昇

に
つ

い
て

は
発

生
し

な
い

。
 

内
的

②
：
平

常
運
転

時
の
核

燃
料

物
質
濃

度
が

，
無

限
体
系

に
お

い
て
も

未
臨
界

濃
度

以
下

で
あ

る
た

め
，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
外

的
 

：
平

常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
補
助
抽

出
器

内
的

①
：

形
状

寸
法
管

理
，
濃
度

管
理
及

び
中
性

子
吸
収

材
管
理

と
し
て

お
り

，
プ

ロ
セ

ス
の

異
常

に
よ

り
，
核

燃
料

物
質

濃
度

の
上

昇
を

想
定

す
る

。
そ

の
場

合
で

も
，

核
燃

料
物

質
濃

度
は

無
限

体
系

の
未

臨
界

濃
度

を
超

え
る

こ
と

は
な

い
こ

と
か

ら
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

内
的

②
：
平

常
運
転

時
の
核

燃
料

物
質
濃

度
が

，
無

限
体
系

に
お

い
て
も

未
臨
界

濃
度

以
下

で
あ

る
た

め
，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
外

的
 

：
平

常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
Ｔ
Ｂ
Ｐ

洗
浄

器
内

的
①
：

形
状

寸
法
管

理
，
濃
度

管
理
及

び
中
性

子
吸
収

材
管
理

と
し
て

お
り

，
プ

ロ
セ

ス
の

異
常

に
よ

り
，
核

燃
料

物
質

濃
度

の
上

昇
を

想
定

す
る

。
そ

の
場

合
で

も
，

核
燃

料
物

質
濃

度
は

無
限

体
系

の
未

臨
界

濃
度

を
超

え
る

こ
と

は
な

い
こ

と
か

ら
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

内
的

②
：
平

常
運
転

時
の
核

燃
料

物
質
濃

度
が

，
無

限
体
系

に
お

い
て
も

未
臨
界

濃
度

以
下

で
あ

る
た

め
，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
外

的
 

：
平

常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
補
助
抽

出
廃

液
受

槽
内

的
①

：
濃

度
管

理
と
し
て

お
り
，
プ
ロ
セ

ス
の
異

常
に
よ

り
，
核

燃
料
物

質
濃
度

の
上

昇
を

想
定

す
る

。
そ

の
場

合
で

も
，
核

燃
料

物
質

濃
度

は
無

限
体

系
の
未

臨
界
濃

度
を
超

え
る
こ

と
は
な

い
こ
と

か
ら
，

臨
界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
内

的
②
：
平

常
運

転
時
の
核

燃
料

物
質
濃

度
が

，
無

限
体
系

に
お

い
て
も

未
臨
界

濃
度

以
下

で
あ

る
た

め
，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。
 

外
的

 
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
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・
抽
出
廃

液
受

槽
内

的
①

：
濃

度
管

理
と
し
て

お
り
，
プ
ロ
セ

ス
の
異

常
に
よ

り
，
核

燃
料
物

質
濃
度

の
上

昇
を

想
定

す
る

。
そ

の
場

合
で

も
，
核

燃
料

物
質

濃
度

は
無

限
体

系
の
未

臨
界
濃

度
を
超

え
る
こ

と
は
な

い
こ
と

か
ら
，

臨
界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
内

的
②
：
平

常
運

転
時
の
核

燃
料

物
質
濃

度
が

，
無

限
体
系

に
お

い
て
も

未
臨
界

濃
度

以
下

で
あ

る
た

め
，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。
 

外
的

 
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
抽
出
廃

液
中

間
貯

槽
内

的
①

：
濃

度
管

理
と
し
て

お
り
，
プ
ロ
セ

ス
の
異

常
に
よ

り
，
核

燃
料
物

質
濃
度

の
上

昇
を

想
定

す
る

。
そ

の
場

合
で

も
，
核

燃
料

物
質

濃
度

は
無

限
体

系
の
未

臨
界
濃

度
を
超

え
る
こ

と
は
な

い
こ
と

か
ら
，

臨
界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
内

的
②
：
平

常
運

転
時
の
核

燃
料

物
質
濃

度
が

，
無

限
体
系

に
お

い
て
も

未
臨
界

濃
度

以
下

で
あ

る
た

め
，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。
 

外
的

 
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
抽
出
塔

内
的

①
：

中
性

子
吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管
理

と
し
て

お
り

，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
。
 

内
的

②
：
平

常
運

転
時
の
核

燃
料

物
質
濃

度
が

，
無

限
体
系

に
お

い
て
も

未
臨
界

濃
度

以
下

で
あ

る
た

め
，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。
 

外
的

 
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
第
１
洗

浄
塔

内
的

①
：

中
性

子
吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管
理

と
し
て

お
り

，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
。
 

内
的

②
：
平

常
運

転
時
の
核

燃
料

物
質
濃

度
が

，
無

限
体
系

に
お

い
て
も

未
臨
界

濃
度

以
下

で
あ

る
た

め
，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。
 

外
的

 
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
第
２
洗

浄
塔

内
的

①
：

中
性

子
吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管
理

と
し
て

お
り

，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
。
 

内
的

②
：
平

常
運

転
時
の
核

燃
料

物
質
濃

度
が

，
無

限
体
系

に
お

い
て
も

未
臨
界

濃
度

以
下

で
あ

る
た

め
，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。
 

外
的

 
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
Ｔ
Ｂ
Ｐ

洗
浄

塔
内

的
①

：
中

性
子

吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管
理

と
し
て

お
り

，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
。
 

内
的

②
：
平

常
運

転
時
の
核

燃
料

物
質
濃

度
が

，
無

限
体
系

に
お

い
て
も

未
臨
界

濃
度

以
下

で
あ

る
た

め
，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。
 

外
的

 
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

内
的
①
：

動
的

機
器

の
機

能
喪

失
又

は
多

重
誤
操

作
内

的
②
：

静
的

機
器

の
損

傷
及

び
漏

え
い

検
知
機

能
の
喪

失
外

的
 
：

基
準

地
震

動
を

超
え

る
地

震
動

の
地
震
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添
付

資
料

2
-
1
-
8
 

臨
界
事
故

に
係
る

検
討

対
象
事
象

の
特
定

 

「
分
配
設

備
」

 
機
器
名

 
想
定
結
果

 
・

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
分
配
塔

内
的

①
：

中
性

子
吸

収
材

管
理

を
併

用
し

た
全

濃
度

安
全

形
状
寸

法
管

理
と

し
て

お
り

，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を
維
持

で
き
る

。
 

内
的

②
：

平
常

運
転

時
の

核
燃

料
物

質
濃

度
が

，
無

限
体

系
に
お

い
て

も
未

臨
界

濃
度

以
下

で
あ

る
た

め
，

漏
え

い
し

て
も

臨
界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

外
的
 
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

・
ウ
ラ
ン
洗
浄
塔

内
的

①
：

中
性

子
吸

収
材

管
理

を
併

用
し

た
全

濃
度

安
全

形
状
寸

法
管

理
と

し
て

お
り

，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を
維
持

で
き
る

。
 

内
的

②
：

平
常

運
転

時
の

核
燃

料
物

質
濃

度
が

，
無

限
体

系
に
お

い
て

も
未

臨
界

濃
度

以
下

で
あ

る
た

め
，

漏
え

い
し

て
も

臨
界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

外
的
 
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
溶
液
Ｔ
Ｂ
Ｐ
洗
浄
器

内
的

①
：

中
性

子
吸

収
材

管
理

を
併

用
し

た
全

濃
度

安
全

形
状
寸

法
管

理
と

し
て

お
り

，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を
維
持

で
き
る

。
 

内
的

②
：

平
常

運
転

時
の

核
燃

料
物

質
濃

度
が

，
無

限
体

系
に
お

い
て

も
未

臨
界

濃
度

以
下

で
あ

る
た

め
，

漏
え

い
し

て
も

臨
界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

外
的
 
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
溶
液
中
間
貯
槽

内
的

①
：

中
性

子
吸

収
材

管
理

を
併

用
し

た
全

濃
度

安
全

形
状
寸

法
管

理
と

し
て

お
り

，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を
維
持

で
き
る

。
 

内
的

②
：

平
常

運
転

時
の

核
燃

料
物

質
濃

度
が

，
無

限
体

系
に
お

い
て

も
未

臨
界

濃
度

以
下

で
あ

る
た

め
，

漏
え

い
し

て
も

臨
界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

外
的
 
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
溶
液
受
槽

内
的

①
：

中
性

子
吸

収
材

管
理

を
併

用
し

た
全

濃
度

安
全

形
状
寸

法
管

理
と

し
て

お
り

，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を
維
持

で
き
る

。
 

内
的

②
：

平
常

運
転

時
の

核
燃

料
物

質
濃

度
が

，
無

限
体

系
に
お

い
て

も
未

臨
界

濃
度

以
下

で
あ

る
た

め
，

漏
え

い
し

て
も

臨
界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

外
的
 
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

補 3－13－添 2－1－8－1 

554



・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
洗
浄
器

内
的

①
：

濃
度

管
理

の
機

器
で

あ
り

，
プ

ロ
セ

ス
の

異
常

に
よ
り

，
核

燃
料

物
質

濃
度

の
上

昇
を

想
定

す
る

。
プ

ロ
セ

ス
の

異
常

と
し

て
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
分

配
塔

で
の

逆
抽

出
性

能
に

影
響

を
及

ぼ
す

試
薬

の
流

量
等

の
変

動
に

よ
り

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム
洗

浄
器
内

の
プ
ル

ト
ニ
ウ

ム
濃
度

が
上
昇

し
，
核

的
制

限
値

で
あ

る
7
.5
g
Pu
/L

を
超

過
す

る
が

，
臨

界
事

故
は
発
生

し
な
い

。
内

的
②

：
平

常
運

転
時

の
核

燃
料

物
質

濃
度
が

，
無

限
体

系
に
お

い
て

も
未

臨
界

濃
度

以
下

で
あ

る
た

め
，

漏
え

い
し

て
も

臨
界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

外
的
 
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

内
的
①
：

動
的

機
器

の
機

能
喪

失
又

は
多

重
誤
操

作
内

的
②
：

静
的

機
器

の
損

傷
及

び
漏

え
い

検
知
機

能
の
喪

失
外

的
 
：

基
準

地
震

動
を

超
え

る
地

震
動

の
地
震
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添
付

資
料

2
-
1
-
9
 

臨
界
事
故

に
係
る

検
討

対
象
事
象

の
特
定

 

「
分
離
建

屋
一
時

貯
留

処
理
設
備

」
 

機
器
名

 
想
定
結
果

 
・

第
２
一

時
貯

留
処

理
槽

内
的

①
：
中

性
子
吸

収
材
管

理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管
理

と
し
て

お
り

，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
。 

内
的

②
：
平

常
運

転
時

の
核

燃
料

物
質

濃
度

が
，

無
限

体
系

に
お

い
て

も
未

臨
界
濃

度
以

下
で

あ
る

た
め

，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な
い
。
 

外
的

 
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
第
７
一

時
貯

留
処

理
槽

内
的

①
：
中

性
子
吸

収
材
管

理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管
理

と
し
て

お
り

，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
。 

内
的

②
：
平

常
運

転
時

の
核

燃
料

物
質

濃
度

が
，

無
限

体
系

に
お

い
て

も
未

臨
界
濃

度
以

下
で

あ
る

た
め

，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。
 

外
的

 
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
第
１
一

時
貯

留
処

理
槽

内
的

①
：
中

性
子
吸

収
材
管

理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管
理

と
し
て

お
り

，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
。 

内
的

②
：
平

常
運

転
時

の
核

燃
料

物
質

濃
度

が
，

無
限

体
系

に
お

い
て

も
未

臨
界
濃

度
以

下
で

あ
る

た
め

，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な
い
。
 

外
的

 
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
第
５
一

時
貯

留
処

理
槽

内
的

①
：
中

性
子
吸

収
材
管

理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管
理

と
し
て

お
り

，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
。 

内
的

②
：
平

常
運

転
時

の
核

燃
料

物
質

濃
度

が
，

無
限

体
系

に
お

い
て

も
未

臨
界
濃

度
以

下
で

あ
る

た
め

，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。
 

外
的

 
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
第
８
一

時
貯

留
処

理
槽

内
的

①
：
中

性
子
吸

収
材
管

理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管
理

と
し
て

お
り

，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
。 

内
的

②
：
平

常
運

転
時

の
核

燃
料

物
質

濃
度

が
，

無
限

体
系

に
お

い
て

も
未

臨
界
濃

度
以

下
で

あ
る

た
め

，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。
 

外
的

 
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
第
３
一

時
貯

留
処

理
槽

内
的

①
：
濃

度
管

理
と

し
て

お
り

，
本

機
器

が
受

け
入

れ
る

溶
液

は
異

常
を

想
定

し
て

も
，

未
臨

界
濃

度
を

超
え

る
こ

と
は

な
い

の
で

臨
界

事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

内
的

②
：
平

常
運

転
時

の
核

燃
料

物
質

濃
度

が
，

無
限

体
系

に
お

い
て

も
未

臨
界

で
あ

る
濃

度
以

下
な

の
で

，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な
い

。
 

外
的

 
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
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・
第
４
一

時
貯

留
処

理
槽

内
的

①
：
濃

度
管

理
と

し
て

お
り

，
本

機
器

が
受

け
入

れ
る

溶
液

は
異

常
を

想
定

し
て

も
，

未
臨

界
濃

度
を

超
え

る
こ

と
は

な
い

の
で

臨
界

事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

内
的

②
：
平

常
運

転
時

の
核

燃
料

物
質

濃
度

が
，

無
限

体
系

に
お

い
て

も
未

臨
界

濃
度

以
下

で
あ

る
た

め
，

漏
え

い
し

て
も

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い
。
 

外
的

 
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
第
６
一

時
貯

留
処

理
槽

内
的

①
：

濃
度
管

理
と
し

て
お
り

，
未
臨

界
濃
度

を
超
え

る
こ
と

は
な
い

の
で
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
内

的
②

：
平

常
運

転
時

の
核

燃
料

物
質

濃
度

が
，

無
限

体
系

に
お

い
て

も
未

臨
界
濃

度
以

下
で

あ
る

た
め

，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な
い
。
 

外
的

 
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
第
９
一

時
貯

留
処

理
槽

内
的

①
：

濃
度
管

理
と
し

て
お
り

，
受
け

入
れ
る

溶
液
が

未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

こ
と

は
な

い
の

で
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
内

的
②

：
平

常
運

転
時

の
核

燃
料

物
質

濃
度

が
，

無
限

体
系

に
お

い
て

も
未

臨
界
濃

度
以

下
で

あ
る

た
め

，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な
い
。
 

外
的

 
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
第

1
0
一

時
貯

留
処

理
槽
 

内
的

①
：

濃
度
管

理
と
し

て
お
り

，
受
け

入
れ
る

溶
液
が

未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

こ
と

は
な

い
の

で
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
内

的
②

：
平

常
運

転
時

の
核

燃
料

物
質

濃
度

が
，

無
限

体
系

に
お

い
て

も
未

臨
界
濃

度
以

下
で

あ
る

た
め

，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な
い
。
 

外
的

 
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

内
的
①
：

動
的

機
器

の
機

能
喪

失
又

は
多

重
誤
操

作
内

的
②
：

静
的

機
器

の
損

傷
及

び
漏

え
い

検
知
機

能
の
喪

失
外

的
 
：

基
準

地
震

動
を

超
え

る
地

震
動

の
地
震
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添
付

資
料

2
-
1
-
1
0
 

臨
界
事
故

に
係
る

検
討

対
象
事
象

の
特
定

 

「
プ
ル
ト

ニ
ウ
ム

精
製

設
備
」

 
機
器
名

 
想
定
結
果

 
・

プ
ル
ト

ニ
ウ

ム
溶

液
供

給
槽

内
的

①
：
中
性
子

吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管
理

と
し

て
お

り
，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き
る

。
 

内
的

②
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
本
機

器
か

ら
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
外

的
 
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

・
第
１
酸

化
塔

内
的

①
：

全
濃
度

安
全
形

状
寸
法

管
理
と

し
て
お

り
，
核

燃
料
物

質
濃

度
に

よ
ら

ず
未

臨
界

を
維

持
で

き
る

。
 

内
的
②
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
本
機

器
か

ら
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
外

的
 
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

・
第
１
脱

ガ
ス

塔
内

的
①
：

全
濃
度

安
全
形

状
寸
法

管
理
と

し
て
お

り
，
核

燃
料
物

質
濃

度
に

よ
ら

ず
未

臨
界

を
維

持
で

き
る

。
 

内
的
②
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
本
機

器
か

ら
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
外

的
 
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

・
低
濃
度

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

受
槽

内
的

①
：
濃

度
管
理

と
し
て

お
り
，
本
機
器

が
受
け

入
れ
る

溶
液

は
異
常

を
想

定
し

て
も

，
未

臨
界

濃
度

を
超

え
る

こ
と

は
な

い
の

で
臨
界
事

故
は
発

生
し
な

い
。
 

内
的

②
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
本
機

器
か

ら
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
外

的
 
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

・
抽
出
塔

内
的

①
：
中
性
子

吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管
理

と
し

て
お

り
，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き
る

。
 

内
的

②
：
本
機
器

か
ら
の

漏
え
い

液
は
，
プ
ル
ト

ニ
ウ
ム

精
製
塔

セ
ル
漏

え
い

液
受

皿
に

回
収

さ
れ

る
。

本
機

器
の

容
量

は
，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
精

製
塔

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

の
核

的
制

限
値

の
液

高
さ

の
容

量
よ

り
も

少
な

い
た

め
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
外

的
 
：
地

震
時
に

お
い
て

も
，
形

状
寸
法

管
理
及

び
中
性

子
吸

収
材
管

理
が

損
な

わ
れ

な
い

よ
う

，
基

準
地

震
動

の
1
.2

倍
の

地
震

動
を
考

慮
し
た

際
に
機

能
維
持

で
き
る

設
計
と

す
る
の

で
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

・
核
分
裂

生
成

物
洗

浄
塔

内
的

①
：
中
性
子

吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管
理

と
し

て
お

り
，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き
る

。
 

内
的

②
：
本
機
器

か
ら
の

漏
え
い

液
は
，
プ
ル
ト

ニ
ウ
ム

精
製
塔

セ
ル
漏

え
い

液
受

皿
に

回
収

さ
れ

る
。

本
機

器
の

容
量

は
，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
精

製
塔

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

の
核

的
制

限
値

の
液

高
さ

の
容

量
よ

り
も

少
な

い
た

め
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
外

的
 
：
地

震
時
に

お
い
て

も
，
形

状
寸
法

管
理
及

び
中
性

子
吸

収
材
管

理
が

損
な

わ
れ

な
い

よ
う

，
基

準
地

震
動

の
1
.2

倍
の

地
震

動
を
考

慮
し
た

際
に
機

能
維
持

で
き
る

設
計
と

す
る
の

で
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
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・
逆
抽
出

塔
内

的
①
：
中
性
子

吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管
理

と
し

て
お

り
，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き
る

。
 

内
的

②
：
本
機
器

か
ら
の

漏
え
い

液
は
，
プ
ル
ト

ニ
ウ
ム

精
製
塔

セ
ル
漏

え
い

液
受

皿
に

回
収

さ
れ

る
。

本
機

器
の

容
量

は
，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
精

製
塔

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

の
核

的
制

限
値

の
液

高
さ

の
容

量
よ

り
も

少
な

い
た

め
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
外

的
 
：
地

震
時
に

お
い
て

も
，
形

状
寸
法

管
理
及

び
中
性

子
吸

収
材
管

理
が

損
な

わ
れ

な
い

よ
う

，
基

準
地

震
動

の
1
.2

倍
の

地
震

動
を
考

慮
し
た

際
に
機

能
維
持

で
き
る

設
計
と

す
る
の

で
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

・
ウ
ラ
ン

洗
浄

塔
内

的
①
：

全
濃
度

安
全
形

状
寸
法

管
理
と

し
て
お

り
，
核

燃
料
物

質
濃

度
に

よ
ら

ず
未

臨
界

を
維

持
で

き
る

。
 

内
的
②
：
本
機
器

か
ら
の

漏
え
い

液
は
，
プ
ル
ト

ニ
ウ
ム

精
製
塔

セ
ル
漏

え
い

液
受

皿
に

回
収

さ
れ

る
。

本
機

器
の

容
量

は
，
プ

ル
ト

ニ
ウ
ム

精
製
塔

セ
ル
漏

え
い
液

受
皿
の

核
的
制

限
値
の

液
高

さ
の

容
量

よ
り

も
少

な
い

た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

外
的
 
：
地

震
時
に

お
い
て

も
，
形

状
寸
法

管
理
が

損
な
わ

れ
な

い
よ

う
，

基
準

地
震

動
の

1
.2

倍
の

地
震

動
を

考
慮

し
た

際
に

機
能

維
持
で

き
る
設

計
と
す

る
の
で

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
補
助
油

水
分

離
槽

内
的

①
：

全
濃
度

安
全
形

状
寸
法

管
理
と

し
て
お

り
，
核

燃
料
物

質
濃

度
に

よ
ら

ず
未

臨
界

を
維

持
で

き
る

。
 

内
的
②
：
本
機
器

か
ら
の

漏
え
い

液
は
，
放
射
性

配
管
分

岐
第
１

セ
ル
漏

え
い

液
受

皿
1
に

回
収

さ
れ

る
。
本

機
器

の
容

量
は

，
放

射
性
配
管

分
岐
第

１
セ
ル

漏
え
い

液
受
皿

1
の
核
的

制
限
値

の
液

高
さ

の
容

量
よ

り
も

少
な

い
た

め
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い
。
 

外
的

 
：
地

震
時
に

お
い
て

も
，
形

状
寸
法

管
理
が

損
な
わ

れ
な

い
よ
う

，
基

準
地

震
動

の
1
.2

倍
の

地
震

動
を

考
慮

し
た

際
に

機
能

維
持
で

き
る
設

計
と
す

る
の
で

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
Ｔ
Ｂ
Ｐ

洗
浄

器
内

的
①
：
中
性
子

吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管
理

と
し

て
お

り
，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き
る

。
 

内
的

②
：

本
機
器

か
ら
の

漏
え
い

液
は
，

重
力
流

に
て
回

収
さ
れ

る
た

め
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
外

的
 
：
地

震
時
に

お
い
て

も
，
形

状
寸
法

管
理
及

び
中
性

子
吸

収
材

管
理

が
損

な
わ

れ
な

い
よ

う
，
基

準
地

震
動

の
1
.2

倍
の

地
震

動
を
考

慮
し
た

際
に
機

能
維
持

で
き
る

設
計
と

す
る
の

で
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

・
プ
ル
ト

ニ
ウ

ム
溶

液
受

槽
内

的
①
：
中
性
子

吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管
理

と
し

て
お

り
，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き
る

。
 

内
的

②
：
本

機
器
か

ら
の
漏

え
い

液
は
，
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム
濃

縮
缶

供
給
槽

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

に
回

収
さ

れ
る

。
本

機
器

の
容

量
は

，
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム
濃

縮
缶
供

給
槽
セ

ル
漏
え

い
液
受

皿
の
核

的
制

限
値

の
液

高
さ

の
容

量
よ

り
も

少
な

い
た

め
，
臨

界
事

故
は

発
生
し

な
い
。

 
外

的
 
：
地

震
時
に

お
い
て

も
，
形

状
寸
法

管
理
及

び
中
性

子
吸

収
材

管
理

が
損

な
わ

れ
な

い
よ

う
，
基

準
地

震
動

の
1
.2

倍
の

地
震

動
を
考

慮
し
た

際
に
機

能
維
持

で
き
る

設
計
と

す
る
の

で
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
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・
プ
ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

内
的

①
：

全
濃
度

安
全
形

状
寸
法

管
理
と

し
て
お

り
，
核

燃
料
物

質
濃

度
に

よ
ら

ず
未

臨
界

を
維

持
で

き
る

。
 

内
的
②
：

本
機
器

か
ら
の

漏
え
い

液
は
，

重
力
流

に
て
回

収
さ
れ

る
た

め
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
外

的
 
：
地

震
時
に

お
い
て

も
，
形

状
寸
法

管
理
が

損
な
わ

れ
な

い
よ

う
，

基
準

地
震

動
の

1
.2

倍
の

地
震

動
を

考
慮

し
た

際
に

機
能

維
持
で

き
る
設

計
と
す

る
の
で

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
プ
ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

供
給

槽
内

的
①
：
中
性
子

吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管
理

と
し

て
お

り
，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き
る

。
 

内
的

②
：
本

機
器
か

ら
の
漏

え
い

液
は
，
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム
濃

縮
缶

供
給
槽

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

に
回

収
さ

れ
る

。
本

機
器

の
容

量
は

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

供
給

槽
セ

ル
漏

え
い

液
受

皿
の

核
的

制
限

値
の

液
高

さ
の

容
量

よ
り

も
少

な
い

た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生
し

な
い
。

 
外

的
 
：
地

震
時
に

お
い
て

も
，
形

状
寸
法

管
理
及

び
中
性

子
吸

収
材
管

理
が

損
な

わ
れ

な
い

よ
う

，
基

準
地

震
動

の
1
.2

倍
の

地
震

動
を
考

慮
し
た

際
に
機

能
維
持

で
き
る

設
計
と

す
る
の

で
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

・
プ
ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
液

受
槽

内
的

①
：

中
性
子

吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管

理
と

し
て

お
り

，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持
で
き

る
。
 

内
的

②
：

本
機
器

か
ら
の

漏
え
い

液
は
，

プ
ル
ト

ニ
ウ
ム

濃
縮
液

受
槽

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

に
回

収
さ

れ
る

。
本

機
器

の
容

量
は

，
プ
ル

ト
ニ
ウ

ム
濃
縮

液
受
槽

セ
ル
漏

え
い
液

受
皿
の

核
的

制
限

値
の

液
高

さ
の

容
量

よ
り

も
少

な
い

た
め

，
臨

界
事

故
は
発

生
し
な

い
。
 

外
的

 
：

地
震
時

に
お
い

て
も
，

形
状
寸

法
管
理

及
び
中

性
子
吸

収
材

管
理

が
損

な
わ

れ
な

い
よ

う
，

基
準

地
震

動
の

1.
2
倍

の
地

震
動
を

考
慮
し

た
際
に

機
能
維

持
で
き

る
設
計

と
す
る

の
で

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

・
Ｔ
Ｂ
Ｐ

洗
浄

塔
内

的
①
：
中
性
子

吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管
理

と
し

て
お

り
，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き
る

。
 

内
的

②
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
本
機

器
か

ら
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
外

的
 
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

・
プ
ル
ト

ニ
ウ

ム
洗

浄
器

内
的

①
：

中
性
子

吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管

理
と

し
て

お
り

，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持
で
き

る
。
ま

た
，
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム
洗

浄
器
の

上
流
機

器
で

あ
る

逆
抽

出
塔

な
ど

の
異

常
を

想
定

し
て

も
，

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム
洗

浄
器
の

下
流
機

器
で
あ

る
ウ
ラ

ン
逆
抽

出
器
で

は
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

内
的

②
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
本
機

器
か

ら
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
外

的
 
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

・
第
２
酸

化
塔

内
的

①
：

全
濃
度

安
全
形

状
寸
法

管
理
と

し
て
お

り
，
核

燃
料
物

質
濃

度
に

よ
ら

ず
未

臨
界

を
維

持
で

き
る

。
 

内
的
②
：
本
機
器

か
ら
の

漏
え
い

液
は
，
プ
ル
ト

ニ
ウ
ム

精
製
塔

セ
ル
漏

え
い

液
受

皿
に

回
収

さ
れ

る
。

本
機

器
の

容
量

は
，
プ

ル
ト

ニ
ウ
ム

精
製
塔

セ
ル
漏

え
い
液

受
皿
の

核
的
制

限
値
の

液
高

さ
の

容
量

よ
り

も
少

な
い

た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

外
的
 
：

地
震
時

に
お
い

て
も
，

形
状
寸

法
管
理

が
損
な

わ
れ
な

い
よ
う

，
基

準
地

震
動

の
1
.2

倍
の

地
震

動
を

考
慮

し
た

際
に

機
能
維
持

で
き
る

設
計
と

す
る
の

で
，
臨

界
事
故

は
発
生

し
な

い
。
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・
第
２
脱

ガ
ス

塔
内

的
①
：

全
濃
度

安
全
形

状
寸
法

管
理
と

し
て
お

り
，
核

燃
料
物

質
濃

度
に

よ
ら

ず
未

臨
界

を
維

持
で

き
る

。
 

内
的
②
：
本
機
器

か
ら
の

漏
え
い

液
は
，
プ
ル
ト

ニ
ウ
ム

精
製
塔

セ
ル
漏

え
い

液
受

皿
に

回
収

さ
れ

る
。

本
機

器
の

容
量

は
，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
精

製
塔

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

の
核

的
制

限
値

の
液

高
さ

の
容

量
よ

り
も

少
な

い
た

め
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
外

的
 
：

地
震
時

に
お
い

て
も
，

形
状
寸

法
管
理

が
損
な

わ
れ
な

い
よ
う

，
基

準
地

震
動

の
1
.2

倍
の

地
震

動
を

考
慮

し
た

際
に

機
能
維
持

で
き
る

設
計
と

す
る
の

で
，
臨

界
事
故

は
発
生

し
な

い
。

 

・
抽
出
廃

液
受

槽
内

的
①
：

中
性
子

吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管

理
と

し
て

お
り

，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持
で
き

る
。
 

内
的

②
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
本
機

器
か

ら
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
外

的
 
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

・
抽
出
廃

液
中

間
貯

槽
内

的
①
：

中
性
子

吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管

理
と

し
て

お
り

，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持
で
き

る
。
 

内
的

②
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
本
機

器
か

ら
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
外

的
 
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

・
凝
縮
液

受
槽

内
的

①
：
中
性
子

吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管
理

と
し

て
お

り
，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き
る

。
 

内
的

②
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
漏
え

い
し

て
も

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：

平
常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

・
プ
ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
液

計
量

槽
内

的
①
：
中
性
子

吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管
理

と
し

て
お

り
，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き
る

。
 

内
的

②
：
本

機
器
か

ら
の
漏

え
い

液
は
，
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム
濃

縮
液

計
量
槽

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

に
回

収
さ

れ
る

。
本

機
器

の
容

量
は

，
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム
濃

縮
液
計

量
槽
セ

ル
漏
え

い
液
受

皿
の
核

的
制

限
値

の
液

高
さ

の
容

量
よ

り
も

少
な

い
た

め
，
臨

界
事

故
は

発
生
し

な
い
。

 
外

的
 
：

地
震
時

に
お
い

て
も
，

形
状
寸

法
管
理

及
び
中

性
子
吸

収
材

管
理

が
損

な
わ

れ
な

い
よ

う
，

基
準

地
震

動
の

1.
2
倍

の
地

震
動
を

考
慮
し

た
際
に

機
能
維

持
で
き

る
設
計

と
す
る

の
で

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

補 3－13－添 2－1－10－4 

561



・
プ
ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
液

中
間

貯
槽

内
的

①
：
中
性
子

吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管
理

と
し

て
お

り
，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き
る

。
 

内
的

②
：
本

機
器
か

ら
の
漏

え
い

液
は
，
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム
濃

縮
液

計
量
槽

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

に
回

収
さ

れ
る

。
本

機
器

の
容

量
は

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
液

計
量

槽
セ

ル
漏

え
い

液
受

皿
の

核
的

制
限

値
の

液
高

さ
の

容
量

よ
り

も
少

な
い

た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生
し

な
い
。

 
外

的
 
：
地

震
時
に

お
い
て

も
，
形

状
寸
法

管
理
及

び
中
性

子
吸

収
材
管

理
が

損
な

わ
れ

な
い

よ
う

，
基

準
地

震
動

の
1
.2

倍
の

地
震

動
を
考

慮
し
た

際
に
機

能
維
持

で
き
る

設
計
と

す
る
の

で
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

・
プ
ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
液

一
時

貯
槽

内
的

①
：

中
性
子

吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管

理
と

し
て

お
り

，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持
で
き

る
。
 

内
的

②
：
本

機
器
か

ら
の
漏

え
い

液
は
，
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム
濃

縮
液

一
時
貯

槽
セ

ル
漏

え
い

液
受

皿
に

回
収

さ
れ

る
。

本
機

器
の

容
量

は
，
プ
ル

ト
ニ
ウ

ム
濃
縮

液
一
時

貯
槽
セ

ル
漏
え

い
液
受

皿
の

核
的

制
限

値
の

液
高

さ
の

容
量

よ
り

も
少

な
い

た
め

，
臨

界
事
故
は

発
生
し

な
い
。
 

外
的

 
：

地
震
時

に
お
い

て
も
，

形
状
寸

法
管
理

及
び
中

性
子
吸

収
材

管
理

が
損

な
わ

れ
な

い
よ

う
，

基
準

地
震

動
の

1.
2
倍

の
地

震
動
を

考
慮
し

た
際
に

機
能
維

持
で
き

る
設
計

と
す
る

の
で

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

・
リ
サ
イ

ク
ル

槽
内

的
①
：

中
性
子

吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管

理
と

し
て

お
り

，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持
で
き

る
。
 

内
的

②
：

本
機
器

か
ら
の

漏
え
い

液
は
，

プ
ル
ト

ニ
ウ
ム

濃
縮
液

受
槽

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

に
回

収
さ

れ
る

。
本

機
器

の
容

量
は

，
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム
濃

縮
液
受

槽
セ
ル

漏
え
い

液
受
皿

の
核
的

制
限

値
の

液
高

さ
の

容
量

よ
り

も
少

な
い

た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生
し
な

い
。
 

外
的

 
：

地
震
時

に
お
い

て
も
，

形
状
寸

法
管
理

及
び
中

性
子
吸

収
材

管
理

が
損

な
わ

れ
な

い
よ

う
，

基
準

地
震

動
の

1.
2
倍

の
地

震
動
を

考
慮
し

た
際
に

機
能
維

持
で
き

る
設
計

と
す
る

の
で

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

・
希
釈
槽

内
的

①
：

中
性
子

吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管

理
と

し
て

お
り

，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持
で
き

る
。
 

内
的

②
：
本

機
器
か

ら
の
漏

え
い

液
は
，
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム
濃

縮
液

一
時
貯

槽
セ

ル
漏

え
い

液
受

皿
に

回
収

さ
れ

る
。

本
機

器
の

容
量

は
，
プ
ル

ト
ニ
ウ

ム
濃
縮

液
一
時

貯
槽
セ

ル
漏
え

い
液
受

皿
の

核
的

制
限

値
の

液
高

さ
の

容
量

よ
り

も
少

な
い

た
め

，
臨

界
事
故
は

発
生
し

な
い
。
 

外
的

 
：

地
震
時

に
お
い

て
も
，

形
状
寸

法
管
理

及
び
中

性
子
吸

収
材

管
理

が
損

な
わ

れ
な

い
よ

う
，

基
準

地
震

動
の

1.
2
倍

の
地

震
動
を

考
慮
し

た
際
に

機
能
維

持
で
き

る
設
計

と
す
る

の
で

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。
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・
プ
ル
ト

ニ
ウ

ム
溶

液
一

時
貯

槽
内

的
①
：

中
性
子

吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管

理
と

し
て

お
り

，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持
で
き

る
。
 

内
的

②
：
本

機
器
か

ら
の
漏

え
い

液
は
，
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム
溶

液
一

時
貯
槽

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

に
回

収
さ

れ
る

。
本

機
器

の
容

量
は

，
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム
溶

液
一
時

貯
槽
セ

ル
漏
え

い
液
受

皿
の
核

的
制

限
値

の
液

高
さ

の
容

量
よ

り
も

少
な

い
た

め
，
臨

界
事

故
は

発
生
し

な
い
。

 
外

的
 
：

地
震
時

に
お
い

て
も
，

形
状
寸

法
管
理

及
び
中

性
子
吸

収
材

管
理

が
損

な
わ

れ
な

い
よ

う
，

基
準

地
震

動
の

1.
2
倍

の
地

震
動
を

考
慮
し

た
際
に

機
能
維

持
で
き

る
設
計

と
す
る

の
で

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

・
油
水
分

離
槽

内
的

①
：
中
性
子

吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管
理

と
し

て
お

り
，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き
る

。
 

内
的

②
：
本
機
器

か
ら
の

漏
え
い

液
は
，
油
水
分

離
槽
セ

ル
漏
え

い
液
受

皿
に

回
収

さ
れ

る
。
本

機
器

の
容

量
は

，
油

水
分

離
槽

セ
ル

漏
え
い

液
受
皿

の
核
的

制
限
値

の
液
高

さ
の
容

量
よ
り

も
少

な
い

た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

外
的
 
：
地

震
時
に

お
い
て

も
，
形

状
寸
法

管
理
及

び
中
性

子
吸

収
材
管

理
が

損
な

わ
れ

な
い

よ
う

，
基

準
地

震
動

の
1
.2

倍
の

地
震

動
を
考

慮
し
た

際
に
機

能
維
持

で
き
る

設
計
と

す
る
の

で
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

内
的
①
：

動
的

機
器

の
機

能
喪

失
又

は
多

重
誤
操

作
内

的
②
：

静
的

機
器

の
損

傷
及

び
漏

え
い

検
知
機

能
の
喪

失
外

的
 
：

基
準

地
震

動
を

超
え

る
地

震
動

の
地
震

補 3－13－添 2－1－10－6 

563



添
付

資
料

2
-
1
-
1
1
 

臨
界
事
故

に
係
る

検
討

対
象
事
象

の
特
定

 

「
精
製
建

屋
一
時

貯
留

処
理
設
備

」
 

機
器
名

 
想
定
結
果

 
・

第
１
一

時
貯

留
処

理
槽

内
的

①
：

中
性
子

吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管
理

と
し
て

お
り

，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
。
 

内
的

②
：

本
機

器
か
ら
の

漏
え
い

液
は
，

精
製
建

屋
一
時

貯
留
処

理
槽
第

１
セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

２
に

回
収

さ
れ

る
。

本
機

器
の

容
量

は
，

精
製

建
屋
一

時
貯
留

処
理
槽

第
１
セ

ル
漏
え

い
液
受

皿
２
の

核
的
制

限
値

の
液

高
さ

の
容

量
よ

り
も

少
な

い
た

め
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い
。
 

外
的

 
：

地
震

時
に
お
い

て
も
，

形
状
寸

法
管
理

及
び
中

性
子
吸

収
材
管

理
が
損

な
わ

れ
な

い
よ

う
，

基
準

地
震

動
の

1.
2
倍

の
地

震
動

を
考

慮
し
た
際

に
機
能

維
持
で

き
る
設

計
と
す

る
の
で

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
第
２
一

時
貯

留
処

理
槽

内
的

①
：

中
性
子

吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管
理

と
し
て

お
り

，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
。
 

内
的

②
：

本
機

器
か
ら
の

漏
え
い

液
は
，

精
製
建

屋
一
時

貯
留
処

理
槽
第

１
セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

２
に

回
収

さ
れ

る
。

本
機

器
の

容
量

は
，

精
製

建
屋
一

時
貯
留

処
理
槽

第
１
セ

ル
漏
え

い
液
受

皿
２
の

核
的
制

限
値

の
液

高
さ

の
容

量
よ

り
も

少
な

い
た

め
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い
。
 

外
的

 
：

地
震

時
に
お
い

て
も
，

形
状
寸

法
管
理

及
び
中

性
子
吸

収
材
管

理
が
損

な
わ

れ
な

い
よ

う
，

基
準

地
震

動
の

1.
2
倍

の
地

震
動

を
考

慮
し
た
際

に
機
能

維
持
で

き
る
設

計
と
す

る
の
で

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
第
３
一

時
貯

留
処

理
槽

内
的

①
：

中
性
子

吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管
理

と
し
て

お
り

，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
。
 

内
的

②
：

本
機

器
か
ら
の

漏
え
い

液
は
，

精
製
建

屋
一
時

貯
留
処

理
槽
第

１
セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

1
に

回
収

さ
れ

る
。

本
機

器
の

容
量

は
，

精
製

建
屋
一

時
貯
留

処
理
槽

第
１
セ

ル
漏
え

い
液
受

皿
1
の

核
的
制

限
値
の

液
高

さ
の

容
量

よ
り

も
少

な
い

た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な
い
。
 

外
的

 
：

地
震

時
に
お
い

て
も
，

形
状
寸

法
管
理

及
び
中

性
子
吸

収
材
管

理
が
損

な
わ

れ
な

い
よ

う
，

基
準

地
震

動
の

1.
2
倍

の
地

震
動

を
考

慮
し
た
際

に
機
能

維
持
で

き
る
設

計
と
す

る
の
で

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
第
４
一

時
貯

留
処

理
槽

内
的

①
：

中
性
子

吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管
理

と
し
て

お
り

，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
。
 

内
的

②
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
本
機

器
か
ら

漏
え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
外

的
 

：
平

常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
第
５
一

時
貯

留
処

理
槽

内
的

①
：

臨
界
事

故
の
発

生
を
仮

定
す
る

。（
放
射
性

配
管
分
岐

第
１
セ

ル
漏
え

い
液

受
皿

で
発

生
し

た
未

臨
界

濃
度

を
超

え
る

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

を
含
む

漏
え
い

液
の
誤

移
送
に

よ
る
臨

界
事
故

の
発
生

）
内

的
②

：
平

常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
本
機

器
か
ら

漏
え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
外

的
 

：
平

常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
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・
第
７
一

時
貯

留
処

理
槽

内
的

①
：

臨
界
事

故
の
発

生
を
仮

定
す
る

。（
精
製
建

屋
一
時
貯

留
処
理

設
備
 

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
か

ら
未

臨
界

濃
度

を
超

え
る

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム
を

含
む
溶

液
の
誤

移
送
に

よ
る
臨

界
事
故

の
発
生

）
内

的
②

：
平

常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
本
機

器
か
ら

漏
え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
外

的
 

：
平

常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

内
的
①
：

動
的

機
器

の
機

能
喪

失
又

は
多

重
誤
操

作
内

的
②
：

静
的

機
器

の
損

傷
及

び
漏

え
い

検
知
機

能
の
喪

失
外

的
 
：

基
準

地
震

動
を

超
え

る
地

震
動

の
地
震
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添
付

資
料

2
-
1
-
1
2
 

臨
界
事
故

に
係
る

検
討

対
象
事
象

の
特
定

 

「
ウ
ラ
ン

脱
硝
設

備
」

 
機

器
名

 
想

定
結
果
 

・
脱
硝
塔

内
的

①
：

脱
硝

塔
は

形
状

寸
法

管
理

を
行
う

と
と

も
に

水
分

管
理

と
し

て
脱
硝

塔
内
の

温
度
を

十
分

に
高

く
保

つ
こ
と

と
し
て

い
る

。
脱
硝

塔
内

の
温

度
制

御
機

能
の

異
常

及
び

脱
硝

塔
内

の
温

度
低

に
よ

り
硝

酸
ウ

ラ
ニ

ル
濃

縮
液

の
供

給
を

停
止

す
る

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
の

同
時

故
障
を

想
定
し

た
と
し

て
も
，

未
臨
界

を
維
持

で
き
る

た
め
，

臨
界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
内

的
②

：
取

り
扱
う
核
燃
料
物
質
が
固
体
状
で
あ
り
，
腐
食
で
の
漏
え
い
は
考
え
に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：
地

震
に
よ
り
脱
硝
塔
が
損
傷
し
，
脱
硝
塔
内
の
 U
O
3
粉
末
の
漏
え
い
が
発

生
す

る
場

合
を

想
定

し
て

も
，
未

臨
界

を
維

持
で

き
る

た
め

，
臨
界
事
故
は
発
生
し
な
い
。
 

・
シ
ー
ル

槽
内

的
①
：

シ
ー

ル
槽

は
形

状
寸

法
管

理
機

器
で

あ
り

，
臨

界
安

全
設

計
に

お
い

て
は

取
り

扱
う

U
O
３
粉

末
の

含
水

率
が

高
い

条
件

に
お

い
て

も
未

臨
界
が

維
持
で

き
る
た

め
，
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

内
的

②
：

取
り
扱

う
核
燃

料
物
質

が
固
体

状
で
あ

り
，
腐

食
で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：
地

震
に

よ
り
シ

ー
ル
槽

，
U
O
３
受

槽
及
び

規
格
外

製
品

受
槽
が

損
傷
し

，
各

機
器

内
の

U
O
３
粉

末
の

漏
え

い
が

発
生

す
る

場
合

を
想

定
し

て
も
，

未
臨
界

を
維
持

で
き
る

た
め
，

臨
界
事

故
は
発

生
し
な

い
。
 

・
Ｕ
Ｏ

３
受

槽
内

的
①
：
U
O
３
受
槽

は
，
形
状
寸

法
管
理

機
器
で

あ
り
，
臨
界
安

全
設
計

に
お
い

て
は

取
り

扱
う

U
O
３
粉

末
の

含
水

率
が

高
い

条
件

に
お

い
て

も
未

臨
界
を

維
持
で

き
る
た

め
，
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

ま
た

，
充

て
ん

を
開

始
す

る
前

に
ウ

ラ
ン

酸
化

物
貯

蔵
容

器
が

定
位

置
に

あ
る

こ
と

を
目

視
で

確
認

す
る

た
め

ウ
ラ

ン
酸

化
物

貯
蔵

容
器
充

て
ん
定

位
置
を

検
出
し

，
U
O
３
粉

末
の
充

て
ん
起

動
信

号
を
発

す
る

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
が

動
作

不
能

で
も

U
O
３
粉

末
が

容
器

外
に
漏
れ

出
る
こ

と
は
な

い
。
ウ

ラ
ン
酸

化
物
貯

蔵
容
器

１
本
に

充
て
ん

す
る

UO
３
粉

末
の

全
量

が
漏

え
い

す
る

と
仮

定
し

て
も

未
臨

界
質
量
以

下
で
あ

り
，
未
臨

界
質

量
を
超

え
る
漏

え
い
量

に
至
る

ま
で
に

は
運

転
員

の
目

視
に

よ
る

確
認

を
複

数
回

行
う

こ
と

で
，
臨

界
事
故
が

発
生
す

る
前
ま

で
に
漏

え
い
を

検
知
で

き
る
と

と
も
に

，
UO

３
粉

末
が

漏
え

い
し

た
状

態
で

新
た

な
ウ

ラ
ン

酸
化

物
貯

蔵
容

器
へ
の

UO
３
粉
末
の

充
て
ん

は
困

難
で
あ

る
こ
と

か
ら
，

臨
界
事

故
は
発

生
し

な
い

。
 

内
的

②
：

取
り
扱
う
核
燃
料
物
質
が
固
体
状

で
あ
り

，
腐
食

で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：
地

震
に

よ
り
シ

ー
ル
槽

，
U
O
３
受

槽
及
び

規
格
外

製
品

受
槽
が

損
傷
し

，
各

機
器

内
の

U
O
３
粉

末
の

漏
え

い
が

発
生

す
る

場
合

を
想

定
し

て
も
，

未
臨
界

を
維
持

で
き
る

た
め
，

臨
界
事

故
は
発

生
し
な

い
。
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・
規
格
外

製
品

受
槽

内
的

①
：

規
格

外
製

品
受

槽
は

，
形

状
寸

法
管

理
機

器
で

あ
り

，
臨

界
安

全
設

計
に

お
い

て
は

取
り

扱
う

U
O
３
粉

末
の

含
水

率
が

高
い

条
件

に
お

い
て
も

未
臨
界

を
維
持

で
き
る

た
め
，

臨
界
事

故
は
発

生
し
な

い
。
 

ま
た
，
本
機
器

か
ら
規

格
外
製
品

容
器
に

U
O
３
粉
末

の
充
て

ん
を

行
う

。
規

格
外

製
品

容
器

へ
の

U
O
３
粉

末
の

充
て

ん
は

，
運

転
員

が
現
場
に

て
行
う

作
業
で

あ
り
，
接

続
状
態

を
複
数

の
運
転

員
が

直
接
目

視
で

確
認

し
，
充

て
ん

を
開

始
す

る
弁

の
操

作
を

行
う

と
と

も
に
，
充

て
ん
中

に
監
視

を
行
う

こ
と
で

運
転
員

が
U
O
３
粉

末
の

漏
え
い

を
検

知
で

き
る

こ
と

か
ら

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
内

的
②

：
取

り
扱

う
核
燃

料
物
質

が
固
体

状
で
あ

り
，
腐

食
で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：
地

震
に

よ
り
シ

ー
ル
槽

，
U
O
３
受

槽
及
び

規
格
外

製
品

受
槽
が

損
傷
し

，
各

機
器

内
の

U
O
３
粉

末
の

漏
え

い
の

発
生

を
想

定
し

た
と

し
て

も
，
未

臨
界
を

維
持
で

き
る
た

め
，
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

・
規
格
外

製
品

容
器

内
的

①
：

規
格

外
製

品
容

器
は

，
形

状
寸

法
管

理
機

器
で

あ
り

，
臨

界
安

全
設

計
に

お
い

て
は

取
り

扱
う

U
O
３
粉

末
の

含
水

率
が

高
い

条
件

に
お

い
て
も

未
臨
界

を
維
持

で
き
る

た
め
，

臨
界
事

故
は
発

生
し
な

い
。
 

ま
た
，
規
格
外

製
品
容

器
の
運
搬

は
１
基

ず
つ
行

う
こ
と

と
し
て

い
る

が
，
２

基
の

規
格

外
製

品
容

器
の

近
接

を
想

定
し

た
場

合
で

も
，

U
O
３
粉

末
の
質

量
が
最

小
臨

界
質
量

未
満
で

あ
る
た

め
，
臨

界
事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

内
的

②
：

取
り
扱

う
核
燃

料
物
質

が
固
体

状
で
あ

り
，
腐

食
で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：

平
常
運

転
時
に

取
り
扱

う
U
O
３
粉

末
の
質

量
が
最

小
臨

界
質
量

未
満
で

あ
る

た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

・
Ｕ
Ｏ

３
溶

解
槽

内
的

①
：
U
O
３
溶
解

槽
は

，
形
状

寸
法
管

理
機
器

で
あ
り

，
臨
界

安
全
設

計
に
お

い
て

は
取

り
扱

う
U
O
３
粉

末
の

含
水

率
が

高
い

条
件

に
お

い
て

も
未
臨
界

を
維
持

で
き
る

た
め
，

臨
界
事

故
は
発

生
し
な

い
。
 

ま
た
，
本
機

器
は
規

格
外
製

品
容

器
か
ら

U
O
３
粉
末

を
受
け

入
れ

る
が
，
規

格
外

製
品

容
器

か
ら

U
O
３
溶

解
槽

へ
の

UO
３
粉

末
の

供
給

は
，
運

転
員
が

現
場
に

て
行
う

作
業
で

あ
り
，
接
続
状

態
を
複

数
の
運

転
員

が
直

接
目

視
で

確
認

し
，
供

給
を

開
始

す
る

弁
の

操
作

を
行
う
と

と
も
に

，
供
給

中
に
監

視
を
行

う
こ
と

で
運
転

員
が
漏

え
い
を

検
知

で
き

る
こ

と
か

ら
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

内
的

②
：

取
り
扱

う
核
燃

料
物
質

が
固
体

状
で
あ

り
，
腐

食
で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：

U
O
３
溶
解

槽
は
，

規
格

外
製
品

容
器
１

本
分
を

溶
解
す

る
た
め

，
U
O
３
溶

解
槽

内
の

U
O
３
粉

末
が

全
量

漏
え

い
し

た
と

し
て

も
最

小
臨

界
質
量
未

満
で
あ

り
，
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

・
充
て
ん

台
車

内
的

①
：

充
て
ん

台
車
は

，
質
量

管
理
と

し
て
ウ

ラ
ン
酸

化
物
貯

蔵
容
器

を
一
時

に
1
体

ず
つ

取
り

扱
う

設
計

と
し

て
い

る
が

，
２

体
の

ウ
ラ

ン
酸

化
物

貯
蔵

容
器

の
近

接
を

想
定

し
て

も
，

U
O
３
粉

末
の

質
量

の
合
計

が
未

臨
界

質
量

以
下

で
あ

る
た

め
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
内

的
②

：
取

り
扱

う
核
燃

料
物
質

が
固
体

状
で
あ

り
，
腐

食
で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：
ウ

ラ
ン

酸
化

物
貯

蔵
容

器
の

つ
り

上
げ

高
さ

か
ら

の
落

下
試

験
の

結
果

，
地

震
の

発
生

に
伴

う
ウ

ラ
ン

酸
化

物
貯

蔵
容

器
の

落
下

を
想

定
し
た

場
合
に

お
い
て

も
臨
界

防
止
機

能
が
保

持
さ
れ

る
た
め

，
臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

・
貯
蔵
容

器
ク

レ
－

ン
内

的
①

：
貯

蔵
容

器
ク
レ

－
ン
は

，
質
量

管
理
と

し
て
ウ

ラ
ン
酸

化
物
貯

蔵
容
器

を
一

時
に

1
体

ず
つ

取
り

扱
う

設
計

と
し

て
い

る
が

，
２

体
の

ウ
ラ

ン
酸

化
物

貯
蔵

容
器

の
近

接
を

想
定

し
て

も
，

U
O
３
粉
末

の
質
量

の
合

計
が

未
臨

界
質

量
以

下
で

あ
る

た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な
い

。
 

内
的

②
：

取
り
扱

う
核
燃

料
物
質

が
固
体

状
で
あ

り
，
腐

食
で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：
ウ

ラ
ン

酸
化

物
貯

蔵
容

器
の

つ
り

上
げ

高
さ

か
ら

の
落

下
試

験
の

結
果
，

地
震

の
発

生
に

伴
う

ウ
ラ

ン
酸

化
物

貯
蔵

容
器

の
落

下
を

想
定
し
た

場
合
に

お
い
て

も
臨
界

防
止
機

能
が
保

持
さ
れ

る
た
め

，
臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
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・
貯
蔵
容

器
ホ

イ
ス

ト
 

内
的

①
：

貯
蔵
容

器
ホ
イ

ス
ト
は

，
質
量

管
理
と

し
て
ウ

ラ
ン
酸

化
物
貯

蔵
容
器

を
一

時
に

1
体

ず
つ

取
り

扱
う

設
計

と
し

て
い

る
が

，
２

体
の

ウ
ラ

ン
酸

化
物

貯
蔵

容
器

の
近

接
を

想
定

し
て

も
，

U
O
３
粉
末

の
質
量

の
合

計
が

未
臨

界
質

量
以

下
で

あ
る

た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な
い

。
 

内
的

②
：

取
り
扱

う
核
燃

料
物
質

が
固
体

状
で
あ

り
，
腐

食
で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：
ウ

ラ
ン

酸
化

物
貯

蔵
容

器
の

つ
り

上
げ

高
さ

か
ら

の
落

下
試

験
の

結
果
，

地
震

の
発

生
に

伴
う

ウ
ラ

ン
酸

化
物

貯
蔵

容
器

の
落

下
を

想
定
し
た

場
合
に

お
い
て

も
臨
界

防
止
機

能
が
保

持
さ
れ

る
た
め

，
臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
  

・
溶
解
用

Ｕ
Ｏ

３
供

給
槽

 
内

的
①
：
溶

解
用

U
O
３
供
給

槽
は

，
形
状

寸
法
管

理
機

器
で
あ
り

，
臨
界

安
全
設

計
に

お
い

て
は

取
り

扱
う

U
O
３
粉

末
の

含
水

率
が

高
い

条
件

に
お

い
て
も

未
臨
界

を
維
持

で
き
る

た
め
，

臨
界
事

故
は
発

生
し
な

い
。
 

内
的

②
：

取
り
扱

う
核
燃

料
物
質

が
固
体

状
で
あ

り
，
腐

食
で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：

平
常
運

転
時
に

取
り
扱

う
U
O
３
粉

末
の
質

量
が
最

小
臨

界
質
量

未
満
で

あ
る

た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

内
的
①
：

動
的

機
器

の
機

能
喪

失
又

は
多

重
誤
操

作
 

内
的
②
：

静
的

機
器

の
損

傷
及

び
漏

え
い

検
知
機

能
の
喪

失
 

外
的
 
：

基
準

地
震

動
を

超
え

る
地

震
動

の
地
震
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添
付

資
料

2
-
1
-
1
3
 

臨
界
事
故

に
係
る

検
討

対
象
事
象

の
特
定

 

「
ウ
ラ
ン

酸
化
物

貯
蔵

設
備
」

 
機
器
名

 
想
定
結
果

 
・

貯
蔵
バ

ス
ケ

ッ
ト

 
内

的
①
：
貯

蔵
バ

ス
ケ

ッ
ト
は
，
中
性

子
吸
収

材
管
理

及
び
複
数

ユ
ニ
ッ

ト
と
し

て
ウ

ラ
ン

酸
化

物
貯

蔵
容

器
間

の
距

離
を

未
臨

界
が

維
持

で
き

る
距

離
（

面
間
最

小
距
離

）
以
上

と
す
る

こ
と
で

臨
界
を

防
止
す

る
設
計

と
し

て
お

り
，

臨
界

安
全

設
計

に
お

い
て

は
取

り
扱

う
U
O
３
粉

末
の

含
水

率
が
高

い
条
件

に
お
い

て
も
未

臨
界
を

維
持
で

き
る
た

め
，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
内

的
②

：
取

り
扱

う
核
燃

料
物
質

が
固
体

状
で
あ

り
，
腐

食
で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：
貯

蔵
バ

ス
ケ

ッ
ト
の
つ

り
上
げ

高
さ
か

ら
の
落

下
試
験

及
び
貯

蔵
状
態

を
考

慮
し

た
高

さ
か

ら
の

落
下

試
験

の
結

果
，
地

震
の

発
生

に
伴

う
貯

蔵
バ
ス
ケ

ッ
ト
の

落
下
を

想
定
し

た
場
合

に
お
い

て
も
臨

界
防
止

機
能

が
保

持
さ

れ
る

た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

・
ウ

ラ
ン

酸
化

物
貯

蔵
容

器
 

内
的

①
：

ウ
ラ

ン
酸
化
物

貯
蔵
容

器
は
，

形
状
寸

法
管
理

機
器
で

あ
り
，

臨
界
安

全
設

計
に

お
い

て
は

取
り

扱
う

U
O
３
粉

末
の

含
水

率
が

高
い

条
件

に
お

い
て
も
未

臨
界
を

維
持
で

き
る
た

め
，
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

内
的

②
：

取
り

扱
う
核
燃

料
物
質

が
固
体

状
で
あ

り
，
腐

食
で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：
ウ

ラ
ン

酸
化

物
貯
蔵
容

器
の
つ

り
上
げ

高
さ
か

ら
の
落

下
試
験

の
結
果

，
地

震
の

発
生

に
伴

う
ウ

ラ
ン

酸
化

物
貯

蔵
容

器
の

落
下

を
想

定
し

た
場

合
に
お

い
て
も

臨
界
防

止
機
能

が
保
持

さ
れ
る

た
め
，

臨
界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

・
移
載
ク

レ
－

ン
 

内
的

①
：
移

載
ク
レ

ー
ン
は

，
質

量
管
理

と
し
て

ウ
ラ
ン

酸
化
物

貯
蔵
容

器
を
一

時
に

１
体

ず
つ

取
り

扱
う

設
計

と
し

て
い

る
が

，
２

体
の

ウ
ラ

ン
酸

化
物

貯
蔵
容

器
の
近

接
を
想

定
し
て

も
，
U
O
３
粉
末

の
質
量
の

合
計
が

未
臨

界
質

量
以

下
で

あ
る

た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。 

内
的

②
：

取
り

扱
う
核
燃

料
物
質

が
固
体

状
で
あ

り
，
腐

食
で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

 
外

的
 
：
ウ

ラ
ン

酸
化

物
貯
蔵
容

器
の
つ

り
上
げ

高
さ
か

ら
の
落

下
試
験

の
結
果

，
地

震
の

発
生

に
伴

う
ウ

ラ
ン

酸
化

物
貯

蔵
容

器
の

落
下

を
想

定
し

た
場

合
に
お

い
て
も

臨
界
防

止
機
能

が
保
持

さ
れ
る

た
め
，

臨
界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

・
昇
降
リ

フ
ト

 
昇

降
リ

フ
ト

は
，

貯
蔵
容

器
搬
送

台
車
又

は
バ
ス

ケ
ッ
ト

搬
送
台

車
（
移

動
台
車

含
む

）
を

一
時

に
１

基
ず

つ
取

り
扱

う
機

器
で

あ
る

。
 

想
定

結
果

は
，

貯
蔵
容
器

搬
送
台

車
及
び

バ
ス
ケ

ッ
ト
搬

送
台
車

（
移
動

台
車
含

む
）

と
同

じ
。

 

・
貯
蔵
容

器
搬

送
台

車
 

内
的

①
：
貯

蔵
容
器

搬
送
台

車
は

，
質
量
管

理
と
し

て
ウ
ラ

ン
酸

化
物
貯

蔵
容
器

を
一

時
に

１
体

ず
つ

取
り

扱
う

設
計

と
し

て
い

る
が

，
２

体
の

ウ
ラ

ン
酸

化
物

貯
蔵

容
器

の
近

接
を

想
定

し
て

も
，

UO
３
粉

末
の

質
量

の
合

計
が

未
臨

界
質

量
以

下
で

あ
る

た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
内

的
②

：
取

り
扱

う
核
燃

料
物
質

が
固
体

状
で
あ

り
，
腐

食
で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：
ウ

ラ
ン
酸
化

物
貯
蔵
容

器
の
つ

り
上
げ

高
さ
か

ら
の
落

下
試
験

の
結
果

，
地

震
の

発
生

に
伴

う
ウ

ラ
ン

酸
化

物
貯

蔵
容

器
の

落
下

を
想

定
し

た
場

合
に
お

い
て
も

臨
界
防

止
機
能

が
保
持

さ
れ
る

た
め
，

臨
界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

・
バ

ス
ケ

ッ
ト

搬
送

台
車
 

バ
ス

ケ
ッ

ト
搬

送
台
車
は

，
移
動

台
車
を

一
時
に

一
基
ず

つ
取
り

扱
う
機

器
で
あ

る
。

 
想

定
結

果
は

，
移

動
台
車

と
同
じ

。
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・
移
動
台

車
 

内
的

①
：
移

動
台
車

は
，
質
量
管

理
と
し

て
貯
蔵

バ
ス
ケ

ッ
ト
を

一
時
に

１
基
ず

つ
取

り
扱

う
設

計
と

し
て

お
り

，
貯

蔵
バ

ス
ケ

ッ
ト

自
体

で
未

臨
界

を
確

保
し
て

い
る
た

め
，
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

内
的

②
：

取
り

扱
う
核
燃

料
物
質

が
固
体

状
で
あ

り
，
腐

食
で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：
貯

蔵
バ

ス
ケ

ッ
ト
の
つ

り
上
げ

高
さ
か

ら
の
落

下
試
験

及
び
貯

蔵
状
態

を
考

慮
し

た
高

さ
か

ら
の

落
下

試
験

の
結

果
，
地

震
の

発
生

に
伴

う
貯

蔵
バ
ス
ケ

ッ
ト
の

転
倒
を

想
定
し

た
場
合

に
お
い

て
も
臨

界
防
止

機
能

が
保

持
さ

れ
る

た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

・
ト
ラ
バ

ー
サ

 
ト

ラ
バ

ー
サ

は
，

貯
蔵
室

ク
レ
ー

ン
を
一

時
に
一

基
ず
つ

取
り
扱

う
機
器

で
あ
る

。
 

想
定

結
果

は
，

貯
蔵
室
ク

レ
ー
ン

と
同
じ

。
 

・
貯
蔵
室

ク
レ

ー
ン

 
内

的
①
：
貯

蔵
室

ク
レ
ー
ン

は
，
質

量
管
理

と
し
て

貯
蔵
バ

ス
ケ

ッ
ト
を

一
時
に

１
基

ず
つ

取
り

扱
う

設
計

と
し

て
お

り
，
貯

蔵
バ

ス
ケ

ッ
ト

自
体

で
未
臨

界
を
確

保
し
て

い
る
た

め
，
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

内
的

②
：

取
り

扱
う
核
燃

料
物
質

が
固
体

状
で
あ

り
，
腐

食
で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：
貯

蔵
バ

ス
ケ

ッ
ト
の
つ

り
上
げ

高
さ
か

ら
の
落

下
試
験

及
び
貯

蔵
状
態

を
考

慮
し

た
高

さ
か

ら
の

落
下

試
験

の
結

果
，
地

震
の

発
生

に
伴

う
貯

蔵
バ
ス
ケ

ッ
ト
の

転
倒
を

想
定
し

た
場
合

に
お
い

て
も
臨

界
防
止

機
能

が
保

持
さ

れ
る

た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

・
天
井
ク

レ
ー

ン
 

内
的

①
：
天

井
ク

レ
ー
ン
は

，
質

量
管
理

と
し
て

貯
蔵
バ

ス
ケ
ッ

ト
を
一

時
に
１

基
ず

つ
取

り
扱

う
設

計
と

し
て

い
る

が
，
貯

蔵
バ

ス
ケ

ッ
ト

自
体

で
未
臨

界
を
確

保
し
て

い
る
た

め
，
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

内
的

②
：

取
り

扱
う
核
燃

料
物
質

が
固
体

状
で
あ

り
，
腐

食
で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：
貯

蔵
バ

ス
ケ

ッ
ト
の
つ

り
上
げ

高
さ
か

ら
の
落

下
試
験

及
び
貯

蔵
状
態

を
考

慮
し

た
高

さ
か

ら
の

落
下

試
験

の
結

果
，
地

震
の

発
生

に
伴

う
貯

蔵
バ
ス
ケ

ッ
ト
の

転
倒
を

想
定
し

た
場
合

に
お
い

て
も
臨

界
防
止

機
能

が
保

持
さ

れ
る

た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

内
的
①
：

動
的

機
器

の
機

能
喪

失
又

は
多

重
誤
操

作
 

内
的
②
：

静
的

機
器

の
損

傷
及

び
漏

え
い

検
知
機

能
の
喪

失
 

外
的
 
：

基
準

地
震

動
を

超
え

る
地

震
動

の
地
震
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添
付

資
料

2
-
1
-
1
4
 

臨
界
事
故

に
係
る

検
討

対
象
事
象

の
特
定

 

「
ウ
ラ
ン

・
プ
ル

ト
ニ

ウ
ム
混
合

脱
硝
設

備
」

機
器
名

 
想
定
結
果

 
・
硝
酸

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

貯
槽
 

内
的

①
：
硝
酸
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム
貯

槽
は
，
全
濃
度

安
全
形

状
寸
法

管
理
の

機
器
で

あ
り

，
核

燃
料

物
質

の
濃

度
に

よ
ら

ず
未

臨
界

を
維

持
で

き
る

た
め
，

臨
界
事

故
は
発

生
し
な

い
。
 

内
的
②
：
本

機
器
か

ら
の
漏

え
い

液
は

，
同

セ
ル
内

の
漏
え

い
液

受
皿
に

集
液
さ

れ
る

。
本

機
器

の
容

量
は

，
漏

え
い

液
受

皿
の

核
的

制
限
値

に
相
当
す

る
液
量

を
超
え

な
い
た

め
，
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

外
的

 
：

地
震
に

よ
り
全

濃
度
安

全
形
状

寸
法
管

理
が
損

な
わ
れ

な
い
よ

う
，
基

準
地

震
動

の
1
.
2

倍
の

地
震

動
を

考
慮

し
た

際
に

機
能

維
持

で
き
る

設
計
と

し
て
い

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い
。
 

・
混
合
槽

内
的
①
：
混

合
槽
は

，
全

濃
度
安

全
形
状

寸
法
管

理
の
機

器
で
あ

り
，
核
燃

料
物
質

の
濃

度
に

よ
ら

ず
未

臨
界

を
維

持
で

き
る

た
め

，
臨

界
事

故
は
発
生

し
な
い

。
 

内
的
②
：
本

機
器
か

ら
の
漏

え
い

液
は

，
同

セ
ル
内

の
漏
え

い
液

受
皿
に

集
液
さ

れ
る

。
本

機
器

の
容

量
は

，
漏

え
い

液
受

皿
の

核
的

制
限
値

に
相
当
す

る
液
量

を
超
え

な
い
た

め
，
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

外
的

 
：

地
震
に

よ
り
全

濃
度
安

全
形
状

寸
法
管

理
が
損

な
わ
れ

な
い
よ

う
，
基

準
地

震
動

の
1
.
2

倍
の

地
震

動
を

考
慮

し
た

際
に

機
能

維
持

で
き
る

設
計
と

し
て
い

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い
。
 

・
一
時
貯

槽
内

的
①

：
一

時
貯

槽
は
，

全
濃
度

安
全
形

状
寸
法

管
理
機

器
で
あ

り
，
核

燃
料
物

質
の

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
た

め
，

臨
界

事
故
は
発

生
し
な

い
。
 

内
的

②
：

本
機
器

か
ら
の

漏
え
い

液
は
，

同
セ
ル

内
の
漏

え
い
液

受
皿
に

集
液
さ

れ
る

。
本

機
器

の
容

量
は

，
漏

え
い

液
受

皿
の

核
的

制
限

値
に
相
当

す
る
液

量
を
超

え
な
い

た
め
，

臨
界
事

故
は
発

生
し
な

い
。

 
外

的
 

：
地

震
に

よ
り
全

濃
度
安

全
形
状

寸
法
管

理
が
損

な
わ
れ

な
い
よ

う
，
基

準
地

震
動

の
1
.
2
倍

の
地

震
動

を
考

慮
し

た
際

に
機

能
維

持
で
き
る

設
計
と

し
て
い

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い
。
 

・
定
量
ポ

ッ
ト

内
的
①
：
定

量
ポ
ッ

ト
は

，
ウ
ラ

ン
・
プ
ル

ト
ニ
ウ

ム
混
合

溶
液

を
受
け

入
れ
る

機
器

で
あ

る
が

，
臨

界
安

全
設

計
に

お
い

て
は

形
状

寸
法

管
理

と
し
て

お
り
，
取
り
扱

う
溶
液

の
P
u
/U

比
が
高
い

条
件
に
お

い
て
も

未
臨

界
を

維
持

で
き
る

た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。
 

内
的

②
：
本
機
器

か
ら
の

漏
え
い

液
は
，
重
力
流

に
て
全

濃
度
安

全
形
状

寸
法
管

理
の

機
器

で
あ

る
一

時
貯

槽
に

回
収

さ
れ

る
た

め
臨

界
事

故
は

発
生
し

な
い
。
 

外
的

 
：

地
震
に

よ
り
形

状
寸
法

管
理
が

損
な
わ

れ
な
い

よ
う
，

基
準
地

震
動

の
1.
2

倍
の

地
震

動
を

考
慮

し
た

際
に

機
能

維
持

で
き

る
設

計
と
し
て

い
る
た

め
，
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

・
中
間
ポ

ッ
ト

内
的
①
：
中

間
ポ
ッ

ト
は

，
ウ
ラ

ン
・
プ
ル

ト
ニ
ウ

ム
混
合

溶
液

を
受
け

入
れ
る

機
器

で
あ

る
が

，
臨

界
安

全
設

計
に

お
い

て
は

形
状

寸
法

管
理

と
し
て

お
り
，
取
り
扱

う
溶
液

の
P
u
/U

比
が
高
い

条
件
に
お

い
て
も

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
た

め
，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。
 

内
的

②
：
本
機
器

か
ら
の

漏
え
い

液
は
，
重
力
流

に
て
全

濃
度
安

全
形
状

寸
法
管

理
機

器
で

あ
る

一
時

貯
槽

に
回

収
さ

れ
る

た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生
し

な
い
。
 

外
的

 
：

地
震
に

よ
り
形

状
寸
法

管
理
が

損
な
わ

れ
な
い

よ
う
，

基
準
地

震
動

の
1.
2

倍
の

地
震

動
を

考
慮

し
た

際
に

機
能

維
持

で
き

る
設

計
と
し
て

い
る
た

め
，
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
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・
回
収
ポ

ッ
ト

 
内

的
①
：
回

収
ポ
ッ

ト
は

，
ウ
ラ

ン
・
プ
ル

ト
ニ
ウ

ム
混
合

溶
液

を
受
け

入
れ
る

機
器

で
あ

る
が

，
臨

界
安

全
設

計
に

お
い

て
は

形
状

寸
法

管
理

と
し
て

お
り
，

取
り
扱

う
溶
液

の
P
u
/U

比
が
高
い

条
件
に
お

い
て
も

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
た

め
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。 
内

的
②
：
本
機
器

か
ら
の

漏
え
い

液
は
，
重
力
流

に
て
全

濃
度
安

全
形
状

寸
法
管

理
機

器
で

あ
る

一
時

貯
槽

に
回

収
さ

れ
る

た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生
し

な
い
。
 

外
的

 
：
地
震
に
よ
り
回
収
ポ
ッ
ト
が
損
傷
し
，
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
溶
液
の
漏
え
い
が
発
生
す
る
場
合
を
想
定
し
て
も
，
未
臨
界
を

維
持
で
き
る
た
め
，
臨
界
事
故
は
発
生
し
な
い
。
 

・
凝
縮
廃

液
受

槽
 

内
的
①
：
凝

縮
廃
液

受
槽
は

，
全

濃
度
安

全
形
状

寸
法
管

理
機
器

で
あ
り

，
核
燃

料
物

質
の

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
た

め
，
臨

界
事
故
は

発
生
し

な
い
。
 

内
的

②
：

平
常
運

転
時
に

取
り
扱

う
凝
縮

廃
液
の

プ
ル
ト

ニ
ウ
ム

濃
度
が

未
臨
界

濃
度

以
下

で
あ

る
た

め
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：
地
震
に
よ
り
凝
縮
廃
液
受
槽
が
損
傷
し
，
凝
縮
廃
液
の
漏
え
い
が
発
生
す
る
場
合
を
想
定
し
て
も
，
未
臨
界
を
維
持
で
き
る
た
め
，
臨

界
事
故
は
発
生
し
な
い
。
 

・
脱
硝
装

置
（

脱
硝

皿
）

 
内

的
①
：
脱

硝
装
置
（

脱
硝
皿
）
は
，
ウ
ラ
ン
・
プ
ル

ト
ニ
ウ
ム

混
合
溶

液
を
受

け
入

れ
，
脱
硝
す
る

機
器

で
あ

る
が

，
臨

界
安

全
設

計
に

お
い

て
は
質

量
管
理

及
び
形

状
寸
法

管
理
と

し
て
お

り
，
取
り

扱
う

溶
液
の

P
u/
U
比

が
高

い
条

件
に

お
い

て
も

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
た
め
，

臨
界
事

故
は
発

生
し
な

い
。
 

ま
た
，
脱
硝
皿
取
扱
装
置
に
お
け
る
脱
硝
皿
の
重
量
確
認
及
び
空
気
輸
送
終
了
検
知
に
よ
り
脱
硝
皿
取
扱
装
置
の
起
動
条
件
信
号

を
発
す
る
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
が
機
能
喪
失
し
，
脱
硝
皿
へ
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
溶
液
が
多
重
装
荷
さ
れ
る
場
合
を
想
定
す
る
。

未
臨
界
質
量
を
超
え
る
ま
で
に
は
複
数
回
の
装
荷
が
必
要
で
あ
り
，
臨
界
事
故
が
発
生
す
る
ま
で
に
は
運
転
員
の
目
視
に
よ
る
確

認
を
複
数
回
行
う
た
め
，
臨
界
事
故
は
発
生
し
な
い
。
 

内
的

②
：

溶
液
の
漏
え
い
を
想
定
し
て
も
，
回
収
ポ
ッ
ト
に
回
収
さ
れ
る
た
め
，
臨
界
事
故
は
発
生
し
な
い
。
 

ま
た
，
取
り
扱
う
核
燃
料
物
質
が
固
体

状
で
あ

り
，
腐

食
で
の
漏

え
い

は
考

え
に

く
い

た
め

，
検

討
対

象
外

と
す

る
。

 
外

的
 

：
地

震
に

よ
り
形

状
寸
法

管
理
が

損
な
わ

れ
な
い

よ
う
，

基
準
地

震
動

の
1.
2

倍
の

地
震

動
を

考
慮

し
た

際
に

機
能

維
持

で
き

る
設

計
と
し
て

い
る
た

め
，
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
※
１
 

・
脱
硝
皿

取
扱

装
置

 
内

的
①
：
脱

硝
皿
取

扱
装
置

は
，
ウ

ラ
ン
・
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム
混
合

溶
液
を

受
け
入

れ
，
脱
硝
す
る

機
器

で
あ

る
が

，
臨

界
安

全
設

計
に

お
い

て
は

質
量
管

理
及
び

形
状
寸

法
管
理

と
し
て

お
り
，
取

り
扱
う

溶
液

の
P
u
/U

比
が

高
い

条
件

に
お

い
て

も
未

臨
界

を
維

持
で

き
る

た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い
。
 

ま
た

，
脱

硝
装

置
に

お
け

る
脱

硝
粉

体
の

照
度

高
及

び
温

度
高

で
脱

硝
皿

取
出

し
シ

ャ
ッ

タ
及

び
脱

硝
皿

取
扱

装
置

の
起

動
条

件
信
号
を

発
す
る

イ
ン
タ

ー
ロ
ッ

ク
が
機

能
喪
失

し
，
脱

硝
が
未

完
了

で
あ

る
粉

末
を

下
流

工
程

に
移

送
す

る
場

合
を

想
定

す
る

。
以

下
の
理

由
に
よ

り
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い
。

 
（

1
）
焙
焼

炉
ま

で
の
間

の
設
備

で
取
り

扱
う
Ｍ

Ｏ
Ｘ
粉

末
の
質

量
が

，
含

水
率

の
理

論
上

限
値

を
想

定
し

た
場

合
の

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
の

未
臨
界

質
量
以

下
で
あ

る
。
 

（
2）

焙
焼
炉

に
よ
り

Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉

末
を
加

熱
す
る

こ
と
で

，
還
元

炉
以
降

は
含

水
率

が
低

下
す

る
。

 
内

的
②

：
取
り
扱
う
核
燃
料
物
質
が
固
体
状

で
あ
り

，
腐
食

で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：
平
常
運

転
時
に

取
り
扱

う
Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉
末

の
質
量

は
未
臨

界
質
量

以
下
で

あ
る

た
め

，
地

震
に

よ
る

漏
え

い
を

想
定

し
て

も
，
臨

界
事

故
は
発
生

し
な
い

。
※
１
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 ・
凝
縮
廃

液
ろ

過
器

 
内

的
①
：
凝
縮
廃

液
ろ
過

器
は
，
脱
硝
装

置
内
で

発
生
す

る
廃
ガ

ス
の
凝

縮
液
を

受
け

入
れ

る
機

器
で

あ
る

が
，
硝

酸
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
溶

液
が

流
入
し
た

こ
と
を

想
定
し

て
も
，

本
機
器

は
容
量

が
小
さ

く
、
未

臨
界

を
維

持
で

き
る

た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
内

的
②
：
本
機
器

か
ら
の

漏
え
い

液
は
，
重
力
流

に
て
全

濃
度
安

全
形
状

寸
法
管

理
機

器
で

あ
る

一
時

貯
槽

に
回

収
さ

れ
る

た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生
し

な
い
。
 

外
的

 
：
地
震
に

よ
り
本

機
器
が

損
傷
し

，
Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉
末

が
被
水

す
る
こ

と
が
な

い
よ

う
，
基

準
地

震
動

の
1
.2

倍
の

地
震

動
を

考
慮

し
た

際
に

機
能
維

持
で
き

る
設
計

と
し
て

い
る
た

め
，
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

・
凝
縮

廃
液

ろ
過

器
廃

液
払

出
槽
 

内
的

①
：
凝
縮
廃

液
ろ
過

器
廃
液

払
出
槽

は
，
脱

硝
装
置

内
で
発

生
す
る

廃
ガ
ス

の
凝

縮
液

を
受

け
入

れ
る

機
器

で
あ

る
が

，
硝

酸
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
溶
液

が
流
入

し
た
こ

と
を
想

定
し
て

も
，
本

機
器
は

容
量
が

小
さ

い
た

め
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

内
的

②
：
本
機
器

か
ら
の

漏
え
い

液
は
，
重
力
流

に
て
全

濃
度
安

全
形
状

寸
法
管

理
機

器
で

あ
る

一
時

貯
槽

に
回

収
さ

れ
る

た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生
し

な
い
。
 

外
的

 
：
地
震
に

よ
り
本

機
器
が

損
傷
し

，
Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉
末

が
被
水

す
る
こ

と
が
な

い
よ

う
，
基

準
地

震
動

の
1
.2

倍
の

地
震

動
を

考
慮

し
た

際
に

機
能
維

持
で
き

る
設
計

と
し
て

い
る
た

め
，
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

・
凝
縮
廃

液
貯

槽
 

内
的

①
：
凝
縮
廃

液
貯
槽

は
，
濃

度
管
理

機
器
で

あ
る
が

，
上
流

側
の
機

器
が
取

り
扱

う
凝

縮
廃

液
の

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
度

は
未

臨
界

濃
度

以
下

で
あ
る

た
め
，

誤
操
作

に
よ
る

溶
液
の

移
送
を

想
定
し

て
も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
内

的
②

：
平

常
運

転
時
に

取
り
扱

う
凝
縮

廃
液
の

プ
ル
ト

ニ
ウ
ム

濃
度
が

未
臨
界

濃
度

以
下

で
あ

る
た

め
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：

平
常
運

転
時
に

取
り
扱

う
凝
縮

廃
液
の

プ
ル
ト

ニ
ウ
ム

濃
度
が

未
臨
界

濃
度

以
下

で
あ

る
た

め
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

・
焙
焼
炉
 

内
的

①
：

焙
焼
炉

は
，
形
状

寸
法

管
理
機

器
で
あ

り
，
取

り
扱
う

Ｍ
Ｏ
Ｘ

粉
末
の

P
u/
U
比

が
高

い
条

件
に

お
い

て
も

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
た

め
，
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

ま
た

，
脱

硝
装

置
に

お
け

る
脱

硝
粉

体
の

照
度

高
及

び
温

度
高

で
脱

硝
皿

取
出

し
シ

ャ
ッ

タ
及

び
脱

硝
皿

取
扱

装
置

の
起

動
条

件
信
号
を

発
す
る

イ
ン
タ

ー
ロ
ッ

ク
が
機

能
喪
失

し
，
脱

硝
が
未

完
了

で
あ

る
粉

末
を

下
流

工
程

に
移

送
す

る
場

合
を

想
定

す
る

。
以

下
の
理

由
に
よ

り
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い
。

 
（

1
）
焙
焼

炉
ま

で
の
間

の
設
備

で
取
り

扱
う
Ｍ

Ｏ
Ｘ
粉

末
の
質

量
が

，
含

水
率

の
理

論
上

限
値

を
想

定
し

た
場

合
の

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
の

未
臨
界

質
量
以

下
で
あ

る
。
 

（
2）

焙
焼
炉

に
よ
り

Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉

末
を
加

熱
す
る

こ
と
で

，
還
元

炉
以

降
は

含
水

率
が

低
下

す
る

。
 

内
的

②
：

取
り
扱
う
核
燃
料
物
質
が
固
体
状

で
あ
り

，
腐
食

で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：

平
常
運
転
時
に
取
り
扱
う
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
質

量
は
未
臨
界
質
量
以
下
で
あ
る
こ
と
及
び
地
震
時
に
工
程
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
か
ら
，

本
機
器
に
Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉
末

が
供
給
さ
れ
な
い
た
め
，
臨
界
事
故
は
発
生
し
な
い
。
※
１
 

・
還
元
炉
 

内
的

①
：

還
元
炉

は
，
形
状

寸
法

管
理
機

器
で
あ

り
，
取

り
扱
う

Ｍ
Ｏ
Ｘ

粉
末
の

P
u/
U
比

が
高

い
条

件
に

お
い

て
も

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
た

め
，
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

内
的

②
：

取
り
扱
う
核
燃
料
物
質
が
固
体
状

で
あ
り

，
腐
食

で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：

平
常
運
転
時
に
取
り
扱
う
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
質

量
は
未
臨
界
質
量
以
下
で
あ
る
こ
と
及
び
地
震
時
に
工
程
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
か
ら
，

本
機
器
に
Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉
末

が
供
給
さ
れ
な
い
た
め
，
臨
界
事
故
は
発
生
し
な
い
。
※
１
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・
固
気
分

離
器

内
的

①
：

固
気
分

離
器
は
，

形
状

寸
法
管

理
機
器

で
あ
り

，
取
り

扱
う
Ｍ

Ｏ
Ｘ
粉

末
の

Pu
/U

比
が

高
い

条
件

に
お

い
て

も
未

臨
界

を
維

持
で

き
る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い
。
 

内
的

②
：

取
り
扱
う
核
燃
料
物
質
が
固
体
状

で
あ
り

，
腐
食

で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：

平
常
運
転
時
に
取
り
扱
う
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
質

量
は
未
臨
界
質
量
以
下
で
あ
る
こ
と
及
び
地
震
時
に
工
程
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
か
ら
，

本
機
器
に
Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉
末

が
供
給
さ
れ
な
い
た
め
，
臨
界
事
故
は
発
生
し
な
い
。
※
１
 

・
粉
末
ホ

ッ
パ

内
的

①
：

粉
末
ホ

ッ
パ
は
，

形
状

寸
法
管

理
機
器

で
あ
り

，
取
り

扱
う
Ｍ

Ｏ
Ｘ
粉

末
の

Pu
/U

比
が

高
い

条
件

に
お

い
て

も
未

臨
界

を
維

持
で

き
る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い
。
 

内
的

②
：

取
り
扱
う
核
燃
料
物
質
が
固
体
状

で
あ
り

，
腐
食

で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：

平
常
運
転
時
に
取
り
扱
う
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
質

量
は
未
臨
界
質
量
以
下
で
あ
る
こ
と
及
び
地
震
時
に
工
程
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
か
ら
，

本
機
器
に
Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉
末

が
供
給
さ
れ
な
い
た
め
，
臨
界
事
故
は
発
生
し
な
い
。
※
１
 

・
粉
砕
機

内
的

①
：

粉
砕
機

は
，
形
状

寸
法

管
理
機

器
で
あ

り
，
取

り
扱
う

Ｍ
Ｏ
Ｘ

粉
末
の

P
u/
U
比

が
高

い
条

件
に

お
い

て
も

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
た

め
，
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

ま
た
，
本
機
器
は
，
保
管
容
器
と
接
続
し
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
を
充
て
ん
す
る
。
充
て
ん
を
開
始
す
る
前
に
保
管
容
器
が
定
位
置
に
あ
る

こ
と
を
運
転
員
が
目
視
で
確
認
す
る
た
め
，
充
て
ん
定
位
置
の
検
知
に
よ
る
充
て
ん
起
動
回
路
が
動
作
不
能
で
も
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末

が
保
管
容
器
外
に
漏
え
い
す
る
可
能
性
は
な
い
。
仮
に
１
日
に
処
理
す
る
保
管
容
器
３
本
に
充
て
ん
す
る
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
の
全
量
が
漏

え
い
す
る
と
想
定
し
て
も
，
漏
え
い
量
は
未
臨
界
質
量
以
下
で
あ
る
た
め
，
臨
界
事
故
は
発
生
し
な
い
。
 

内
的

②
：

取
り
扱
う
核
燃
料
物
質
が
固
体
状

で
あ
り

，
腐
食

で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：

平
常
運
転
時
に
取
り
扱
う
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
質

量
は
未
臨
界
質
量
以
下
で
あ
る
こ
と
及
び
地
震
時
に
工
程
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
か
ら
，

本
機
器
に
Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉
末

が
供
給
さ
れ
な
い
た
め
，
臨
界
事
故
は
発
生
し
な
い
。
※
１
 

・
粉
砕
払

出
装

置
内

的
①
：
粉

砕
払
出
装

置
は

，
保
管
容
器
を
一
時
に
１
本
ず
つ
取
り
扱
う
機
器
で
あ
る
。
取

り
扱

う
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
P
u
/U

比
が

高
い

条
件

に
お

い
て
も
未

臨
界
を

維
持
で

き
る
た

め
，
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

内
的

②
：

取
り
扱
う
核
燃
料
物
質
が
固
体
状

で
あ
り

，
腐
食

で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：
平
常
運

転
時
に

取
り
扱

う
Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉
末

の
質
量

は
未
臨

界
質
量

以
下
で

あ
る

た
め

，
地

震
に

よ
る

漏
え

い
を

想
定

し
て

も
，
臨

界
事

故
は
発
生

し
な
い

。
※
１
 

・
保
管
容

器
内

的
①

：
保

管
容

器
は
，
形

状
寸

法
管
理

機
器
で

あ
り
，

取
り
扱

う
Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉
末

の
P
u
/U

比
が

高
い

条
件

に
お

い
て

も
未

臨
界

を
維

持
で

き
る

た
め
，

臨
界
事

故
は
発

生
し
な

い
。
 

内
的

②
：

取
り
扱
う
核
燃
料
物
質
が
固
体
状

で
あ
り

，
腐
食

で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：
平
常
運

転
時
に

取
り
扱

う
Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉
末

の
質
量

は
未
臨

界
質
量

以
下
で

あ
る

た
め

，
地

震
に

よ
る

漏
え

い
を

想
定

し
て

も
，
臨

界
事

故
は
発
生

し
な
い

。
※
１
 

・
保
管
ピ

ッ
ト

内
的

①
：

保
管
ピ

ッ
ト
は

保
管
容
器
を
各
ピ
ッ
ト
に
１
本
ず
つ
収
納
す
る
機
器
で
あ
る
。
取

り
扱

う
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
P
u/
U
比

が
高

い
条

件
に

お
い
て
も

未
臨
界

を
維
持

で
き
る

た
め
，

臨
界
事

故
は
発

生
し
な

い
。
 

内
的

②
：

取
り
扱
う
核
燃
料
物
質
が
固
体
状

で
あ
り

，
腐
食

で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：
平
常
運

転
時
に

取
り
扱

う
Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉
末

の
質
量

は
未
臨

界
質
量

以
下
で

あ
る

た
め

，
地

震
に

よ
る

漏
え

い
を

想
定

し
て

も
，
臨

界
事

故
は
発
生

し
な
い

。
※
１
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・
保
管
容

器
移

動
装

置
 

内
的
①
：
保
管
容
器
移
動
装
置
は
，
保
管
容
器
を
一
時
に
１
本
ず
つ
取
り
扱
う
機
器
で
あ
る
。
取

り
扱

う
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
P
u/
U
比

が
高

い
条

件
に

お
い
て

も
未
臨

界
を
維

持
で
き

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

ま
た
，
本
機
器
が
取
り
扱
う
保
管
容
器
が
他
の
保
管
容
器
と
近
接
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
も
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
中
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

質
量
の
合
計
が
未
臨
界
質
量
以
下
で
あ
る
た
め
，
臨
界
事
故
は
発
生
し
な
い
。
 

内
的

②
：

取
り
扱
う
核
燃
料
物
質
が
固
体
状

で
あ
り

，
腐
食

で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：
平
常
運

転
時
に

取
り
扱

う
Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉
末

の
質
量

は
未
臨

界
質
量

以
下
で

あ
る

た
め

，
地

震
に

よ
る

漏
え

い
を

想
定

し
て

も
，
臨

界
事

故
は
発
生

し
な
い

。
※
１
 

・
保
管
昇

降
機

 
内

的
①
：
保

管
昇
降
機
は
，
保
管
容
器
を
一
時
に
１
本
ず
つ
取
り
扱
う
機
器
で
あ
る
。
取

り
扱

う
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
P
u/
U
比

が
高

い
条

件
に

お
い

て
も
未
臨

界
を
維

持
で
き

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い
。
 

ま
た
，
本
機
器
が
取
り
扱
う
保
管
容
器
が
他
の
保
管
容
器
と
近
接
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
も
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
中
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

質
量
の
合
計
が
未
臨
界
質
量
以
下
で
あ
る
た
め
，
臨
界
事
故
は
発
生
し
な
い
。
 

内
的

②
：

取
り
扱
う
核
燃
料
物
質
が
固
体
状

で
あ
り

，
腐
食

で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：
平
常
運

転
時
に

取
り
扱

う
Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉
末

の
質
量

は
未
臨

界
質
量

以
下
で

あ
る

た
め

，
地

震
に

よ
る

漏
え

い
を

想
定

し
て

も
，
臨

界
事

故
は
発
生

し
な
い

。
※
１
 

・
混
合
機
 

内
的

①
：

混
合
機

は
，
形
状

寸
法

管
理
機

器
で
あ

り
，
取

り
扱
う

Ｍ
Ｏ
Ｘ

粉
末
の

P
u/
U
比

が
高

い
条

件
に

お
い

て
も

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
た

め
，
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

内
的

②
：

取
り
扱
う
核
燃
料
物
質
が
固
体
状

で
あ
り

，
腐
食

で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：
平
常
運

転
時
に

取
り
扱

う
Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉
末

の
質
量

は
未
臨

界
質
量

以
下
で

あ
る

た
め

，
地

震
に

よ
る

漏
え

い
を

想
定

し
て

も
，
臨

界
事

故
は
発
生

し
な
い

。
※
１
 

・
粉
末
充

て
ん

機
 

内
的

①
：

粉
末
充

て
ん
機

は
，
形

状
寸
法

管
理
機

器
で
あ

り
，
取

り
扱
う

Ｍ
Ｏ
Ｘ

粉
末

の
P
u/
U
比

が
高

い
条

件
に

お
い

て
も

未
臨

界
を

維
持

で
き
る
た

め
，
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

ま
た
，
本
機
器
は
，
粉
末
缶
と
接
続
し
，
粉
末
缶
に
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
を
充
て
ん
す
る
た
め
，
接
続
部
か
ら
の
漏
え
い
を
想
定
す
る
。
充

て
ん
を
開
始
す
る
前
に
粉
末
缶
が
定
位
置
に
あ
る
こ
と
を
運
転
員
が
目
視
で
確
認
す
る
た
め
，
充
て
ん
定
位
置
の
検
知
に
よ
る
充

て
ん
起
動
回
路
が
動
作
不
能
で
も
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
が
粉
末
缶
外
に
漏
え
い
す
る
可
能
性
は
な
い
。
混
合
機
か
ら
移
送
さ
れ
る
Ｍ
Ｏ
Ｘ

粉
末
の
全
量
が
漏
え
い
す
る
と
想
定
し
て
も
，
漏
え
い
量
は
未
臨
界
質
量
以
下
で
あ
る
た
め
，
臨
界
事
故
は
発
生
し
な
い
。
 

内
的

②
：

取
り
扱
う
核
燃
料
物
質
が
固
体
状

で
あ
り

，
腐
食

で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：

平
常
運
転
時
に
取
り
扱
う
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
質

量
は
未
臨
界
質
量
以
下
で
あ
る
こ
と
及
び
地
震
時
に
工
程
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
か
ら
，

本
機
器
に
Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉
末

が
供
給
さ
れ
な
い
た
め
，
臨
界
事
故
は
発
生
し
な
い
。
※
１
 

・
粉
末
缶

払
出

装
置

 
内

的
①

：
粉

末
缶

払
出
装

置
は
，

粉
末
缶
を
一
時
に
１
缶
ず
つ
取
り
扱
う
機
器
で
あ
る
。
取

り
扱

う
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
Pu
/
U
比

が
高

い
条

件
に

お
い
て
も

未
臨
界

を
維
持

で
き
る

た
め
，

臨
界
事

故
は
発

生
し
な

い
。
 

ま
た
，
本
機
器
の
取
り
扱
う
粉
末
缶
が
他
の
粉
末
缶
又
は
混
合
酸
化
物
貯
蔵
容
器
と
近
接
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
も
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末

中
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
質
量
の
合
計
が
未
臨
界
質
量
以
下
で
あ
る
た
め
，
臨
界
事
故
は
発
生
し
な
い
。
 

内
的

②
：

取
り
扱
う
核
燃
料
物
質
が
固
体
状

で
あ
り

，
腐
食

で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：
平
常
運

転
時
に

取
り
扱

う
Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉
末

の
質
量

は
未
臨

界
質
量

以
下
で

あ
る

た
め

，
地

震
に

よ
る

漏
え

い
を

想
定

し
て

も
，
臨

界
事

故
は
発
生

し
な
い

。
※
１
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・
粉
末
缶

移
送

装
置

 
内

的
①

：
粉

末
缶

移
送
装

置
は
，

粉
末
缶
を
一
時
に
１
缶
ず
つ
取
り
扱
う
機
器
で
あ
る
。
取

り
扱

う
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
Pu
/
U
比

が
高

い
条

件
に

お
い
て
も

未
臨
界

を
維
持

で
き
る

た
め
，

臨
界
事

故
は
発

生
し
な

い
。
 

ま
た
，
本
機
器
の
取
り
扱
う
粉
末
缶
が
他
の
粉
末
缶
又
は
混
合
酸
化
物
貯
蔵
容
器
と
近
接
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
も
，
プ
ル
ト
ニ

ウ
ム
質
量
の
合
計
が
未
臨
界
質
量
以
下
で
あ
る
た
め
，
臨
界
事
故
は
発
生
し
な
い
。
 

内
的

②
：

取
り
扱
う
核
燃
料
物
質
が
固
体
状

で
あ
り

，
腐
食

で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：
平
常
運

転
時
に

取
り
扱

う
Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉
末

の
質
量

は
未
臨

界
質
量

以
下
で

あ
る

た
め

，
地

震
に

よ
る

漏
え

い
を

想
定

し
て

も
，
臨

界
事

故
は
発
生

し
な
い

。
※
１
 

・
充
て
ん

台
車

 
 

内
的

①
：

充
て
ん

台
車
は

，
混
合
酸
化
物
貯
蔵
容
器
を
一
時
に
１
本
ず
つ
取
り
扱
う
機
器
で
あ
る
。
取

り
扱

う
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
P
u
/
U
比

が
高

い
条
件
に

お
い
て

も
未
臨

界
を
維

持
で
き

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

ま
た
，
本
機
器
が
取
り
扱
う
混
合
酸
化
物
貯
蔵
容
器
が
他
の
粉
末
缶
又
は
混
合
酸
化
物
貯
蔵
容
器
と
近
接
す
る
こ
と
を
想
定
し
て

も
，
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
質
量
の
合
計
が
未
臨
界
質
量
以
下
で
あ
る
た
め
，
臨
界
事
故
は
発
生
し
な
い
。
 

内
的

②
：

取
り
扱
う
核
燃
料
物
質
が
固
体
状

で
あ
り

，
腐
食

で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：
平
常
運

転
時
に

お
け
る

混
合
酸

化
物
貯

蔵
容
器

の
つ
り

上
げ
高

さ
か
ら

の
落

下
試

験
の

結
果

，
地

震
の

発
生

に
伴

う
混

合
酸

化
物

貯
蔵

容
器
の

落
下
を

想
定
し

た
場
合

に
お
い

て
も
臨

界
防
止

機
能
が

保
持
さ

れ
る

た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
な

お
，
平
常
運

転
時

に
取
り

扱
う

Ｍ
Ｏ
Ｘ

粉
末
の

質
量
は

未
臨
界

質
量

以
下

で
あ

る
た

め
，
地

震
に

よ
る

漏
え

い
を

想
定

し
て

も
，

臨
界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

・
搬
送
台

車
 

内
的

①
：
搬
送
台

車
は
，
混
合
酸
化
物
貯
蔵
容
器
を
一
時
に
１
本
ず
つ
取
り
扱
う
機
器
で
あ
る
。
取

り
扱

う
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
P
u/
U
比

が
高

い
条

件
に
お
い

て
も
未

臨
界
を

維
持
で

き
る
た

め
，
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

ま
た
，
本
機
器
が
取
り
扱
う
混
合
酸
化
物
貯
蔵
容
器
が
他
の
混
合
酸
化
物
貯
蔵
容
器
と
近
接
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
も
，
プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
質
量
の
合
計
が
未
臨
界
質
量
以
下
で
あ
る
た
め
，
臨
界
事
故
は
発
生
し
な
い
。
 

内
的

②
：

取
り
扱
う
核
燃
料
物
質
が
固
体
状

で
あ
り

，
腐
食

で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：
平
常
運

転
時
に

お
け
る

混
合
酸

化
物
貯

蔵
容
器

の
つ
り

上
げ
高

さ
か
ら

の
落

下
試

験
の

結
果

，
地

震
の

発
生

に
伴

う
混

合
酸

化
物

貯
蔵

容
器
の

落
下
を

想
定
し

た
場
合

に
お
い

て
も
臨

界
防
止

機
能
が

保
持
さ

れ
る

た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
な

お
，
平
常
運

転
時

に
取
り

扱
う

Ｍ
Ｏ
Ｘ

粉
末
の

質
量
は

未
臨
界

質
量

以
下

で
あ

る
た

め
，
地

震
に

よ
る

漏
え

い
を

想
定

し
て

も
，

臨
界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

・
粉
末

調
整

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス
 

内
的

①
：
粉
末
調

整
グ
ロ

ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス

は
質
量

管
理
機

器
で
あ

る
が
，
プ
ル
ト

ニ
ウ

ム
粉

末
の

過
剰

挿
入

を
想

定
す

る
。
粉

末
調

整
グ

ロ
ー

ブ
ボ
ッ
ク

ス
の
Ｍ

Ｏ
Ｘ
粉

末
の
質

量
は
，
秤
量
値

の
積
算

に
よ
り

管
理
す

る
と

と
も

に
，
秤

量
値

は
複

数
の

運
転

員
が

確
認

す
る

こ
と

及
び

取
り

扱
う

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
の

質
量

は
未

臨
界

質
量

以
下

で
あ

り
，

未
臨

界
質

量
を

超
過

す
る

た
め

に
は

複
数

回
の

誤
挿

入
が

必
要
で
あ

る
こ
と

か
ら
，

臨
界
事

故
は
発

生
し
な

い
。
 

内
的

②
：

取
り
扱
う
核
燃
料
物
質
が
固
体
状

で
あ
り

，
腐
食

で
の

漏
え
い

は
考
え

に
く

い
た

め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

外
的

 
：
平
常
運

転
時
に

取
り
扱

う
Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉
末

の
質
量

は
未
臨

界
質
量

以
下
で

あ
る

た
め

，
地

震
に

よ
る

漏
え

い
を

想
定

し
て

も
，
臨

界
事

故
は
発
生

し
な
い

。
※
１
 

内
的
①
：

動
的

機
器

の
機

能
喪

失
又

は
多

重
誤
操

作
 

内
的
②
：

静
的

機
器

の
損

傷
及

び
漏

え
い

検
知
機

能
の
喪

失
 

外
的
 
：

基
準

地
震

動
を

超
え

る
地

震
動

の
地
震
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※
１
：
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

を
取

り
扱

う
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク
ス
が

設
置
さ

れ
た
室

は
，
以

下
の
措

置
を
講

ず
る
こ

と
で
溢

水
に

よ
る

減
速

条
件

の
変

化
を

考
慮

し
な

い
。

 
・

室
内

に
あ

っ
て

破
損

時
に

減
速

条
件

の
変
化
を

引
き
起

こ
す
可

能
性
の

あ
る
液

体
の
漏

え
い
を

防
止
す

る
た

め
，

該
当

す
る

系
統

を
基

準
地

震
動

の
1.
2
倍

の
地

震
動

を
考

慮
し

た
際

に
機

能
維

持
で
き
る

設
計
と

す
る
。
 

・
室
外

か
ら

室
内

へ
の

溢
水

の
浸

入
を

防
止
す
る

た
め
，

堰
を
室

の
入
口

に
設
け

る
と
と

も
に
，

基
準
地

震
動

の
1
.2

倍
の

地
震

動
を

考
慮

し
た

際
に

機
能

維
持

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

補 3－13－添 2－1－14－7 

577



添
付

資
料

2
-
1
-
1
5
 

臨
界
事
故

に
係
る

検
討

対
象
事
象

の
特
定

 

「
ウ
ラ
ン

・
プ
ル

ト
ニ

ウ
ム
混
合

酸
化
物

貯
蔵

設
備

」
 

機
器
名

 
想
定
結
果

 
・

粉
末
缶
 

内
的

①
：
粉

末
缶
は
，
Ｍ

Ｏ
Ｘ
粉

末
が
充

て
ん
さ

れ
る
機

器
で
あ

り
，
質
量

管
理

及
び

形
状

寸
法

管
理

と
し

て
お

り
，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
Pu
/
U

比
が
高
い

条
件
に

お
い
て

も
，
未

臨
界
質

量
以
下

で
あ
る

た
め
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

内
的

②
：

取
り
扱

う
核
燃

料
物
質

は
固
体

状
で
あ

り
，
腐

食
で
の

漏
え
い

は
考

え
に

く
い

た
め

，
検

討
対

象
外

と
す

る
。

 
外

的
 

：
平

常
運

転
時

に
取

り
扱

う
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
質

量
は

未
臨

界
質

量
以

下
で

あ
る

た
め

，
地

震
に

よ
る

漏
え

い
を

想
定

し
て

も
，

臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い
。
 

・
混
合
酸

化
物

貯
蔵

容
器

 
内

的
①

：
混

合
酸

化
物

貯
蔵

容
器

は
，

粉
末

缶
を

封
入

す
る

機
器

で
あ

り
，

質
量

管
理

及
び

形
状

寸
法

管
理

と
し

て
お

り
，

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
の

P
u/

U
比
が

高
い
条

件
に
お
い

て
も
，

未
臨
界

質
量
以

下
で
あ

る
た

め
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

内
的

②
：

取
り
扱

う
核
燃

料
物
質

は
固
体

状
で
あ

り
，
腐

食
で
の

漏
え
い

は
考

え
に

く
い

た
め

，
検

討
対

象
外

と
す

る
。

 
外

的
 

：
平

常
運

転
時

に
お

け
る

混
合

酸
化

物
貯

蔵
容

器
の

つ
り

上
げ

高
さ

か
ら

の
落

下
試

験
の

結
果

，
地

震
の

発
生

に
伴

う
混

合
酸

化
物

貯
蔵
容

器
の
落

下
を
想

定
し
た

場
合
に

お
い
て

も
臨
界

防
止
機

能
が

保
持

さ
れ

る
た

め
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

な
お
，
平

常
運
転

時
に
取

り
扱
う

Ｍ
Ｏ
Ｘ

粉
末
の

質
量
は

未
臨
界

質
量

以
下

で
あ

る
た

め
，

地
震

に
よ

る
漏

え
い

を
想

定
し

て
も
，
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

・
貯
蔵
ホ

ー
ル

 
内

的
①

：
貯
蔵
ホ

ー
ル
は

，
質
量

管
理
と

し
て
各

ホ
ー
ル

に
混
合

酸
化
物

貯
蔵

容
器

4
2
0
本

を
収

納
し

，
混

合
酸

化
物

貯
蔵

容
器

の
貯

蔵
時

の
面
間

最
小
距

離
を
確

保
す
る

機
器
で

あ
る

。
Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉
末
の

P
u/
U
比

が
高

い
条

件
に

お
い

て
も

，
未

臨
界

質
量

以
下

で
あ

る
た
め
，

臨
界
事

故
は
発

生
し
な

い
。
 

ま
た

，
過

剰
に

充
て

ん
し

た
粉

末
缶

が
入

っ
た

混
合

酸
化

物
貯

蔵
容

器
を

収
納

す
る

こ
と

を
想

定
し

た
場

合
，

又
は

粉
末

充
て

ん
第
１

秤
量
器

及
び
粉

末
充
て

ん
第
２

秤
量
器

の
多
重

故
障
を

想
定

し
た

場
合

に
お

い
て

も
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

内
的

②
：

取
り
扱

う
核
燃

料
物
質

は
固
体

状
で
あ

り
，
腐

食
で
の

漏
え
い

は
考

え
に

く
い

た
め

，
検

討
対

象
外

と
す

る
。

 
外

的
 

：
地
震
時

に
お
い

て
も
，

面
間
最

小
距
離

が
損
な

わ
れ
な

い
よ
う

，
基

準
地

震
動

の
1.
2
倍

の
地

震
動

を
考

慮
し

た
際

に
機

能
維

持
で
き
る

設
計
と

し
て
い

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い
。

 

・
昇
降
機
 

内
的
①
：
昇
降

機
は
，
質
量
管
理

と
し
て

混
合
酸

化
物
貯

蔵
容
器

を
一
時

に
１
本

ず
つ

取
り

扱
う

機
器

で
あ

り
，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
P
u/
U
比

が
高
い
条

件
に
お

い
て
も

，
未
臨

界
質
量

以
下
で

あ
る
た

め
，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
ま
た
，
昇
降

機
が
取
り
扱
う
混
合
酸
化
物
貯
蔵
容
器
が
他
の
混
合
酸
化
物
貯
蔵
容
器
と
近
接
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
も
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ

粉
末
中
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
質
量
の
合
計
が
未
臨
界
質
量
以
下
で
あ
る
た
め
，
臨
界
事
故
は
発
生
し
な
い
。
 

内
的

②
：

取
り
扱

う
核
燃

料
物
質

は
固
体

状
で
あ

り
，
腐

食
で
の

漏
え
い

は
考

え
に

く
い

た
め

，
検

討
対

象
外

と
す

る
。

 
外

的
 

：
平

常
運

転
時

に
お

け
る

混
合

酸
化

物
貯

蔵
容

器
の

つ
り

上
げ

高
さ

か
ら

の
落

下
試

験
の

結
果

，
地

震
の

発
生

に
伴

う
混

合
酸

化
物

貯
蔵
容

器
の
落

下
を
想

定
し
た

場
合
に

お
い
て

も
臨
界

防
止
機

能
が

保
持

さ
れ

る
た

め
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

な
お
，
平
常

運
転

時
に
取

り
扱
う

Ｍ
Ｏ
Ｘ

粉
末
の

質
量
は

未
臨
界

質
量

以
下

で
あ

る
た

め
，
地

震
に

よ
る

漏
え

い
を

想
定

し
て

も
，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い
。
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・
貯
蔵
台

車
内

的
①
：
貯
蔵

台
車
は

，
質
量
管

理
と
し

て
混
合

酸
化
物

貯
蔵
容

器
を
一

時
に

１
本

ず
つ

取
り

扱
う

機
器

で
あ

り
，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
P
u
/U

比
が
高
い

条
件
に

お
い
て

も
，
未

臨
界
質

量
以
下

で
あ
る

た
め
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

ま
た
，
貯
蔵

台
車

が
取
り
扱
う
混
合
酸
化
物
貯
蔵
容
器
が
他
の
混
合
酸
化
物
貯
蔵
容
器
と
近
接
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
も
，
Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉
末
中
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
質
量
の
合
計
が
未
臨
界
質
量
以
下
で
あ
る
た
め
，
臨
界
事
故
は
発
生
し
な
い
。
 

内
的

②
：

取
り
扱

う
核
燃

料
物
質

は
固
体

状
で
あ

り
，
腐

食
で
の

漏
え
い

は
考

え
に

く
い

た
め

，
検

討
対

象
外

と
す

る
。

 
外

的
 

：
平

常
運

転
時

に
お

け
る

混
合

酸
化

物
貯

蔵
容

器
の

つ
り

上
げ

高
さ

か
ら

の
落

下
試

験
の

結
果

，
地

震
の

発
生

に
伴

う
混

合
酸

化
物

貯
蔵
容

器
の
落

下
を
想

定
し
た

場
合
に

お
い
て

も
臨
界

防
止
機

能
が

保
持

さ
れ

る
た

め
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

な
お
，
平
常

運
転

時
に
取

り
扱
う

Ｍ
Ｏ
Ｘ

粉
末
の

質
量
は

未
臨
界

質
量

以
下

で
あ

る
た

め
，
地

震
に

よ
る

漏
え

い
を

想
定

し
て

も
，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い
。
 

・
貯
蔵
容

器
台

車
内

的
①

：
貯

蔵
容

器
台

車
は

，
質

量
管

理
と

し
て

混
合

酸
化

物
貯

蔵
容

器
を

一
時

に
１

本
ず

つ
取

り
扱

う
機

器
で

あ
り

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
P
u
/
U
比
が

高
い
条

件
に
お

い
て
も

，
未
臨

界
質
量

以
下
で

あ
る
た

め
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

ま
た
，
貯

蔵
容
器

台
車

が
取
り
扱
う
混
合
酸
化
物
貯
蔵
容
器
が
他
の
混
合
酸
化
物
貯
蔵
容
器
と
近
接
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
も
，

Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
中
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
質
量
の
合
計
が
未
臨
界
質
量
以
下
で
あ
る
た
め
，
臨
界
事
故
は
発
生
し
な
い
。
 

内
的

②
：

取
り
扱

う
核
燃

料
物
質

は
固
体

状
で
あ

り
，
腐

食
で
の

漏
え
い

は
考

え
に

く
い

た
め

，
検

討
対

象
外

と
す

る
。

 
外

的
 

：
平

常
運

転
時

に
お

け
る

混
合

酸
化

物
貯

蔵
容

器
の

つ
り

上
げ

高
さ

か
ら

の
落

下
試

験
の

結
果

，
地

震
の

発
生

に
伴

う
混

合
酸

化
物

貯
蔵
容

器
の
落

下
を
想

定
し
た

場
合
に

お
い
て

も
臨
界

防
止
機

能
が

保
持

さ
れ

る
た

め
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

な
お
，
平
常

運
転

時
に
取

り
扱
う

Ｍ
Ｏ
Ｘ

粉
末
の

質
量
は

未
臨
界

質
量

以
下

で
あ

る
た

め
，
地

震
に

よ
る

漏
え

い
を

想
定

し
て

も
，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い
。
 

・
移
載
機

内
的
①
：
移
載

機
は
，
質
量
管
理

と
し
て

混
合
酸

化
物
貯

蔵
容
器

を
一
時

に
１
本

ず
つ

取
り

扱
う

機
器

で
あ

り
，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
P
u/
U
比

が
高
い
条

件
に
お

い
て
も

，
未
臨

界
質
量

以
下
で

あ
る
た

め
，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
ま

た
，
移
載
機

が
取

り
扱
う

混
合

酸
化
物

貯
蔵
容

器
が
他

の
混
合

酸
化

物
貯

蔵
容

器
と

近
接

す
る

こ
と

を
想

定
し

て
も

，
Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉
末
中
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
質
量
の
合
計
が
未
臨
界

質
量
以

下
で

あ
る

た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
内

的
②

：
取
り
扱

う
核
燃

料
物
質

は
固
体

状
で
あ

り
，
腐

食
で
の

漏
え
い

は
考

え
に

く
い

た
め

，
検

討
対

象
外

と
す

る
。

 
外

的
 

：
平

常
運

転
時

に
お

け
る

混
合

酸
化

物
貯

蔵
容

器
の

つ
り

上
げ

高
さ

か
ら

の
落

下
試

験
の

結
果

，
地

震
の

発
生

に
伴

う
混

合
酸

化
物

貯
蔵
容

器
の
落

下
を
想

定
し
た

場
合
に

お
い
て

も
臨
界

防
止
機

能
が

保
持

さ
れ

る
た

め
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

な
お
，
平
常

運
転

時
に
取

り
扱
う

Ｍ
Ｏ
Ｘ

粉
末
の

質
量
は

未
臨
界

質
量

以
下

で
あ

る
た

め
，
地

震
に

よ
る

漏
え

い
を

想
定

し
て

も
，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い
。
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・
払
出
台

車
内

的
①
：
払
出

台
車
は

，
質
量
管

理
と
し

て
混
合

酸
化
物

貯
蔵
容

器
を
一

時
に

１
本

ず
つ

取
り

扱
う

機
器

で
あ

り
，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
P
u
/U

比
が
高
い

条
件
に

お
い
て

も
，
未

臨
界
質

量
以
下

で
あ
る

た
め
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

ま
た
，
払
出

台
車

が
取
り
扱
う
混
合
酸
化
物
貯
蔵
容
器
が
他
の
混
合
酸
化
物
貯
蔵
容
器
と
近
接
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
も
，
Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉
末
中
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
質
量
の
合
計
が
未
臨
界
質
量
以
下
で
あ
る
た
め
，
臨
界
事
故
は
発
生
し
な
い
。
 

内
的

②
：

取
り
扱

う
核
燃

料
物
質

は
固
体

状
で
あ

り
，
腐

食
で
の

漏
え
い

は
考

え
に

く
い

た
め

，
検

討
対

象
外

と
す

る
。

 
外

的
 

：
平

常
運

転
時

に
お

け
る

混
合

酸
化

物
貯

蔵
容

器
の

つ
り

上
げ

高
さ

か
ら

の
落

下
試

験
の

結
果

，
地

震
の

発
生

に
伴

う
混

合
酸

化
物

貯
蔵
容

器
の
落

下
を
想

定
し
た

場
合
に

お
い
て

も
臨
界

防
止
機

能
が

保
持

さ
れ

る
た

め
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

な
お
，
平
常

運
転

時
に
取

り
扱
う

Ｍ
Ｏ
Ｘ

粉
末
の

質
量
は

未
臨
界

質
量

以
下

で
あ

る
た

め
，
地

震
に

よ
る

漏
え

い
を

想
定

し
て

も
，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い
。
 

・
洞
道
搬

送
台

車
内

的
①

：
洞

道
搬

送
台

車
は

，
質

量
管

理
と

し
て

混
合

酸
化

物
貯

蔵
容

器
を

一
時

に
１

本
ず

つ
取

り
扱

う
機

器
で

あ
り

，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

粉
末

の
P
u
/
U
比
が

高
い
条

件
に
お

い
て
も

，
未
臨

界
質
量

以
下
で

あ
る
た

め
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

ま
た
，
洞

道
搬
送

台
車

が
取
り
扱
う
混
合
酸
化
物
貯
蔵
容
器
が
他
の
混
合
酸
化
物
貯
蔵
容
器
と
近
接
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
も
，

Ｍ
Ｏ
Ｘ
粉
末
中
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
質
量
の
合
計
が
未
臨
界
質
量
以
下
で
あ
る
た
め
，
臨
界
事
故
は
発
生
し
な
い
。
 

内
的

②
：

取
り
扱

う
核
燃

料
物
質

は
固
体

状
で
あ

り
，
腐

食
で
の

漏
え
い

は
考

え
に

く
い

た
め

，
検

討
対

象
外

と
す

る
。

 
外

的
 

：
平

常
運

転
時

に
お

け
る

混
合

酸
化

物
貯

蔵
容

器
の

つ
り

上
げ

高
さ

か
ら

の
落

下
試

験
の

結
果

，
地

震
の

発
生

に
伴

う
混

合
酸

化
物

貯
蔵
容

器
の
落

下
を
想

定
し
た

場
合
に

お
い
て

も
臨
界

防
止
機

能
が

保
持

さ
れ

る
た

め
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

な
お
，
平
常

運
転

時
に
取

り
扱
う

Ｍ
Ｏ
Ｘ

粉
末
の

質
量
は

未
臨
界

質
量

以
下

で
あ

る
た

め
，
地

震
に

よ
る

漏
え

い
を

想
定

し
て

も
，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い
。
 

内
的
①
：

動
的

機
器

の
機

能
喪

失
又

は
多

重
誤
操

作
内

的
②
：

静
的

機
器

の
損

傷
及

び
漏

え
い

検
知
機

能
の
喪

失
外

的
 
：

基
準

地
震

動
を

超
え

る
地

震
動

の
地
震
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添
付

資
料

2
-
1
-
1
6
 

臨
界
事
故

に
係
る

検
討

対
象
事
象

の
特
定

 

「
分
析
済

溶
液
処

理
系

」
 

機
器
名

 
想
定
結
果

 
・

分
析
済

溶
液

受
槽

内
的

①
：

中
性

子
吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管
理

と
し
て

お
り

，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
。
 

内
的

②
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
漏
え

い
し
て

も
臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
分
析
済

溶
液

供
給

槽
内

的
①

：
中

性
子

吸
収
材

管
理
を

併
用
し

た
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管
理

と
し
て

お
り

，
核

燃
料

物
質

濃
度

に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
。
 

内
的

②
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
漏
え

い
し
て

も
臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
濃
縮
液

受
槽

内
的

①
：

全
濃

度
安
全
形

状
寸
法

管
理
と

し
て
お

り
，
核

燃
料
物

質
濃
度

に
よ
ら

ず
未

臨
界

を
維

持
で

き
る

。
 

内
的

②
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
漏
え

い
し
て

も
臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
  

外
的

 
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
濃
縮
液

供
給

槽
内

的
①

：
全

濃
度

安
全
形

状
寸
法

管
理
と

し
て
お

り
，
核

燃
料
物

質
濃
度

に
よ
ら

ず
未

臨
界

を
維

持
で

き
る

。
 

内
的

②
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
漏
え

い
し
て

も
臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
抽
出
液

受
槽

内
的

①
：

全
濃

度
安
全
形

状
寸
法

管
理
と

し
て
お

り
，
核

燃
料
物

質
濃
度

に
よ
ら

ず
未

臨
界

を
維

持
で

き
る

。
 

内
的

②
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
漏
え

い
し
て

も
臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
  

外
的

 
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
抽
出
残

液
受

槽
内

的
①

：
全

濃
度

安
全
形

状
寸
法

管
理
と

し
て
お

り
，
核

燃
料
物

質
濃
度

に
よ
ら

ず
未

臨
界

を
維

持
で

き
る

。
 

内
的

②
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
漏
え

い
し
て

も
臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
分
析
残

液
受

槽
内

的
①

：
 全

濃
度
安

全
形
状
寸

法
管
理

と
し
て

お
り
，

核
燃
料

物
質
濃

度
に
よ

ら
ず

未
臨

界
を

維
持

で
き

る
。

 
内

的
②

：
平

常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
漏
え

い
し
て

も
臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
分
析
残

液
希

釈
槽

内
的

①
：

全
濃

度
安
全
形

状
寸
法

管
理
と

し
て
お

り
，
核

燃
料
物

質
濃
度

に
よ
ら

ず
未

臨
界

を
維

持
で

き
る

。
 

内
的

②
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
漏
え

い
し
て

も
臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
回
収
槽

内
的

①
：
濃

度
管
理

の
機
器

で
あ

る
。
核
燃

料
物
質

濃
度
が

確
定

し
て
い

な
い
溶

液
が

上
流

機
器

か
ら

移
送

さ
れ

る
こ

と
を

想
定

す
る

。
回

収
槽

の
上

流
機

器
で
取

り
扱
う

溶
液
は

平
常
運

転
時
に

お
い
て

未
臨
界

濃
度
以

下
で

あ
る

た
め

，
誤

移
送

を
想

定
し

て
も

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

内
的

②
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
漏
え

い
し
て

も
臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
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・
凝
縮
液

受
槽

内
的

①
：
濃

度
管
理

の
機
器

で
あ

る
。
未
臨

界
濃
度

を
超
え

る
溶

液
が
上

流
機
器

か
ら

移
送

さ
れ

る
こ

と
を

想
定

す
る

。
凝

縮
液

受
槽

の
上

流
の

濃
縮

操
作

ボ
ッ
ク

ス
で
取

り
扱
う

プ
ル
ト

ニ
ウ
ム

質
量
は

平
常
運

転
時
に

お
い

て
未

臨
界

質
量

以
下

で
あ

る
た

め
，
濃

縮
操

作
ボ

ッ
ク

ス
内

の
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム
が

全
量
移

行
す
る

こ
と
を

想
定
し

て
も
臨

界
事
故

は
発

生
し

な
い

。
内

的
②

：
平

常
運

転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
漏
え

い
し
て

も
臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

濃
度
以

下
で
あ

る
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い

。
 

・
濃
縮
操

作
ボ

ッ
ク

ス
内

的
①
：
濃

縮
操
作

ボ
ッ
ク

ス
内

の
プ
ル

ト
ニ
ウ

ム
の
質

量
管
理

を
行
っ

て
い
る

。
濃

縮
操

作
ボ

ッ
ク

ス
の

運
転

は
，
分

析
済

溶
液

供
給

槽
の

溶
液

を
供
給

し
，
濃

縮
操
作

ボ
ッ
ク

ス
内
で

濃
縮
し

た
後
，

濃
縮
液

を
濃
縮

液
受

槽
に

払
い

出
す

。
そ

の
後

，
新

た
な

溶
液

を
供

給
し

，
濃

縮
す
る
。
払
い
出

し
の
確

認
は

，
中
央
制

御
室
で

液
位
の

確
認

に
て
行

う
。
濃

縮
操

作
ボ

ッ
ク

ス
内

の
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
質

量
に

つ
い

て
は

，
濃
縮
操

作
の
都

度
確
認
し

て
お
り

，
濃

縮
操
作

ボ
ッ
ク
ス

に
供
給

す
る

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

質
量

と
濃

縮
操

作
ボ

ッ
ク

ス
内

の
プ

ル
ト

ニ
ウ
ム

質
量
と

の
合
計

が
管
理

値
を
超

過
し
な

い
よ
う

に
管
理

し
て
い

る
。
異

常
と

し
て

，
濃

縮
液

の
払

い
出

し
を

行
わ

ず
に

，
新

た
な

溶
液

を
供
給

す
る
こ

と
を
想

定
す
る
。
質
量
管

理
に
お

け
る

誤
認
に

お
い

て
未

臨
界

質
量

を
超

え
る

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

を
濃

縮
操

作
ボ

ッ
ク
ス

へ
移
送

し
て
も

，
濃
縮

操
作
ボ

ッ
ク
ス

内
に
設

置
す
る

機
器
は

容
積

が
小

さ
く

，
仮

に
濃

縮
操

作
ボ

ッ
ク

ス
へ

過
剰

な
量

の
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム
を

供
給
し

て
も
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
内

的
②

：
平

常
運

転
時
は

未
臨
界

質
量
以

下
の
た

め
，
漏

え
い
し

て
も
臨

界
事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

質
量
以

下
の
た

め
，
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

・
抽
出
操

作
ボ

ッ
ク

ス
内

的
①
：
抽

出
操
作

ボ
ッ
ク

ス
内

の
プ
ル

ト
ニ
ウ

ム
の
質

量
管
理

を
行
っ

て
い
る

。
抽

出
操

作
ボ

ッ
ク

ス
の

運
転

は
，
濃

縮
液

供
給

槽
の

溶
液

を
供

給
し
，
抽

出
操
作

ボ
ッ
ク

ス
内

で
抽
出

す
る

。
抽

出
残
液

は
抽

出
残
液

受
槽

に
，
抽

出
し

た
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
は

抽
出

液
受

槽
に

回
収

す
る

。
抽
出

操
作
ボ

ッ
ク
ス

内
の

プ
ル
ト

ニ
ウ
ム

質
量
に

つ
い
て

は
，
抽

出
操

作
の

都
度

確
認

し
て

お
り

，
抽

出
操

作
ボ

ッ
ク

ス
に

供
給

す
る

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

質
量

と
抽

出
操

作
ボ

ッ
ク

ス
内

の
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
質

量
と

の
合

計
が

管
理

値
を

超
過

し
な

い
よ

う
に

管
理

し
て

い
る
。
異

常
と
し

て
，
抽
出
し

た
プ
ル

ト
ニ
ウ

ム
を
抽

出
液
受

槽
に
回

収
せ

ず
に

，
抽

出
操

作
ボ

ッ
ク

ス
内

に
新

た
な

溶
液

を
供

給
す

る
こ
と

を
想
定

す
る
。
質

量
管

理
に
お

け
る
誤

認
に
お

い
て
未

臨
界
質

量
を

超
え

る
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
を

抽
出

操
作

ボ
ッ

ク
ス

へ
移

送
し

て
も

，
抽
出

操
作
ボ

ッ
ク
ス
内

に
設
置

す
る
機

器
は
容

積
が
小

さ
く

，
仮

に
抽

出
操

作
ボ

ッ
ク

ス
へ

過
剰

な
量

の
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
を

供
給

し
て

も
臨
界

に
至
る

こ
と
は

な
い
。
 

内
的

②
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

質
量
以

下
の
た

め
，
漏

え
い
し

て
も
臨

界
事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：

平
常

運
転
時
は

未
臨
界

質
量
以

下
の
た

め
，
臨

界
事
故

は
発
生

し
な
い

。
 

内
的
①
：

動
的

機
器

の
機

能
喪

失
又

は
多

重
誤
操

作
内

的
②
：

静
的

機
器

の
損

傷
及

び
漏

え
い

検
知
機

能
の
喪

失
外

的
 
：

基
準

地
震

動
を

超
え

る
地

震
動

の
地
震
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添
付

資
料

2
-
1
-
1
7
 

臨
界
事
故

に
係
る

検
討

対
象
事
象

の
特
定

 
「
漏
え
い

液
受
皿

」
 

機
器
名

 
想
定
結
果

 
・
プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

塔
セ

ル
漏

え
い
液
受

皿
 

内
的

①
：
漏
え

い
液
受

皿
に
は
，
平
常

運
転
時

に
臨
界

事
故
を
引

き
起
こ

す
溶

液
は

内
包

さ
れ

て
い

な
い

た
め

，
検

討
対

象
外

と
す

る
。 

内
的

②
：

平
常

運
転

時
に

未
臨

界
濃

度
を

超
え

る
溶

液
の

連
続

移
送

配
管

が
あ

る
が

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
精

製
設

備
の

運
転

に
お

け
る

流
量

計
等
の

定
期
的

な
監
視

に
よ
り

，
工

程
の
異

常
を
確

認
し
，
運

転
員

が
工

程
を

停
止

す
る

。
ま

た
，
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

の
作

動
に
よ
り

工
程
が

自
動
で

停
止
す

る
。
更
に

，
集
液

部
を
監

視
す

る
カ

メ
ラ

に
よ

り
漏

え
い

液
の

集
液

状
態

を
定

期
的

に
監

視
す

る
こ
と

に
よ
り

漏
え
い

を
早
期

に
気
付

く
こ
と

が
で
き

る
。
以

上
の

こ
と

に
よ

り
，
臨

界
と

な
る

液
位

に
達

す
る

ま
で

の
時

間
余
裕
内

に
十
分

漏
え
い

を
停
止

で
き
る

こ
と
か

ら
，
臨

界
事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：

本
漏

え
い

液
受

皿
の

上
部

に
あ

る
平

常
運

転
時

に
未

臨
界

濃
度

を
超

え
る

液
を

内
包

す
る

機
器

及
び

配
管

は
基

準
地

震
動

の
1
.
2
倍
の
地

震
動
を

考
慮
し

た
際

に
機
能

維
持
で

き
る
設

計
と
し

て
い

る
た

め
，

漏
え

い
は

発
生

せ
ず

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。
 

・
放
射

性
配

管
分

岐
第

１
セ

ル
漏

え
い
液
受

皿
１

 
内

的
①
：
漏
え

い
液
受

皿
に
は
，
平
常

運
転
時

に
臨
界

事
故
を
引

き
起
こ

す
溶

液
は

内
包

さ
れ

て
い

な
い

た
め

，
検

討
対

象
外

と
す

る
。 

内
的

②
：

平
常

運
転

時
に

未
臨

界
濃

度
を

超
え

る
溶

液
の

連
続

移
送

配
管

が
あ

る
が

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
精

製
設

備
の

運
転

に
お

け
る

流
量

計
等
の

定
期
的

な
監
視

に
よ
り
，
工
程
の

異
常
を

確
認

し
，
運

転
員

が
工

程
を

停
止

す
る

。
ま

た
，
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

の
作

動
に

よ
り

工
程

が
自

動
で

停
止

す
る

。
更

に
，

集
液

部
を

監
視

す
る

カ
メ

ラ
に

よ
り

漏
え

い
液

の
集

液
状

態
を

定
期

的
に

監
視

す
る

こ
と

に
よ

り
漏

え
い

を
早

期
に

気
付

く
こ

と
が

で
き

る
。

以
上

の
こ

と
に

よ
り

，
臨

界
と

な
る

液
位

に
達

す
る

ま
で

の
時
間
余

裕
内
に

十
分
漏

え
い
を

停
止
で

き
る
こ

と
か
ら

，
臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：

本
漏

え
い

液
受

皿
の

上
部

に
あ

る
平

常
運

転
時

に
未

臨
界

濃
度

を
超

え
る

液
を

内
包

す
る

機
器

及
び

配
管

は
基

準
地

震
動

の
1
.
2
倍
の
地

震
動
を

考
慮
し

た
際

に
機
能

維
持
で

き
る
設

計
と
し

て
い

る
た

め
，

漏
え

い
は

発
生

せ
ず

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。
 

・
放
射

性
配

管
分

岐
第

１
セ

ル
漏

え
い
液
受

皿
２

 
内

的
①
：
漏
え

い
液
受

皿
に
は
，
平
常

運
転
時

に
臨
界

事
故
を
引

き
起
こ

す
溶

液
は

内
包

さ
れ

て
い

な
い

た
め

，
検

討
対

象
外

と
す

る
。 

内
的

②
：

平
常

運
転

時
に

未
臨

界
濃

度
を

超
え

る
溶

液
の

連
続

移
送

配
管

が
あ

る
が

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
精

製
設

備
の

運
転

に
お

け
る

流
量

計
等
の

定
期
的

な
監
視

に
よ
り

，
工

程
の
異

常
を
確

認
し
，
運

転
員

が
工

程
を

停
止

す
る

。
ま

た
，
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

の
作

動
に
よ
り

工
程
が

自
動
で

停
止
す

る
。
更
に

，
集
液

部
を
監

視
す

る
カ

メ
ラ

に
よ

り
漏

え
い

液
の

集
液

状
態

を
定

期
的

に
監

視
す

る
こ
と

に
よ
り

漏
え
い

を
早
期

に
気
付

く
こ
と

が
で
き

る
。
以

上
の

こ
と

に
よ

り
，
臨

界
と

な
る

液
位

に
達

す
る

ま
で

の
時

間
余
裕
内

に
十
分

漏
え
い

を
停
止

で
き
る

こ
と
か

ら
，
臨

界
事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：

本
漏

え
い

液
受

皿
の

上
部

に
あ

る
平

常
運

転
時

に
未

臨
界

濃
度

を
超

え
る

液
を

内
包

す
る

機
器

及
び

配
管

は
基

準
地

震
動

の
1
.
2
倍
の
地

震
動
を

考
慮
し

た
際

に
機
能

維
持
で

き
る
設

計
と
し

て
い

る
た

め
，

漏
え

い
は

発
生

せ
ず

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。
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・
プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
供

給
槽

セ
ル
漏
え

い
液

受
皿

 
内

的
①
：
漏
え

い
液
受

皿
に
は
，
平
常

運
転
時

に
臨
界

事
故
を
引

き
起
こ

す
溶

液
は

内
包

さ
れ

て
い

な
い

た
め

，
検

討
対

象
外

と
す

る
。 

内
的

②
：

平
常

運
転

時
に

未
臨

界
濃

度
を

超
え

る
溶

液
の

連
続

移
送

配
管

が
あ

る
が

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
精

製
設

備
の

運
転

に
お

け
る

流
量

計
等
の

定
期
的

な
監
視

に
よ
り

，
工

程
の
異

常
を
確

認
し
，
運

転
員

が
工

程
を

停
止

す
る

。
ま

た
，
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

の
作

動
に
よ
り

工
程
が

自
動
で

停
止
す

る
。
更
に

，
集
液

部
を
監

視
す

る
カ

メ
ラ

に
よ

り
漏

え
い

液
の

集
液

状
態

を
定

期
的

に
監

視
す

る
こ
と

に
よ
り

漏
え
い

を
早
期

に
気
付

く
こ
と

が
で
き

る
。
以

上
の

こ
と

に
よ

り
，
臨

界
と

な
る

液
位

に
達

す
る

ま
で

の
時

間
余
裕
内

に
十
分

漏
え
い

を
停
止

で
き
る

こ
と
か

ら
，
臨

界
事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：

本
漏

え
い

液
受

皿
の

上
部

に
あ

る
平

常
運

転
時

に
未

臨
界

濃
度

を
超

え
る

液
を

内
包

す
る

機
器

及
び

配
管

は
基

準
地

震
動

の
1
.
2
倍
の
地

震
動
を

考
慮
し

た
際

に
機
能

維
持
で

き
る
設

計
と
し

て
い

る
た

め
，

漏
え

い
は

発
生

せ
ず

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。
 

・
油
水

分
離

槽
セ

ル
漏

え
い

液
受

皿
※
１
 

・
プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

一
時

貯
槽

セ
ル
漏
え

い
液

受
皿

※
１

 

内
的

①
：
漏
え

い
液
受

皿
に
は
，
平
常

運
転
時

に
臨
界

事
故
を
引

き
起
こ

す
溶

液
は

内
包

さ
れ

て
い

な
い

た
め

，
検

討
対

象
外

と
す

る
。 

内
的

②
：

平
常

運
転

時
に

未
臨

界
濃

度
を

超
え

る
溶

液
の

連
続

移
送

配
管

が
あ

る
が

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
精

製
設

備
の

運
転

に
お

け
る

流
量

計
等
の

定
期
的

な
監
視

に
よ
り

，
工

程
の
異

常
を
確

認
し
，
運

転
員

が
工

程
を

停
止

す
る

。
ま

た
，
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

の
作

動
に
よ
り

工
程
が

自
動
で

停
止
す

る
。
更
に

，
集
液

部
を
監

視
す

る
カ

メ
ラ

に
よ

り
漏

え
い

液
の

集
液

状
態

を
定

期
的

に
監

視
す

る
こ
と

に
よ
り

漏
え
い

を
早
期

に
気
付

く
こ
と

が
で
き

る
。
以

上
の

こ
と

に
よ

り
，
臨

界
と

な
る

液
位

に
達

す
る

ま
で

の
時

間
余
裕
内

に
十
分

漏
え
い

を
停
止

で
き
る

こ
と
か

ら
，
臨

界
事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：

本
漏

え
い

液
受

皿
の

上
部

に
あ

る
平

常
運

転
時

に
未

臨
界

濃
度

を
超

え
る

液
を

内
包

す
る

機
器

及
び

配
管

は
基

準
地

震
動

の
1
.
2
倍
の
地

震
動
を

考
慮
し

た
際

に
機
能

維
持
で

き
る
設

計
と
し

て
い

る
た

め
，

漏
え

い
は

発
生

せ
ず

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。
 

・
プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
受

槽
セ

ル
漏
え
い

液
受

皿
 

内
的

①
：
漏
え

い
液
受

皿
に
は
，
平
常

運
転
時

に
臨
界

事
故
を
引

き
起
こ

す
溶

液
は

内
包

さ
れ

て
い

な
い

た
め

，
検

討
対

象
外

と
す

る
。 

内
的

②
：
平
常

運
転
時

に
未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

溶
液
の

連
続
移

送
配
管

は
な

い
た

め
，
漏

え
い

に
よ

る
臨

界
事

故
は

想
定

さ
れ

な
い

。 
外

的
 

：
本

漏
え

い
液

受
皿

の
上

部
に

あ
る

平
常

運
転

時
に

未
臨

界
濃

度
を

超
え

る
液

を
内

包
す

る
機

器
及

び
配

管
，

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮
缶
に

よ
り
濃

縮
し
た

硝
酸
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム
溶

液
を
希

釈
す
る

可
能

性
の

あ
る

機
器

及
び

配
管

は
基

準
地

震
動

の
1.
2
倍

の
地

震
動
を

考
慮
し

た
際
に

機
能
維

持
で
き

る
設
計

と
し
て

い
る
た

め
，

漏
え

い
は

発
生

せ
ず

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

・
プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
一

時
貯

槽
セ
ル
漏

え
い

液
受

皿
 

内
的

①
：
漏
え

い
液
受

皿
に
は
，
平
常

運
転
時

に
臨
界

事
故
を
引

き
起
こ

す
溶

液
は

内
包

さ
れ

て
い

な
い

た
め

，
検

討
対

象
外

と
す

る
。 

内
的

②
：

平
常
運

転
時
に

未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

溶
液
の

連
続
移

送
配
管

は
な

い
た

め
，

漏
え

い
に

よ
る

臨
界

事
故

は
想

定
さ

れ
な

い
。
  

外
的

 
：

本
漏

え
い

液
受

皿
の

上
部

に
あ

る
平

常
運

転
時

に
未

臨
界

濃
度

を
超

え
る

液
を

内
包

す
る

機
器

及
び

配
管

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶
に

よ
り
濃

縮
し
た

硝
酸
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム
溶

液
を
希

釈
す
る

可
能

性
の

あ
る

機
器

及
び

配
管

は
基

準
地

震
動

の
1.
2
倍

の
地

震
動
を

考
慮
し

た
際
に

機
能
維

持
で
き

る
設
計

と
し
て

い
る
た

め
，

漏
え

い
は

発
生

せ
ず

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。
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・
プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
計

量
槽

セ
ル
漏
え

い
液

受
皿

 
内

的
①
：
漏
え

い
液
受

皿
に
は
，
平
常

運
転
時

に
臨
界

事
故
を
引

き
起
こ

す
溶

液
は

内
包

さ
れ

て
い

な
い

た
め

，
検

討
対

象
外

と
す

る
。 

内
的

②
：
平
常

運
転
時

に
未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

溶
液
の

連
続
移

送
配
管

は
な

い
た

め
，
漏

え
い

に
よ

る
臨

界
事

故
は

想
定

さ
れ

な
い

。 
外

的
 

：
本

漏
え

い
液

受
皿

の
上

部
に

あ
る

平
常

運
転

時
に

未
臨

界
濃

度
を

超
え

る
液

を
内

包
す

る
機

器
及

び
配

管
，

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮
缶
に

よ
り
濃

縮
し
た

硝
酸
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム
溶

液
を
希

釈
す
る

可
能

性
の

あ
る

機
器

及
び

配
管

は
基

準
地

震
動

の
1.
2
倍

の
地

震
動
を

考
慮
し

た
際
に

機
能
維

持
で
き

る
設
計

と
し
て

い
る
た

め
，

漏
え

い
は

発
生

せ
ず

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

・
硝
酸

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

貯
槽

セ
ル

漏
え
い
液

受
皿

 
内

的
①
：
漏
え

い
液
受

皿
に
は
，
平
常

運
転
時

に
臨
界

事
故
を
引

き
起
こ

す
溶

液
は

内
包

さ
れ

て
い

な
い

た
め

，
検

討
対

象
外

と
す

る
。 

内
的

②
：

平
常
運

転
時
に

未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

溶
液
の

連
続
移

送
配
管

は
な

い
た

め
，

漏
え

い
に

よ
る

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：

本
漏
え

い
液
受

皿
の
上

部
に
あ

る
平
常

運
転
時

に
未
臨

界
濃
度

を
超

え
る

液
を

内
包

す
る

機
器

及
び

配
管

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶
に

よ
り
濃

縮
し
た

硝
酸
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム
溶

液
を
希

釈
す
る

可
能

性
の

あ
る

機
器

及
び

配
管

は
基

準
地

震
動

の
1
.2

倍
の

地
震
動

を
考
慮

し
た
際

に
機
能

維
持
で

き
る
設

計
と
し

て
い
る

た
め

，
漏

え
い

は
発

生
せ

ず
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

・
混
合

槽
Ａ

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

 
内

的
①
：
漏
え

い
液
受

皿
に
は
，
平
常

運
転
時

に
臨
界

事
故
を
引

き
起
こ

す
溶

液
は

内
包

さ
れ

て
い

な
い

た
め

，
検

討
対

象
外

と
す

る
。 

内
的

②
：

平
常
運

転
時
に

未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

溶
液
の

連
続
移

送
配
管

は
な

い
た

め
，

漏
え

い
に

よ
る

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：

本
漏

え
い

液
受

皿
の

上
部

に
あ

る
平

常
運

転
時

に
未

臨
界

濃
度

を
超

え
る

液
を

内
包

す
る

機
器

及
び

配
管

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶
に

よ
り
濃

縮
し
た

硝
酸
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム
溶

液
を
希

釈
す
る

可
能

性
の

あ
る

機
器

及
び

配
管

は
，
基

準
地

震
動

の
1
.2

倍
の

地
震
動

を
考
慮

し
た
際

に
機
能

維
持
で

き
る
設

計
と
し

て
い
る

た
め

，
漏

え
い

は
発

生
せ

ず
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

・
混
合

槽
Ｂ

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

 
内

的
①
：
漏
え

い
液
受

皿
に
は
，
平
常

運
転
時

に
臨
界

事
故
を
引

き
起
こ

す
溶

液
は

内
包

さ
れ

て
い

な
い

た
め

，
検

討
対

象
外

と
す

る
。 

内
的

②
：

平
常
運

転
時
に

未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

溶
液
の

連
続
移

送
配
管

は
な

い
た

め
，

漏
え

い
に

よ
る

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：

本
漏

え
い

液
受

皿
の

上
部

に
あ

る
平

常
運

転
時

に
未

臨
界

濃
度

を
超

え
る

液
を

内
包

す
る

機
器

及
び

配
管

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶
に

よ
り
濃

縮
し
た

硝
酸
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム
溶

液
を
希

釈
す
る

可
能

性
の

あ
る

機
器

及
び

配
管

は
，
基

準
地

震
動

の
1
.2

倍
の

地
震
動

を
考
慮

し
た
際

に
機
能

維
持
で

き
る
設

計
と
し

て
い
る

た
め

，
漏

え
い

は
発

生
せ

ず
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

・
一
時

貯
槽

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

 
内

的
①
：
漏
え

い
液
受

皿
に
は
，
平
常

運
転
時

に
臨
界

事
故
を
引

き
起
こ

す
溶

液
は

内
包

さ
れ

て
い

な
い

た
め

，
検

討
対

象
外

と
す

る
。 

内
的

②
：

平
常
運

転
時
に

未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

溶
液
の

連
続
移

送
配
管

は
な

い
た

め
，

漏
え

い
に

よ
る

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：

本
漏

え
い

液
受

皿
の

上
部

に
あ

る
平

常
運

転
時

に
未

臨
界

濃
度

を
超

え
る

液
を

内
包

す
る

機
器

及
び

配
管

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶
に

よ
り
濃

縮
し
た

硝
酸
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム
溶

液
を
希

釈
す
る

可
能

性
の

あ
る

機
器

及
び

配
管

は
，
基

準
地

震
動

の
1
.2

倍
の

地
震
動

を
考
慮

し
た
際

に
機
能

維
持
で

き
る
設

計
と
し

て
い
る

た
め

，
漏

え
い

は
発

生
せ

ず
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

・
精
製

建
屋

一
時

貯
留

処
理

槽
第

１
セ

ル
漏

え
い

液
受

皿
１

※
２
 

・
抽
出

廃
液

中
間

貯
槽

セ
ル

漏
え

い
液
受
皿

※
２

 

内
的

①
：
漏
え

い
液
受

皿
に
は
，
平
常

運
転
時

に
臨
界

事
故
を
引

き
起
こ

す
溶

液
は

内
包

さ
れ

て
い

な
い

た
め

，
検

討
対

象
外

と
す

る
。 

内
的

②
：
平
常

運
転
時

に
未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

溶
液
の

連
続
移

送
配
管

は
な

い
た

め
，
漏

え
い

に
よ

る
臨

界
事

故
は

想
定

さ
れ

な
い

。 
外

的
 

：
本

漏
え

い
液

受
皿

の
上

部
に

あ
る

平
常

運
転

時
に

未
臨

界
濃

度
を

超
え

る
液

を
内

包
す

る
機

器
及

び
配

管
，

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮
缶
に

よ
り
濃

縮
し
た

硝
酸
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム
溶

液
を
希

釈
す
る

可
能

性
の

あ
る

機
器

及
び

配
管

は
基

準
地

震
動

の
1.
2
倍

の
地

震
動
を

考
慮
し

た
際
に

機
能
維

持
で
き

る
設
計

と
し
て

い
る
た

め
，

漏
え

い
は

発
生

せ
ず

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。
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・
精
製

建
屋

一
時

貯
留

処
理

槽
第

１
セ
ル
漏

え
い

液
受

皿
２

 
内

的
①

：
漏
え
い

液
受
皿

に
は
，

平
常
運

転
時
に

臨
界
事

故
を
引

き
起
こ

す
溶

液
は

内
包

さ
れ

て
い

な
い

た
め

，
検

討
対

象
外

と
す

る
。
 

内
的

②
：

平
常
運

転
時
に

未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

溶
液
の

連
続
移

送
配
管

は
な

い
た

め
，

漏
え

い
に

よ
る

臨
界

事
故

は
想

定
さ

れ
な

い
。
 

外
的

 
：

本
漏
え

い
液
受

皿
の
上

部
に
あ

る
平
常

運
転
時

に
未
臨

界
濃
度

を
超

え
る

液
を

内
包

す
る

機
器

及
び

配
管

は
基

準
地

震
動

の
1
.
2
倍

の
地
震

動
を
考

慮
し
た
際

に
機
能

維
持
で

き
る
設

計
と
し

て
い

る
た

め
，

漏
え

い
は

発
生

せ
ず

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。
 

内
的
①
：
動
的
機
器
の
機
能
喪
失
又
は
多
重

誤
操
作

 
内

的
②
：
静

的
機

器
の

損
傷
及

び
漏
え

い
検
知
機
能
の
喪
失

 
外

的
 
：
基

準
地

震
動

を
超
え

る
地
震

動
の
地
震

 
 ※

１
：
油

水
分

離
槽

セ
ル

漏
え

い
液

受
皿

と
プ

ル
ト
ニ
ウ

ム
溶
液

一
時
貯

槽
セ
ル

漏
え
い

液
受
皿

は
連
結

管
で
接

続
し

て
い

る
。

 
※

２
：
精

製
建

屋
一

時
貯

留
処

理
槽

第
１

セ
ル

漏
え
い
液

受
皿
１

と
抽
出

廃
液
中

間
貯
槽

セ
ル
漏

え
い
液

受
皿
は

連
結

管
で

接
続

し
て

い
る

。
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添
付

資
料

2
-
1
-
1
8
 

臨
界
事
故

に
係
る

検
討

対
象
事
象

の
特
定

 
「
部
屋
」

 
部

屋
 

想
定
結
果

 
Ｐ

ｕ
濃

縮
液

ポ
ン

プ
Ｂ

用
グ

ロ
ー

ブ
ボ
ッ

ク
ス

室
 

内
的

①
：

誤
操
作

・
故
障

・
誤
作

動
は
配

管
系
で

は
発
生

し
な
い

た
め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

内
的

②
：
本
部

屋
に
あ

る
平
常
運

転
時
に

未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

漏
え
い

液
は

，
重

力
流

で
回

収
さ

れ
る

た
め

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：

平
常
運

転
時
に

未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

核
燃
料

物
質
を

含
む
溶

液
を

内
包

す
る

配
管

系
は

基
準

地
震

動
の

1
.
2
倍

の
地

震
動

を
考

慮
し
た

際
に
機

能
維
持

で
き
る

設
計
と

し
て
い

る
た
め

，
漏
え

い
は

発
生

せ
ず

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。
 

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
ポ

ン
プ

Ｄ
用

グ
ロ

ー
ブ
ボ
ッ

ク
ス

室
 

内
的

①
：

誤
操
作

・
故
障

・
誤
作

動
は
配

管
系
で

は
発
生

し
な
い

た
め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

内
的

②
：
本
部

屋
に
あ

る
平
常
運

転
時
に

未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

漏
え
い

液
は

，
重

力
流

で
回

収
さ

れ
る

た
め

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：

平
常
運

転
時
に

未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

核
燃
料

物
質
を

含
む
溶

液
を

内
包

す
る

配
管

系
は

基
準

地
震

動
の

1
.
2
倍

の
地

震
動

を
考

慮
し

た
際

に
機

能
維

持
で

き
る

設
計

と
し

て
い

る
た

め
，

漏
え

い
は

発
生

せ
ず

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

ま
た

，
多

量
の

漏
え
い

が
発
生

す
る
こ

と
が
予

想
さ
れ

る
配
管

系
は
，

基
準
地

震
動

の
1
.2

倍
の

地
震

動
を

考
慮

し
た

際
に

機
能

維
持

で
き

る
設
計
と

し
て
い

る
た
め

，
漏
え

い
は
発

生
せ
ず

，
臨
界

事
故
は

発
生

し
な

い
 

Ｐ
ｕ

系
塔

槽
類

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

セ
ル
 

内
的

①
：

誤
操
作

・
故
障

・
誤
作

動
は
配

管
系
で

は
発
生

し
な
い

た
め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

内
的

②
：

平
常
運

転
時
に

未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

溶
液
の

連
続
移

送
配
管

は
な

い
た

め
，

漏
え

い
に

よ
る

臨
界

事
故

は
想

定
さ

れ
な

い
。

 
外

的
 

：
平
常
運

転
時
に

未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

核
燃
料

物
質
を

含
む
溶

液
を

内
包

す
る

配
管

系
は

基
準

地
震

動
の

1
.
2
倍

の
地

震
動

を
考

慮
し
た

際
に
機

能
維
持

で
き
る

設
計
と

し
て
い

る
た
め

，
漏
え

い
は

発
生

せ
ず

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

放
射
性
配

管
分

岐
第

２
セ

ル
 

内
的

①
：

誤
操
作

・
故
障

・
誤
作

動
は
配

管
系
で

は
発
生

し
な
い

た
め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

内
的

②
：
本
部

屋
に
あ

る
平
常

運
転
時
に

未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

漏
え
い

液
は

，
重

力
流

で
回

収
さ

れ
る

た
め

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：

平
常
運

転
時
に

未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

核
燃
料

物
質
を

含
む
溶

液
を

内
包

す
る

配
管

系
は

基
準

地
震

動
の

1
.
2
倍

の
地

震
動

を
考

慮
し
た

際
に
機

能
維
持

で
き
る

設
計
と

し
て
い

る
た
め

，
漏
え

い
は

発
生

せ
ず

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

Ｐ
ｕ
濃
縮

缶
セ

ル
 

内
的

①
：

誤
操
作

・
故
障

・
誤
作

動
は
配

管
系
で

は
発
生

し
な
い

た
め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

内
的

②
：
本
部

屋
に
あ

る
平
常
運

転
時
に

未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

漏
え
い

液
は

，
重

力
流

で
回

収
さ

れ
る

た
め

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：

平
常
運

転
時
に

未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

核
燃
料

物
質
を

含
む
溶

液
を

内
包

す
る

配
管

系
は

基
準

地
震

動
の

1
.
2
倍

の
地

震
動

を
考

慮
し

た
際

に
機

能
維

持
で

き
る

設
計

と
し

て
い

る
た

め
，

漏
え

い
は

発
生

せ
ず

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

ま
た

，
多

量
の

漏
え
い

が
発
生

す
る
こ

と
が
予

想
さ
れ

る
配
管

系
は
，

基
準
地

震
動

の
1
.2

倍
の

地
震

動
を

考
慮

し
た

際
に

機
能

維
持

で
き

る
設
計
と

し
て
い

る
た
め

，
漏
え

い
は
発

生
せ
ず

，
臨
界

事
故
は

発
生

し
な

い
。

 

凝
縮
液
受

槽
セ

ル
 

内
的

①
：

誤
操
作

・
故
障

・
誤
作

動
は
配

管
系
で

は
発
生

し
な
い

た
め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

内
的

②
：

平
常
運

転
時

に
未

臨
界

濃
度

を
超

え
る

核
燃

料
物

質
を

含
む

溶
液

を
内

包
す

る
配

管
系

は
，

二
重

管
の

内
側

を
流

れ
る

た
め

，
内

管
が

破
損

し
て

も
，

部
屋

に
漏

え
い

す
る

こ
と

は
な

く
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

二
重

管
の

外
管

は
，

平
常

運
転

時
に

未
臨

界
濃
度

を
超
え

る
核
燃

料
物
質

を
含
む

溶
液
は

内
包
し

て
い
な

い
た

め
，

漏
え

い
し

て
も

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：

平
常
運

転
時
に

未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

核
燃
料

物
質
を

含
む
溶

液
を

内
包

す
る

配
管

系
は

基
準

地
震

動
の

1
.
2
倍

の
地

震
動

を
考

慮
し
た

際
に
機

能
維
持

で
き
る

設
計
と

し
て
い

る
た
め

，
漏
え

い
は

発
生

せ
ず

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。
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Ｐ
ｕ

濃
縮

液
ポ

ン
プ

Ａ
用

グ
ロ

ー
ブ
ボ
ッ

ク
ス

室
 

内
的

①
：

誤
操
作

・
故
障

・
誤
作

動
は
配

管
系
で

は
発
生

し
な
い

た
め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

内
的

②
：
本
部

屋
に
あ

る
平
常
運

転
時
に

未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

漏
え
い

液
は

，
重

力
流

で
回

収
さ

れ
る

た
め

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：

平
常
運

転
時
に

未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

核
燃
料

物
質
を

含
む
溶

液
を

内
包

す
る

配
管

系
は

基
準

地
震

動
の

1
.
2
倍

の
地

震
動

を
考

慮
し
た

際
に
機

能
維
持

で
き
る

設
計
と

し
て
い

る
た
め

，
漏
え

い
は

発
生

せ
ず

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

サ
ン
ド
リ

オ
ン

設
備

第
２

室
 

内
的

①
：

誤
操
作

・
故
障

・
誤
作

動
は
配

管
系
で

は
発
生

し
な
い

た
め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

内
的

②
：

平
常
運

転
時

に
未

臨
界

濃
度

を
超

え
る

核
燃

料
物

質
を

含
む

溶
液

は
内

包
し

て
い

な
い

た
め

，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な
い

。
 

外
的

 
：

多
量
の

漏
え
い

が
発
生

す
る
こ

と
が
予

想
さ
れ

る
配
管

系
は
，

基
準

地
震

動
の

1
.2

倍
の

地
震

動
を

考
慮

し
た

際
に

機
能

維
持

で
き
る
設

計
と
し

て
い
る

た
め
，

漏
え
い

は
発
生

せ
ず
，

臨
界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

Ｐ
ｕ
洗
浄

器
セ

ル
 

内
的

①
：

誤
操
作

・
故
障

・
誤
作

動
は
配

管
系
で

は
発
生

し
な
い

た
め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

内
的

②
：
本
部

屋
に
あ

る
平
常
運

転
時
に

未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

漏
え
い

液
は

，
重

力
流

で
回

収
さ

れ
る

た
め

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：

平
常
運

転
時
に

未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

核
燃
料

物
質
を

含
む
溶

液
を

内
包

す
る

配
管

系
は

基
準

地
震

動
の

1
.
2
倍

の
地

震
動

を
考

慮
し
た

際
に
機

能
維
持

で
き
る

設
計
と

し
て
い

る
た
め

，
漏
え

い
は

発
生

せ
ず

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

濃
縮

液
弁

用
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
室
 

内
的

①
：

誤
操
作

・
故
障

・
誤
作

動
は
配

管
系
で

は
発
生

し
な
い

た
め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

内
的

②
：
本
部

屋
に
あ

る
平
常
運

転
時
に

未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

漏
え
い

液
は

，
重

力
流

で
回

収
さ

れ
る

た
め

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

外
的

 
：

平
常
運

転
時
に

未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

核
燃
料

物
質
を

含
む
溶

液
を

内
包

す
る

配
管

系
は

基
準

地
震

動
の

1
.
2
倍

の
地

震
動

を
考

慮
し

た
際

に
機

能
維

持
で

き
る

設
計

と
し

て
い

る
た

め
，

漏
え

い
は

発
生

せ
ず

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

ま
た

，
多

量
の

漏
え
い

が
発
生

す
る
こ

と
が
予

想
さ
れ

る
配
管

系
は
，

基
準
地

震
動

の
1
.2

倍
の

地
震

動
を

考
慮

し
た

際
に

機
能

維
持

で
き

る
設
計
と

し
て
い

る
た
め

，
漏
え

い
は
発

生
せ
ず

，
臨
界

事
故
は

発
生

し
な

い
 

放
管
用
ブ

ロ
ワ

第
３

室
 

内
的

①
：

誤
操
作

・
故
障

・
誤
作

動
は
配

管
系
で

は
発
生

し
な
い

た
め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

内
的

②
：

平
常
運

転
時

に
未

臨
界

濃
度

を
超

え
る

核
燃

料
物

質
を

含
む

溶
液

は
内

包
し

て
い

な
い

た
め

，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な
い

。
 

外
的

 
：

多
量
の

漏
え
い

が
発
生

す
る
こ

と
が
予

想
さ
れ

る
配
管

系
は
，

基
準

地
震

動
の

1
.2

倍
の

地
震

動
を

考
慮

し
た

際
に

機
能

維
持

で
き
る
設

計
と
し

て
い
る

た
め
，

漏
え
い

は
発
生

せ
ず
，

臨
界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

第
９
保
守

室
 

内
的

①
：

誤
操
作

・
故
障

・
誤
作

動
は
配

管
系
で

は
発
生

し
な
い

た
め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

内
的

②
：

平
常
運

転
時

に
未

臨
界

濃
度

を
超

え
る

核
燃

料
物

質
を

含
む

溶
液

は
内

包
し

て
い

な
い

た
め

，
漏

え
い

し
て

も
臨

界
事

故
は

発
生

し
な
い

。
 

外
的

 
：

多
量
の

漏
え
い

が
発
生

す
る
こ

と
が
予

想
さ
れ

る
配
管

系
は
，

基
準

地
震

動
の

1
.2

倍
の

地
震

動
を

考
慮

し
た

際
に

機
能

維
持

で
き
る
設

計
と
し

て
い
る

た
め
，

漏
え
い

は
発
生

せ
ず
，

臨
界
事

故
は

発
生

し
な

い
。
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硝
酸
プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

受
入

室
 

内
的

①
：

誤
操
作

・
故
障

・
誤
作

動
は
配

管
系
で

は
発
生

し
な
い

た
め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

内
的

②
：

本
部
屋

に
あ

る
平

常
運

転
時

に
未

臨
界

濃
度

を
超

え
る

漏
え

い
液

は
，

重
力

流
で

形
状

寸
法

管
理

機
器

に
回

収
さ

れ
る

た
め

臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い
。
 

外
的

 
：

平
常
運

転
時
に

未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

核
燃
料

物
質
を

含
む
溶

液
を

内
包

す
る

配
管

系
は

基
準

地
震

動
の

1
.
2
倍

の
地

震
動

を
考

慮
し
た

際
に
機

能
維
持

で
き
る

設
計
と

し
て
い

る
た
め

，
漏
え

い
は

発
生

せ
ず

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

液
移
送
室
 

内
的

①
：

誤
操
作

・
故
障

・
誤
作

動
は
配

管
系
で

は
発
生

し
な
い

た
め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

内
的

②
：

本
部
屋

に
あ

る
平

常
運

転
時

に
未

臨
界

濃
度

を
超

え
る

漏
え

い
液

は
，

重
力

流
で

形
状

寸
法

管
理

機
器

に
回

収
さ

れ
る

た
め

臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い
。
 

外
的

 
：

平
常
運

転
時
に

未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

核
燃
料

物
質
を

含
む
溶

液
を

内
包

す
る

配
管

系
は

基
準

地
震

動
の

1
.
2
倍

の
地

震
動

を
考

慮
し
た

際
に
機

能
維
持

で
き
る

設
計
と

し
て
い

る
た
め

，
漏
え

い
は

発
生

せ
ず

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 

脱
硝
室
 

内
的

①
：

誤
操
作

・
故
障

・
誤
作

動
は
配

管
系
で

は
発
生

し
な
い

た
め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

内
的

②
：

本
部
屋

に
あ

る
平

常
運

転
時

に
未

臨
界

濃
度

を
超

え
る

漏
え

い
液

は
，

重
力

流
で

形
状

寸
法

管
理

機
器

に
回

収
さ

れ
る

た
め

，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

本
部

屋
に

あ
る

液
体

が
漏

え
い

し
て

も
，

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

内
の

Ｍ
Ｏ

Ｘ
粉

末
を

被
水

さ
せ

る
こ

と
は
な

い
た
め

，
臨
界

事
故
は

発
生
し

な
い
。
 

外
的

 
：

平
常
運

転
時
に

未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

核
燃
料

物
質
を

含
む
溶

液
を

内
包

す
る

配
管

系
は

，
基

準
地

震
動

の
1.
2
倍

の
地

震
動

を
考
慮
し

た
際
に

機
能
維

持
で
き

る
設
計

と
し
て

い
る
た

め
，
漏

え
い

は
発

生
せ

ず
，
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。
ま

た
，
MO
X

粉
末
の
減

速
条
件

を
変
化

さ
せ
る

可
能
性

の
あ
る

液
体
を

内
包
す

る
配

管
系

は
，

基
準

地
震

動
の

1
.2

倍
の

地
震

動
を

考
慮

し
た

際
に
機

能
維
持

で
き
る

設
計
と

し
て
い

る
た
め

，
漏
え

い
は
発

生
せ

ず
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

精
製

建
屋

と
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
を

接
続

す
る
洞
道

内
的

①
：

誤
操
作

・
故
障

・
誤
作

動
は
配

管
系
で

は
発
生

し
な
い

た
め
，

検
討

対
象

外
と

す
る

。
 

内
的

②
：

漏
え
い

液
は
，

重
力
流

で
全
濃

度
安
全

形
状
寸

法
管
理

機
器
に

回
収

さ
れ

る
た

め
臨

界
事

故
は

発
生

し
な

い
。

 
外

的
 

：
平
常
運

転
時
に

未
臨
界

濃
度
を

超
え
る

核
燃
料

物
質
を

含
む
溶

液
を

内
包

す
る

配
管

系
は

，
基

準
地

震
動

の
1.
2
倍

の
地

震
動

を
考
慮
し

た
際
に

機
能
維

持
で
き

る
設
計

と
し
て

い
る
た

め
，
漏

え
い

は
発

生
せ

ず
，

臨
界

事
故

は
発

生
し

な
い

。
 

内
的
①
：
動
的
機
器
の
機
能
喪
失
又
は
多
重

誤
操
作

内
的
②
：
静

的
機

器
の

損
傷
及

び
漏
え

い
検
知
機
能
の
喪
失

外
的
 
：
基
準
地
震
動
を
超
え
る
地
震
動
の
地
震
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添付資料 2-2-1 

燃焼度計測前燃料仮置きラックの評価結果 

１．特定結果 

内的①：燃焼度計測前燃料仮置きラックは，濃縮度 5ｗｔ％の燃料集合体を収納しても未臨界を維

持できるラック格子の中心間最小距離を確保しており，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状で，燃料被覆管に被覆された状態であり，核燃料物質の漏え

いは考えにくい。 

外的 ：地震時においても，ラック格子間の中心間最小距離が維持されるよう，基準地震動の 1.2

倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とするので，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

燃焼度計測前燃料仮置きラックは，濃縮度 5ｗｔ％の燃料集合体を収納しても未臨界を維持でき

る設計としており，本条件を超える燃料集合体の受け入れがないことから，燃焼度計測前燃料仮置

きラックにおいて臨界事故は発生しない。濃縮度 5ｗｔ％の燃料集合体を収納した場合の解析結果

を資料１に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状で，燃料被覆管で被覆された状態であり，核燃料物質の漏えいは考

えにくい。（燃料被覆管にピンホールが生じても，臨界に影響を及ぼすような多量の核燃料物質の

漏えいが生じることはない。） 

２．３ 外的について 

ラック格子間の中心間最小距離が変化すると未臨界を維持できなくなる可能性があるので，地震

により有意な変形をしないよう基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計と

するため臨界事故は発生しない。 
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資料１ 

解析条件を以下に示す。 
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解析モデルを以下に示す 

については商業機密の観点から公開できません。
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解析結果を以下に示す 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-2-2 

燃焼度計測後燃料仮置きラックの評価結果 

１．特定結果 

内的①：燃焼度計測後燃料仮置きラックは，装荷する使用済燃料集合体の最高濃縮度が 3.5ｗｔ％

以下の場合に未臨界を確保できるように設計しているが，濃縮度の制限を超える 5ｗｔ％の

燃料集合体を装荷した場合でも，本ラックの格子の中心間距離が，使用済燃料最高濃縮度

５ｗｔ％でも未臨界を確保できるように格子の中心間距離を設計した燃焼度計測前燃料仮

置きラックの中心間距離と同じであるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状で，燃料被覆管に被覆された状態であり，核燃料物質の漏え

いは考えにくい。 

外的 ：地震時においても，ラック格子間の中心間最小距離が維持されるよう，基準地震動の 1.2

倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とするので，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

燃焼度計測後燃料仮置きラックは，装荷する使用済燃料集合体の最高濃縮度が 3.5ｗｔ％以下の

場合に未臨界を確保できるように設計しているが，実際の燃焼度計測後仮置きラックのラック格子

の中心間距離は， ｍｍ（BWR）， ｍｍ（PWR）である。これは，燃焼度計測前燃料仮置きラ

ックの使用済燃料最高濃縮度 5ｗｔ％時における未臨界とするラック格子の中心間距離である

202.0ｍｍ（BWR），465ｍｍ（PWR)より広いことから，燃焼度計測後燃料仮置きラックの制限であ

る使用済燃料集合体の平均残留度が 3.5wt％を超える使用済燃料集合体を燃焼度計測後燃料仮置ラ

ックにへ誤装荷しても臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状で，燃料被覆管で被覆された状態であり，核燃料物質の漏えいは考え

にくい。（燃料被覆管にピンホールが生じても，臨界に影響を及ぼすような多量の核燃料物質の漏

えいが生じることはない。） 

２．３ 外的について 

ラック格子間の中心間最小距離が変化すると未臨界を維持できなくなる可能性があるので，地震

により臨界事故が発生するような変形をしないよう基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機

能維持できる設計とするため臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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資料１ 

解析条件を以下に示す。 
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解析モデルを以下に示す 

については商業機密の観点から公開できません。
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解析結果を以下に示す 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-2-3 

低残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラックの評価結果 

１．特定結果 

内的①：低残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラックは，使用済燃料集合体平均濃縮度 2.0ｗｔ％の使用済

燃料集合体を収納した場合に未臨界を維持できるようラック格子の中心間距離を確保する

設計とし，低残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラックへは燃焼度計測装置で燃料集合体の平均残

留濃縮度が 2.0ｗｔ％以下であることを確認した使用済燃料集合体を収納する。 

低残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラックへ平均残留濃縮度が 2.0ｗｔ％を超える使用済燃料集

合体を誤装荷する可能性として①燃焼度計測装置の故障により高残留濃縮度の燃料集合体

の残留濃縮度を低残留濃縮度と判断し，低残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラックに運搬・収納

する場合，②燃焼度計測装置で高残留濃縮度と判断した使用済燃料集合体の運搬中の誤取

り扱いにより低残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラックに運搬・収納する場合が考えられるが，

いずれの場合も，多様性のある測定方法や運転員の複数回の確認により異常に気づき，運

転の継続が想定し難いことから，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状で，燃料被覆管で被覆された状態であり，核燃料物質の漏え

いは考えにくい。 

外的 ：地震時においても，ラック格子間の中心間最小距離が維持されるよう，基準地震動の 1.2

倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とするので，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

使用済燃料輸送キャスクから取り出した使用済燃料集合体は，燃料仮置きピットの燃焼度計測前

燃料仮置きラックに仮置きし，計測制御系統施設の燃焼度計測装置を用いて使用済燃料集合体の燃

焼度及び使用済燃料集合体平均濃縮度を測定し，平均濃縮度が3.5ｗｔ％以下であることを確認した

後，燃焼度計測後燃料仮置きラックに仮置きする。 

このとき，平均濃縮度が2.0ｗｔ％を超える使用済燃料集合体及び著しい漏えいのある破損燃料を

取り扱う場合には，燃焼度計測後燃料仮置きラックの高残留濃縮度エリアにおいて燃料収納缶に収

納する。高残留濃縮度燃料と判定された場合，使用済燃料集合体をつりあげている間は，燃焼度計

測後燃料仮置きラックの低残留濃縮度エリア上でのホイストの昇降を禁止するインターロックが

設置されている。 

その後，燃焼度計測後燃料仮置きラックに仮置きされた使用済燃料集合体は，燃料取出し装置に

より，使用済燃料集合体を燃料移送水中台車上のバスケットに収納する。水中台車により使用済燃

料貯蔵プールに運搬されたバスケットは，使用済燃料集合体を１体ずつ燃料取扱装置を用いてバス

ケットから取り出し，平均濃縮度が 2.0ｗｔ％以下のものは，燃料貯蔵プールの低残留濃縮度燃料

貯蔵ラックに収納し，貯蔵する。平均濃縮度が 2.0ｗｔ％を超えるもの及び著しい漏えいのある破

損燃料は，燃料収納缶に収納した状態で燃料移送水中台車を用いて燃料貯蔵設備に移送し，燃料取

扱装置の補助ホイストで取り扱い，燃料貯蔵プールの高残留濃縮度燃料貯蔵ラックに収納し，貯蔵
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する。図１に使用済燃料貯蔵施設における臨界管理を，図２に使用済燃料貯集合体の燃焼度計測の

流れを，図３に燃料受け入れにおける残留濃縮度の確認を示す。 

低残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラックで取扱う燃料集合体は，使用済燃料集合体平均濃縮度が

2.0wt%以下の燃料集合体を収納した場合に未臨界を維持できるよう設計している。異常の想定事象

としては，低残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラックへの高残留濃縮度の燃料集合体の誤装荷とする。低

残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラックへ平均残留濃縮度が 2.0wt%を超える使用済燃料集合体を誤装荷

する可能性としては，以下の２つのケースが考えられる。 

ケース①：燃焼度計測装置が故障し，高残留濃縮度の燃料集合体の残留濃縮度を低残留濃縮度

燃料と判断し，低残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラックに誤装荷する場合 

ケース②：燃焼度計測装置で，高残留濃縮度燃料として判断した使用済燃料集合体の運搬中の

誤取り扱いにより，燃焼度計測後仮置きラックの低残留濃縮度エリアに仮置きし，低

残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラックに誤装荷する場合 

ケース①（燃焼度計測装置の異常による誤装荷）

燃焼度計測装置では中性子測定法，ガンマスペクトル法の異なる２つの測定手法により使用済燃

料集合体の集合体平均燃焼度を測定し，残留濃縮度を評価する。燃焼度計測装置で評価する残留濃

縮度について，同装置の故障により誤った残留濃縮度の評価を示すことを想定した場合でも，多様

性を有する測定方法を採用することで計器が故障した場合の測定結果に相違が生じることが想定

される。計算機における複数の測定手法により評価した燃焼度の相互比較及び燃焼度計測装置で評

価した残留濃縮度と燃料明細データの値との比較を１回の受け入れにおける燃料体数分を繰り返

して確認を行うことにより燃焼度計測装置の異常に気付き，燃料の受け入れ作業を中断することか

ら，臨界には至らない。 

なお，燃焼度計測装置による確認，計算機による燃焼度計測装置の測定結果の比較，燃料明細デ

ータとの比較，使用済燃料貯蔵プールへの移送前の残留濃縮度の確認は，複数の日にまたがって実

施する。 

ケース②（燃焼度計測後仮置きラックの低残留濃縮度エリアへの誤移送）

燃焼度計測装置の測定結果で高残留濃縮度と判定された燃料集合体は，燃焼度計測後燃料仮置き

ラックの高残留濃縮度エリアの燃料収納缶に収納し，速やかに使用済燃料貯蔵プールの高残留濃縮

度ＢＷＲ燃料貯蔵ラックへ収納する。 

燃料取出し設備のインターロックを含む制御機能の故障により高残留濃縮度燃料を燃焼度計測

後燃料仮置きラックの低残留濃縮度エリアに移送する可能性については，複数の運転員が燃料集合

体の運搬状況を監視していること及び仮置き完了後，仮置き場所の確認を複数の運転員が確認する

とともに，高残留濃縮度燃料を収納した燃料収納缶の運搬をする際に仮置き場所が相違しているこ

とに気づき作業中断（仮置き場所を修正）することから，臨界には至らない。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状で，燃料被覆管に被覆された状態であり，核燃料物質の漏えいは考え

にくい。（燃料被覆管にピンホールが生じても，臨界に影響を及ぼすような多量の核燃料物質の漏

えいが生じることはない。なお，このような燃料集合体は，使用済燃料貯蔵プール内への汚染の拡
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大防止のため，燃料収納缶に収納した状態で保管する。） 

２．３ 外的について 

ラック格子間の中心間最小距離が変化すると未臨界を維持できなくなる可能性があるので，地震

により臨界事故が発生するような変形をしないよう基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機

能維持できる設計とするため臨界事故は発生しない。 
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添付資料 2-2-4 

低残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラックの評価結果 

１．特定結果 

内的①：低残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラックは，使用済燃料集合体平均濃縮度 2.0ｗｔ％の使用済

燃料集合体を収納した場合に未臨界を維持できるよう，ラック格子の中心間距離を確保す

る設計とし，低残留濃縮度 PWR 燃料貯蔵ラックへは燃焼度計測装置で燃料集合体の平均残

留濃縮度が 2.0ｗｔ％以下であることを確認した使用済燃料集合体を収納する。 

低残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラックへ平均残留濃縮度が 2.0ｗｔ％を超える使用済燃料集

合体を誤装荷する可能性として①燃焼度計測装置の故障により高残留濃縮度の燃料集合体

の残留濃縮度を低残留濃縮度と判断し，低残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラックに運搬・収納

する場合②燃焼度計測装置で高残留濃縮度と判断した使用済燃料集合体の運搬中の誤取り

扱いにより，低残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラックに運搬・収納する場合が考えられるが，

いずれの場合も，多様性のある測定方法や運転員の複数回の確認により異常に気づき，運

転の継続が想定し難いことから，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状で，燃料被覆管で被覆された状態であり，核燃料物質の漏え

いは考えにくい。 

外的 ：地震時においても，ラック格子間の中心間最小距離が維持されるよう，基準地震動の 1.2

倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とするので，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

平均濃縮度が2.0ｗｔ％を超える使用済燃料集合体及び著しい漏えいのある破損燃料を取り扱う

場合には，燃焼度計測後燃料仮置きラックの高残留濃縮度エリアにおいて燃料収納缶に収納する。

高残留濃縮度燃料と判定された場合，使用済燃料集合体をつりあげている間は，燃焼度計測後燃料

仮置きラックの低残留濃縮度エリア上でのホイストの昇降を禁止するインターロックが設置され

ている。 

その後，燃焼度計測後燃料仮置きラックに仮置きされた使用済燃料集合体は，燃料取出し装置に

より，使用済燃料集合体を燃料移送水中台車上のバスケットに収納する。水中台車により使用済燃

料貯蔵プールに運搬されたバスケットは，使用済燃料集合体を１体ずつ燃料取扱装置を用いてバス

ケットから取り出し，平均濃縮度が 2.0ｗｔ％以下のものは，燃料貯蔵プールの低残留濃縮度燃料

貯蔵ラックに収納し，貯蔵する。平均濃縮度が 2.0ｗｔ％を超えるもの及び著しい漏えいのある破

損燃料は，燃料収納缶に収納した状態で燃料移送水中台車を用いて燃料貯蔵設備に移送し，燃料取

扱装置の補助ホイストで取り扱い，燃料貯蔵プールの高残留濃縮度燃料貯蔵ラックに収納し，貯蔵

する。図１に使用済燃料貯蔵施設における臨界管理を，図２に使用済燃料貯集合体の燃焼度計測の

流れを，図３に燃料受け入れにおける残留濃縮度の確認を示す。 

低残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラックで取扱う燃料集合体は，使用済燃料集合体平均濃縮度が

2.0wt%以下の燃料集合体を収納した場合に未臨界を維持できるよう設計している。異常の想定事象

604



としては，低残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラックへの高残留濃縮度の燃料集合体の誤装荷とする。低

残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラックへ平均残留濃縮度が 2.0wt%を超える使用済燃料集合体を誤装荷

する可能性としては，以下の２つが考えられる。 

ケース①：燃焼度計測装置が故障し，高残留濃縮度の燃料集合体の残留濃縮度を低残留濃縮度

燃料と判断し，低残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラックに誤装荷する場合 

ケース②：燃焼度計測装置で，高残留濃縮度燃料として判断した使用済燃料集合体の運搬中の

誤取り扱いにより，燃焼度計測後仮置きラックの低残留濃縮度エリアに仮置きし，低

残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラックに誤装荷する場合 

ケース①（燃焼度計測装置の異常による誤装荷）

燃焼度計測装置では中性子測定法，ガンマスペクトル法の異なる２つの測定手法により使用済燃

料集合体の集合体平均燃焼度を測定し，残留濃縮度を評価する。燃焼度計測装置で評価する残留濃

縮度について，同装置の故障により誤った残留濃縮度の評価を示すことを想定した場合でも，多様

性を有する測定方法を採用することで計器が故障した場合の測定結果に相違が生じることが想定

される。計算機における複数の測定手法により評価した燃焼度の相互比較及び燃焼度計測装置で評

価した残留濃縮度と燃料明細データの値との比較を１回の受け入れにおける燃料体数分を繰り返

して確認を行うことにより燃焼度計測装置の異常に気付き，燃料の受け入れ作業を中断することか

ら，臨界には至らない。 

なお，燃焼度計測装置による確認，計算機による燃焼度計測装置の測定結果の比較，燃料明細デ

ータとの比較，使用済燃料貯蔵プールへの移送前の残留濃縮度の確認は，複数の日にまたがって実

施する。 

ケース②（燃焼度計測後仮置きラックの低残留濃縮度エリアへの誤移送）

燃焼度計測装置の測定結果で高残留濃縮度と判定された燃料集合体は，燃焼度計測後燃料仮置き

ラックの高残留濃縮度エリアの燃料収納缶に収納し，速やかに使用済燃料貯蔵プールの高残留濃縮

度ＰＷＲ燃料貯蔵ラックへ収納する。 

 燃料取出し設備のインターロックを含む制御機能の故障により高残留濃縮度燃料を燃焼度計測

後燃料仮置きラックの低残留濃縮度エリアに移送し，仮置きするする可能性については，複数の運

転員が燃料集合体の運搬状況を監視していること及び仮置き完了後，仮置き場所の確認を複数の運

転員が確認するとともに，高残留濃縮度燃料を収納した収納缶の運搬をしようとして仮置き場所が

相違していることに気づき作業中断（仮置き場所を修正）することから，臨界には至らない。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状で，燃料被覆管に被覆された状態であり，核燃料物質の漏えいは考え

にくい。（燃料被覆管にピンホールが生じても，臨界に影響を及ぼすような多量の核燃料物質の漏

えいが生じることはない。なお，このような燃料集合体は，使用済燃料貯蔵プール内への汚染の拡

大防止のため，燃料収納缶に収納した状態で保管する。） 

２．３ 外的について 

ラック格子間の中心間最小距離が変化すると未臨界を維持できなくなる可能性があるので，地震
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により臨界事故が発生するような変形をしないよう基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機

能維持できる設計とするため臨界事故は発生しない。 
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添付資料 2-2-5 

ＰＷＲ燃料用バスケットの評価結果 

１．特定結果 

内的①：ＰＷＲ燃料用バスケットは，使用済燃料集合体平均濃縮度 3.5ｗｔ％の使用済燃料集合体

を収納した場合に未臨界を維持できるようバスケット格子の中心間最小距離を確保する設

計とし，ＰＷＲ燃料用バスケットへは燃焼度計測装置で燃料集合体の平均残留濃縮度が 3.5

ｗｔ％以下であることを確認した使用済燃料集合体を収納する。ＰＷＲ燃料用バスケット

へ平均残留濃縮度が3.5ｗｔ％を超える使用済燃料集合体を誤装荷する可能性として①燃焼

度計測装置の故障により平均残留濃縮度が 3.5ｗｔ％を超える燃料集合体の残留濃縮度を

3.5ｗｔ％以下と判断しＰＷＲ燃料用バスケットに誤装荷する場合②燃焼度計測装置で平均

残留濃縮度が3.5ｗｔ％を超えると判断した使用済燃料集合体の運搬中の誤取り扱いにより

PWR 用燃料バスケットに誤装荷する場合が考えられるが，いずれの場合も，多様性のある

測定方法や運転員の複数回の確認により異常に気づき，運転の継続が想定し難いことから，

臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状で，燃料被覆管で被覆された状態であり，核燃料物質の漏え

いは考えにくい。 

外的 ：ＰＷＲ燃料用バスケットは，可搬の機器であるため耐震性の評価はない。バスケット仮置

き架台（実入り用）は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計と

するため，使用済燃料集合体を収納したバスケットが転倒し，放出することがなく，臨界

事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

使用済燃料輸送キャスクから取り出し後，燃焼度計測装置で平均残留濃縮度を確認し燃焼度計測

後燃料仮置きラックに仮置きされた使用済燃料集合体は，燃料取出し装置により，使用済燃料集合

体を燃料移送水中台車上のバスケットに収納する。水中台車により使用済燃料貯蔵プールに運搬さ

れたバスケットは，使用済燃料集合体を１体ずつ燃料取扱装置を用いてバスケットから取り出し，

平均濃縮度が 2.0ｗｔ％以下のものは，燃料貯蔵プールの低残留濃縮度燃料貯蔵ラックに収納し，

貯蔵する。平均濃縮度が 2.0ｗｔ％を超えるもの及び著しい漏えいのある破損燃料は，燃料収納缶

に収納した状態で燃料移送水中台車を用いて燃料貯蔵設備に移送し，燃料取扱装置の補助ホイスト

で取り扱い，燃料貯蔵プールの高残留濃縮度燃料貯蔵ラックに収納し，貯蔵する。図１に使用済燃

料貯蔵施設における臨界管理を，図２に使用済燃料貯集合体の燃焼度計測の流れを，図３に燃料受

け入れにおける残留濃縮度の確認を示す。 

ＰＷＲ燃料用バスケットで取扱う燃料は使用済燃料集合体平均濃縮度が 3.5ｗｔ％以下の燃料集

合体を収納した場合に未臨界を維持できるよう設計している。異常の想定事象としては，ＰＷＲ燃

料用バスケットへの平均残留濃縮度が 3.5ｗｔ％を超える燃料集合体の誤装荷とする。誤装荷する

可能性としては，以下の２つが考えられる。 
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ケース①：燃焼度計測装置が故障し，平均残留濃縮度が 3.5ｗｔ％を超える燃料集合体の残留濃

縮度を 3.5ｗｔ％以下と判断し，ＰＷＲ燃料用バスケットに収納する場合 

ケース②：燃焼度計測装置で，平均残留濃縮度が 3.5ｗｔ％を超えると判断した燃料集合体の運

搬中の誤取り扱いによりＰＷＲ燃料用バスケットに収納する場合 

ケース①（燃焼度計測装置の異常による誤装荷）

燃焼度計測装置では中性子測定法，ガンマスペクトル法の異なる２つの測定手法により使用済燃

料集合体の集合体平均燃焼度を測定し，残留濃縮度を評価する。燃焼度計測装置で評価する残留濃

縮度について，同装置の故障により誤った残留濃縮度の評価を示すことを想定した場合でも，多様

性を有する測定方法を採用することで計器が故障した場合の測定結果に相違が生じることが想定

される。計算機における複数の測定手法により評価した燃焼度の相互比較及び燃焼度計測装置で評

価した残留濃縮度と燃料明細データの値との比較を１回の受け入れにおける燃料体数分を繰り返

して確認を行うことにより燃焼度計測装置の異常に気付き，燃料の受け入れ作業を中断することか

ら，臨界には至らない。 

なお，燃焼度計測装置による確認，計算機による燃焼度計測装置の測定結果の比較，燃料明細デ

ータとの比較，使用済燃料貯蔵プールへの移送前の残留濃縮度の確認は，複数の日にまたがって実

施する。 

ケース②（燃料集合体の運搬中の誤取り扱い）

燃焼度計測装置の測定結果で平均残留濃縮度が 3.5ｗｔ％を超えると判定した燃料集合体は，燃

焼度計測前燃料仮置きラックへ返送することから，誤取り扱いによりＰＷＲ燃料用バスケットへ収

納される可能性はない。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状で，燃料被覆管に被覆された状態であり，核燃料物質の漏えいは考

えにくい。 

２．３ 外的について 

ＰＷＲ燃料用バスケットは，可搬の機器であるため，耐震性の評価はない。使用済燃料集合体を

収納したバスケットをバスケット仮置き架台に収納した状態で地震が発生し，バスケット仮置き架

台の倒壊により，バスケット内の燃料集合体が飛び出し，近接することを防止するため，バスケッ

ト仮置き架台（実入り用）を，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計と

することから，臨界事故は発生しない。 
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添付資料 2-2-6 

高残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラックの評価結 

１．特定結果 

内的①：高残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラックは，使用済燃料集合体平均濃縮度 3.5ｗｔ％の使用済

燃料集合体を収納した場合に未臨界を維持できるようラック格子の中心間最小距離を確

保する設計とし，ＰＷＲ燃料用バスケットへは燃焼度計測装置で燃料集合体の平均残留濃

縮度が 3.5ｗｔ％以下であることを確認した使用済燃料集合体を収納するが，高残留濃縮

度ＢＷＲ燃料貯蔵ラックの格子の中心間距離は，濃縮度 5ｗｔ％の燃料集合体を収納して

も未臨界を維持できる格子の中心間距離より広いため，高残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラッ

クへ平均残留濃縮度が 3.5ｗｔ％を超える使用済燃料集合体を収納しても臨界事故は発生

しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状で，燃料被覆管で被覆された状態であり，核燃料物質の漏え

いは考えにくい。 

外的 ：地震時においても，ラック格子間の中心間最小距離が維持されるよう，基準地震動の 1.2

倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とするので，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

高残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラックは，格子の中心間距離が ｍｍであり，燃焼度計測前燃料

仮置きラックの核的制限値である 202.0ｍｍよりも広く，平均残留濃縮度が 3.5ｗｔ％を超える使用

済燃料集合体を収納しても臨界事故には至らない。燃焼度計測前燃料仮置きラックの格子の中心間

距離は，濃縮度 5ｗｔ％を想定しており，国内の使用済燃料の濃縮度が 5ｗｔ％を超えることはな

い。したがって，燃焼度計測前燃料仮置きラックの格子の中心間距離以上の寸法を有していれば誤

装荷しても臨界事故は発生しない。燃焼度計測前燃料仮置きラックへ濃縮度 5ｗｔ％の燃料集合体

を収納した場合の解析結果を資料１に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状で，燃料被覆管で被覆された状態であり，核燃料物質の漏えいは考え

にくい。（燃料被覆管にピンホールが生じても，臨界に影響を及ぼすような多量の核燃料物質の漏

えいが生じることはない。） 

２．３ 外的について 

ラック格子間の中心間最小距離が変化すると未臨界を維持できなくなる可能性があるので，地震

により臨界事故が発生するような変形をしないよう基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機

能維持できる設計とするため，臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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資料１ 

解析条件を以下に示す。 

616



解析モデルを以下に示す 

については商業機密の観点から公開できません。
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解析結果を以下に示す 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-2-7 

高残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラックの評価結果 

１．特定結果 

内的①：高残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラックは，使用済燃料集合体平均濃縮度 3.5ｗｔ％の使用済

燃料集合体を収納した場合に未臨界を維持できるようラック格子の中心間最小距離を確

保する設計とし，ＰＷＲ燃料用バスケットへは燃焼度計測装置で燃料集合体の平均残留濃

縮度が 3.5ｗｔ％以下であることを確認した使用済燃料集合体を収納するが，高残留濃縮

度ＰＷＲ燃料貯蔵ラックの格子の中心間距離は，濃縮度５ｗｔ％の燃料集合体を収納して

も未臨界を維持できる格子の中心間距離より広いため，高残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラッ

クへ平均残留濃縮度が 3.5ｗｔ％を超える使用済燃料集合体を収納しても臨界事故は発生

しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状で，燃料被覆管で被覆された状態であり，核燃料物質の漏え

いは考えにくい。 

外的 ：地震時においても，ラック格子間の中心間最小距離が維持されるよう，基準地震動の 1.2

倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とするので，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

高残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラックは，格子の中心間距離が ｍｍであり，燃焼度計測前燃料

仮置きラックの核的制限値である 465ｍｍよりも広く，平均残留濃縮度が 3.5ｗｔ％を超える使用済

燃料集合体を収納しても臨界事故には至らない。燃焼度計測前燃料仮置きラックの格子の中心間距

離は，濃縮度 5ｗｔ％を想定しており，国内の使用済燃料の濃縮度が 5ｗｔ％を超えることはない。

したがって，燃焼度計測前燃料仮置きラックの格子の中心間距離以上の寸法を有していれば誤装荷

しても臨界事故は発生しない。燃焼度計測前燃料仮置きラックへ濃縮度 5ｗｔ％の燃料集合体を収

納した場合の解析結果を資料 1 に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状で，燃料被覆管で被覆された状態であり，核燃料物質の漏えいは考え

にくい。 

２．３ 外的について 

２．３．１ 外的の特定の解説 

ラック格子間の中心間最小距離が変化すると未臨界を維持できなくなる可能性があるので，地震

により臨界事故が発生するような変形をしないよう基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機

能維持できる設計とするため，臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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資料１ 

解析条件を以下に示す。 
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解析モデルを以下に示す 

については商業機密の観点から公開できません。
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解析結果を以下に示す 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-2-8 

ＢＷＲ燃料用バスケットの評価結果 

１．特定結果 

内的①：ＢＷＲ燃料用バスケットは，使用済燃料集合体平均濃縮度 3.5ｗｔ％の使用済燃料集合体

を収納した場合に未臨界を維持できるようバスケット格子の中心間最小距離を確保する設

計とし，ＰＷＲ燃料用バスケットへは燃焼度計測装置で燃料集合体の平均残留濃縮度が 3.5

ｗｔ％以下であることを確認した使用済燃料集合体を収納するが，ＢＷＲ燃料用バスケッ

トの格子の中心間距離は，濃縮度 5ｗｔ％の燃料集合体を収納しても未臨界を維持できる格

子の中心間距離よりも広いため，ＢＷＲ燃料用バスケットへ平均残留濃縮度が 3.5ｗｔ％を

超える使用済燃料集合体を収納しても臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状で，燃料被覆管で被覆された状態であり，核燃料物質の漏え

いは考えにくい。 

外的 ：ＢＷＲ燃料用バスケットは，可搬の機器であるため耐震性の評価はない。バスケット仮置

き架台（実入り用）は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計と

するので，使用済燃料集合体を収納したバスケットが転倒し，放出することがなく，臨界

事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

ＢＷＲ燃料用バスケットは，格子の中心間距離が ｍｍであり，燃焼度計測前燃料仮置きラッ

クの核的制限値である 202.0ｍｍよりも広く，平均残留濃縮度が 3.5ｗｔ％を超える使用済燃料集合

体を収納しても臨界事故には至らない。燃焼度計測前燃料仮置きラックの格子の中心間距離は，濃

縮度 5wt％を想定しており，国内の使用済燃料の濃縮度が 5ｗｔ％を超えることはない。したがっ

て，燃焼度計測前燃料仮置きラックの格子の中心間距離以上の寸法を有していれば誤装荷しても臨

界事故は発生しない。燃焼度計測前燃料仮置きラックへ濃縮度 5ｗｔ％の燃料集合体を収納した場

合の解析結果を資料１に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状で，燃料被覆管で被覆された状態であり，核燃料物質の漏えいは考え

にくい。（燃料被覆管にピンホールが生じても，臨界に影響を及ぼすような多量の核燃料物質の漏

えいが生じることはない。） 

２．３ 外的について 

ＢＷＲ燃料用バスケットは，可搬の機器であるため，耐震性の評価はない。使用済燃料集合体を

収納したバスケットをバスケット仮置き架台に収納した状態で地震が発生し，バスケット仮置き架

台の倒壊により，バスケット内の燃料集合体が飛び出し，近接することを防止するため，バスケッ

ト仮置き架台（実入り用）を，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計と

することから，臨界事故は発生しない。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。 623



資料１ 

解析条件を以下に示す。 
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解析モデルを以下に示す 

については商業機密の観点から公開できません。
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解析結果を以下に示す 

については商業機密の観点から公開できません。

626



添付資料 2-2-9 

燃料取出し装置の評価結果 

１．特定結果 

内的①：燃料取出し装置は，質量管理として，使用済燃料集合体を一時に１体ずつ取り扱うことと

している。使用済燃料集合体を一時に２体を取り扱うことを想定する。一時に２体を取り

扱う場合として，使用済燃料集合体の燃料貯蔵ラックへの異常接近の場合とＰＷＲ用の使

用済燃料集合体とＢＷＲ用の使用済燃料集合体をそれぞれ１体ずつ同時に保持した場合が

ある。 

使用済燃料集合体の燃料貯蔵ラックへの異常接近を考慮した場合は，実効増倍率の増加

は少なく，臨界事故は発生しない。 

また，ＰＷＲ用の使用済燃料集合体とＢＷＲ用の使用済燃料集合体をそれぞれ１体ずつ

同時に保持した場合は，使用済燃料集合体間の距離が，濃縮度 5ｗｔ％における使用済燃料

において，ＢＷＲとＰＷＲの隣接する燃料集合体間の距離以上に確保されるので，臨界事

故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状で，燃料被覆管で被覆された状態であり，核燃料物質の漏え

いは考えにくい。 

外的 ：臨界安全設計として使用済燃料集合体を一時に１体ずつ取り扱うこととしている。地震時

においては，使用済燃料集合体が落下しラックに近接することを想定しても臨界事故は発

生しないことを確認した。 

２．特定結果の根拠 

２．１内的①について 

２．１．１ 内的①の特定の解説 

＜燃料集合体の燃料貯蔵ラックへの異常接近＞ 

燃料取扱装置又は燃料取出し装置で取り扱う使用済燃料集合体の燃料貯蔵ラックへの異常接近

を考慮しても臨界事故は発生しない。 

貯蔵容量一杯に燃料を貯蔵した燃料貯蔵ラック上に，燃料取出装置又は燃料取扱装置が保持して

いる燃料集合体を転倒した場合，又は横から接近した場合の未臨界を維持できることを確認してい

る。 

①燃料貯蔵ラックに燃料集合体が転倒した場合，実効増倍率の有意な増加はない。燃料集合体

上部には上部ノズルがあり，燃料ペレット上端から上部ノズル上端までの距離は ｃｍ以上

ある。このため燃料集合体が落下し，ラック収納の燃料集合体の上に横倒しに直接載ったと

しても落下した燃料集合体とラックに収納された燃料集合体の間には ｃｍ以上の距離が

保たれるので実効増倍率の増加はわずかであり，臨界上の問題はない。

②低残留濃縮度燃料貯蔵ラックモジュールに，低残留濃縮度燃料が接近した場合の実効増倍率

の増加はＢＷＲ燃料の場合 ΔK，ＰＷＲ燃料の場合 ΔK である。解析モデルを図

１（ＢＷＲ），図２（ＰＷＲ）に示す。

については商業機密の観点から公開できません。 627



したがって，万が一，燃料取出装置又は燃料取扱装置が保持している燃料集合体を落下等により

異常接近したとしても臨界事故は発生しない。 

＜２体の使用済燃料集合体の同時取扱＞ 

燃料集合体の面間距離が 300ｍｍ以上あれば，相互間の中性子相互干渉効果は無視される。（濃縮

度５％における使用済燃料において，ＢＷＲとＰＷＲの隣接する燃料集合体間の距離（燃焼度計測

前燃料仮置きラックより）） 

燃料取出装置の構造図を図３に，燃料取扱装置（ＰＷＲ/ＢＷＲ）の構造図を図４に示す。 

燃料取出装置には，燃料を把持可能な箇所として，燃料を取り扱う箇所（マストチューブ）と補

助ホイスト部がある。両者の距離は ｍｍの半分である ｍｍである。300ｍｍよりも距離が

あることから，同時に燃料集合体を扱っても臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状で，燃料被覆管で被覆された状態であり，核燃料物質の漏えいは考え

にくい。（燃料被覆管にピンホールが生じても，臨界に影響を及ぼすような多量の核燃料物質の漏

えいが生じることはない。） 

２．３ 外的について 

２．１＜燃料集合体の燃料貯蔵ラックへの異常接近＞と同様に，使用済燃料集合体の落下を想定

しても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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図１：低残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラックモジュールへの燃料集合体１体接

近の解析モデル 

については商業機密の観点から公開できません。
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図２：低残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラックモジュールへの燃料集合体１体接

近の解析モデル 

に ついては商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-2-10 

燃料取扱装置の評価結果 

１．特定結果 

内的①：燃料取扱装置は，質量管理として，使用済燃料集合体を一時に１体ずつ取り扱うこととし

ている。使用済燃料集合体を一時に２体を取り扱うことを想定する。一時に２体を取り扱

う場合として，使用済燃料集合体の燃料貯蔵ラックへの異常接近の場合とＰＷＲ用の使用

済燃料集合体とＢＷＲ用の使用済燃料集合体をそれぞれ１体ずつ同時に保持した場合があ

る。 

使用済燃料集合体の燃料貯蔵ラックへの異常接近を考慮した場合は，実効増倍率の増加

は少なく，臨界事故は発生しない。 

また，ＰＷＲ用の使用済燃料集合体とＢＷＲ用の使用済燃料集合体をそれぞれ１体同時

に保持した場合は，使用済燃料集合体間の距離が，濃縮度 5wt%における使用済燃料におい

て，ＢＷＲとＰＷＲの隣接する燃料集合体間の距離以上に確保されるので，臨界事故は発

生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状で，燃料被覆管で被覆された状態であり，核燃料物質の漏え

いは考えにくい。 

外的 ：臨界安全設計として使用済燃料集合体を一時に１体ずつ取り扱うこととしている。地震時

においては，使用済燃料集合体が落下しラックに近接することを想定しても臨界事故は発

生しないことを確認した。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

＜燃料集合体の燃料貯蔵ラックへの異常接近＞ 

貯蔵容量一杯に燃料を貯蔵した燃料貯蔵ラック上に，燃料取出装置又は燃料取扱装置が保持して

いる燃料集合体を転倒した場合，又は横から接近した場合の未臨界を維持できることを確認してい

る。 

①燃料貯蔵ラックに燃料集合体が転倒した場合，実効増倍率の有意な増加はない。燃料集合体

上部には上部ノズルがあり，燃料ペレット上端から上部ノズル上端までの距離は ｃｍ以上

ある。このため燃料集合体が落下し，ラック収納の燃料集合体の上に横倒しに直接載ったと

しても落下した燃料集合体とラックに収納された燃料集合体の間には ｃｍ以上の距離が

保たれるので実効増倍率の増加はわずかであり，臨界上の問題はない。

②低残留濃縮度燃料貯蔵ラックモジュールに，低残留濃縮度燃料が接近した場合の実効増倍率

の増加はＢＷＲ燃料の場合 ΔK，ＰＷＲ燃料の場合 ΔK である。解析モデルを図

１（ＢＷＲ），図２（ＰＷＲ）に示す。

したがって，万が一，燃料取出装置又は燃料取扱装置が保持している燃料集合体を落下等により

異常接近したとしても未臨界である。 

＜２体の使用済燃料集合体の同時取扱＞ 

については商業機密の観点から公開できません。 633



燃料集合体の面間距離が 300ｍｍ以上あれば，相互間の中性子相互干渉効果は無視される。（濃縮

度５％における使用済燃料において，ＢＷＲとＰＷＲの隣接する燃料集合体間の距離（燃焼度計測

前燃料仮置きラックより））燃料取出装置の構造図を図３に，燃料取扱装置（ＰＷＲ/ＢＷＲ）の構

造図を図４に示す。 

燃料取扱装置（ＰＷＲ/ＢＷＲ）には，ＰＷＲ用の燃料把持装置とＢＷＲ用の燃料把持装置があ

る。両者の距離は ｍｍであり，300ｍｍよりも距離があることから，同時に燃料集合体を扱っ

ても臨界事故は発生しない。２体の使用済燃料集合体を同時に取り扱った場合でも，使用済燃料集

合体間の距離が維持されることにより，臨界事故に至ることはない。 

２．２ 内的②について 

２．２．１ 内的②の特定の解説 

取り扱う核燃料物質が固体状で，燃料被覆管で被覆された状態であり，核燃料物質の漏えいは考え

にくい。（燃料被覆管にピンホールが生じても，臨界に影響を及ぼすような多量の核燃料物質の漏

えいが生じることはない。） 

２．３ 外的について 

２．１＜燃料集合体の燃料貯蔵ラックへの異常接近＞と同様に，使用済燃料集合体の落下を想定

しても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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図１：低残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラックモジュールへの燃料集合体１体接

近の解析モデル 

については商業機密の観点から公開できません。
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図２：低残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラックモジュールへの燃料集合体１体接

近の解析モデル 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-3-1 

燃料横転クレーンの評価結果 

１．特定結果 

内的①：質量管理として使用済燃料集合体を１体ずつ取り扱うこととしており，本機器は使用済燃

料集合体を一時に２体取扱うことはできない構造であるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状で，燃料被覆管に被覆された状態であり，核燃料物質の漏え

いは考えにくい。 

外的 ：取り扱える使用済燃料集合体は１体であり，外的要因により機器が損傷した場合でも臨界

事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器が取り扱える使用済燃料集合体は１体であることから，臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状で，燃料被覆管に被覆された状態であり，核燃料物質の漏えいは考え

にくい。（燃料被覆管にピンホールが生じても，臨界に影響を及ぼすような多量の核燃料物質の漏

えいが生じることはない。） 

２．３ 外的について 

取り扱える使用済燃料集合体は１体であり，使用済燃料集合体の落下を考慮しても臨界事故は発生

しない。 

639



添付資料 2-4-1 

せん断機の評価結果 

１．特定結果 

内的①：質量管理として使用済燃料集合体を１体ずつ取り扱うこととしており，本機器は使用済燃

料集合体を一時に２体取扱うことはできない構造であるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食により機器外へ核燃料物質が漏えいすることは

考えにくい。 

外的 ：取り扱える使用済燃料集合体は１体であり，外的要因により機器が損傷した場合でも臨界

事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器が取り扱える使用済燃料集合体は１体であることから，臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食により機器外へ核燃料物質が漏えいすることは考えに

くい。 

２．３ 外的について 

取り扱える使用済燃料集合体は１体であり，使用済燃料集合体の落下を考慮しても臨界事故は発

生しない。 

640



添付資料 2-5-1 

溶解槽（ハル洗浄槽）の評価結果 

１．特定結果 

溶解槽とハル洗浄槽の特定結果を記載する。ハル洗浄槽での臨界事故は，溶解槽のハル洗浄槽に

対する臨界事故防止機能が喪失したとして整理した。 

１．１溶解槽の場合 

内的①：溶解槽は，形状寸法管理，質量管理，濃度管理及び中性子吸収材管理という複数の手法を

組み合わせることにより，臨界安全管理を行う代表的臨界安全管理機器である。形状寸法

管理については，内的事象による機能喪失は考えらないが，質量管理，濃度管理及び中性

子吸収材管理に関する異常として①燃料せん断片の過装荷②溶解液中の核燃料物質濃度上

昇③溶解槽硝酸濃度低下④中性子吸収材の供給異常を想定し，臨界事故の発生を仮定する。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：溶解槽の構造上考えられる最大の変形を想定しても臨界事故は発生しない。機器の損傷に

より溶液が漏えいしても，平常運転時に未臨界濃度以下であるため臨界事故は発生しない。 

１．２ ハル洗浄槽の場合 

内的①：本機器は，臨界管理を要しない機器であるが，上流機器である溶解槽における溶解不良が

発生すると，燃料被覆管せん断片（ハル）とともに未溶解の燃料がハル洗浄槽に流入する

ことから，ハル洗浄槽での臨界事故の発生を仮定する。 

内的②：ハル洗浄槽内の洗浄水の平常運転時の核燃料物質濃度は，未臨界濃度以下であるため，洗

浄液が漏えいしても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時にハル洗浄槽内には有為な量の核燃料物質がないことから，ハル洗浄槽が破損

し，内包物が機器外へ漏えいしても臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

２．１．１ 溶解槽の場合 

溶解槽は，形状寸法管理，質量管理，濃度管理及び中性子吸収材管理という複数の手法を組み合

わせることにより，臨界安全管理を行う代表的臨界安全管理機器である。このため，溶解槽（バケ

ット）へ供給する核燃料物質（せん断片）の質量，溶解液中の核燃料物質濃度が各々の制限値を超

過しないように制御を行うとともに，通常値を逸脱した場合には，安全上重要なインターロックに

より使用済燃料のせん断を停止する設計としている。 

内的事象により形状寸法管理を壊すことは難しく，質量管理，濃度管理，中性子吸収材管理に異

常を与えることを想定する。想定事象としては以下の内容である。 

①燃料せん断片の過装荷（質量管理に対する異常）

②溶解液中の核燃料物質濃度上昇（濃度管理に対する異常）

641



③溶解槽硝酸濃度低下（溶液の均質化に対する異常）

④中性子吸収材の供給異常（中性子吸収材管理に対する異常）

＜燃料せん断片の過装荷＞ 

起因として燃料送り出し装置における燃料送り出し長さの制御の喪失，及び臨界防止機能の喪

失として燃料せん断長異常警報及びせん断停止回路の機能喪失を想定する。 

せん断開始から溶解槽バケット内に装荷される燃料せん断片の質量が核的制限値

（215kg(U+Pu)O2/バケット）を超過するまで約 分であり，運転員によるせん断開始前の燃料長

確認及び運転員による燃料せん断長指示値でのせん断終了長さの確認による異常の検知及び異

常の進展防止措置が期待できないことから，臨界に至る。 

＜解液中の核燃料物質濃度上昇＞ 

起因として溶解用硝酸供給機能の喪失，及び臨界防止機能の喪失として溶解用供給硝酸流量低

警報及びせん断停止回路の機能喪失かつ溶解槽溶解液密度高警報及びせん断停止回路の機能喪

失を想定する。 

溶解用供給硝酸の供給が停止し溶解液中の核燃料物質濃度が最大許容限度（400g(U+Pu)/L）を

超過するまで約 1.5 時間であり，運転員による溶解硝酸密度計指示値の監視による異常の検知及

び異常の進展防止措置が期待できないことから，臨界に至る。 

＜溶解槽硝酸濃度低下＞ 

起因として運転員による溶解用硝酸調整の失敗，及び臨界防止機能の喪失として分析による硝酸

濃度の確認及び硝酸供給槽密度低警報及びせん断停止回路の機能喪失を想定する。溶解槽へ供給さ

れる溶解用供給硝酸の酸濃度が低下（水）となり約 50 分後に溶解液中の酸濃度が溶解を確保でき

る酸濃度を下回ったことをもって臨界に至ったと判断する。 

＜中性子吸収材の供給異常＞ 

使用済燃料集合体の燃焼度が使用済燃料集合体の初期濃縮度に応じた所定の燃焼度未満の場合

は，中性子吸収材を添加した硝酸を使用し，溶解する必要がある。中性子吸収材の添加は，キャン

ペーン計画に基づき作成されるせん断・溶解計画に基づきせん断される燃料集合体に応じて実施さ

れる。中性子吸収材の添加が必要な場合は，硝酸調整槽で中性子吸収材の濃度を調整した後，分析

し，硝酸供給槽へ移送する。中性子吸収材を添加した硝酸を溶解槽へ供給する際には，硝酸供給槽

可溶性中性子吸収材濃度低警報を動作可能な状態とする。 

起因として運転員による中性子吸収材の濃度調整の失敗と臨界防止機能の喪失として硝酸供給

槽可溶性中性子吸収材濃度低警報の機能喪失を想定する。この結果，中性子吸収材を供給すべきと

きに濃度調整のミス及び異常の進展防止措置が期待できないことから，臨界に至る。 

２．１．２ ハル洗浄槽の場合 

ハル洗浄槽は，溶解槽から使用済燃料せん断片を溶解した後の燃料被覆材（以下，「ハル」とい
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う。）を受入れ，洗浄水（純水）によりハルに微量に同伴している核燃料物質（ウラン及びプルト

ニウム）を洗浄する。

ハル洗浄槽への未溶解の核燃料物質の移行を防止するために，溶解槽における使用済燃料が溶解

する条件（供給硝酸流量，供給硝酸濃度，溶液温度）を維持する必要がある。 

内的事象により，溶解槽で溶解不良を防止するために管理している供給硝酸流量，供給硝酸濃度，

溶液温度の異常を起因とし，以下の①～③の事象を想定する。 

①溶解用供給硝酸供給不足による溶解不良

②溶解用供給硝酸濃度低による溶解不良

③溶解槽溶解液温度低下による溶解不良

＜溶解用供給硝酸供給不足による溶解不良＞ 

起因として溶解用硝酸供給機能（移送ポンプ，流量制御機能）の喪失と臨界防止機能の喪失とし

て溶解槽供給硝酸流量低警報及びせん断停止回路の機能喪失を想定する。 

溶解用供給硝酸の供給が停止してから核燃料物質を含む燃料せん断片がハル洗浄槽へ移送され

るまで約 3 時間であり，運転員による溶解用硝酸流量指示値の確認及び運転員の溶解槽の密度計指

示値の確認といった監視による異常の検知並びに異常の進展防止措置が期待できないことから，臨

界に至る。 

＜溶解用供給硝酸濃度低による溶解不良＞ 

 起因として運転員による硝酸調整における溶解用硝酸調整（硝酸，水）の失敗と臨界防止機能の

喪失として硝酸供給槽密度低警報及びせん断停止回路の機能喪失を想定する。 

溶解槽へ供給される溶解用供給硝酸の酸濃度が低下（水）となり，核燃料物質を含む燃料せん断

片がハル洗浄槽へ移送されるまで約 3 時間であり，運転員による硝酸供給槽の密度計指示値を確認

及び運転員による溶解槽の密度計指示値を確認といった監視による異常の検知並びに異常の進展

防止措置が期待できないことから，臨界に至る。 

＜溶解槽溶解液温度低下による溶解不良＞ 

起因として溶解槽溶液加熱機能の機能喪失と臨界防止機能の喪失として溶解槽溶解液温度低警

報及びせん断停止回路の機能喪失を想定する。 

溶解槽の溶液温度の低下が開始し，核燃料物質を含む燃料せん断片がハル洗浄槽へ移送されるま

で約 3 時間であり，運転員による溶解槽加熱蒸気流量計指示値，溶解槽の温度計指示値及び溶解槽

の密度計指示値といった監視による異常の検知並びに異常の進展防止措置が期待できないことか

ら，臨界に至る。 

２．２ 内的②について 

２．２．１ 溶解槽の場合 

本機器の溶解液の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ gU/L，

ｇPu/L 未満である。これは，400ｇU/L の場合のプルトニウムの未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下で

については商業機密の観点から公開できません。
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あるので機器から溶解液が漏えいしても未臨界を維持できる。400ｇU/L の場合の未臨界濃度の評

価を共通資料①に示す。 

２．２．２ ハル洗浄槽の場合 

本機器の洗浄水の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ gU/L 以下，

ｇPu/L 未満である。これは，400ｇU/L の場合のプルトニウムの未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下

であるので機器から洗浄水が漏えいしても未臨界を維持できる。400ｇU/L の場合の未臨界濃度の

評価を共通資料①に示す。 

２．３ 外的について 

２．３．１ 溶解槽の場合 

地震による溶解槽の損傷は，漏えいと変形が考えられる。 

溶解槽からの漏えいは，平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界である濃度

以下であるため，漏えい時にも臨界安全上の問題はない。本機器の平常運転時におけるウラン濃度，

プルトニウム濃度は，それぞれ gU/L， ｇPu/L 未満である。これは，400ｇU/L の場合のプル

トニウムの未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下であるため機器から溶解液が漏えいしても未臨界を維持

できる。400ｇU/L の場合の未臨界濃度の評価を共通資料①に示す。 

 溶解槽の変形は，地震により溶解槽のホイールが振れることでスラブ槽内面に接触することによ

りスラブ槽が変形（拡幅）することが想定される。スラブタンク幅には，核的制限値を設定してお

り，拡幅すると臨界になる可能性がある。一方，バスケット幅も核的制限値とされているが，バス

ケットはスラブタンク内で振れるため，拡幅よりも狭隘となることが想定され，臨界としては臨界

事故が発生し難い変形になることが見込まれる。したがって，地震による臨界事故の発生の可能性

を確認するため，スラブタンク幅の拡幅による溶解槽の臨界解析への影響を評価した。 

スラブタンク幅の拡幅による臨界解析の結果では，スラブタンクの拡幅が ｍｍまでは未臨

界である。（資料１を参照） 

一方溶解槽は，スティフナが格子状に溶接されていることにより，物理的に ｍｍ以上の変

形は考えにくい。また，スラブ幅が ｍｍに対し拡幅 ｍｍ変形したとすると，スラブ幅の寸

法が２倍以上となり，漏えいなしで拡幅することは考え難く，溶解槽から溶解液が漏えいすれば減

速材がなくなり実効増倍率が低下することから，地震による溶解槽の臨界事故は発生しない。 

なお，参考として地震力が 750gal の場合のスラブタンクの拡幅の評価結果を示す。（資料２を参

照） 

２．３．２ ハル洗浄槽の場合 

２．２．２と同様の理由により，臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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資料１ 

スラブタンク幅の拡幅による臨界計算

については商業機密の観点から公開できません。 645
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図１：溶解槽の概要 

に ついては商業機密の観点から公開できません。 648



図２：溶解槽の計算体系図 

については商業機密の観点から公開できません。 649



表２：現実的な運転状況を考慮した溶解槽におけるスラブタンク拡幅時
における未臨界評価 

に ついては商業機密の観点から公開できません。 650



図３：現実的な運転状況を考慮した溶解槽におけるスラブタンク拡幅時に
おける未臨界評価 

については商業機密の観点から公開できません。 651



資料２ 

７５０gal における溶解槽のスラブ評価について 

については商業機密の観点から公開できません。
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図１：解析モデル（全体図） 

については商業機密の観点から公開できません。 653



図 2：解析モデル（ホイールのみ） 

に ついては商業機密の観点から公開できません。 654



図 3：相対変形量の定義 

については商業機密の観点から公開できません。 655
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添付資料 2-5-2 

第１よう素追出し槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：濃度管理及び中性子吸収材管理としており，内包する溶液の濃度が核的制限値を超えて上

昇したことを想定する。その場合でも，機器の形状が平板状であり，濃度によらず臨界事

故は発生しない。 

また，中性子吸収材の濃度低下を想定した場合は，上流機器であり，中性子吸収材を使

用する必要がある領域が広い機器である溶解槽において臨界事故が発生することが想定さ

れ，本機器では臨界事故は発生しない。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

＜過濃縮＞ 

第１よう素追出し槽では加熱をしており，過濃縮の可能性が考えられる。過濃縮が発生した場合

の臨界解析の結果を共通資料⑥に示す。平常運転時の濃度が gU/L， ｇPu/L に対して過濃縮

されても未臨界が維持されており，臨界事故は発生しない。 

＜中性子吸収材の濃度低下＞ 

 燃料の燃焼度及び初期濃縮度に応じて，溶解槽に中性子吸収材を供給する必要がある。溶解槽に

て中性子吸収材の濃度低下が発生し，その溶液が本機器に移送されたことを想定する。 

燃料の燃焼度及び初期濃縮度に応じて中性子吸収材の供給が必要となる領域について，溶解槽と

第１よう素追出し槽などの比較について，共通資料⑦に示す。溶解槽に中性子吸収材を供給する範

囲が上流にある溶解槽と第１よう素追出し槽などを比較すると，溶解槽のほうが広いため，中性子

吸収材を供給しなかった場合には，本機器よりも溶解槽が先に臨界事故が発生する。したがって，

本機器では臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ gU/L， ｇPu/L

である。これは，400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下である

ので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウムの未

臨界濃度の評価を共通資料①に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。 657



添付資料 2-5-3 

第２よう素追出し槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：濃度管理及び中性子吸収材管理としており，内包する溶液の濃度が核的制限値を超えて上

昇したことを想定する。その場合でも，機器の形状が平板状であり，濃度によらず臨界事

故は発生しない。 

また，中性子吸収材の濃度低下を想定した場合は，上流機器であり，中性子吸収材を使

用する必要がある領域が広い機器である溶解槽において臨界事故が発生することが想定さ

れ，本機器では臨界事故は発生しない。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

＜過濃縮＞ 

第１よう素追出し槽では加熱をしており，過濃縮の可能性が考えられる。過濃縮が発生した場合

の臨界解析の結果を共通資料⑥に示す。第２よう素追出し槽での過濃縮が発生した場合の臨界解析

の結果を共通資料⑥に示す。平常運転時の濃度が gU/L， ｇPu/L に対して過濃縮されても未

臨界が維持されており，臨界事故は発生しない。 

＜中性子吸収材の濃度低下＞ 

 燃料の燃焼度及び初期濃縮度に応じて，溶解槽に中性子吸収材を供給する必要がある。溶解槽に

て中性子吸収材の濃度低下が発生し，その溶液が本機器に移送されたことを想定する。 

燃料の燃焼度及び初期濃縮度に応じて中性子吸収材の供給が必要となる領域について，溶解槽と

第１よう素追出し槽などの比較について，共通資料⑦に示す。溶解槽に中性子吸収材を供給する範

囲が上流にある溶解槽と第１よう素追出し槽などを比較すると，溶解槽のほうが広いため，中性子

吸収材を供給しなかった場合には，本機器よりも溶解槽が先に臨界事故が発生する。したがって，

本機器では臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ gU/L， ｇPu/L

である。これは，400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下である

ので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウムの未

臨界濃度の評価を共通資料①に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。

については商業機密の観点から公開できません。 658



添付資料 2-5-4 

中間ポットの評価結果 

１．特定結果 

内的①：濃度管理及び中性子吸収材管理としており，内包する溶液の濃度が核的制限値を超えて上

昇したことを想定する。その場合でも，機器の形状が細い円筒形であり，濃度によらず臨

界事故は発生しない。 

また，中性子吸収材の濃度低下を想定した場合は，上流機器であり，中性子吸収材を使

用する必要がある領域が広い機器である溶解槽において臨界事故が発生することが想定さ

れ，本機器では臨界事故は発生しない。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

＜過濃縮＞ 

中間ポットでは，中間ポット自体に加熱する要因はなく，上流の機器である第２よう素追出し槽

で過濃縮された溶液が流入する可能性がある。中間ポットに過濃縮された溶液が流入した場合の臨

界解析の結果を共通資料⑥に示す。平常運転時の濃度が gU/L， ｇPu/L に対して過濃縮され

ても未臨界が維持されており，臨界事故は発生しない。 

＜中性子吸収材の濃度低下＞ 

燃料の燃焼度及び初期濃縮度に応じて，溶解槽に中性子吸収材を供給する必要がある。溶解槽に

て中性子吸収材の濃度低下が発生し，その溶液が本機器に移送されたことを想定する。 

燃料の燃焼度及び初期濃縮度に応じて中性子吸収材の供給が必要となる領域について，溶解槽と

第１よう素追出し槽などの比較について，共通資料⑦に示す。溶解槽に中性子吸収材を供給する範

囲が上流にある溶解槽と第１よう素追出し槽などを比較すると，溶解槽のほうが広いため，中性子

吸収材を供給しなかった場合には，本機器よりも溶解槽が先に臨界事故が発生する。したがって，

本機器では臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ gU/L， ｇPu/L

である。これは，400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下である

ので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウムの未

臨界濃度の評価を共通資料①に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。

については商業機密の観点から公開できません。 659



添付資料 2-5-5 

エンドピース酸洗浄槽の評価結果

１．特定結果 

内的①：濃度管理及び質量管理をしている機器である。質量管理に関する異常として，せん断処理

設備に係る動的機器の多重故障による過剰な核燃料物質の移行による臨界事故の発生を仮

定する。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界限度を超えないため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

起因としてせん断機のせん断刃位置制御が機能喪失し，臨界防止機能の喪失としてエンドピース

せん断位置異常警報及びせん断停止回路及びエンドピース酸洗浄槽洗浄液密度高警報の機能喪失

を想定する。エンドピース酸洗浄槽へ燃料せん断片が供給され，燃料集合体のせん断開始から約 3

分後にエンドピース酸洗浄槽中の核燃料物質の質量が，未臨界を確認した条件（36kg(U+Pu)）を超

過し，臨界に至る。 

 濃度管理の異常については，臨界が発生するプロセスとして①せん断機の異常による燃料せん断

片のエンドピースへの供給②せん断片中の燃料の溶解③核燃料物質濃度が上昇し，臨界事故に至る

と想定される。①の段階で，濃度管理の異常よりも先に質量管理の量を超過することにより臨界事

故が発生するので，濃度管理の異常については質量管理の異常に含まれるので想定しない。 

なお，36ｋｇ（U+Pu）が入ったとしても，36ｋｇ（U+Pu）×1000（ｇ/ｋｇ）／ ｍ３×１０

００（L/ｍ３）＝ （ｇ（U+Pu）／L）となり，濃度的な寄与は少ない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ gU/L 未満 ｇPu/L

未満である。これは，400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下で

あるので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウム

の未臨界濃度の評価を共通資料①に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-6-1 

中継槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：濃度管理及び中性子吸収材管理としており，本機器には加熱する要素がないことから，濃

度上昇については発生しない。 

また，中性子吸収材の濃度低下を想定した場合は，上流機器であり，中性子吸収材を使

用する必要がある領域が広い機器である溶解槽において臨界事故が発生することが想定さ

れ，本機器では臨界事故は発生しない。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

＜過濃縮＞ 

本機器における核燃料物質濃度の上昇要因(加熱する要素がないこと）はないことから，臨界事故

は発生しない。 

＜中性子吸収材の濃度低下＞ 

燃料の燃焼度及び初期濃縮度に応じて，溶解槽に中性子吸収材を供給する必要がある。溶解槽に

て中性子吸収材の濃度低下が発生し，その溶液が本機器に移送されたことを想定する。 

燃料の燃焼度及び初期濃縮度に応じて中性子吸収材の供給が必要となる領域について，溶解槽と

第１よう素追出し槽などの比較結果を，共通資料⑦に示す。溶解槽に中性子吸収材を供給する範囲

が上流にある溶解槽と第１よう素追出し槽などを比較すると，溶解槽のほうが広いため，中性子吸

収材を供給しなかった場合には，本機器よりも溶解槽が先に臨界事故が発生する。したがって，本

機器では臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ gU/L， ｇPu/L

である。これは，400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下である

ので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウムの未

臨界濃度の評価を共通資料①に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-6-2 

清澄機の評価結果 

１．特定結果 

内的①：濃度管理及び中性子吸収材管理としており，本機器には加熱する要素がないことから，濃

度上昇については発生しない。 

また，中性子吸収材の濃度低下を想定した場合は，上流機器であり，中性子吸収材を使

用する必要がある領域が広い機器である溶解槽において臨界事故が発生することが想定さ

れ，本機器では臨界事故は発生しない。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

＜過濃縮＞ 

本機器における核燃料物質濃度の上昇要因(加熱する要素がないこと）はないことから，臨界事故

は発生しない。 

＜中性子吸収材の濃度低下＞ 

燃料の燃焼度及び初期濃縮度に応じて，溶解槽に中性子吸収材を供給する必要がある。溶解槽に

て中性子吸収材の濃度低下が発生し，その溶液が本機器に移送されたことを想定する。 

燃料の燃焼度及び初期濃縮度に応じて中性子吸収材の供給が必要となる領域について，溶解槽と

第１よう素追出し槽などの比較結果を，共通資料⑦に示す。溶解槽に中性子吸収材を供給する範囲

が上流にある溶解槽と第１よう素追出し槽などを比較すると，溶解槽のほうが広いため，中性子吸

収材を供給しなかった場合には，本機器よりも溶解槽が先に臨界事故が発生する。したがって，本

機器では臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ gU/L， ｇPu/L

である。これは，400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下である

ので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウムの未

臨界濃度の評価を共通資料①に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-6-3 

リサイクル槽の評価結果

１．特定結果 

内的①：濃度管理及び中性子吸収材管理としており，本機器には加熱する要素がないことから，濃

度上昇については発生しない。 

また，中性子吸収材の濃度低下を想定した場合は，上流機器であり，中性子吸収材を使

用する必要がある領域が広い機器である溶解槽において臨界事故が発生することが想定さ

れ，本機器では臨界事故は発生しない。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

＜過濃縮＞ 

本機器における核燃料物質濃度の上昇要因(加熱する要素がないこと）はないことから，臨界事故

は発生しない。 

＜中性子吸収材の濃度低下＞ 

燃料の燃焼度及び初期濃縮度に応じて，溶解槽に中性子吸収材を供給する必要がある。溶解槽に

て中性子吸収材の濃度低下が発生し，その溶液が本機器に移送されたことを想定する。 

燃料の燃焼度及び初期濃縮度に応じて中性子吸収材の供給が必要となる領域について，溶解槽と

第１よう素追出し槽などの比較結果を，共通資料⑦に示す。溶解槽に中性子吸収材を供給する範囲

が上流にある溶解槽と第１よう素追出し槽などを比較すると，溶解槽のほうが広いため，中性子吸

収材を供給しなかった場合には，本機器よりも溶解槽が先に臨界事故が発生する。したがって，本

機器では臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ gU/L， ｇPu/L で

ある。これは，400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下であるの

で機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウムの未臨

界濃度の評価を共通資料①に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。 663



添付資料 2-6-4 

計量前中間貯槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：濃度管理及び中性子吸収材管理としており，本機器には加熱する要素がないことから，濃

度上昇については発生しない。 

また，中性子吸収材の濃度低下を想定した場合は，上流機器であり，中性子吸収材を使

用する必要がある領域が広い機器である溶解槽において臨界事故が発生することが想定さ

れ，本機器では臨界事故は発生しない。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

＜過濃縮＞ 

本機器における核燃料物質濃度の上昇要因(加熱する要素がないこと）はないことから，臨界事故

は発生しない。 

＜中性子吸収材の濃度低下＞ 

燃料の燃焼度及び初期濃縮度に応じて，溶解槽に中性子吸収材を供給する必要がある。溶解槽に

て中性子吸収材の濃度低下が発生し，その溶液が本機器に移送されたことを想定する。 

燃料の燃焼度及び初期濃縮度に応じて中性子吸収材の供給が必要となる領域について，溶解槽と

第１よう素追出し槽などの比較結果を，共通資料⑦に示す。溶解槽に中性子吸収材を供給する範囲

が上流にある溶解槽と第１よう素追出し槽などを比較すると，溶解槽のほうが広いため，中性子吸

収材を供給しなかった場合には，本機器よりも溶解槽が先に臨界事故が発生する。したがって，本

機器では臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ gU/L， ｇPu/L

である。これは，400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下である

ので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウムの未

臨界濃度の評価を共通資料①に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。 664



添付資料 2-6-5 

計量・調整槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：濃度管理及び中性子吸収材管理としており，本機器には加熱する要素がないことから，濃

度上昇については発生しない。 

また，中性子吸収材の濃度低下を想定した場合は，中性子吸収材を使用する必要がある

領域が広い上流機器の溶解槽において臨界事故が発生することが想定され，本機器では臨

界事故は発生しない。 

さらに，本機器以降の同位体組成の異常による臨界事故の発生は，独立した信頼性の高

い運転管理及び関連する操作において複数の要員が多数回の設備の状態の確認を行うこと

で異常を検知できることから想定しない。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

＜濃度管理における異常＞ 

本機器における核燃料物質濃度の上昇要因(加熱する要素がないこと）はないことから，臨界事故

は発生しない。 

＜中性子吸収材管理における異常＞ 

燃料の燃焼度及び初期濃縮度に応じて，溶解槽に中性子吸収材を供給する必要がある。溶解槽に

て中性子吸収材の濃度低下が発生し，その溶液が本機器に移送されたことを想定する。 

燃料の燃焼度及び初期濃縮度に応じて中性子吸収材の供給が必要となる領域について，溶解槽と

第１よう素追出し槽などの比較結果を，共通資料⑦に示す。溶解槽に中性子吸収材を供給する範囲

が上流にある溶解槽と第１よう素追出し槽などを比較すると，溶解槽のほうが広いため，中性子吸

収材を供給しなかった場合には，本機器よりも溶解槽が先に臨界事故が発生する。したがって，本

機器では臨界事故は発生しない。 

＜同位体組成の異常＞ 

 本機器以降の同位体組成の異常による臨界事故の発生は，以下の①～⑥対応を実施することによ

り独立した信頼性の高い運転管理及び関連する操作において複数の要員が多数回の設備の状態の

確認を行うことで異常を検知できることから想定しない。 

① キャンペーン計画の策定におけるウラン濃縮度，プルトニウム同位体組成の確認：５人

②せん断・溶解計画の策定におけるウラン濃縮度，プルトニウム同位体組成の確認：３人

③運転員及び自動読取装置による使用済燃料せん断時の燃料集合体番号の確認：５回

④計算機による処理計画と燃料番号の照合：２回

⑤逐次並行分析による濃縮度及び同位体組成の確認：２回
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⑥溶液中の濃縮度及び同位体組成の分析結果の確認：３人

 上記①～④のせん断・溶解計画の策定及び使用済燃料のせん断処理において溶解液中の濃縮度，

プルトニウム同位体組成が制限を満足するように使用済燃料のせん断・溶解を行うことで，分析に

おける確認不足を想定しても臨界には至らない。 

上記①，②の計画策定，③の確認，⑤，⑥の分析結果の確認は，それぞれ異なる要員が行う。 

なお，これまでの受け入れ実績より残留濃縮度，プルトニウム同位体組成の各制限を満足しない

燃料集合体は数体であり，せん断処理計画等の誤りを想定しても，計量・調整槽における混合（PWR

で 10 体程度）を考慮すれば，計量・調整槽で制限を逸脱する溶液ができる可能性はない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ gU/L， ｇPu/L

である。これは，400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下である

ので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウムの未

臨界濃度の評価を共通資料①に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-6-6 

計量補助槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：濃度管理及び中性子吸収材管理としており，本機器には加熱する要素がないことから，濃

度上昇については発生しない。 

また，中性子吸収材の濃度低下を想定した場合は，中性子吸収材を使用する必要がある

領域が広い上流機器の溶解槽において臨界事故が発生することが想定され，本機器では臨

界事故は発生しない。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

＜濃度管理における異常＞ 

本機器における核燃料物質濃度の上昇要因(加熱する要素がないこと）はないことから，臨界事故

は発生しない。 

＜中性子吸収材管理における異常＞ 

燃料の燃焼度及び初期濃縮度に応じて，溶解槽に中性子吸収材を供給する必要がある。溶解槽に

て中性子吸収材の濃度低下が発生し，その溶液が本機器に移送されたことを想定する。 

燃料の燃焼度及び初期濃縮度に応じて中性子吸収材の供給が必要となる領域について，溶解槽と

第１よう素追出し槽などの比較結果を，共通資料⑦に示す。溶解槽に中性子吸収材を供給する範囲

が上流にある溶解槽と第１よう素追出し槽などを比較すると，溶解槽のほうが広いため，中性子吸

収材を供給しなかった場合には，本機器よりも溶解槽が先に臨界事故が発生する。したがって，本

機器では臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ gU/L， ｇPu/L

である。これは，400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下である

ので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウムの未

臨界濃度の評価を共通資料①に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。 667



添付資料 2-6-7 

計量後中間貯槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：濃度管理及び同位体組成管理としており，本機器には加熱する要素がないことから，濃度

上昇については発生しない。 

また，同位体組成管理に関する異常の想定をしても発生しない。「計量・調整槽」にて想

定理由を記載している。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

＜濃度管理における異常＞ 

本機器における核燃料物質濃度の上昇要因(加熱する要素がないこと）はないことから，臨界事故

は発生しない。 

＜同位体組成の異常＞ 

本機器以降の同位体組成の異常による臨界事故の発生は，独立した信頼性の高い運転管理及び関

連する操作において複数の要員が多数回の設備の状態の確認を行うことで異常を検知できること

から想定しない。 

同位体組成の異常による臨界事故の発生を想定しない詳細説明は，「計量・調整槽」に記載して

いるので，そちらを参照のこと。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ gU/L， ｇPu/L

である。これは，400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下である

ので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウムの未

臨界濃度の評価を共通資料①に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。 668



添付資料 2-7-1 

溶解液中間貯槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：濃度管理としており，本機器には加熱する要素がないことから，濃度上昇については発生

しない。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

計量・調整槽以降の機器において核燃料物質の濃度上昇(加熱する要素がないこと）の要因はない

ことから，臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ gU/L， ｇPu/L

である。これは，400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下である

ので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウムの未

臨界濃度の評価を共通資料①に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。 669



添付資料 2-7-2 

溶解液供給槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：濃度管理としており，本機器には加熱する要素がないことから，濃度上昇については発生

しない。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

計量・調整槽以降の機器において核燃料物質の濃度上昇の要因(加熱する要素がないこと）はない

ことから，臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ gU/L， ｇPu/L

である。これは，400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下である

ので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウムの未

臨界濃度の評価を共通資料①に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-7-3 

補助抽出器の評価結果 

１．特定結果 

内的①：形状寸法管理，濃度管理及び中性子吸収材管理としており，プロセスの異常により，核燃

料物質濃度の上昇を想定する。その場合でも，核燃料物質濃度は無限体系の未臨界濃度を

超えることはないことから，臨界事故は発生しない。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

上流側である第２洗浄塔における下記のプロセス異常を想定した場合，補助抽出器中のプルトニ

ウム濃度が未臨界濃度を超えることはないため，臨界事故は発生しない。

（想定したプロセス異常） 

①第２洗浄塔の洗浄用液の酸濃度低下

解析結果は，共通資料⑰に示す。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ水相で gU/L，

ｇPu/L，有機相で gU/L， ｇPu/L である。これは，400ｇU/L の無限体系におけるプルトニ

ウム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下であるので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400ｇU/L

の無限体系におけるプルトニウムの未臨界濃度の評価を共通資料①に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。 671



添付資料 2-7-4 

ＴＢＰ洗浄器の評価結果 

１．特定結果 

内的①：形状寸法管理，濃度管理及び中性子吸収材管理としており，プロセスの異常により，核燃

料物質濃度の上昇を想定する。その場合でも，核燃料物質濃度は無限体系の未臨界濃度を

超えることはないことから，臨界事故は発生しない。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

上流側である第２洗浄塔における下記のプロセス異常を想定した場合，補助抽出器中のプルトニ

ウム濃度が未臨界濃度を超えることはなく，下流の TBP 洗浄器におけるプルトニウム濃度が未臨

界濃度を超えることはないため臨界事故は発生しない。 

（想定したプロセス異常） 

①第２洗浄塔の洗浄用液の酸濃度低下

解析結果は，共通資料⑰に示す。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ水相で gU/L 未満，

ｇPu/L 未満，有機相で gU/L 未満， ｇPu/L 未満である。これは，400ｇU/L

の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下であるので機器から漏えいしても

未臨界を維持できる。400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウムの未臨界濃度の評価を共通資料

①に示す。

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-7-5 

補助抽出廃液受槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：濃度管理としており，プロセスの異常により，核燃料物質濃度の上昇を想定する。その場

合でも，核燃料物質濃度は無限体系の未臨界濃度を超えることはないことから，臨界事故

は発生しない。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

上流側である第２洗浄塔における下記のプロセス異常を想定した場合，補助抽出器中のプルトニ

ウム濃度が未臨界濃度を超えることはなく，下流の補助抽出廃液受槽におけるプルトニウム濃度が

未臨界濃度を超えることはないため臨界事故は発生しない。 

（想定したプロセス異常） 

①第２洗浄塔の洗浄用液の酸濃度低下

解析結果は，共通資料⑰に示す。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ gU/L 未満，

ｇPu/L 未満である。これは，400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）

以下であるので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400ｇU/L の無限体系におけるプルト

ニウムの未臨界濃度の評価を共通資料①に示す。

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-7-6 

抽出廃液受槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：濃度管理としており，プロセスの異常により，核燃料物質濃度の上昇を想定する。その場

合でも，核燃料物質濃度は無限体系の未臨界濃度を超えることはないことから，臨界事故

は発生しない。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

 上流側である抽出塔，第１洗浄塔，第２洗浄塔における下記のプロセス異常を想定した場合，抽

出廃液中のプルトニウム濃度が未臨界濃度を超えることはないため，臨界事故は発生しない。 

（想定したプロセス異常） 

①抽出塔の有機溶媒流量低下

②抽出塔の溶解液の流量増加

③第１洗浄塔の洗浄用液の酸濃度低下

④第２洗浄塔の洗浄用液の酸濃度低下

解析結果は，共通資料⑰に示す。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ gU/L 未満，

ｇPu/L 未満である。これは，400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）

以下であるので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400ｇU/L の無限体系におけるプルト

ニウムの未臨界濃度の評価を共通資料①に示す。

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。 674



添付資料 2-7-7 

抽出廃液中間貯槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：濃度管理としており，プロセスの異常により，核燃料物質濃度の上昇を想定する。その場

合でも，核燃料物質濃度は無限体系の未臨界濃度を超えることはないことから，臨界事故

は発生しない。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

上流側である抽出塔，第１洗浄塔，第２洗浄塔における下記のプロセス異常を想定した場合，抽

出廃液中のプルトニウム濃度が未臨界濃度を超えることはないため，臨界事故は発生しない。 

（想定したプロセス異常） 

①抽出塔の有機溶媒流量低下

②抽出塔の溶解液の流量増加

③第１洗浄塔の洗浄用液の酸濃度低下

④第２洗浄塔の洗浄用液の酸濃度低下

解析結果は，共通資料⑰に示す。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ gU/L 未満，

ｇPu/L 未満である。これは，400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）

以下であるので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400ｇU/L の無限体系におけるプルト

ニウムの未臨界濃度の評価を共通資料①に示す。

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。 675



添付資料 2-7-8 

抽出塔の評価結果 

１．特定結果 

それぞれ以下を示す。 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

全濃度安全形状寸法管理機器であるため，臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ水相で gU/L，

ｇPu/L，有機相で gU/L， ｇPu/L である。これは，400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウ

ム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下であるので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400ｇU/L

の無限体系におけるプルトニウムの未臨界濃度の評価を共通資料①に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-7-9 

第１洗浄塔の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

全濃度安全形状寸法管理機器であるため，臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ水相で gU/L，

ｇPu/L，有機相で gU/L， ｇPu/L である。これは，400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウ

ム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下であるので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400ｇU/L

の無限体系におけるプルトニウムの未臨界濃度の評価を共通資料①に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-7-10 

第２洗浄塔の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

全濃度安全形状寸法管理機器であるため，臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ水相で gU/L，

ｇPu/L，有機相で gU/L， ｇPu/L である。これは，400ｇU/L の無限体系におけるプルトニ

ウム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下であるので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400ｇU/L

の無限体系におけるプルトニウムの未臨界濃度の評価を共通資料①に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-7-11 

ＴＢＰ洗浄塔の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

全濃度安全形状寸法管理機器であるため，臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ水相で gU/L 未満，

ｇPu/L 未満，有機相で gU/L 未満， ｇPu/L 未満である。これは，400ｇU/L の

無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下であるので機器から漏えいしても未

臨界を維持できる。400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウムの未臨界濃度の評価を共通資料①

に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-8-1 

プルトニウム分配塔の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

全濃度安全形状寸法管理機器であるため，臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

当該機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ水相で gU/L

ｇPu/L，有機相で gU/L， ｇPu/L である。これは，120ｇU/L の無限体系におけるプルトニ

ウム未臨界濃度（7.5ｇPu/L）以下であるので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。120ｇU/L

の無限体系におけるプルトニウムの未臨界濃度の評価を共通資料②に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-8-2 

ウラン洗浄塔の評価結果

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

全濃度安全形状寸法管理機器であるため，臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ水相で gU/L，

ｇPu/L，有機相で gU/L， ｇPu/L である。これは，120ｇU/L の無限体系におけるプルトニ

ウム未臨界濃度（7.5ｇPu/L）以下であるので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。120ｇU/L

の無限体系におけるプルトニウムの未臨界濃度の評価を共通資料②に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。 681



添付資料 2-8-3 

プルトニウム溶液ＴＢＰ洗浄器の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

全濃度安全形状寸法管理機器であるため，臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ水相で gU/L 未満，

ｇPu/L，有機相で gU/L 未満， ｇPu/L である。これは，120ｇU/L の無限体系におけ

るプルトニウム未臨界濃度（7.5ｇPu/L）以下であるので機器から漏えいしても未臨界を維持でき

る。120ｇU/L の無限体系におけるプルトニウムの未臨界濃度の評価を共通資料②に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-8-4 

プルトニウム溶液中間貯槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

全濃度安全形状寸法管理機器であるため，臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

当該機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ gU/L 未満，

ｇPu/L である。これは，120ｇU/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（7.5ｇPu/L）以

下であるので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。120ｇU/L の無限体系におけるプルトニ

ウムの未臨界濃度の評価を共通資料②に示す。

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。 683



添付資料 2-8-5 

プルトニウム溶液受槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

全濃度安全形状寸法管理機器であるため，臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ gU/L 未満 ｇPu/L

である。これは，120ｇU/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（7.5ｇPu/L）以下である

ので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。120ｇU/L の無限体系におけるプルトニウムの未

臨界濃度の評価を共通資料②に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。 684



添付資料 2-8-6 

プルトニウム洗浄器の評価結果 

１．特定結果 

内的①：濃度管理の機器であり，プロセスの異常により，核燃料物質濃度の上昇を想定する。プロ

セスの異常としてプルトニウム分配塔での逆抽出性能に影響を及ぼす試薬の流量等の変動

によりプルトニウム洗浄器内のプルトニウム濃度が上昇し，核的制限値である 7.5gPu/L を

超過するが，臨界事故は発生しない。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

濃度管理の機器であり，プロセスの異常により，核燃料物質濃度の上昇を想定する。プロセスの

異常としてプルトニウム分配塔での逆抽出性能に影響を及ぼす試薬の流量等の変動によりプルト

ニウム洗浄器内のプルトニウム濃度が上昇し，核的制限値である 7.5gPu/L を超過する。核的制限

値を超過したときにおける臨界安全解析結果を資料１に示す。資料１より，実効増倍率が 0.95 を超

過しないことから，臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ水相で gU/L，

ｇPu/L，有機相で gU/L， ｇPu/L である。これは，120ｇU/L の無限体系におけるプルトニ

ウム未臨界濃度（7.5ｇPu/L）以下であるので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。120ｇU/L

の無限体系におけるプルトニウムの未臨界濃度の評価を共通資料②に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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資料１ 

プルトニウム分配塔のプロセス異常におけるプルトニウム洗浄器への影響と未臨界評価について 

重大事故（臨界）における想定条件を考慮して，異常を想定した。 

プルトニウム洗浄器におけるプルトニウム濃度の上昇の要因となる以下の９個のパラメータ変

動について，変動を考慮した場合のプルトニウム洗浄器内のプルトニウム濃度を評価した。 

●異常を想定するパラメータ

(a)プルトニウム分配塔での還元剤流量低下

(b)プルトニウム分配塔での還元剤濃度低下

(c)プルトニウム分配塔でのヒドラジン流量低下

(d)プルトニウム分配塔でのヒドラジン濃度低下

(e)プルトニウム分配塔での逆抽出用液の流量低下

(f)プルトニウム分配塔でのパルセーションガス供給低下

(g)プルトニウム洗浄器での還元剤流量低下

(h)プルトニウム洗浄器での還元剤濃度低下

(i)プルトニウム洗浄器(プルトニウム分配塔)での逆抽出用液の酸濃度上昇

上記のうち典型的なケース(a)，(b)，(g)について評価結果を表１に示す。 

起因事象 解析条件 想定する多重故障 解析結果 

(a)プルトニウム分

配塔での還元剤流

量低下による分配

不良

ウラナス流量を 0L/h ・プルトニウム洗浄器

中性子検出器の計数率

高インターロック（安

重）の 2 系統同時故障

を想定

（プルトニウム洗浄器

のプルトニウム濃度が

上昇）

プルトニウム洗浄器の第１段水相プルトニウム濃

度は，約 7 時間後に最大約 gPu/L となり，未臨

界濃度（7.5gPu/L）を超える。 

(b)プルトニウム分

配塔での還元剤濃

度低下による分配

不良

プルトニウム分配塔及

びプルトニウム洗浄器

で の ウ ラ ナ ス 濃 度 を

0g/L 

プルトニウム洗浄器の第１段水相プルトニウム濃

度は，最大約 gPu/L であり，未臨界濃度

（7.5gPu/L）を超えない。 

(g)プルトニウム洗

浄器での還元剤流

量低下によるプル

トニウム濃度上昇

ウラナス流量を 0L/h プルトニウム洗浄器のプルトニウム濃度は，微少

量であり，未臨界濃度（7.5gPu/L）を超えない。 

表１：典型的なケースの場合の解析結果 

上記のうち，プルトニウム洗浄器でのプルトニウム濃度が未臨界濃度を超えるのは「(a)プルトニ

ウム分配塔での還元剤流量低下による分配不良」である。未臨界濃度を超えることは，臨界事故発

生の可能性は高くなるが，機器の構造も臨界事故発生に影響することから，実際の機器の状態を考

慮し，臨界事故の解析を行い臨界事故の発生の有無を判断する。「(a)プルトニウム分配塔での還元

剤流量低下による分配不良」時における解析結果とプルトニウム洗浄器内でプルトニウム濃度が最

大時のプルトニウム洗浄器内の各ステージにおけるプルトニウム濃度の解析結果を表２に示す。 

については商業機密の観点から公開できません。 686



図１：プルトニウム分配塔における還元剤流量低下におけるプルトニウム濃度の時間的経過 

1 段目 2 段目 3 段目 4 段目 5 段目 6 段目 

水相中の Pu 濃度 

[gPu/L] 

有機相中の Pu 濃度 

[gPu/L] 

表２：「(a)プルトニウム分配塔での還元剤流量低下による分配不良」時におけるプルトニウム洗浄

器内でプルトニウム濃度が最大時のプルトニウム洗浄器内の各ステージにおけるプルトニウム濃

度の解析結果 

については商業機密の観点から公開できません。 687



●「(a)プルトニウム分配塔での還元剤流量低下による分配不良」時におけるプルトニウム濃度が最

大時のプルトニウム洗浄器の臨界安全解析 

表２において，プルトニウム洗浄器１段目におけるプルトニウム濃度（ ｇPu/L）が未臨界濃

度（6.3ｇPu/L at 400gU/L）を超過している。しかし，実際の機器の状態を考慮することで未臨

界を維持できることを解析にて確認する。 

臨界解析に当たっては，計算プログラムとして SCALE を使用した。 

臨界解析モデルを図２に示す。 

図２：プルトニウム洗浄器における臨界計算モデル 

については商業機密の観点から公開できません。 688



計算モデル以外の解析条件を以下に示す。 

(1)ウラン及びプルトニウムの同位体組成は以下のとおりとする。
235U  : 1.6wt%

  238U  : 98.4wt% 

  239Pu : 71wt% 

  240Pu : 17wt% 

  241Pu : 12wt% 

(2) 核燃料物質の物理的形態は，均質・均一の硝酸ウラニル及び硝酸プルトニウム混合水溶液とし，

その化学形態は UO2(NO3)2 ＋ Pu（NO3）3 ＋ H2O とする。

(3)全てのステージの有機相中のウラン濃度は，安全余裕を考慮し 120ｇ・U/L とする。

(4)遊離硝酸，核分裂生成物及びアクチニド（ウラン及びプルトニウムは除く）は考慮しない。

(5)プルトニウム洗浄器の格ステージにおける Pu 濃度は，表２とする。

●臨界解析の結果

図２と表２の条件として，臨界解析を行った結果，表３となった。実効増倍率が 0.95 を超過しな

いことから，「(a)プルトニウム分配塔での還元剤流量低下による分配不良」時におけるプルトニウ

ム洗浄器内では，臨界事故は発生しない。

実効増倍率 Keff σ 

  

 表３：「(a)プルトニウム分配塔での還元剤流量低下による分配不良」時におけるプルトニウム洗浄

器の臨界安全解析結果 

以上 

については商業機密の観点から公開できません。 689



添付資料 2-9-1 

第２一時貯留処理槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

全濃度安全形状寸法管理機器であるため，臨界事故は発生しない 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれで gU/L ｇPu/L

である。これは，120ｇU/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（7.5ｇPu/L）以下である

ので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。120ｇU/L の無限体系におけるプルトニウムの未

臨界濃度の評価を共通資料②に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。

については商業機密の観点から公開できません。 690



添付資料 2-9-2 

第７一時貯留処理槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

全濃度安全形状寸法管理機器であるため，臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ gU/L， ｇPu/L

である。これは，400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下である

ので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウムの未

臨界濃度の評価を共通資料①に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。 691



添付資料 2-9-3 

第１一時貯留処理槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

全濃度安全形状寸法管理機器であるため，臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ水相で gU/L，

ｇPu/L，有機相で gU/L， ｇPu/L である。これは，400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウ

ム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下であるので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400ｇU/L

の無限体系におけるプルトニウムの未臨界濃度の評価を共通資料①に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
692



添付資料 2-9-4 

第５一時貯留処理槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によらず未臨

界を維持できる。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ水相で gU/L，

ｇPu/L である。これは，400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以

下であるので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400ｇU/L の無限体系におけるプルトニ

ウムの未臨界濃度の評価を共通資料①に示す。

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-9-5 

第８一時貯留処理槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

全濃度安全形状寸法管理機器であるため，臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ水相で gU/L，

ｇPu/L，有機相で gU/L， ｇPu/L である。これは，120ｇU/L の無限体系におけるプルトニ

ウム未臨界濃度（7.5ｇPu/L）以下であるので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。120ｇU/L

の無限体系におけるプルトニウムの未臨界濃度の評価を共通資料②に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。 694



添付資料 2-9-6 

第３一時貯留処理槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：濃度管理としており，本機器が受け入れる溶液は異常を想定しても，未臨界濃度を超える

ことはないので臨界事故は発生しない。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界である濃度以下なので，漏え

いしても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

分離設備の抽出廃液受槽の機器内溶液を受け入れるが分離設備でプロセス異常が生じても抽出

廃液は未臨界濃度（6.3ｇPu/L）を超過することはないので，臨界事故は発生しない。 

２．１．２ 内的①の特定の解説の根拠 

本機器は，分離設備の抽出廃液受槽の機器内溶液を受け入れるが，分離設備でのプロセス異常を

想定しても，抽出廃液受槽で流入する抽出廃液が未臨界濃度（6.3ｇPu/L）を超過しない。分離設

備でのプロセス異常の解析結果は，共通資料⑰に示す。したがって，本機器では臨界事故は発生し

ない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ gU/L， ｇPu/L

である。これは，400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下である

ので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウムの未

臨界濃度の評価を共通資料①に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。 695



添付資料 2-9-7 

第４一時貯留処理槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：濃度管理としており，本機器が受け入れる溶液は異常を想定しても，未臨界濃度を超える

ことはないので臨界事故は発生しない。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，分離設備の抽出廃液中間貯槽の機器内溶液を受け入れるが，分離設備でのプロセス異

常を想定しても，抽出廃液中間貯槽に流入する抽出廃液が未臨界濃度（6.3ｇPu/L）を超過しない。

分離設備でのプロセス異常の解析結果を，共通資料⑰に示す。したがって，本機器では臨界事故は

発生しない。未臨界濃度については，共通資料①に示す。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ gU/L， ｇ

Pu/L である。これは，400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下

であるので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウ

ムの未臨界濃度の評価を共通資料①に示す。

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-9-8 

第６一時貯留処理槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：濃度管理としており，未臨界濃度を超えることはないので臨界事故は発生しない。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

抽出塔や TBP 洗浄塔の溶液を受けいれる設備である。抽出塔や TBP 洗浄塔で，異常が発生した

場合は，第 6 一時貯留処理槽に送液することはなく，処理運転をした後に送液することになる。し

たがって，臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ水相で gU/L 未満，

ｇPu/L，有機相で gU/L， ｇPu/L である。これは，400ｇU/L の無限体系におけるプ

ルトニウム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下であるので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。

400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウムの未臨界濃度の評価を共通資料①に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-9-9 

第９一時貯留処理槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：濃度管理としており，受け入れる溶液が未臨界濃度を超えることはないので臨界事故は発

生しない。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

 本機器の上流側の機器は，第５一時貯留処理槽（平常運転時のプルトニウム濃度： gPu/L），

第１０一時貯留処理槽（平常運転時のプルトニウム濃度： gPu/L），第６一時貯留処理槽

（平常運転時のプルトニウム濃度： gPu/L）であり，いずれも未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下

である。未臨界濃度については，共通資料①に示す。 

２．２ 内的②について 

当該機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ gU/L ｇPu/L

である。これは，400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下である

ので機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウムの未

臨界濃度の評価を共通資料①に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-9-10 

第 10 一時貯留処理槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：濃度管理としており，受け入れる溶液が未臨界濃度を超えることはないので臨界事故は発

生しない。 

内的②：平常運転時の核燃料物質濃度が，無限体系においても未臨界濃度以下であるため，漏えい

しても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器の上流側の機器は，ウラン逆抽出器（平常運転時のプルトニウム濃度： gPu/L 未満），

ウラン及びプルトニウムを含まない溶媒再生系の設備の機器からの溶液であり，いずれも未臨界濃

度（6.3ｇPu/L）以下である。未臨界濃度については共通資料①に示す 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ水相で gU/L 未満，

ｇPu/L 未満，有機相で gU/L， ｇPu/L である。これは，400ｇU/L の無限

体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3ｇPu/L）以下であるので機器から漏えいしても未臨界

を維持できる。400ｇU/L の無限体系におけるプルトニウムの未臨界濃度の評価を共通資料①に示

す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。

699



添付資料 2-10-1 

プルトニウム溶液供給槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，本機器から漏えいしても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理機器であるため，本機器における臨界事故の発生は想定しな

い。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるプルトニウム濃度は， ｇPu/L である。これは，硝酸プルトニウ

ム溶液の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（8.2ｇPu/L）以下であるので機器から，漏え

いしても未臨界を維持できる。硝酸プルトニウム溶液の無限体系におけるプルトニウムの未臨界濃

度の評価を共通資料③に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。

に ついては商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-10-2 

第１酸化塔の評価結果 

１．特定結果 

内的①：全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によらず未臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，本機器から漏えいしても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理機器であるため，本機器における臨界事故の発生は想定しな

い。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるプルトニウム濃度は， ｇPu/L である。これは，硝酸プルトニウ

ム溶液の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（8.2ｇPu/L）以下であるので機器から，漏え

いしても未臨界を維持できる。硝酸プルトニウム溶液の無限体系におけるプルトニウムの未臨界濃

度の評価を共通資料③に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-10-3 

第１脱ガス塔の評価結果 

１．特定結果 

内的①：全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によらず未臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，本機器から漏えいしても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理機器であるため，本機器における臨界事故の発生は想定しな

い。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるプルトニウム濃度は， ｇPu/L である。これは，硝酸プルトニウ

ム溶液の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（8.2ｇPu/L）以下であるので機器から，漏え

いしても未臨界を維持できる。硝酸プルトニウム溶液の無限体系におけるプルトニウムの未臨界濃

度の評価を共通資料③に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-10-4 

低濃度プルトニウム溶液受槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：濃度管理としており，本機器が受け入れる溶液は異常を想定しても，未臨界濃度を超える

ことはないので臨界事故は発生しない。 

内的②：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，本機器から漏えいしても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

脱硝装置からの凝縮液中のプルトニウム濃度が上昇する要因がなく，未臨界濃度を超える溶液が

発生しないことから，施錠管理における誤操作を想定しても臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ gU/L， ｇ

Pu/L である。これは，硝酸プルトニウム溶液の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（8.2ｇ

Pu/L）以下であるので機器から，漏えいしても未臨界を維持できる。硝酸プルトニウム溶液の無限

体系におけるプルトニウムの未臨界濃度の評価を共通資料③に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-10-5 

抽出塔の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：本機器からの漏えい液は，プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿に回収される。本機器の

容量は，プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さの容量よりも少ないため，

臨界事故は発生しない。 

外的 ：地震時においても，形状寸法管理及び中性子吸収材管理が損なわれないよう，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とするので，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理機器であるため，本機器における臨界事故の発生は想定しな

い。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時における Pu 濃度は， gPu/L（水相）， gPu/L（有機相）である。 

本機器からの漏えい液は，プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿に集液される。本機器の容量が

ｍ3 であり，プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さ（24ｇPu/L における

核的制限値 ｍｍ）での液量を超えないことから，漏えいしても臨界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

本機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから地震

に伴う機器の変形や漏えいによる臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-10-6 

核分裂生成物洗浄塔の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：本機器からの漏えい液は，プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿に回収される。本機器の

容量は，プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さの容量よりも少ないため，

臨界事故は発生しない。 

外的 ：地震時においても，形状寸法管理及び中性子吸収材管理が損なわれないよう，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とするので，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理機器であるため，本機器における臨界事故の発生は想定しな

い。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時における Pu 濃度は， gPu/L（水相）， gPu/L（有機相）である。 

本機器からの漏えい液は，プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿に集液される。本機器の容量が

ｍ3 であり，プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さ（24ｇPu/L における

核的制限値 ｍｍ）での液量を超えないことから，漏えいしても臨界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

本機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから地震

に伴う機器の変形や漏えいによる臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。 705



添付資料 2-10-7 

逆抽出塔の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：本機器からの漏えい液は，プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿に回収される。本機器の

容量は，プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さの容量よりも少ないため，

臨界事故は発生しない。 

外的 ：地震時においても，形状寸法管理及び中性子吸収材管理が損なわれないよう，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とするので，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理機器であるため，本機器における臨界事故の発生は想定しな

い。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時における Pu 濃度は， gPu/L（水相）， gPu/L（有機相）である。 

本機器からの漏えい液は，プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿に集液される。本機器の容量が

ｍ3 であり，プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さ（24ｇPu/L における

核的制限値 ｍｍ）での液量を超えないことから，漏えいしても臨界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

本機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから地震

に伴う機器の変形や漏えいによる臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。 706



添付資料 2-10-8 

ウラン洗浄塔の評価結果

１．特定結果 

内的①：全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によらず未臨界を維持できる。 

内的②：本機器からの漏えい液は，プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿に回収される。本機器の

容量は，プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さの容量よりも少ないた

め，臨界事故は発生しない。  

外的 ：地震時においても，形状寸法管理が損なわれないよう，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考

慮した際に機能維持できる設計とするので，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理機器であるため，本機器における臨界事故の発生は想定しな

い。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時における Pu 濃度は， gPu/L（水相）， gPu/L（有機相）である。 

本機器からの漏えい液は，プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿に集液される。本機器の容量が

ｍ3 であり，プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さ（24ｇPu/L における

核的制限値 ｍｍ）での液量を超えないことから，漏えいしても臨界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

本機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから地震

に伴う機器の変形や漏えいによる臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。 707



添付資料 2-10-9 

補助油水分離槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によらず未臨界を維持できる。 

内的②：本機器からの漏えい液は，放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿 1 に回収される。本機器

の容量は，放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿 1 の核的制限値の液高さの容量よりも少ない

ため，臨界事故は発生しない。 

外的 ：地震時においても，形状寸法管理が損なわれないよう，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考

慮した際に機能維持できる設計とするので，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理機器であるため，本機器における臨界事故の発生は想定しな

い。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時における Pu 濃度は， gPu/L である。 

本機器からの漏えい液は，放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿１に集液される。本機器の容量

が ｍ3 であり，放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿１の核的制限値の液高さ（24ｇPu/L にお

ける核的制限値 ｍｍ）での液量を超えないことから，漏えいしても臨界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

本機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから地震

に伴う機器の変形や漏えいによる臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。 708



添付資料 2-10-10 

ＴＢＰ洗浄器の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：本機器からの漏えい液は，重力流にて回収されるため臨界事故は発生しない。 

外的 ：地震時においても，形状寸法管理及び中性子吸収材管理が損なわれないよう，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とするので，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理機器であるため，当該機器における臨界事故の発生は想定し

ない。 

２．２ 内的②について 

本機器からの漏えい液は，プルトニウム洗浄器セル漏えい液受皿に集液され，第２一時貯留処理

槽に重力流にて回収される。第２一時貯留処理槽は全濃度安全形状寸法管理の機器なので臨界事故

は発生しない。 

２．３ 外的について 

本機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから地震

に伴う機器の変形や漏えいによる臨界事故は発生しない。 
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添付資料 2-10-11 

プルトニウム溶液受槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：本機器からの漏えい液は，プルトニウム濃縮缶供給槽セル漏えい液受皿に回収される。本

機器の容量は，プルトニウム濃縮缶供給槽セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さの容量

よりも少ないため，臨界事故は発生しない。 

外的 ：地震時においても，形状寸法管理及び中性子吸収材管理が損なわれないよう，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とするので，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理機器であるため，本機器における臨界事故の発生は想定しな

い。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時における Pu 濃度は， gPu/L である。 

本機器からの漏えい液は，プルトニウム濃縮缶供給槽セル漏えい液受皿に集液される。本機器の

容量が ｍ3 であり，プルトニウム濃縮缶供給槽セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さ（24ｇ

Pu/L における核的制限値 ｍｍ）での液量を超えないことから，漏えいしても臨界事故は発生し

ない。 

２．３ 外的について 

本機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから地震

に伴う機器の変形や漏えいによる臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。 710



添付資料 2-10-12 

プルトニウム濃縮缶の評価結果 

１．特定結果 

内的①：全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によらず未臨界を維持できる。 

内的②：本機器からの漏えい液は，重力流にて回収されるため臨界事故は発生しない。 

外的 ：地震時においても，形状寸法管理が損なわれないよう，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考

慮した際に機能維持できる設計とするので，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理機器であるため，本機器における臨界事故の発生は想定しな

い。 

２．２ 内的②について 

本機器からの漏えい液は，プルトニウム濃縮缶セル漏えい液受皿に集液され，リサイクル槽に重

力流にて回収される。リサイクル槽は全濃度安全形状寸法管理の機器なので臨界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

本機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから地震

に伴う機器の変形や漏えいによる臨界事故は発生しない。 
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添付資料 2-10-13 

プルトニウム濃縮缶供給槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：本機器からの漏えい液は，プルトニウム濃縮缶供給槽セル漏えい液受皿に回収される。本

機器の容量は，プルトニウム濃縮缶供給槽セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さの容量よ

りも少ないため，臨界事故は発生しない。 

外的 ：地震時においても，形状寸法管理及び中性子吸収材管理が損なわれないよう，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とするので，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理機器であるため，本機器における臨界事故の発生は想定しな

い。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時における Pu 濃度は， gPu/L である。 

本機器からの漏えい液は，プルトニウム濃縮缶供給槽セル漏えい液受皿に集液される。本機器の

容量が ｍ3 であり，プルトニウム濃縮缶供給槽セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さ（24ｇ

Pu/L における核的制限値 ｍｍ）での液量を超えないことから，漏えいしても臨界事故は発生し

ない。 

２．３ 外的について 

本機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから地震

に伴う機器の変形や漏えいによる臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。 712



添付資料 2-10-14 

プルトニウム濃縮液受槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：本機器からの漏えい液は，プルトニウム濃縮液受槽セル漏えい液受皿に回収される。本機

器の容量は，プルトニウム濃縮液受槽セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さの容量よりも

少ないため，臨界事故は発生しない。 

外的 ：地震時においても，形状寸法管理及び中性子吸収材管理が損なわれないよう，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とするので，臨界事故は発生しない。  

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理機器であるため，本機器における臨界事故の発生は想定しな

い。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時における Pu 濃度は，250gPu/L である。 

本機器からの漏えい液は，プルトニウム濃縮液受槽セル漏えい液受皿に集液される。本機器の容

量が ｍ3 であり，プルトニウム濃縮液受槽セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さ（250ｇPu/L

における核的制限値 ｍｍ）での液量を超えないことから，漏えいしても臨界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

本機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから地震

に伴う機器の変形や漏えいによる臨界事故は発生しない。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-10-15 

ＴＢＰ洗浄塔の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によらず未

臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，本機器から漏えいしても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理機器であるため，本機器における臨界事故の発生は想定しな

い。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるプルトニウム濃度は，水相が ｇPu/L 未満，有機相が

ｇPu/L 未満である。これは，硝酸プルトニウム溶液の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度

（8.2ｇPu/L）以下であるので機器から，漏えいしても未臨界を維持できる。硝酸プルトニウム溶

液の無限体系におけるプルトニウムの未臨界濃度の評価を共通資料③に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-10-16 

プルトニウム洗浄器の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によらず未

臨界を維持できる。また，プルトニウム洗浄器の上流機器である逆抽出塔での異常を想定し

ても，プルトニウム洗浄器の下流機器であるウラン逆抽出器では臨界事故は発生しない。 

内的②：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，本機器から漏えいしても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理機器であるため，本機器における臨界事故の発生は想定しな

い。 

＜プロセス異常による下流機器ウラン逆抽出器への影響＞ 

 抽出工程の特徴から，系統の異常が下流工程に影響する。プルトニウム洗浄器の上流工程である

逆抽出塔での異常を想定しても，プルトニウム洗浄器の下流機器であるウラン逆抽出器においても

未臨界濃度（8.2gPu/L）を超えないことから，臨界事故は発生しない。重大事故（臨界）における

異常の想定において，関連性のない異常の同時発生は考慮しないことを条件に異常の内容と想定結

果を表１に示す。 

想定事象 想定内容 
左記想定事象の解析

条件 

解析結果 

最大プルトニ

ウム濃度

最大プルトニウム

濃度に至る時間 

逆抽出塔での還元剤流量低下に

よる逆抽出不良 

HAN の供給喪失 HAN 流量を 0ｌ/ｈ gPu/L 5 時間 

逆抽出塔での還元剤濃度低下に

よる逆抽出不良 

HAN 濃度の調整ミス HAN 濃度を 0ｇ/L gPu/L 5 時間 

プルトニウム洗浄器（逆抽出塔）

での逆抽出用液の酸濃度上昇に

よるプルトニウム濃度上昇 

平常運転時における

0.2 規定からの異常 

逆抽出用液酸濃度を

1 規定 

gPu/L 8 時間 

逆抽出塔でのパルセーションガ

ス供給低下による逆抽出不良

パルセーションの異

常による抽出不良 

逆抽出塔の抽出理論

段数を１段 

gPu/L 4 時間 

表１：ウラン逆抽出器の上流機器における異常の解析結果について 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるプルトニウム濃度は，それぞれ水相では ｇPu/L，有機相では

gPu/L である。これは，硝酸プルトニウム溶液の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（8.2

ｇPu/L）以下であるので機器から，漏えいしても未臨界を維持できる。硝酸プルトニウム溶液の無

限体系におけるプルトニウムの未臨界濃度の評価を共通資料③に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。

については商業機密の観点から公開できません。 715



添付資料 2-10-17 

第２酸化塔の評価結果 

１．特定結果 

内的①：全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によらず未臨界を維持できる。 

内的②：本機器からの漏えい液は，プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿に回収される。本機器の

容量は，プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さの容量よりも少ないた

め，臨界事故は発生しない。 

外的 ：地震時においても，形状寸法管理が損なわれないよう，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考

慮した際に機能維持できる設計とするので，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理機器であるため，本機器における臨界事故の発生は想定しな

い。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時における Pu 濃度は， gPu/L である。 

本機器からの漏えい液は，プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿に集液される。本機器の容量が

ｍ3 であり，プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さ（24ｇPu/L における

核的制限値 ｍｍ）での液量を超えないことから，漏えいしても臨界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

本機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから地震

に伴う機器の変形や漏えいによる臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-10-18 

第２脱ガス塔の評価結果 

１．特定結果 

内的①：全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によらず未臨界を維持できる。 

内的②：本機器からの漏えい液は，プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿に回収される。本機器の

容量は，プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さの容量よりも少ないため，

臨界事故は発生しない。 

外的 ：地震時においても，形状寸法管理が損なわれないよう，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考

慮した際に機能維持できる設計とするので，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理機器であるため，本機器における臨界事故の発生は想定しな

い。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時における Pu 濃度は， gPu/L である。 

本機器からの漏えい液は，プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿に集液される。本機器の容量が

ｍ3 であり，プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さ（24ｇPu/L における

核的制限値 ｍｍ）での液量を超えないことから，漏えいしても臨界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

本機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから地震

に伴う機器の変形や漏えいによる臨界事故は発生しない。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-10-19 

抽出廃液受槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，本機器から漏えいしても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理機器であるため，本機器における臨界事故の発生は想定しな

い。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ-gU/L， ｇPu/L

未満である。これは，硝酸プルトニウム溶液の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（8.2ｇ

Pu/L）以下であるので機器から，漏えいしても未臨界を維持できる。硝酸プルトニウム溶液の無限

体系におけるプルトニウムの未臨界濃度の評価を共通資料③に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-10-20 

抽出廃液中間貯槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，本機器から漏えいしても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理機器であるため，本機器における臨界事故の発生は想定しな

い。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ-gU/L， ｇPu/L

未満である。これは，硝酸プルトニウム溶液の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（8.2ｇ

Pu/L）以下であるので機器から，漏えいしても未臨界を維持できる。硝酸プルトニウム溶液の無限

体系におけるプルトニウムの未臨界濃度の評価を共通資料③に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-10-21 

凝縮液受槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，漏えいしても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理の機器であるので臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるプルトニウム濃度は， ｇPu/L 未満である。これは，硝酸プル

トニウム溶液の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（8.2ｇPu/L）以下であるので機器から，

漏えいしても未臨界を維持できる。硝酸プルトニウム溶液の無限体系におけるプルトニウムの未臨

界濃度の評価を共通資料③に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-10-22 

プルトニウム濃縮液計量槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：本機器からの漏えい液は，プルトニウム濃縮液計量槽セル漏えい液受皿に回収される。本

機器の容量は，プルトニウム濃縮液計量槽セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さの容量

よりも少ないため，臨界事故は発生しない。 

外的 ：地震時においても，形状寸法管理及び中性子吸収材管理が損なわれないよう，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とするので，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理機器であるため，本機器における臨界事故の発生は想定しな

い。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時における Pu 濃度は，250gPu/L である。 

本機器からの漏えい液は，プルトニウム濃縮液計量槽セル漏えい液受皿に集液される。本機器の

容量が ｍ3 であり，プルトニウム濃縮液計量槽セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さ（250ｇ

Pu/L における核的制限値 ｍｍ）での液量を超えないことから，漏えいしても臨界事故は発生し

ない。 

２．３ 外的について 

本機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから地震

に伴う機器の変形や漏えいによる臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-10-23 

プルトニウム濃縮液中間貯槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：本機器からの漏えい液は，プルトニウム濃縮液計量槽セル漏えい液受皿に回収される。本

機器の容量は，プルトニウム濃縮液計量槽セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さの容量よ

りも少ないため，臨界事故は発生しない。 

外的 ：地震時においても，形状寸法管理及び中性子吸収材管理が損なわれないよう，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とするので，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理機器であるため，本機器における臨界事故の発生は想定しな

い。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時における Pu 濃度は，250gPu/L である。 

本機器からの漏えい液は，プルトニウム濃縮液計量槽セル漏えい液受皿に集液される。本機器の

容量が ｍ3 であり，プルトニウム濃縮液計量槽セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さ（250ｇ

Pu/L における核的制限値 ｍｍ）での液量を超えないことから，漏えいしても臨界事故は発生し

ない。 

２．３ 外的について 

本機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから地震

に伴う機器の変形や漏えいによる臨界事故は発生しない。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-10-24 

プルトニウム濃縮液一時貯槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：本機器からの漏えい液は，プルトニウム濃縮液一時貯槽セル漏えい液受皿に回収される。

本機器の容量は，プルトニウム濃縮液一時貯槽セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さの

容量よりも少ないため，臨界事故は発生しない。 

外的 ：地震時においても，形状寸法管理及び中性子吸収材管理が損なわれないよう，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とするので，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理機器であるため，本機器における臨界事故の発生は想定しな

い。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時における Pu 濃度は，250gPu/L である。 

本機器からの漏えい液は，プルトニウム濃縮液一時貯槽セル漏えい液受皿に集液される。本機器

の容量が ｍ3 であり，プルトニウム濃縮液一時貯槽セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さ（250

ｇPu/L における核的制限値 ｍｍ）での液量を超えないことから，漏えいしても臨界事故は発生

しない。 

２．３ 外的について 

本機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから地震

に伴う機器の変形や漏えいによる臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-10-25 

リサイクル槽の評価結果

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：本機器からの漏えい液は，プルトニウム濃縮液受槽セル漏えい液受皿に回収される。本機

器の容量は，プルトニウム濃縮液受槽セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さの容量よりも

少ないため，臨界事故は発生しない。 

外的 ：地震時においても，形状寸法管理及び中性子吸収材管理が損なわれないよう，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とするので，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理機器であるため，本機器における臨界事故の発生は想定しな

い。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時における Pu 濃度は， gPu/L である。 

本機器からの漏えい液は，プルトニウム濃縮液受槽セル漏えい液受皿に集液される。本機器の容

量が ｍ3 であり，プルトニウム濃縮液受槽セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さ（250ｇPu/L

における核的制限値 ｍｍ）での液量を超えないことから，漏えいしても臨界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

本機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから地震

に伴う機器の変形や漏えいによる臨界事故は発生しない。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-10-26 

希釈槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：本機器からの漏えい液は，プルトニウム濃縮液一時貯槽セル漏えい液受皿に回収される。

本機器の容量は，プルトニウム濃縮液一時貯槽セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さの

容量よりも少ないため，臨界事故は発生しない。 

外的 ：地震時においても，形状寸法管理及び中性子吸収材管理が損なわれないよう，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とするので，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理機器であるため，本機器における臨界事故の発生は想定しな

い。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時における Pu 濃度は， gPu/L である。 

本機器からの漏えい液は，プルトニウム濃縮液一時貯槽セル漏えい液受皿に集液される。本機器

の容量が ｍ3 であり，プルトニウム濃縮液一時貯槽セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さ（24

ｇPu/L における核的制限値 ｍｍ）での液量を超えないことから，漏えいしても臨界事故は発生

しない。 

なお，本機器は，最大プルトニウム濃度 250gPu/L の溶液を受け入れ，24gPu/L 以下に希釈させ

て移送する。そのため，一時的に250gPu/Lの溶液を受け入れるが，その際の最大受け入れ量は m3

以下である。受け入れ時に漏えいしたとしても，プルトニウム濃縮液一時貯槽セル漏えい液受皿の

核的制限値の液高さ（250ｇPu/L における核的制限値 ｍｍ）での液量を超えないことから，漏え

いしても臨界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

本機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから地震

に伴う機器の変形や漏えいによる臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。 725



添付資料 2-10-27 

プルトニウム溶液一時貯槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：本機器からの漏えい液は，プルトニウム溶液一時貯槽セル漏えい液受皿に回収される。本

機器の容量は，プルトニウム溶液一時貯槽セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さの容量

よりも少ないため，臨界事故は発生しない。 

外的 ：地震時においても，形状寸法管理及び中性子吸収材管理が損なわれないよう，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とするので，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理機器であるため，本機器における臨界事故の発生は想定しな

い。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時における Pu 濃度は， gPu/L である。 

本機器からの漏えい液は，プルトニウム溶液一時貯槽セル漏えい液受皿に集液される。本機器の

容量が ｍ3 であり，プルトニウム溶液一時貯槽セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さ（24ｇ

Pu/L における核的制限値 ｍｍ）での液量を超えないことから，漏えいしても臨界事故は発生し

ない。 

２．３ 外的について 

本機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから地震

に伴う機器の変形や漏えいによる臨界事故は発生しない。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。

726



添付資料 2-10-28 

油水分離槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：本機器からの漏えい液は，油水分離槽セル漏えい液受皿に回収される。本機器の容量は，

油水分離槽セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さの容量よりも少ないため，臨界事故は発

生しない。 

外的 ：地震時においても，形状寸法管理及び中性子吸収材管理が損なわれないよう，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とするので，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理の機器であるため，本機器における臨界事故の発生は想定し

ない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時における Pu 濃度は， gPu/L である。 

本機器からの漏えい液は，油水分離槽セル漏えい液受皿に集液される。本機器の容量が ｍ3

であり，油水分離槽セル漏えい液受皿の核的制限値の液高さ（24ｇPu/L における核的制限値

ｍｍ）での液量を超えないことから，漏えいしても臨界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

本機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから地震

に伴う機器の変形や漏えいによる臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-11-1 

第１一時貯留処理槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：本機器からの漏えい液は，精製建屋一時貯留処理槽第１セル漏えい液受皿２に回収される。

本機器の容量は，精製建屋一時貯留処理槽第１セル漏えい液受皿２の核的制限値の液高さ

の容量よりも少ないため，臨界事故は発生しない。 

外的 ：地震時においても，形状寸法管理及び中性子吸収材管理が損なわれないよう，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とするので，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理機器であるため，本機器における臨界事故の発生は想定しな

い。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時における Pu 濃度は， gPu/L（水相）， gPu/L（有機相）である。 

本機器からの漏えい液は，精製建屋一時貯留処理槽第１セル漏えい液受皿２に集液される。本機器

の容量が ｍ3 であり，精製建屋一時貯留処理槽第１セル漏えい液受皿２の核的制限値の液高さ

（24ｇPu/L における核的制限値 ｍｍ）での液量を超えないことから，漏えいしても臨界事故は

発生しない。 

２．３ 外的について 

本機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから地震

に伴う機器の変形や漏えいによる臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-11-2 

第２一時貯留処理槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：本機器からの漏えい液は，精製建屋一時貯留処理槽第１セル漏えい液受皿２に回収される。

本機器の容量は，精製建屋一時貯留処理槽第１セル漏えい液受皿２の核的制限値の液高さ

の容量よりも少ないため，臨界事故は発生しない。 

外的 ：地震時においても，形状寸法管理及び中性子吸収材管理が損なわれないよう，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とするので，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理機器であるため，本機器における臨界事故の発生は想定しな

い。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時における Pu 濃度は， gPu/L（水相）， gPu/L（有機相）である。 

本機器からの漏えい液は，精製建屋一時貯留処理槽第１セル漏えい液受皿２に集液される。本機器

の容量が ｍ3 であり，精製建屋一時貯留処理槽第１セル漏えい液受皿２の核的制限値の液高さ

（24ｇPu/L における核的制限値 ｍｍ）での液量を超えないことから，漏えいしても臨界事故は

発生しない。 

２．３ 外的について 

本機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから地震に

伴う機器の変形や漏えいによる臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-11-3 

第３一時貯留処理槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：本機器からの漏えい液は，精製建屋一時貯留処理槽第１セル漏えい液受皿1に回収される。

本機器の容量は，精製建屋一時貯留処理槽第１セル漏えい液受皿1の核的制限値の液高さの

容量よりも少ないため，臨界事故は発生しない。 

外的 ：地震時においても，形状寸法管理及び中性子吸収材管理が損なわれないよう，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とするので，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，全濃度安全形状寸法管理機器であるため，本機器における臨界事故の発生は想定しな

い。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時における Pu 濃度は， gPu/L である。 

本機器からの漏えい液は，精製建屋一時貯留処理槽第１セル漏えい液受皿 1 に集液される。本機

器の容量が ｍ3 であり，精製建屋一時貯留処理槽第１セル漏えい液受皿 1 の核的制限値の液高さ

（24ｇPu/L における核的制限値 ｍｍ）での液量を超えないことから，漏えいしても臨界事故は

発生しない。 

２．３ 外的について 

本機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから地震

に伴う機器の変形や漏えいによる臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-11-4 

第４一時貯留処理槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，本機器から漏えいしても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

第４一時貯留処理槽は，全濃度安全形状寸法管理機器であるため，本機器における臨界事故は想

定しない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるプルトニウム濃度は， ｇPu/L である。これは，硝酸プルトニウ

ム溶液の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（8.2ｇPu/L）以下であるので機器から，漏え

いしても未臨界を維持できる。硝酸プルトニウム溶液の無限体系におけるプルトニウムの未臨界濃

度の評価を共通資料③に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-11-5 

第５一時貯留処理槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：臨界事故の発生を仮定する。（放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿で発生した未臨界濃

度を超えるプルトニウムを含む漏えい液の誤移送による臨界事故の発生） 

内的②：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，本機器から漏えいしても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の根拠 

２．１内的①について 

 本機器は，濃度管理の機器であり，未臨界濃度を超える溶液が流入した場合，臨界事故が発生す

る可能性がある。 

 想定するシナリオは，放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿１又は放射性配管分岐第１セル漏え

い液受皿２の漏えい液の回収先は，液性状によって異なる。プルトニウムを含む溶液の場合は，第

１一時貯留処理槽に送液する。プルトニウムを含まない溶液の場合は，第 5 一時貯留処理槽に送液

する。未臨界濃度を超えるプルトニウムを含む溶液を第５一時貯留処理槽に誤移送した場合，第５

一時貯留処理槽で臨界事故が発生する。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるプルトニウム濃度は，水相では gU/L 未満，有機相では

ｇPu/L 未満である。これは，硝酸プルトニウム溶液の無限体系におけるプルトニウム未臨界

濃度（8.2ｇPu/L）以下であるので機器から，漏えいしても未臨界を維持できる。硝酸プルトニウ

ム溶液の無限体系におけるプルトニウムの未臨界濃度の評価を共通資料③に示す。

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。 732



添付資料 2-11-6 

第７一時貯留処理槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：臨界事故の発生を仮定する。（精製建屋一時貯留処理設備 第３一時貯留処理槽から未臨

界濃度を超えるプルトニウムを含む溶液の誤移送による臨界事故の発生） 

内的②：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，本機器から漏えいしても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は，濃度管理の機器であり，未臨界濃度を超える溶液が流入した場合，臨界事故が発生す

る可能性がある。 

想定するシナリオは，第３一時貯留処理槽では，第１一時貯留処理槽又は第２一時貯留処理槽か

ら送液されたプルトニウムを含む水相を分析し，第 7 一時貯留処理槽に移送可能であることを確認

した後移送する。このとき未臨界濃度以上のプルトニウムを含む溶液であるにもかかわらず，誤っ

て第７一時貯留処理槽に移送し，臨界事故が発生する。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるプルトニウム濃度は，水相では ｇPu/L である。これは，硝酸プ

ルトニウム溶液の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（8.2ｇPu/L）以下であるので機器か

ら，漏えいしても未臨界を維持できる。硝酸プルトニウム溶液の無限体系におけるプルトニウムの

未臨界濃度の評価を共通資料③に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-12-1 

脱硝塔の評価結果 

１．特定結果 

内的①：脱硝塔は，形状寸法管理を行うとともに水分管理として脱硝塔内の温度を十分に高く保つこととし

ている。脱硝塔内の温度制御機能の異常及び脱硝塔内の温度低により硝酸ウラニル濃縮液の供

給を停止するインターロックの同時故障を想定したとしても，未臨界を維持できるため，臨界事

故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：地震により脱硝塔が損傷し，脱硝塔内の UO3 粉末の漏えいが発生する場合を想定しても，

未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

脱硝塔内の温度制御機能の異常及び脱硝塔内の温度低により硝酸ウラニル濃縮液の供給を停止

するインターロックが同時故障し，脱硝塔内の温度が低い状態で脱硝運転が継続される場合を想定

しても，温度制御と独立した機能である脱硝塔内の UO3 粉末のレベル警報（流動層高さ）により，

脱硝塔内の UO3 粉末レベルが内径の大きい脱硝塔上部まで上昇することがないため，臨界事故は発

生しない。温度計とレベル計が独立した機能であることを，図１で示す。 

また，上記の脱硝塔内の温度制御機能の異常，脱硝塔内の温度低により硝酸ウラニル濃縮液の供給を

停止するインターロックの同時故障に加え，温度制御と独立した機能である脱硝塔内の UO3 粉末のレベル

警報（流動層高さ）の故障を想定しても，脱硝塔の温度が水分管理に影響を及ぼすほど低下した場

合，硝酸ウラニル溶液を脱硝塔に供給する系統が閉塞し，新たな硝酸ウラニル溶液が供給できなく

なることが想定できる。そのため，含水率の高い粉末が脱硝塔上部まで上昇することは無く，臨界

事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

地震により脱硝塔が損傷し，脱硝塔内の UO3 粉末の漏えいが発生する場合を想定した臨界解析の

結果，未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。脱硝塔内の UO3 粉末が漏えいした場合の

解析結果を共通資料⑲に示す。 

734



図１：脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図 
（ウラン脱硝設備の脱硝塔）
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添付資料 2-12-2 

シール槽の評価結果

１．特定結果 

内的①：シール槽は，形状寸法管理機器であり，臨界安全設計においては取り扱う UO３粉末の含水

率が高い条件においても未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：地震によりシール槽，UO３受槽及び規格外製品受槽が損傷し，各機器内の UO３粉末の漏え

いが発生する場合を想定しても，未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

シール槽は，内包する UO３粉末と水との混合状態に対して最も実効増倍率が高くなる状態（最適

減速状態）においても未臨界を維持できるため，含水率が高い粉末（H/U が大きい）が本機器に充

てんされても，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑱に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

 地震により同一の部屋にあるシール槽，UO3 受槽及び規格外製品受槽が損傷し，各機器内の UO3

粉末の漏えいが発生する場合を想定した臨界解析の結果，未臨界を維持できるため，臨界事故は発

生しない。各機器内の UO3 粉末が漏えいした場合の解析結果を共通資料⑧に示す。 
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添付資料 2-12-3 

UO３受槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：UO３受槽は，形状寸法管理機器であり，臨界安全設計においては取り扱う UO３粉末の含水

率が高い条件においても未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

また，充てんを開始する前にウラン酸化物貯蔵容器が定位置にあることを目視で確認す

るためウラン酸化物貯蔵容器充てん定位置を検出し，UO３粉末の充てん起動信号を発する

インターロックが動作不能でも UO３粉末が容器外に漏れ出ることはない。ウラン酸化物貯

蔵容器１本に充てんする UO３粉末の全量が漏えいすると仮定しても未臨界質量以下であり，

未臨界質量を超える漏えい量に至るまでには運転員の目視による確認を複数回行うことで，

臨界事故が発生する前までに漏えいを検知できるとともに，UO３粉末が漏えいした状態で

新たなウラン酸化物貯蔵容器への UO３粉末の充てんは困難であることから，臨界事故は発

生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：地震によりシール槽，UO３受槽及び規格外製品受槽が損傷し，各機器内の UO３粉末の漏え

いが発生する場合を想定しても，未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

＜含水率が高い粉末＞ 

 UO３受槽は，内包する UO３粉末と水との混合状態に対して最も実効増倍率が高くなる状態（最適

減速状態）においても未臨界を維持できるため，含水率が高い粉末（H/U が大きい）が本機器に充

てんされても，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑱に示す。 

＜接続不良による粉末の漏えい＞ 

接続不良による粉末の漏えい条件として，充てん台車のウラン酸化物貯蔵容器を搬送する機器が

定位置で停止せず，容器の接続に失敗し，かつ臨界防止機能の喪失としてウラン酸化物粉末自動充

てん装置のウラン酸化物貯蔵容器充てん定位置（容器の接続状態の確認）を検出し，UO３粉末の充

てん起動信号を発するインターロックが機能喪失することによる UO３粉末の漏えいを想定する。 

ウラン酸化物貯蔵容器への１回当たりの充てん量は約 500kg・U であり，UO3 粉末の未臨界質量

（2000kg・U）を超える UO３粉末の漏えいが生じるには，５回（24 時間）の充てんにおける全ての

UO３粉末の容器外への漏えいを必要とする。UO３粉末の未臨界質量の解析結果を共通資料⑨に示す。 

ただし，ウラン酸化物貯蔵建屋への搬出前のウラン酸化物貯蔵容器の汚染検査は，運転員及び放

射線管理員が現場で実施する作業であり，UO３粉末が容器外へ漏えいしていれば，直ちに気付くこ

とができるとともに，汚染検査で異常が無いことを確認して，次の新しい容器への充てん作業開始

を許可することから，更なる漏えいは発生しない。 

また，最初の充てんから５回目の充てん開始までの時間は約１日であり，複数の当直の運転員が

実施する間接目視によるウラン酸化物貯蔵容器の接続状態の確認，及び放射線管理課員が実施する
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UO３粉末をウラン酸化物貯蔵容器へ充てんする部屋に設置されたアルファ線ダストモニタ及びガ

ンマ線エリアモニタの指示値の確認，ウラン酸化物貯蔵容器への UO３粉末の充てん場所の巡視・点

検における確認により漏えいに気付くことができる。（参照：図１） 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

 地震により同一の部屋にあるシール槽，UO3 受槽及び規格外製品受槽が損傷し，各機器内の UO3

粉末の漏えいが発生する場合を想定した臨界解析の結果，未臨界を維持できるため，臨界事故は発

生しない。各機器内の UO3 粉末が漏えいした場合の解析結果を共通資料⑧に示す。 
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添付資料 2-12-4 

規格外製品受槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：規格外製品受槽は，形状寸法管理機器であり，臨界安全設計においては取り扱う UO３粉末

の含水率が高い条件においても未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

また，本機器から規格外製品容器に UO３粉末の充てんを行う。規格外製品容器への UO３

粉末の充てんは，運転員が現場にて行う作業であり，接続状態を複数の運転員が直接目視

で確認し，充てんを開始する弁の操作を行うとともに，充てん中に監視を行うことで運転

員が UO３粉末の漏えいを検知できることから，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：地震によりシール槽，UO３受槽及び規格外製品受槽が損傷し，各機器内の UO３粉末の漏え

いの発生を想定したとしても，未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

＜含水率が高い粉末＞ 

規格外製品受槽は，内包する UO３粉末と水との混合状態に対して最も実効増倍率が高くなる状態

（最適減速状態）においても未臨界を維持できるため，含水率が高い粉末（H/U が大きい）が本機

器に充てんされても，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑱に示す。 

＜接続不良による粉末の漏えい＞ 

接続不良による粉末の漏えい条件として，運転員による容器の接続及び直接目視による規格外製

品容器の接続状態の確認（運転員の現場弁開操作による充てん開始）の失敗に加え，臨界防止機能

の喪失として UO３粉末を規格外製品容器へ充てんする部屋の床面のスミヤ採取による汚染確認の

失敗を想定する。 

規格外製品容器への１回当たりの充てん量は約 150kg・U であり，最小臨界質量（340kg・U）以

上の UO３粉末の漏えいが生じるには，３回の充てんにおける全ての UO３粉末の容器外への漏えい

を必要とするため，1 回の充てんで漏えいしても臨界事故は発生しない。濃縮度 1.6wt%における水

-UO2 非均質系の UO2 粉末の最小臨界質量は 340kg・U であることを，図１に示す。

規格外製品受槽から規格外製品容器への充てん作業は，運転員（２人）が現場にて実施すること

から，接続が不十分な状態で充てんを開始し，UO３粉末が容器外へ漏えいした場合は，直ちに気付

くことができる。さらに，次の容器への充てんを実施しようとしても，多量に UO３粉末が漏えいし

ていると次の容器を設置できない。 

また，最初の充てんから３回目の充てん開始までの時間は約 14 日であり，複数の当直の運転員

が実施する巡視・点検において，規格外製品容器への UO３粉末の充てん場所の確認，及び放射線管

理員が実施する UO３粉末を規格外製品容器へ充てんする部屋に設置されたアルファ線ダストモニ

タ及びガンマ線エリアモニタの指示値の確認により，漏えいに気付くことができる。（参照：図２）
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２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

地震により同一の部屋にあるシール槽，UO3 受槽及び規格外製品受槽が損傷し，各機器内の UO3

粉末の漏えいが発生する場合を想定した臨界解析の結果，未臨界を維持できるため，臨界事故は発

生しない。各機器内の UO3 粉末が漏えいした場合の解析結果を共通資料⑧に示す。 
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図 1：ウラン濃縮度と臨界質量の関係（水-UO2非均質系） 
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添付資料 2-12-5 

規格外製品容器の評価結果 

１．特定結果 

内的①：規格外製品容器は，形状寸法管理機器であり，臨界安全設計においては取り扱う UO３粉末

の含水率が高い条件においても未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

また，規格外製品容器の運搬は１基ずつ行うこととしているが，２基の規格外製品容器の

近接を想定した場合でも，UO３粉末の質量が最小臨界質量未満であるため，臨界事故は発

生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：平常運転時に取り扱う UO３粉末の質量が最小臨界質量未満であるため，臨界事故は発生し

ない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

＜含水率が高い粉末＞ 

規格外製品容器は，内包する UO３粉末と水との混合状態に対して最も実効増倍率が高くなる状態

（最適減速状態）においても未臨界を維持できるため，含水率が高い粉末（H/U が大きい）が本機

器に充てんされても，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑱に示す。 

＜異常接近＞ 

規格外製品容器は，１基ずつ運転員により運搬する。規格外製品容器同士の異常接近を想定して

も，臨界事故は発生しない。規格外製品容器１基当たりの質量は，水-UO3 非均質系の粉末約 150 kg・

U である。２基の規格外製品容器の異常接近を想定した場合，水-UO3 非均質系の粉末合計約 150kg・

U×２基＝約 300kg・U が１箇所に集まることになるが，濃縮度 1.6wt%における水-UO2 非均質系の

粉末の最小臨界質量 340 kg・U 未満であることから，異常接近を想定しても臨界事故は発生しない。

濃縮度 1.6wt%における水-UO2 非均質系の UO2 粉末の最小臨界質量は 340kg・U であることを，図 1

に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

 地震により規格外製品容器内の UO３粉末（約 150kg・U）が全量漏えいしたとしても，最小臨界

質量（340kg・U)未満であるため，臨界事故は発生しない。濃縮度 1.6wt%における水-UO2 非均質系

の UO2 粉末の最小臨界質量は 340kg・U であることを，図１に示す。 
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図 1：ウラン濃縮度と臨界質量の関係（水-UO2非均質系） 
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添付資料 2-12-6 

UO３溶解槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：UO３溶解槽は，形状寸法管理機器であり，臨界安全設計においては取り扱う UO３粉末の含

水率が高い条件においても未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

また，本機器は規格外製品容器から UO３粉末を受け入れるが，規格外製品容器から UO３

溶解槽への UO３粉末の供給は，運転員が現場にて行う作業であり，接続状態を複数の運転

員が直接目視で確認し，供給を開始する弁の操作を行うとともに，供給中に監視を行うこ

とで運転員が漏えいを検知できることから，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：UO３溶解槽は，規格外製品容器１本分を溶解するため，UO３溶解槽内の UO３粉末が全量漏

えいしたとしても最小臨界質量未満であり，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

＜含水率が高い粉末＞ 

UO３溶解槽は，内包する UO３粉末と水との混合状態に対して最も実効増倍率が高くなる状態（最

適減速状態）においても未臨界を維持できるため，含水率が高い粉末（H/U が大きい）が本機器に

充てんされても，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑱に示す。 

＜接続不良による粉末の漏えい＞ 

接続不良による粉末の漏えい条件として，運転員の直接目視による規格外製品容器の接続状態の

確認（運転員の現場弁開操作による充てん開始）の失敗に加え，臨界防止機能の喪失として UO３

粉末を規格外製品容器から供給する部屋の床面のスミヤ採取による汚染確認の失敗を想定する。 

規格外製品容器への１回当たりの充てん量は約 150kg・U であり，最小臨界質量（340kg・U）以

上の UO３粉末の漏えいが生じるには，３回の充てんにおける全ての UO３粉末の容器外への漏えい

を必要とするため，１回の充てんで漏えいしても臨界事故は発生しない。濃縮度 1.6wt%における水

-UO2 非均質系の UO2 粉末の最小臨界質量は 340kg・U であることを，図１に示す。

UO３溶解槽への供給作業は，運転員（２人）が現場にて実施することから，接続が不十分な状態

で充てんを開始し，UO３粉末が容器外へ漏えいした場合は，直ちに気付くことができる。さらに，

次の容器からの供給を実施しようとしても，多量に UO３粉末が漏えいしていると次の容器を設置で

きない。 

また，最初の充てんから３回目の充てん開始までの時間は約 14 日であり，複数の当直の運転員

が実施する巡視・点検において規格外製品容器から UO３粉末を供給する場所を確認することにより

漏えいに気付くことができる。（参照：図２） 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 
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２．３ 外的について 

地震により UO３溶解槽内の UO３粉末（約 150kg・U）が全量漏えいしたとしても，最小臨界質量

（340 kg・U)未満であるため，臨界事故は発生しない。濃縮度 1.6wt%における水-UO2 非均質系の

UO2 粉末の最小臨界質量は 340kg・U であることを，図１に示す。 
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添付資料 2-12-7 

充てん台車の評価結果 

１．特定結果 

内的①：充てん台車は，質量管理としてウラン酸化物貯蔵容器を一時に 1 体ずつ取り扱う設計とし

ているが，２体のウラン酸化物貯蔵容器の近接を想定しても，UO３粉末の質量の合計が未

臨界質量以下であるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：ウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，地震の発生に伴うウラン酸

化物貯蔵容器の落下を想定した場合においても臨界防止機能が保持されるため，臨界事故

は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

ウラン酸化物貯蔵容器に充てんする UO3 粉末の質量は１体当たり約 1000kg・U であり，２体のウ

ラン酸化物貯蔵容器内の UO3 粉末の質量は，UO3 粉末の未臨界質量（2000kg・U）以下であるため，

２体のウラン酸化物貯蔵容器の近接を想定しても臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑨に

示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

平常運転時におけるウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，円筒部の直径

増大，亀裂及び破損がないことから，ウラン酸化物貯蔵容器の落下を想定した場合においても臨界

防止機能が保持されるため，臨界事故は発生しない。落下試験結果を共通資料⑩に示す。 
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添付資料 2-12-8 

貯蔵容器クレ－ンの評価結果 

１．特定結果 

内的①：貯蔵容器クレ－ンは，質量管理としてウラン酸化物貯蔵容器を一時に 1 体ずつ取り扱う設

計としているが，２体のウラン酸化物貯蔵容器の近接を想定しても，UO３粉末の質量の合

計が未臨界質量以下であるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：ウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，地震の発生に伴うウラン酸

化物貯蔵容器の落下を想定した場合においても臨界防止機能が保持されるため，臨界事故

は発生しない 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

ウラン酸化物貯蔵容器に充てんする UO3 粉末の質量は１体当たり約 1000kg・U であり，２体のウ

ラン酸化物貯蔵容器内の UO3 粉末の質量は，UO3 粉末の未臨界質量（2000kg・U）以下であるため，

２体のウラン酸化物貯蔵容器の近接を想定しても臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑨に

示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

平常運転時におけるウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，円筒部の直径

増大，亀裂及び破損がないことから，ウラン酸化物貯蔵容器の落下を想定した場合においても臨界

防止機能が保持されるため，臨界事故は発生しない。落下試験結果を共通資料⑩に示す。 
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添付資料 2-12-9 

貯蔵容器ホイストの評価結果 

１．特定結果 

内的①：貯蔵容器ホイストは，質量管理としてウラン酸化物貯蔵容器を一時に 1 体ずつ取り扱う設

計としているが，２体のウラン酸化物貯蔵容器の近接を想定しても，UO３粉末の質量の合

計が未臨界質量以下であるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：ウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，地震の発生に伴うウラン酸

化物貯蔵容器の落下を想定した場合においても臨界防止機能が保持されるため，臨界事故

は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

ウラン酸化物貯蔵容器に充てんする UO3 粉末の質量は１体当たり約 1000kg・U であり，２体のウ

ラン酸化物貯蔵容器内の UO3 粉末の質量は，UO3 粉末の未臨界質量（2000kg・U）以下であるため，

２体のウラン酸化物貯蔵容器の近接を想定しても臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑨に

示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

平常運転時におけるウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，円筒部の直径

増大，亀裂及び破損がないことから，ウラン酸化物貯蔵容器の落下を想定した場合においても臨界

防止機能が保持されるため，臨界事故は発生しない。落下試験結果を共通資料⑩に示す。 
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添付資料 2-12-10 

溶解用 UO３供給槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：溶解用 UO３供給槽は，形状寸法管理機器であり，臨界安全設計においては取り扱う UO３

粉末の含水率が高い条件においても未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：平常運転時に取り扱う UO３粉末の質量が最小臨界質量未満であるため，臨界事故は発生し

ない。 

２．特定結果の根拠 

２．１ 内的①について 

溶解用 UO３供給槽は，内包する UO３粉末と水との混合状態に対して最も実効増倍率が高くなる

状態（最適減速状態）においても未臨界を維持できるため，含水率が高い粉末（H/U が大きい）が

本機器に充てんされても，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑱に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

本機器の平常運転時に取り扱う UO３粉末は，UO3-水均質系の粉末であり，有効容量が 45L であ

る。UO3 粉末が 45L 充てんされた場合のウランの質量は約 150kg・U であり，UO2-水均質系の最小

臨界質量 750kg・U 未満であることから，臨界事故は発生しない。UO2-水均質系の UO2 粉末の最小

臨界質量を図 1 に示す。 

753



図１：ウラン濃縮度と臨界質量との関係（UO２-水均質系） 

754



添付資料 2-13-1 

貯蔵バスケットの評価結果 

１．特定結果 

内的①：貯蔵バスケットは，中性子吸収材管理及び複数ユニットとしてウラン酸化物貯蔵容器間の

距離を未臨界が維持できる距離（面間最小距離）以上とすることで臨界を防止する設計とし

ており，臨界安全設計においては取り扱う UO３粉末の含水率が高い条件においても未臨界を

維持できるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：貯蔵バスケットのつり上げ高さからの落下試験及び貯蔵状態を考慮した高さからの落下試

験の結果，地震の発生に伴う貯蔵バスケットの落下を想定した場合においても臨界防止機能

が保持されるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

ウラン酸化物貯蔵容器間の距離を未臨界が維持できる距離（面間最小距離）を確保するとともに，

固体状の中性子吸収材を使用した中性子吸収材管理の併用により，内包する UO３粉末と水との混合

状態に対して最も実効増倍率が高くなる状態（最適減速状態）においても未臨界を維持できる設計

としているため，含水率が高い粉末（H/U が大きい）が本機器に充てんされても，臨界事故は発生

しない。解析結果を資料１に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

平常運転時における貯蔵バスケットのつり上げ高さからの落下試験及び貯蔵状態を考慮した高さ

からの落下試験の結果，ウラン酸化物貯蔵容器の変形，貯蔵バスケットからの脱落がないことから，臨界防

止機能が保持されるため，貯蔵バスケットの落下を想定しても臨界事故は発生しない。落下試験結果を共

通資料⑪に示す。 
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資料１ 

貯蔵バスケットの実効増倍率の評価 

1.評価概要

貯蔵バスケットの複数ユニットの未臨界評価を行う。

2.計算条件

臨界安全解析に当たっては，以下の事項を考慮する。 

（1）核燃料物質の組成：UO3

（2）ウランの同位体組成（235U：1.6wt%，238U：98.4wt%）

（3）最適減速条件(サーベイ計算結果) H/U=

（4）核分裂生成物及びアクチニド（ウランは除く）は考慮しない

3.計算コード：JACS コードシステム

4.モデル図

5.計算結果

平均実効増倍率に 3σを加えた値が 0.95 以下であるため，貯蔵バスケットは臨界安全である。

鏡面反射 鏡面反射

鏡面反射

鏡面反射

については商業機密の観点から公開できません。 756



添付資料 2-13-2 

ウラン酸化物貯蔵容器の評価結果

１．特定結果 

内的①：ウラン酸化物貯蔵容器は，形状寸法管理機器であり，臨界安全設計においては取り扱う

UO３粉末の含水率が高い条件においても未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：ウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，地震の発生に伴うウラン酸

化物貯蔵容器の落下を想定した場合においても臨界防止機能が保持されるため，臨界事故

は発生しない。  

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

形状寸法管理により，UO3 粉末の質量によらず臨界事故は発生しない。また，内包する UO３粉末

と水との混合状態に対して最も実効増倍率が高くなる状態（最適減速状態）においても未臨界を維

持できる設計としているため，含水率が高い粉末（H/U が大きい）が本機器に充てんされても，臨

界事故は発生しない。解析結果を資料１に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

平常運転時におけるウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，円筒部の直径増大，

亀裂及び破損がないことから，ウラン酸化物貯蔵容器の落下を想定した場合においても臨界防止機

能が保持されるため，臨界事故は発生しない。落下試験結果を共通資料⑩に示す。 
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資料１ 

ウラン酸化物貯蔵容器の実効増倍率の評価

1.評価概要

ウラン酸化物貯蔵容器の単一ユニットの未臨界評価を行う。

2.計算条件

臨界安全解析に当たっては，以下の事項を考慮する。 

（1）核燃料物質の組成：UO3

（2）ウランの同位体組成（235U：1.6wt%，238U：98.4wt%）

（3）最適減速条件(サーベイ計算結果) H/U=

（4）核分裂生成物及びアクチニド（ウランは除く）は考慮しない

3.計算モデル

（1）核燃料物質の形状：円柱形状

（2）反射条件：水 300mm

4.計算コード：JACS コードシステム

5.モデル図

6.計算結果

平均実効増倍率に 3σを加えた値が 0.95 以下であるため，ウラン酸化物貯蔵容器は臨界安全であ

る。

鏡面反射

鏡面反射

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-13-3 

移載クレ－ンの評価結果 

１．特定結果 

内的①：移載クレーンは，質量管理としてウラン酸化物貯蔵容器を一時に１体ずつ取り扱う設計と

しているが，２体のウラン酸化物貯蔵容器の近接を想定しても，UO３粉末の質量の合計が

未臨界質量以下であるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：ウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，地震の発生に伴うウラン酸

化物貯蔵容器の落下を想定した場合においても臨界防止機能が保持されるため，臨界事故

は発生しない。   

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

ウラン酸化物貯蔵容器に充てんするウラン酸化物質量は約 1000kg・U であるが，２体のウラン酸

化物貯蔵容器内の UO3 粉末の質量は，UO3 粉末の未臨界質量（2000kg・U）以下であるため，ウラ

ン酸化物貯蔵容器の近接を想定しても臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑨に示す。

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

平常運転時におけるウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，円筒部の直径増大，

亀裂及び破損がないことから，ウラン酸化物貯蔵容器の落下を想定した場合においても臨界防止機

能が保持されるため，臨界事故は発生しない。落下試験結果を共通資料⑩に示す。 

759



添付資料 2-13-4 

貯蔵容器搬送台車の評価結果 

１．特定結果 

内的①：貯蔵容器搬送台車は，質量管理としてウラン酸化物貯蔵容器を一時に１体ずつ取り扱う設

計としているが，２体のウラン酸化物貯蔵容器の近接を想定しても，UO３粉末の質量の合計

が未臨界質量以下であるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：ウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，地震の発生に伴うウラン酸

化物貯蔵容器の落下を想定した場合においても臨界防止機能が保持されるため，臨界事故

は発生しない。 

２．特定結果の根拠 

２．１ 内的①について 

ウラン酸化物貯蔵容器に充てんするウラン酸化物質量は約 1000kg・U であるが，２体のウラン酸

化物貯蔵容器内の UO3 粉末の質量は，UO3 粉末の未臨界質量（2000kg・U）以下であるため，ウラ

ン酸化物貯蔵容器の近接を想定しても臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑨に示す。

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

平常運転時におけるウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，円筒部の直径増大，

亀裂及び破損がないことから，ウラン酸化物貯蔵容器の落下を想定した場合においても臨界防止機

能が保持されるため，臨界事故は発生しない。落下試験結果を共通資料⑩に示す。 
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添付資料 2-13-5 

移動台車の評価結果 

１．特定結果 

内的①：移動台車は，質量管理として貯蔵バスケットを一時に１基ずつ取り扱う設計としており，

貯蔵バスケット自体で未臨界を確保しているため，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：貯蔵バスケットのつり上げ高さからの落下試験及び貯蔵状態を考慮した高さからの落下試

験の結果，地震の発生に伴う貯蔵バスケットの転倒を想定した場合においても臨界防止機能

が保持されるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

本機器は，ウラン酸化物貯蔵容器が収納された貯蔵バスケットを一時に１基ずつ取り扱う。貯蔵

バスケットはウラン酸化物貯蔵容器間の距離を未臨界が維持できる距離（面間最小距離）に確保す

るとともに，固体状の中性子吸収材を使用した管理を行っており，貯蔵バスケット自体で未臨界を

維持しているため，本機器の異常を想定しても臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

平常運転時における貯蔵バスケットのつり上げ高さからの落下試験及び貯蔵状態を考慮した高さ

からの落下試験の結果，ウラン酸化物貯蔵容器の変形，貯蔵バスケットからの脱落がないことから，臨界防

止機能が保持されるため，貯蔵バスケットの転倒を想定しても臨界事故は発生しない。落下試験結果を共

通資料⑪に示す。 
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添付資料 2-13-6 

貯蔵室クレーンの評価結果 

１．特定結果 

内的①：貯蔵室クレーンは，質量管理として貯蔵バスケットを一時に１基ずつ取り扱う設計として

おり，貯蔵バスケット自体で未臨界を確保しているため，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：貯蔵バスケットのつり上げ高さからの落下試験及び貯蔵状態を考慮した高さからの落下試

験の結果，地震の発生に伴う貯蔵バスケットの転倒を想定した場合においても臨界防止機

能が保持されるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

本機器は，ウラン酸化物貯蔵容器が収納された貯蔵バスケットを一時に１基ずつ取り扱う。貯蔵

バスケットはウラン酸化物貯蔵容器間の距離を未臨界が維持できる距離（面間最小距離）に確保す

るとともに，固体状の中性子吸収材を使用した管理を行っており，貯蔵バスケット自体で未臨界を

維持しているため，本機器の異常を想定しても臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

平常運転時における貯蔵バスケットのつり上げ高さからの落下試験及び貯蔵状態を考慮した高さ

からの落下試験の結果，ウラン酸化物貯蔵容器の変形，貯蔵バスケットからの脱落がないことから，臨界防

止機能が保持されるため，貯蔵バスケットの転倒を想定しても臨界事故は発生しない。落下試験結果を共

通資料⑪に示す。 
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添付資料 2-13-7 

天井クレーンの評価結果 

１．特定結果 

内的①：天井クレーンは，質量管理として貯蔵バスケットを一時に１基ずつ取り扱う設計としてい

るが，貯蔵バスケット自体で未臨界を確保しているため，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：貯蔵バスケットのつり上げ高さからの落下試験及び貯蔵状態を考慮した高さからの落下試

験の結果，地震の発生に伴う貯蔵バスケットの転倒を想定した場合においても臨界防止機

能が保持されるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

本機器は，ウラン酸化物貯蔵容器が収納された貯蔵バスケットを一時に１基ずつ取り扱う。貯蔵

バスケットはウラン酸化物貯蔵容器間の距離を未臨界が維持できる距離（面間最小距離）に確保す

るとともに，固体状の中性子吸収材を使用した管理を行っており，貯蔵バスケット自体で未臨界を

維持しているため，本機器の異常を想定しても臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

平常運転時における貯蔵バスケットのつり上げ高さからの落下試験及び貯蔵状態を考慮した高さ

からの落下試験の結果，ウラン酸化物貯蔵容器の変形，貯蔵バスケットからの脱落がないことから，臨界防

止機能が保持されるため，貯蔵バスケットの転倒を想定しても臨界事故は発生しない。落下試験結果を共

通資料⑪に示す。 
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添付資料 2-14-1 

硝酸プルトニウム貯槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：硝酸プルトニウム貯槽は，全濃度安全形状寸法管理の機器であり，核燃料物質の濃度によ

らず未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：本機器からの漏えい液は，同セル内の漏えい液受皿に集液される。本機器の容量は，漏え

い液受皿の核的制限値に相当する液量を超えないため，臨界事故は発生しない。 

外的 ：地震により全濃度安全形状寸法管理が損なわれないよう，基準地震動の 1.2 倍の地震動を

考慮した際に機能維持できる設計としているため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

本機器は全濃度安全形状寸法管理の機器であり，核燃料物質の濃度によらず未臨界を維持できる

ため，本機器での臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるプルトニウム濃度は，約 250g・Pu/L である。 

本機器からの漏えい液は，同セル内の漏えい液受皿に集液される。本機器の容量が 1.0ｍ3 であり，

未臨界の液高さ（250ｇ・Pu/L における核的制限値 ｍｍ)での液量を超えないため，本機器内の全ての溶

液が漏えいしたことを想定しても臨界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

本機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，地

震による臨界事故は発生しない。

に ついては商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-14-2 

混合槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：混合槽は，全濃度安全形状寸法管理の機器であり，核燃料物質の濃度によらず未臨界を維

持できるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：本機器からの漏えい液は，同セル内の漏えい液受皿に集液される。本機器の容量は，漏え

い液受皿の核的制限値に相当する液量を超えないため，臨界事故は発生しない。 

外的 ：地震により全濃度安全形状寸法管理が損なわれないよう，基準地震動の 1.2 倍の地震動を

考慮した際に機能維持できる設計としているため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

本機器は全濃度安全形状寸法管理機器であり，核燃料物質の濃度によらず未臨界を維持できるた

め，混合操作及び施錠管理における誤操作を想定し，Pu/U 比を誤って全量硝酸プルトニウム溶液

となった場合であっても，臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

本機器からの漏えい液は，同セル内の漏えい液受皿に集液される。本機器の容量が 1.0m3 であり，

未臨界の液高さ（250ｇ・Pu/L における核的制限値 ｍｍ)での液量を超えないため，本機器内の全ての溶

液が漏えいしたことを想定しても臨界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

本機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，地

震による臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-14-3 

一時貯槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：一時貯槽は，全濃度安全形状寸法管理機器であり，核燃料物質の濃度によらず未臨界を維

持できるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：本機器からの漏えい液は，同セル内の漏えい液受皿に集液される。本機器の容量は，漏え

い液受皿の核的制限値に相当する液量を超えないため，臨界事故は発生しない。 

外的 ：地震により全濃度安全形状寸法管理が損なわれないよう，基準地震動の 1.2 倍の地震動を

考慮した際に機能維持できる設計としているため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

本機器は全濃度安全形状寸法管理機器であり，核燃料物質の濃度によらず未臨界を維持できるた

め，混合操作及び施錠管理における誤操作を想定し，Pu/U 比を誤って全量硝酸プルトニウム溶液

となった場合であっても，臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

本機器からの漏えい液は，同セル内の漏えい液受皿に集液される。本機器の容量が 1.0m3 であり，

未臨界の液高さ（250ｇ・Pu/L における核的制限値 ｍｍ)での液量を超えないため，本機器内の全ての溶

液が漏えいしたことを想定しても臨界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

本機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，地

震による臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-14-4 

定量ポットの評価結果 

１．特定結果 

内的①：定量ポットは，ウラン・プルトニウム混合溶液を受け入れる機器であるが，臨界安全設計

においては形状寸法管理としており，取り扱う溶液の Pu/U 比が高い条件においても未臨

界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：本機器からの漏えい液は，重力流にて全濃度安全形状寸法管理の機器である一時貯槽に回 

収されるため臨界事故は発生しない。 

外的 ：地震により形状寸法管理が損なわれないよう，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際

に機能維持できる設計としているため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

本機器の容量は L であり，硝酸プルトニウム溶液に対して取り扱う溶液の Pu/U 比が高い条件

においても未臨界を確保できることを確認している容量である L 以下であるため，臨界事故は発

生しない。解析結果を共通資料⑫に示す。 

２．２ 内的②について 

本機器からの漏えい液は，グローブボックス内に設置する漏えい液受皿に集液され，重力流にて

一時貯槽（全濃度安全形状寸法管理機器）に回収されるため，臨界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

本機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，地

震による臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。 767



添付資料 2-14-5 

中間ポットの評価結果 

１．特定結果 

内的①：中間ポットは，ウラン・プルトニウム混合溶液を受け入れる機器であるが，臨界安全設計

においては形状寸法管理としており，取り扱う溶液の Pu/U 比が高い条件においても未臨

界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：本機器からの漏えい液は，重力流にて全濃度安全形状寸法管理機器である一時貯槽に回収

されるため，臨界事故は発生しない。 

外的 ：地震により形状寸法管理が損なわれないよう，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際

に機能維持できる設計としているため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

本機器の容量は L であり，硝酸プルトニウム溶液に対して取り扱う溶液の Pu/U 比が高い条件

においても未臨界を確保できることを確認している容量である L 以下であるため，臨界事故は発

生しない。解析結果を共通資料⑫に示す。 

２．２ 内的②について 

本機器からの漏えい液は，グローブボックス内に設置する漏えい液受皿に集液され，重力流にて

一時貯槽（全濃度安全形状寸法管理機器）に回収されるため，臨界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

本機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，地

震による臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-14-6 

回収ポットの評価結果 

１．特定結果 

内的①：回収ポットは，ウラン・プルトニウム混合溶液を受け入れる機器であるが，臨界安全設計

においては形状寸法管理としており，取り扱う溶液の Pu/U 比が高い条件においても未臨

界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：本機器からの漏えい液は，重力流にて全濃度安全形状寸法管理機器である一時貯槽に回収

されるため，臨界事故は発生しない。 

外的 ：地震により回収ポットが損傷し，ウラン・プルトニウム混合溶液の漏えいが発生する場合を

想定しても，未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

本機器の容量は L であり，硝酸プルトニウム溶液に対して取り扱う溶液の Pu/U 比が高い条件

においても未臨界を確保できることを確認している容量である L 以下であるため，臨界事故は発

生しない。解析結果を共通資料⑫に示す。 

２．２ 内的②について 

本機器からの漏えい液は，グローブボックス内に設置する漏えい液受皿に集液され，重力流にて

一時貯槽（全濃度安全形状寸法管理機器）に回収されるため，臨界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

本機器の容量は L であり，硝酸プルトニウム溶液に対して未臨界を確保できることを確認して

いる容量 L 以下であることから，地震により回収ポットが損傷し，ウラン・プルトニウム混合溶

液の漏えいが発生する場合を想定しても，未臨界を維持できるため臨界事故は発生しない。解析結果

を共通資料⑫に示す。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-14-7 

凝縮廃液受槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：凝縮廃液受槽は，全濃度安全形状寸法管理機器であり，核燃料物質の濃度によらず未臨界

を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：平常運転時に取り扱う凝縮廃液のプルトニウム濃度が未臨界濃度以下であるため，臨界事

故は発生しない。 

外的 ：地震により凝縮廃液受槽が損傷し，凝縮廃液の漏えいが発生する場合を想定しても，未臨界

を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

本機器は全濃度安全形状寸法管理の機器であり，核燃料物質の濃度によらず未臨界を維持できる

ため，臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるプルトニウム濃度は数十 mg・Pu/L 程度であり，硝酸プルトニウム

溶液の未臨界濃度（8.2g・Pu/L）以下であるため，機器からの漏えいを想定しても臨界事故は発生

しない。解析結果を共通資料③に示す。 

２．３ 外的について 

本機器の平常運転時におけるプルトニウム濃度は数十 mg・Pu/L 程度であり，硝酸プルトニウム

溶液の未臨界濃度（8.2g・Pu/L）以下であるため，地震により本機器が損傷し，凝縮廃液が漏えい

する場合を想定しても，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料③に示す。 
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添付資料 2-14-8 

脱硝装置（脱硝皿）の評価結果 

１．特定結果 

内的①：脱硝装置（脱硝皿）は，ウラン・プルトニウム混合溶液を受け入れ，脱硝する機器である

が，臨界安全設計においては質量管理及び形状寸法管理としており，取り扱う溶液の Pu/U

比が高い条件においても未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

また，脱硝皿取扱装置における脱硝皿の重量確認及び空気輸送終了検知により脱硝皿取扱

装置の起動条件信号を発するインターロックが機能喪失し，脱硝皿へウラン・プルトニウム

混合溶液が多重装荷される場合を想定する。未臨界質量を超えるまでには複数回の装荷が必

要であり，臨界事故が発生するまでには運転員の目視による確認を複数回行うため，臨界事

故は発生しない。 

内的②：溶液の漏えいを想定しても，回収ポットに回収されるため，臨界事故は発生しない。 

また，取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象

外とする。 

外的 ：地震により形状寸法管理が損なわれないよう，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際

に機能維持できる設計としているため，臨界事故は発生しない。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずるこ

とで溢水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止す

るため，該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設

計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準

地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

＜Pu/U 比が高い条件＞ 

（1）平常運転時における硝酸プルトニウム溶液の取り扱い量を考慮した場合

平常運転時に脱硝皿で取り扱うウラン・プルトニウム混合溶液の量は L であり， 

Pu/U 比が高い条件においても未臨界を確保できることを確認している容量である L

以下であるため，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑫に示す。 

（2）脱硝皿の容量を考慮した場合

  脱硝皿に硝酸プルトニウム溶液を供給した場合において，脱硝皿の容量を超える二重

装荷を想定しても臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑭に示す。 

＜多重誤装荷＞ 

脱硝皿取扱装置における脱硝皿の重量確認及び空気輸送終了検知により脱硝皿取扱装置の

起動条件信号を発するインターロックが機能喪失し，脱硝皿へウラン・プルトニウム混合溶液

が多重装荷される場合を想定しても，脱硝皿単体への誤装荷は 10 皿分までは未臨界である。

については商業機密の観点から公開できません。
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また，脱硝皿からＭＯＸ粉末が気流輸送されないことにより，脱硝皿取扱装置内のＭＯＸ粉末

の取り扱い量が増加するが，脱硝皿への１回当たりのプルトニウムの供給量は約 1.1kg・Pu で

あり，ＭＯＸ粉末中のプルトニウムの含水率 wt%における未臨界質量 40.2kg・Pu を超えるＭ

ＯＸ粉末が製造されるには，36 回（各皿当たり７回又は８回）の脱硝操作を必要とする。解析

結果を共通資料⑬に示す。 

  最初の脱硝操作から脱硝皿取扱装置内のＭＯＸ粉末の質量が未臨界質量を超えるまでの時

間は約 42 時間であり，この間に複数の当直の運転員が実施する通常運転操作としての確認及

び放管員が定常管理として実施する中性子エリアモニタの指示値の確認により異常を検知し，

脱硝操作を停止することで，臨界事故は発生しない。（参照：図１） 

２．２ 内的②について 

本機器からの漏えい液は，形状寸法管理機器である回収ポットに回収されるため，臨界事故は発

生しない。 

また，ＭＯＸ粉末の漏えいについては，固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討

対象外とする。 

２．３ 外的について 

地震時においても形状寸法管理が損なわれないよう，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際

に機能維持できる設計とするため，臨界事故は発生しない。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずることで溢

水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止するため，

該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-14-9 

脱硝皿取扱装置の評価結果 

１．特定結果 

内的①：脱硝皿取扱装置は，ウラン・プルトニウム混合溶液を受け入れ，脱硝する機器であるが，

臨界安全設計においては質量管理及び形状寸法管理としており，取り扱う溶液の Pu/U 比

が高い条件においても未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

また，脱硝装置における脱硝粉体の照度高及び温度高で脱硝皿取出しシャッタ及び脱硝

皿取扱装置の起動条件信号を発するインターロックが機能喪失し，脱硝が未完了である粉

末を下流工程に移送する場合を想定する。以下の理由により臨界事故は発生しない。 

（1）焙焼炉までの間の設備で取り扱うＭＯＸ粉末の質量が，含水率の理論上限値を想定し

た場合のＭＯＸ粉末の未臨界質量以下である。 

（2）焙焼炉によりＭＯＸ粉末を加熱することで，還元炉以降は含水率が低下する。

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であるため，地震による漏えい

を想定しても，臨界事故は発生しない。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずるこ

とで溢水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止す

るため，該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設

計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準

地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

＜Pu/U 比が高い条件＞ 

脱硝皿１皿分の容量は L である。上流の混合槽から Pu/U 比の高い溶液としてプルトニウム濃

縮液（250g・Pu/L）を供給したことを想定した場合，脱硝皿１皿内のプルトニウム質量は約 kg・

Pu となる。脱硝皿取扱装置では，脱硝皿５皿を取り扱うことから，本機器内には約 kg・PuO2 が

存在する。含水率 wt%を想定した場合の PuO2 の未臨界質量は kg・PuO2 であり，異常を想定し

た場合の本機器内の PuO2 の質量が未臨界質量以下であるため，臨界事故は発生しない。解析結果

を共通資料④-1 に示す。 

＜脱硝が未完了の場合＞ 

脱硝皿１皿の容量は L である。平常運転時のウラン・プルトニウム混合溶液（約 154g・Pu/L）

を供給した場合の脱硝皿１皿のプルトニウムの質量は約 1.1kg・Pu であり，脱硝皿取扱装置では脱

硝皿５皿を取り扱うことから，本装置内には約 kg・Pu が存在する。脱硝が未完了のＭＯＸ粉末

については商業機密の観点から公開できません。 774



が生成された場合，含水率の理論上限値は wt%であり，ＭＯＸ粉末中のプルトニウムの含水率

wt%における未臨界質量は 14.9kg・Pu である。この場合の脱硝装置内のプルトニウム質量は未臨

界質量以下であるため，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑮に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であるため，臨界事故は発生しない。 

また，脱硝皿取扱装置内で取り扱うＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量は合計約 kg・Pu であり，

ＭＯＸ粉末中のプルトニウムの含水率 wt%における未臨界質量は 40.2kg・Pu 以下であるため，漏

えいを想定しても臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑬に示す。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずることで溢

水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止するため，

該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-14-10 

凝縮廃液ろ過器の評価結果 

１．特定結果 

内的①：凝縮廃液ろ過器は，脱硝装置内で発生する廃ガスの凝縮液を受け入れる機器であるが，硝

酸プルトニウム溶液が流入したことを想定しても，本機器は容量が小さく、未臨界を維持

できるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：本機器からの漏えい液は，重力流にて全濃度安全形状寸法管理機器である一時貯槽に回収

されるため，臨界事故は発生しない。 

外的 ：地震により本機器が損傷し，ＭＯＸ粉末が被水することがないよう，基準地震動の 1.2 倍

の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

本機器の容量は 7.0L であり，硝酸プルトニウム溶液に対して取り扱う溶液の Pu/U 比が高い条件

においても未臨界を確保できることを確認している容量である L 以下であるため，臨界事故は発

生しない。解析結果を共通資料⑫に示す。 

２．２ 内的②について 

本機器からの漏えい液は，グローブボックス内に設置する漏えい液受皿に集液され，重力流にて

一時貯槽（全濃度安全形状寸法管理機器）に回収されるため，臨界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

本機器はＭＯＸ粉末が存在する部屋にあることから，ＭＯＸ粉末の被水による臨界事故の発生を

防止するため，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることにより，

地震に伴う漏えいによる臨界事故は発生しない。 

なお，平常運転時に取り扱う凝縮廃液のプルトニウム濃度は未臨界濃度 8.2g・Pu/L 以下である

ため，地震により凝縮廃液が漏えいしても，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料③に示す。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-14-11 

凝縮廃液ろ過器廃液払出槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：凝縮廃液ろ過器廃液払出槽は，脱硝装置内で発生する廃ガスの凝縮液を受け入れる機器で

あるが，硝酸プルトニウム溶液が流入したことを想定しても，本機器は容量が小さいため，

臨界事故は発生しない。 

内的②：本機器からの漏えい液は，重力流にて全濃度安全形状寸法管理機器である一時貯槽に回収

されるため，臨界事故は発生しない。 

外的 ：地震により本機器が損傷し，ＭＯＸ粉末が被水することがないよう，基準地震動の 1.2 倍

の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

本機器の容量は 7.0L であり，硝酸プルトニウム溶液に対して取り扱う溶液の Pu/U 比が高い条件

においても未臨界を確保できることを確認している容量である L 以下であるため，臨界事故は発

生しない。解析結果を共通資料⑫に示す。 

２．２ 内的②について 

本機器からの漏えい液は，グローブボックス内に設置する漏えい液受皿に集液され，重力流にて

一時貯槽（全濃度安全形状寸法管理機器）に回収されるため，臨界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

本機器はＭＯＸ粉末が存在する部屋にあることから，ＭＯＸ粉末の被水による臨界事故の発生を

防止するため，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることにより，

地震に伴う漏えいによる臨界事故は発生しない。 

なお，平常運転時に取り扱う凝縮廃液のプルトニウム濃度は未臨界濃度 8.2g・Pu/L 以下である

ため，地震により凝縮廃液が漏えいしても，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料③に示す。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-14-12 

凝縮廃液貯槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：凝縮廃液貯槽は，濃度管理機器であるが，上流側の機器が取り扱う凝縮廃液のプルトニウ

ム濃度は未臨界濃度以下であるため，誤操作による溶液の移送を想定しても臨界事故は発

生しない。 

内的②：平常運転時に取り扱う凝縮廃液のプルトニウム濃度が未臨界濃度以下であるため，臨界事

故は発生しない。 

外的 ：平常運転時に取り扱う凝縮廃液のプルトニウム濃度が未臨界濃度以下であるため，臨界事

故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

本機器の上流側の機器である凝縮廃液受槽は，受け入れる凝縮廃液のプルトニウム濃度が未臨界

濃度 8.2g・Pu/L 以下であるため，誤操作による溶液の移送を想定しても臨界事故は発生しない。

解析結果を共通資料③に示す。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるプルトニウム濃度は数十 mg・Pu/L 程度であり，硝酸プルトニウム

溶液の未臨界濃度 8.2g・Pu/L 以下であるため，機器からの漏えいを想定しても臨界事故は発生し

ない。解析結果を共通資料③に示す。 

２．３ 外的について 

本機器の平常運転時におけるプルトニウム濃度は数十 mg・Pu/L 程度であり，硝酸プルトニウム

溶液の未臨界濃度 8.2g・Pu/L 以下であるため，地震により本機器が損傷し，凝縮廃液が漏えいす

る場合を想定しても，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料③に示す。 
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添付資料 2-14-13 

焙焼炉の評価結果 

１．特定結果 

内的①：焙焼炉は，形状寸法管理機器であり，取り扱うＭＯＸ粉末の Pu/U 比が高い条件において

も未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

また，脱硝装置における脱硝粉体の照度高及び温度高で脱硝皿取出しシャッタ及び脱硝

皿取扱装置の起動条件信号を発するインターロックが機能喪失し，脱硝が未完了である粉

末を下流工程に移送する場合を想定する。以下の理由により臨界事故は発生しない。 

（1）焙焼炉までの間の設備で取り扱うＭＯＸ粉末の質量が，含水率の理論上限値を想定し

た場合のＭＯＸ粉末の未臨界質量以下である。 

（2）焙焼炉によりＭＯＸ粉末を加熱することで，還元炉以降は含水率が低下する。

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であること及び地震時に工程を

停止させることから，本機器にＭＯＸ粉末が供給されないため，臨界事故は発生しない。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずるこ

とで溢水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止す

るため，該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設

計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準

地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

＜Pu/U が高い条件＞ 

焙焼炉は，脱硝皿３皿分のＭＯＸ粉末を内包した状態で処理を行う。上流の混合槽から Pu/U 比

の高い溶液としてプルトニウム濃縮液（250g・Pu/L）を供給したことを想定した場合，脱硝皿１皿

内のプルトニウム質量は約 kg・Pu となり，本装置内には約 kg・PuO2 が存在する。含水率

wt%を想定した場合の PuO2 の粉末の未臨界質量は kg・PuO2 であり，異常を想定した場合の本機

器内の PuO2 の質量が未臨界質量以下であるため，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料④

-1 に示す。 

＜脱硝未完了粉末の取扱い＞ 

平常運転時における脱硝皿の取り扱い量は L（154ｇPu/L）であり，脱硝後の MOX 粉末量は

約 kg・Pu となる。焙焼炉には，脱硝皿３皿分の約 kg・Pu が存在する。異常として，脱硝が

未完了の MOX 粉末が生成された場合を想定する。脱硝が未完了のＭＯＸ粉末が生成された場合，

含水率の理論上限値は wt%であり，ＭＯＸ粉末中のプルトニウムの含水率 16wt%における未臨界

質量は 14.9kg・Pu である。焙焼炉内のプルトニウム質量は，未臨界質量 14.9kg・Pu よりも少ない

については商業機密の観点から公開できません。 779



ことから，含水率を理論上限値と想定しても臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑮に示す。 

なお，焙焼炉で加熱処理するため，含水率の高い粉末は本機器以降製造されない。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

本機器内で取り扱うＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量は約 kg・Pu であり，含水率 wt%におけ

るプルトニウムの未臨界質量である 40.2kg・Pu 以下であるため，地震による漏えいを想定しても

臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑬に示す。さらに，地震時に工程を停止させることか

ら，本機器にＭＯＸ粉末が供給されないため，地震による漏えいを想定しても臨界事故は発生しない。 

また，本機器が設置されているグローブボックス（焙焼グローブボックス）は，平常運転時に取

り扱うＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量が約 kg・Pu であり，含水率 wt%におけるプルトニウム

の未臨界質量 40.2kg・Pu 以下であるため，地震による漏えいを想定しても臨界事故は発生しない。

解析結果を共通資料⑬に示す。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずることで溢

水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止するため，

該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-14-14 

還元炉の評価結果 

１．特定結果 

内的①：還元炉は，形状寸法管理機器であり，取り扱うＭＯＸ粉末の Pu/U 比が高い条件において

も未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であること及び地震時に工程を

停止させることから，本機器にＭＯＸ粉末が供給されないため，臨界事故は発生しない。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずるこ

とで溢水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止す

るため，該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設

計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準

地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

＜Pu/U 比が高い条件＞ 

還元炉は，焙焼炉と同様に脱硝皿３皿分のＭＯＸ粉末を内包した状態で処理を行う。上流の混合

槽から Pu/U 比の高い溶液としてプルトニウム濃縮液（250g・Pu/L）を供給したことを想定した場

合，脱硝皿１皿内のプルトニウム質量は約 kg・Pu となり，本装置内には約 kg・PuO2 が存在す

る。含水率 wt%を想定した場合の PuO2 の粉末の未臨界質量は kg・PuO2 であり，異常を想定し

た場合の本機器内の PuO2 の粉末の質量が未臨界質量以下であるため，臨界事故は発生しない。解

析結果を共通資料④-1 に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

本機器内で取り扱うＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量は約 kg・Pu であり，含水率 wt%におけ

るプルトニウムの未臨界質量である 40.2kg・Pu 以下であるため，地震による漏えいを想定しても

臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑬に示す。さらに，地震時に工程を停止させることか

ら，本機器にＭＯＸ粉末が供給されないため，地震による漏えいを想定しても臨界事故は発生しない。 

また，本機器が設置されているグローブボックス（還元グローブボックス）は，平常運転時に取り

扱うＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量が約 kg・Pu であり，含水率 wt%におけるプルトニウムの

未臨界質量 40.2kg・Pu 以下であるため，地震による漏えいを想定しても臨界事故は発生しない。

については商業機密の観点から公開できません。 781



解析結果を共通資料⑬に示す。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずることで溢

水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止するため，

該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。
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添付資料 2-14-15 

固気分離器の評価結果 

１．特定結果 

内的①：固気分離器は，形状寸法管理機器であり，取り扱うＭＯＸ粉末の Pu/U 比が高い条件にお

いても未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ： 平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であること及び地震時に工程を

停止させることから，本機器にＭＯＸ粉末が供給されないため，臨界事故は発生しない。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずるこ

とで溢水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止す

るため，該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設

計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準

地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

固気分離器は，固体（粉末）と気体を分離する機器であり，本機器でＭＯＸ粉末が滞留せず，通

過するのみである。したがって，Pu/U 比の高い粉末が気流移送されても，滞留しないことから臨

界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

平常運転時には，固気分離器内でＭＯＸ粉末が滞留することはない。また，本機器が設置されて

いるグローブボックスは，平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量が最大でも約

kg・Pu（焙焼グローブボックス）であり，含水率 wt%におけるプルトニウムの未臨界質量であ

る 40.2kg・Pu 以下であるため，地震による漏えいを想定しても臨界事故は発生しない。解析結果

を共通資料⑬に示す。さらに，地震時に工程を停止させることから，本機器にＭＯＸ粉末が供給さ

れないため，地震による漏えいを想定しても臨界事故は発生しない。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずることで溢

水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止するため，

該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

については商業機密の観点から公開できません。 783



添付資料 2-14-16 

粉末ホッパの評価結果 

１．特定結果 

内的①：粉末ホッパは，形状寸法管理機器であり，取り扱うＭＯＸ粉末の Pu/U 比が高い条件にお

いても未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であること及び地震時に工程を

停止させることから，本機器にＭＯＸ粉末が供給されないため，臨界事故は発生しない。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずるこ

とで溢水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止す

るため，該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設

計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準

地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

粉末ホッパは，ＭＯＸ粉末を滞留させる機器であり，複数設置されているうち最も容量の大きい

粉末ホッパは粉砕機供給ホッパである。上流の混合槽から Pu/U 比の高い溶液としてプルトニウム

濃縮液（250g・Pu/L）を供給したことを想定した場合，粉砕機供給ホッパのＭＯＸ粉末の質量は約

kg・PuO2 である。含水率 wt%における PuO2 の粉末の未臨界質量は kg・PuO2 であり，本機

器内の PuO2 の質量が未臨界質量以下であるため，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料④

-1 に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

最も容量の大きい粉末ホッパである粉砕機供給ホッパは，平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末中の

プルトニウム質量が約 kg・Pu であるが，含水率 %におけるプルトニウムの未臨界質量 40.2kg・

Pu 以下であるため，地震による漏えいを想定しても臨界事故は発生しない。 

また，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に設置されているグローブボックスのうち，最も多く

のＭＯＸ粉末を内包しているグローブボックスは，混合機を設置している粉末混合グローブボック

スであり，平常運転時におけるＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量は 36kg・Pu であり，含水率 wt%

におけるプルトニウムの未臨界質量である 40.2kg・Pu 以下であるため，地震による漏えいを想定

しても臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑬に示す。さらに，地震時に工程を停止させる

に ついては商業機密の観点から公開できません。 784



ことから，ＭＯＸ粉末が継続的に移送されないため，地震による漏えいを想定しても臨界事故は発

生しない。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずることで溢

水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止するため，

該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。
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添付資料 2-14-17 

粉砕機の評価結果 

１．特定結果 

内的①： 粉砕機は，形状寸法管理機器であり，取り扱うＭＯＸ粉末の Pu/U 比が高い条件におい

ても未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

また，本機器は，保管容器と接続しＭＯＸ粉末を充てんする。充てんを開始する前に保管

容器が定位置にあることを運転員が目視で確認するため，充てん定位置の検知による充てん

起動回路が動作不能でも，ＭＯＸ粉末が保管容器外に漏えいする可能性はない。仮に１日に

処理する保管容器３本に充てんするＭＯＸ粉末の全量が漏えいすると想定しても，漏えい量

は未臨界質量以下であるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であること及び地震時に工程を

停止させることから，本機器にＭＯＸ粉末が供給されないため，臨界事故は発生しない。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずるこ

とで溢水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止す

るため，該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設

計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準

地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

＜Pu/U 比が高い条件＞ 

Pu/U 比が高い条件において，粉砕機が取り扱うＭＯＸ粉末の質量は最大でも約 kg・PuO2 であ

る。含水率 wt%における PuO2 の粉末の未臨界質量は kg・PuO2 である。したがって，取り扱う

量が未臨界質量以下であるため，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料④-１に示す。 

＜粉末漏えい＞ 

生産系の搬送機器の制御異常に加え，安重の保管容器充てん位置の検知によるＭＯＸ粉末の充て

ん起動回路の機能喪失を想定する。 

保管容器への１回当たりの充てん量は約９kg・Pu であり，含水率 wt%におけるＭＯＸ粉末の

中のプルトニウムの未臨界質量 70kg・Pu を超えるＭＯＸ粉末の漏えいが生じるには，８回の充て

んを必要とする。（参照：共通資料⑤）この間に通常の運転操作の確認により異常を検知し，運転

員が充てんを停止する。さらに，生産系の保管容器の秤量器により，漏えいによって容器内のＭＯ

Ｘ粉末重量が増加しないことで，規定時間内での充てん未完了の警報により充てん工程が停止する。

最初の充てんから８回目の充てん開始までの時間は約 56 時間であり，この間に実施する定常の運

転管理及び現場の巡視・点検の確認によって，漏えいを検知することができる。以上のような確認

については商業機密の観点から公開できません。 786



により臨界事故は発生しない。なお，各確認は，複数の当直の運転員，放管員が実施する。（参照：

図１） 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

本機器が設置されているグローブボックスは，平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末中のプルトニウ

ム質量が約 kg・Pu（粉砕グローブボックス）であり，含水率 wt%におけるプルトニウムの未

臨界質量である 40.2kg・Pu 以下であるため，地震による漏えいを想定しても臨界事故は発生しな

い。解析結果を共通資料⑬に示す。さらに，地震時に工程を停止させることから，ＭＯＸ粉末が継

続的に移送されないため，地震による漏えいを想定しても臨界事故は発生しない。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずることで溢

水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止するため，

該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-14-18 

粉砕払出装置の評価結果 

１．特定結果 

内的①：粉砕払出装置は，保管容器を一時に１本ずつ取り扱う機器である。取り扱うＭＯＸ粉末の

Pu/U 比が高い条件においても未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であるため，地震による漏えい

を想定しても，臨界事故は発生しない。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずるこ

とで溢水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止す

るため，該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設

計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準

地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

粉砕払出装置は，保管容器を一時に１本ずつ取り扱う機器である。Pu/U 比が高い条件において，

保管容器内のＭＯＸ粉末の質量は最大でも約 kg・PuO2 である。含水率 wt%における PuO2 の粉

末の未臨界質量は kg・PuO2 である。したがって，取り扱う量が未臨界質量以下であるため，臨

界事故は発生しない。解析結果を共通資料④-1 に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量は保管容器１本当たり９kg・Pu であり，

含水率 wt%におけるプルトニウムの未臨界質量である 40.2kg・Pu 以下であるため，地震による漏

えいを想定しても臨界事故は発生しない。 

また，本機器が設置されているグローブボックス（粉砕払出グローブボックス）は，平常運転時

に取り扱うＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量が約 kg・Pu であり，含水率 wt%におけるプルト

ニウムの未臨界質量である 40.2kg・Pu 以下であるため，地震による漏えいを想定しても臨界事故

は発生しない。解析結果を共通資料⑬に示す。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずることで溢

水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止するため，

については商業機密の観点から公開できません。
789



該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。 

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

790



添付資料 2-14-19 

保管容器の評価結果 

１．特定結果 

内的①：保管容器は，形状寸法管理機器であり，取り扱うＭＯＸ粉末の Pu/U 比が高い条件におい

ても未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であるため，地震による漏えい

を想定しても，臨界事故は発生しない。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずるこ

とで溢水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止す

るため，該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設

計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準

地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

２．特定結果の根拠 

２．１ 内的①について 

保管容器にはＭＯＸ粉末が 18kg・（U+Pu)内包されている。Pu/U 比が高い条件において，取り扱

うＭＯＸ粉末の質量は最大でも約 kg・PuO2 となる。含水率 wt%における PuO2 の未臨界質量は

kg・PuO2 である。したがって，取り扱う量が未臨界質量以下であるため，臨界事故は発生しない。

解析結果を共通資料④-1 に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

保管容器において平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量は９kg・Pu であり，

含水率 wt%におけるプルトニウムの未臨界質量 40.2kg・Pu 以下であるため，地震による漏えいを

想定しても臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑬に示す。 

また，本機器が設置されているグローブボックス（粉砕グローブボックス，粉砕払出グローブボ

ックス）は，平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量がそれぞれ約 kg・Pu，約

kg・Pu であり，含水率 wt%におけるプルトニウムの未臨界質量である 40.2kg・Pu 以下である

ため，地震による漏えいを考慮しても臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑬に示す。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずることで溢

水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止するた

については商業機密の観点から公開できません。 791



め，該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。 

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

792



添付資料 2-14-20 

保管ピットの評価結果 

１．特定結果 

内的①：保管ピットは保管容器を各ピットに１本ずつ収納する機器である。取り扱うＭＯＸ粉末の

Pu/U 比が高い条件においても未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であるため，地震による漏えい

を想定しても，臨界事故は発生しない。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずるこ

とで溢水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止す

るため，該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設

計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準地

震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

取り扱うＭＯＸ粉末の Pu/U 比が高い条件においても，実際の保管容器の寸法，平常運転時の粉

末密度及び含水率を考慮し解析した結果，取り扱う量が未臨界質量以下であるため，臨界事故は発

生しない。解析結果を共通資料④-2 に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であるため，地震による漏えいを想定

しても臨界事故は発生しない。 

また，本機器が設置されているグローブボックス（粉砕払出グローブボックス）は，平常運転時

に取り扱うＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量が最大 kg・Pu であり，含水率 wt%におけるプルト

ニウムの未臨界質量である 40.2kg・Pu 以下であるため，地震による漏えいを想定しても臨界事故

は発生しない。解析結果を共通資料⑬に示す。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずることで溢

水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止するため，

該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

については商業機密の観点から公開できません。 793



添付資料 2-14-21 

保管容器移動装置の評価結果 

１．特定結果 

内的①：保管容器移動装置は，保管容器を一時に１本ずつ取り扱う機器である。取り扱うＭＯＸ粉

末の Pu/U 比が高い条件においても未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

また，本機器が取り扱う保管容器が他の保管容器と近接することを想定しても，ＭＯＸ粉

末中のプルトニウム質量の合計が未臨界質量以下であるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であるため，地震による漏えい

を想定しても，臨界事故は発生しない。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずるこ

とで溢水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止す

るため，該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設

計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準

地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

＜Pu/U 比が高い条件＞ 

本機器は，保管容器を一時に１本ずつ取り扱う機器である。保管容器には 18kg・(U+Pu)が内包さ

れている。Pu/U 比が高い条件において，保管容器で取り扱うＭＯＸ粉末の質量は最大でも約 21kg・

PuO2 である。含水率 wt%における PuO2 の未臨界質量は kg・PuO2 である。したがって，取り

扱う量が未臨界質量以下であるため，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料④-1 に示す。 

＜異常接近＞ 

「保管容器移動装置と保管昇降機」の異常接近を想定する。平常運転時に保管容器が取り扱うＭ

ＯＸ粉末中のプルトニウム質量は９kg・Pu であり，保管容器２本では 18kg・Pu となる。２本分の

保管容器のプルトニウム質量を合計しても，含水率 wt%におけるＭＯＸ粉末中のプルトニウムの

未臨界質量である 70kg・Pu 以下であるため，保管容器の近接を想定しても臨界事故は発生しない。

解析結果を共通資料⑤に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は保管容器１本当たり９kg・Pu であり，含水率 wt%に

については商業機密の観点から公開できません。
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おけるプルトニウムの未臨界質量である 40.2kg・Pu 以下であるため，地震による漏えいを想定し

ても臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑬に示す。 

また，本機器が設置されているグローブボックス（粉砕グローブボックス）は，平常運転時に取

り扱うＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量が約 kg・Pu であり，含水率 wt%におけるプルトニウ

ムの未臨界質量である 40.2kg・Pu 以下であるため，地震による漏えいを想定しても臨界事故は発

生しない。解析結果を共通資料⑬に示す。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずることで溢

水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止するため，

該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-14-22 

保管昇降機の評価結果 

１．特定結果 

内的①：保管昇降機は，保管容器を一時に１本ずつ取り扱う機器である。取り扱うＭＯＸ粉末の Pu/U

比が高い条件においても未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

また，本機器が取り扱う保管容器が他の保管容器と近接することを想定しても，ＭＯＸ粉

末中のプルトニウム質量の合計が未臨界質量以下であるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であるため，地震による漏えい

を想定しても，臨界事故は発生しない。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずるこ

とで溢水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止

するため，該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持でき

る設計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準

地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

＜Pu/U 比が高い条件＞ 

本機器は，保管容器を一時に１本ずつ取り扱う機器である。保管容器には 18kg・(U+Pu)が内包さ

れている。Pu/U 比が高い条件において，保管容器で取り扱うＭＯＸ粉末の質量は最大でも約 kg・

PuO2 である。含水率 wt%における PuO2 の未臨界質量は kg・PuO2 である。したがって，取り

扱う量が未臨界質量以下であるため，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料④-1 に示す。 

＜異常接近＞ 

「保管昇降機と保管容器移動装置」の異常接近を想定する。平常運転時に保管容器が取り扱うＭ

ＯＸ粉末中のプルトニウム質量は９kg・Pu であり，保管容器２本では 18kg・Pu となる。２本分の

保管容器のプルトニウム質量を合計しても，含水率 wt%におけるＭＯＸ粉末中のプルトニウムの

未臨界質量である 70kg・Pu 以下であるため，保管容器の近接を想定しても臨界事故は発生しない。

解析結果を共通資料⑤に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量は保管容器１本当たり９kg・Pu であり，

については商業機密の観点から公開できません。
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含水率 wt%におけるプルトニウムの未臨界質量である 40.2kg・Pu 以下であるため，地震による漏

えいを想定しても臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑬に示す。 

また，本機器が設置されているグローブボックス（粉砕払出グローブボックス）は，平常運転時

に取り扱うＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量が kg・Pu であり，含水率 wt%におけるプルトニウ

ムの未臨界質量である 40.2kg・Pu 以下であるため，地震による漏えいを想定しても臨界事故は発

生しない。解析結果を共通資料⑬に示す。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずることで溢

水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止するため，

該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

に ついては商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-14-23 

混合機の評価結果 

１．特定結果 

内的①：混合機は，形状寸法管理機器であり，取り扱うＭＯＸ粉末の Pu/U 比が高い条件において

も未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。  

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であるため，地震による漏えい

を想定しても，臨界事故は発生しない。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずるこ

とで溢水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止す

るため，該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設

計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準

地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

取り扱うＭＯＸ粉末の Pu/U 比が高い条件においても，実際の混合機の寸法，平常運転時の粉末

密度及び含水率を考慮し解析した結果，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料④-２に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

本機器が設置されているグローブボックスは，平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末中のプルトニウ

ム質量が 36kg・Pu であり，含水率 wt%におけるプルトニウムの未臨界質量である 40.2kg・Pu 以

下であるため，地震による漏えいを想定しても臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑬に示

す。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずることで溢

水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止するため，

該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-14-24 

粉末充てん機の評価結果 

１．特定結果 

内的①：粉末充てん機は，形状寸法管理機器であり，取り扱うＭＯＸ粉末の Pu/U 比が高い条件に

おいても未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

また，本機器は，粉末缶と接続し，粉末缶にＭＯＸ粉末を充てんするため，接続部からの

漏えいを想定する。充てんを開始する前に粉末缶が定位置にあることを運転員が目視で確認

するため，充てん定位置の検知による充てん起動回路が動作不能でも，ＭＯＸ粉末が粉末缶

外に漏えいする可能性はない。混合機から移送されるＭＯＸ粉末の全量が漏えいすると想定

しても，漏えい量は未臨界質量以下であるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。  

外的 ：平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であること及び地震時に工程を

停止させることから，本機器にＭＯＸ粉末が供給されないため，臨界事故は発生しない。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずるこ

とで溢水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止す

るため，該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設

計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準

地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

＜Pu/U 比が高い条件＞ 

 Pu/U 比の高い条件において粉末充てん機が取り扱うＭＯＸ粉末の質量は約 kg・PuO2 である。

含水率 wt%における PuO2 の未臨界質量は kg・PuO2 である。したがって，取り扱う量が未臨界

質量以下であるため，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料④-1 に示す。 

＜粉末漏えい＞ 

搬送機器の制御異常による容器の接続不良に加え，粉末缶の充てん位置を検知し，ウラン・プル

トニウム混合酸化物粉末の充てん条件信号を発するインターロックの機能喪失を想定する。

粉末缶への１回当たりの充てん量は６kg・Pu であり，含水率 wt%におけるＭＯＸ粉末中のプ

ルトニウムの未臨界質量 70kg・Pu を超えるＭＯＸ粉末の漏えいが生じるには，12 回の充てんを必

要とする。この間に運転員の目視による確認により異常を検知し，運転員が充てんを停止する。さ

らに，漏えいにより粉末缶内のＭＯＸ粉末の重量が増加しないことで，規定時間内での充てん未完

了の警報により充てん工程が停止する。解析結果を共通資料⑤に示す。 

また，最初の充てんから 12 回目の充てん開始までの時間は約 17 時間であり，この間に実施する

定常の運転管理による確認によって，漏えいを検知することができる。以上のような確認により臨

に ついては商業機密の観点から公開できません。 799



界事故は発生しない。なお，確認は複数の当直の運転員が実施する。（参照：図１） 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

本機器が設置されているグローブボックス（粉末充てんグローブボックス）は，平常運転時に取

り扱うＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量が６kg・Pu であり，含水率 wt%におけるプルトニウムの

未臨界質量 40.2kg・Pu 以下であるため，地震による漏えいを想定しても臨界事故は発生しない。

解析結果を共通資料⑬に示す。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずることで溢

水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止するため，

該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-14-25 

粉末缶払出装置の評価結果 

１．特定結果 

内的①：粉末缶払出装置は，粉末缶を一時に１缶ずつ取り扱う機器である。取り扱うＭＯＸ粉末の

Pu/U 比が高い条件においても未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

また，本機器の取り扱う粉末缶が他の粉末缶又は混合酸化物貯蔵容器と近接することを想

定しても，ＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量の合計が未臨界質量以下であるため，臨界事故

は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であるため，地震による漏えい

を想定しても，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

＜Pu/U 比が高い条件＞ 

 Pu/U 比の高い条件において本機器が取り扱うＭＯＸ粉末の質量は約 kg・PuO2 となる。PuO2

の未臨界質量は，含水率 wt%のとき kg・PuO2 である。したがって，取り扱う量が未臨界質量

以下であるため，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料④-1 に示す。 

＜異常接近＞ 

 「粉末缶払出装置と充てん台車」又は「粉末缶払出装置と粉末缶移送装置」の異常接近を想定す

る。平常運転時に取り扱う混合酸化物貯蔵容器 1 本のＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量は 18kg・

Pu であり，混合酸化物貯蔵容器２本では 36kg・Pu となる。混合酸化物貯蔵容器２本分のプルトニ

ウム質量を合計しても，含水率 wt%におけるＭＯＸ粉末中のプルトニウムの未臨界質量である

70kg・Pu 以下であるため，混合酸化物貯蔵容器の近接を想定しても臨界事故は発生しない。解析

結果を共通資料⑤に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

本機器が平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量は６kg・Pu であり，含水率

wt%におけるプルトニウムの未臨界質量 40.2kg・Pu 以下であるため，地震による漏えいを想定して

も臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑬に示す。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-14-26 

粉末缶移送装置の評価結果 

１．特定結果 

内的①：粉末缶移送装置は，粉末缶を一時に１缶ずつ取り扱う機器である。取り扱うＭＯＸ粉末の

Pu/U 比が高い条件においても未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

また，本機器の取り扱う粉末缶が他の粉末缶又は混合酸化物貯蔵容器と近接することを想

定しても，プルトニウム質量の合計が未臨界質量以下であるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であるため，地震による漏えい

を想定しても，臨界事故は発生しない。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずるこ

とで溢水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止す

るため，該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設

計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準

地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

＜Pu/U 比が高い条件＞ 

 Pu/U 比の高い条件において，本機器が取り扱うＭＯＸ粉末の質量は約 kg・PuO2 となる。含水

率 wt%における PuO2 の未臨界質量は kg・PuO2 である。したがって，取り扱う量が未臨界質量

以下であるため，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料④-1 に示す。 

＜異常接近＞ 

 「粉末缶払出装置と粉末缶移送装置」の異常接近を想定する。平常運転時に取り扱う粉末缶１缶

のＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量は 6kg・Pu であり，粉末缶２缶では 12kg・Pu となる。粉末缶

２缶分のプルトニウム質量を合計しても，含水率 wt%におけるＭＯＸ粉末中のプルトニウムの未

臨界質量である 70kg・Pu 以下であるため，粉末缶の近接を想定しても臨界事故は発生しない。解

析結果を共通資料⑤に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

本機器が設置されているグローブボックス（粉末充てんグローブボックス）は，平常運転時に取

り扱うＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量が 6kg・Pu であり，含水率 wt%におけるプルトニウムの

については商業機密の観点から公開できません。
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未臨界質量 40.2kg・Pu 以下であるため，地震による漏えいを想定しても臨界事故は発生しない。

解析結果を共通資料⑬に示す。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずることで溢

水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止するため，

該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。
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添付資料 2-14-27 

充てん台車の評価結果 

１．特定結果 

内的①：充てん台車は，混合酸化物貯蔵容器を一時に１本ずつ取り扱う機器である。取り扱うＭＯ

Ｘ粉末の Pu/U 比が高い条件においても未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

また，本機器が取り扱う混合酸化物貯蔵容器が他の粉末缶又は混合酸化物貯蔵容器と近接

することを想定しても，プルトニウム質量の合計が未臨界質量以下であるため，臨界事故は

発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：平常運転時における混合酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，地震の発

生に伴う混合酸化物貯蔵容器の落下を想定した場合においても臨界防止機能が保持され

るため，臨界事故は発生しない。 

なお，平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であるため，地震によ

る漏えいを想定しても，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

＜Pu/U 比が高い条件＞ 

Pu/U 比が高い条件において，混合酸化物貯蔵容器内のＭＯＸ粉末の質量は約 kg・PuO2 となる。

含水率 wt%における PuO2 の未臨界質量は kg・PuO2 である。したがって，取り扱う量が未臨界

質量以下であるため，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料④-1 に示す。 

＜異常接近＞ 

「充てん台車と搬送台車」又は「充てん台車と粉末缶払出装置（粉末缶）」の異常接近を想定す

る。平常運転時に取り扱う混合酸化物貯蔵容器 1 本のＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量は 18kg・

Pu であり，混合酸化物貯蔵容器２本では 36kg・Pu となる。混合酸化物貯蔵容器２本分のプルトニ

ウム質量を合計しても，含水率 wt%におけるＭＯＸ粉末中のプルトニウムの未臨界質量である

70kg・Pu 以下であるため，混合酸化物貯蔵容器の近接を想定しても臨界事故は発生しない。解析

結果を共通資料⑤に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

平常運転時における混合酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，混合酸化物貯蔵

容器に亀裂や開口は確認されなかったため，地震に伴う混合酸化物貯蔵容器の落下を想定した場合

においても臨界事故は発生しない。落下試験結果を共通資料⑳に示す。 

また，平常運転時に取り扱う混合酸化物貯蔵容器 1 本分のプルトニウム質量は 18kg・Pu であり，

については商業機密の観点から公開できません。 805



含水率 wt%におけるプルトニウムの未臨界質量は 40.2kg・Pu 以下であるため，地震による漏えい

を想定しても臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑬に示す。 

については商業機密の観点から公開できません。 806



添付資料 2-14-28 

搬送台車の評価結果 

１．特定結果 

内的①：搬送台車は，混合酸化物貯蔵容器を一時に１本ずつ取り扱う機器である。取り扱うＭＯＸ

粉末の Pu/U 比が高い条件においても未臨界を維持できるため，臨界事故は発生しない。 

また，本機器が取り扱う混合酸化物貯蔵容器が他の混合酸化物貯蔵容器と近接することを

想定しても，プルトニウム質量の合計が未臨界質量以下であるため，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：平常運転時における混合酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，地震の発

生に伴う混合酸化物貯蔵容器の落下を想定した場合においても臨界防止機能が保持され

るため，臨界事故は発生しない。 

なお，平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であるため，地震によ

る漏えいを想定しても，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

＜Pu/U 比が高い条件＞ 

Pu/U 比が高い条件において，混合酸化物貯蔵容器内のＭＯＸ粉末の質量は約 kg・PuO2 となる。

含水率 wt%における PuO2 の未臨界質量は kg・PuO2 である。したがって，取り扱う量が未臨界

質量以下であるため，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料④-1 に示す。 

＜異常接近＞ 

「搬送台車と貯蔵容器台車」又は「搬送台車と充てん台車」の異常接近を想定する。平常運転時

に取り扱う混合酸化物貯蔵容器 1 本のＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量は 18kg・Pu であり，混合

酸化物貯蔵容器２本では 36kg・Pu となる。混合酸化物貯蔵容器２本分のプルトニウム質量を合計

しても，含水率 wt%におけるＭＯＸ粉末中のプルトニウムの未臨界質量である 70kg・Pu 以下で

あるため，混合酸化物貯蔵容器の近接を想定しても臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑤

に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

平常運転時における混合酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，混合酸化物貯蔵

容器に亀裂や開口は確認されなかったため，地震に伴う混合酸化物貯蔵容器の落下を想定した場合

においても臨界事故は発生しない。落下試験結果を共通資料⑳に示す。 

 また，平常運転時に取り扱う混合酸化物貯蔵容器 1 本分のプルトニウム質量は 18kg・Pu であり，

含水率 wt%におけるＭＯＸ粉末中のプルトニウムの未臨界質量である 40.2kg・Pu 以下であるため，

地震による漏えいを想定しても臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑬に示す。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。 807



添付資料 2-14-29 

粉末調整グローブボックスの評価結果 

１．特定結果 

内的①：粉末調整グローブボックスは質量管理機器であるが，プルトニウム粉末の過剰挿入を想定

する。粉末調整グローブボックスのＭＯＸ粉末の質量は，秤量値の積算により管理すると

ともに，秤量値は複数の運転員が確認すること及び取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質

量以下であり，未臨界質量を超過するためには複数回の誤挿入が必要であることから，臨

界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であるため，地震による漏えい

を想定しても，臨界事故は発生しない。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずるこ

とで溢水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止

するため，該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持でき

る設計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準

地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

粉末調整グローブボックスへの過剰挿入に加え，秤量器の機能喪失を想定する。 

平常運転時において，粉末調整グローブボックスへ搬入されるＭＯＸ粉末が，含水率が高い条件

のＭＯＸ粉末中のプルトニウムの未臨界質量 14.9kg・Pu を超えるまでには，約 70 年の期間を要す

る。解析結果を共通資料⑮に示す。 

ＭＯＸ粉末の搬入に当たっては，使用前の秤量器の校正並びにＭＯＸ粉末の質量の搬入予定量及

び搬入後の合計量の確認を複数の運転員で実施しており，粉末調整グローブボックスへ質量制限を

超えてＭＯＸ粉末が搬入されるには非常に多く（300 回以上）の失敗が必要であり，この間に実施

する巡視・点検において，想定以上の容器が搬入されていることが確認できるため，臨界事故は発

生しない。また，粉末調整グローブボックスに入れる前の秤量及び入れた後の秤量については，期

間を空けて実施される作業であり，運転員が交代することから，継続的に失敗を繰り返す可能性は

ない。（参照：図１） 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 
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２．３ 外的について 

本機器は，平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量が約 kg・Pu であり，含

水率 wt%におけるプルトニウムの未臨界質量である 40.2kg・Pu 以下であるため，地震による漏え

いを想定しても臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑬に示す。 

なお，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずることで溢

水による減速条件の変化を考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の漏えいを防止するため，

該当する系統を基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

・室外から室内への溢水の浸入を防止するため，堰を室の入口に設けるとともに，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。

に ついては商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-15-1 

粉末缶の評価結果 

１．特定結果 

内的①：粉末缶は，ＭＯＸ粉末が充てんされる機器であり，質量管理及び形状寸法管理としており，

ＭＯＸ粉末の Pu/U 比が高い条件においても，未臨界質量以下であるため，臨界事故は発

生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質は固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であるため，地震による漏えい

を想定しても，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

 Pu/U 比の高い条件において，本機器が取り扱うＭＯＸ粉末の質量は約 kg・PuO2 となる。含水

率 wt%における PuO2 の粉末の未臨界質量は， kg・PuO2 である。したがって，取り扱う量が未

臨界質量以下であるため，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料④-1 に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

本機器が平常運転時に取り扱うプルトニウム質量は６kg・Pu であり，含水率 wt%におけるプル

トニウムの未臨界質量は 40.2kg・Pu 以下であるため，地震による漏えいを想定しても臨界事故は

発生しない。解析結果を共通資料⑬に示す。

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-15-2 

混合酸化物貯蔵容器の評価結果 

１．特定結果 

内的①：混合酸化物貯蔵容器は，粉末缶を封入する機器であり，質量管理及び形状寸法管理として

おり，ＭＯＸ粉末の Pu/U 比が高い条件においても，未臨界質量以下であるため，臨界事

故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質は固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：平常運転時における混合酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，地震の発

生に伴う混合酸化物貯蔵容器の落下を想定した場合においても臨界防止機能が保持され

るため，臨界事故は発生しない。 

なお，平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であるため，地震によ

る漏えいを想定しても，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

 混合酸化物貯蔵容器は，粉末缶を３缶封入する。Pu/U 比の高い条件において粉末缶１缶当たり

のＭＯＸ粉末の質量は約 kg・PuO2 であり，混合酸化物貯蔵容器１本当たりのＭＯＸ粉末の質量

は約 kg・PuO2 となる。また，平常運転時におけるＭＯＸ粉末の含水率を wt%としている。含

水率 wt%における PuO2 の粉末の未臨界質量は kg・PuO2 である。取り扱う量が未臨界質量以下

であるため，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料④-1 に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

平常運転時における混合酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，混合酸化物貯蔵

容器に亀裂や開口は確認されなかったことから，臨界防止機能が保持されるため，地震に伴う混合酸化

物貯蔵容器の落下を想定した場合においても臨界事故は発生しない。落下試験結果を共通資料⑳に

示す。 

また，平常運転時に取り扱う混合酸化物貯蔵容器 1 本分のＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量は

18kg・Pu であり，含水率 wt%における未臨界質量は 40.2kg・Pu 以下であるため，地震による漏

えいを想定しても臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑬に示す。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-15-3 

貯蔵ホールの評価結果 

１．特定結果 

内的①：貯蔵ホールは，質量管理として各ホールに混合酸化物貯蔵容器 420 本を収納し，混合酸化

物貯蔵容器の貯蔵時の面間最小距離を確保する機器である。ＭＯＸ粉末の Pu/U 比が高い

条件においても，未臨界質量以下であるため，臨界事故は発生しない。 

また，過剰に充てんした粉末缶が入った混合酸化物貯蔵容器を収納することを想定した

場合，又は粉末充てん第１秤量器及び粉末充てん第２秤量器の多重故障を想定した場合に

おいても，臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質は固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：地震時においても，面間最小距離が損なわれないよう，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考

慮した際に機能維持できる設計としているため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

＜Pu/U 比間違い＞ 

ＭＯＸ粉末の Pu/U 比が高い条件においても，貯蔵ホールで臨界に至るには Pu/U 比を誤った

MOX 粉末を充てんした混合酸化物貯蔵容器が多数（40 体以上）必要である。このためには混合槽

における混合操作（Pu/U 比）を６回誤る必要があるが，計画より多量の硝酸プルトニウム溶液が

消費され脱硝処理が継続できないこと，及びこの間に実施する定常の運転管理による確認によって，

異常を検知することができることから，臨界事故は発生しない。（参照：図１）また，解析結果を

共通資料④-２に示す。 

＜粉末缶への過充てん＞ 

粉末充てん第１秤量器及び粉末充てん第２秤量器の機能喪失を想定した場合，MOX 粉末を過充

てんした粉末缶を収納した混合酸化物貯蔵容器を貯蔵ホールへ収納する可能性があるが，貯蔵ホー

ルで臨界に至るには過充てんした粉末缶を収納した混合酸化物貯蔵容器が多数（36 体，約 30 日間）

必要である。過充てんした粉末缶を収納した混合酸化物貯蔵容器が 36 本以下であれば臨界事故は

発生しない。解析結果を共通資料⑯に示す。 

また，粉末缶への MOX 粉末の過充てんが発生した場合，他の粉末缶において MOX 粉末量の不足

が発生することから，粉末缶への充てん量が規定量に到達せず，粉末缶への充てん量が規定時間以

内に規定量に到達しない場合の異常警報が発報し自動運転が停止する。 

運転員による粉末缶への MOX 粉末の充てん過程における秤量器の指示値の変化（空状態，充て

ん途中の変化，充てん完了後）並びに粉末充てん第１秤量器及び粉末充てん第２秤量器の指示値の

差異を複数の当直の運転員が確認することで異常に気付くことができるため，臨界に至る前に，過

充てんされた貯蔵容器の収納の継続を止めることから，臨界事故は発生しない。（参照：図２）
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２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

本機器は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，地

震による臨界事故は発生しない 
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添付資料 2-15-4 

昇降機の評価結果 

１．特定結果 

内的①：昇降機は，質量管理として混合酸化物貯蔵容器を一時に１本ずつ取り扱う機器であり，Ｍ

ＯＸ粉末の Pu/U 比が高い条件においても，未臨界質量以下であるため，臨界事故は発生

しない。 

また，昇降機が取り扱う混合酸化物貯蔵容器が他の混合酸化物貯蔵容器と近接することを

想定しても，ＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量の合計が未臨界質量以下であるため，臨界事

故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質は固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：平常運転時における混合酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，地震の発

生に伴う混合酸化物貯蔵容器の落下を想定した場合においても臨界防止機能が保持され

るため，臨界事故は発生しない。 

なお，平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であるため，地震によ

る漏えいを想定しても，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

＜Pu/U 比が高い条件＞ 

本機器が運搬する混合酸化物貯蔵容器内のＭＯＸ粉末の質量は，Pu/U 比の高い条件において約

kg・PuO2 である。また，本機器の平常運転時の含水率は wt%であり，含水率 wt%における

PuO2 の粉末の未臨界質量は kg・PuO2 である。したがって，Pu/U 比の高い条件においても取り

扱う量が未臨界質量以下であるため，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料④-1 に示す。 

＜異常接近＞ 

「昇降機と貯蔵容器台車」の異常接近を想定する。平常運転時に取り扱う混合酸化物貯蔵容器 1

本のＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量は 18kg・Pu であり，混合酸化物貯蔵容器２本では 36kg・Pu

となる。混合酸化物貯蔵容器２本分のプルトニウム質量を合計しても，含水率 wt%におけるＭＯ

Ｘ粉末中のプルトニウムの未臨界質量 70kg・Pu 以下であるため，混合酸化物貯蔵容器の近接を想

定しても臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑤に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

平常運転時における混合酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，混合酸化物貯蔵

容器に亀裂や開口は確認されなかったことから，臨界防止機能が保持されるため，地震に伴う混合酸化

物貯蔵容器の落下を想定した場合においても臨界事故は発生しない。落下試験結果を共通資料⑳に

については商業機密の観点から公開できません。 817



示す。 

また，平常運転時に取り扱う混合酸化物貯蔵容器 1 本分のＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量は

18kg・Pu であり，含水率 wt%におけるプルトニウムの未臨界質量 40.2kg・Pu 以下であるため，

地震による漏えいを想定しても臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑬に示す。

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-15-5 

貯蔵台車の評価結果 

１．特定結果 

内的①：貯蔵台車は，質量管理として混合酸化物貯蔵容器を一時に１本ずつ取り扱う機器であり，

ＭＯＸ粉末の Pu/U 比が高い条件においても，未臨界質量以下であるため，臨界事故は発

生しない。 

また，貯蔵台車が取り扱う混合酸化物貯蔵容器が他の混合酸化物貯蔵容器と近接すること

を想定しても，ＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量の合計が未臨界質量以下であるため，臨界

事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質は固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：平常運転時における混合酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，地震の発

生に伴う混合酸化物貯蔵容器の落下を想定した場合においても臨界防止機能が保持され

るため，臨界事故は発生しない。 

なお，平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であるため，地震によ

る漏えいを想定しても，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

＜Pu/U 比が高い条件＞ 

本機器が運搬する混合酸化物貯蔵容器内のＭＯＸ粉末の質量は，Pu/U 比の高い条件において約

kg・PuO2 である。また，本機器の平常運転時の含水率は wt%であり，含水率 wt%における

PuO2 の粉末の未臨界質量は kg・PuO2 である。したがって，Pu/U 比の高い条件においても取り

扱う量が未臨界質量以下であるため，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料④-1 に示す。 

＜異常接近＞ 

「貯蔵台車と貯蔵容器台車」の異常接近を想定する。平常運転時に取り扱う混合酸化物貯蔵容器

1 本のＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量は 18kg・Pu であり，混合酸化物貯蔵容器２本では 36kg・

Pu となる。混合酸化物貯蔵容器２本分のプルトニウム質量を合計しても，含水率 wt%における

ＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量の未臨界質量 70kg・Pu 以下であるため，混合酸化物貯蔵容器の

近接を想定しても臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑤に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

平常運転時における混合酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，混合酸化物貯蔵

容器に亀裂や開口は確認されなかったことから，臨界防止機能が保持されるため，地震に伴う混合酸化

物貯蔵容器の落下を想定した場合においても臨界事故は発生しない。落下試験結果を共通資料⑳に

については商業機密の観点から公開できません。
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示す。 

 また，平常運転時に取り扱う混合酸化物貯蔵容器 1 本分のＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量は

18kg・Pu であり，含水率 wt%におけるプルトニウムの未臨界質量 40.2kg・Pu 以下であるため，

地震による漏えいを想定しても臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑬に示す。

に ついては商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-15-6 

貯蔵容器台車の評価結果 

１．特定結果 

内的①：貯蔵容器台車は，質量管理として混合酸化物貯蔵容器を一時に１本ずつ取り扱う機器であ

り，ＭＯＸ粉末の Pu/U 比が高い条件においても，未臨界質量以下であるため，臨界事故

は発生しない。 

また，貯蔵容器台車が取り扱う混合酸化物貯蔵容器が他の混合酸化物貯蔵容器と近接する

ことを想定しても，ＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量の合計が未臨界質量以下であるため，

臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質は固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：平常運転時における混合酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，地震の発

生に伴う混合酸化物貯蔵容器の落下を想定した場合においても臨界防止機能が保持され

るため，臨界事故は発生しない。 

なお，平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であるため，地震によ

る漏えいを想定しても，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

＜Pu/U 比が高い条件＞ 

本機器が運搬する混合酸化物貯蔵容器内のＭＯＸ粉末の質量は，Pu/U 比の高い条件において約

kg・PuO2 である。また，本機器の平常運転時の含水率は wt%であり，含水率 wt%における

PuO2 の粉末の未臨界質量は kg・PuO2 である。したがって，Pu/U 比の高い条件においても取り

扱う量が未臨界質量以下であるため，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料④-1 に示す。 

＜異常接近＞ 

「貯蔵容器台車と貯蔵台車」又は「貯蔵容器台車と移載機」の異常接近を想定する。平常運転時

に取り扱う混合酸化物貯蔵容器 1 本のＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量は 18kg・Pu であり，混合

酸化物貯蔵容器２本では 36kg・Pu となる。混合酸化物貯蔵容器２本分のプルトニウム質量を合計

しても，含水率 wt%におけるＭＯＸ粉末中のプルトニウムの未臨界質量 70kg・Pu 以下であるた

め，混合酸化物貯蔵容器の近接を想定しても臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑤に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

常運転時における混合酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，混合酸化物貯蔵容

器に亀裂や開口は確認されなかったことから，臨界防止機能が保持されるため，地震に伴う混合酸化物

貯蔵容器の落下を想定した場合においても臨界事故は発生しない。落下試験結果を共通資料⑳に示

に ついては商業機密の観点から公開できません。
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す。 

 また，平常運転時に取り扱う混合酸化物貯蔵容器 1 本分のＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量は

18kg・Pu であり，含水率 wt%における未臨界質量 40.2kg・Pu 以下であるため，地震による漏え

いを想定しても臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑬に示す。

に ついては商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-15-7 

移載機の評価結果 

１．特定結果 

内的①：移載機は，質量管理として混合酸化物貯蔵容器を一時に１本ずつ取り扱う機器であり，Ｍ

ＯＸ粉末の Pu/U 比が高い条件においても，未臨界質量以下であるため，臨界事故は発生

しない。 

また，移載機が取り扱う混合酸化物貯蔵容器が他の混合酸化物貯蔵容器と近接すること

を想定しても，ＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量の合計が未臨界質量以下であるため，臨

界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質は固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：平常運転時における混合酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，地震の発

生に伴う混合酸化物貯蔵容器の落下を想定した場合においても臨界防止機能が保持され

るため，臨界事故は発生しない。 

なお，平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であるため，地震によ

る漏えいを想定しても，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

＜Pu/U 比が高い条件＞ 

本機器が運搬する混合酸化物貯蔵容器内のＭＯＸ粉末の質量は，Pu/U 比の高い条件において約

kg・PuO2 である。また，本機器の平常運転時の含水率は wt%であり，含水率 wt%における

PuO2 の粉末の未臨界質量は kg・PuO2 である。したがって，Pu/U 比の高い条件においても取り

扱う量が未臨界質量以下であるため，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料④-1 に示す。 

＜異常接近＞ 

「移載機と貯蔵容器台車」又は「移載機と払出台車」の異常接近を想定する。平常運転時に取り

扱う混合酸化物貯蔵容器 1 本のＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量は 18kg・Pu であり，混合酸化物

貯蔵容器２本では 36kg・Pu となる。混合酸化物貯蔵容器２本分のプルトニウム質量を合計しても，

含水率 wt%におけるＭＯＸ粉末中のプルトニウムの未臨界質量 70kg・Pu 以下であるため，混合

酸化物貯蔵容器の近接を想定しても臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑤に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

平常運転時における混合酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，混合酸化物貯蔵

容器に亀裂や開口は確認されなかったことから，臨界防止機能が保持されるため，地震に伴う混合酸化

物貯蔵容器の落下を想定した場合においても臨界事故は発生しない。落下試験結果を共通資料⑳に

に ついては商業機密の観点から公開できません。 823



示す。 

 また，平常運転時に取り扱う混合酸化物貯蔵容器 1 本分のＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量は

18kg・Pu であり，含水率 wt%における未臨界質量 40.2kg・Pu 以下であるため，地震による漏え

いを想定しても臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑬に示す。

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-15-8 

払出台車の評価結果 

１．特定結果 

内的①：払出台車は，質量管理として混合酸化物貯蔵容器を一時に１本ずつ取り扱う機器であり，

ＭＯＸ粉末の Pu/U 比が高い条件においても，未臨界質量以下であるため，臨界事故は発

生しない。 

また，払出台車が取り扱う混合酸化物貯蔵容器が他の混合酸化物貯蔵容器と近接すること

を想定しても，ＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量の合計が未臨界質量以下であるため，臨界

事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質は固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：平常運転時における混合酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，地震の発

生に伴う混合酸化物貯蔵容器の落下を想定した場合においても臨界防止機能が保持され

るため，臨界事故は発生しない。 

なお，平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であるため，地震によ

る漏えいを想定しても，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

＜Pu/U 比が高い条件＞ 

本機器が運搬する混合酸化物貯蔵容器内のＭＯＸ粉末の質量は，Pu/U 比の高い条件において約

kg・PuO2 である。また，本機器の平常運転時の含水率は wt%であり，含水率 wt%における

PuO2 の粉末の未臨界質量は kg・PuO2 である。したがって，Pu/U 比の高い条件においても取り

扱う量が未臨界質量以下であるため，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料④-1 に示す。 

＜異常接近＞ 

「払出台車と移載機」又は「払出台車と昇降機」の異常接近を想定する。平常運転時に取り扱う

混合酸化物貯蔵容器 1 本のＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量は 18kg・Pu であり，混合酸化物貯蔵

容器２本では 36kg・Pu となる。混合酸化物貯蔵容器２本分のプルトニウム質量を合計しても，含

水率 wt%におけるＭＯＸ粉末中のプルトニウムの未臨界質量 70kg・Pu 以下であるため，混合酸

化物貯蔵容器の近接を想定しても臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑤に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

平常運転時における混合酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，混合酸化物貯蔵

容器に亀裂や開口は確認されなかったことから，臨界防止機能が保持されるため，地震に伴う混合酸化

物貯蔵容器の落下を想定した場合においても臨界事故は発生しない。落下試験結果を共通資料⑳に

に ついては商業機密の観点から公開できません。 825



示す。 

 また，平常運転時に取り扱う混合酸化物貯蔵容器 1 本分のＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量は

18kg・Pu であり，含水率 wt%における未臨界質量 40.2kg・Pu 以下であるため，地震による漏え

いを想定しても臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料⑬に示す。

に ついては商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-15-9 

洞道搬送台車の評価結果 

１．特定結果 

内的①：洞道搬送台車は，質量管理として混合酸化物貯蔵容器を一時に１本ずつ取り扱う機器であ

り，ＭＯＸ粉末の Pu/U 比が高い条件においても，未臨界質量以下であるため，臨界事故

は発生しない。 

また，洞道搬送台車が取り扱う混合酸化物貯蔵容器が他の混合酸化物貯蔵容器と近接する

ことを想定しても，ＭＯＸ粉末中のプルトニウム質量の合計が未臨界質量以下であるため，

臨界事故は発生しない。 

内的②：取り扱う核燃料物質は固体状であり，腐食での漏えいは考えにくいため，検討対象外とす

る。 

外的 ：平常運転時における混合酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，地震の発

生に伴う混合酸化物貯蔵容器の落下を想定した場合においても臨界防止機能が保持され

るため，臨界事故は発生しない。 

なお，平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であるため，地震によ

る漏えいを想定しても，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

＜Pu/U 比が高い条件＞ 

本機器が運搬する混合酸化物貯蔵容器内のＭＯＸ粉末の質量は，Pu/U 比の高い条件において約

kg・PuO2 である。また，本機器の平常運転時の含水率は wt%であり，含水率 wt%における

PuO2 の粉末の未臨界質量は kg・PuO2 である。したがって，Pu/U 比の高い条件においても取り

扱う量が未臨界質量以下であるため，臨界事故は発生しない。解析結果を共通資料④-1 に示す。 

＜異常接近＞ 

「洞道搬送台車と貯蔵台車」又は「洞道搬送台車と移載機」の異常接近を想定する。混合酸化物

貯蔵容器２本分の異常接近を想定しても臨界事故は発生しない。解析結果を資料１に示す。 

２．２ 内的②について 

取り扱う核燃料物質が固体状であり，腐食による漏えいは考えにくいため，検討対象外とする。 

２．３ 外的について 

平常運転時における混合酸化物貯蔵容器のつり上げ高さからの落下試験の結果，混合酸化物貯蔵

容器に亀裂や開口は確認されなかったことから，臨界防止機能が保持されるため，地震に伴う混合酸化

物貯蔵容器の落下を想定した場合においても臨界事故は発生しない。落下試験結果を共通資料⑳に

示す。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。 827



また，平常運転時に取り扱う混合酸化物貯蔵容器 1 本分のプルトニウム質量は 18kg・Pu であり，

含水率 wt%における未臨界質量 40.2kg・Pu 以下であるため，地震による漏えいを想定しても臨界

事故は発生しない。解析結果を共通資料⑬に示す。 

については商業機密の観点から公開できません。
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資料１ 

洞道搬送台車の混合酸化物貯蔵容器と別の混合酸化物貯蔵容器の異常接近時の臨界評価 

２つの容器が最接近したことを仮想して，臨界評価を行う。臨界評価の条件については，表１に

示す。 

(ａ) 計算モデル 

ⅰ．２つの混合酸化物貯蔵容器が接近して横に並んだことを想定する。ここでは，台車の遮蔽体，

粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器の材料は，最も厳しい値となるよう考慮しないものとする。 

ⅱ．混合酸化物貯蔵容器の内径と質量を保存した円筒モデルとする。 

（高さ：45.4ｋｇ・ＭＯＸ×1,000ｇ／ｋｇ／4.0ｇ／ｃｍ３／π（20.4ｃｍ／２）２＝34.7ｃｍ） 

(ｂ) 計算コード：ＳＣＡＬＥ４ 

(ｃ) 算出結果 

ｋｅｆｆ＋３σ＝0.945 となり，未臨界であることが確認された。 
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添付資料 2-16-1 

分析済溶液受槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，漏えいしても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は全濃度安全形状寸法管理の機器であるため，臨界事故には至らない。 

また，平常運転時のプルトニウム濃度を未臨界濃度以下に管理することにより，誤移送を想定し

ても臨界事故には至らない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ g・U/L， g・

Pu/L である。これは，400 g・U/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3g・Pu/L）以

下であるため，機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400g・U/L の無限体系におけるプルト

ニウムの未臨界濃度の評価を共通資料①に示す。

２．３ 外的について 

 ２．２と同様の理由により，地震によって機器の変形及び漏えいが発生しても臨界事故は発生し

ない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-16-2 

分析済溶液供給槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：中性子吸収材管理を併用した全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によら

ず未臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，漏えいしても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は全濃度安全形状寸法管理の機器であるため，臨界事故には至らない。 

また，平常運転時のプルトニウム濃度を未臨界濃度以下に管理することにより，誤移送を想定し

ても臨界事故には至らない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ g・U/L， g・

Pu/L である。これは，400g・U/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3g・Pu/L）以

下であるため，機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400g・U/L の無限体系におけるプルト

ニウムの未臨界濃度の評価を共通資料①に示す。

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって機器の変形及び漏えいが発生しても臨界事故は発生し

ない。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。 831



添付資料 2-16-3 

濃縮液受槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によらず未臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，漏えいしても臨界事故は発生しない。  

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は全濃度安全形状寸法管理の機器であるため，臨界事故には至らない。 

また，平常運転時のプルトニウム濃度を未臨界濃度以下に管理することにより，誤移送を想定し

ても臨界事故には至らない。 

２．２ 内的②について 

 本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ g・U/L， g・

Pu/L である。これは，400g・U/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3g・Pu/L）以

下であるため，機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400g・U/L の無限体系におけるプルト

ニウムの未臨界濃度の評価を共通資料①に示す。

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって機器の変形及び漏えいが発生しても臨界事故は発生し

ない。 

については商業機密の観点から公開できません。 832



添付資料 2-16-4 

濃縮液供給槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によらず未臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，漏えいしても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は全濃度安全形状寸法管理の機器であるため，臨界事故には至らない。 

また，平常運転時のプルトニウム濃度を未臨界濃度以下に管理することにより，誤移送を想定し

ても臨界事故には至らない。 

２．２ 内的②について 

 本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ g・U/L， g・

Pu/L である。これは，400g・U/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3g・Pu/L）以

下であるため，機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400g・U/L の無限体系におけるプルト

ニウムの未臨界濃度の評価を共通資料①に示す。

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって機器の変形及び漏えいが発生しても臨界事故は発生し

ない。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。 833



添付資料 2-16-5 

抽出液受槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によらず未臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，漏えいしても臨界事故は発生しない。   

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は全濃度安全形状寸法管理の機器であるため，臨界事故には至らない。 

また，平常運転時のプルトニウム濃度を未臨界濃度以下に管理することにより，誤移送を想定し

ても臨界事故には至らない。 

２．２ 内的②について 

本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ g・U/L， g・Pu/L

である。これは，400g・U/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3g・Pu/L）以下であ

るため，機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400g・U/L の無限体系におけるプルトニウム

の未臨界濃度の評価を共通資料①に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって機器の変形及び漏えいが発生しても臨界事故は発生し

ない。 

については商業機密の観点から公開できません。 834



添付資料 2-16-6 

抽出残液受槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によらず未臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，漏えいしても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は全濃度安全形状寸法管理の機器であるため，臨界事故には至らない。 

また，平常運転時のプルトニウム濃度を未臨界濃度以下に管理することにより，誤移送を想定し

ても臨界事故には至らない。 

２．２ 内的②について 

 本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ g・U/L， g・

Pu/L である。これは，400g・U/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3g・Pu/L）以

下であるため，機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400g・U/L の無限体系におけるプルト

ニウムの未臨界濃度の評価を共通資料①に示す。

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって機器の変形及び漏えいが発生しても臨界事故は発生し

ない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-16-7 

分析残液受槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①： 全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によらず未臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，漏えいしても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は全濃度安全形状寸法管理の機器であるため，臨界事故には至らない。 

また，平常運転時のプルトニウム濃度を未臨界濃度以下に管理することにより，誤移送を想定し

ても臨界事故には至らない。 

２．２ 内的②について 

 本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ g・U/L， g・

Pu/L である。これは，400g・U/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3g・Pu/L）以

下であるため，機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400g・U/L の無限体系におけるプルト

ニウムの未臨界濃度の評価を共通資料①に示す。

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって機器の変形及び漏えいが発生しても臨界事故は発生し

ない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-16-8 

分析残液希釈槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：全濃度安全形状寸法管理としており，核燃料物質濃度によらず未臨界を維持できる。 

内的②：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，漏えいしても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

本機器は全濃度安全形状寸法管理の機器であるため，臨界事故には至らない。 

また，平常運転時のプルトニウム濃度を未臨界濃度以下に管理することにより，誤移送を想定し

ても臨界事故には至らない。 

２．２ 内的②について 

 当該機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ g・U/L， g・

Pu/L である。これは，400g・U/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3g・Pu/L）以

下であるため，機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400g・U/L の無限体系におけるプルト

ニウムの未臨界濃度の評価を共通資料①に示す。

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって機器の変形及び漏えいが発生しても臨界事故は発生し

ない。 

については商業機密の観点から公開できません。 837



添付資料 2-16-9 

回収槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：濃度管理の機器である。核燃料物質濃度が確定していない溶液が上流機器から移送される

ことを想定する。回収槽の上流機器で取り扱う溶液は平常運転時において未臨界濃度以下

であるため，誤移送を想定しても臨界事故は発生しない。 

内的②：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，漏えいしても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

回収槽においては，回収槽の移送元となる分析残液希釈槽，抽出液受槽の溶液を未臨界濃度以下

となるように管理することから，回収槽への移送における施錠管理において誤移送を想定しても臨

界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

 本機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ g・U/L， g・

Pu/L である。これは，400g・U/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3g・Pu/L）以

下であるため，機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400g・U/L の無限体系におけるプルト

ニウムの未臨界濃度の評価を共通資料①に示す。

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
838



添付資料 2-16-10 

凝縮液受槽の評価結果 

１．特定結果 

内的①：濃度管理の機器である。未臨界濃度を超える溶液が上流機器から移送されることを想定す

る。凝縮液受槽の上流の濃縮操作ボックスで取り扱うプルトニウム質量は平常運転時にお

いて未臨界質量以下であるため，濃縮操作ボックス内のプルトニウムが全量移行すること

を想定しても臨界事故は発生しない。 

内的②：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，漏えいしても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界濃度以下であるため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

凝縮液受槽には，濃縮操作ボックス内にある濃縮器からの蒸気が凝縮器で凝縮し，発生した凝縮

液が移送される。凝縮液受槽への液移送は移送機器による液移送ではないため，濃縮液の誤移送は

考えにくいが，濃縮操作ボックス内は平常運転時では未臨界質量 718g・Pu 以下の g・Pu 以下で

管理していることから，万が一移送したとしても臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

 当該機器の平常運転時におけるウラン濃度，プルトニウム濃度は，それぞれ g・U/L，

g・Pu/L である。これは，400g・U/L の無限体系におけるプルトニウム未臨界濃度（6.3g・

Pu/L）以下であるため，機器から漏えいしても未臨界を維持できる。400g・U/L の無限体系におけ

るプルトニウムの未臨界濃度の評価を共通資料①に示す。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-16-11 

濃縮操作ボックスの評価結果 

１．特定結果 

内的①：濃縮操作ボックス内のプルトニウムの質量管理を行っている。濃縮操作ボックスの運転は，

分析済溶液供給槽の溶液を供給し，濃縮操作ボックス内で濃縮した後，濃縮液を濃縮液受

槽に払い出す。その後，新たな溶液を供給し，濃縮する。払い出しの確認は，中央制御室

で液位の確認にて行う。濃縮操作ボックス内のプルトニウム質量については，濃縮操作の

都度確認しており，濃縮操作ボックスに供給するプルトニウム質量と濃縮操作ボックス内

のプルトニウム質量との合計が管理値を超過しないように管理している。異常として，濃

縮液の払い出しを行わずに，新たな溶液を供給することを想定する。質量管理における誤

認において未臨界質量を超えるプルトニウムを濃縮操作ボックスへ移送しても，濃縮操作

ボックス内に設置する機器は容積が小さく，仮に濃縮操作ボックスへ過剰な量のプルトニ

ウムを供給しても臨界事故は発生しない。

内的②：平常運転時は未臨界質量以下のため，漏えいしても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界質量以下のため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

異常の想定として，濃縮液の払い出しを行わずに，新たな溶液を供給することによる，濃縮操作

ボックス内のプルトニウムの質量の超過とする。 

濃縮操作ボックス内の機器の容量の合計は， L（内訳：濃縮器（ L）× 基，ポット（ L）×

基）である。一方，プルトニウム溶液を用いて容量 L の球形のモデルを用いた臨界計算では，

いかなるプルトニウム濃度であっても未臨界であることを確認している（参照：共通資料⑫）。し

たがって，濃縮操作ボックス内へ過剰な量のプルトニウムを供給し，未臨界質量を超過しても臨界

事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

濃縮操作ボックス内は，平常運転時には g・Pu 以下で管理している。これは，未臨界質量で

ある 718g・Pu よりも少ないため，濃縮操作ボックス内の機器が破損しても臨界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。 840



添付資料 2-16-12 

抽出操作ボックスの評価結果 

１．特定結果 

内的①：抽出操作ボックス内のプルトニウムの質量管理を行っている。抽出操作ボックスの運転は，

濃縮液供給槽の溶液を供給し，抽出操作ボックス内で抽出する。抽出残液は抽出残液受槽

に，抽出したプルトニウムは抽出液受槽に回収する。抽出操作ボックス内のプルトニウム

質量については，抽出操作の都度確認しており，抽出操作ボックスに供給するプルトニウ

ム質量と抽出操作ボックス内のプルトニウム質量との合計が管理値を超過しないように

管理している。異常として，抽出したプルトニウムを抽出液受槽に回収せずに，抽出操作

ボックス内に新たな溶液を供給することを想定する。質量管理における誤認において未臨

界質量を超えるプルトニウムを抽出操作ボックスへ移送しても，抽出操作ボックス内に設

置する機器は容積が小さく，仮に抽出操作ボックスへ過剰な量のプルトニウムを供給して

も臨界に至ることはない。 

内的②：平常運転時は未臨界質量以下のため，漏えいしても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時は未臨界質量以下のため，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

異常の想定として，抽出したプルトニウムを抽出液受槽に回収せずに，新たな溶液を供給するこ

とによる，抽出操作ボックス内のプルトニウムの質量の超過とする。 

抽出操作ボックス内の機器の容量の合計は， L（内訳：抽出器（ L）× 基，濃縮液フィ

ルタ（ L）× 基，ポット（ L）× 基）である。一方，プルトニウム溶液を用いて容量 L

の球形のモデルを用いた臨界計算では，いかなるプルトニウム濃度であっても未臨界であることを

確認している（参照：共通資料⑫）。したがって，抽出操作ボックス内へ過剰な量のプルトニウム

を供給し，未臨界質量を超過しても臨界事故は発生しない。 

２．２ 内的②について 

抽出操作ボックス内は，平常運転時には g・Pu 以下で管理している。これは，未臨界質量で

ある 718g・Pu よりも少ないため，抽出操作ボックス内の機器が破損しても臨界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

２．２と同様の理由により，地震によって漏えいしても臨界事故は発生しない。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。 841



添付資料 2-17-1 

プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿の評価結果 

１．特定結果 

内的①：漏えい液受皿には，平常運転時に臨界事故を引き起こす溶液は内包されていないため，検討対

象外とする。 

内的②：平常運転時に未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管があるが，プルトニウム精製設備の運転

における流量計等の定期的な監視により，工程の異常を確認し，運転員が工程を停止する。また，

インターロックの作動により工程が自動で停止する。更に，集液部を監視するカメラにより漏えい液

の集液状態を定期的に監視することにより漏えいを早期に気付くことができる。以上のことにより，臨

界となる液位に達するまでの時間余裕内に十分漏えいを停止できることから，臨界事故は発生しな

い。 

外的 ：本漏えい液受皿の上部にある平常運転時に未臨界濃度を超える液を内包する機器及び配管は基

準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生

せず，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

漏えい液受皿には，平常運転時に臨界事故を引き起こす溶液は内包されていないため，検討対象外と

する。 

２．２ 内的②について 

 未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管からの漏えいに関しては，臨界となる液位（核的制限値）に達

するまでには，配管全破断時で約２０時間の時間余裕があり，③パルスカラムの液位計，界面計，中性子モ

ニタ，パルスカラム間に設置されている流量計測ポットの流量計，バッファチューブの液位計，エアリフトポ

ンプ供給圧縮流量等の変動を監視し運転員が工程を停止する。さらに，流量計測ポットの流量低（通常より

20％低い流量指示値が継続）により警報が発報し，インターロック作動により自動で工程が停止することから，

漏えいが停止し，臨界に至ることはない。 

また，少量漏えい時（送液量の20％未満の漏えい時）においては，約100時間以上の時間余裕があり，④複

数の運転員が間接目視（カメラ）により漏えい液受皿の集液部の溶液の有無の確認（50 回以上）し工程を停

止することから，臨界に至ることはない。 

さらに，未臨界濃度を超える溶液の回分移送配管からの漏えいに関しては，代表として第３一時貯留処

理槽からの移送配管からの漏えいを考えるが，第３一時貯留処理槽（ gPu/L）の容量が ｍ3 であり，

未臨界の液高さ(24gPu/L における核的制限値 ｍｍ)での液量を超えないことから，臨界に至ることはな

い。 

２．３ 外的について 

本漏えい液受皿の上部にある平常運転時に未臨界濃度を超える液を内包する機器及び配管は基準地

震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事

故は発生しない。

については商業機密の観点から公開できません。
842



添付資料 2-17-2 

放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿１の評価結果 

１．特定結果 

内的①：漏えい液受皿には，平常運転時に臨界事故を引き起こす溶液は内包されていないため，検討対

象外とする。 

内的②：平常運転時に未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管があるが，プルトニウム精製設備の運転

における流量計等の定期的な監視により，工程の異常を確認し，運転員が工程を停止する。また，

インターロックの作動により工程が自動で停止する。更に，集液部を監視するカメラにより漏えい液

の集液状態を定期的に監視することにより漏えいを早期に気付くことができる。以上のことにより，

臨界となる液位に達するまでの時間余裕内に十分漏えいを停止できることから，臨界事故は発生

しない。 

外的 ：本漏えい液受皿の上部にある平常運転時に未臨界濃度を超える液を内包する機器及び配管は基

準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生

せず，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

漏えい液受皿には，平常運転時に臨界事故を引き起こす溶液は内包されていないため，検討対象外と

する。 

２．２ 内的②について 

 未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管からの漏えいに関しては，臨界となる液位（核的制限値）に達

するまでには配管全破断時で約３１時間の時間余裕があり，③補助油水分離槽への供給流量，TBP 洗浄器

への供給流量，TBP 洗浄器の中性子モニタ，プルトニウム溶液受槽の液位等の変動を監視し運転員が工

程を停止する。さらに，プルトニウム溶液受槽での増液量低下（通常より 20％低い増液量指示値が継続）に

より警報が発報し，インターロック作動により自動で工程が停止することから漏えいが停止し，臨界に至ること

はない。 

また，少量漏えい時（送液量の20％未満の漏えい時）においては，約155時間以上の時間余裕があり，④

複数の運転員が間接目視（カメラ）により漏えい液受皿の集液部の溶液の有無の確認（77 回以上）し工程を

停止することから，臨界に至ることはない。 

さらに，未臨界濃度を超える溶液の回分移送配管からの漏えいに関しては，代表として第３一時貯留処

理槽からの移送配管からの漏えいを考えるが，第３一時貯留処理槽（ gPu/L）の容量が ｍ３であり，

未臨界の液高さ(核的制限値 ｍｍ)での液量を超えないことから，臨界に至ることはない。 

２．３ 外的について 

本漏えい液受皿の上部にある平常運転時に未臨界濃度を超える液を内包する機器及び配管は基準地

震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事

故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
843



添付資料 2-17-3 

放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿２の評価結果 

１．特定結果 

内的①：漏えい液受皿には，平常運転時に臨界事故を引き起こす溶液は内包されていないため，検討対

象外とする。 

内的②：平常運転時に未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管があるが，プルトニウム精製設備の運転

における流量計等の定期的な監視により，工程の異常を確認し，運転員が工程を停止する。また，

インターロックの作動により工程が自動で停止する。更に，集液部を監視するカメラにより漏えい液

の集液状態を定期的に監視することにより漏えいを早期に気付くことができる。以上のことにより，臨

界となる液位に達するまでの時間余裕内に十分漏えいを停止できることから，臨界事故は発生しな

い。 

外的 ：本漏えい液受皿の上部にある平常運転時に未臨界濃度を超える液を内包する機器及び配管は基

準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生

せず，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

漏えい液受皿には，平常運転時に臨界事故を引き起こす溶液は内包されていないため，検討対象外と

する。 

２．２ 内的②について 

 未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管からの漏えいに関しては，臨界となる液位（核的制限値）に達

するまでには配管全破断時で約２３時間の時間余裕があり，③プルトニウム濃縮缶の液位，供給ゲデオンの

流量，プルトニウム濃縮缶供給槽の液位等の変動を監視し運転員が工程を停止する。さらに，プルトニウム

濃縮缶の液位低（通常より 20％低い液位指示値が継続）により警報が発報し，インターロック作動により自動

で工程が停止することから漏えいが停止し，臨界に至ることはない。 

また，少量漏えい時（送液量の20％未満の漏えい時）においては，約115時間以上の時間余裕があり，④複

数の運転員が間接目視（カメラ）により漏えい液受皿の集液部の溶液の有無の確認（57 回以上）し工程を停

止することから臨界に至ることはない。 

さらに，未臨界濃度を超える溶液の回分移送配管からの漏えいに関しては，代表としてプルトニウム濃縮

缶供給槽からの移送配管からの漏えいを考えるが，プルトニウム濃縮缶供給槽（ gPu/L）の容量が

ｍ３であり，未臨界の液高さ(核的制限値 ｍｍ)での液量を超えないことから，臨界に至ることはない。 

２．３ 外的について 

本漏えい液受皿の上部にある平常運転時に未臨界濃度を超える液を内包する機器及び配管は基準地

震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事

故は発生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。 844



添付資料 2-17-4 

プルトニウム濃縮缶供給槽セル漏えい液受皿の評価結果 

１．特定結果 

内的①：漏えい液受皿には，平常運転時に臨界事故を引き起こす溶液は内包されていないため，検討対

象外とする。 

内的②：平常運転時に未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管があるが，プルトニウム精製設備の

運転における流量計等の定期的な監視により，工程の異常を確認し，運転員が工程を停止

する。また，インターロックの作動により工程が自動で停止する。更に，集液部を監視す

るカメラにより漏えい液の集液状態を定期的に監視することにより漏えいを早期に気付く

ことができる。以上のことにより，臨界となる液位に達するまでの時間余裕内に十分漏え

いを停止できることから，臨界事故は発生しない。 

外的 ：本漏えい液受皿の上部にある平常運転時に未臨界濃度を超える液を内包する機器及び配管

は基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは

発生せず，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

漏えい液受皿には，平常運転時に臨界事故を引き起こす溶液は内包されていないため，検討対象外とす

る。 

２．２ 内的②について 

 未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管からの漏えいに関しては，臨界となる液位（核的制限値）に達

するまでには配管全破断時で約１９時間の時間余裕があり，③プルトニウム濃縮缶の液位，供給ゲデオンの

流量，プルトニウム濃縮缶供給槽の液位等の変動を監視し運転員が工程を停止する。さらに，プルトニウム

濃縮缶の液位低により警報が発報し，インターロック作動により自動で工程が停止することから漏えいが停止

し，臨界に至ることはない。 

また，少量漏えい時（送液量の 20％未満の漏えい時）においては，約 95 時間以上の時間余裕があり，④複

数の運転員が間接目視（カメラ）により漏えい液受皿の集液部の溶液の有無の確認（47 回以上）し工程を停

止することから臨界に至ることはない。 

さらに，未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管からの漏えいに関しては，代表として'プルトニウム溶液

一時貯槽からの移送配管からの漏えいを考えるが，プルトニウム溶液一時貯槽の濃度及び容量がそれぞれ，

gPu/L， ｍ3 であり，未臨界の液高さ（プルトニウム濃度 24ｇPu/L,で核的制限値 ｍｍ）での液量

を超えないことから，臨界に至ることはない。 

２．３ 外的について 

２．３．１ 外的の特定の解説 

本漏えい液受皿の上部にある平常運転時に未臨界濃度を超える液を内包する機器及び配管は基準地

震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事

故は発生しない。

については商業機密の観点から公開できません。 845



添付資料 2-17-5 

油水分離槽セル漏えい液受皿及びプルトニウム溶液一時貯槽セル漏えい液受皿 
の評価結果 

（注）本漏えい液受皿は，連結管で接続しているため， 
２つの漏えい液受皿について説明する 

１．特定結果 

内的①：漏えい液受皿には，平常運転時に臨界事故を引き起こす溶液は内包されていないため，検討対

象外とする。 

内的②：平常運転時に未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管があるが，プルトニウム精製設備の運転

における流量計等の定期的な監視により，工程の異常を確認し，運転員が工程を停止する。また，

インターロックの作動により工程が自動で停止する。更に，集液部を監視するカメラにより漏えい液

の集液状態を定期的に監視することにより漏えいを早期に気付くことができる。以上のことにより，臨

界となる液位に達するまでの時間余裕内に十分漏えいを停止できることから，臨界事故は発生しな

い。 

外的 ：本漏えい液受皿の上部にある平常運転時に未臨界濃度を超える液を内包する機器及び配管は基

準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生

せず，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

漏えい液受皿には，平常運転時に臨界事故を引き起こす溶液は内包されていないため，検討対象外とす

る。 

２．２ 内的②について 

 未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管からの漏えいに関しては，臨界となる液位（核的制限値）に達

するまでには配管全破断時で約２３時間の時間余裕があり，④プルトニウム濃縮缶の液位，供給ゲデオンの

流量，プルトニウム濃縮缶供給槽の液位等の変動を監視し運転員が工程を停止する。さらに，プルトニウム

濃縮缶の液位低（通常より 20％低い液位指示値が継続）により警報が発報し，インターロック作動により自動

で工程が停止することから漏えいが停止し，臨界に至ることはない。 

また，少量漏えい時（送液量の20％未満の漏えい時）においては，約115時間以上の時間余裕があり，⑤

複数の運転員が間接目視（カメラ）により漏えい液受皿の集液部の溶液の有無の確認（57 回以上）し工程を

停止することから臨界に至ることはない。 

さらに，未臨界濃度を超える溶液の回分移送配管からの漏えいに関しては，代表としてプルトニウム濃縮

缶供給槽からの移送配管からの漏えいを考えるが，プルトニウム溶液一時貯槽（ gPu/L）の容量が

ｍ３であり，油水分離槽セル漏えい液受皿及びプルトニウム溶液一時貯槽漏えい液受皿をあわせた未臨界

の液高さ(24ｇPu/L，核的制限値 ｍｍ)での液量を超えないことから，臨界に至ることはない。 

２．３ 外的について 

本漏えい液受皿の上部にある平常運転時に未臨界濃度を超える液を内包する機器及び配管は基準地

震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事

故は発生しない。

に ついては商業機密の観点から公開できません。 846



添付資料 2-17-6 

プルトニウム濃縮液受槽セル漏えい液受皿の評価結果 

１．特定結果 

内的①：漏えい液受皿には，平常運転時に臨界事故を引き起こす溶液は内包されていないため，検討対

象外とする。 

内的②：平常運転時に未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管はないため，漏えいによる臨界事故は想

定しない。 

外的 ：本漏えい液受皿の上部にある平常運転時に未臨界濃度を超える液を内包する機器及び配管，プ

ルトニウム濃縮缶により濃縮した硝酸プルトニウム溶液を希釈する可能性のある機器及び配管は基

準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生

せず，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

漏えい液受皿には，平常運転時に臨界事故を引き起こす溶液は内包されていないため，検討対象外と

する。 

２．２ 内的②について 

平常運転時に未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管がないため，漏えいの継続はない。 

未臨界濃度を超える溶液の回分移送配管からの漏えいに関しては，代表としてリサイクル槽からの移送

配管からの漏えいを考えるが，リサイクル槽（ m3，250ｇPu/L）であり，未臨界の液高さ（250ｇPu/L におけ

る核的制限値 ｍｍ）での液量を超えないことから，臨界に至ることはない。 

２．３ 外的について 

本漏えい液受皿の上部にある平常運転時に未臨界濃度を超える液を内包する機器及び配管，プルトニ

ウム濃縮缶により濃縮した硝酸プルトニウム溶液を希釈する可能性のある機器及び配管は基準地震動の

1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発

生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。 847



添付資料 2-17-7 

プルトニウム濃縮液一時貯槽セル漏えい液受皿の評価結果 

１．特定結果 

内的①：漏えい液受皿には，平常運転時に臨界事故を引き起こす溶液は内包されていないため，検討対

象外とする。 

内的②：平常運転時に未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管はないため，漏えいによる臨界事故は想

定しない。  

外的 ：本漏えい液受皿の上部にある平常運転時に未臨界濃度を超える液を内包する機器及び配管，プ

ルトニウム濃縮缶により濃縮した硝酸プルトニウム溶液を希釈する可能性のある機器及び配管は基

準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生

せず，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

漏えい液受皿には，平常運転時に臨界事故を引き起こす溶液は内包されていないため，検討対象外と

する。 

２．２ 内的②について 

平常運転時に未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管がないため，漏えいの継続はない。 

 また，未臨界濃度を超える溶液の回分移送配管からの漏えいに関しては，代表としてプルトニウム濃縮液

受槽からの移送配管からの漏えいを考えるが，プルトニウム濃縮液受槽（250gPu/L）の容量が ｍ３であり，

未臨界の液高さ(250ｇPu/L における核的制限値 ｍｍ)での液量を超えないことから，臨界に至ることはな

い。 

２．３ 外的について 

本漏えい液受皿の上部にある平常運転時に未臨界濃度を超える液を内包する機器及び配管，プルトニ

ウム濃縮缶により濃縮した硝酸プルトニウム溶液を希釈する可能性のある機器及び配管は基準地震動の

1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発

生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
848



添付資料 2-17-8 

プルトニウム濃縮液計量槽セル漏えい液受皿の評価結果 

１．特定結果 

内的①：漏えい液受皿には，平常運転時に臨界事故を引き起こす溶液は内包されていないため，検討対

象外とする。 

内的②：平常運転時に未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管はないため，漏えいによる臨界事故は想

定しない。 

外的 ：本漏えい液受皿の上部にある平常運転時に未臨界濃度を超える液を内包する機器及び配管，プ

ルトニウム濃縮缶により濃縮した硝酸プルトニウム溶液を希釈する可能性のある機器及び配管は基

準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生

せず，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

漏えい液受皿には，平常運転時に臨界事故を引き起こす溶液は内包されていないため，検討対象外と

する。 

２．２ 内的②について 

平常運転時に未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管がないため，漏えいの継続はない。 

未臨界濃度を超える溶液の回分移送配管からの漏えいに関しては，代表としてプルトニウム濃縮液一時

貯槽からの移送配管からの漏えいを考えるが，プルトニウム濃縮液一時貯槽の容量が 1.5ｍ3 であり，未臨界

の液高さ（250ｇPu/L における核的制限値 ｍｍ）での液量を超えないことから，臨界に至ることはない。 

２．３ 外的について 

本漏えい液受皿の上部にある平常運転時に未臨界濃度を超える液を内包する機器及び配管，プルトニ

ウム濃縮缶により濃縮した硝酸プルトニウム溶液を希釈する可能性のある機器及び配管は基準地震動の

1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発

生しない。 

に ついては商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-17-9 

硝酸プルトニウム貯槽セル漏えい液受皿の評価結果 

１．特定結果 

内的①：漏えい液受皿には，平常運転時に臨界事故を引き起こす溶液は内包されていないため，検討対

象外とする。 

内的②：平常運転時に未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管はないため，漏えいによる臨界事故は発

生しない。 

外的 ：本漏えい液受皿の上部にある平常運転時に未臨界濃度を超える液を内包する機器及び配管，プ

ルトニウム濃縮缶により濃縮した硝酸プルトニウム溶液を希釈する可能性のある機器及び配管は基

準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生

せず，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

漏えい液受皿には，平常運転時に臨界事故を引き起こす溶液は内包されていないため，検討対象外と

する。 

２．２ 内的②について 

平常運転時に未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管がないため，漏えいの継続はない。 

未臨界濃度を超える溶液の回分移送配管からの漏えいに関しては，代表として硝酸プルトニウム貯槽の移

送配管からの漏えいを考えるが，硝酸プルトニウム貯槽の容量が 1.0ｍ3 であり，未臨界の液高さ（250ｇ・

Pu/L における核的制限値 ｍｍ）での液量を超えないことから，臨界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

本漏えい液受皿の上部にある平常運転時に未臨界濃度を超える液を内包する機器及び配管，プルトニ

ウム濃縮缶により濃縮した硝酸プルトニウム溶液を希釈する可能性のある機器及び配管は基準地震動の

1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発

生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-17-10 

混合槽Ａセル漏えい液受皿の評価結果 

１．特定結果 

内的①：漏えい液受皿には，平常運転時に臨界事故を引き起こす溶液は内包されていないため，検討対

象外とする。 

内的②：平常運転時に未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管はないため，漏えいによる臨界事故は発

生しない。 

外的 ：本漏えい液受皿の上部にある平常運転時に未臨界濃度を超える液を内包する機器及び配管，プ

ルトニウム濃縮缶により濃縮した硝酸プルトニウム溶液を希釈する可能性のある機器及び配管は，

基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発

生せず，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の根拠 

２．１ 内的①について 

漏えい液受皿には，平常運転時に臨界事故を引き起こす溶液は内包されていないため，検討対象外と

する。 

２．２ 内的②について 

平常運転時に未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管がないため，漏えいの継続はない。 

未臨界濃度を超える溶液の回分移送配管からの漏えいに関しては，代表として混合槽Aからの移送配管

からの漏えいを考えるが，混合槽 A の容量が1.0ｍ3であり，未臨界の液高さ（250ｇ・Pu/L における核的制限

値 ｍｍ）での液量を超えないことから，臨界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

本漏えい液受皿の上部にある平常運転時に未臨界濃度を超える液を内包する機器及び配管，プルトニ

ウム濃縮缶により濃縮した硝酸プルトニウム溶液を希釈する可能性のある機器及び配管は，基準地震動の

1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発

生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-17-11 

混合槽 B セル漏えい液受皿の評価結果 

１．特定結果 

内的①：漏えい液受皿には，平常運転時に臨界事故を引き起こす溶液は内包されていないため，検討対

象外とする。 

内的②：平常運転時に未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管はないため，漏えいによる臨界事故は発

生しない。 

外的 ：本漏えい液受皿の上部にある平常運転時に未臨界濃度を超える液を内包する機器及び配管，プ

ルトニウム濃縮缶により濃縮した硝酸プルトニウム溶液を希釈する可能性のある機器及び配管は，

基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発

生せず，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

漏えい液受皿には，平常運転時に臨界事故を引き起こす溶液は内包されていないため，検討対象外と

する。 

２．２ 内的②について 

平常運転時に未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管がないため，漏えいの継続はない。 

未臨界濃度を超える溶液の回分移送配管からの漏えいに関しては，代表として混合槽 B からの移送配管

からの漏えいを考えるが，混合槽 B の容量が 1.0ｍ3 であり，未臨界の液高さ（250ｇ・Pu/L における核的制限

値 ｍｍ）での液量を超えないことから，臨界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

本漏えい液受皿の上部にある平常運転時に未臨界濃度を超える液を内包する機器及び配管，プルトニ

ウム濃縮缶により濃縮した硝酸プルトニウム溶液を希釈する可能性のある機器及び配管は，基準地震動の

1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発

生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。 852



添付資料 2-17-12 

一時貯槽セル漏えい液受皿の評価結果 

１．特定結果 

内的①：漏えい液受皿には，平常運転時に臨界事故を引き起こす溶液は内包されていないため，検討対

象外とする。 

内的②：平常運転時に未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管はないため，漏えいによる臨界事故は発

生しない。 

外的 ：本漏えい液受皿の上部にある平常運転時に未臨界濃度を超える液を内包する機器及び配管，プ

ルトニウム濃縮缶により濃縮した硝酸プルトニウム溶液を希釈する可能性のある機器及び配管は，

基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発

生せず，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

漏えい液受皿には，平常運転時に臨界事故を引き起こす溶液は内包されていないため，検討対象外と

する。 

２．２ 内的②について 

平常運転時に未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管がないため，漏えいの継続はない。 

未臨界濃度を超える溶液の回分移送配管からの漏えいに関しては，代表として一時貯槽からの移送配管か

らの漏えいを考えるが，一時貯槽の容量が 1.0ｍ3であり，未臨界の液高さ（250ｇ・Pu/L における核的制限値

ｍｍ）での液量を超えないことから，臨界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

本漏えい液受皿の上部にある平常運転時に未臨界濃度を超える液を内包する機器及び配管，プルトニ

ウム濃縮缶により濃縮した硝酸プルトニウム溶液を希釈する可能性のある機器及び配管は，基準地震動の

1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発

生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-17-13 

精製建屋一時貯留処理槽第１セル漏えい液受皿１及び抽出廃液中間貯槽セル漏えい液受皿の評価結果

（注）本漏えい液受皿は，連結管で接続しているため， 

２つの漏えい液受皿について説明する 

１．特定結果 

内的①：漏えい液受皿には，平常運転時に臨界事故を引き起こす溶液は内包されていないため，検討対

象外とする。 

内的②：平常運転時に未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管はないため，漏えいによる臨界事故は想

定しない。 

外的 ：本漏えい液受皿の上部にある平常運転時に未臨界濃度を超える液を内包する機器及び配管，プ

ルトニウム濃縮缶により濃縮した硝酸プルトニウム溶液を希釈する可能性のある機器及び配管は基

準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生

せず，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

漏えい液受皿には，平常運転時に臨界事故を引き起こす溶液は内包されていないため，検討対象外と

する。 

２．２ 内的②について 

平常運転時に未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管がないため，漏えいの継続はない。 

 また，未臨界濃度を超える溶液を移送する回分移送の配管から漏えいを想定しても，送液元の容量分で

は核的制限値を超えることはないため，臨界に至ることはない。なお，抽出廃液中間貯槽セル漏えい液受

皿の上部には，平常運転時に未臨界濃度を超える溶液が流れる配管はないため，漏えいに関しては精製

建屋一時貯留処理槽第１セル漏えい液受皿１の上部にある未臨界濃度を超える移送配管からの漏えいを考

える。 

未臨界濃度を超える溶液の回分移送配管からの漏えいに関しては，代表としてプルトニウム濃縮缶供給

槽からの移送配管からの漏えいを考えるが，プルトニウム濃縮缶供給槽（平常運転時濃度 gPu/L）の容

量が ｍ3 であり，未臨界の液高さ（24gPu/L,核的制限値 ｍｍ）での液量を超えないことから，臨界に

至ることはない。 

２．３ 外的について 

本漏えい液受皿の上部にある平常運転時に未臨界濃度を超える液を内包する機器及び配管，プルトニ

ウム濃縮缶により濃縮した硝酸プルトニウム溶液を希釈する可能性のある機器及び配管は基準地震動の

1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発

生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-17-14 

精製建屋一時貯留処理槽第１セル漏えい液受皿２の評価結果 

１．特定結果 

内的①：漏えい液受皿には，平常運転時に臨界事故を引き起こす溶液は内包されていないため，検討対

象外とする。 

内的②：平常運転時に未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管はないため，漏えいによる臨界事故は想

定しない。 

外的 ：本漏えい液受皿の上部にある平常運転時に未臨界濃度を超える液を内包する機器及び配管は基

準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生

せず，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

漏えい液受皿には，平常運転時に臨界事故を引き起こす溶液は内包されていないため，検討対象外と

する。 

２．２ 内的②について 

平常運転時に未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管がないため，漏えいの継続はない。 

未臨界濃度を超える溶液の回分移送配管からの漏えいに関しては，代表としてプルトニウム濃縮缶供給

槽からの移送配管からの漏えいを考えるが，プルトニウム濃縮缶供給槽（平常運転時濃度 gPu/L）の容

量が ｍ3 であり，未臨界の液高さ（24gPu/L,核的制限値 ｍｍ）での液量を超えないことから，臨界に

至ることはない。 

２．３ 外的について 

本漏えい液受皿の上部にある平常運転時に未臨界濃度を超える液を内包する機器及び配管，プルトニ

ウム濃縮缶により濃縮した硝酸プルトニウム溶液を希釈する可能性のある機器及び配管は基準地震動の

1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発

生しない。 

については商業機密の観点から公開できません。
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添付資料 2-18-1 

精製建屋 Ｐｕ濃縮液ポンプＢ用グローブボックス室の評価結果 

１．特定結果 

内的①：誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

内的②：本部屋にある平常運転時に未臨界濃度を超える漏えい液は，重力流で回収されるため臨界

事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は基準地震動の

1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，

臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の根拠 

２．１内的①について 

誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

２．２ 内的②について 

 平常運転時に未臨界濃度を超える漏えい液は，グローブボックス内で漏えいした場合は重力流に

て漏えい液受皿に回収され，全濃度安全形状寸法管理の機器であるプルトニウム精製設備 リサイ

クル槽に流入する。グローブボックス外で漏えいした場合は，重力流にて漏えい液受皿に流入する。 

２．３ 外的について 

平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は基準地震動の 1.2 倍

の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発生

しない。（代表として，プルトニウム濃縮液一時貯槽からプルトニウム濃縮液計量槽への配管系が

ある。） 
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添付資料 2-18-2 

精製建屋 Ｐｕ濃縮液ポンプＤ用グローブボックス室の評価結果 

１．特定結果 

内的①：誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

内的②：本部屋にある平常運転時に未臨界濃度を超える漏えい液は，重力流で回収されるため臨界

事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は基準地震動の

1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，

臨界事故は発生しない。また，多量の漏えいが発生することが予想される配管系は，基準

地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発

生せず，臨界事故は発生しない 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

２．２ 内的②について 

 平常運転時に未臨界濃度を超える漏えい液は，グローブボックス内で漏えいした場合は重力流に

て漏えい液受皿に回収され，全濃度安全形状寸法管理の機器であるプルトニウム精製設備 リサイ

クル槽に流入する。グローブボックス外で漏えいした場合は，重力流にて漏えい液受皿に流入する。 

２．３ 外的について 

平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は基準地震動の 1.2 倍

の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発生

しない。また，多量の漏えいが発生することが予想される配管系は，基準地震動の 1.2 倍の地震動

を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発生しない。 

平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は，プルトニウム濃縮

液計量槽からプルトニウム濃縮液中間貯槽への移送ラインなどがある。 

また，多量の漏えいが発生することが予想される配管系は，洗浄するラインがある。 

857



添付資料 2-18-3 

精製建屋 Ｐｕ系塔槽類廃ガス洗浄塔セルの評価結果 

１．特定結果 

内的①：誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

内的②：平常運転時に未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管はないため，漏えいによる臨界事故

は想定しない。 

外的 ：平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は基準地震動の

1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，

臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

２．２ 内的②について 

 平常運転時に未臨界濃度を超える溶液の連続移送配管なく，回分移送である移送元の貯槽分が漏

えいしても臨界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は基準地震動の 1.2 倍

の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発生

しない。 

平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は，油水分離槽から希

釈槽への移送ラインがある。 
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添付資料 2-18-4 

精製建屋 放射性配管分岐第２セルの評価結果 

１．特定結果 

内的①：誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

内的②：本部屋にある平常運転時に未臨界濃度を超える漏えい液は，重力流で回収されるため臨界

事故は発生しない 

外的 ：平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は基準地震動の

1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，

臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

２．２ 内的②について 

 平常運転時に未臨界濃度を超える漏えい液は，重力流にて漏えい液受皿に回収され，全濃度安全

形状寸法管理の機器であるプルトニウム精製設備 リサイクル槽に流入する。したがって，臨界事

故は発生しない。 

２．３ 外的について 

平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は基準地震動の 1.2 倍

の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発生

しない。 

平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は，プルトニウム濃縮

液中間貯槽から硝酸プルトニウム貯槽への移送ラインがある。 
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添付資料 2-18-5 

精製建屋 Ｐｕ濃縮缶セルの評価結果 

１．特定結果 

内的①：誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

内的②：本部屋にある平常運転時に未臨界濃度を超える漏えい液は，重力流で回収されるため臨界

事故は発生しない 

外的 ：平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は基準地震動の

1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，

臨界事故は発生しない。また，多量の漏えいが発生することが予想される配管系は，基準

地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発

生せず，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

２．２ 内的②について 

 平常運転時に未臨界濃度を超える漏えい液は，重力流にて漏えい液受皿に回収され，全濃度安全

形状寸法管理の機器であるプルトニウム精製設備 リサイクル槽に流入する。したがって，臨界事

故は発生しない。 

２．３ 外的について 

平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は基準地震動の 1.2 倍

の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発生

しない。また，多量の漏えいが発生することが予想される配管系は，基準地震動の 1.2 倍の地震動

を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発生しない。 

平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は，プルトニウム濃縮

缶からプルトニウム濃縮液受槽などがある。 

また，多量の漏えいが発生することが予想される配管系は，冷却水配管がある。 
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添付資料 2-18-6 

精製建屋 凝縮液受槽セルの評価結果 

１．特定結果 

内的①：誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

内的②：平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は，二重管の内

側を流れるため，内管が破損しても，部屋に漏えいすることはなく臨界事故は発生しない。

二重管の外管は，平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液は内包していな

いため，漏えいしても臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は基準地震動の

1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，

臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

２．２ 内的②について 

平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は，二重管の内側を流

れるため，内管が破損しても，部屋に漏えいすることはなく臨界事故は発生しない。二重管の外管

は，平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液は内包していないため，漏えいしても

臨界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は基準地震動の 1.2 倍

の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発生

しない。 

平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は，プルトニウム濃縮

缶からプルトニウム濃縮液受槽への移送ラインがある。 
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添付資料 2-18-7 

精製建屋 Ｐｕ濃縮液ポンプＡ用グローブボックス室の評価結果 

１．特定結果 

内的①：誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

内的②：本部屋にある平常運転時に未臨界濃度を超える漏えい液は，重力流で回収されるため臨界

事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は基準地震動の

1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，

臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

２．２ 内的②について 

 平常運転時に未臨界濃度を超える漏えい液は，グローブボックス内で漏えいした場合は重力流に

て漏えい液受皿に回収され，全濃度安全形状寸法管理の機器であるプルトニウム精製設備 リサイ

クル槽に流入する。グローブボックス外で漏えいした場合は，二重管を通じ重力流にて漏えい液受

皿に流入する。したがって，臨界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は基準地震動の 1.2 倍

の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発生

しない。 

平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は，プルトニウム濃縮

液受槽からプルトニウム濃縮液一時貯槽への移送ラインなどがある。 
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添付資料 2-18-8 

精製建屋 サンドリオン設備第２室の評価結果 

１．特定結果 

内的①：誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

内的②：平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液は内包していないため，漏えいし

ても臨界事故は発生しない。 

外的 ：多量の漏えいが発生することが予想される配管系は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮

した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

２．２ 内的②について 

平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液は内包していないため，漏えいしても臨

界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

多量の漏えいが発生することが予想される配管系は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際

に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発生しない。 

多量の漏えいが発生することが予想される配管系は，洗浄するラインがある。 
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添付資料 2-18-9 

精製建屋 Ｐｕ洗浄器セルの評価結果 

１．特定結果 

内的①：誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

内的②：本部屋にある平常運転時に未臨界濃度を超える漏えい液は，重力流で回収されるため臨界

事故は発生しない 

外的 ：平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は基準地震動の

1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，

臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

２．２ 内的②について 

 平常運転時に未臨界濃度を超える漏えい液は，重力流にて漏えい液受皿に回収され，全濃度安全

形状寸法管理の機器である精製建屋 第２一時貯留処理槽に流入する。したがって，臨界事故は発

生しない。 

２．３ 外的について 

平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は基準地震動の 1.2 倍

の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発生

しない。 

平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は，ＴＢＰ洗浄器及び

ＴＢＰ洗浄器から第２酸化塔への移送配管などがある。 
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添付資料 2-18-10 

精製建屋 濃縮液弁用グローブボックス室の評価結果 

１．特定結果 

内的①：誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

内的②：本部屋にある平常運転時に未臨界濃度を超える漏えい液は，重力流で回収されるため臨界

事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は基準地震動の

1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，

臨界事故は発生しない。また，多量の漏えいが発生することが予想される配管系は，基準

地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発

生せず，臨界事故は発生しない 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

２．２ 内的②について 

 平常運転時に未臨界濃度を超える漏えい液は，重力流にて漏えい液受皿に回収され，全濃度安全

形状寸法管理の機器であるプルトニウム精製設備 リサイクル槽に流入する。したがって，臨界事

故は発生しない。 

２．３ 外的について 

平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は基準地震動の 1.2 倍

の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発生

しない。また，多量の漏えいが発生することが予想される配管系は，基準地震動の 1.2 倍の地震動

を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発生しない。 

平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は，プルトニウム濃縮

缶からプルトニウム濃縮液受槽への移送ラインがある。 

また，多量の漏えいが発生することが予想される配管系は，冷却するラインがある。 
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添付資料 2-18-11 

精製建屋 放管用ブロワ第３室の評価結果 

１．特定結果 

内的①：誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

内的②：平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液は内包していないため，漏えいし

ても臨界事故は発生しない。 

外的 ：多量の漏えいが発生することが予想される配管系は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮

した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

２．２ 内的②について 

 平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液は内包していないため，漏えいしても臨

界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

多量の漏えいが発生することが予想される配管系は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際

に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発生しない。 

多量の漏えいが発生することが予想される配管系は，洗浄するラインがある。 
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添付資料 2-18-12 

精製建屋 第９保守室の評価結果 

１．特定結果 

内的①：誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

内的②：平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液は内包していないため，漏えいし

ても臨界事故は発生しない。 

外的 ：多量の漏えいが発生することが予想される配管系は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮

した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１内的①について 

誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

２．２ 内的②について 

平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液は内包していないため，漏えいしても臨

界事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

多量の漏えいが発生することが予想される配管系は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際

に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発生しない。 

多量の漏えいが発生することが予想される配管系は，洗浄するラインがある。

867



添付資料 2-18-13 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 硝酸プルトニウム受入室の評価結果

１．特定結果 

内的①：誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

内的②：本部屋にある平常運転時に未臨界濃度を超える漏えい液は，重力流で形状寸法管理機器に

回収されるため臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は基準地震動の

1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，

臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

２．２ 内的②について 

 プルトニウムを内包する配管系は，グローブボックス内，又は二重管内に設置されており，平常

運転時に未臨界濃度を超える漏えい液は，グローブボックス内で漏えいした場合は重力流にて漏え

い液受皿に集液され，全濃度安全形状寸法管理の機器である一時貯槽に回収される。二重管の内管

から漏えいした場合は，二重管の外管の内部を通じてグローブボックス内の漏えい液受皿に回収さ

れ，重力流にて全濃度安全形状寸法管理の機器である一時貯槽に流入する。したがって，臨界事故

は発生しない。 

２．３ 外的について 

平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は，基準地震動の 1.2

倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発

生しない。 

平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は，プルトニウム濃縮

液中間貯槽から硝酸プルトニウム貯槽への移送ラインがある。 
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添付資料 2-18-14 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 液移送室の評価結果

１．特定結果 

内的①：誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

内的②：本部屋にある平常運転時に未臨界濃度を超える漏えい液は，重力流で形状寸法管理機器に

回収されるため臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は基準地震動の

1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，

臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

２．２ 内的②について 

 プルトニウムを内包する配管系は，グローブボックス内，又は二重管内に設置されており，平常

運転時に未臨界濃度を超える漏えい液は，グローブボックス内で漏えいした場合は重力流にて漏え

い液受皿に集液され，全濃度安全形状寸法管理の機器である一時貯槽に回収される。二重管の内管

から漏えいした場合は，二重管の外管の内部を通じてグローブボックス内の漏えい液受皿に回収さ

れ，重力流にて全濃度安全形状寸法管理の機器である一時貯槽に流入する。したがって，臨界事故

は発生しない。 

２．３ 外的について 

平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は，基準地震動の 1.2

倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計しているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発生

しない。 

平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は，定量ポットや硝酸

プルトニウム貯槽から混合槽への移送ライン等がある。 
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添付資料 2-18-15 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 脱硝室の評価結果

１．特定結果 

内的①：誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

内的②：本部屋にある平常運転時に未臨界濃度を超える漏えい液は，重力流で形状寸法管理機器に

回収されるため，臨界事故は発生しない。本部屋にある液体が漏えいしても，グローブボ

ックス内のＭＯＸ粉末を被水させることはないため，臨界事故は発生しない。 

外的 ：平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，

臨界事故は発生しない。また，MOX 粉末の減速条件を変化させる可能性のある液体を内

包する配管系は，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計として

いるため，漏えいは発生せず，臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

２．２ 内的②について 

 プルトニウムを内包する配管系は，グローブボックス内，又は二重管内に設置されており，平常

運転時に未臨界濃度を超える漏えい液は，グローブボックス内で漏えいした場合は重力流にて漏え

い液受皿に集液され，全濃度安全形状寸法管理の機器である一時貯槽に回収される。二重管の内管

から漏えいした場合は，二重管の外管の内部を通じてグローブボックス内の漏えい液受皿に回収さ

れ，重力流にて全濃度安全形状寸法管理の機器である一時貯槽に流入する。グローブボックス外に

は，冷却水の配管があるが，配管からの漏えいを想定したとしても，ＭＯＸ粉末はグローブボック

ス内で取り扱うため，臨界事故は発生しない。

２．３ 外的について 

平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は，基準地震動の 1.2

倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発

生しない。また，MOX 粉末の減速条件を変化させる可能性のある液体を内包する配管系は，基準

地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，

臨界事故は発生しない。 

平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は，中間ポットや混合

槽から脱硝装置への移送ラインなどがある。 

MOX粉末の減速条件を変化させる可能性のある液体を内包する配管系には，冷水配管等がある。 
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添付資料 2-18-16 

精製建屋とウラン・プルトニウム混合脱硝建屋を接続する洞道の評価結果 

１．特定結果 

内的①：誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

内的②：漏えい液は，重力流で全濃度安全形状寸法管理機器に回収されるため臨界事故は発生しな

い。 

外的 ：平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，

臨界事故は発生しない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的①について 

誤操作・故障は配管系では発生しないため，検討対象外とする。 

２．２ 内的②について 

 平常運転時に未臨界濃度を超えるプルトニウム溶液が漏えいした場合は，重力流で全濃度安全形

状寸法管理の機器であるプルトニウム精製設備 リサイクル槽に重力流にて回収されるため，臨界

事故は発生しない。 

２．３ 外的について 

平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は，基準地震動の 1.2

倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計としているため，漏えいは発生せず，臨界事故は発

生しない。 

平常運転時に未臨界濃度を超える核燃料物質を含む溶液を内包する配管系は，プルトニウム濃縮

液中間貯槽から硝酸プルトニウム貯槽への移送ラインがある。 
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共通資料① 

ウラン濃度 400gU/Lの場合における未臨界濃度について

1. 解析の方法及び手順

同位体については，事前にせん断計画を立案し，せん断・溶解をするため大

きく変化するとは考えられない。溶解槽以降については，同位体組成は同一と

して考え，無限体系として臨界安全解析を行う。 

 無限体系の臨界安全解析は，ウラン濃度を一定にしてプルトニウム濃度を変

化させて無限増倍率（Kinf）を算出し，無限増倍率が 0.95に対応するプルトニ

ウム濃度を算出する。

無限増倍率の算出は JACSコードシステムを用いて行う。具体的には，MGCLライ

ブラリを用いて MAILにより巨視的断面積を作成し，ANISN-JRにより無限増倍率

を算出する。 

2. 解析条件

臨界安全解析に当たっては，以下の事項を考慮する。 

(1)ウラン及びプルトニウムの同位体組成は以下のとおりとする。
235U  : 1.6wt%
238U  : 98.4wt%
239Pu : 71wt%
240Pu : 17wt%
241Pu : 12wt%

(2)核燃料物質の物理的形態は，均質・均一の硝酸ウラニル及び硝酸プルトニウ

ム混合水溶液とし，その化学形態は UO2(NO3)2 ＋ Pu（NO3）4 ＋ H2Oと

する。

(3)ウラン濃度は，安全余裕を考慮し 400ｇ・U/Lとする。

(4)遊離硝酸，核分裂生成物及びアクチニド（ウラン及びプルトニウムは除く）

は考慮しない。

3. 解析結果

 図１に示すようにウラン濃度が 400g・U/L のとき，無限増倍率 0.95に対応す

るプルトニウム濃度は g・Pu/L である。これらから，6.3ｇ・Pu/L 以下は未

臨界濃度として扱える。 

については商業機密の観点から公開できません。 872



図１：解析結果

に ついては商業機密の観点から公開できません。
873



共通資料② 

ウラン濃度 120gU/Lの場合における未臨界濃度について

1．解析の方法及び手順

無限体系の臨界安全解析は，ウラン濃度を一定にしてプルトニウム濃度を変

化させて無限増倍率（Kinf）を算出し，無限増倍率が 0.95に対応するプルトニ

ウム濃度を算出する。

無限増倍率の算出は JACSコードシステムを用いて行う。具体的には，MGCLライ

ブラリを用いて MAILにより巨視的断面積を作成し，ANISN-JRにより無限増倍率

を算出する。 

2．解析条件 

臨界安全解析に当たっては，以下の事項を考慮する。 

(1)ウラン及びプルトニウムの同位体組成は以下のとおりとする。
235U  : 1.6wt%
238U  : 98.4wt%
239Pu : 71wt%
240Pu : 17wt%
241Pu : 12wt%

(2)核燃料物質の物理的形態は，均質・均一の硝酸ウラニル・プルトニウム混合

溶液とし，その化学形態は UO2(NO3)2 ＋ Pu（NO3）3 ＋ H2Oとする。

(3)ウラン濃度は，120ｇ・U/Lとする。

(4)遊離硝酸，核分裂生成物及びアクチニド（ウラン及びプルトニウムは除く）

は考慮しない。

3. 解析結果

 図１に示すようにウラン濃度が 120g・U/L のとき，無限増倍率 0.95に対応す

る Pu濃度は g・Pu/Lである。これらから，ウラン濃度が 120ｇ・U/Lにおけ

るプルトニウム濃度 7.5ｇ・Pu/L以下は未臨界濃度として扱える。 

については商業機密の観点から公開できません。
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図１：解析結果

については商業機密の観点から公開できません。 875



共通資料③

硝酸プルトニウム溶液の未臨界濃度の評価

1.評価概要

硝酸プルトニウム溶液の無限体系における未臨界濃度を評価するため，プル

トニウム濃度を変化させて無限増倍率（Kinf）0.95 におけるプルトニウム濃度

を算出する。

2.計算条件

臨界安全解析に当たっては，以下の事項を考慮する。

（1）核燃料物質の組成：Pu（NO3）3

（2） プルトニウムの同位体組成（239Pu：71wt%，240Pu：17wt%，241Pu：12wt%）

（3）遊離硝酸，核分裂生成物及びアクチニド（プルトニウムを除く）は考慮し

ない。 

3.計算コード：JACS コードシステム

4.計算結果

無限増倍率 0.95における Pu濃度は g・Pu/Lであることを確認した。

硝酸プルトニウム溶液における未臨界濃度 8.2g・Pu/L以下であれば臨界安全で

ある。 

については商業機密の観点から公開できません。
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共通資料④－1 

PuO2粉末の含水率を考慮した未臨界質量の評価 

1.評価概要

硝酸プルトニウム溶液のみを脱硝した場合の未臨界質量を算出する。

2.計算条件

臨界安全解析に当たっては，以下の事項を考慮する。

（1）核燃料物質の組成：PuO2

（2）プルトニウムの同位体組成（239Pu：71wt%，240Pu：17wt%，241Pu：12wt%）

（3）PuO2の含水率： wt%及び wt%

（4）密度： g・PuO2/cm
3

（5）核分裂生成物及びアクチニド（プルトニウムを除く）は考慮しない。

3.計算モデル

（1）核燃料物質の形状：球形状

（2）反射条件：水 30cm

4.計算コード：JACSコードシステム

5.モデル図

6.計算結果

PuO2粉末は，含水率 wt%の場合は kg・PuO2，含水率 wt%の場合は kg・

PuO2以下であれば臨界安全である。

（PuO2 質量に応じて設定）（PuO2+H2O 均質） 

30 

については商業機密の観点から公開できません。 877



共通資料④－2 

PuO2粉末取り扱い時の実効増倍率の評価 

1.評価概要

硝酸プルトニウム溶液のみを脱硝した場合の未臨界質量を算出する。

評価の対象機器は，下記とする。

・保管ピット

・混合機

・貯蔵ホール

2.計算条件

臨界安全解析に当たっては，以下の事項を考慮する。

（1）核燃料物質の組成：PuO2及び UO2と PuO2の混合物（重量比 Pu/U= ）

（2）ウランの同位体組成（235U：1.6wt%，238U：98.4wt%）

プルトニウムの同位体組成（239Pu：71wt%，240Pu：17wt%，241Pu：12wt%）

（3）UO2と PuO2の含水率： wt%

（4）密度： g・PuO2/cm
3及び g・ＭＯＸ/cm3

（5）核分裂生成物及びアクチニド（ウラン及びプルトニウムを除く）は

考慮しない。

3.計算コード：JACSコードシステム

については商業機密の観点から公開できません。
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4.モデル図

保管ピットのモデル図 
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については商業機密の観点から公開できません。 879



混合機のモデル図
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については商業機密の観点から公開できません。
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PuO2 粉末充てん済混合酸化物貯蔵容器を含む貯蔵ホールのモデル図 

（上記は PuO2 粉末充てん済混合酸化物貯蔵容器 36 本の場合） 

   

 
 

H
 

ＭＯＸ燃料( g・ＭＯＸ/cm3) 

(単位：cm) 

PuO2+H2O 均質燃料( g・PuO2/cm3) 

貯蔵ホールの評価においては，

４室の貯蔵ホールのうち１室

の貯蔵ホールにＭＯＸ粉末と

PuO2 粉末が全て貯蔵されてい

るものとして，PuO2 粉末が充

てんされた混合酸化物貯蔵容

器の本数を変化させ，実効増倍

率が 0.95 を下回る本数を算出

する。なお，計算に使用するＭ

ＯＸ粉末は以下の条件とする。 

・核燃料物質の組成：UO2 と

PuO2 の 混 合 物 （ 重 量 比

Pu/U=1.5） 

・ウランの同位体組成（235U：

1.6wt%，238U：98.4wt%） 

・プルトニウムの同位体組成

（239Pu：71wt%，240Pu：17wt%，

241Pu：12wt%） 

・UO2 と PuO2 の含水率： wt% 

・密度： g・ＭＯＸ/cm3

については商業機密の観点から公開できません。 881



  

  
  

PuO2 粉末充てん済 

混合酸化物貯蔵容器モデル図 

ＭＯＸ粉末充てん済 

混合酸化物貯蔵容器モデル図 

  

混合酸化物貯蔵容器のモデル詳細図 

については商業機密の観点から公開できません。 882



5.計算結果

保管ピット及び混合機を評価した結果，平均実効増倍率に３σを加えた値が

0.95 以下であるため，PuO2 粉末を充てんした保管容器を収納した保管ピット及

び混合機は，臨界安全である。 

貯蔵ホールを評価した結果，PuO2 粉末が充てんされた混合酸化物貯蔵容器が

44本以下であれば，平均実効増倍率に３σを加えた値が 0.95以下であるため臨

界安全である。 
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共通資料⑤ 

ＭＯＸ粉末中の Puの未臨界質量の評価 

1.評価概要

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備にて製造される現実的な含水率を考慮し

た場合のＭＯＸ粉末中の Puの未臨界質量を算出する。 

2.計算条件

臨界安全解析に当たっては，以下の事項を考慮する。

（1）核燃料物質の組成：UO2と PuO2の混合物（重量比 Pu/U= ）

（2）ウランの同位体組成（235U：1.6wt%，238U：98.4wt%）

プルトニウムの同位体組成（239Pu：71wt%，240Pu：17wt%，241Pu：12wt%）

（3）ＭＯＸ粉末の含水率： wt%

（4）密度： g・ＭＯＸ/cm3

（5）核分裂生成物及びアクチニド（ウラン及びプルトニウムを除く）は考慮し

ない。 

3.計算モデル

（1）核燃料物質の形状：球形状

（2）反射条件：水 300mm

4.計算コード：JACSコードシステム

5.モデル図

6.計算結果

ＭＯＸ粉末中のプルトニウムの質量が 70kg・Pu以下であれば臨界安全である。

については商業機密の観点から公開できません。 884



共通資料⑥

よう素追出し槽及び中間ポットにおける未臨界の維持についての評価

1.解析の方法及び手順

よう素追出し槽及び中間ポットの臨界安全管理の方法は，濃度管理及び中性

子吸収材管理である。加熱能力の増大による濃縮時においても，機器の形状を

考慮することで核燃料物質濃度が未臨界濃度を超えても臨界事故が発生しない

ことを確認する。

燃料組成については燃焼計算コード PHOENIX-P を用いて評価する。臨界計

算は臨界計算コード JACS システムを使用する。 

2.解析条件

（１）臨界安全解析に当たっては，表１とする。

表１：よう素追出し槽及び中間ポットの解析条件

（２）よう素追出し槽の解析モデルを図１に，中間ポットの解析モデルを図２

に示す。

については商業機密の観点から公開できません。 885



3.解析結果

については商業機密の観点から公開できません。
886



図１：よう素追出し槽評価モデル

図２：中間ポット評価モデル

については商業機密の観点から公開できません。 887



図 3：よう素追出し槽評価結果（硝酸濃度 1.5 規定時） 

図 4：よう素追出し槽評価結果（硝酸濃度 2.77 規定時） 

については商業機密の観点から公開できません。 888



図 5：よう素追出し槽評価結果（硝酸濃度 0 規定，0.7ｇGd/L 時） 

図 6：中間ポット評価結果（硝酸濃度 1.5 規定時） 

については商業機密の観点から公開できません。
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図 7：中間ポット評価結果（硝酸濃度 2.77 規定時） 

については商業機密の観点から公開できません。
890



共通資料⑦

中性子吸収材の供給しなかった場合における臨界事故の評価

１.評価の方法及び手順

溶解槽は，制限濃度安全形状寸法管理，質量管理及び中性子吸収材管理並び

にこれらの組み合わせにより，単一ユニットとして臨界防止する設計としてい

る。中性子吸収材管理としては，使用済燃料集合体上端５０ｃｍの平均燃焼度

が初期濃縮度に応じた所定の燃焼度未満の使用済燃料集合体を溶解する場合は，

溶解槽に可溶性中性子吸収材である硝酸ガドリニウムを含有した硝酸溶液を供

給する設計としている。既認可の設工認では，溶解槽において PWR 燃料又は

BWR 燃料に対して燃焼度，初期濃縮度及び質量制限値に応じて，硝酸ガドリニ

ウムを使用する範囲が示されている。また，溶解槽の下流機器である第１よう

素追出し槽においても，PWR 燃料又は BWR 燃料に対して燃焼度及び初期濃縮

度に応じて，硝酸ガドリニウムを使用する範囲が示されている。

 異常の想定として，本来硝酸ガドリニウムを供給すべきであったのにもかか

わらず，硝酸ガドリニウムの供給しなかった場合の臨界事故の発生について検

討する。

 溶解液は，溶解槽から第１よう素追出し槽にオーバーフローし，さらに下流

に流出する。硝酸ガドリニウムを供給しなかった場合についての評価の方法は，

既認可されている溶解槽における硝酸ガドリニウムの使用領域と第１よう素追

出し槽における硝酸ガドリニウムの使用領域を比較することで，臨界事故の発

生しやすさを比較・評価する。

2.評価結果

PWR 燃料の場合と BWR 燃料の場合における溶解槽と第１よう素追出し槽の

硝酸ガドリニウムの使用領域の比較結果を図１及び図２に示す。

図１及び図２より同じ燃焼度の場合，第１よう素追出し槽のほうが Gd 非使用

領域が広い。溶解槽で硝酸ガドリニウムを必要とした領域であっても，第１よ

う素追出し槽では硝酸ガドリニウムを必要としない領域がある。そのため，硝

酸ガドリニウムの供給しなかった場合においては，第１よう素追出し槽よりも

溶解槽で先に臨界事故が発生することが予想される。

891



図１：PWR 燃料における硝酸ガドリニウム使用領域の比較 

図２：BWR 燃料における硝酸ガドリニウム使用領域の比較 

については商業機密の観点から公開できません。
892



共通資料⑧ 

シール槽，UO3受槽及び規格外製品受槽からの UO3粉末の漏えい時の

実効増倍率の評価 

1.評価概要

ウラン脱硝設備の平常運転時において，シール槽，UO3受槽，規格外製品受槽

が破損し内部の UO3粉末が床に堆積した場合を想定し，未臨界評価を行う。 

粉末の漏えいはそれぞれの機器の設置位置を考慮することとし，評価におい

ては，溢水も考慮する。 

2.計算条件

臨界安全解析に当たっては，以下の事項を考慮する。

（1）核燃料物質の組成：UO3

（2）ウランの同位体組成（235U：1.6wt%，238U：98.4wt%）

（3）密度： g・UO3/cm
3

（4）最適減速条件 非均質系：減速比=  

(サーベイ計算結果)  均質系：H/U=  

（5）核分裂生成物及びアクチニド（ウランを除く）は考慮しない。

3.計算モデル

（1）核燃料物質の形状：円錐形状（安息角 °）

（2）頂点間距離： cm

（3）質量（平常運転時の内包量を考慮）

均質系粉末： kg・U（シール槽及び UO3受槽）

非均質系粉末： kg・U（規格外製品受槽） 

（4）溢水高さ： cm

4.計算コード：JACSコードシステム

に ついては商業機密の観点から公開できません。 893



5.モデル図

6.計算結果

いずれのモデルにおいても，平均実効増倍率に３σを加えた値が 0.95以下で

あるため，シール槽，UO3 受槽及び規格外製品受槽から UO3 粉末が漏えいしたと

しても臨界安全である。 

燃料領域(均質 UO3) 燃料領域(非均質 UO3) 

水 コンクリート

については商業機密の観点から公開できません。
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共通資料⑨ 

UO3粉末の未臨界質量の評価 

1.評価概要

ウラン脱硝設備にて製造される UO3粉末は減速比（H/U）が を超えないよう

に管理している。UO3粉末の減速比 以下とした場合における UO3粉末の未臨界

質量を算出する。 

2.計算条件

臨界安全解析に当たっては，以下の事項を考慮する。

（1）核燃料物質の組成：UO3

（2）ウランの同位体組成（235U：1.6wt%，238U：98.4wt%）

（3）UO3の減速比（H/U）： 以下

（4）UO3の密度： g・UO3/cm
3（ウラン密度： ～ g・U/cm3）

（5）核分裂生成物及びアクチニド（ウランを除く）は考慮しない。

3.計算モデル

（1）核燃料物質の形状：球形状

（2）反射条件：水 30cm

4.計算コード：JACSコードシステム

5.モデル図

6.計算結果

UO3粉末中のウランの質量が 2000kg・U以下であれば臨界安全である。

(UO3+H2O 均質) 

30 

については商業機密の観点から公開できません。 895



共通資料⑩ 

UO3粉末の取扱時における落下・転倒時の想定事象における 

ウラン酸化物貯蔵容器の健全性試験

ウラン酸化物貯蔵容器内には，UO3 粉末の重量を模擬した模擬内容物（鉄粉）

を充てんし，落下試験を行った。 

 落下試験では，ウラン酸化物貯蔵容器をクレーンにて所定の高さにつり上げ，

落下姿勢を調整し，落下させた。具体的には，以下の①～④の落下試験である。 

①底部垂直落下

②頭部垂直落下

③水平落下

④頭部コーナー落下

図 1に概要図を示す。また，試験の実施方法を図 2に示す。

試験結果を図 3に示す。いずれの試験の場合においても臨界安全である。
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共通資料⑪ 

UO3粉末の取扱時における落下・転倒時の想定事象における 

貯蔵バスケットの健全性試験 

ウラン酸化物貯蔵容器内には，UO3 粉末の重量を模擬した模擬内容物（鉄粉）

を充てんし，貯蔵バスケットに４本収納して落下試験を行った。 

 落下試験では，貯蔵バスケットをクレーンにて所定の高さにつり上げ，落下

姿勢を調整し，落下させた。具体的には，以下の①～④の落下試験である。 

①底部垂直落下

②頭部垂直落下

③水平落下

④頭部コーナー落下

図 1に概要図を示す。また，試験の実施方法を図 2に示す。

試験結果を図 3に示す。いずれの試験の場合においても臨界安全である。
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共通資料⑫ 

少量の硝酸プルトニウム溶液における実効増倍率の評価 

1.評価概要

プルトニウム濃度を変化させて実効増倍率を算出し，硝酸プルトニウム溶液

量を Lとした場合の未臨界評価を行う。 

2.計算条件

臨界安全解析に当たっては，以下の事項を考慮する。

（1）核燃料物質の組成：Pu（NO3）4

（2）プルトニウムの同位体組成（239Pu：71wt%，240Pu：17wt%，241Pu：12wt%）

（3）遊離硝酸，核分裂生成物及びアクチニド（プルトニウムを除く）は考慮し

ない。 

3.計算モデル

（1）核燃料物質の形状：球形状

（2）反射条件：水 300mm

4.計算コード：JACSコードシステム

5.モデル図

6.計算結果

平均実効増倍率に３σを加えた値が 0.95以下であるため，プルトニウムを扱う

容量が L 以下の場合は，いかなるプルトニウム濃度であっても臨界安全であ

る。

については商業機密の観点から公開できません。
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共通資料⑬ 

ＭＯＸ粉末の実効増倍率の評価 

1.評価概要

ＭＯＸ粉末のうち，プルトニウムの質量を 40.2kg・Puとした単一ユニットの

未臨界評価を行う。 

2.計算条件

臨界安全解析に当たっては，以下の事項を考慮する。

（1）核燃料物質の組成：UO2と PuO2の混合物（重量比 Pu/U= ）

（2）ウランの同位体組成（235U：1.6wt%，238U：98.4wt%）

プルトニウムの同位体組成（239Pu：71wt%，240Pu：17wt%，241Pu：12wt%）

（3）UO2と PuO2の含水率： wt%

（4）密度： g・ＭＯＸ/cm3

（5）核分裂生成物及びアクチニド（ウラン及びプルトニウムは除く）は考慮し

ない。 

3.計算モデル

（1）核燃料物質の形状：球形状

（2）反射条件：水 300mm

4.計算コード：JACSコードシステム

5.モデル図

6.計算結果

平均実効増倍率に３σを加えた値が 0.95以下であるため，ＭＯＸ粉末のうち，

プルトニウムの質量が 40.2kg以下の場合は，臨界安全である。

については商業機密の観点から公開できません。 905



共通資料⑭ 

脱硝皿における硝酸プルトニウム溶液の実効増倍率の評価 

1.評価概要

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備において，硝酸プルトニウム溶液を脱硝

装置（脱硝皿）に二重装荷し，脱硝した場合における未臨界評価を行う。 

2.計算条件

臨界安全解析に当たっては，以下の事項を考慮する。

（1）核燃料物質の組成：プルトニウム

（2）プルトニウムの同位体組成（239Pu：71wt%，240Pu：17wt%，241Pu：12wt%）

（3）濃度： g・Pu/L*

（4）容積： L*（二重装荷として通常の定量ポットの容積（ L）の約 2 倍） 

（5）遊離硝酸，核分裂生成物及びアクチニド（プルトニウムは除く）は考慮し

ない。 

*脱硝皿に収まる容積まで濃縮した時点の濃度を模擬して算出した。

3.計算モデル

（1）核燃料物質の形状：円柱形状

（2）反射条件：水 300mm

4.計算コード：JACSコードシステム

5.モデル図

6.計算結果

平均実効増倍率に３σを加えた値が 0.95以下であるため，硝酸プルトニウム

溶液を脱硝皿に二重装荷し，脱硝した場合でも，臨界安全である。

単位：mm 【平面図】 
【立面図】 

真空条件

真空条件

真空条件
真空条件

真空

水
燃料+水 

 

については商業機密の観点から公開できません。
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共通資料⑮ 

ＭＯＸ粉末の含水率を考慮した未臨界質量の評価 

1.評価概要

ＭＯＸ粉末密度 g・ＭＯＸ/cm3 における含水率の理論上限値 wt%の未臨

界質量を算出する。 

2.計算条件

臨界安全解析に当たっては，以下の事項を考慮する。

（1）核燃料物質の組成：UO2と PuO2の混合物（重量比 Pu/U= ）

（2）ウランの同位体組成（235U：1.6wt%，238U：98.4wt%）

プルトニウムの同位体組成（239Pu：71wt%，240Pu：17wt%，241Pu：12wt%）

（3）ＭＯＸ粉末の含水率： wt%

（4）密度： g・ＭＯＸ/cm3

（5）核分裂生成物及びアクチニド（ウラン及びプルトニウムは除く）は考慮し

ない。 

3.計算コード：JACSコードシステム

4.計算結果

ＭＯＸ粉末密度 g・ＭＯＸ/cm3 時の含水率の理論上限値 wt%において，

プルトニウムの質量が 14.9kg・Pu以下であれば臨界安全である。 

については商業機密の観点から公開できません。
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共通資料⑯ 

ＭＯＸ粉末を取り扱う機器の実効増倍率の評価 

1.評価概要

ＭＯＸ粉末を過充てんした粉末缶を，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備の貯蔵ホールに収納した場合において，未臨界を維持できる混合酸化物貯

蔵容器の本数を算出する。 

2.計算条件

臨界安全解析に当たっては，以下の事項を考慮する。

（１）核燃料物質の組成：UO2と PuO2の混合物（重量比 Pu/U= ）

（２）ウランの同位体組成（235U：1.6wt%，238U：98.4wt%）

プルトニウムの同位体組成（239Pu：71wt%，240Pu：17wt%，241Pu：12wt%）

（３）ＭＯＸ粉末の含水率： wt%

（４）密度： g・ＭＯＸ/cm3

（５）核分裂生成物及びアクチニド（ウラン及びプルトニウムを除く）は考慮

しない。

3.計算コード：JACSコードシステム

については商業機密の観点から公開できません。
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4.モデル図

・過充てん混合酸化物貯蔵容器を含む貯蔵ホールのモデル図

（過充てん混合酸化物貯蔵容器 36本の場合） 

 

 

 

   

 
 

 
 

 
  

  
 

 通常充てんＭＯＸ燃料( g・ＭＯＸ/cm3) 過充てんＭＯＸ燃料( g・ＭＯＸ/cm3) 

コンクリート 真空 水 
ステンレス鋼

(SUS304) 

(単位：cm) 

貯蔵ホールの評価においては，４

室の貯蔵ホールのうち１室の貯

蔵ホールに通常の運転において

充てんされた粉末缶と過充てん

された粉末缶が全て貯蔵されて

いるものとして，過充てんされた

混合酸化物貯蔵容器の本数を変

化させ，実効増倍率が 0.95 を下

回る本数を算出する。 

通常の運転において充てんさ

れた粉末缶の中のＭＯＸ燃料か

さ高さは，混合酸化物貯蔵容器内

の核燃料物質質量（ kg（U+Pu））

を保存する際の燃料物質密度に

応じて設定する。 

【立面図】 

【平面図】 鏡面反射↓

鏡面反射

→

鏡面反射

← 

鏡面反射↑

鏡面反射↓

鏡面反射

→ 鏡面反射

については商業機密の観点から公開できません。 909



・過充てん混合酸化物貯蔵容器及び通常の運転において充てんされた粉末缶を

収納する混合酸化物貯蔵容器のモデル図 

5.計算結果

ＭＯＸ粉末が過充てんされた混合酸化物貯蔵容器が 36本以下であれば平均実効

増倍率に３σを加えた値が 0.95以下であるため臨界安全である。

 
 

 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

通常充てん貯蔵容器モデル図 過充てん貯蔵容器モデル図 

【立面図】 【立面図】 

【平面図】 【平面図】 

H：ＭＯＸ燃料かさ高さ（燃料密度に応じて設定） 

（単位：cm） 

については商業機密の観点から公開できません。
910



共通資料⑰

分離設備においてプロセス変動（異常）が生じても補助抽出器内のプルトニ

ウム濃度が核的制限値を超えないこと，抽出塔からの抽出廃液中のプルトニ

ウム濃度が抽出廃液受槽の最大許容限度（未臨界濃度）を超えないことの根

拠について

１．はじめに

重大事故（臨界）における内的想定①（動的機器の機能喪失又は誤操作）

では，単一の機能を担う動的機器のみの機能喪失（多重故障）に加えて，臨

界事故の起因となる異常の発生の防止機能及び当該異常の進展防止機能（両

者をあわせて「臨界防止機能」と言う。）のうち主要な機能（以下，「主要

な臨界防止機能」と言う。）について，複数の動的機器の機能喪失（多重故

障）及び運転員が行う操作の誤操作（異常検知に係る認知・判断ミスを含む）

による機能喪失を想定する。機能喪失の結果，想定される異常な状態の進展・

継続により臨界に至る可能性のある事象について，プロセスの異常な変動検

知による生産運転の自動停止，その他の運転管理上の措置による異常検知，

事象進展の防止可否を検討する。

なお，関連性のない複数の起因事象の同時発生は想定しないとしている。

分離施設における重大事故（臨界）の内的想定①を検討するにあたり，以

下を検討条件とした。

（１）抽出工程の特徴から，上流機器の異常が下流機器への影響を考慮する。

（２）関連性のない複数の起因事象の同時発生は想定しないことから，異常

の想定は１パラメータの機能喪失となる。

 上記（１）及び（２）を考慮し，分離設備で異常を想定した場合の解析結果を以

降に示す。

分離設備の抽出塔の抽出廃液は，ＴＢＰ洗浄塔を経て抽出廃液受槽に移送

するものと，補助抽出器を経て補助抽出廃液受槽に移送するものがある。抽

出塔及びＴＢＰ洗浄塔は全濃度安全形状寸法であるが，抽出廃液受槽は形状

による臨界安全管理をする貯槽ではなく，プルトニウムの濃度が管理された

抽出廃液を受け入れる濃度管理（未臨界濃度：6.3 gPu/L）の貯槽である。ま

た，補助抽出器については，制限濃度安全形状寸法管理（未臨界濃度：13 gPu/L）
の機器であり，補助抽出廃液受槽は濃度管理（未臨界濃度：6.3 gPu/L）の機

器である。

分離設備の通常運転時は，抽出廃液受槽及び補助抽出廃液受槽中のプルト

ニウム濃度が未臨界濃度を超えることはないが，プロセス条件に異常が生じ

た場合には，これらの機器に流入する抽出廃液中のプルトニウム濃度が上昇

することがある。抽出廃液中のプルトニウム濃度の上昇に係る設計基準事象
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は以下のとおりである（図１参照）。

①分離設備の抽出塔での有機溶媒の流量低下

②分離設備の抽出塔での溶解液の流量増加

③分離設備の第１洗浄塔での洗浄用液の酸濃度低下

④分離設備の第２洗浄塔での洗浄用液の酸濃度低下

抽出廃液中のプルトニウム濃度が上昇する理由は，ウラン及びプルトニウ

ムの量とＴＢＰの量とのバランスが崩れることによる。図２は，上記の①及

び②のプロセス異常が発生した場合の抽出廃液中のプルトニウム濃度の上昇

する機構を模式的に示したものである。③のプロセス異常は，第１洗浄塔内

でウラン及びプルトニウムが逆抽出されて第２洗浄塔に移行するウラン及び

プルトニウムの量が少なくなり，その分が抽出塔に戻るため，図２に示すよ

うな機構と同様な現象として扱える。④の第２洗浄塔のプロセス条件の変動

は，補助抽出器に移送する洗浄廃液を介して補助抽出器のプロセス状態に影

響し，さらに，補助抽出器から抽出塔に移送する有機溶媒を介して抽出塔及

び第１洗浄塔のプロセス状態に影響する。したがって，④のプロセス条件の

異常も，図２に示すような機構と同様な現象を引き起こす。

 以上のプロセス条件の異常に起因する設計基準事象について，その事象が

発生した場合における抽出廃液中の最大プルトニウム濃度を解析により求め，

未臨界濃度以下となるかを評価した。
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図２ プロセス異常によって抽出廃液中のプルトニウム濃度の上昇する機構

２．解析方法

２．１ 解析コード

抽出廃液中のプルトニウム濃度の解析は Revised MIXSET を使用した 2)。

図３に Revised MIXSET における計算モデルの概要図を示す。 
Revised MIXSET は，ミキサ・セトラ型の連続抽出器を用いた溶媒抽出工

程の動的状態（Transient State）及び定常状態（Steady State）計算と各種

供給液について流量と濃度の最適化計算が行えるコードである。

プログラムは，東海再処理工場の溶媒抽出工程の解析のために開発された

ものであり，六ヶ所再処理工場においても採用している PUREX プロセスの

第１洗浄等

（洗浄用硝酸） 第２洗浄塔へ

U, Pu

U飽和

U飽和

U濃度上昇
Pu濃度の
過渡的上昇

（溶解液）

補助抽出器から

（有機溶媒）

抽出塔

（抽出廃液）
ＴＢＰ洗浄塔へ

抽出塔の
高さ方向

0 100%（有機相U飽和度）

Uの濃度分布

Uの抽出端（Uの有機溶媒によ
る抽出の起こり始める位置）

水相

有機相

凡例

U, Pu

Pu

１．プロセス異常によって系（抽出塔及び第１洗
浄塔）へのU及びPuの供給量がTBP供給量に
対して過剰となる（起因事象）。

２．TBPに負荷するUが飽和（通常 %程度）し、抽
出され切れないUが抽出塔内で下降するため
に抽出端が下降する。

３．第１洗浄塔内では、U及びPuの平衡状態が変
化しU及びPuの分配係数が下がり、U及びPu
が水相に逆抽出される。このために第１洗浄
塔の洗浄廃液の密度が上昇する。また、抽出
塔上部でも同様にPuが逆抽出される。

４．Puは抽出塔下部では抽出され、抽出塔上部
にリサイクルし、溶解液からのPuの供給とに
よって抽出塔内にPuが蓄積する。

５．U抽出端が抽出塔下部に下がり、抽出廃液に
Puがリークし始め抽出塔内のPuの濃度が低
下する。

については商業機密の観点から公開できません。 914



解析に主点が置かれている。

Revised MIXSET では，向流する水相と有機相が考慮され，有機相中に抽

出剤（PUREX 法の場合 TBP）が存在する。抽出成分としては，HNO3，U(VI)，
Pu(IV)，Pu(III)，U(IV)，HNO2，ヒドラジン，硝酸ヒドロキシルアミンの８

成分を取り扱うことが可能である。

計算は各段内のミキサ部とセトラ部の水相及び有機相濃度を１点で近似す

る集中定数化法で行われる。定常状態の濃度分布はこれら各段の濃度点の非

線型連立方程式を解くことで得られる。動的挙動は各段の成分濃度の微分方

程式によって表現され，これらの連立微分方程式は差分法によって解かれる。 

図３ Revised MIXSET コードの計算モデルの概要図 

２．２ 解析モデル

２．２．１ パルスカラムのモデル化

Revised MIXSET を用いた計算に当たっては，パルスカラムを以下の条件

でミキサ・セトラへモデル化した。

（１）段数

分離設備のパルスカラムのカラム有効長（シャフト部）は ｍである。ま

た，フランスのラ・アーグ再処理工場及びマルクールサイトにおける運転経

験を基に，分離設備のパルスカラムの１理論段相当高さは ｍ以下となるよ

うに設計している 3)。このため，パルスカラムの１理論段数相当高さは ｍ

とし，パルスカラム１基当たりの理論段数は 段に設定した。

（２）１段の体積

１段当たりの体積は，カラム有効長の体積を段数（ 段）で除したものと

した。表１に各パルスカラムの１段当たりの体積を示す。

表１ 各パルスカラムの１段当たりの体積（設計図書 3)を基に作成）

パルスカラム 有効長体積（Ｌ） １段当たり体積（Ｌ） ミキサ部体積（Ｌ） セトラ部体積（Ｌ） 

抽出塔

第１洗浄塔

第２洗浄塔

    

1 2 3 4 1 2 3

バンク１ バンク２

段数

水相出口

有機相入口

有機相出口

水相入口

（セトラ部）

（ミキサ部）

については商業機密の観点から公開できません。
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（３）セトラ部の界面位置

分離設備のパルスカラムはすべて有機相連続であり，界面は上部・下部セ

トラ部を含む全長 m のパルスカラムの下部セトラ部に位置しているため，

ミキサ・セトラへのモデル化に当たっての界面位置は に設定した。

２．２．２ ミキサ・セトラのモデル化

ミキサ・セトラの計算モデルは設計段数及び設計体積を入力条件とした。

補助抽出器の段数及び体積を表２に示す。セトラ部の界面位置は設計値 4)の

とおり とした。 

表２補助抽出器の段数及び体積（設計図書 4)を基に作成）

ミキサ・セトラ 段数 ミキサ部体積（Ｌ） セトラ部体積（Ｌ）

補助抽出器   

２．２．３ 標準フロー図及び解析モデル図

分離設備の Revised MIXSET による解析に用いた標準フロー図 1)及び解析

モデル図を以下の図４～９に示す。図４～図６が通常処理量 4.0 tU/d 運転時，

図７～図９が最大処理量 4.8 tU/d 運転時の標準フロー図及び解析モデル図で

ある。

図４ 抽出塔及び第１洗浄塔の標準フローと解析モデル図

（4.0 tU/d 処理運転時） 

については商業機密の観点から公開できません。
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図５ 第２洗浄塔の標準フローと解析モデル図

（4.0 tU/d 処理運転時） 

図６ 補助抽出器の標準フローと解析モデル図

（4.0 tU/d 処理運転時） 

図７ 抽出塔及び第１洗浄塔の標準フローと解析モデル図

（4.8 tU/d 処理運転時） 

については商業機密の観点から公開できません。
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図８ 第２洗浄塔の標準フローと解析モデル図

（4.8 tU/d 処理運転時） 

図９ 補助抽出器の標準フローと解析モデル図

（4.8 tU/d 処理運転時） 

２．２．４ その他入力値

有機溶媒は，分離設備に用いる 30vol%TBP に設定した。平衡定数，分配

係数，反応速度については，Revised MIXSET に組み込まれているものを使

用した。また，溶液の温度は 25℃に設定した。 

３．解析結果

３．１ 分離設備の抽出塔での有機溶媒の流量低下

図 10 及び図 11 に抽出塔へ供給する有機溶媒の流量が低下した場合の抽出

廃液中のプルトニウム濃度の経時変化を示す。図 10 が通常処理量の 4.0tU/d，
図 11 が最大処理量の 4.8tU/d の場合である。 

図 10 及び図 11 より，4.0tU/d，4.8tU/d いずれの場合でも，有機溶媒の流

量が－30％のケースでプルトニウム濃度が最大値 約 gPu/L を示すが，抽出

廃液受槽の未臨界濃度 6.3gPu/L を超えない。 

については商業機密の観点から公開できません。 918



３．２ 分離設備の抽出塔での溶解液の流量増加

図 12 及び図 13 に抽出塔へ供給する溶解液の流量が増加した場合の抽出廃

液中のプルトニウム濃度の経時変化を示す。図 12 が通常処理量の 4.0tU/d，
図 13 が最大処理量の 4.8tU/d の場合である。 

図 12 及び図 13 より，4.0tU/d，4.8tU/d いずれの場合でも，溶解液の流量

が＋30％～+40％のケースでプルトニウム濃度が最大値 約 gPu/L を示すが，

抽出廃液受槽の未臨界濃度 6.3gPu/L を超えない。 

３．３ 分離設備の第１洗浄塔での洗浄用液の酸濃度低下

図 14 及び図 15 に第１洗浄塔へ供給する洗浄用液の酸濃度が低下した場合

の抽出廃液中のプルトニウム濃度の経時変化を示す。図 14 が通常処理量の

4.0tU/d，図 15 が最大処理量の 4.8tU/d の場合である。 
図 14 及び図 15 より，4.0tU/d，4.8tU/d いずれの場合でも，酸濃度が 0mol/L

のケースでプルトニウム濃度が最大値 約 gPu/L を示すが，抽出廃液受槽

の未臨界濃度 6.3gPu/L を超えない。 

３．４ 分離設備の第２洗浄塔での洗浄用液の酸濃度低下

図 16 及び図 17 に第２洗浄塔へ供給する洗浄用液の酸濃度が低下した場合

（10mol/L 硝酸が 0mol/L に低下）の抽出廃液中のプルトニウム濃度の経時変

化を示す。図 16 が通常処理量の 4.0tU/d，図 17 が最大処理量の 4.8tU/d の

場合である。

図 14 及び図 15 より，4.0tU/d，4.8tU/d いずれの場合でも，プルトニウム

濃度が最大値 約 gPu/L を示すが，抽出廃液受槽の未臨界濃度

6.3gPu/L を超えない。 
図 18～図 19 に第２洗浄塔へ供給する洗浄用液の酸濃度が低下した場合

（10mol/L 硝酸が 0mol/L に低下）の第２洗浄塔から補助抽出器へ移送する洗

浄廃液中のプルトニウム濃度の経時変化を示す。また，図 20～図 23 に第２

洗浄塔へ供給する洗浄用液の酸濃度が低下した場合（10mol/L 硝酸が 0mol/L
に低下）の補助抽出器内のプルトニウム濃度プロフィルの変化を示す。図 20
及び図 21 が通常処理量の 4.0tU/d，図 22 及び図 23 が最大処理量の 4.8tU/d
の場合である。

4.0tU/d，4.8tU/d いずれの場合でも，第２洗浄塔から補助抽出器へ移送す

る洗浄廃液中のプルトニウム濃度が最大値 約 g/L を示すが，補助抽出器

及びＴＢＰ洗浄器の未臨界濃度 13gPu/L並びに補助抽出廃液受槽の未臨界濃

度 6.3gPu/L を超えない。また，補助抽出器内の有機相中のプルトニウム濃度

についても最大値 約 gPu/L を示すが，補助抽出器及びＴＢＰ洗浄器の未

臨界濃度 13gPu/L 並びに補助抽出廃液受槽の未臨界濃度 6.3gPu/L を超えな

い。

については商業機密の観点から公開できません。
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共通資料⑱ 

UO3粉末を取り扱う機器の実効増倍率の評価 

1.評価概要

ウラン脱硝設備の単一ユニット及び複数ユニットの未臨界評価を行う。

2.計算条件

臨界安全解析に当たっては，以下の事項を考慮する。

（1）核燃料物質の組成：UO3

（2）ウランの同位体組成（235U：1.6wt%，238U：98.4wt%）

（3）最適減速条件 非均質系：減速比=  

(サーベイ計算結果) 均質系：H/U= （脱硝塔上部は 以下） 

（4）核分裂生成物及びアクチニド（ウランは除く）は考慮しない。

3.計算モデル

（1）核燃料物質の形状：円柱形状

（2）反射条件：水 300mm

4.計算コード：JACSコードシステム

5.モデル図

・ウラン脱硝設備の単一ユニットの計算モデル

機器名 化学形態 φ（単位：ｍｍ） 

脱硝塔の下部，規格外製品受槽， 

規格外製品容器，UO3溶解槽 

UO3－水非均質  

溶解用 UO3供給槽，シール槽， 

UO3受槽 

UO3－水均質  

脱硝塔の上部 

UO3－水均質 

 

（H/U≦ ） 

300 300 φ 

については商業機密の観点から公開できません。 927



・UO３溶解槽の複数ユニットの計算モデル

・シール槽，UO3受槽及び規格外製品受槽の複数ユニットの計算モデル

300 

300 

300 

 

300 

300    300 

300 

300  

 

300     

(UO3－水均質) (UO3－水非均質) 

300 

 

300 

については商業機密の観点から公開できません。 928



6.計算結果

いずれのモデルにおいても，平均実効増倍率に３σを加えた値が 0.95以下で

あるため，UO3粉末を取り扱う機器は，臨界安全である。 
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共通資料⑲ 

脱硝塔からの漏えい時の実効増倍率の評価 

1.評価概要

ウラン脱硝設備の脱硝塔が損傷し，内部の UO3粉末が床に堆積する場合を想定

し，未臨界評価を行う。評価においては，溢水も考慮する。 

2.計算条件

臨界安全解析に当たっては，以下の事項を考慮する。

（1）核燃料物質の組成：UO3

（2）ウランの同位体組成（235U：1.6wt%，238U：98.4wt%）

（3）密度： g・UO3/cm
3

（4）最適減速条件 非均質系：減速比=  

(サーベイ計算結果)  均質系：H/U=  

（5）核分裂生成物及びアクチニド（ウランを除く）は考慮しない。

3.計算モデル

（1）核燃料物質の形状：円錐形状（安息角 °）

（3）質量（通常時の内包量を考慮）

均質系： kg・U（粉末状）

非均質系： kg・U（塊状：運転実績） 

（4）溢水高さ： cm

4.計算コード：JACSコードシステム

5.モデル図

燃料領域(均質 UO3) 燃料領域(非均質 UO3) 

については商業機密の観点から公開できません。 930



6.計算結果

平均実効増倍率に３σを加えた値が 0.95 以下であるため，脱硝塔から UO3粉末

が漏えいした場合でも，臨界安全である。

931



共通資料⑳ 

ＭＯＸ粉末の取扱時における落下・転倒時の想定事象における 

混合酸化物貯蔵容器の健全性試験 

混合酸化物貯蔵容器内には，ＭＯＸ粉末の重量を模擬した模擬内容物（鉄粉）

を充てんし，落下試験を行った。 

 落下試験では，混合酸化物貯蔵容器をクレーンにて所定の高さにつり上げ，

落下姿勢を調整し，落下させた。具体的には，以下の①～③の落下試験である。 

① ４ｍ垂直落下

② ４ｍ水平落下

③ ４ｍコーナー落下

図 1に概要図及び試験結果を示す。

いずれの試験の場合においても塑性変形は認められたが，混合酸化物貯蔵容

器のＭＯＸ粉末の取り扱い量は未臨界質量以下であるため臨界安全である。 
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